
    
      
        
      
    

  





風土記 上




現代語訳付き








中村啓信=監修・訳注
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本作品の全部または一部を無断で複製、転載、配信、送信したり、ホームページ上に転載することを禁止します。また、本作品の内容を無断で改変、改ざん等を行うことも禁止します。

本作品購入時にご承諾いただいた規約により、有償・無償にかかわらず本作品を第三者に譲渡することはできません。

本作品を示すサムネイルなどのイメージ画像は、再ダウンロード時に予告なく変更される場合があります。






本作品は縦書きでレイアウトされています。





また、ご覧になるリーディングシステムにより、表示の差が認められることがあります。







本文中に「＊」が付されている箇所には注釈があります。その箇所を選択すると、該当する注釈が表示されます。










凡例





一、現伝するまとまりをもつ風土記の五か国（常陸・出雲・播磨・豊後・肥前）と、諸文献に引用されて来歴した、逸文と称されるものを採録した。

一、五か国の風土記は読解の便宜のため、まず訓読文を掲示して脚注を付けた。ついで訓読文に対応する現代語訳を掲載する。風土記本来の文である漢字の本文（ほんもん）は末尾に掲げた。

一、逸文についても、ほぼ五か国風土記と同様な処置がなされているが、本文のみの残欠するもの、訓読文のみのもの、要約のようなものも含まれている。

一、本文については、原文（オリジナル）がまったく残存しないので、二次概念としての〝原型〟を求めて、逸文の中から再建したものがある。

一、本文の二行書き割注は訓読文では小字一行書きとした。

一、本書は五か国風土記を、『延喜式』に従って畿内・七道の国順に配し、次に逸文を置いた。それぞれの執筆担当者は、つぎのとおり。
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中村啓信　　



　常陸国風土記


中村啓信　　



　出雲国風土記


橋本雅之　　



　播磨国風土記


橋本雅之　　
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谷口雅博　　



　肥前国風土記


谷口雅博　　



　逸文（畿内・東海道・東山道・北陸道）


飯泉健司　　



　逸文（山陽道・山陰道・南海道・西海道）


谷口雅博　　






一、各国末に解説、下巻末に主要語句索引を付し、読解の便をはかった。
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風土記総解説




　奈良時代、元げん明めい天皇の和わ銅どう六年（七一三）五月二日付け、





畿うちつ内くにと七ななつの道みちの諸もろもろの国・郡こおり・郷さとの名は好よき字なを着けよ。其その郡の内に生なれる銀しろかね・銅あかがね・彩うるわし色きいろ・草・木・禽とり・獣・魚・虫等の物は、具つぶさに色目なを録しるすこととまた土地ところの沃こゆると塉やすると、山川原はら野のの名号なの由よる所、また古老の相伝ふる旧聞・異事は史籍ふみに載せて言上せよ。






の官命（『続しよく日に本ほん紀ぎ』）が、風ふ土ど記き編修の命令に当ると読まれている。『延えん喜ぎ式しき』民みん部ぶ上の「凡およそ諸国の部くにの内うちの郡・里等の名は、並びに二字を用ゐ、必ず嘉き名を取れ。」とあるのがそれを承うけるものであろう。和銅の「郷」は「里」の誤ご謬びゆうか。「好よき字」は「嘉よき名」と同じで、一字名とか三字名などで表記されてきた地名は、良い意味をもつ二字表記に改めよ、と命じている。

　畿内とは大和やまと・山やま城しろ・摂せつ津つ・河内こうち後れて和泉いずみの諸国。七道は東とう海かい・東とう山せん・北ほく陸りく・山さん陰いん・山さん陽よう・南なん海かい・西さい海かいの諸道であり、合わせて六十四国二島か。これらの多くの諸国に対して和銅六年の命は発せられたのである。

　振り返って、中央が地方に要求している内容を見ると、それぞれの国状であり、地誌でもある国状報告書、そのうち現在に残ったものは、出雲いずもの国（島根県）一国分だけが完本で、常陸ひたちの国（茨城県）・播はり磨まの国（兵庫県）・豊ぶん後ごの国（大分県）・肥ひ前ぜんの国（一部佐賀、一部長崎県）は省略または脱落があると言われたりするが、それなりの纏まとまった分量がある。しかしこの五か国を除く大部分は失われ、他の文献に拾われ引用された逸文といわれる小片を留とどめる、なにがしかの国があるに過ぎない。

　この諸国の国状報告書は〝解〟という形式で地方の国司から中央に送達されたものであるが、出雲の国の場合、国状報告の型式と送達に異同があるが、この出雲のケースをも含め、国状報告書を平安・鎌倉時代の文献が〝風土記〟と呼称したところに、古典籍としての『○○国風土記』が誕生した。

　中央集権を推し進める律りつ令りよう時代の官が、国郡統治実現の政治行動として提出を命じた〝解〟の回収率の明細はわからない。解は地方の在りようを中央にもたらしたが、各国の人口、封戸・課戸・仕丁などの人数、調賦の多寡などを含まないのは別の規定、つまり大化の改新詔を踏まえた律令があったからであり、『続日本紀』文もん武む天皇慶きよう雲うん三年（七〇六）の「使を七道に遣はし、田租の法を始む、町に十五束……」ともある。

　この官命の冒頭文は風土記に関らないとする立場がある。『扶ふ桑そう略りやく記き』（嘉か保ほう元年＝一〇九四まで）にこの官命を引いて「好字」の下に「又令作風土記」の文があることによる。しかし『続日本紀』に「風土記」の語のあることは考え難い。もし官命が「風土記」の語で解文を要もとめたとすれば、「風土記」の語の反応がなければならない。それが皆無である上に、『続日本紀』が文の主題となる指示語を脱落するとは考えられない。官命文への傍書・書入れが、『扶桑略記』本文に取り込まれた衍えん文ぶんと見るべきものである。このような衍文が入ることは、「風土記」の語が当時の政官界にどれほどかの通用性があったからとみられる。逸書『官かん曹そう事じ類るい』（延えん略りやく二十二年＝八〇三奏上）に腹赤魚＝鱒ますのことについて、[image: ]ちく後ご・肥ひ後ご「両国風土記」と記事のあることを見ても推察される。つまり和銅六年五月二日の官命に報こたえた諸国の解が風土記なのである。

　この解の提出を命じた官命の第一項は、国郡郷に「好字」を着けることとある。これより一年前に成立した『古こ事じ記き』では、一例だけの「紀国」のほかは「木国」であり、七年後の『日に本ほん書しよ紀き』では「紀伊国」の二字表記となり、「紀朝臣」・「紀温湯」などは一字表記で残る。「郡」は『古事記』に無く、『日本書紀』では多量の郡名が二字表記であるが、「年魚市郡」・「泉郡」などわずかな例外を見る。「郷」は旧表記法の「里」のみで『古事記』が一例、『日本書紀』の記事は郡単位までで「郷」は採らずに「村」で書く。そこで風土記はといえば、現存五か国すべての二字表記は当然であるが、豊とよのみ後ちのしり・肥ひのみ前ちのくちは豊とよの国くに・肥ひの国くにであったものを分割をしたとき、「みちのしり」と「みちのくち」を便宜付けただけに過ぎない。備び前ぜん・備びつ中ちゆう・備びん後ごも同様で備前国を和銅六年に割って作った美みま作さかの国の名の好もしいのに較べれば形式があるのみである。しかしこれらを見ると漢式の二字地名に整えることが「好字」を着けるにほかならなかったと知るべきであろう。郡名・郷名についても同様である。

　第二項は郡内の産物の目録を作ることとして、銀・銅・彩色・草・木・禽・獣・魚・虫などを掲げる。『続日本紀』の同じ和銅六年五月の十一日の記事には、





大おお倭やまと・参み河かわをして並びに雲母きららを献たてまつらしむ。伊い勢せは水みず銀かね、相模さがみは石い流お黄う・白はく樊はん石せき・黄樊石、近江おうみは磁じ石せき、美み濃のは青樊石、飛ひ驒だ・若わか狭さは並びに樊石、信濃しなのは石流黄、上こう野ずけは金こん青じよう、陸奥むつは白石英・雲母・石流黄、出雲は黄樊石、讃岐さぬきは白樊石。






と鉱物を列記する。ここに先の銀・銅は含まれず、令の雑に、銅鉄を産出するところがあって、官が採らない場合には民が採って、これを庸調に立て替えてもよい。山沢に異宝・異木・金・玉・銀・彩色などが有る場所を知っているなら太だ政じよう官かんに申し出よ。とあるのを見れば、官の欲する物を地方諸国が必ずしも報告していない実状を推測することができる。ここにいう異宝とは瑪め腦のう・琥こ魄はくの類たぐいで、異木は沈じん香こう・白びやく檀だん・蘇芳すおうの類、彩色は顔料の類。瑪腦は常陸国風土記久く慈じ郡静織しとりの里さとの北の小川に交雑まじっている丹石がそれと思われ、彩色に当る青せい紺こんの土が同郡に記されるが、異木は五風土記に見えない。失われた他の六十か国の産品を想定して、成立時の下る『延喜式』の調・庸・交易雑器・交易雑物に当って見ると、そこには養よう老ろう令りよう成立時代までの産物数とは驚くほどの大量多数が全国名を掲げて記録されている。しかしそこにも異木はない。沈香・白檀・蘇芳はインドや南アジアの原産であり、雑令自体の文言が不可思議で、流れ寄る椰や子しの実のように、漂着情報を求めているのかも知れない。これらとは別の国産草木禽獣魚虫の風土記での記載法は一律ではない。

　五か国の中で最も完本に近い本文量をもつ出雲国風土記は、常陸・播磨風土記より、解としての提出年次の遅れたこともあって、求めに対応する型式を最もよく整備している。出雲の国は全九郡、その、どの郡にも産物コーナーが設けられており、山の草木は種類が多く、特に草本は薬草に限定しているとみられ、官命の草を薬草と受け止める時代が来てから出雲国風土記は提出したものと推量されるのは、『延喜式』典てん薬やく寮りようの「諸国進年料雑薬」掲出の出雲国五十三種の草本と一致度の高いことにある。禽獣項は草木項に併設されているが、魚虫項では沿海部の嶋しま根ね・秋あき鹿か・楯たて縫ぬい・出雲四郡内での魚貝類の列記が注目される。虫類とはなにか。蜈ご蚣こう・蚊があるが、これを生産物とはいえまい。甲殻類とか貝類とかのことであろう。蛤貝うむき・蚌・蕀甲蠃うに・甲蠃かせ・螺に子し・蠣かき（嶋根・秋鹿）などに「虫」が入っている。

　右の、山にある薬草・樹木、および禽獣を郡単位で山名を並べた後に配置し、この範はん疇ちゆうを外れる草木・海藻・鳥獣・魚貝は該当地名関係文中や分注で置く。この類型が常陸国風土記と播磨国風土記の讃さ容よ・宍禾しさわ・神かむ前さき三郡、肥前国風土記の松まつ浦うら・高たか来き二郡にみられるが豊後国風土記に第二項に相当する記事はない。

　第三項の土地が肥えているか埆やせているかについては、草木類に異状なまでに意を注いだ出雲国風土記がすっかり口を噤つぐんでしまう。わずかに秋鹿郡・出雲郡で土体豊ほう沃よく・土地豊沃と記すくらいのものである。常陸国風土記では、総記に水田は上級田少く中級田が多いと記す。そして信し太だ郡の浮うき島しま村では戸数十五で田は七八町余り、住民は塩を焼いて業とすると記す。田は男一人二段歩、女は男の三分の二段の口分田なのであろう。しかし中級田が多い常陸の中に島の田は下級田と知られる。だから田作りでない塩作りを生業とした。この記事から班田が行われたその一様態を見ることができよう。

　ここのみならず五風土記を通して人口記述がないのは、すでに造籍が行われて、国司および中央政府の把握するところであって、薩さつ摩ま・大おお隅すみと陸奥の地域を除く地域の戸籍が存在したからである。原則として戸籍があって班田が行われているのであるから、官が風土記（解）にそれを要求することはない。官が求めているのは土地の環境、つまり肥ひ塉せきのあり様である。地力のない塉やせた田から多くの稲は収穫できない。この対策（易田）を官が考慮していることは令から推測されるが全国的実施はできていない。

　第三項は新たな墾田をも予想して、「山川原野の由る所」を期待している面もある。播磨国風土記は各郡に掲げる里の大部分に土品を上中下の組み合わせで表記している。豊後国風土記の速はや見み郡田た野のの条には、此の野は広く大きく、土がよく肥えている。開墾して新田とするのに、これ以上のところはない、とある。しかしこの水田は結果的には荒あれ廃はてたと述べ、私的墾田と班田法との問題点を示唆するものかと思われる。

　豊後国風土記の冒頭部は、「郡捌[image: ]郷[image: ]里一百十驛玖[image: ]並小路烽伍[image: ]並下国寺貮[image: ]僧寺尼寺」と始まる。肥前国風土記では、「郡壱拾壱所郷七十里一百八十七驛壱拾捌所小路烽貮拾所下國城壱所寺貮所僧寺」と始まり、一見書式の同一であることが知られる。数字の表記も「捌はち」「玖きゆう」「伍ご」「貮に」「壱いち」「拾じゆう」など漢数字と別の大字が共通している。その他天皇の表記・語・用字の共通異文によれば、この二国の他の九州諸国風土記との共通性が推測され、これら各国から提出された解は大だ宰ざい府ふで統轄整理の手が入って中央に送達されたものと考えられる。

　ところが九州諸国風土記にはこの系統と異なる成立過程の九州風土記のあったことが、逸文（後の文献に引用された風土記の断片）や『日本書紀』本文の批判の中から見み出いだされてきた。前者を甲類、後者を乙類と呼称している。その甲類に当る現伝豊後・肥前の風土記も完本ではなく省略本であろうともいわれ、ならば誰がどこで削除したのか不明ともいう。たとえば先に本文を掲げた二国の冒頭部、豊後では郡は八、郷は四十とある郡数は本文記載どおりであるのに、郷の記載は七しかない。肥前でも郡十一は全部記載するのに、郷七十は十五しか記載しない。その高来郡の場合、郷は九とあるのに一郷名の記載もない。しかし記載記事の所在は大たい推定され、現雲うん仙ぜん市の千ち々ぢ石わ町ちようと小お浜ばま町ちよう高木町・国見町であり、古くは三つの該当郷名の中に在ったとみられる。つまり郷名を記そうと思えばできるのにあえて記さなかったとみるほかない。これが九州諸国の風土記（解）を総編修した大宰府の方針であろう。こうして仕上がった官への解が風土記原本であり、その伝来本が豊後・肥前の風土記ということになる。これが甲本であり省略本ではない。

　第四項は、古老の相伝する旧聞・異事を記すこと、であるが、地方諸国の伝承を地名に関って集め記録することになる。官命を受けた国司は郡司へ下し、郡司は郷（里）長へ下す。官が官人へ下す地方組織としては郡司の単位までであるから、風土記は郡までは必ず記載することになる。このことは風土記作成の意義を知る上できわめて重要であり、律令による中央集権国家確立の示標としての班田法の施行に伴う租調庸などのうち、調としての諸国貢献の物産が賦ぶ役やく令りように記録されている。全品目でわずか六十種。そのうち産出国の知られるものは四種、望もう陀だの布ぬの（上総かずさ）・美み濃のの絁あしぎぬ・近江おうみ鮒ぶな・安芸あきの木綿ゆふだけ。しかも国単位。『延喜式』は平安時代成立ではあるが、遡さかのぼる『霊れい亀き式しき』・『弘こう仁にん式しき』のどれほどかを承うけるものと見み做なして参考すると、民みん部ぶ式しき・主しゆ計けい式しきの掲げる物産は六十八か国で厖ぼう大だい数すうとなるが単位は国まで。このように見ると、すでにみてきたように、風土記が物産のみでなく、地域伝承に及ぶまで郡単位に及び、さらにその下の郷・里・村までの情報を普あまねく中央に上げたことは希け有うというべきであろう。

　それが古老の伝える伝承となる地域の固有名詞にまで及ぶ。「古老」という語で捉とらえ返すと、豊後・肥前風土記には一語も出てこない。しかし伝承記事はたくさんある。だいたい「昔者むかし」と始まるから古老の伝承とみることができる。注目すべきは「昔者」を古代天皇に係かける伝承が多く、とりわけ景けい行こう天皇に関る説話が著しく、加えて一つの説話が終って次の土地の説話に転ずるときに「同天皇」と両風土記に共通するケースも複数ある。日本やまと武たけ尊・神じん功ぐう皇后も含めて、至尊伝承とでもいうべきものが際立つのはなにを意味するのか、これが官命の求める解＝風土記の意図なのではないか。

　播磨国風土記の場合も「古老曰」で始まることはないが、里とか丘のあるだけ伝承があると言ってもいいくらいであり、「昔」として伝える例も多く、その中に天皇に関るものも当然あり、「昔」ともいわずに、聖しよう徳とく太たい子しをも含める至尊伝承は全郡に広がり、応おう神じん天皇は四十か所を超えて登場する。

　常陸国風土記では、「古老曰」が二十三例あり、現伝九郡の内八郡がその冒頭部に「古老曰」を置いて始まる特徴をもっている。他の風土記にもある序文に相当する総記の初めからして、「常陸国司解げす。古老の相伝ふる旧聞を申す事」とあって、古老に問いを発して、その答えを記録したものであるかのような構成をもっている。遡って崇すう神じん天皇・景行天皇・倭やまと武たけの天皇・息おき長なが帯たらし比ひ売め天皇・応神天皇……孝こう徳とく天皇・天てん武む天皇までの記事および伝承を内蔵している。常陸・播磨・肥前・肥後の風土記の至尊伝承は、孝徳・天武天皇などに至ると歴史記述と認識される内容をもつ。氏族制国家から律りつ令りよう制せい国家への転換・実施期のさ中で、風土記は企画され成立したものであることが分かる。大たい化かの改新から飛鳥あすかの浄きよ御み原はら令りよう・大たい宝ほう令りようの実施・実現の一端は明らかに風土記に見てとることができる。律令時代がめざす中央集権国家の最高権力者は天皇一人で、どこの国の郡郷里村のどのような神であろうと人であろうと形式上（実質的には藤ふじ原わらの不ふ比ひ等とのごとき権力者がいた。）は天皇に服属する歴史の中で語られ、風土記の中の今にピンナップされる政治的地誌である。

　風土記の成立に遅速のあることはよく知られており、常陸・播磨の風土記は和銅六年の官命年次に近く編述がなされたとみられ、豊後・肥前などを含む九州風土記は、『日本書紀』成立の七二〇年にやや遅れるかと思われるが、もう一つの出雲風土記は天てん平ぴよう五年（七三三）の編集年時を記す。

　出雲国風土記には全九郡中の六郡に「古老伝云」の伝承があるが、天皇の名に係けることはない。出雲は出雲神話の国であり、律令国家にとっても特別な国であったことは『古事記』・『日本書紀』の国譲りの神話を見ても明らかであり、風土記巻末記天平五年（七三三）の国くにの造みやつこで、意お宇う郡大だい領りようを兼ねる出雲いずもの臣おみ広ひろ島しまが署名していることも見逃せない。『出雲国造世系譜』によれば、彼は天あめの穂ほ日ひの命みことから二十七世に当り、聖しよう武む天皇神じん亀き元年（七二四）一月二十七日に「神賀詞」を都に上り朝廷で奏上している。これより先元げん正しよう天皇霊れい亀き二年（七一六）、二十六世の国造果はた安やすが神かん賀よの事を奏上しており、出雲の国造が新任にあたって、都に上り天皇の御み世よを寿ことほぎ、出雲いずもの大おお神かみともども天皇への忠誠を盟ちかう重大な儀礼であり、延喜式には「其日諸司廢務」とある。その日は全官庁が政務を休むというほどであった。

　風土記にも意宇郡と仁に多た郡に、国造の神かん吉よ事ごと（神かん賀よ詞ごと・神かん賀よ事ごとなどに同じ）の記事があり、国造の祀まつる熊くま野の大社・杵き築づき大社（出雲大社）を始めて、諸国のどこにもない出雲一国三百九十九社を掲げ、うち百八十四社は神じん祇ぎ官かんに登録された官社である。『延喜式』によれば、奈良時代の都の大和国の官社数二百八十六は当然であるが、平安時代の都の山城国が百二十二、畿内の河内百十三、和泉いずみ六十二、摂津七十五、ほかに皇こう太たい神じん宮ぐうの在る伊勢の二百五十三に比較するとき出雲の数百八十七は圧巻である。風土記より三社多くなっているに過ぎないが、官が解の中に求めもしていない神社を悉ことごとく並べ、官の未登録二百十五社を平然と並べることは、律令推進の官への社寺の不輸租（租税を収めない）を求める圧力ともみられる。

　わずか五か国の風土記ではあるが、それぞれに特色のあることをみてきたが、すべての風土記は律令時代の中で編修され、中央派遣の国司よりも、地元豪族層から選任された世襲的郡司の仕事となった風土記の作成に、彼らがどれほど忠実であり、国家に二人の君はなく、国土の民は天皇をもって主とする、中央集権の徹底を郡司層の忠誠に求める。風土記の官命は単に地誌を中央に上げただけでなく、王権の確定を求める大事業でもあったことを示している。
















常陸国風土記







常陸国風土記




　常陸ひたちの国くにの１司つかさ２、解げす３。古老おきなの相あひ伝つたふる旧ふる聞ことを申まをす事こと。国くに郡こほりの旧ふる事ことを問とふに、古老おきな答こたへて曰いはく、古いにしへは、相さ摸がむの国くに４足あし柄がらの岳やま坂さかより東ひむがしの諸もろもろの県あがたは、惣すべて５我姫あづまの国くに６と称いひき。是この当時とき、常陸ひたちと言いはず。唯ただ、新にひ治ばり・[image: ]つく波は・茨うばら城き・那な賀か・久く慈じ・多た珂かの国くにと称いひ、各おのもおのも、造みやつこ７・別わけを遣つかはして撿か校と８らしめき。其その後のち、難なに波はの長なが柄らの豊とよ前さきの大おほ宮みや９に臨あめのした軒しらしし天すめら皇みことの世みよに至いたり、高たか向むくの臣おみ・中なか臣とみの幡織はとり田だの連むらじ等らを遣つかはして、坂さか10より已東ひむがしの国くにを惣すべ領をさめしめき11。時ときに、我姫あづまの道みち、分わかれて八やつの国くに12と為なり、常陸ひたちの国くに、其の一ひとつに居あたれり。

　然しか号なづくる所以ゆゑは、往ゆき来きの道路みち、江かは海うみ13の津濟わたり14を隔へだてず、郡くに郷こほりの境堺さかひ、山やま河かはの峯を谷たにに相あひ続つづく。直ひた通みち15の義ことわりを取とりて、名称なと為せり。或あるひと曰いはく、倭やまとた武け（る）の天すめら皇みこと16、東あづまの夷えみしの国くにを巡めぐり狩みそなはして17、新にひ治ばりの県あがた18を幸すぎ過いでます。国くにの造みやつこ毗ひ那な良ら珠すの命みことを遣つかはして、新あらたに井ゐを堀ほらしむるに、流泉いづみ浄きよく澄すみ、尤いたく好愛うつくし19。時に、乗輿みこしを停とどめて、水みづを翫もてあそび、手みてを洗ひたまふ。御み衣けしの袖そで、泉いづみに垂たりて沾ひづ20。袖そでを漬ひたす義ことわりによりて、此の国の名と為せり。風俗くにぶり21の諺ことわざに、[image: ]つく波は岳ねに黒くろ雲くも挂かかり、衣ころも袖で漬ひたちの国くにといふは是これなり。

　夫それ常陸国は、堺さかひは是これ広く大きく、地くにも緬はろ邈か22なり。土壌つち沃こえ墳うぐもち23、原はら野の肥こえ衍ひろがる24。墾はり発ひらく処ところ25と山やま海うみの利くほさあり。人々自得やすらか26に、家いへ々いへ足饒ゆたか27なり。もし身みを耕たつ耘くりに労つとめ、力を紡こ[image: ]かひ28に竭つくす者有らば、立ちどころに冨豊とみを取るべく、自おのづ然からに貧窮まづしきを免まぬかるべし。況いはむやまた、塩と魚なの味あぢはひを求もとめむには、左は山右は海なり。桑くはを植ゑ麻あさを種まかむには、後しりへは野前は原なり。いはゆる水みづ陸くがの府蔵くら29、物くにつ産ものの膏よき腴ところ30。古いにしへの人ひと常とこ世よの国くに31と云いへるは、盖けだし疑ふらくは此この地ところか。ただ、有あらゆる水田こなた、上かみは小すくなく中なか32は多おほきを以もち、年に霖なが雨あめに遇あはば、苗子なへの登みのらぬ難うれへを聞きき、歳としに亢陽ひでりに逢あはば、ただ穀たなつ実ものの豊稔みのりの歓よろこびを見む。略はぶかず。





【総記】

１　今の茨城県の大部分。

２　第三十六代孝徳天皇の大化以後、都から赴任して、任命国の統治に当った官人。

３　公式文書の一つ。下級の役所から中央の上級の役所に提出する文書。

４　今の神奈川県の大部分。

５　総に同じ。

６　都より東を指す言いかた。東国・東方・吾嬬・吾妻とも書き、すべてアヅマと訓（よ）む。

７　在地の豪族を首長として任命したもの。別（わけ）は天皇の子孫を地方に封じたと伝える豪族。

８　つかさどる。政務を行う。

９　孝徳天皇、大宮は大阪市中央区法円坂町にあったとみられる。大阪城の南にあたる。

10　足柄山。

11　全部合わせて統括する。

12　『日本書紀』巻第二十五によれば、東方八道を相模・武蔵・上総・下総・上毛野・下毛野・常陸・陸奥の八国とする。

13　大河と海。

14　渡し場。

15　一本の道、真直な陸路。

16　第十二代景行天皇の皇子。『日本書紀』では天皇として数えられていないが、このような伝承があったのであろう。

17　天子・王が統治する国内を巡視するをいう。

18　新治郡の条によれば、比奈良珠命（ひならすのみこと）がここにきて、新しい井を穿ったところ清水が流れたので郡名としたとあり、この国名起源と同類の説話がある。

19　大層心惹かれた。

20　ぬらす、ひたす。漬と同義。

21　クニブリの諺は土地の人びとの言い伝え。漢語の風俗は、天子の教化が地方に及んで習慣となることを言う。

22　「緬」も「邈」も遠い意。はるかなさま。

23　土が盛り上って肥沃。

24　大きく広い意。

25　開墾した農地。

26　自然と心が満ち足りる。

27　富んで豊か。

28　男の農耕と女の養蚕。「紡」は糸をつむぐこと。

29　水陸の物産の宝庫。

30　地味が肥え穀物の十分にできる土地。

31　海彼または天上にあるという理想的神・仙世界。

32　水田の優劣を等級で区分した。









　新にひ治ばりの郡こほり１。東ひむがしは那な賀かの郡こほりとの堺さかひの大おほき山やま、南みなみは白しら壁かべの郡こほり、西にしは毛け野のの河かは、北きたは下しも野つけの２・常陸ひたちの二ふたつの国くにの堺さかひ、波は太だの岡をか。

　古老おきなの曰いはく、昔むかし、美み麻ま貴きの天すめら皇みこと馭あめの宇したしらしめしし世みよ３に、東あづまの夷ひな４の荒あらぶる賊あた　俗くにひと、あらぶるにしもの５と云いふ。を平討たひらげむとして、新にひ治ばりの国くにの造みやつこが祖おや、名なは比ひ奈な良ら珠すの命みことと曰いふを遣つかはす。此の人、罷まかり到いたりて、新あらたしき井ゐ　今いま新にひ治ばりの里さとに存あり。随とき時どきに祭まつりを致いたす。を穿ほる。其その水みづ浄きよく流ながる。仍よりて井ゐを治はりしを以もち、因よりて郡こほりの号なに着つく。尓それより今に至るまで、其その名なを改めず。風俗くにひとの諺ことわざに、白しら遠とほふ６新にひ治ばりの国くにと云いふ。以下しもは略はぶく。




　７駅うま家や、名なを大おほ神かみ８と曰いふ。然しか称いふ所以ゆゑは、大おほき蛇へみ多さはに在あり。因よりて駅うま家やに名なづく。云しか々しか。





【新治郡】

１　茨城県西北部の[image: ]西市・桜川市・笠間市にわたる地域。

２　栃木県相当。そこから流れ下るのが毛野川で小見川。

３　第十代崇神天皇統治の世。

４　天皇に服従しない東国とその民。

５　本文「荒賊」を当地語に置き換えたもの。

６　「新」（にひ）にかかる枕詞。泉から流れる水が毛野川・利根川へと広遠に注ぐ意か。

７　『萬葉集注釈』より復原。本文参照。前後の有無不明。

８　桜川市平澤大神台。蛇を「夜刀の神」という例既出。









（白しら壁かべの郡こほり）

　１郡こほりより東ひむがし五い十そ里さとに、笠かさ間まの村むら２在あり。越こえ通かよふ道路みちを葦あし穂ほ山やま３と称いふ。古ふる老おきな曰いはく、古いにしへ山やまの賊あた有ありき。名なを油あぶら置おき売めの命みことと称いふ。今いまも社もりの中なかに、石いは屋や在ありといふ。俗くにひと歌うたひ曰いはく、


言痛こちたけば４　小を泊はつ瀬せ山やま５の

石いは城きにも　率ゐて籠こもらむ

な恋こひそ我妹わぎも　已下しもは略はぶく。







【（白壁郡）】

１　以下新治郡の記事とされてきたが白壁郡の記事。郡家は桜川市真壁町。文の前後に欠落がある。

２　笠間市笠間。

３　真壁町と石岡市境界の足尾山（六二八メートル）。

４　人の言い立てる噂がひどいので。葦穂山にことよせた大和の民間歌謡の類歌。→『万葉集』巻第十六（三八〇六）。

５　奈良県桜井市の初瀬山。









　[image: ]つく波はの郡こほり１。東ひむがしは茨うばら城きの郡こほり２、南みなみは河内かふちの郡こほり３、西にしは毛け野のの河かは、北きたは[image: ]つく波はの岳やま。

古老おきなの曰いはく、[image: ]つく波はの県こほり４は、古いにしへに紀きの国くにと謂いひき。美み万ま貴きの天すめら皇みことの世みよに、采うね女めの臣おみ５の支属やから６、[image: ]つく簟はの命みことを紀きの国くに７の国くにの造みやつこに遣つかはしき。時ときに、[image: ]つく簟はの命みこと云いはく、「身わが名なを国に着けて、後のちの代よに流伝つたへしめむと欲おもふ」といふ。本もとの号なを改あらためて、更さらに[image: ]つく波はと称いふぞ。風俗くにひとの説ことばに、「握にぎり飯いひ[image: ]つく波はの国くに」と云ふ。以下しもは略はぶく。

　古老おきなの曰いはく、昔むかし、神祖みおやの尊みこと８、諸もろ神かみたちの処ところに巡めぐり行いで９まして、駿河するがの国くに福ふ慈じの岳やまに到いたり、卒つひに日ひ暮ぐれに遇あひて10、過宿やどりを請欲こひたまひき。此の時、福ふ慈じの神かみ答へて曰まをさく、「新に粟ひ初な甞へ11して、家やの内うち諱もの忌いみす12。今日けふの間ほとは、冀ねがはくは許ゆるし堪たへじ」とまをす。是ここに、神祖みおやの尊みこと、恨み泣きて詈告のり13て曰のたまはく、「汝なが親おやぞ。何なにぞ宿やどすを欲ほりせぬ。汝なが居すめる山は、生涯いきの極きはみ、冬も夏も雪ふり霜しもおきて、冷寒さむさ重襲おそひ、人ひと民くさ登のぼらず、飲食をしもの14奠たてまつることなけむ」とのたまふ。更さらに、[image: ]つく波はの岳やまに登のぼりまして、亦また容止やどり15を請こひたまふ。此の時、[image: ]つく波はの神かみ答へて曰さく、「今夜こよひは新粟甞にひなへすれども、敢あへて尊みことの旨むねを奉うけまつらずはあらず」とまをす。爰ここに、飲食をしものを設まけて、敬ゐやび拝をろがみ祗つつしみ16て承つかへまつる。是ここに、神祖みおやの尊みこと、歓然よろこびて謌うたひ曰のりたまはく、


愛はしきかも我わが胤こ17巍たかき18かも神かむ宮みや

天地あめつちと並斉ならび　日ひ月つきと共同ともに

人ひと民くさ集つどひ賀ほき　飲食をしもの冨豊ゆたかに

代よ々よに絶たゆること無なく　日ひに日ひに弥いや栄さかえ

千ち秋あき万よろ歳づよに　遊楽たのしび窮つきじ



　是ここをもちて、福ふ慈じの岳やまは、常に雪ふりて登臨のぼることを得えず。其の[image: ]つく波はの岳やまは、住ゆき集つどひて歌ひ舞ひ飲さけのみ喫のくらふこと、今に至いたるまで絶たえず。以下しもは略はぶく19。




　夫それ[image: ]つく波はの岳やまは、高たかく雲くもに秀ひいで、最頂いただきは西にしの峰みね20崢嶸たかし21。雄をの神かみと謂いひて登臨のぼら22しめず。唯ただ、東ひむがしの峯みね23は四よ方も磐い石はにして、昇のぼり降くだりは[image: ]し[image: ]な24あれども、其その側かたはらに泉いづみ流ながれて冬も夏も絶たえず。坂さか25より東ひむがしの諸くに国ぐにの男をとこ女をみな、春の花の開くる時、秋の葉の黄もみつ節とき、相あひ携たづさひ26[image: ]闐むらかり、飲くらひ食ものを齎[image: ]もちき27て、騎うまにも歩かちにも登臨のぼり、遊楽あそびし栖遅たたずむ28。其の唱うたに曰はく、


[image: ]つく波は嶺ねに29　逢あはむと

いひし子こは　誰たが言こと聞きけばか

嶺みねあすばけむ30




[image: ]つく波は嶺ねに　廬いほりて

妻つま31なしに　我わが寝ねむ夜よろは

早はやも　明あけぬかも



詠うたへる歌うた甚いたく多おほくして載車のす32るに勝たへず。俗くにひと33の諺ことわざに云いはく、「[image: ]つく波は峯ねの会つどひ34に娉つまどひの財たから35を得えずあるは、児をとこ女をとめとせず」といへり。

　郡こほりの西にし十と里さと36に、騰とばの波江あふみ37在あり。長さ二ふたち千あまり九ここの百ほ歩あし、広さ一ち千あまり五い百ほ歩あしなり。東ひむがしは[image: ]つく波はの郡こほり、南みなみは毛けの野の河かは、西にしと北きたとは並ならびに新にひ治ばりの郡こほり、艮ひむがしきたは白しら壁かべの郡こほりなり。





【[image: ]波郡】

１　つくば市に相当する地域。

２　概当する石岡市・土浦市などが東側に隣接する。

３　つくば市南部とつくばみらい市を含むあたり。

４　「県」は資料蒐集時の表記。

５　古代大豪族物部氏の一族。

６　諸本「友」は誤写とみる。

７　柵（き）を置いた国の意。

８　神々の祖先神。子神の富士山の神・[image: ]波山の神は女神とみられる。

９　大神は神領を巡幸すると考えられたのであろう。

10　ついに日暮になってしまった。

11　新穀を供えて神祭を行う。粟はアワではなく、もみがら着きの米。

12　神に近づく手続きとして、ある期間心身を潔めつつしみ不浄を避けること。

13　声高にののしる。

14　召しあがりもの。

15　身を寄せること。

16　うやうやしく仕える。

17　本文は四言詩。

18　神の宮の高くて大きく立派なさま。

19　鎌倉時代に省略が行われたと言われる。

20　男体山（八七〇メートル）。

21　高くけわしい。

22　ここは高所に登る意。

23　女体山（八七五・九メートル）。

24　でこぼこの段差がある。

25　足柄山より東の関東地方。

26　大勢連れだって行く。

27　齎と[image: ]はともに持つ意。

28　足を止めて休息する。

29　女にはぐらかされた男のひとり歌。

30　不明な句。

31　その夜の相手の女性。

32　車に載せきれないほど多量。

33　ヨ・ヨヒト・ヨノヒトなどと訓む字。風土記の地方性を認めてクニヒトと訓む。

34　嬥歌のつどい。香島郡の条に「俗、歌垣と云ひ、賀我比（かがひ）と云ふ」とある。

35　婚約のしるしとする物。

36　郡家の西約五四〇〇メートル。

37　小貝川流域の沼沢地。









　信し太だの郡こほり。東ひむがしは信し太だの流ながれ海うみ１、南みなみは榎えの浦うらの流ながれ海うみ２、西にしは毛け野のの河かは、北きたは河内かふちの郡こほり３なり。




　古老おきな曰いはく４、御あめのした宇をさめたまひし難なに波はの長なが柄らの豊とよ前さきの宮みやに天すめら皇みこと５の御み世よ、癸みづのと丑のうの年とし６に、小せう山せん上じやう物もの部のべの河内かふち・大だい乙おつ上じやう物ものの部べの会あひ津づ等ら７と、惣すべ領をさ高たか向むくの大まへつ夫きみ等ら８と、[image: ]つく波は・茨うばら城きの郡こほりの七なな百ほ戸へを分わかちて、信太郡を置く。此この地くには、本もと、日ひ高たか見みの国くになり。云しか々しか。




　黒くろ坂さかの命みこと10、陸みちの奥おくの蝦夷えみしを征討う事ことありき。凱かち旋かへりて11、多たか歌の郡こほりの角つの枯かれ之の山やま12に及いたるに、黒くろ坂さかの命みこと病やまひに遇あひて身故みまかり13たまふ。爰ここに、角つの枯かれを改あらためて、黒くろ前さき山やまと号なづく。黒くろ坂さかの命みことの輸轜き車くるま14、黒くろ前さき之の山やまより発たちて、日ひ高たか之みの国くにに到いたるに、葬はぶりつ具ものの儀よそほひ、赤あか旗はた・青あを幡はた、交雑まじはり飄颺ひるがへりて、雲と飛び虹にじと張はり、野のを瑩てらし営路みちを耀かかやかせり。時の人、「赤あか幡はた垂しだる国くに」と謂いひき。後のちの世よの言ことに、便すなはち改めて信し太だの国くにと称いふ。　云しか々しか。




　郡こほり15の北きた十と里さとに碓うす井ゐ16あり。古老おきなの曰いはく、大おほ足たらし日ひ子この天すめら皇みこと、浮うき島しまの帳とばりの宮みや17に幸いでまししに、水みもひの供御おもの18無なし。卜うら者べを遣つかはして占うら訪どひ、所ところ々どころを穿ほらしめたまふ。今雄を栗くりの村むら19に存あり。此ここより西にし高たか来くの里さと20あり。古老おきな曰いはく、天地あめつちの権輿はじめ21、草くさ木き言こと語とひし時とき22に、天あめより降くだり来こし神かみ、名みなは普ふ都つの大おほ神かみ23と称まをす。葦あし原はらの中なか津つ国くにを巡めぐり行いでまして、山やま河かはの荒あらぶる梗かみ24の類たぐひを和平やはしたまふ。大おほ神かみ、化道おもむけ25已すでに畢をへて、心みこころに天あめに帰かへらむと存おもほす。即その時ときに、身みみに隋そへたまへる器つは仗もの26　俗くにひと、いつのと曰いふ。甲よろひ・戈ほこ・楯たて・剣つるぎと、執とらせる玉珪たま27を、悉皆ことごとく脱ぬ[image: ]きて、茲この地ところに留とどめ置おき、白しら雲くもに乗のりて、蒼天あめに還かへり昇のぼりましつ。以下しもは略はぶく。

　風俗くにひとの諺ことわざに云いはく、葦あし原はらの鹿しかは、其その味あぢはひ爛くさる28が若ごとく、喫くらふに山やまの宍ししに異ことなれり。二つの国くに29大おほきに猟かりすれども、絶たえ尽つくすべくも無なしといふ。其その里さとの西にしに飯いひ名なの社やしろあり。此これ、[image: ]つく波はの岳やまに有います飯いひ名なの神かみの別属やからなり。榎えの浦うらの津つ30は、駅うま家やを置おく。東ひむがし海のうみの大おほ道ち31にして、常陸ひたち路ぢの頭はじめなり。所以このゆゑに、伝はゆ駅ま使づかひ等ら、初めて国に臨のぞまむとするに、先まづ口くちと手てとを洗あらひ、東ひむがしに面むきて香か島しまの大おほ神かみ32を拝をろがむ。然しかして後のちに入いること得う。以下しもは略はぶく。

　古老おきな曰いはく、倭やまと武たけの天すめら皇みこと、海うみ辺へたに巡めぐり幸いでまして、乗のり浜はま33に行ゆき至いたりたまふ。時に、浜はま・浦うらの上ほとりに多さはに海苔のり　俗くにひと、「のり」と云ふ。を乾ほせり。是これに由よりて、能の理り波は麻ま之の村むらと名なづく　以下しもは略はぶく。

　乗のり浜はまの里さとの東ひむがしに浮うき島しまの村むら有あり。長ながさ二千歩あし、広ひろさ四百歩あしなり。四よ面もは絶海うみ34にして、山と野と交錯まじれり。戸へは一十五烟かまど、田たは七八町ところ余あまりなり。居すめる百おほみ姓たからは塩しほを火やきて業なりはひとして九つの社やしろあり。言ことも行わざも謹つつしみ諱いめ35り。以下は略く。





【信太郡】

１　稲敷市の霞ケ浦水域。

２　同市の新利根・利根川の河間に広大な水域があった。

３　つくば市とつくばみらい市あたり。

４　以下四行は『釈日本紀』逸文より再建した省略時以前の本文の訓読文。→後出「本文」。

５　第三十六代孝徳天皇。

６　白雉四年（六五三）。

７　物部氏の二人他に見ない。小山上は冠位二十六階の第十六階、大乙上は第十九階。

８　総記の高向臣に同じ。

９　天皇に順次服属していった東方のメルクマールの地名。

10　神武天皇皇子神八井命の子孫多氏系の人物。この条の七行『萬葉集注釈』の逸文より再建した本文の訓読文。→後出「本文」

11　戦いに勝って帰ること。

12　日立市十王町黒坂の北の竪割山（六五八メートル）。黒前神社がある。

13　亡くなる。

14　柩車。棺を載せて運ぶ車。

15　稲敷郡美浦村信太辺か。

16　同村陸平遺跡の辺か。

17　稲敷市浮島の行宮。

18　天皇に差し上げる飲料水。

19　所在未詳。

20　稲敷郡阿見町竹来。

21　世界創成神話の始源の時。

22　草も木も物を言っていた。

23　剣を神格化した神。

24　荒も梗も荒れる意。「カミ」は内容を補読した訓。

25　相手を説いて同意させる。

26　威力ある武器に冠する語。

27　トンボ玉の腕輪か。

28　葦原に住む鹿の肉（宍）は腸が腐るほどに美味である。

29　常陸の国と下総の国。

30　郡南部に横たわる大水域。

31　東海道の幹線路。

32　鹿嶋市の鹿島神宮。

33　稲敷市飯出・三次・上馬渡・須賀津などに亘る霞ケ浦の浜辺の地。

34　稲敷市浮島。今は絶海の島ではなく陸続き。

35　十五戸の小島に九社もの神がおり、製塩の民は言動に慎み、禁忌に触れない生活をしていた。









　茨うばら城きの郡こほり１　東ひむがしは香か島しまの郡こほり２、南みなみは佐さ我がの流ながれ海うみ３、西にしは[image: ]つく波は山やま、北きたは那な珂かの郡こほり４なり。古老おきなの曰いはく、昔むかし、国くに巣す５　俗くにひとの語ことばに都つ知ち久く母も、また、夜や都つ賀か波は岐ぎといふ。山やまの佐さ伯へき、野のの佐さ伯へき６あり。普あまねく土つち窟むろを堀ほり置おきて、常つねに穴あなに居すみ、人ひとの来くることあれば窟むろに入りて竄かくり、其の人去ればまた郊のに出いでて遊あそぶ。狼おほかみの性さが、梟ふくろふの情こころ７にして、鼠ねずみのごとく窺うかかひ、狗いぬのごとく盗ぬすむ。招をき慰こしらへ８らるることなく、弥いよいよ、風俗くにぶりに阻へだつ。此の時大おほの臣おみ９の族やから黒くろ坂さかの命みこと、出いで遊あそべる時ときを伺候うかかひ10て、茨蕀うばら11を穴あなの内うちに施しき、騎うま兵いくさを縦はなちて、急にはかに逐おひ迫せめしむ。佐さ伯へき等ども、常つねの如ごとく土つち窟むろに走にげ帰る。尽ことごとに茨蕀うばらに繫かかりて衝つき害そこなはれて疾やみ死しに散あらけぬ。故かれ、茨う蕀ばらを取とりて、県こほりの名に着つく。謂いはゆる茨うばら城きの郡こほりは、今、那な珂かの郡こほりの西にしに存あり。古者いにしへ、郡こほりの家みやけを置けり。茨うばら城きの郡こほりの内うちなり。風俗くにひとの諺ことわざに水みづ泳くくる12茨うばら城きの国くにといふ。或あるひと曰いはく、山やまの佐さ伯へき、野のの佐さ伯へき、自みづから賊あたの長ひとごのかみと為なり、徒とも衆がらを引率ゐて、国くに中なかを横よこしま13に行ゆき、大おほきに劫かすめ14殺ころす。時に、黒くろ坂さかの命みこと、此この賊あたを規はかり15滅ほろぼさむと、茨うばらを以もち城きを造つくる。所以このゆゑに、地ところの名なを茨うばら城きと謂いふ。茨うばら城きの国くにの造みやつこの初はじめの祖おや、多た祁け許こ呂ろの命みことは息おき長なが帯たらし比ひ売めの天すめら皇みこと16の朝みかどに仕つかへて、品ほむ太だの天すめら皇みこと17の誕あれましし時ときに至いたるまで当れり。多た祁け許こ呂ろの命みことに子こ八や人たり18あり。中なか男つこ、[image: ]つく波はの使お主みは、茨うばら城きの郡こほりの湯ゆ坐ゑの連むらじ等らが初はじめの祖おやなり。

　郡こほりより西にし南みなみに、近ちかく河か間は19有あり。信し[image: ]つく之の川かは20と謂いふ。源みなもとは[image: ]つく波は之の山やまより出いでて、西にしより東ひむがしに流ながれ、郡こほりの中うちを経へ歴めぐりて、高たか浜はまの海うみ21に入いる。以下しもは略はぶく。

　夫それ、此この地ところは、芳はな菲かぐはしき嘉よき辰とき22、揺もみち落おつる涼すずしき候ころ23、駕のりものを命おほせて向ゆき、舟に乗りて遊ぶ。春は浦うらの花はな千ちぢに彩いろどり、秋は是これ岸きしの葉このは百ももに色いろづく。歌ふ鶯うぐひすを野のの頭ほとりに聞きき、儛まふ鶴つるを渚すの干ほとり24に覧みる。社さとの郎をとこと漁あまの嬢をとめ25と浜洲はまを逐おひて輻湊あつまり、商あき豎ひとと農夫たひととは[image: ]を[image: ]ぶね26に棹さをさして往ゆき来きす。况いはむや、三夏なつ27の熱あつき朝あした、九陽ひの煎いる28夕ゆふへは、友ともを嘯よび29僕やつこを率ゐて、浜はま曲み30に並ならび坐ゐて、海わた中なかを騁望みさく31。濤なみの気け稍やくやく扇あふげば32、暑あつさを避さくる者ひとは鬱陶おほほしき33煩わづらひを袪のぞき34、岡をかの陰かげ徐おもぶる35に傾かたぶけば、涼すずしきを追おふ者ひとは歓然よろこばしき意こころを軫うごかす36。詠うた歌ひ云いはく、


高たか浜はまに　来き寄よする波なみの

沖おきつ波なみ　寄よすとも寄よらじ

子こらにし寄よらば

また云いはく、

高たか浜はまの　下した風かぜさやぐ

妹いもを恋こひ　つまといはばや

ことめしつ37



　郡こほりの東ひむがし十とを里さとに、桑くは原はらの岳やま38あり。昔むかし、倭やまと武たけの天すめら皇みこと、岳やまの上うへに停と留どまりたまひき。御みけ膳つものを進たて奉まつる時ときに、水もひと部りべ39をして新あらたに清井ゐを堀ほらしめたまふ。出泉いづみ浄きよく香かぐはしく、飲喫のむに尤いたく好よし。勅みことのりして云のりたまはく、「能よく渟たまれる水みづかも」俗くにひと、「よくたまれるみづかな」と云いふ。とのりたまひき。

　是これによりて、里さとの名なを、今いま、田余たまり40と謂いふ。以下しもは略はぶく。





【茨城郡】

１　土浦市・かすみがうら市・石岡市・小美玉市・東茨城郡茨城町辺。

２　→後出「香島郡」。

３　かすみがうら市沿岸部の水域。

４　水戸市との境界線以北。

５　先住の民。クズとも。

６　クズの異称であろう。

７　悪鳥にたとえられる。

８　招かれ慰撫されないで。

９　多臣と同じ。神武天皇の御子神八井耳命の子孫。

10　ひそかに様子を見て。

11　字書に草木針有る者、茨と謂うとあり蕀も同じ。

12　水に潜る意。ウに係ける。

13　かって気ままに。

14　おびやかす。うばう。

15　謀りごとをもって。

16　神功皇后のこと。

17　第十五代応神天皇。

18　『先代旧事本紀』の国造本紀には六人の子が国造に任じられたとある。

19　間は澗の省文か。谷川。

20　恋瀬川。かすみがうら市の流域に上志[image: ]・下志[image: ]がある。

21　石岡市高浜まで湾入する。

22　桜咲き薫る良い時。春。

23　木の葉が揺れ落ちる涼風の時節。秋。

24　辺・上などと同じ用法。

25　農村の若者と漁村の娘。

26　[image: ]も[image: ]も短い小舟。

27　旧暦の四・五・六月。

28　九箇の太陽に煎られるほど熱いことの中国古代神話に基づく比喩。

29　口をすぼめてうそぶくように声を出して呼ぶ。

30　浜が湾曲したところ。

31　ほしいままに遠く眺める。

32　涼しい波の勢いが少し盛んになると。

33　ぼんやりとして心が晴れない。

34　とりさる。はらす。

35　ゆっくりと。

36　動かす。

37　脱字があり文意不明。

38　小美玉市栗又四ケ辺。

39　飲料水を司る部。

40　小美玉市の上玉里・下玉里・栗又四ケ・高崎・田木谷・川中子・東田中の地域のいずれか。









　行なめ方かたの郡こほり。東ひむがし・南みなみは並ならびに流ながれ海うみ、北きたは茨うばら城きの郡こほりなり。

　古老おきな曰いはく、難なに波はの長なが柄らの豊とよ前さきの大おほ宮みやに馭あめのした宇しらしし天すめら皇みことの世みよ、癸みづのと丑のうしの年とし１に、茨うばら城きの国くにの造みやつこ、小せう乙おつ下げ壬み生ぶの連むらじ麿まろ、那な珂かの国くにの造みやつこ、大だい建けむ２壬み生ぶの直あたひ夫をの子こ等ら、惣すべ領をさ高たか向むくの大まへつ夫きみ、中なか臣とみの幡織はとり田だの大まへつ夫きみ等らに請こひて、茨うばら城きの地くにの八や里さと３を割さき、七なな百ほ余戸へあまりを合あはせて、別ことに郡こほり家みやけを置おく。

　行なめ方かたの郡こほりと称いふ所以ゆゑは、倭やまと武たけの天すめら皇みこと、天あめの下したを巡めぐり狩みそなはして、海うみの北きた４を征平ことむけたまふ。是ここに、此この国くにを経過すぎ、槻つき野の５の清泉しみづに頓幸いでます６。水みづに臨のぞみて手みてを洗あらひ、玉たまもち井ゐに落したまふ。今も行なめ方かたの里さと７の中なかに存あり。玉たまの清井しみづと謂いふ。更さらに車駕みこしを廻めぐらして、現あら原はら８の丘をかに幸いでます。御みけ膳つものを供奉たてまつる。時に、天すめら皇みこと四よもを望みさけまして、侍まへつ従きみを顧かへりみて曰のりたまはく、「輿こしを停とどめて徘たち徊もとほり９、目めを挙あげて騁望みさくれば、山やまの阿くま・海うみの曲わだ10は、参かた差たがひ11に委虵もごよへ12り。峯みねの頭ほとりは雲くもを浮うかべ、谿たにの腹をは霧きりを擁いだく。物ものの色かたち可怜うまく13、郷くに体かた甚いたく愛めづらし14。此この地くにの名なを行細なみくはし国くに15と称いふべし。」とのりたまふ。後のちの世よ、跡あとを追おひて、猶なほ、行なめ方かたと号なづく。風俗くにぶりの諺ことわざに、立たち雨さめ零ふり16、行なめ方かたの国くにといふ。

　其その岡をか[image: ]たかく敞あらはる17。敞あらはるるを現あら原はらと名なづく。此この岡をかより降くだりて、大おほ益や河かは18に幸いでまして、[image: ]ふね19に乗のりて上のぼりたまふ時ときに、棹か梶ぢを折をる。因よりて、其その河かはの名なを無梶かぢなし河かはと称いふ。此こは茨うばら城き・行なめ方かた二ふたつの郡こほりの堺さかひなり。河かは鮒ふなの類たぐひ、悉ことごとく記しるすべからず。無梶かぢなし河かはより部こほりの陲さかひに達いたりたまひしに、鴨かもの飛とび度わたる有あり。天すめら皇みこと、御のぞみます時ときに、鴨かも、辺ちかくに弦ゆみなりに応こたへ20て、堕おつ。其そ地こを鴨かも野の21と謂いふ。土壌つち塉埆やせ22て、草くさ木き生おひず。野のの北きたに、櫟いちひ・柴くぬぎ・鶏かへる頭での樹き・比ひ之の木き、往ところ々ところ森いよ々よか23に自おのづからに山林はやしを成なせり。枡ます池いけ有あり24。此これ、高たかむくの大まへつ夫きみの時ときに築つきし池いけなり。北きたに香か取とりの神み子この社やしろ有あり25。社やしろの側かたはらの山やま野のは、土壌つち腴衍こえ、草くさ木き密生しげれり。郡の西の津済わたりは、謂いはゆる行なめ方かたの海うみなり。海松みる26と、塩しほを焼やく藻もは生おふ。凡すべて、海うみに在ある雑くさぐさの魚うをは、載のするに勝たふべからず。但ただ以おもふに、鯨鯢くぢらは曽かつて見み聞きかず。郡の東ひむがしに国くにつ社やしろ27あり。此こを県こほりの祇かみと号なづく。中なかの寒泉しみづを大おほ井ゐと謂いふ。郡こほりに縁よれる男をとこ女をみな、今いまも集つどひて汲くみ飲のめり。郡こほりの家みやけの南みなみの門かどに、一つの大きなる槻つきのき有あり。其その北きたの枝えだ自おのづから垂たりて地つちに触ふり、還かへりて空中そらに聳そびゆ。其の地ところに、昔むかし、水みづの沢さは有ありき。今も霖なが雨あめに遇あへば、庁まつりごとどの28の庭にはに湿いさら潦みずす29。郡こほりの側かたはらの居邑むらに、橘たちばなの樹き生おへり。郡こほりより西にし北きたに、提て賀がの里さと30あり。古いにしへ佐さ伯へき有ありき。手て鹿がと名なづく。其その人ひと居すみかとす。追おひて里さとに着つく。其その里さとの北きたに、香か島しまの神み子この社やしろ31在あり。社やしろの周めぐりの山やま野のは地つち沃こえて、草くさ木きは、椎しひ・栗くり・竹たけ・茅ちの類たぐひ、多さはに生おへり。此ここより北きたに、曾そ尼ね村むら32あり。古いにしへに佐さ伯へき有ありき。名なをば曾そ禰ね毗び古こと曰いふ。名なを取とりて村むらに着つく。今、駅うま家やを置く。此これを曾そ尼ねと謂いふ。





【行方郡】

１　第三十六代孝徳天皇白雉四年（六五三）。

２　第三十八代天智天皇三年（六六四）制定の冠位で二十六階中二十五位。上の小乙下は二十四位。

３　孝徳紀に五十戸一里とするから四百戸。残り三百戸余りは那珂郡を分割か。

４　流れ海（霞ヶ浦）から北。

５　行方市井上か。

６　頓は止まる、休息の意。

７　行方市行方が遺称地。

８　同市芹沢辺とみられる。

９　あちこち歩きまわる。

10　山の入りくみと海の湾曲。

11　高低長短入り交る。

12　くねくね曲る形状。「虵」は蛇の異体。

13　万物の姿が美しい。

14　国土の形に眼が奪われる。

15　大地の配列の精妙な国。

16　にわか雨が降る。

17　高く露出している。

18　行方市玉造から霞ケ浦に入る梶無川。

19　小舟

20　弓弦の鳴る音に反応して。

21　玉造加茂が遺称地。

22　土塊がごろごろのやせ地で。

23　あちこちに高く繁茂する。

24　行方市捻木（ねじき）とみられる。

25　捻木に香取神社がある。

26　浅海産の緑藻。食用。

27　行方市行方の国（くにつ）神社。

28　郡家＝郡役所。

29　雨後のたまり水ができる。

30　行方市手賀がある。

31　玉造の大宮神社という。

32　玉造の中央地域か。









　古老おきなのいはく、石村いはれの玉たま穂ほの宮みやに大おほ八や洲しま馭しらしし天すめら皇みこと１の世みよ、人ひと有あり。箭や括はずの氏うぢの麻ま多た智ち２、郡こほりより西にしの谷たにの葦あし原はらを点さだめ、懇闢ひらきて新あらたに田たを治はる３。此この時とき、夜や刀との神かみ４、相あひ群むれ引ひき率ゐて、悉尽ことごとに到来いたる。左かなた右こなたに防障さへ５て、耕佃たつくらしむことなし。俗くにひといはく、虵へみを謂いひて夜や刀との神かみと為いふ。其の形かたちは、虵へみの身みにして頭かしらに角つのあり６。率引ひきゐて難わざはひを免まぬかるる時、見る人有らば、家門いへを破滅ほろぼし、子孫うみのこ継つがず。凡すべて、此この郡こほりの側かたはらの郊原のに甚多さはに住すめり。是ここに、麻ま多た智ち、大おほきに怒いかりの情こころを起おこし、甲鎧よろひを着被きて、自身みづから仗ほこを執とり、打うち殺ころし駈逐おひやりつ。山やまの口くち７に至いたり、標しめの梲つゑ８を堺さかひの堀ほりに置おきて、夜や刀との神かみに告つげていはく、「此これより上かみは神かみの地ところと為なすことを聴ゆるさむ。此これより下しもは人ひと田たを作つくるべし。今いまより後のち、吾われ、神かみの祝はふり９と為なりて、永代とこしへに敬いやひ祭まつらむ。冀ねがはくは、な祟たたりそ、な恨うらみそ」といひて、社やしろを設まけて初はじめて祭まつる、といふ。還また10、耕田た一十町とところ余あまり11を発ひらきて、麻ま多た智ちの子孫うみのこ、相あひ承うけて祭まつりを致いたし、今いまに至いたるまで絶たえず。其その後のち、難なに波はの長なが柄らの豊とよ前さきの大おほ宮みやに臨あめのした軒しらしし天すめら皇みこと12の世みよに至いたり、壬み生ぶの連むらじ麿まろ13、初はじめて其その谷たにを占しめ14て、池いけの堤つつみを築つかしむ。時に、夜や刀との神かみ、池いけの辺への椎しひの樹きに昇のぼり集つどひ、時ときを経ふれども去さらず。是ここに、麿まろ、声こゑを挙あげて大言たけびて、「此この池いけを修をさめしむるは、要もとは民おほみたからを活いかすに在あり。何いづれの神かみ、誰たれそくにの祇つかみ、風化おもむけ15に従したがはずある」といふ。[image: ]えだちの民おほみたから16に令おほせていはく、「目めに見ゆる雑くさぐさの物もの、魚うを虫むしの類たぐひは、憚はばかり懼おそるるところなく、随尽ことごとに打うち殺ころせ」と言いひ了をはる応時すなはち17、神かみの蛇へみ避さり隠かくり18ぬ。謂いはゆる其の池は、今、椎しひ井ゐ19と号なづく。池いけの西にしの椎しひの株もとより清泉しみづ出づ。井ゐを取とりて池に名づく。香か嶋しまに向むかふ陸くぬがの駅うまや道ぢ20なり。





１　第二十六代継体天皇。宮の所在は桜井市と橿原市の間辺。

２　未詳氏。

３　開墾して新田を造成する。

４　谷の神の意。蛇をいう。

５　遮断して妨害する。

６　中国文献に「龍の角のないのを蛇という」とある。

７　山の登り口。

８　占有の標識としての杖。

９　蛇神を祭る者。司祭者。

10　さらに。復の意。

11　祭祀の用田約一〇ヘクタール。

12　孝徳天皇。前出。

13　行方郡を建てた一人。

14　谷（やと）の神の域内を占有する。

15　天皇の民を導く教化。

16　池の工事の労働をする民。

17　同時に。言い終るとすぐ。

18　どこへ隠れたともないが、夜刀神社が玉造新田にある。

19　夜刀神社の下の谷辺か。

20　陸路で鹿島の駅への公路。









　郡こほりの南みなみ七なな里さとに男を高たかの里さと１あり。古いにしへ、佐さ伯へき、小を高たか有あり。其その居処すみかとす。因よりて名なづく。国くにのみ宰こともち２、当たぎ麻まの太まへつ夫きみ３の時ときに築つける池いけ、今いまも路みちの東ひむがしに存あり。池より西の山に、猪ゐ・猿さる大おほく住すみ、草くさ木き多さはに密しげれり。南みなみに鯨くぢら岡をか４有あり。上古いにしへの時ときに、海鯨くぢら、匍匐はらばひて来きたり臥ふせり。栗くり家やの池いけ５有あり。其その栗くり大おほきにあれば。以もちて池の名とす。北きたに香か取とりの神み子この社やしろ６有あり。

　麻あさ生ふの里さと７。古昔いにしへ、麻あさ、猪水ぬま８の涯ほとりに生おふ。囲かくみ、大おほき竹たけの如ごとく、長ながさ、一ひと丈つゑに余あまりき。里さとを周めぐる山やま有あり。椎しひ・栗くり・槻つき・櫟いちひ生おひ、猪ゐ・猴さる栖住すめり。其その野の、筋すぢ馬うま９を出いだす。飛鳥あすかの浄きよ御み原はらの大おほ宮みやに臨あめのした軒しらしし天すめら皇みこと10の世みよに、同おなじき郡こほりの大おほ生ふの里さと11の建たけ部べの袁を許こ呂ろの命みこと12、此この野のの馬うまを得えて、朝廷みかどに献たてまつりき。謂いはゆる行なめ方かたの馬うまなり。或あるひと茨うばら城きの里さとの馬うまと云いへるは非あらず。郡こほりの南みなみ二は十た里さとに香か澄すみの里さと13。古ふるき伝つたへに曰いはく、大おほ足たらし日ひ子この天すめら皇みこと14、下しもつ総ふさの国くにの印いに波はの鳥と見みの丘をか15に登のぼり坐まして、留連つたよひ16て遥はろかに望みさけたまふ。東ひむがしを顧かへりみて、侍まへ臣つきみに勅みことのりして曰のりたまはく、「海うみは青あをき波なみ浩ひろ汗く17、陸くがは是これ丹あかき霞くも空朦おほほし18。国くには其その中なかより朕あが目めに見みゆるぞ」とのたまふ。時ときの人ひと、是これに由よりて、霞かすみの郷さとと謂いふ。東ひむがしの山やまに社やしろ有あり。榎えのき・槻つき・椿つばき・椎しひ・竹たけ・箭やだけ・麦門冬やますげ、徃ところ々ところに多さはなり。此この里さとより西にしの海わた中なかの北きたの洲すを新にひ治ばりの洲す19と謂いふ。然しか称いふ所以ゆゑは、洲すの上うへに立たちて、北きたの面おもてを遥はろかに望おせれば、新にひ治ばりの国くにの小を[image: ]つく波はの岳やま20見みゆ。因よりて名なづくるなり。

　此ここより南みなみに徃ゆくこと十と里さとに、板いた来くの村むら21あり。近ちかく海うみ浜へたに臨のぞみ、駅うま家やを安置おく。此これを板いた来くの駅うまやと謂いふ。其その西にしに、榎えの木き林はやしを成なせり。飛鳥あすかの浄きよ見み原はらの天すめら皇みことの世みよに、麻績をみの王みこ22を遣やりて居処おく。其その海うみに、塩しほを焼やく藻もは・海松みる・白貝おほ・辛螺にし・蛤うむぎ、多さはに生おふ。





１　行方市小高（おたか）。

２　国司。

３　用明天皇を祖とする氏族。

４　小高の久慈塚（鯨塚）という。

５　未詳。小高の小池という。

６　小高の西の四鹿に香取神社がある。

７　行方市麻生にあたる。

８　猪は潴の省文。溜め池。

９　筋力の強い良馬。『扶桑略記』天智天皇七年に常陸の国が「生レ角馬」を献ったとある。

10　第四十代天武天皇。

11　潮来（いたこ）市大生が遺称地。

12　倭武命の名を後世に伝える御名代部の人物。

13　行方市富田と潮来市牛堀にあたる。

14　景行天皇。

15　千葉県印西市本埜（もとの）小林の丘から印旛沼・榎浦（えのうら）流海の彼方三五キロメートルに香澄の里を遠望する。

16　留まる。滞在する。

17　水がひろびろとしたさま。

18　赤味を帯びた雲気がうっすらたなびいている。

19　霞ケ浦の洲。常陸への北西の関門が新治。その方向に[image: ]波山があり意識されている。

20　常陸の人の[image: ]波山への愛称的表現とみられる。

21　潮来市潮来。

22　出自不明。『書紀』では因幡（いなば）、『万葉集』では伊勢に流されたとする伝説の王（みこ）。









　古老おきなの曰いはく、斯し貴きの満みつ垣かきの宮みやに大おほ八や洲所しま馭しらしし天すめら皇みこと１の世みよ、東ひむがしの垂ほとり２の荒あらぶる賊あたを平ことむけむとして、建たけ借かし間まの命みこと３を遣つかはしたまふ。此は那な賀かの国くにの造みやつこが初はじめの祖おやなり。軍いくさ士びとを引率ひきゐて、行ゆくゆく凶猾あたを略うつ４。安あ婆ばの嶋しま５に頓宿やどり６て、海うみの東ひむがしの浦うらを遥望みさく。時ときに烟けぶり見みゆ。爰ここに人有ありと疑ふ。建たけ借かし間まの命みこと、天あめを仰あふぎて誓うけひ７て曰いはく、「若もし天あめ人ひと８の烟けぶりに有あらば、来きたりて我わが上うへを覆おほへ。若もし荒あらぶる賊あたの烟けぶりに有あらば、去りて海わた中なかに靡なびけ」といふ。時ときに、烟けぶり、海を射さして流ながる。爰ここに、自おのづから凶賊あた有ありと知しりぬ。従衆ともひとに命おほせて、褥食あさけ９して渡る。是ここに、国くに栖す、名なは夜や尺さか斯し・夜や[image: ]つく斯しと曰いふもの二ふ人たり有あり。自みづから首ひとごの帥かみ10となりて、穴あなを堀ほり、堡そこ11を造つくりて、常つねに居住すむ。官み軍いくさ12を覘伺うかかひ13て、伏ふし衛まもり拒抗ふせく。建たけ借かし間まの命みこと、兵いくさを縦はなち駆追おふ。賊あた尽ことごとに逋にげ14還かへり、堡そこを閇さして固かたく禁ふせく15。俄にはかにして、建たけ借かし間まの命みこと、大おほきに権はかり議こと16を起おこし、敢死たけき士ひと17を校閲かとり18て、山やまの阿くまに伏ふせ隠かくし、賊あたを滅ほろぼさむ器うつはものを造つくり備そなふ。海渚なぎさを厳餝かざり19、舟を連ね、[image: ]いかだを編あみ、雲くもの蓋きぬがさ20を飛ひるがへし、虹にじの旌はた21を張はり、天あめの鳥とり琴こと・天あめの鳥とり笛ふえ22は、波なみに随したがひ、潮うしほを逐おふ。杵きね23を鳴ならし唱曲うたひ、七なぬ日か七なな夜よ遊楽あそび歌うたひ舞まふ。時に、賊あたの党ともがら、盛さかりなる音楽うたまひを聞ききて、房いへを挙あげて24、男をとこ女をみな悉尽ことごとに出いで来き、浜はまを傾かたぶけて25歓よろこび咲わらふ。建たけ借かし間まの命みこと、騎うま士いくさに令ことおほせて堡そこを閇とぢ、後しりへより襲おそひ繫かかりて、尽ことごとに種属やからを囚とらへ、一時もろともに焚やき滅ほろぼせり。此この時とき、痛いたく殺ころすと言へるは、今いま、伊い多た久く之の郷さとと謂いひ、臨ふつ26に斬たつと言へるは、今、布ふ都つ奈な之の村むら27と謂ひ、安やすく殺とると言へるは、今、安やす伐とり之の里さと28と謂いひ、吉えく殺さくと言へるは、今、[image: ]え前さき之の邑むら29と謂ふ。

　板いた来くの南みなみの海うみに洲す有あり。所ところは三みさ四とよ里さと許ばかりなり。春はるの時ときには、香か島しま・行なめ方かた二ふたつの郡こほりの男をとこ女をみな尽ことごとに来きて、蚌うむぎ30・白貝おほ31、雑味くさぐさの貝かひつ物ものを拾ひりふ。





１　第十代崇神天皇。

２　辺境の地。

３　『先代旧事本紀』に第十三代成務天皇の御代に建借馬命を仲国造に定めたとある。

４　悪くずるいやつを討つ。

５　稲敷市阿波崎か。

６　頓は止まる意。宿も同じ。

７　神かけて誓いごとをする。

８　天神の子孫の天皇側の人。

９　早朝の食事。

10　首長。かしら。

11　『広韻』に「小域」とある。辺境の陣地の意。

12　天皇の軍隊。

13　ひそかにのぞき見する。

14　逃げるに同じ。

15　防ぎ止める。

16　計略をたてる。

17　死を惜しまない勇士。

18　選考する。

19　いかめしく飾る。

20　絹傘を雲のように翻す。

21　虹を画いたのぼり旗。

22　琴・笛が天上世界の鳥の囀りのように美しくの意。

23　杵は大盾。兵士たちが盾を楽器として鳴らす。

24　一家全員。

25　浜がひっくり返るほど。

26　臨は伐つ意。「フツ」は切断音。悉くの意もある。

27　潮来市古高（ふったか）。

28　未詳。

29　潮来市江崎が比定地。

30　はまぐりの古名。

31　白いはまぐり。景行紀に「白蛤」とあるのがおほ（おふとも）であろう。









　郡こほりより東ひむがし北きた十五里さとに、当たぎ麻ま之の郷さと１あり。古ふる老おきな曰いはく、倭やまと武たけの天すめら皇みこと、巡めぐり行いでまして、此この郷さとを過すぎたまふ。佐さ伯へき有あり。名なを烏からす日ひ子こと曰いふ。其その命みことに逆さかひしに縁よりて、随便やすく略殺ころし２たまふ。屋や形かた野の３の帳とばりの宮みやに幸いでます。車駕みこしの経ふる道みち狭さく、地つち深浅たぎたぎし４。悪あしき路みちの義こころによりて、当たぎ麻まと謂いふ。俗くにひと、「たぎたぎし」と云ふ。野のの土つち埆やせ５たり。然しかれども、紫草むらさき生おふ。二ふたつの神み子この社やしろ６あり。其その周めぐりの山やま野のは、櫟いちひ・柞ははそ・栗くり・柴くぬぎ、往ところ々ところに林はやしを成なし、猪ゐ・猴さる・狼おほかみ、多さはに住すむ。

　此ここより南みなみの芸き都つの野さと７。古いにしへ、国くに栖す、名なを寸き津つ毗び古こ・寸き津つ毗び売めと曰いふ二ふた人り有あり。其その寸き津つ毗び古こ、天すめら皇みことの幸みゆきに当あたり、命みことに違たがひ化おもぶけに背そむき、甚いたく粛敬ゐや８無なし。爰ここに御み剣つるぎを抽ぬく登時すなはち斬きり滅ころしたまふ。是ここに、寸き津つ毗び売め、心こころに懼お悚そり愁うれへ、白しろ幡はたを表挙かかげ９て、道みちに迎むかへて拝をろがみまつる。天皇、矜あはれみて恩旨みめぐみを降くだし、其その房いへを放免ゆるし10たまふ。更さらに乗み輿こしを廻めぐらして、小を抜ぬき野の11の頓かり宮みや12に幸いでます。寸き津つ毗び売め、姉いろね妹いろとを引ひき率ゐて、信まことに心力こころを竭つくし、雨あめ風かぜを避さけず、朝あした夕ゆふへに供つかへまつる。天皇、其の慇懃ねもころにあるを欵よろこ13びたまひて、恵慈うるはしみ14たまふ。所以このゆゑに、此この野の15を宇う流る波は斯しの小を野のと謂いふ。其の16、田たの里さとと名づくるは、息おき長なが足たらし日ひ売めの皇おほ后きさきの時に、人ひと此この地ところにあり、名なを古こ都つ比ひ古こ17と曰いふ。三み度たび韓から国くにに遣つかはさる。其の功労いさをしを重おもみして田たを賜たまひき。因よりて名づく。又また、波は聚ずの野の18有あり。倭やまと武たけの天すめら皇みこと、此この野のに停宿やどりて、弓ゆ弭はずを修理つくろひたまひき。因よりて名なづく。野のの北きたの海うみ辺へに、香か島しまの神み子この社やしろ在あり。土つち塉やせて、櫟いちひ・柞ははそ・楡にれ・竹たけ、一ひとと二ころふた所ところ生おふ。此ここより南みなみに相あふ鹿か19・大おほ生ふの里さと20あり。古ふる老おきな曰いはく、倭やまと武たけの天すめら皇みこと、相あふ鹿かの丘をか前ざきの宮みや21に坐いましき。此この時ときに、膳かしはでの炊屋舎おほひや22を浦うらの浜はまに構かまへ立たて、艀をぶねを編あみて橋はしと作なし、御み在まし所どころに通かよはしき。大おほ炊ひの義こころを取とりて、大おほ生ふ之の村むらと名なづく。また、倭武天皇の后きさき、大おほ橘たちばな比ひ売めの命みこと23、倭やまとより降くだり来きて、此地ここに参まゐ遇あひたまひき。故かれ、安あ布ふ賀か之の邑むらと謂いふ。行なめ方かたの郡こほりの分かぎりは略はぶかず。





１　鉾田市当間が遺称地。

２　たやすく謀殺をする。

３　遺称地未詳。

４　凸凹・高低・段差がある状態をいう。

５　硬くごつごつとした土地。

６　香取・香島二神の分祠。

７　行方市内宿・北蘇沼辺か。

８　つつしみ敬う心。

９　降伏のしるしとして白旗を掲げる。『日本書紀』にも数例あり、古代中国にも例があるので漢籍の影響か。

10　一家に属する者の罪を許す。

11　行方市小貫に相当する。

12　漢籍に「頓舎」の語がありやどる意。ここは行宮。

13　款の俗字。喜び愛でる意。

14　「恵」も「慈」もいつくしむ意。慈愛をかける。

15　小抜野。異名をウルハシの小野という。

16　現行本の多くは「其の南」とするが、写本に「南」はない。すると「田の里」は小抜野に付属する地名であろう。

17　葛城襲津彦が功田を常陸に賜ったとする葛城氏に由来する訛伝であろう。

18　行方市小牧の辺という。

19　潮来市大賀が遺称地。

20　潮来市大生が遺称地。

21　行方市岡という。

22　天皇の御食膳を作る建物。「おほひ」は大飯（おほいひ）の約。

23　『古事記』『日本書紀』では弟橘比売。大橘比売命はその姉に当ると解すべきか。









　香か島しまの郡こほり。東ひむがしは大おほ海うみ、南みなみは下しもつ総ふさと常陸ひたちとの境さかひにある安あ是ぜの潮みなと１、西にしは流ながれ海うみ、北きたは那な賀かと香か島しまとの境さかひにある阿あ多た可か奈なの潮みなと２なり。

　古ふる老おきな曰いはく、難なに波はの長なが柄らの豊とよ前さきの大おほ朝みやに馭あめのした宇をさめたまひし天すめら皇みこと３の世みよ、己つちの酉とのとりの年とし４に、大だい乙おつ上じやう中なか臣とみの子こ５、大だい乙おつ下げ中なか臣とみ部べの兎うの子こ等ら、惣すぶる領をさ高たか向むくの大まへつ夫きみ６に請こひて、下しもつ総ふさの国くに７の海うな上かみの国くにの造みやつこの部くにの内うち、軽かる野のより南みなみの一里さと８と、那な賀かの国くにの造みやつこの部くにの内うち、寒さむ田た９より北きたの五里さととを割さきて、別ことに神かみの郡こほり10を置おく。其そ処こに有ある天あめの大おほ神かみの社やしろ・坂さか戸との社やしろ・沼ぬま尾をの社やしろ、三み処ところを合あはせて、惣すべて香か島しま之の天あめ之の大おほ神かみと称まをす。因よりて郡こほりに名なづく。風俗くにひとの説ことばに、「霰あられ零ふる香か島しま之の国くに11」と云ふ。清すめると濁にごれると糺あざはり12、天地あめつちの草昧ひらくる13より已前さきに、諸もろ神かむたちの天あまつ神かみ14、俗くにひと、「かみるみ・かみるき」と云ふ。八や百ほ万よろづの神かみを天あま之の原はらに会集つどへたまひし時に、諸もろもろ祖のみおや神のかみ告云のりたまはく、「今、我わが御み孫まの命みことの光宅しらさむ豊とよ葦あし原はらの水みづ穂ほ之の国くに15」とのりたまふ。高たか天あまの原はらより降くだり来こし16大おほ神かみの名みなを、香か島しまの天あめ之の大おほ神かみと称まをす。天あめにては日ひの香か島しま之の宮みやと号なづけ、地くににては豊とよ香か島しま之の宮みやと名づく。俗くにひと云はく、「豊とよ葦あし原はらの水みづ穂ほの国くにを依よせ奉まつらむと詔のりたまへるに、荒あら振ぶる17神かみ等たち、又また、石いは根ね・木こ立だち、草くさの片かき葉はも辞語こととひ18て、昼ひるは狭さ蠅ばへなす音おと声なひ、夜よるは火ひの光明かかやく国くになり。此こを事こと向むけ平定やはす大おほ御み神かみと天あま降くだり供つかへ奉まつりき」といへり。其その後のちに、初はつ国くに知しらす美み麻ま貴きの天すめら皇みこと19の世みよに至いたりて、奉たてまつる幣みてぐらは、大刀たち十と口ふり、鉾ほこ二ふた枚ひら、鉄かな弓ゆみ二張はり、鉄かな箭や二具そなへ、許こ呂ろ四よ口つ、枚ひら鉄がね一ひと連つら、練ねり鉄がね一連つら、馬うま一ひと疋つ、鞍くら一具そなへ、八や咫たの鏡かがみ二面おもて、五いつ色いろの絁ふときぬ一連つらなりき。俗くにひと曰はく、「美み麻ま貴きの天すめら皇みことの世みよに、大おほ坂さか山やま20の頂いただきに、白しろ細たへ21の大おほ御み服そに坐いまして、白しら桙ほこの御み杖つゑ取とり坐まし、識さとし22賜たまふ命みことは、『我あが前みまへ23を治をさめ奉まつらば、汝いましが聞きこし看めさむ食をす国くに24を、大おほ国くに・小を国くに、事こと依よせ給たまはむ25』と識さとし賜たまひき。時に、八や十そ之の伴ともの緒をを追め26し集つどへ、此この事ことを挙あげて訪問とひたまふ。是ここに、大おほ中なか臣とみの神かむ聞きき勝かつの命みこと、答へて曰まをさく、『大おほ八や島しま国ぐには汝いましが知しらし食めさむ国と事こと向むけ賜たまひし、香か島しまの国くにに坐います天あま津つ大おほ御み神かみの挙あげて教さとしたまひし事ことなり』とまをす。天すめら皇みこと、諸これ27を聞きかして、即すなはち恐かしこみ驚おどろきたまひて、前さきの件くだりの幣帛みてぐらを神かみの宮みやに納をさめ奉まつりき」といへり。神かむ戸へ28は六む十そあまり五い烟つつなり。本もとは八や戸へなりき。難なに波はの天すめら皇みことの世みよに五い十そ戸へを加くはへ奉まつり、飛鳥あすかの浄きよ見み原はらの大おほ朝みよ29に九ここの戸へを加くはへ奉まつり、合あはせて六む十そあまり七なな戸へなりき。庚かのえ寅とらの年とし30に、編へむ戸こ二ふた戸へを減おとし31、六む十そあまり五いつ戸へに定さだめしめき。淡海あふみの大おほ津つの朝みよ32に、初めて使人つかひを遣つかはして、神かみの宮みやを造つくらしめき。爾それより已この来かた、修理つくろふこと絶たえ33ず。





【香島郡】

１　川が海にそそぐ河口。諸本「湖」。「潮」と「湖」は誤写し易い。利根川河口。

２　那珂川河口。涸沼ともみられる。

３　孝徳天皇。

４　大化五年（六四九）。

５　大化五年制階位第十一階に上下がある。

６　→前出「信太郡」。

７　千葉県銚子市・旭市の辺の統治者。

８　茨城県神栖市知手辺から波崎にかけての一帯は下総に所属していた。

９　神栖市神之池の辺。ここから北の五里は旧那賀国に所属していた。

10　南の一里と北の五里を合わせて、天の大神のための神郡＝香島郡を新設した。

11　霰の音がかしまし（うるさい）と懸る。

12　清んだ軽い気と濁った重い気とが交じり合って。

13　天地が開け初めること。

14　諸の神の上にいる特別の天神。

15　御孫（皇孫）ニニギノミコトが天降って統治する日本国の意。

16　皇孫に先立って降下した。

17　荒れすさび服従しない。

18　大殿祭りの祝詞に「事問ひし磐根・木立・草のかき葉」と類型を見る。

19　第十代崇神天皇。

20　奈良県香芝市に逢坂がある。二上山（五一七メートル）。

21　楮（こうぞ）の纎維で織った白い布。

22　つまびらかに教える。託宣。

23　神前で行う祭祀。「み」は次行「治め奉る」とともに自称敬語。

24　統治していらっしゃる国。

25　すべてとり集めてさし上げましょう。

26　「追」は「召」の意。

27　「諸」は代名詞「之」の意。

28　神領の課戸の租の全てを神社に寄せることを認められた神社所有の民戸。

29　第四十代天武天皇の御世。

30　第四十一代持統天皇四年（六九〇）。

31　神戸に編入されていた二戸を減ずる。

32　第三十八代天智天皇。

33　『続日本紀』によれば式年遷宮が行われていたらしい。









　年とし別ごとの七ふみ月つきに、舟ふねを造つくりて津つの宮みや１に納をさめ奉まつる。古ふる老おきな曰いはく、倭やまと武たけの天すめら皇みことの世みよに、天あめの大おほ神かみ、中なか臣とみの巨おほ狭さ山やまの命みこと２に宣のりたまひしく、「今いま、社やしろの御み舟ふね３を」とのりたまひき。巨おほ狭さ山やまの命みこと答こたへて曰まをさく、「謹つつしみて大おほ命みことを承うけたまりぬ。敢あへて辞いなぶる所ところ無なし４」とまをす。天あめの大おほ神かみ、昧爽後あした５に宣のりたまはく、「汝なが舟ふねは海わた中なかに置おきつ」とのりたまふ。舟ふな主ぬし６、仍よりて見みるに、岡をかの上うへに在あり。又また、宣のりたまはく、「汝なが舟ふねは岡をかの上うへに置おきつ」とのりたまふ。舟ふな主ぬし、因よりて求もとむるに、更さらに海わた中なかに在あり。此かくの如ごとき事こと、已すでに二ふたたび三みたびに非あらず７。爰ここに懼惶かしこみて、新あらたに舟ふね三隻つ、各おのもおのも長ながさ二丈つゑ余あまりなるを造らしめ、初めて献たてまつりき８。又また、年とし別ごとの四う月づきの十とを日かに、祭まつりを設まけ９て酒さけ灌のみす。卜うら氏べ10の種属やから、男をとこ女をみな集会つどひて、日ひを積つみ夜よを累かさねて、楽たのしび飲さけのみ歌うたひ舞まふ。其その唱うたに云いはく、


あらさか11の　神かみの御み酒さけを

飲たげ12と　言いひけばかもよ

我わが酔ゑひにけむ



　神かむ社やしろの周匝めぐり13は、卜うら氏べの居すむ所ところなり。地体くにかたは高敞たかく14して、東ひむがしと西にしとは海うみに臨のぞみ、峰みね谷たには犬いぬの牙きば15なす、邑むら里ざとと交錯まじはれり。山やまの木きと野のの草くさと、自おのづからに内うちつ庭にはの蕃籬まがきを屛たて、[image: ]たに16の流ながれと崖きしの泉いづみとは、朝あした夕ゆふへの汲くみ流みづを涌わかす。嶺みねの頭ほとりに舎いへを構つくれば、松まつと竹たけと垣かきの外とを衛まもり、谿たにの腰こしに井ゐを堀ほれば、薜まさきと蘿ひかげ17、壁かきの上うへを蔭おほふ。春はるに其その村むら18を経ふれば、百ももの艸くさに□19花はなあり。秋あきに其その路みちを過すぐれば、千ちぢの樹きに錦にしきの葉このはあり。神仙かみ20の幽かくり居すめる境さかひ21と謂いふべし。境さかひは異くすしきことの化なり誕いづる地ところ22にして、佳麗うるはしきことの豊みちて23あるは悉つくすべからず。其その社やしろ24の南みなみに郡こほりの家みやけ25あり。北きたに沼ぬま尾をの池いけ26あり。古ふる老おきな曰いはく、「神かみの世よに天あめより流ながれ来こし水み沼ぬまなり」といへり。生おふる蓮根はちすは、味あぢ気はひ太いたく異ことにして、甘うまきこと他あたし所ところに絶すぐる。病やめる者ひと、此この沼ぬまの蓮はちすを食くらはば、早はやく差いえ27て験しるしあり。鮒ふな・鯉こひ、多さはに住すめり。前さきに郡こほり28を置おける所ところにして、多さはに橘たちばなを蒔うう。其その実み味うまし。





１　神が神領を巡幸するための舟着場にある別宮。現在も御船祭が行われ、御座船で神輿が大船津から発船する（九月一日）。

２　中央から派遣されている神官。「巨」を「臣」とする資料もあり、本文の確定困難。

３　神が乗るための舟。

４　消極的な肯定。

５　「昧爽」はアケボノ。「後」と一緒にアシタと試訓。

６　中臣巨狭山命をいう。

７　神が威力を示して強い要求であることの表現。幻術。

８　以上、神輿巡行の御座船奉納の起源説話。

９　祭日と決めて、祭りの終りに、神餞の酒食を頂戴する酒宴。

10　中臣氏に付属して卜占を職とする在地の人びと。

11　「あら」は新しい。「さか」は栄える。新しい神が祝福して賜わったところの。

12　飲めと勧める。

13　匝は周に同じ。

14　高く開けるさま。

15　彼此互いに入り合う地形。

16　「澗」は山と山の間に挟まれた川。

17　まさきのかずらとひかげのかずら。「薜」は『字鏡集』にはツタとも。どれも蔓性植物。

18　卜氏の眷属の住む村。

19　対句となる「錦」に相当する一字が入る筈。不明。

20　在地の神々を神仙思想で表現している。

21　天の神に対してひそかに隠れ住んでいる境域。

22　神仙の霊妙な働きが現われるところ。

23　光彩に満ちていること。

24　鹿島神宮。

25　鹿嶋市神野向遺跡が郡家跡という。

26　鹿嶋市沼尾。

27　病気がなおる。

28　郡家（郡役所）。神宮の南に郡家が置かれる前に沼尾に在ったことが知られる。









　郡こほりの東ひむがし二ふたさと三み里さとに、高たか松まつの浜はま１あり。大おほ海うみの流ながし差さす２砂いさごと貝かひと、積つもりて高たかき丘をかと成なる。松まつの林はやし自おのづからに生おひ、椎しひ・柴くぬぎ３交雑まじり、既すでに山やま野のの如ごとし。東西をちこちの松まつの下したに出泉いづみあり、八やあし九ここの歩あし４ばかり、清きよく渟たまりて太いたく好よし。慶きやう雲うむの元はじめの年とし５に、国くにの司つかさ、[image: ]うね女めの朝臣あそみ６、鍛かぬ佐ちさ備びの７大おほ麿まろ等ら８を率ゐて、若わか松まつの浜はま９の鉄まかねを採とりて、剣つるぎを造つくりき。此ここより南みなみのかた、軽かる野のの里さとの若わか松まつの浜はまに至いたる間あひだの卅みそ余さと里あまりばかり、此こは皆みな松まつ山やまなり。伏苓伏神まつほど10を年とし毎ごとに堀ほる。其その若わか松まつの浦うらは、常陸ひたちと下しもつ総ふさと二ふたつの国くにの堺さかひにあり。安あぜ是の潮みなと11の有ある沙すなごの鉄あらがねは、剣つるぎを造つくるに大いたく利とし。然しかれども、香か島しまの神かむ山やま12とあれば、輙たやすく入いりて松まつを伐きり鉄まがねを穿ほること得えず。郡こほりの南みなみ廾はた里さとの浜はまの里さと13より東ひむがしの松まつ山やまの中なかに、一ひとつの大おほき沼ぬまあり。寒さむ田た14と謂いふ。四よさと五いつ里さとばかりなり。鯉こひ・鮒ふな住すめり。之し万ま15・軽かる野のの二ふた里さとに有ある田た、少すこしく潤うるほへり。軽かる野のより東ひむがしの大おほ海うみの浜はま辺へに、流ながれ着つきし大おほ船ふねあり。長ながさ一とを十あまり五いつ丈つゑ16、濶ひろさ一ひと丈つゑ余あまりなり。朽くち摧くだけて砂すなごに埋うづもり、今いまに猶なほ遺のこれり。淡海あふみの世みよ17に、覓国くにまぎ18に遣つかはさむとして、陸みちの奥おくの国くにの石いは城き19の船ふね造つくりに大船を作つくらしめき。此ここに至いたりて岸きしに着つき、破やぶれきと謂いふ。





１　鹿嶋市下津（おりつ）・平井・粟生あたりで日本三大砂丘の一つに数えられたが、臨海工業地帯に変貌した。

２　移動させる。

３　『伊呂波字類抄』に「クヌキ」とある。

４　周囲の長さ。約七～八メートル。

５　文武天皇の代、七〇四年。

６　物部氏の同族。『続紀』慶雲四年の采女朝臣枚夫。

７　鍛冶職。

８　他に見えない。刀類をいうサヒは仮名違いであるが、地方音表記か。

９　高松の浜の南、神栖市の沿海部か。神之池の南側旧地名軽野村に所属。

10　生薬名茯苓（ぶくりょう）、めまい・息切れ・胃のもたれ・血圧などに効くという。松の根に寄生する菌類。松の根の周囲をぐるりとめぐるのが茯神。両者の略。

11　→前出。

12　天の大神の神領。

13　神栖市高浜が比定地。

14　神栖市神栖の神（こう）之池。当時の周囲約二・五キロメートルほど。

15　『和名抄』の郷名「中嶋」か。

16　約四四・五メートル。

17　天智天皇の御代。

18　天皇の統治下に入っていない東北地方の探査。

19　福島県いわき市の地。









　南のかた１に、童子女わらはの松まつ原ばらあり。古いにしへ、年とし少わかき童子わらは２ありき。俗くにひと、加か味み乃の乎を止と古こ・加か味み乃の乎を止と売め３と云いふ。男をとこを那な賀かの寒さむ田た之の郎いらつ子こ４と称いひ、女をみなを海うな上かみ５の安あ是ぜ之の嬢子いらつめと号なづく。並ともに形容かたち端正うるはし６く、郷里さとに光華かかやけり７。名声なを相あひ聞ききて、同ともに望したふ念おもひを存たもち８、自愛つつしむ心滅きえぬ９。月つき経たち、日累つもりて、嬥歌うたがきの会つどひ10　俗くにひと、宇う太た我が岐きと云いひ、又、加か我が毗ひといふ。に、邂逅たまさか11に相あひ遇あへり。時に、郎いらつ子こ12歌うたひ曰いはく、



いやぜるの13　安あ是ぜの小こ松まつに

木綿ゆふ垂しでて　吾わを振ふり見みゆも

阿あ是ぜ小こ洲しま14はも





　嬢子いらつめ、報こたへ歌ひ曰いはく、



潮うしを15には　立たたむと言いへど

汝夫なせの子こが　八や十そ島しま隠かくり

吾わを見みさ走ばしり





　相あひ晤みまく16欲おもひ、人の知らむことを恐おそりて、遊あそびの場には17より避さり、松まつの下したに蔭かくりて、手携たずさはり18、膝ひざを促ちかづけ、懐おもひを陳のべ、憤いきどほりを吐はく19。既すでに故もとよりの恋こひの積つもれる疹やまひを釈とき20、還また、新あたらしき歓よろこびの頻しきりなる咲ゑまひを起おこす。時に、玉の露つゆ21おく杪こぬれの候とき、金あき22の風かぜふく々かぜの節とき。皎あきら々あきらけき桂かつらの月23の照てらす処ところは、唳な24く鶴たづの之ゆく西にしの洲しま。颯さわ々さわ25に松の颸かぜの吟うたふ処は、度わたる雁かりのゆく東ひむがしの怙やま26。昼ひるは寂寞しづか27にして巌いはほの泉いずみ旧ふり、夜よるは蕭条かすか28にして烟けぶれる霜しも新あらたなり。近ちかき山やまには、自おのづから黄葉もみぢばの林はやしに散ちる色いろを覧み、遥とほき海うみには、唯ただ蒼あを波なみの磧いさご29に激そそく声を聴きく。茲宵こよひ、茲この楽しみより楽しきはなし。偏ひとへに語かたらひの甘あまき味あぢはひに沈ふけり、頓ひたふるに夜よの開あけむことを忘わする。俄にはかにして、鶏とり鳴なき、狗いぬ吠ほえて、天そら暁あけ日ひ明あきらかなり。爰ここに、僮子わらは等ども、為なすところを知しらず、遂つひに人の見みむことを愧はぢて、松まつの樹きと化成なれり30。郎いらつ子こを奈な美み松まつと謂いひ、嬢子いらつめを古こ津つ松まつと称いふ。古いにしへより名な着づけて、今に至いたるまで改めず。





１　神栖市軽野。

２　童子は年少者に決っているのに「年少」とするのは、下げ髪にしている故に少年に見えるの意であろう。ウナヰ髪ともいう。巫祝（神に仕える人）は年齢を問わず垂髪にする。

３　神に仕え祭る男・女。

４　もと那賀の国の所属で、神栖市の沼の神の祭祀者とみられる。

５　もと下海上の国の所属。安是は利根川の河口付近、神栖市波崎町か。

６　正統派美形。

７　輝く。古代はカカと清音。

８　心にかけて思いつづける。

９　我慢できなくなった。

10　ウタガキは歌を掛けあうの意。異性に歌いかけて求婚する。

11　たまたま。

12　若い男子を第三者的に敬意をもってするいいかた。

13　「イヤゼルノ」は諸説あるが未詳。

14　鹿島灘と利根川の交わる波崎の洲。嬢子を比喩する。

15　潮の寄せる浜辺。八十島隠りは歌垣の多くの人の中にいる自分の比喩。サバシリのサは接頭語、バシリは走ってくるの意。

16　晤は対面する。

17　歌垣の場。

18　手をとり膝を寄せあう。

19　溜まった恋の思いを一気に口から出す。

20　長わずらいを解放する。

21　梢に露は秋の季節。

22　秋は五行説で金にあたる。

23　桂月は陰暦八月の異名。月中に桂の樹があるという古代中国の伝承。

24　唳一字で鶴の鳴く声の意がある。

25　風の音。下の颸も同じ。

26　岵と同意。草木の茂った山。

27　寂は静の意、寞も静かで音もしない意。

28　ひっそりとしてさびしい。

29　汀の沙礫。

30　変化すること。









　郡こほりの北きた三み十そ里さと１に白しろ鳥とりの里さと２あり。古老おきなの曰いはく、伊い久く米めの天すめら皇みこと３の世みよ、白しろ鳥とりあり。天あめより飛とび来きたり、僮女をとめと化為なりて４、夕ゆふべに上のぼり５朝あしたに下くだる。石いしを摘とり６て池いけを造つくる。其その堤つつみを築つかむと為して、徒いたづらに日ひ月つきを積つむ７。築つきては壊くえ８て、え作り成なさず。僮女をとめ等ら、


白しろ鳥とり９の　羽はが堤つつみを

裏つつむとも

洗あらふ　間まも憂うき　□□は壊こえ



斯かく口くち口くちに唱うたひて、天あめに升のぼり、復また10降くだり来こず。此これに由よりて、其その所ところを白しろ鳥とりの郷さとと号なづく。以下しもは略はぶく。

　南みなみのかたに有ある平原はら11を、角つの折をれ浜はま12と謂いふ。古いにしへに大おほき蛇へみ有りと謂いふ。東ひむがしの海うみ13に通かよはむと欲おもひて、浜はまを堀ほりて穴あなを作つくるに、蛇へみの角つの14折をれ落おちき。因よりて名なづく。或あるに曰いはく、倭やまと武たけの天すめら皇みこと、此この浜はまに停宿やどりたまふ。御みけ膳つものを羞すすめ奉まつる15時ときに、都かつて水みもひ無なし。鹿しかの角つのを執とりて地つちを堀くつかへすに、其それ折をれぬ。所以このゆゑに名づく。　以下しもは略はぶく。





１　一里は約五〇〇メートル。三十里は約一五キロメートル。

２　『和名抄』に白鳥郷とある。昭和三十年まで白鳥村があった。

３　第十一代垂仁天皇。

４　変化する。「化成」と同じ。

５　天に還り上る。

６　取るに同じ。

７　重ねる。経過する。

８　こわれる。崩壊する。

９　□□は脱字で、ナミ（波）。白鳥が自らの羽で石を取り水を堰き止めて池を造るも、束の間の水浴もならず、つらいことに堤は崩壊してしまう。

10　二度と、ふたたび。

11　実態は砂の平原。

12　鹿嶋市角折を遺称地とする。

13　鹿島灘。太平洋。「大海」とも。

14　前出。有角蛇の伝承。

15　お食事を差しあげる。「羞」は進（たてまつ）る意。









　那な賀かの郡こほり。東ひむがしは大おほ海うみ、南みなみは香か島しま・茨うばら城きの郡こほり、西にしは新にひ治ばりの郡こほりと下しもつ野けのの国くにとの堺さかひにある大おほ山やま、北きたは久く慈じの郡こほりなり。

　平ひら津つの駅うま家や１の西にし一ひと二ふた里さとに岡をかあり。名なを大おほ櫛くし２といふ。上古いにしへ３、人ひとあり。躰みは極きはめて長たけ大たかし４。身みは丘壟をか５の上うへに居おき、手ては海うみ浜べたの蜃うむぎ６を摎とる７。其その食くらへる貝かひ、積聚つもりて岡をかと成なる。時ときの人ひと、大おほ抉くじり８の義こころを取とりて、今いま大おほ櫛くし之の岡をかと謂いふ。其その践ふみし跡あと９は、長ながさ[image: ]よそ余あし歩あまり、広ひろさ廾はた余あし歩あまりなり。尿ゆまりの穴あなの径わたり、廾はた余あし歩あまり許ばかりなり。以これより下しもは略はぶく。





【那賀郡】

１　水戸市平戸町。平津駅は奥州へ入る大路でなく、傍径の涸沼（ひぬま）川に接する水駅とみられる。

２　水戸市大串町。

３　『塵袋』第五に以下を引用。

４　巨人伝説。

５　丘も壟もおか。

６　大蛤（はまぐり）。

７　つまみとる。

８　掘り取る。

９　静岡県磐田市見付の凹地を大ダラ法師の小便壺といっていたという。









　茨うばら城きの里さと１。此ここより北きたのかたに高たかき丘をかあり。名なを晡時くれ臥ふし之の山やま２と曰いふ。古ふる老おきな曰いはく、兄いろせ妹いろも二ふ人たり有あり。兄せの名なを努ぬ賀か毗び古こ、妹いもの名なを努ぬ賀か毗び咩めといふ。時ときに、妹いも、室むろに在あり。人ひと有あり、姓うぢと名なとを知しらぬ３、常つねに求婚よばひに就きて、夜よる来きたりて昼ひる去さる。遂つひに夫婦をひとめと成なりて、一ひと夕よに壊妊はらみぬ。産こうむべき月に至りて、終つひに小ちひさき蛇へみを生うむ。明あくれば言こと無なきが若ごとく、闇くるれ４ば母ははと語かたる。是ここに、母ははと伯をぢ、驚おどろき奇あやしみ、心こころに神かみの子こならむと挟おもひ５、浄きよき杯つきに盛いれ、壇まつりのには６を設まけて安置おく。一ひと夜よの間ほとに、已すでに坏つきの中うちに満みちぬ。更さらに瓫ひらかに易かへて置おく。亦また、瓫ひらかの内うちに満みちぬ。此かくの如ごときこと三みたび四よたびにして、器うつはものを用もちゐ敢あへず７。母はは、子こに告つげて云いはく、「汝いましが器うつは宇もの８を量はかるに、自おのづからに神かみの子こ９と知しる。我あが属やからの勢いきほひにては10、養長ひだす11べからず。父ちちの在います所ところに従ゆくべし。此ここに有あるべからず」といふ。時ときに、子こ哀かなしみ泣なき、面おもてを拭ぬぐひて答こたへて云いはく、「謹つつしみて母ははに承したがはむ。敢あへて辞いなぶる所ところ無なし。然しかれども、一身みひとつにして独ひとり去ゆき、左右もとこ12に人ひと無なし。望請ねがはくは、矜あはれびて一ひとりの小子わらはを副そへたまへ」といふ。母はは云いはく、「我あが家いへに有あるは、母ははと伯を父ぢとのみ。是こも亦また、汝いまし明あきらかに知しれり。人ひとの相あひ従したがふべき無なし」といふ。爰ここに、子こ恨うらみを含ふふみて、事もの吐いはず。決別わかるる時ときに臨のぞみて、怒怨いかり13に勝たへず、伯を父ぢを震いかり殺ころし14て天あめに昇のぼる。時に、母驚動おどろきて、盆ひらかを取とりて投なげ触うてば、子こ昇のぼること得えず。因よりて此この峰みねに留とどまりき。盛いれし瓫ひらかと甕みかとは、今いまも片かた岡をかの村むら15に在あり。其その子孫あなすゑ、社やしろ16を立たてて祭まつりを致いたし、相あひ続つぎて絶たえずといへり。以下しもは略はぶく。

　郡こほりより東北うしとらに、粟あは河かは17を渡わたりて駅うま家やを置おく。本もと、粟あは河かはを迊めぐらせば、河内かふちの駅うま家や18と謂いふ。今いまも本もとの随まにま19に名なづく。其その南みなみのかたに当あたりて、泉いづみ、坂さかの中なかに出いづ。多さはに流ながれて尤いたく清きよし。曝さらし井ゐ20と謂いふ。泉いづみに縁よりて居すめる村落むらの婦女をみな、夏なつの月つきに会集つどひて、布ぬのを浣あらひ曝さらし乾ほせり。以下しもは略はぶく。





１　かつての郡役所の地。笠間市小原説。近接する水戸市牛伏町説がある。

２　笠間市の東北端にある浅房（あさぼう）山（二〇一メートル）。晡時は申（さる）の刻、午後四時頃。白暮の意。臥は人が寝る意。

３　素性の分からない。異類が人に姿を変えてやって来る。

４　夜は異類または神の時間。

５　心の中でそう思う意。

６　土を盛り上げた祭祀の場。

７　使用できる器がなくなる。

８　人品。器量。

９　雷神の子。

10　一族の能力（経済力）では。

11　養い育てる。

12　従者。身近に従う者。

13　いかりうらむ心。

14　震は怒る意。龍の形で、雷が激しく撃つ意と重なる。

15　笠間市大橋岡の宿・水戸市谷津町説などがある。

16　浅房山山頂に小祠がある。谷津町の立野神社ともいう。

17　那珂川の古名。上流の東茨城郡城里町に粟・阿波山の名が残る。

18　那珂川を挟む、水戸市渡里町・上河内町・中河内町などを当てる諸説がある。

19　今は河を繞らす地形でなくなっているが、の意か。

20　水戸市の愛宕山古墳から下る滝坂の途中の「曝井」の碑の辺りが泉の跡といわれる。









　久く慈じの郡こほり。東ひむがしは大おほ海うみ、南みなみと西にしとは那な珂かの郡こほり、北きたは多た珂かの郡こほりと陸みちの奥おくの国くにとの堺さかひにある岳やまなり。

　古ふる老おきな曰いはく、郡こほり１より南みなみのかたに、近ちかく小ちひさき丘をか有あり２。体かたち、鯨鯢くぢら３に似のれり。倭やまと武たけの天すめら皇みこと、因よりて久く慈じと名なづけたまひき。以下しもは略はぶく。

　淡海あふみの大おほ津つの大おほ朝みやに光あめのした宅しらしたまひし天すめら皇みこと４の世みよに至いたりて、藤ふぢ原はらの内うちの大おほ臣おみ５の封へひ戸と６を検かとりに遣つかはさえし軽かるの直あた里ひさと麿まろ、堤つつみを造つくりて池いけ７と成なしき。其その池いけより北きたのかたを谷たに会あひ山やま８と謂いふ。有あるところの岸壁きしは、形かたち磐石いはほの如ごとく、色いろ黄きにして[image: ]きざはし９を穿うかてり。獼猴さる10集つどひ来きて、常つねに宿やどりて喫噉くらへり。

　郡こほりより西にし北きた六む里さとに、河内かふちの里さと11あり。本もとは古こ々この邑むらと名なづく。俗くにひとの説ことばに、猿さるの声こゑを謂いひて「ここ」とす。東ひむがしの山やまに石いしの鏡かがみ12あり。昔むかし、魑魅もの13有あり。萃集あつまりて鏡かがみを翫もてあそび見みる則すなはち、自おのづからに去さる。俗くにひと云いはく、「疾とき鬼ものも鏡かがみに面むかへば、自おのづからに滅ほろぶ14」といふ。有あらゆる土つちは、色いろ、青あをき紺はなだの如ごとく、画ゑに用もちゐて麗うるはし。俗、「あをに」と云ひ、或いは「かきつに15」とも云ふ。時ときに、朝おほ命みことの随まにまに、取とりて進納たてまつる。謂いはゆる久く慈じ河かはの濫觴みなもと16は猿声ここより出いづ。以下しもは略はぶく。

　郡こほりの西にしに里さとあり。静織しとりの里さと17といふ。上古いにしへの時ときに、綾あや18を織おる機はた、此これ知しる人ひと在らず。時に、此この村むらに初はじめて織おる。因よりて名なづく。北きたに小を水がは有あり。丹あかき石いし交まじれり。猶なほ、色いろは琥こ碧はくに似のれり。火ひを鑽きるに尤いたく好よくして、玉たま川がはと号なづく。郡こほりの東ひむがしに、小を田たの里さと19あり。多おほく墾はり田たと為せり。因よりて名なづく。有あるところの清きよき河かはは、源みなもと、北きたの山やまに発おこり、近ちかく郡こほりの家みやけの南みなみを経へて、久く慈じの河かはに会あふ。多おほく年魚あゆを取とる。大きさ、腕ただむきの如ごとし。其その河かはの河か潭ふちを石いは門と20と謂いふ。慈しげ21れる樹きは林はやしを成なして、上かみに即すなはち幕おほひ歴かこふ22。浄きよき泉いづみは淵ふちを作なして、下しもに是これ潺そそき湲ながる23。青あを葉ばは自おのづからに景ひかり24を蔭かくす蓋きぬがさを飄ひるがへし25、白しろ砂すなごは亦また、波なみを翫もてあそぶ席むしろを鋪しく。夏の月の熱き日に、遠とほき里さと近ちかき郷さとより、暑あつきを避さけ涼すずしきを追おひて、膝ひざを促ちかづけ手てを携たづさへて26、[image: ]つく波はの雅みやひ曲とぶり27を唱うたひ、久く慈じの味うま酒さけを飲のむ。是これ、人間ひとのよの遊あそびにあれども、頓ひたぶるに塵よの中なかの煩わづらひ28を忘わする。其その里さとの大おほ伴ともの村むら29に涯きし有あり。土つちの色いろは黄きなり。群むら鳥どり飛とび来きたりて、啄咀つき食はめ30り。





【久慈郡】

１　郡役所。常陸太田市大里町辺と推定される。

２　大里町の西南中野町の遠山と言われる岡という。

３　雄くじらと雌くじら。ここは二字でくじらを表す。

４　天智天皇。

５　藤原鎌足。

６　皇族や高官、社寺に賜わった課戸。

７　大里町と天神林町の白馬寺の間に鶴池址がある。

８　池の北は西山であるが、地質的には棚谷町説がある。

９　階段。底本「腕」。字形の類推により改める。

10　大猿を表す字であるがここでは猿の意。

11　常陸太田市に上・下の宮河内町がある。

12　常陸大宮市照山地区鏡石に月鏡石（鏡岩）がある。石の小片も発掘されている。「東」とあるは「南」の誤りか。

13　人面獣身四足の怪物。

14　中国の山西省辺では今も照魔鏡の縁起物（翫具）が売られている。

15　顔料用の土。「に」は土。

16　本来河内の里を流れる浅川を久慈川の水源とみていた。

17　那珂市静。倭文織（しつはた）の意。倭文は古代の日本風の文様。

18　「綾」は原型「文」（アヤ）か。綾は斜め織りの絹織物。

19　７の鶴池のあたり。

20　常陸太田市岩手町を遺称地とする。

21　茂る意の「滋」に通用。

22　「幕」は覆う、「歴」は一面に囲む意。

23　「潺」も「湲」も流れる意。水のさらさら流れること。

24　日の光。

25　絹の笠をひらひらさせる。

26　男女の様子。

27　都風の流行歌。

28　世俗のわずらわしいこと。

29　所在未詳。

30　鳥がくちばしで土をつついて食う。









　郡こほりの東ひむがし七なな里さとにある太おほ田たの郷さと１に、長なが幡はた部べ之の社やしろ２あり。古ふる老おきな曰いはく、珠す売め美み万まの命みこと３、天あめより降くだりましし時ときに、御服みけしを織おらむとして、従したがひて降くだりし神かみ、名なは綺かむはた日ひ女めの命みこと、本もと、[image: ]つく紫しの国くにの日ひ向むかの二ふた折をりの峰みね４より、三み野のの国くにの引ひき津つ根ね之の５丘をかに至いたる。後のちに、美み麻ま貴きの天すめら皇みこと６の世みよに及いたりて、長なが幡はた部べ７が遠とほつ祖おや多た弖ての命みこと、三み野のより避さりて久く慈じに遷うつり、機はた殿どのを造つくり立たてて、初はじめて織おりき。其その織おれる服はたものは、自おのづからに衣裳きものと成なりて、更さらに裁たち縫ぬふこと無なし。内うつ幡はた８と謂いふ。或あるひと曰いはく、絁きぬを織おる時ときに当あたりて、輙たやすく人ひとに見みらる。屋やの扇とびら９を閇とぢて、闇やみの内うちにして織おる。因よりて烏からす織はた10と名なづく。天兵みいくさ11も刃やきはをもち、裁たち断きること得えず。今いま、年とし毎ごとに、別ことに神かみの調みつきとして献納たてまつれ12り。

　此ここより以きたの北かたに、薩さ都つの里さと13あり。古いにしへに国くに栖す14有ありき。名なをば土つち雲くもと曰いふ。爰ここに、兎うな上かみの命みこと15、兵いくさを発おこして誅ころし滅ほろぼしき。時ときに、能よく殺ころして、「福さちなるかも」と言へり。因りて佐さ都つと名なづく。北きたの山やまに有ある白しら土には、画ゑを塗ぬるに可よし。





１　常陸太田市の中心部地域。

２　同市幡町の長幡部神社。

３　皇孫瓊瓊杵尊。

４　高千穂の峯。二折は未詳。

５　岐阜県不破郡関ケ原町か。

６　第十代崇神天皇。

７　第九代開化天皇─日子坐王（ひこいますのみこ）─神大根（かんおおねの）王と続くその子孫の長幡部連を伴造とする綺（かんはた）織の職業集団。長幡は旗状の一枚布の意。

８　「内」は全の意の借訓字。裁断することなく一枚布をそのまま服とする織物。

９　「扇」は扉と同意。

10　「烏」には黒色の意があり、闇黒の中で織られた織物。

11　天子の兵士。官軍。

12　長幡部神社へ奉納する。

13　常陸太田市里野宮町。

14　土着民。

15　下総の海上国造（うなかみのくにのみやつこ）の一族か。









　東ひむがし１の大おほき山やまを、賀か毗び礼れ之の高たか峰みね２と謂いふ。天あまつ神かみ在います。名なをば立たち速はや男をの命みこと３と称いふ。一名またのなは速はや経ふ和わ気けの命みこと。本もと、天あめより降くだりて、松まつ沢ざは４の松まつの樹きの八や俣またの上うへ５に坐います。神かみの祟たたり、甚いたく厳はげし。人、有り、向むきて大小くそま便行りゆまる６時ときは、灾わざはひを示みせ疾苦やまひを致いたさしむ。近かた前はらに居すむ人ひと、毎つねに甚いたく辛苦たしなみて、具ある状かたちを朝みかどに請まをす。片かた岡をかの大おほ連むらじ７を遣つかはして、敬ゐやまひ祭まつる。祈のみ曰まをさく、「今いま、此処ここに坐いませば、百おほみ姓たから家いへを近くして、朝あした夕ゆふへに穢臭けがらはし８。理ことわり、坐いますべくもあらず。避さり移うつりて、高たか山やまの浄きよき境さかひに鎮しづまりますべし」とまをす。是ここに、神かみ、禱のみまを告すことを聴ゆるして、遂つひに賀か毗び礼れ之の峰みねに登のぼりぬ。其その社やしろは、石いしを以もち垣かきとし、中うちに種属やから９甚いたく多おほし。幷また、品くさぐさの宝たから、弓ゆみ・桙ほこ・釜かま・器うつはものの類たぐひ、皆みな石いしと成なりて存のこれり10。凡すべて、諸もろもろの鳥とりの経わたり過すぐるは、尽ことごとに急すみやかく飛とび避さけて、峰みねの上うへに当あたることなし。古いにしへより然しか為して、今いまも同おなじ。小を水がは有あり、薩さ都つ河かは11と名なづく。源みなもとは北きたの山やまに起おこり、南みなみに流れて同じく久く慈じ河かはに入いる。以下しもは畧はぶく。

　高市たけち12と称いへるあり。此ここより東ひむがし北きた二ふた里さとに、密みつ[image: ]きの里さと13あり。村むらの中うちに浄きよき泉いづみ14あり。俗くにひと、大おほ井ゐといふ。夏なつ冷さむく冬ふゆ温あたたかなり。湧わき流ながれて川かはと成なる。夏なつの暑あつき時ときには、遠をち邇こちの郷里さとより酒さけと肴さかなとを齎[image: ]もちきて15、男をとこ女をみな会集つどひて、休いこひ遊あそび飲さけのみ楽たのしぶ。其その東ひむがしと南みなみとは海うみ浜へたに臨のぞむ。石決明あはび・棘甲贏うに、魚いを貝かひ等どもの類たぐひ、甚いたく多おほし。西にしと北きたとは山やま野のを帯おぶ。椎しひ・櫟いちひ・榧かへ・栗くり生おひ、鹿しか・猪ゐ住すめり。凢すべて山やま海うみの珍めづらしき味あぢはひ、悉ことごとに記しるすべくあらず。此ここより艮ひむがしきた卅みそ里さとに、助すけ川かはの駅うま家や16あり。昔むかしは遇あふ鹿か17と号なづく。古ふる老おきな曰いはく、倭やまと武たけの天すめら皇みこと、此ここに至いたりたまひし時ときに、皇おほ后きさき18、参まゐり遇あひたまふ。因よりて名なづく。宰みこともち19久く米めの大まへつ夫きみ20の時ときに至いたりて、河かはに鮭さけを取とるが為ために、改あらためて助すけ川がはと名なづく。俗くにひとの語ことばに、鮭さけの祖おや21を謂いひて「すけ」とす。





１　里川の東。

２　神峯山（五九四メートル）・高鈴山（六二四メートル）の中間、里川に近い日立市入四間町の御岩山説が妥当。

３　「速」は激しさの表現。

４　所在未詳。

５　異界神の現れかたの一つ。

６　「まる」は放出する意。

７　『新撰姓氏録』に中臣方岳連がある。祭祀に関る氏族。

８　神が不浄の近くに鎮座なさるのはよろしくない。

９　中臣方岳連系の祭祀者の一族。

10　御岩山頂の大きな岩陰から縄文土器・土師器・須恵器の類いが発掘されており、祭祀遺跡とみられる。

11　里川。常陸太田市里川町の三鈷室山（八七一メートル）を源流とする。

12　『和名抄』郷名の「高市」。久慈川河口北岸にあたる地域。

13　日立市水木町にあたる。

14　泉が森の泉の流れる由緒に、みかの原町・大みか町などの名が残っている。

15　持参して。

16　日立市助川町。駅は弘仁三年に廃止された。

17　日立市相賀町および接する会瀬町あたり。

18　行方郡では大橘比売命とある。→前出「行方郡」

19　天皇のお言葉を受けて地方統治に当る高官。

20　時代・経歴未詳。

21　産卵期の親鮭。「すけ」は大将の意。大きな鮭。









　多た珂かの郡こほり１。東ひむがしと南みなみとは並ならびに大おほ海うみ、西にしと北きたとは陸みちの奥おくと常陸ひたちと二ふたつの国くにの堺さかひにある高たか山やまなり。

　古ふる老おきな曰いはく、斯し我がの[image: ]たか穴あな穂ほの宮みやに大おほ八や洲しま照しらし臨めしし天すめら皇みこと２の世みよに、建たけ御み狭さ日ひの命みこと３を以もち多た珂かの国くにの造みやつこに任よさしき。茲この人ひと初はじめて至いたり、地体くにかたを歴めぐり験みつ。峰みね険さがしく岳たけ崇たかしと以為おもひて、因よりて多た珂か之の国くにと名なづく。建御狭日命と謂ふは、是これ出雲いづもの臣おみ４の同属はらからなり。今、多た珂か・石いは城きと謂いへるは是これ５なり。風俗くにぶりの説ことばに、「薦こも枕まくら６多珂の国」と云ふ。建たけ御み狭さ日ひの命みこと、遣つかはさえし時ときに当あたりて、久く慈じとの堺さかひにある助すけ河かは７を以もち道みちの前くち８とし、郡こほりを去さること西にし北きた六む十そ里さと９に、今いまも猶なほ、道みちの前くちの里さと10と称いふあり。陸みちの奥おくの国くに石いは城きの郡こほりの苦く麻ま之の村むら11を道みちの後しり12としき。其その後のちに、難なに波はの長なが柄らの豊とよ前さきの大おほ宮みやに臨あめのした軒しらしし天すめら皇みことの世みよに至いたりて、癸みづの丑とのうしの年とし13に、多た珂かの国くにの造みやつこ石いは城きの直あたひ美み夜や部べ14、石いは城きの評こほりの造みやつこ部べの志し許こ赤あか等ら15、惣すべ領をさ高たか向むくの大まへつ夫きみ16に請こひ申まをして、所くにの部うち17を遠とほく隔へだたり、往ゆき来きに不もやもや便もあらぬを以もち、分わかちて多た珂かと石いは城きと二ふたつの郡こほりを置おきつ。石城郡は、今、陸奥国の堺の内うちに存あり18。

　其その道みちの前くちの里さとに、飽あき田たの村むら19あり。古ふる老おきな曰いはく、倭やまと武たけの天すめら皇みこと、東ひむがしの垂ほとり20を巡めぐらむとして、此この野のに頓宿やどり21たまふ。人ひと有あり、奏まをして曰まをさく、「野のの上ほとりに群むるる鹿しか、数かぎり無なく甚いたく多おほし。其その聳そびゆる角つのは、枯かれ蘆あしの原はらの如ごとく、其その吹いぶ気きを比たとふれば、朝あさ霧ぎりの立たつに似のれり22。又また、海うみに鰒魚あはび有あり。大おほきさ八や尺さか23の如ごとし。幷また諸くさ種ぐさの珍めづらしき味あぢはひ、遊すな漁どりの□多おほし24。」とまをす。是ここに、天すめら皇みこと、野のに幸いでます。橘たちばな皇のおほ后きさきを遣つかはして海うみに臨のぞみて漁すなどらしめたまふ。捕獲えものの利さちを相あひ競きほひて、山やまと海うみとの物ものを別わき探さぐりたまふ。此この時ときに、野のの狩かりは、終日ひねもす駈かり射いつれども、一ひとつの宍ししをだに得えたまはず。海うみの漁すなどりは、須臾しましがほとに才よく25採とりて、尽ことごとに百ももの味あぢはひを得えたまふ。猟かりと漁すなどりと已すでに畢をへて、御みけ膳つものを羞すすめ奉まつる時ときに、陪まへ従つきみ26に勅みことのりして曰のりたまはく、「今日けふの遊あそびは、朕あれと家后きさき27と、各おのもおのも、野のと海うみとに就ゆきて、同ともに祥福さち　俗くにひとの語ことばに、佐さ知ちと曰いふ。を争あらそへり。野のの物ものは得えずといふとも、海うみの味あぢはひは尽ことごとに飽あき喫くらひつ」とのりたまふ。後のちの代よに跡あとを追おひて、飽あき田たの村むらと名なづく。国くにのみ宰こともち川かは原らの宿すく禰ね黒くろ麿まろ28の時ときに、大おほ海うみの辺ほとりの石いは壁ぎしに、観くわん世ぜ音おむ菩ぼ薩さちの像みかた29を彫ゑり造つくる。今いまも存あり。因よりて仏ほとけの浜はまと号なづく。以下しもは略はぶく。

　郡こほりの南みなみ卅みそ里さと30に、藻め島しまの駅うま家や31あり。東ひむがし南みなみの浜はま32にある碁ごいしの色いろ、珠玉たまの如ごとし。謂いはゆる常陸ひたちの国くにに有ある麗うるはしき碁子ごいしは、唯ただ、是この浜はまにのみあり。昔むかし、倭やまと武たけの天すめら皇みこと、舟ふねに乗のり海うみに浮うかびて、島しまの磯いそを御み覧そこなはしき。種くさ々ぐさの海藻め、多さはに生おひ茂榮しげる。因よりて名なづく。今いまも然しかなり。以下しもは略はぶく。





【多珂郡】

１　現在の日立市を含む高萩市・北茨城市に当る。郡家は高萩市下手綱大高台説を採る。

２　第十三代成務天皇。宮は滋賀県大津市穴太（あなほ）。

３　「国造本紀」に天穂日命の子孫弥都侶岐命（みつろきのみこと）の孫とある。

４　出雲臣も天穂日命の子孫。

５　多珂・石城の二郡が多珂国造の統治範囲であったことを示す。

６　イネ科のコモで作った枕。高い枕なのでタカに係る枕詞。

７　宮田川の古名か。

８　多珂の国への入口。

９　方角と里程に誤謬がある。

10　日立市相田町を含む地域。

11　福島県双葉郡大熊町熊。

12　多珂の国の北限の地。

13　第三十六代孝徳天皇白雉四年（六五三）。

14　前出の建御狭日命の子孫か。

15　他にみえない。「評造」は郡の首長。

16　前出「信太郡」。

17　管轄範囲。

18　福島県側に入っている。

19　注９と同地域。

20　辺境の地。

21　「頓」は止まる意。

22　鹿の形容は『日本書紀』などにみられる類型。

23　実数でなく大きく立派さの表現。

24　本文不確定であるが、「遊漁利」と見て「スナドリノサチ」と訓みたい。

25　能くに同じ。

26　天皇にお伴する高官。

27　吾が后（きさき）の意。

28　中国系陳氏の系統の人物。

29　日立市小木津町の海岸の磨崖十二仏中の救世観音。度志観音説は非。

30　里程に誤りがあろう。十五里くらいか。

31　日立市十王町伊師長者山遺跡という。

32　十王町伊師の碁石浦と、南に続く小貝ケ浜にあたる。









常陸国風土記（現代語訳）




　　総記




　常陸ひたちの国司の報告書。古老が代々伝えている古伝承を申す事。

　国や郡の昔の事を尋ねたところ、古老が答えて言うことには、むかしは、相模さがみの国の足あし柄がら山やまの坂から東にあるそれぞれの県は、総称してあずまの国といっていた。この当時、常陸とはいわなかった。ただ、新にい治ばり・[image: ]つく波ば・茨うばら城き・那な賀か・久く慈じ・多た珂かの国と称して、それぞれ造みやつこ・別わけを派遣して政務を行なわせていた。その後、難波なにわの長なが柄らの豊とよ前さきの大宮で天下をお治めになった天皇（孝こう徳とく天皇）の御み世よになって、高たか向むくの臣おみ・中なか臣とみの幡織はとり田だの連むらじ等らを派遣して、足柄の坂から東にある国全部を統括して治めさせた。その時に、あずまの国は分かれて八つの国となったが、常陸の国は、その一つであった。

　そう名付けた由縁は、往ゆき来きの道路が大河や海の渡し場を隔てることなく、郡郷の境界線が山河の峰や谷に続いているので、真っ直ぐな陸路の意味を取って、国の名としたのである。また、ある人はこう言っている、倭やまと武たけの天皇が、東の夷えみしの国をご巡視になり、新治の県をご通過になった。（倭武天皇は）国の造である毗ひ那な良ら珠すの命みことを遣わされて、新しく井を掘らせたところ、流れる泉が清らかに澄み、たいそう心こころ惹ひかれた。その時に、お乗物を止めて、水を賞美して御み手てをお洗いになった。御衣の袖そでが泉に垂れて濡れた。そこで袖をひたすという意味によって、この国の名としたのである。土地の言い習わしに、「[image: ]つく波は岳ねに黒雲がかかり、衣ころも袖でをひたす＝ヒタチの国」というのは、このことをいうのである。

　そう、常陸の国は、国の境きよう堺かいは広大で、土地も遠くまで広がっている。耕された肥ひ沃よくな土壌は盛り上あがり、原や野も肥えてひろがる。開墾地からの収穫と山の幸海の幸に、人々はおのずと心満ち足り、家々は豊かである。もし身を農耕に努め、力を養蚕に尽す者があれば、すぐに富を手に入れることができ、おのずと貧しさから免れることができる。ましてまた塩と魚さかなの味を求めたければ、左には山右には海がある。桑を植え麻を蒔まこうとすれば、後うしろには野があり前には原がある。これが俗に言う〝水陸の宝庫〟〝物産の美地〟である。昔の人が常世の国といったのは、もしやこの地のことではなかろうか。ただこの国の水田は、上等田は少く中等田が多い。一年のうちに長雨が降ったりすると、苗が育たず不作の憂いを農民は申し、一年のうち日照にめぐまれると、ただ穀物の豊作の喜びを見ることになろう。（省略はない。）




　　新治郡




　新治郡。東は那賀郡との境の大きな山、南は白しら壁かべ郡、西は毛け野の河がわ、北は下しも野つけのと常陸二国の堺さかいの波は太だの岡おかである。

　古老が言うには、「昔美み麻ま貴きの天皇（崇す神じん天皇）が天下を統治なさった御み代よに、東国の荒々しい賊（当地の人々の言葉では、あらぶるにしものという。）を討ち平らげようとして、新治の国造の祖先で、名は比ひ奈な良ら珠すの命みことという人を派遣した。この人が下向して来て新しい井を掘った。（今も新治の里にある。時節になると祭をする。）その水は清く流れ出た。そこで新しく井を開いたので、それに因ちなんで郡の名に着けた。そのときから現在になるまでその名のままである。」という。（土地の人の諺ことわざに白しら遠とほふ新治の国と言う。）（以下省略。）




　駅うま家やの名を大おお神かみという。そのように呼ぶわけは、大きな蛇があたり一面にたくさんいるからである。それで駅家の名ともしている。云うん々ぬん。




　　（白壁郡）




　郡役所より東方五十里（約二・五キロメートル）に笠かさ間ま村むらがある。そこへ越えて行く道を葦あし穂ほ山やまという。古老が言うには、「古い時代のこと、そこに山賊がいた。名を油あぶら置おき売めの命みことという。今も社もりの中に岩屋がある」という。土地の人々の歌にいう。


二人の噂がひどく立つようなら　おはつせ山の　岩屋にでも　あなたを連れて隠れてしまおう　だからそんなに恋い焦れないで我が妻よ　（以下省略。）






　　[image: ]波郡




　[image: ]波郡。東は茨城郡、南は河内こうち郡、西は毛野河、北は[image: ]つく波ば山やま。

　古老が言うには、[image: ]波県は、遠い昔には紀きの国といった。崇神天皇の御代に、采女うねめの臣おみの支族の[image: ]つく簟はの命みことを紀の国の国造として派遣した。その時[image: ]簟命が言うには、「自分の名をこの国に着けて、後代までも絶えることなくずっと伝えさせたいものだ」といった。そこでそれまでの国名を改めて、今度は[image: ]波ということとなった。（土地の人の言葉で「握にぎり飯いひ[image: ]つく波はの国」という。）（以下省略。）

　古老が言うには、昔、祖先の神さまが、多くの神々の所を巡行なさって、駿河するがの国の富ふ士じ山さんに到着したところで、とうとう日没になってしまい、一晩だけの宿泊をお頼みになった。この時、富士の神が答えて申すには、「今こ宵よいは新穀の収穫祭で家中籠こもって物忌をしています。今日だけはなにとぞ恐縮ですが、家にお入れすることができないのです。」といった。すると祖先神は恨み泣いて罵ののしっておっしゃったことは、「おまえの親ではないか。どうして親でも泊めようとしないのか。おまえの住む山は、おまえの命の果てるまで、冬も夏も雪が降り霜が置き寒さが襲いかかり、人々が登らないので、飲食物を供えて祭ることもないであろう。」とおっしゃった。（祖おや神がみは）あらためて[image: ]波山にお登りになって、また宿泊をお求めになった。この時、[image: ]波の神が答えて申すには、「今宵は新にい嘗なめの祭をしておりますが親神さまの仰せをお受けしないわけにはいきますまい。」と申した。そして飲食物を供えて、敬い拝みつつしんでお仕えした。そこで親の神は喜びを表わし、歌を歌って仰せられた。


いとしいことよ我が子孫　高々と立つことよ（[image: ]波の）神の社　天地・日月と等しく永遠とわに並び　人々はこの神山に集つどい寿ことほぎ　飲食の供え物はたっぷりと　いつまでも絶えることなく　日毎ごとにますます栄え　千年万年の後まで（[image: ]波の山の）遊楽たのしみは尽きないであろう



　こういうわけで、富士山はいつも雪が降り次いで、人は登ることができない。その[image: ]波山のほうは、人々が登り行き集って歌い舞い、酒を飲み物を食べることが、今に至るまで絶えることがない。（以下省略。）

　例の[image: ]波山は雲より高く突き抜け、頂上は西の峯みねが高くけわしいので雄おの神かみといって、人の登頂を許さないほどだ。ただし、東の峯は四方いずれも岩石のため、登り降りはごつごつとして段差があるものの、その側の泉の流れは冬も夏も涸かれることがない。足柄の坂から東側の諸国の男女は、春の花が咲く時、秋の木の葉が色づく時に、たがいに手を取り合い連れだち、飲食物を持参して、馬でも徒歩でも登り、遊び楽しみ足を止めて休息する。その折の歌にいう、


[image: ]波山の歌垣で逢おうと言ったあの子は、誰の言うことを受け入れたからか、（私とどうして逢ってくれなかったのだろう）

[image: ]波山の歌垣に、仮小屋を作って、相手の女性もいなくて我が一人寝る夜は、早く明けて欲しいものよ



　ここで歌われた歌はとても多く、全部載せることができない。当地の人の諺に、「[image: ]波山の歌垣の集いに結ゆい納のうの品を交さなかった者は、一人前の男女と言えない」と言っている。

　郡役所の西十里（約五キロメートル）に騰と波ばの江おうみがある。長さ二九〇〇歩（約五キロメートル、広さ一五〇〇歩（二・七キロメートル）。東側は[image: ]波郡、南は毛野河に流れ、西側と北側はともに新治郡、東北側は白壁郡である。




　　信太郡




　信し太だ郡。東は信太の流れ海、南は榎えの浦うらの流れ海、西は毛野河、北は河内郡である。




　古老が言うには、難波の長柄豊前宮で天下を統治なさった天皇（孝徳天皇）の御世の癸みずのと丑のうしの年とし（白はく雉ち四年─六五三─）小しよう山せん上じようの物ものの部べの河こ内うち・大だい乙おつ上じようの物部会あい津づらが惣そう領りようの高たか向むくの大まえつ夫きみらに願い出て、[image: ]波郡と茨城郡の七百戸を分割して、信太郡を新設した。ここはもとの日ひ高だか見みの国くにである。云うん々ぬん。




　黒くろ坂さかの命みことが奥おう州しゆうの蝦夷えみしを討ちに行った。ことが終って凱がい旋せんの時、多珂郡の角つの枯かれ山やままで至ったところで、黒坂命は病に侵されて亡くなった。そこで、角枯を改めて黒くろ前さき山やまと名づけた。黒坂命の棺を載せた送葬の車が、黒前山を出発して日高国に至るまで、葬礼の飾りものは、赤旗、白旗と入り交り、風に吹き上げられひるがえって、雲が飛ぶ如く虹にじがかかる如く、野を照らし、送葬の路みちを輝かせた。当時の人は、このことから日高見国を赤旗が垂れ下る国といった。後世の言葉では、言い変えて信し太だの国くにという。云うん々ぬん。




　群役所の北十里に碓うす井いがある。古老が言うには、大おお足たらし日ひ子こ天皇（景けい行こう）が浮島の帳とばりの宮に行幸みゆきになったところ、差し上げるお水がなかった。すぐに卜うらないをする者を遣わして吉と出るところを数か所お掘らせになった。今も卜うらに合った井が雄お栗くりの村に残っている。ここ（碓井）から西に高たか来くの里がある。古老の言うには、天地の始、草木までがものを言いざわめいていた時に、天から降って来た神、名を普ふ都つの大おお神かみと称もうし上げる。（大神は）葦あし原はらの中つ国を巡行されて、山河の荒れすさぶ神どもを平定された。大神は神たちを説き同意させることを完全にし終えて、天に帰ろうとお思いになった。そのとき、身に着けておいでの武器（当地の人は「いつの」という。）の甲よろい・戈ほこ・楯たて・剣つるぎと手に着けておいでの玉たまのすべてを取りはずしてこの地に留とめ置き、白雲に乗って天あめに還かえり昇っておいでになった。（以下省略。）

　土地の人の諺に、「葦原の鹿の肉は美味である」という。食べてみると山の鹿の肉とは違う。（広大な葦の湿原が跨またがる常陸・下しもつ総ふさ）二国の人々が盛んに狩猟をしても獲とり尽くすことなどない。その里の西に飯いい名な神社がある。これは[image: ]波山においでの飯名の神の分社である。榎の浦の津には駅うま家やを置いた。東とう海かい道どうの幹線路であり、国府へ至る常陸ひたち路じの入り口である。だから伝馬の使者たちが、初めてこの国に入ろうとするとき、まず口と手を洗い、東に向って鹿か島しまの大神を拝む。その後に入国が許される。（以下省略。）

　古老の言うには、倭武天皇が海辺を巡行なさって、乗のり浜はまにお着きになった。その時に、浜や浦の辺ほとりに多くの海苔のり（土地の人は「のり」という）を干していた。これに因ちなんで能の理り波は麻まの村と名づけた、という。（以下省略。）

　乗浜の里の東に浮うき島しまの村がある。長さ約三六〇〇メートル、幅七二〇メートル。四面は海。山と野が入り交っている。家は十五戸、田は約七〇〇乃ない至し八〇〇アールである。住んでいる民は製塩を職として、九つの神社がある。彼らは言葉にも行動にも慎み深く禁忌に触れないようにしている。（以下省略。）




　　茨城郡




　茨城郡。東は香か島しま郡、南は佐さ我がの流れ海、西は[image: ]波山、北は那珂郡である。古老が言うには、昔、国くに巣す　土地の言葉で都つ知ち久く母もまた夜や都つ賀か波は岐ぎという。である山の佐さ伯えき・野の佐伯というものがいた。いたるところの山野に穴倉を掘っておき、いつも穴に居住し、外部の人がやってくると穴倉に入って身を隠し、その人が去れば、また野辺に出て遊ぶ。狼の荒くすさむ性情、梟ふくろうの悪鳥といわれる暴虐性をもって、鼠のようにひそかに様子を窺い、犬のように盗みとる。（こうして彼らは孤立して一般の民から）招かれ慰い撫ぶされるということもないので、ますます世間の風習からかけ隔たってしまっていた。この時多おお氏の同族の黒坂命は、（国巣たちが）穴倉から出て遊んでいる時を狙って、茨う蕀ばらを穴の中に敷き並べたところで、騎兵を出して突如として追い攻めさせた。国巣の佐伯らはいつもの通りに穴倉に走り帰ったが、全員茨蕀にひっかかって、蕀とげに突きささり傷つけられ病いになり、死にもして散り散りになってしまった。そこで、茨蕀の名を取って県の名に着けた。いわゆる茨城は今那珂郡内の西に存在する。昔はここに郡こおりの家みやけが置かれた。ここは茨城郡内だったのである。当地の人の諺ことわざに「水潜くくる茨城の国」という。或あるひとの言うには、山の佐伯・野の佐伯が自ら国巣の賊の頭目となり、一味の連中を率いて、勝手きままに往行し、ひどい掠りやく取しゆや殺害をした。その時に、黒坂命がこの賊党を計略を使って滅ぼそうとして、茨うばらで城きを造った。こういうわけで、ここの地の名を茨城という。茨城の国造の始祖の多た祁け許こ呂ろの命みことは、息おき長なが帯たらし比ひ売めの天皇（神じん功ぐう皇后）の朝廷に仕えて品ほむ太だの天皇（応おう神じん天皇）ご生誕の時までお仕えした。多祁許呂命には子が八人いた。次男の[image: ]つく波はの使お主みは、茨城郡の湯ゆ坐えの連むらじ等の始祖である。

　郡役所から西南方向の近くに河がある。信し[image: ]づくの川という。その源は[image: ]波の山から始まり西から東へ流れ、郡の中を流れめぐって高たか浜はまの海に注ぐ。（以下省略。）

　いったい、此の地は、花咲き薫かおる春、草木舞い散る秋には、駕かごを出せと言いつけて出かけ、また、舟に乗って楽しむ。春は入江の花が千々に咲き乱れ、秋は岸の木の葉が百態にもみじする。囀さえずる鶯うぐいすの声を野のほとりに聞き、舞う鶴の姿を洲すの上に眺める。農家の若者と漁家の娘と、浜と洲を追いかけ合いして集ってくる。商人と農民たちは小舟に棹さおさして行き交わる。ましてや夏の暑い朝、太陽に照らされて蒸すような夕ゆうべは、友を口笛で呼び下僕を連れ、浜の湾曲部に並んで坐すわり、流れ海を遠く見渡す。（すると）夕波の気はいが少しずつ高まってくると、避暑にやってきた人は不快な気分が去り、岡の日陰も少しずつ長く延び、涼を求める人は嬉うれしい気分になってくる。（この場に集まる人の）歌う歌にいう、


高浜に寄せてくる波の、その沖の波が寄せるように、他の人が私に思いを寄せることがあっても、私は心移りしない。私の心はあの子に寄り副そっているから。

という。また言う、

高浜の渚なぎさを吹く風がざわざわと鳴っている。恋している。女性を妻といいたいものだ[image: ]



　郡役所の東五キロ半ばのところに桑くわ原はら山やまがある。昔、倭武天皇が、山の上に足を留とどめられたことがあった。お食事を差し上げる時に（清水がなかったので）水役人に命じて新たに井をお掘らせになった。涌わき出た泉は浄きよらかで香かぐわしく飲料に最良であった。天皇が勅みことのりして仰せられるには、「（地下に）よくこれほどの清水をためていたものだ」とおっしゃった。土地の人は「よくたまれる水かな」という。こういうわけで、里の名を、今田た余まりという。（以下省略。）




　　行方郡




　行なめ方かた郡ぐん　東と南はともに流れ海で北は茨城郡である。

　古老の言うには、難波長柄豊前の大宮で天下を統治なさった天皇（孝徳）の御み世よの白雉四年（六五三）に、茨城の国造の小しよう乙おつ下げ壬み生ぶの連むらじ麿まろと那珂の国造の大だい建けん壬み生ぶの直あたい夫お子のこらが、総領である高向の大夫と中臣幡織田の大夫らに願い出て、茨城の国の土地八や里さとを分割し、そこの七百余戸を合わせて、別に一郡を立て郡役所を設置した。

　行方の郡というわけは、倭武の天皇が天下を巡視なさって、霞かすみケ浦うらの北方を平定なさった。その折茨城の国を通過して、槻つき野のの清水においでになった。水場で手をお洗いになったところ、玉を井に落としておしまいになった。その清水の井は今も行方の里の中にある。玉の清し井みずという。そこからさらに御み輿こしを廻めぐらして現あら原はらの丘においでになってお食事を差し上げた。この時に天皇は四方を遠く見はるかしなさって、ご前にいる高官たちをふり返って仰せられるには、「輿を止めて歩き回りつつ目をあげて見渡してみると山の走る隅くま々ぐま・流れ海の湾曲の高低長短が入り組み交わりくねくね曲りくねっている。山の峯みねは雲を浮かべ、谿たにの稜りよう線せんは霧を抱擁している。万物の形状配色は心に沁しみて美しく、この国土の姿形に大そう心奪われる。（この形態にちなみ）この土地の名を行細なみくはし国というがよい」とおおせられた。後世になって、この仰せ言ごとを承うけて同じように行方と名づけた。土地の人の諺に、立たち雨さめ零ふる行方の国という。

　その岡おかは高く明らかに眼の前に広がっている。このように立ち露あらわれているので現原と名づけた。岡から下って大おお益や川かわにいらっしゃり、小舟に乗って川をお上りになった時に、舟をさすかじを折ってしまった。これに因ちなんでその河の名を無梶かじなし河がわという。無梶河は茨城・行方二郡の境界である。河かわ鮒ふなその他魚類の産物はすべて名を掲げて記しきれない。無梶河を遡さかのぼって辺境の地に到達なさったとき、鴨が飛び渡っていた。天皇が鴨を見上げられた時に、鴨は天皇の鳴らす弓の弦の音に反応して境界線の近くに落ちた。それでそこを鴨かも野のという。この地は、土つち塊くれがごろごろの瘦やせ地ちで、草木が生えない。野の北には櫟いちい・柴くぬぎ・鶏頭樹かえで・檜ひのきが時を経るにしたがって高く生い茂って、自然に山林となっている。そこには枡ます池いけがある。これは高向大夫の時に築造した池である。北に香か取とりの神み子こ神社がある。神社の傍の山野は土壌が肥ひ沃よくで、草木が隙間なく茂っている。郡役所の西側の渡船場はいわゆる行方の海である。海松みると塩を焼く藻が生えている。おしなべて海にいる種々の魚は、多すぎて記載することができないほどである。ただ鯨については、いまだかつて見聞したことがない。郡役所の東に国つ神を祀まつる社がある。これを縣こおりの祇かみという。社の中の寒泉しみずを大おお井いという。郡役所に接するあたりの男女たちは、今も集って汲くんで飲んでいる。郡役所の南の門口に、一本の大きな槻つきの木がある。その北に延びた枝が自然に垂れ下って地面に接触していたのが、（そこで根づいて）また空に向って伸び聳そびえるに至った。その場所には、昔、水草の生えた沼沢地があった。今も長雨に遇うと、郡役所の庭に雨後の溜たまり水みずが溢あふれる。郡役所の傍の村に橘たちばなの樹が生えている。郡役所から西北に提て賀がの里がある。ずっと昔佐伯が住んでいた。名を手て鹿がという。その人がそこを住居とした。後になって里にその名をつけた。その里の北に香かし嶋まの神み子こ神社がある。社の周囲の山野は土壌が肥沃で、草木は椎しい・栗・竹・茅ちがやの類たぐいがたくさん生えている。ここから北のほうに曾そ根ねの村。（ここにも）遠い昔佐伯がいた。名を曾そ禰ね毗び古こという。その名を取って村の名に着けた。今駅家を置いている。これを曾そ尼ねという。

　古老の言うには、石村いわれの玉たま穂ほの宮で日本国を統治なさった天皇（継けい体たい）の御世に、矢や括はずの氏の麻ま多た智ちという人がいた。郡役所の西にあたる谷の葦原を、開墾して新田を造成した。この時、夜や刀との神が群をなし引き連れて、一匹のこらずやって来た。あちこちとなく妨害をし、田の耕作をさせなかった。土地の人の言うには、蛇のことを夜刀の神という。その形は蛇の身で頭に角がある。一族を蛇の災難より逃れさせようとするとき、振り返って蛇を見る人がいると一家を破滅させ、子孫が絶える。おしなべて、郡役所の傍の野原にはなはだたくさん棲すんでいる。そこで麻多智はたいそう怒りの心情が昂たかぶり、甲鎧よろいを身につけ、自ら仗ほこを手にして、打ち殺し追い払った。山の登り口まで追ってきたところで、境界の標識としての杖を堀に立て、夜刀の神に宣告して言った、「ここから上は神の土地とすることを許そう。ここから下しもは人が田を耕作する。今から後、自分が神を祀る司祭者となって、永久に敬い祭ってやろう。どうか祟たたらないでくれ、恨まないでくれ。」といって、社を定めて初めて夜刀の神を祭ったという。また神田十町あまりを開墾して、麻多智の子孫がつぎつぎと受け継いで祭を行い、現在まで絶えることがない。その後、難波長柄豊前の大宮で天下を統治なさった天皇（孝徳天皇）の御世におよんで、壬生連麿が初めてその谷に立入禁止の標示をして、池の堤を築かせた。その時、夜刀の神が池の辺の椎の樹に上り集まって、いつまでも退去しない。そこで麿は大声をあげて叫び、「この池の堤を修築させたのは、要するに民を生活させるためである。どこのなんという名の神が、天皇の威徳に不服だというのか」といった。工事に働く民に命じて言うには、「目に見えるいろいろな物は、魚類・虫類となく気がねしたり恐れたりすることなく、すべて打ち殺せ」と言い終ると同時に、神蛇は逃げ隠れたのである。ここにいわれるその池は、今は椎しい井いの池と名がついている。池の西側の椎の根株のあったところから清水が涌いている。その井に因ちなんで池の名とした。ここは香島に行く陸路の駅馬の公路にあたっている。

　郡役所の南七里（約三・五キロメートル）の男お高たかの里に、ずっと昔、佐伯の小お高たかが住んでおり、そこを住す居まいとした。それに因んで里の名とした。国司が当たぎ麻まの太まえつ夫きみだった時に築造した池が、今でも街道の東側に残っている。その池から西側の山は、猪・猿がたくさんおり、草木も密生している。南側には鯨くじら岡おかがある。上古の時代、鯨が腹はら這ばうようにして来て伏せってしまった。そこに栗くり家やの池がある。そこの栗の実が大きいので池の名とした。北には香取神子神社がある。

　麻あそ生うの里。ずっと昔、麻が溜め池のほとりに生えた。茎の周囲は大きい竹ほどもあり、高さが一丈（約三メートル）余りもあった。里を囲む山があり、椎・栗・槻・檪いちいが生え、猪・猿が栖すんでいるそこの野は筋力の強い馬を産する。飛鳥あすかの浄きよ御み原はらの大宮で天下を統治なさった天皇（天てん武む天皇）の御世に、同じ郡の大おお生うの里の建たけ部べの袁お許こ呂ろの命みことが、この野の馬を手に入れて、朝廷に献上した。世にいう行方の馬である。ある人が茨城の里の馬というのは誤りである。郡役所の南約一〇〇キロメートルの香か澄すみの里は、古い伝えに言うには、大足日子天皇（景行天皇）が下総の国の印いん幡ば郡の鳥と見みの丘にお登りになり、滞在なさり、遥か遠くをごらんになり、東の方をふり向いて、御前に侍はべる高官に仰せられた、「海は青い波が広びろと流れ、陸地は赤くたなびく雲気がうっすら漂っている。わが国土は波と雲気のその中に朕わが目には見えることよ」と。その当時の人が、このお言葉によって霞かすみの郷さとというに至った。（霞の郷の）東の山には社がある。榎えのき・槻・椿・椎・竹・箭やだけ・麦門冬やますげがあちこちに多い。この里から西の海中の北の洲を新治の洲すという。そういわれるわけは、洲の上に立って北の方面を見み霽はるかすと、新治の国のあの[image: ]波山が目に入ってくる。それに因んでの名である。

　ここから南に行くこと約五キロメートルに板いた来くの村がある。海辺に近接して駅うまやがある。これを板来の駅という。その西側に榎えの木きが林を成している。飛鳥浄見原天皇のみ世に、麻績おみの王みこを追放して、置いた所である。その海は、塩を焼くに用いる藻・海松みる・白貝おう・辛螺にし・蛤はまぐりがたくさん産する。

　古老の言うには、斯し貴きの満みつ垣かきの宮で天下を統治なさった天皇（崇す神じん天皇）の御み世よ、東国の辺境の地の荒々しく振るまう賊を平定しようと、建たけ借かし間まの命みことをお遣わしになった。これは那賀の国の造の初めの祖先である。兵士を率いて行く道々で、ずる賢いやつ等を征伐した。安あ婆ばの島に宿営し遥はるかに海の東の浦を見渡した。その時煙が見えた。そこで人がいるのではないかと思った。建借間命は天を仰いで、神かけて誓いを立てて言う、「もし天皇に服属している人の煙であるならば、流れ来て我らの上を覆い、もし荒々しく振るまう賊の煙ならば、退いて海上にたなびけ」といった。その時、煙は海へ向って流れた。そこで自おのずから賊どもがいると知った。部下の兵士たちに命じて、早朝の食事を摂とらせて海を渡った。この時に、国くに栖すの、名を夜や尺さか斯し・夜や[image: ]つく斯しという二人がいた。自みずから首領となって穴を掘り陣地を造って、いつもそこに住んでいた。天皇の軍の動向をひそかに探り、身を潜め守りを固め抵抗する。建借間命は兵士を出して追いかける。賊は一斉に逃げ返り、陣を閉めてしっかりと防ぼう禦ぎよする。突然建借間命は大きな戦略を立て、勇猛な兵士を選抜して、山蔭に潜み隠し、賊を滅ぼすための器具類を用意した。海辺をおごそかに飾りたて、小舟をたくさん並べ、[image: ]いかだを作り連ね、そこへ雲のような天てん蓋がいをひらひら、虹にじのように彩りはなやかな旗を張りたて、（舟の上・[image: ]の上では）天上世界の鳥の囀さえずりであるかのような琴・笛の音は波の寄せるに合わせ、潮しお騒さいを追いかける美しさ。（兵士たちは）盾を楽器として鳴らし歌を歌い、七日七夜音楽を奏で歌い舞った。その時、賊の連中は、この盛大な音楽を聞き、一家こぞって男も女も出て来て、浜がひっくり返るほど喜び笑った。建借間命は（その隙に乗じて）騎兵に命じて彼らの陣屋を閉めさせ、背後から襲いかかって、賊の一族をことごとく捕え、一挙に焼き殺した。この時に、「痛いたく殺す」と言ったところは、今、伊い多た久くの郷といい、「悉ふつに斬たつ」と言ったところは、今、布ふ都つ奈なの村といい、「安く殺とる」と言ったところは、今、安やす伐とりの里といい「吉えく殺さく」と言ったところは、今、吉え前さきの邑むらという。

　板来の南の海に洲がある。境域の周めぐりは三、四里（約一五〇〇─約二〇〇〇メートル）ほどである。春の季節には香島・行方二郡の男女がことごとく集って来て、津の白貝、さまざまな味の貝類を拾った。




　郡役所から東北約七・五キロメートルに当麻の郷がある。古老が言うには、「倭武天皇が巡行なさって、この郷を通過なさった。この郷に佐伯が住んでいた。名を烏からす日ひ子こと言った。倭武天皇の仰せに従わず逆らったので、天皇はたやすく謀殺してしまわれた。天皇は屋や形かた野のの行あん宮ぐうにお行きになられたが、お乗り物の通る道が狭く地面がでこぼこしていた。そこで悪路という意味をとって、この土地を当麻というようになった。土地の人は凹凸状態を「たぎたぎし」という。この地の野は土が固くやせ、耕作に適さないが紫草が生えるのでそれを採る。ここには（香取・香島）の二社の分ぶん祠しがある。その周りの山野には、櫟いちい・柞ははそ・栗・柴くぬぎがあちこちに林を成しており、猪・猿・狼がたくさん棲んでいる。

　当麻の里から南に芸き都つの里がある。ずっと昔、国くに栖すの、名は寸き津つ毗び古こ・寸き津つ毗び売めという二人がいた。その寸津毗古は、天皇がおいでになった折りに、仰せに違反し教えに服従せず、たいそう無礼であった。そこで天皇は御み[image: ]つるぎを抜いて即座に斬り殺された。すると寸津毗売は恐れおののき嘆き訴えようと、白旗ををはっきりと高く掲げて、み輿こしの道に出迎えて拝礼申し上げた。天皇は憐あわれみをかけて恩恵を与え、一家の罪をお許しになった。また御乗り物をめぐらして小お抜ぬき野のの行宮にお行きになる。すると寸津毗売は姉妹たちを引き連れ、真心を尽し、雨風をいとわず、朝夕お仕え申し上げた。天皇は寸津毗売の至らぬところない細やかな心配りに、喜び慈愛うるわしみなされた。そこで此の野を「うるはしの小お野の」という。小抜野の一部を田たの里さとという。そのわけは、息おき長なが足たらし日ひ売めの皇后（神功皇后）の時に、ある人が此の地にいた。名を古こ都つ比ひ古こという。三度韓から国くにに派遣された。その功績を重視して（朝廷は）功田を賜わった。それで田里と名づけた。また波は聚ずの野がある。倭武天皇が此の野に宿泊して、弓の絃つるをかける筈はずを修繕なさった。それで名づけた。野の北の海辺に香島の神子神社がある。そこは土が固くやせて、檪・柞・楡にれ・竹が一、二か所生えているだけである。ここから南に相あう鹿か・大生の里がある。古老が言うには、倭武天皇が相鹿の丘おか前さきの宮においでになった。此の時に、天皇の御食膳舎を浦の浜辺に建設して、小舟をつなぎ並べて橋とし、行あん在ざい所しよにお食事を運び通わせた。お食事を炊く意の大おお炊いから取って大生の村と名づけた。また倭武天皇の后きさきの大おお橘たちばな比ひ売めの命みことが、倭やまとから下って来て、此の地で天皇の許もとに参上しお目にかかった。それで安あ布ふ賀かの邑むらと言う。行方郡の分については省略をしていない。




　　香島郡




　香島郡　東は大海。南は下総国と常陸国との堺にある安あ是ぜの河口。西は流れ海。北は那賀郡と香島郡との堺さかいにある阿あ多た可か奈なの河口である。

　古老が言うには、難波長柄豊前大おお朝みやで天下を統治なさった天皇（孝徳天皇）の御世の、己つちのと酉のとりの年（大たい化か五年・六四九）に、大だい乙おつ上じよう中なか臣とみの子こ・大だい乙おつ下げ中なか臣とみ部べの兎うの子こ等らが、総領の高向大夫に願い出て、下総の国の海うな上かみの国造の所管地のうちの軽かる野のから南の一ひと里さとと那賀の国造の所管地のうちの、寒さむ田たから北にある五里とを分割して、特別に神郡を設置した。その地に鎮座する天あめの大おお神かみの社やしろ・坂さか戸との社やしろ・沼ぬま尾おの社やしろの三社を総称して香か島しまの天あめ之の大おお神かみという。これによって郡の名称とした。土地の言葉に「霰あられ零ふる香島の国」と言う。清すんで明るい気と濁って重い気が混交していた天地の開けない以前、諸神の祖おや神がみである天神（土地の人は「かみるみ・かみるき」という）が八や百お万よろずの神たちを、天あまの原はらにお集めになった時に、諸神の祖神の天神が仰せられるには、「今、我が子孫の命みことが統治する豊とよ葦あし原はらの水みず穂ほの国」とおおせられた。（この皇孫降臨にあたって）高たか天あまの原はらから降って来た大神の名を香島天之大神と申す。天の原では日ひの香か島しまの宮と名づけ、降臨地（常陸）では豊とよ香か島しまの宮と名づけている。土地の人が言うには「（天神が皇孫に）豊葦原の水穂の国の統治を委任なさると仰せられたところ、（豊葦原の水穂の国の）荒々しい神等どもや岩石・木々・草の葉片までもが物を言い、昼は五月の蠅のように音声がうるさく、夜は火がちらちらと燃え光る国であった。これを説き従わせ平定する大おお御み神かみとして皇孫にお仕え申し上げた」という。その後に、初めてこの国土を統治された美麻貴天皇（崇神天皇）の御み世よになって、この神に供え奉ったものは、大刀たち十口ふり、鉾ほこ二枚ひら・鉄かな弓ゆみ二張はり、鉄かな箭や二具そなえ・許こ呂ろ四口つ・枚ひら鉄がね一連つら・練ねり鉄がね一連・馬一疋つ・鞍一具そなえ・八や咫たの鏡かがみ二面おもて・五色の絁ふときぬ一連である。土地の人が言うには、「美麻貴天皇の御世に、大おお坂さか山やまの頂上で、白いお着物をお召しになって、白い桙ほこを御み杖つえとしてお持ちになって、明らかになさったお言葉は、『私を十分に祭って下さるならば、あなたが統治なさる国を、大国も小国もすべてお任せできるようにして差し上げましょう。』と明らかになさった。そこで天皇は多くの臣下たちを召し集め、事の次第をすべて示し諮問をなさった。すると、大おお中なか臣とみの神かむ聞きき勝かつの命みことが答えて申すには、『大おお八や島しま国ぐにはあなた（陛下）が統治すべき国であると、この自ら平定なさった国土を、陛下に賜わった香島の国に鎮座していらっしゃる天あま津つ大おお御み神かみが、示し教えなされたものでございます。』と申した。天皇はこれをお聞きになると、恐れ多さに驚かれて、前に掲げた供え物を神の宮に奉納なさった。

（鹿島神宮の）神かむ戸べは六十五戸である。本は八戸こであった。難波の天皇（孝徳天皇）の御世に五十戸を増加申し上げ、飛鳥浄見原朝廷（天武天皇）の御世に九戸を加え申し上げ、合計六十七戸である。（持じ統とう天皇の）庚かのえ寅とらの年（六九〇）に編戸二戸を減らし六十五戸にお定めになった。淡海おうみの大おお津つの御代（天てん智じ天皇）に、初めて使者を派遣して神殿を造営せしめられた。それ以来営繕が絶えたことはない。

　毎年七月に、舟を造って（鹿島神の別宮の）大おお舟ふな津つの宮に納め申し上げる。古老の言うには、倭武天皇の御世に、天の大神が中なか臣とみの巨おお狭さ山やまの命みことに、「今すぐに吾わが御座舟を用意するように」と仰せられた。巨狭山命は答えて、「謹んで仰せを承りました。異議ございません」と申した。天の大神は、翌朝、「おまえの舟は海中に置いたぞ」と仰せられた。そこで舟の持ち主（巨狭山命）が見たところ、舟は岡おかの上にあった。また仰せになる、「お前の舟は岡の上に置いたぞ」。そこで舟の持ち主が探してみると、今度は海中にあった。このようなことは二度三度ではなかった。このようなことに（巨狭山命は）恐れおののき、新しい舟三隻、それぞれ長さ四メートル余りあるのを造らせて、初めて天の大神に献上したという。また、毎年四月十日には、天の大神の祭を催し酒宴をする。ここに占いを業とする地元の人びと（卜部氏）の、男も女も集まり、幾日幾夜となく酒を飲み楽しみ歌い舞う。その歌にいう、


新しい栄さかえをもたらす　お神酒みきを　飲め飲めと言って飲まされてしまったからだろうか　私はまったく酔ってしまったようだ



　神社の周囲は卜ぼく占せんを業とする人びとの住むところである。その地勢は高く開けて、東と西は海に面し、峰と谷とは犬の牙きばのように村里と交り接している。山の木と野の草とは、自然に庭の生け垣を覆い、谷川の水と崖がけから流れ出る泉とは、朝夕に汲くむ用水を涌わかしている。峰際に家を造ると、松と竹とが垣根の外側を守り、谷のふもとに井戸を掘ると、薜まさきかずらや蘿ひかげかずらが垣の上を覆う。春にその村を通ると、いろいろの草は□に花咲き、秋にその路みちを過ぎるとたくさんの樹の葉は錦にしきに色づく。ここは土地の神がひっそりと住む境域であり、その神の霊妙な働きが現われるところというべきである。景観の美しさに満ちたありさまは、ことごとく記すことができない。天の大神の社の南に郡役所がある。北には沼ぬま尾おの池いけがある。古老が言うには、「（この池は）神世の時代に天から流れて来た水の沼となったものである。」この沼に生える蓮れん根こんは味が大そう異ちがって、美味であること他所よそに比べて勝すぐれている。病人がこの沼の蓮はすを食べると早く治って効きめがある。鮒ふなや鯉がたくさん棲すんでいる。（沼尾は）以前郡役所を置いたところであり、たくさんの橘たちばなの木を植えてある。その実はおいしい。




　郡役所の東一～一・五キロメートルに高たか松まつの浜はまがある。大海の海流が運んできた砂と貝が、積って丘陵となった。松林が自然にできあがり、椎しいと柴くぬぎとその中に入りまじり、まるで山野であるかのようになっている。あちこちの松の木の根本には泉があり、どれもめぐりは八、九歩ほどで清水をたたえて、飲んでとてもうまい。慶きよう雲うん元年（七〇四）に、国司の采うね女めの朝臣あそんが鍛冶かじ師しの佐さ備びの大おお麿まろらを連れて、若わか松まつの浜の砂鉄を採って剣を造った。ここ高松の浜から南の方角の軽野の里の若松の浜に至るまで、十五キロほどのあいだ、ここはすべて松山である。この松の根から伏苓伏神まつほどを毎年掘り採る。その若松の浦は、常陸・下総二国の境界にある。そこの河口（利と根ね川がわ）安是の潮みなとに産する砂鉄は、剣を造るととてもよく切れる。しかしここは香島の大神の神領の山なので、安易に入って松を伐きり、砂鉄を掘ることは許されない。郡役所の南二十里の浜の里から東の松山の中に、一つの大きな沼がある。（沼の名を）寒田という。周囲が四五里ほどもある。鯉や鮒がいる。之し万まと軽野の二つの里にある田は、（沼の水のおかげで）少しだけ恵みを受けている。軽野の東側の大海の浜辺には漂着した大きい船がある。長さは十五丈、幅は十丈余りある。腐れこわれて砂に埋もれ、今もなお残っている。天智天皇の御世に朝廷の統治に従わない（東北）地方の探査のために人を派遣しようとして陸奥みちのくの国の石いわ城きの船大工に命じて大船を作らせた。（それが漂流して）この地まできて破損したという。




　南の方向に、童子女わらわの松まつ原ばらがある。むかし髪を束ねず垂らした年の若い男と女がいた。土地の人は神のおとこ・神のおとめという。男を那賀の寒田の郎いらつ子こと言い、女を海うな上かみの安是の嬢子いらつめといった。二人とも容姿が立派で美しく、近隣の村々にまで評判が高かった。それぞれの評判をお互いに伝え聞いて、ともに募る思いをこらえていたけれど、自制の心が消えていった。こうして月が経ち日が重なり、男女が歌をかけ合い求婚する〝嬥歌うたがきの集い〟土地の人は「うたがき」と言い、また「かがい」という。で、二人はたまたまぱったりと出遇ったのである。その時に郎子が歌いかける、


（いやぜるの）　安是の小松の枝に

木綿ゆふという繊維を垂れ下げる　その木綿を私に振っているのが見えたよ

安是の小島ちゃん



　嬢子が返し歌を歌って言う、


波の寄せる浜辺に立つように　うたがきの会場に立っていますと言ったけれど　愛しいあなたが　たくさんの島の中に隠れている小島のような私を　多数の人の中から見つけて走り寄っていらっしゃる



　二人は顔と顔を近づけ合いたいと思い、人が見るかも知れないと恐れ、うたがきの会場から身を避けて、松の樹の下に隠れて、手を握とりあい膝ひざを寄せ合わせ、互いの恋の心を語り胸のつかえを一気に吐露するのであった。長い間積もり積もった篤あつい恋の病いはここにまったく癒いえ、また新しい歓喜に、つぎからつぎへと笑みがこぼれる。折しも玉のような露が梢こずえに置き、秋風の起たつ季節、明るく中秋の月が照らすところは、鳴く鶴が飛んでゆく西の洲す。ざわざわと松吹く涼風が吟うたうところは、渡る雁かりが飛んでゆく東の山。昼は古くから涌く岩清水で森しん閑かんと静まり、夜は新しく煙のように降りる霜でひっそりと寂しい。近くの山では自然と黄葉もみじが林に散る景色が見え、遠い海からはただ蒼あお波なみが渚なぎさの砂さ礫れきを打つ音が聞える。今こ宵よい、この二人にはこの楽しみより楽しいことはない。男女は語りあう甘い味に耽ふけり、すっかり夜の明けようとするのを忘れていた。にわかに鶏が鳴き犬が吠ほえ、天は明るくなり、太陽が照らす。すると二人はどうしてよいかわからなくなり、ついに人に見られることが恥ずかしくて、松の樹に成ってしまった。郎子を奈な美み松まつといい、嬢子を古こ津つ松まつという。昔からこのように名をつけて、今日までそのままである。

　郡役所の北三十里に、白しろ鳥とりの里がある。古老が言うには、伊い久く米めの天皇（垂すい仁にん天皇）の御み世よに、白鳥がいた。天から飛んできて、童女に姿を変え、夕方になると天に昇り、朝になると降りてくる。石をつまみ取って池を造る。その堤を築こうとするが、むだに月日を重ねる。築いては壊れることの繰り返しで、完成できなかった。童女たちは、


白鳥が、羽で堤を造っても、沐もく浴よくをする間も無くつらい、□□は壊れて



　このように口々にうたって天に昇り、ふたたび降りて来ることはなかった。このことによって、その所を白鳥の郷さとと名づけた。（以下省略。）

　南の方角にある砂の原を、角つの折おれ浜はまという。昔大蛇がいたという。東の海に行きたいと思って浜を掘って穴を作ったところ、蛇の角が折れて落ちてしまった。それによって（角折浜と）名づけたという。またある伝えには、倭武天皇がこの浜で宿りをなさることになった。お食事をさし上げる時に、全くお飲みになる水がない。そこで鹿の角を手に持って地面を掘り反して（水を得ようとしたところ）角が折れてしまった。このことから名づけた、という。（以下省略。）




　　那賀郡




　那賀郡　東は大海、南は鹿島・茨城郡、西は新治郡と下野国との堺さかいの大きい山、北は久慈郡である。

　平ひら津つの駅うま家やの西約五〇〇～一〇〇〇メートルのところに、岡がある。名を大おお櫛くしという。遠い昔に、人がいた。体格はきわめて背が高く、からだは丘の上に座っていながら、手で浜辺の大おお蛤はまぐりをつまみとるほどだった。その食べた貝の殻が、積もって岡となった。当時の人が、おおくじり（大いにつまみとる）の言葉から取って、今は大櫛の岡という。かれの踏んだ足跡は、長さ約七二メートル、幅が三六メートルあまりである。尿にようの穴の直径が三六メートルあまりほどである。（以下省略。）




　茨城の里。ここから北の方角に高い丘がある。名を晡時くれ臥ふしの山やまという。古老の言うには、兄と妹の二人がいた。兄の名を努ぬ賀か毗び古こといい、妹の名を努ぬ賀か毗び咩めという。ある時に、妹が部屋の中にいたところ、いつの間にか一人の男が来ていた。氏も名もわからないその男は、いつもやって来て求婚するが、夜になると来て、明るくなると帰って行った。やっと求婚を承うけ入れて夫婦となると、一夜で身ごもった。やがて産み月になると、ついに小さな蛇を産んだ。その小蛇は、夜が明けると口が利けないようであるが、夕暮になると母と語ることができた。これには母も伯父も驚き不思議がり、心に神の子ではないかと思った。そこで浄きよめられた器に小蛇を入れ、祭壇を設置してそこに置いた。小蛇は一晩のうちに器一杯に満ちていた。そこでさらにお盆を大きいのにとり替えて置く。するとまた盆の中一杯に満ちている。このようなことが三たび四たびと重なって、入れて用いる器がなくなった。母が子に告げて言うには、「お前の能力を推し量ってみると、おのずから神の子であるとわかった。私の家系の力ではお前を養い育てることができない。父のいらっしゃるところに行きなさい。ここにいてはいけない。」といった。その時、子は悲しんで泣き、顔面を拭ぬぐって答えて言った、「謹んで母上の仰せを承知いたしました。何の異存もありません。しかし身一つ独り行くには、身近に従う者もおりません。どうか憐あわれんで私に一人の童児を、付けて下さい。」と言った。母は言う、「我が家にいるのは母と伯父だけ、このこともお前が明らかに知っていること、お前に付き従う人はいない。」すると子は、恨みの気持ちを懐いだいて、一言も物を言わなくなった。いよいよ別れの時になると、怒り恨む心に耐えられなくなり、伯父を怒り殺して天に昇ろうとした。その時、母は驚いて、お盆を手に取って投げつけると、子に当って昇天できなくなってしまった。このためこの峰に留とどまることになった。神蛇を入れたお盆と甕かめは、今も片かた岡おかの村に残っている。その子孫が社を建てて祭りをし、承け継いで今も絶えないでいる。（以下省略。）

　郡役所より東北にあたり、粟あわ川かわを渡ったところに駅うま家やが置かれている。もと駅家は粟河を繞めぐらせる位置に在ったので河内の駅家というのである。川の流れが変ったのに今も元の通りに名づけている。其の南の方角に、泉が坂の途中に湧き出している。流量が多くたいそう清らかである。曝さらし井いという。泉のほとりに住んでいる村の婦人たちは、夏の季節には集って、布を洗い、何度も日に当てて干している。（以下省略。）




　　久慈郡




　久く慈じ郡ぐん　東は大海。南と西は那賀郡。北は多珂郡と陸奥国との堺の岳やまである。

　古老が言うには、郡役所から南の方向、近いところに小さい丘がある。形が鯨に似ている。倭武天皇がそれで久慈と名づけられた。（以下省略。）

　淡海おうみの大おお津つの大朝みやで、天下を統治なさった天皇（天智天皇）の御世に及んで、藤ふじ原わらの内うちの大おお臣おみ（鎌かま足たり）の封へひ戸とを管轄するために派遣された、軽かるの直あたい里さと麿まろが、堤を築いて池とした。その池から北方を谷たに会あい山やまという。そこの切り立った岩壁は、形が一枚岩のようで、黄色く、階段を掘ってある。猿が集って来て、いつもとまって壁土を食べている。

　郡役所から西北の方向六里に河内の里がある。もとは古こ々この邑むらと名づけていた。土地の人のことばで猿の声をここという。東の山に石の鏡がある。昔すだまという山の怪物がいた。寄り集ってきて鏡をもてあそんで、自分の顔が写るのを見ると、すぐに自然といなくなってしまう。土地の人の言うには、悪い怪物でも鏡に顔を写されると自然と消滅する。そこの土の色は青いはなだ色のようで、画えを描くのに用いると美しい。土地の人は、あおに、または、かきつにという。時折に、朝廷の命に従って採取し貢納する。世にいう久慈川の源流は、古々の邑から発している。（以下省略。）

　郡役所の西□里に、静織しとりの里がある。上古の時代、綾あやを織る機はた織りを知る人がいなかった。ある時にこの村で初めて倭文しつという綾を織った。このことで静織しとりと名づけたのである。北に小川がある。川の石の中に赤い石が入り混っている。色は琥こ珀はくに似ている。火打ち石とするのにとてもよいので玉たま川がわと名づけている。郡役所の東に小お田たの里がある。たくさんの新田を作ったので、里の名とした。そこに流れる清らかな河は、水源を北方の山に発し、郡役所の南を通って久慈川に合流する。たくさん年魚あゆが獲とれる。その大きいのは人の腕ほどもある。その河の淵ふちのあるところを石いわ門とという。そこに茂っている樹は林と成り、上天を覆おおい囲い、浄らかな泉は淵となり、下流へとさらさら流れる。青葉はおのずから日の光を遮る天てん蓋がいのように空にひらひらし、白砂はまたささら波をもてあそぶ下した莚むしろのように川底に敷き延べる。夏の月の暑い日、遠くの里さと、近くの郷さとから暑さを避け、涼を求めてやって来る人々が、膝を近づけ手をとりあい、[image: ]波の雅みやび歌を唱うたい、久慈の美酒を飲む。これは人の世の楽しみにすぎないといえ、こうしてすっかり世の中の煩わずらわしさを忘れるのである。その里の大おお伴ともの村に、水ぎわの断崖がある。土の色は黄色である。群がる鳥が飛んで来て、ついばんで食べる。

　郡役所の東七里の太おお田たの郷に、長なが幡はた部べ神社がある。古老の言うには、天あま照てらす大おお神みかみのみ孫の瓊に瓊に杵ぎの尊みことが天あま降くだっていらっしゃった時に、ご料衣を織るために、つき従って天降った神の名綺かんはた日ひ女めの命みことは、はじめ[image: ]つく紫しの日ひ向むかの二ふた折おりの峰に降り、それから美み濃のの国くにの引ひき津つ根ねの丘に移った。後に美麻貴天皇（崇神）の御世になって、長幡部氏の遠い祖先の多た弖ての命みことは美濃から去って久慈に移り、機はた織おり屋やを建築し、初めて織物を織った。その織った織物は、そのままで衣服となるもので、改めて裁断縫製する必要がない。このような一枚布の織物を内うつ幡はた（全服）という。ある人が言うには、絁きぬを織っている時、容易に人の目に触れてしまう。それで機屋の扉を閉めきって、暗闇の中で織る。だから烏からす織はたと名づけた。（この織物は）たとえ天子の兵士の剣をもってしても切断できないと。今は毎年、特別に長幡部神社の祭神綺日女命からのたてまつり物として、朝廷に奉納している。

　ここ（太田の里）から北の方角に薩さ都つの里さとがある。昔、国くに栖すがいた。名を土つち雲くもという。この時に、兎うな上かみの命みことが軍を発動して皆殺しにした。その時全滅できて「幸さいわいなことよ」と言った。そこで佐さ都つと名づけた。この里の北の山に産する白土は画の顔料に適している。

　東にある大きい山を、賀か毗び礼れの高峰という。そこには天降ってきた神が鎮座していらっしゃる。名を立たち速はや男おの命みことという。別名は速はや経ふ和わ気けの命みこと。はじめ、天上界から降って、松まつ沢ざわの松の樹のたくさん枝分かれした俣また状の上にいらっしゃった。この神の祟たたりはたいそうきびしい。誰かが樹に向って大小便をしたりすると、恐ろしいめにあわせ、病気で苦しめる。樹の近所に住む人たちは、いつもひどく辛つらい思いをするので、このありさまを、こと細かに朝廷に申し出た。朝廷は、片かた岡おか大おお連むらじを派遣して敬い祭らせた。頭こうべを垂れてお祈りして、「今、このような場所においでになると、民どもの家が近くて、朝夕となく不浄でございます。まさしく、このような所においでになってはいけません。どうぞ、ここを避け移って、高い山の清浄な境内に鎮座なさいますように」と申した。すると、神はこの祈願を聞き入れて、とうとう賀毗礼の峯みねに登ったのである。その社は石を垣根として、その中に神に仕える一族がたくさんいる。また、いろいろな宝物や、弓・桙ほこ・釜かま・器具の類たぐいが、すべて石と化して今に残っている。およそ、どの種の鳥でも、飛び渡るときは、急いで飛び避けて、峯の頂を通ることはしない。これは昔からそうであり、今も変らない。（山の西側の里には）小川があって薩さ都つ河かわと名づけている。源流は北の山に発し、南に流れてやはり久慈河に入る。（以下省略。）

　高たけ市ちといっている所がある。ここから東北二里（約一キロメートル）に密[image: ]みつきの里がある。村の中に清らかな泉がある。土地の人は大おお井いといっている。夏冷く冬温かい。湧いて流れて川となる。夏の暑い時には、遠く近くあちこちの村里から酒と肴さかなを持参して、男も女も寄り集まり、ゆったりし、宴会となり、酒を飲み楽しむのである。密[image: ]の里の東と南とは海辺に面している。石決明あわび・棘甲贏うに・魚・貝などの類がとても多い。西と北とは一帯が山野である。椎しい・檪いちい・榧かや・栗くりが生え、鹿・猪が住んでいる。およそ、山海の珍味は書きつくすことができないほど多い。密[image: ]の里から東北方三十里に、助すけ川かわの駅うま家やがある。昔は遇あう鹿かといった。古老が言うには、倭武天皇がここまでおいでになった時に、皇后が参上してお遇いになった。このことに因ちなんで地名とした。地方長官の久く米めの大まえつ夫きみの時におよんで、河で鮭漁をしたために、改めて助すけ川と名付けた。土地の人の言葉で、親鮭のことを須す介けという。




　　多珂郡




　多珂郡。東と南とはともに大海、西と北とは陸奥と常陸と二つの国の堺さかいにある高山である。

　古老が言うには、斯し我がの高たか穴あな穂ほの宮みやで天下を統治なさった天皇（成せい務む天皇）の御み世よに、建たけ御み狭さ日ひの命みことを多珂の国造に任命した。この人が最初の国造として赴任して、地勢を巡見した。峰がけわしく山が高いところと思って、それで多珂の国と命名した。建御狭日命という人は、出雲いずもの臣おみ氏と同じ一族である。今、多珂・石城といっているのが（成務天皇の時の）多珂の国である。土地の人のいうには「薦こも枕まくら多珂の国」という。建御狭日命が派遣されてきた当時、久慈との境界線となっている助河をもって、多珂の国へ入る道の入口と決め、郡役所から行くこと西北方約三〇キロメートルに、今もなお道みちの前くちの里さとと呼んでいるところがある。陸奥国の石城郡の苦く麻まの村むらを道みちの後しりとした。その後、難波長柄豊とよ前さきの大おお宮みやで天下を統治なさった天皇（孝徳天皇）の御世になって、白雉四年（六五三）、多珂国造の石いわ城きの直あたい美み夜や部べと石いわ城きの郡こおりの造みやつこ部べの志し許こ赤あからが、惣そう領りようの高向大夫に申請したことによって、所管地域の範囲が遠く広がっており、往来に不便のために、分割して多珂と石城と二つの郡を置くことになった。石城郡は、今、陸奥国の域内に入っている。

　その道前の里に、飽あき田たの村がある。古老が言うには、倭武天皇が、東の辺境を巡行しようとして、この野に一宿なさった。ある人が、天皇に申し上げるには、「この野に群れている鹿は数かぎりなく大そう多うございます。その聳そびえ立つ角は枯かれ葦あしの原のようであり、その吐く息を喩たとえていえば、朝霧が立ち昇るさまに似ています。また、ここの海には鰒あわびがおり、特大でございます。その他さまざまの珍味、すなどりの獲物は多うございましょう。」と申した。そこで、天皇は野にお出でになり、橘皇后を海辺にお遣わしになって漁をおさせになった。お互いに獲物の成果を競争しようと、山の幸と海の幸とに分けて獲物を探し求められた。この時に、野の狩の方は終日駆けまわって矢を射たけれども、一頭の獣さえも獲ることができなかった。海の漁の方はといえば、わずかな時の間にたっぷり収穫があって、たくさんの美味を手に入れられた。狩と漁とすべて終って、お食事を差し上げた時に、天皇は近くに仕える官人に仰せられて、「今日の遊びは、朕われと皇后と、それぞれ野と海と分かれて、祥福さち（＝獲物）土地の人の言葉で佐さ知ちという。を競い合った。野の獲物は得られなかったが、海の味覚はすべて飽きるほど食べた。」と仰せられた。後世、このお言葉の跡を継いで飽田の村と名づけた。国守が川かわ原はらの宿すく禰ね黒くろ麻ま呂ろであった時に、大海の辺ほとりの岩壁に観かん世ぜ音おん菩ぼ薩さつの像を彫って造った。今も存のこっている。それで海辺を仏ほとけの浜はまと名づけた。（以下省略。）

　郡役所の南約一・五キロメートルに藻め島しまの駅家がある。東南の浜に産する碁ご石いしの色は珠玉のようである。常陸国の碁石といわれるこの浜に産する美しい碁石は、ただこの浜だけにある。昔、倭武天皇が、舟に乗り海に浮かんで、島の磯をご覧になった。いろいろの種類の海藻が、たくさん生い茂っていた。それで藻島と名づけた。（以下省略。）
















常陸国風土記　本文

















凡例

一、本文は、文久二年（一八六二）、菅政友自筆本（吉田一徳氏旧蔵、茨城県立歴史館蔵）を底本とし、諸本を参考として校訂した。

一、本文は、可能な範囲で旧態を求める努力をした。









常陸國司解　申古老相傳舊聞事問國郡舊事古老答曰古者自相摸國足柄岳坂以東諸縣惣稱我姫國是當時不言常陸唯稱新治[image: ]波茨城那賀久慈多珂國各遣造別令検校其後至難波長柄豊前大宮臨軒天皇之世遣高向臣中臣幡織田連[image: ]惣領自坂已東之國于時我姫之道分為八國常陸國居其一矣[image: ]以然號者往來道路不隔江海之津済郡郷境堺相續山河之峰谷取近通之義以為名稱焉或曰倭武天皇巡狩東夷之國幸過新治之縣[image: ]遣國造毗那良珠命新令掘井流泉浄澄尤有好愛時停乘輿翫水洗手御衣之袖垂泉而沾便依漬袖之義以為此國之名風俗諺云[image: ]波岳黒雲挂衣袖漬國是矣夫常陸國者堺是[image: ]大地亦緬邈土壌沃墳原野肥衍墾發之[image: ]山海之利人人自得家〻足饒設有身勞耕耘力竭紡[image: ]者立即可取冨豊自然應免貧窮况復求塩魚味左山右海植[image: ]種麻後野前原[image: ]謂水陸之府藏物産之膏腴古人云常世之國盖疑此地但以[image: ]有水田上小中多年遇霖雨即聞苗子不登之難歳逢亢陽唯見穀實豊稔之歡[image: ]　不略之

新治郡　東那賀郡堺大山南白壁郡西毛野河北下野常陸二國堺即波太岡

古老曰昔美麻貴天皇馭宇之世為平討東夷之荒賊　俗云阿良夫流尓斯母乃　遣新治國造祖名曰比奈良珠命此人罷到即穿新井　今存新治里隨時致祭　其水浄流仍以治井因着郡號自尓至今其名不改　風俗諺云白遠新治之國　以下略之




驛家名曰大神[image: ]以然稱者大蛇多在因名驛家




（白壁郡）

自郡以東五十里在笠間村越通道路稱葦穗山古老曰古有山賊名稱油置賣命今社中在石屋俗歌曰　許智多祁波乎婆頭勢夜麻能伊波歸尓母為弖許母郎牟奈古非叙和支母 已下略之




[image: ]波郡　東茨城郡南河内郡西毛野河北[image: ]波岳

古老曰[image: ]波之縣古謂紀國美万貴天皇之世遣采女臣支属[image: ]簟命於紀國之國造時[image: ]簟命云欲令身名者着國後代流傳即改本號更稱[image: ]波者　風俗説云握飯[image: ]波之國　以下略之　古老曰昔祖神尊巡行諸神之[image: ]到駿河國福慈岳卒遇日暮請欲過宿此時福慈神答曰新粟初嘗家内諱忌今日之間冀許不堪於是神祖尊恨泣詈告曰即汝親何不欲宿汝[image: ]居山生涯之極冬夏雪霜冷寒重襲人民不登飲食勿奠者更登[image: ]波岳亦請容止此時[image: ]波神[image: ]曰今夜新粟嘗不敢不奉尊旨爰設飲食敬拜祗承於是神祖尊歡然諱曰愛乎我胤巍哉神宮天地並斉日月共同人民集賀飲食冨豊代代無絶日〻弥栄千秋万歳遊樂不窮者是以福慈岳常雪不得登臨其[image: ]波岳徃集歌舞飲喫至于今不絶也　以下略之　夫[image: ]波岳高秀于雲最頂西峰崢嶸謂之雄神不令登臨但東峰四方磐石昇降[image: ][image: ]其側流泉冬夏不絶自坂已東諸國男女春花開時秋葉黄節相携[image: ]闐飲食齎[image: ]騎歩登臨遊楽栖遅其唱曰　都久波尼尓阿波牟等伊比志古波多賀己等岐氣波加弥尼阿波須氣牟也都久波尼尓伊保利弖都麻奈志尓和我尼牟欲呂波〻夜母阿氣奴賀母也　詠歌甚多不勝載車俗諺云[image: ]波峰之[image: ]不得娉財児女不為矣郡西十里在騰波江　長二千九百歩[image: ]一千五百歩　東[image: ]波郡南毛野河西北並新治郡艮白壁郡

信太郡




古老曰　東信太流海南榎浦流海西毛野河北河内郡　御宇難波長柄豊前宮之天皇御世癸丑年小山上物部河内大乙上物部[image: ]津[image: ]惣領[image: ]向大夫[image: ]分[image: ]波茨城郡七百戸置信太郡此地夲日[image: ]見國云々




黒坂命征討陸奥蝦夷事凱旋及多歌郡角枯之山黒坂命遇病身故爰改角枯号黒前山黒坂命之輸轜車発自黒前之山到日[image: ]之国葬具儀赤旗青幡交雑飄颺雲飛虹張瑩野耀営路時人謂之赤幡垂国後世言便改稱信太国云々




郡北十里碓井古老曰大足日子天皇幸浮嶋之帳宮無水供御即遣卜者訪占所〻穿今存雄栗之村従此以西高来里古老曰天地權輿草木言語之時自天降來神名称普都大神巡行葦原中津之國和平山河荒梗之類大神化道已畢心存帰天即時隨身器仗　俗曰伊川乃甲戈楯劒　及[image: ]執玉珪悉皆脱屣留置茲地即乗白雲還昇蒼天　以下略之

風俗諺云葦原鹿其味若爛喫異山宍矣二國大獵無可絶尽也其里西飯名社此即[image: ]波岳所有飯名神之別属也榎浦之津便置駅家東海大道常陸路頭所以傳駅使等初將臨国先洗口手東面拜香嶋之大神然後得入也　以下略之

古老曰倭武天皇巡幸海邊行至乗濵于時濵浦之上多乾海苔　俗云乃理　由是名能理波麻之村　以下略之

乗濵里東有浮嶋村　長二千歩[image: ]四百歩　四面絶海山野交錯戸一十五烟里七八町餘所居百姓火塩為業而在九社言行謹諱　以下略之

茨城郡　東香嶋郡南佐我流海西[image: ]波山北那珂郡

古老曰昔在國巣　俗語都知久母又云夜都賀波岐　山之佐伯野之佐伯普置堀土窟常居穴有人來則入窟而竄之其人去更出郊以遊之狼性梟情鼠窺狗盗無被招慰弥阻風俗也此時大臣族黒坂命伺候出遊之時茨蕀施穴内即縦騎兵急令逐迫佐伯等如常走帰土窟盡繫茨蕀衝害疾死散故取茨蕀以着縣名　所謂茨城郡今存那珂郡之西古者郡家[image: ]置即茨城郡内風俗諺云水依茨城之國　或曰山之佐伯野之佐伯自為賊長引率徒衆横行國中太為劫煞時黒坂命規滅此賊以茨城造[image: ]以地名便謂茨城焉　茨城國造初祖多祁許呂命仕息長帶比賣天皇之朝當至品太天皇之誕時多祁許呂命有子八人中男[image: ]波使主茨城郡湯坐連等之初祖　従郡西南近有河間謂信[image: ]之川源出自[image: ]波之山従西流東經歷郡中入高濵之海　以下略之

夫此地者芳菲嘉辰揺落凉候命駕而向乗舟以游春則浦花千彩秋是岸葉百色聞歌鶯於野頭覧儛鶴於渚干社郎漁嬢逐濵洲以輻湊商豎農夫棹[image: ][image: ]而往来况乎三夏熱朝九陽煎夕嘯友率僕並坐濵曲騁望海中濤氣稍扇避暑者袪鬱陶之煩岡陰徐傾追凉者軫歓然之意詠歌云　多賀波麻尓支与須留奈弥乃意支都奈弥与須止毛与良志古良尓志与良波又云多賀波麻乃志多賀是佐夜久伊毛乎古比川麻止伊波波夜古止賣志川

郡東十里[image: ]原岳昔倭武天皇停留岳上進奉御膳時令水部新堀清井出泉浄香飲喫尤好勅云能渟水哉　俗云与久多麻礼流弥津可奈　由是里名今謂田餘　以下略之

行方郡　東南並流海北城郡

古老曰難波長柄豊前大宮馭宇天皇之世癸丑年茨城國造小乙下壬生連麿那珂國造大建壬生直夫子等請惣領高向大夫中臣幡織田大夫等割茨城地八里合七百余戸別置郡家[image: ]以稱行方郡者倭武天皇巡狩天下征平海北當是經過此國即頓幸槻野之清泉臨水洗手以玉落井今存行方里之中謂玉清井更廻車駕幸現原之丘供奉御膳于時天皇四望顧侍従曰停輿徘徊挙目騁望山阿海曲参差委虵峰頭浮雲谿腹擁霧物色可怜郷體甚愛冝可此地名称行細國者後世追跡猶号行方　風俗云立雨零行方之國　其岡[image: ]敞〻名現原降自此岡幸大益河乗[image: ]上時折棹梶因其河名稱無梶河此則茨城行方二郡之堺河鮒之類不可悉記自無梶河達于部陲有鴨飛度天皇御時鴨邉應弦而堕其地謂之鴨野土壤塉埆草木不生野北櫟柴鶏頭樹比之木往〻森〻自成山林即有枡池此高大夫之時[image: ]築池北有香取神子之社〻側山野土壤腴衍草木密生郡西津済[image: ]謂行方之海生海松及焼塩之藻凢在海雜魚不可勝載但以鯨鯢未曽見聞郡東國社此号縣祇中寒泉謂之大井縁郡男女今集汲飲郡家南門有一大槻其北枝自垂觸地還聳空中其地昔有水之沢今遇霖雨廳庭湿潦郡側居邑橘樹生之自郡西北提賀里古有佐伯名手鹿為其人居追着里其里北在香嶋神子之社〻周山野地沃艸木椎栗竹茅之類多生従此以北曽尼村古有佐伯名曰曽祢毗古取名着村今置驛家此謂曽尼古老曰石村玉穗宮大八洲[image: ]馭天皇之世有人箭括氏麻多智點自郡西谷之葦原墾闢新治田此時夜刀神相群引率悉盡到來左右防障勿令耕佃　俗云謂虵為夜刀神其形虵身頭角率引免難時有見人者破滅門子孫不継凢此郡側郊原甚多[image: ]住之　於是麻多智大起怒情着被甲鎧之自身執仗打煞駈逐乃至山口標梲置堺堀告夜刀神云自此以上聴為神地自此以下須作人田自今以後吾為神祝永代敬祭冀勿祟勿恨設社初祭者即還發耕田一十町余麻多智子孫相承致祭至今不絶其後至難波長柄豊前大宮臨軒天皇之世壬生連麿初占其谷令築池堤時夜刀神昇集池辺之椎樹經時不去於是麿挙声大言令修此池要在活民何神誰祇不従風化即令[image: ]民云目見雜物魚虫之類無[image: ]憚懼隨尽打殺言了應時神蛇避隠[image: ]謂其池今号椎井也池西椎株清泉[image: ]出取井名池即向香嶋陸之驛道也郡南七里男[image: ]里古有佐伯小[image: ]為其居[image: ]因名国宰當麻太夫時[image: ]築池今存路東自池西山猪猿大住艸木多密南有鯨岡上古之時海鯨匍匐而来[image: ]臥即有栗家池為其栗大以為池名北有香取神子之社也麻生里古昔麻生于潴水之涯囲如大竹長余一丈周里有山椎栗槻櫟生猪猴栖住其野出[image: ]馬飛鳥浄御原大宮臨軒天皇世同郡大生里建部袁許呂命得此野馬獻於朝廷[image: ]謂行方之馬或云茨城之里馬非也郡南二十里香澄里古傳曰大足日子天皇登坐下総國印波鳥見丘留連遥望顧東而勅侍臣曰海即青波浩汗陸是丹霞空朦国自其中朕目[image: ]見者時人由是謂之霞郷東山有社榎槻椿椎竹箭麥門冬徃〻多此里以西海中北洲謂新治洲[image: ]以然稱者立於洲上北面遥望新治國小[image: ]波之岳[image: ]見因名也従此往南十里板来村近臨海濵安置駅家此謂板来之駅其西榎木成林飛鳥浄見原天皇之世遣麻績王之居処其海焼鹽藻海松白貝辛螺蛤多生古老曰斯貴満垣宮大八洲[image: ]馭天皇之世為平東垂之荒賊遣建借間命　即此那賀國造初祖　引率軍士行略凶猾頓宿安婆之嶋遥望海東之浦時烟[image: ]見交疑有人建借間命仰天誓曰若有天人之烟者来覆我上若有荒賊之烟者去靡海中時烟射海而流之爰自知有凶賊即命従衆褥食而渡於是有國栖名曰夜尺斯夜[image: ]斯二人自為首帥堀穴造堡常[image: ]居住覘伺官軍伏衞拒抗建借間命縦兵駈追賊盡逋還閇堡固禁俄而建借間命大起權議校閲敢死之士伏隠山阿造備滅賊之器厳餝海渚連舟編[image: ]飛雲盖張虹旌天之鳥琴天之鳥笛隨波逐潮鳴杵唱曲七日七夜遊楽歌舞于時賊黨聞盛音楽挙房男女悉盡出來傾濵歡咲建借間命令騎士閇堡自後襲繫盡囚種属一時焚滅此時痛殺[image: ]言今謂伊多久之郷臨斬[image: ]言今謂布都奈之村安殺[image: ]言今謂安伐之里吉煞[image: ]言今謂[image: ]前之邑板来南海有洲[image: ]三四里許春時香島行方二郡男女尽来拾蚌白貝雜味之貝物矣自郡東北十五里當麻之郷古老曰倭武天皇巡行過于此郷有佐伯名曰烏日子縁其逆命隨便略煞即幸屋形野之帳宮車駕[image: ]經之道狹地深淺惡路之義謂之當麻　俗云多〻支〻斯　野之土埆然生紫艸取二神子之社其周山野櫟柞栗柴往〻成林猪猴狼多住従此以南藝都里古有國栖名曰寸津毗古寸津毗賣二人其寸津毗古當天皇之幸違命背化甚无肅敬爰抽御劔登時斬滅於是寸津毗賣懼悚心愁表挙白幡迎道奉拜天皇矜降恩旨放免其房更廻乗輿幸小抜野之頓宮寸津毗賣引率姉妹信竭心力不避風雨朝夕供奉天皇欵其慇懃惠慈[image: ]以此野謂宇流波斯之小野其名田里息長足日賣皇后之時人此地名曰古都比古三度遣於韓國重其功労賜田因名又有波聚之野倭武天皇停宿此野修理弓弭因名也野北海[image: ]在香島神子之社土塉櫟柞楡竹一二[image: ]生従此以南相鹿大生里古老曰倭武天皇坐相鹿丘前宮此時膳炊屋舎構立浦濵編艀作橋通御在[image: ]取大炊之義名大生之村又倭武天皇之后大橘比賣命自倭降来参遇此地故謂安布賀之邑　行方郡分不略之

香島郡　東大海南下総常陸堺安是潮西流海北那賀香島堺阿多可奈潮

古老曰難波長柄豊前大朝馭宇天皇之世己酉年大乙上中臣子大乙下中臣部兎子等請惣領高向大夫割下総國海上國造部内軽野以南一里那賀國造部内寒田以北五里別置神郡其処[image: ]有天之大神社坂戸社沼尾社合三処惣稱香島天之大神因名郡焉　風俗説云霰零香島之國　清濁得糺天地草昧已前諸神天神　俗云賀味留弥賀味留岐　[image: ]集八百万神於天之原時諸祖神告云今我御孫命光宅豊葦原水穂之國自高天原降来大神名稱香島天之大神天則号日香島之宮地則名豊香嶋之宮　俗云豊葦原水穗國[image: ]依将奉止詔畄尓荒振神[image: ]又石根木立草乃片葉辞語之昼者狭蠅音声夜者火光明國此乎事向平定大御神止天降供奉　其後至初國[image: ]知美麻貴天皇之世奉幣大刀十口鉾二枚鐵弓二張鐵箭二具許呂四口枚鐵一連練鐵一連馬一疋鞍一具八咫鏡二面五色絁一連　俗曰美麻貴天皇之世大坂山乃頂尓白細乃大御服坐而白桙御杖取坐識賜命者我前乎治奉者汝聞看食國乎大國小國事依給等識賜岐于時追集八十之伴緒挙此事而訪問於是大中臣神聞勝命答曰大八嶋國汝所知食國止事向賜之香島國坐天津大御神乃挙教事者天皇聞諸即恐驚奉納前件幣帛於神宮也　神戸六十五烟　本八戸難波天皇之世加奉五十戸飛鳥浄見原大朝加奉九戸合六十七戸庚寅年編戸減二戸令定六十五戸　淡海大津朝初遣使人造神之宮自爾已来脩理不絶年別七月造舟而奉納津宮古老曰倭武天皇之世天之大神宣中臣巨狹山命今社御舟者巨狹山命答曰謹承大命無敢[image: ]辞天之大神昧爽後宣汝舟者置於海中舟主仍見在岡上又宣汝舟者置於岡上也舟主因求更在海中如此之事已非二三爰則懼惶新令造舟三隻各長二丈余初獻之又年別四月十日設祭灌酒卜氏種属男女集會積日累夜樂飲哥舞其唱云安良佐賀乃賀味[image: ]弥佐氣乎多義止伊比祁婆賀母輿和我惠比尓祁牟神社周匝卜氏居[image: ]地體高敞東西臨海峯谷犬牙邑里交錯山木野草自屛内庭之蕃籬[image: ]流崖泉涌朝夕之汲流嶺頭構舎松竹衞於垣外谿[image: ]堀井薜蘿蔭於壁上春經其村者百艸□花秋過其路者千樹錦葉可謂神仙之幽居之境〻異化誕之地佳[image: ]之豊不可悉之其社南郡家北沼尾池古老曰神世自天流來水沼[image: ]生蓮根味氣太異甘絶他[image: ]之有病者食此沼蓮早差験之鮒鯉多住前郡[image: ]置多蒔橘其實味之郡東二三里高松濵大海之流差砂貝積成高丘松林自生椎柴交雜既如山野東西松下出泉可八九歩清渟太好慶雲元年國司[image: ]女朝臣率鍛佐備大麿等採若松濵之鐵以造釼之自此以南至輕野里若松濵之間可卅餘里此皆松山伏苓伏神毎年堀之其若松浦即常陸下総二國之堺安是潮之[image: ]有沙鐵造釼大利然為香島之神山不得輙入伐松穿鐵也郡南廾里濵里以東松山之中一大沼謂寒田可四五里鯉鮒住之万輕野二里[image: ]有田少潤之輕野以東大海濵辺流着大船長一十五丈濶一丈余朽摧埋砂今猶遺之　謂淡海之世擬遣覔國令陸奥國石城舩造作大舩至于此着岸即破之　以南童子女松原古有年少童子　俗云加味乃乎止古加味乃乎止賣　男称那賀寒田之郎子女号海上安是之嬢子並形容端正光華郷里相聞名声同存望念自愛心滅經月累日嬥歌之[image: ]　俗云宇大我岐又云加我毗也　邂逅相遇于時郎子歌曰　伊夜是留乃阿是乃古麻都尓由布悉弖々和乎布利弥由母阿是古志麻波母　嬢子[image: ]歌曰　宇志乎尓波多〻牟止伊閇止奈西乃古何夜蘇志麻加久理和乎弥佐婆志理之　便欲相晤恐人知之避自遊場蔭松下携手促膝陳懐吐憤既釋故恋之積疹還起新歡之頻咲于時玉之露杪候金風之節皎〻桂月照處[image: ]鶴之西洲颯〻松颸吟[image: ]度雁東怙昼寂寞兮巌泉旧夜蕭條兮烟霜新近山自覧黄葉散林之色遥海唯聴蒼波激磧之声[image: ]宵于[image: ]樂莫之樂偏沈語之甘味頓忘夜之将開俄而雞鳴狗吠天暁日明爰僮子等不知[image: ]為遂愧人見化成松樹郎子謂奈美松嬢子稱古津松自古着名至今不改郡北三十里白鳥里古老曰伊久米天皇之世有白鳥天飛来化為僮女夕上朝下摘石造池為其築堤徒積日月築之壊不得作成僮女等　志漏止利乃芳我都〻弥乎都〻牟止母安良布麻目右疑波古叡　斯口口唱升天不復降来由此其[image: ]号白鳥郷　以下略之　以南[image: ]有平原謂角折濵　謂古有大蛇欲通東海堀濵作穴蛇角折落因名或曰倭武天皇停宿此濵奉羞御膳時都無水即[image: ]鹿角堀地為其折[image: ]以名之　以下略之

那賀郡　東大海南香島茨城郡西新治郡下野國堺大山北久慈郡

平津駅家西一二里有岡名曰大櫛上古有人体極長大身居丘壟之上手摎海濵之蜃其[image: ]食貝積聚成岡時人大抉之義今謂大櫛之岡其践跡長[image: ]余歩廣廾余歩尿穴径可廾余歩許　以下略之

茨城里自此以北高丘名曰晡時卧之山古老曰有兄妹二人兄名努賀毗古妹名努賀毗咩時妹在室有人不知姓名常就求[image: ]夜来晝去遂成夫婦一夕懐妊至可産月終生小蛇明若無言闇与母語於是母伯驚竒心挾神子即盛浄杯設壇安置一夜之間已満坏中更易瓫而置之亦満瓫内如此三四不敢用器母告子云量汝器宇自知神子我属之勢不可養長冝従父[image: ]在不合有此者時子哀泣拭面答云謹承母無敢[image: ]辞然一身獨去無人左右望請矜副一小子母云我家[image: ]有母与伯父是亦汝明[image: ]知當無人相可従爰子含恨而事不吐之臨決別時不勝怒怨震殺伯父而昇天時母驚動取盆投觸子不得昇因留此峯[image: ]盛瓮甕今存片岡之村其子孫立社致祭相續不絶　以下畧之　自郡東北渡粟河而置驛家　本近粟河謂河内駅家今隨本名之　當其以南泉出坂中多流尤清謂之曝井縁泉[image: ]居村落婦女夏月會集浣布曝乾　以下畧之

久慈郡　東大海南西那珂郡北多珂郡陸奥國堺岳

古老曰自郡以南近有小丘体似鯨鯢倭武天皇因名久慈　以下略之

至淡海大津大朝光宅天皇之世遣検藤原内大臣之封戸輕直里麿造堤成池其池以北謂谷會山[image: ]有岸壁形如磐石色黃穿[image: ]獼猴集来常宿喫噉自郡西北六里河内里本名古々之邑　俗説謂猿聲為古〻　東山石鏡昔在魑魅萃集翫見鏡則自去　俗云疾鬼面鏡自滅　[image: ]有圡色如青紺用畫[image: ]之　俗云阿乎尓或云加支川尓　時隨朝命取而進納[image: ]謂久慈河之濫觴出自猿声　以下畧之

郡西里静織里上古之時織綾之機未在知人于時此村初織因名北有小水丹石交猶色似琥碧[image: ]鑽尤好以号玉川郡東小田里多為墾田因以名之[image: ]有清河源發北山近經郡家南會久慈之河多取年魚大如腕之其河潭謂之石門慈樹成林上即幕歴浄泉作淵下是潺湲青葉自飄蔭景之盖白砂亦鋪翫波之席夏月熱日遠里近郷避暑追凉促膝携手唱[image: ]波之雅曲飲久慈之味酒雖是人間之遊頓忘塵中之煩其里大伴村有涯土色黃也群鳥飛來啄咀[image: ]食郡東七里太田郷長幡部之社古老曰珠賣美万命自天降時為織御服従而降之神名綺日女命本自[image: ]紫國日向二折之峯至三野國引津根之丘後及美麻貴天皇之世長幡部遠祖多弖命避自三野遷于久慈造立機殿初織之其[image: ]織服自成衣裳更無裁縫謂之内幡或曰當織絁時輙為人見閇屋扇闇内而織因名烏織天兵以刃不得裁断今毎年別為神調獻納之自此以北薩都里古有國栖名曰土雲爰兎上命發兵誅滅時能令殺福哉[image: ]言因名佐都北山[image: ]有白土可塗畫之東大山謂賀毗礼之高峯即在天神名稱立速男命一名速經和氣命本自天降即坐松澤松樹八俣之上神祟甚厳有人向行大小便之時令示灾致疾苦者近前居人毎甚辛苦具状請朝遣片岡大連敬祭祈曰今[image: ]坐此処百姓近家朝夕穢臭理不合坐冝避移可鎮高山之浄境於是神聴禱告遂登賀毗礼之峯其社以石為垣中種属甚多幷品宝弓桙釜器之類皆成石存之凢諸鳥絰過者尽急飛避無當峯上自古然為今亦同之即有小水名薩都河源起北山流南同入久慈河　以下畧之

[image: ]稱高市自此東北二里密[image: ]里村中浄泉俗大井夏冷冬温湧流成川夏暑之時遠迩郷里酒肴齎[image: ]男女會集休遊飲楽其東南臨海濵　石決明棘甲贏魚貝等類甚多　西北帶山野　椎櫟榧栗生鹿猪住之　凢山海珎味不可悉記自此艮卅里助川駅家昔号遇鹿古老曰倭武天皇至於此時皇后参遇因名矣至宰久米大夫之時為河取鮭改名助川　俗語謂鮭祖為須介

多珂郡　東南並大海西北陸奥常陸二國堺之高山

古老曰斯我[image: ]穴穗宮大八洲照臨天皇之世以建御狹日命任多珂國造[image: ]人初至歷験地体以為峯険岳崇因名多珂之國　謂建御狹日命者即是出雲臣同属今多珂石城[image: ]謂是也風俗説云薦枕多珂之國　建御狹日命當[image: ]遣時以久慈堺之助河為道前　去郡西北六十里今猶稱道前里　陸奥國石城郡苦麻之村為道後其後至難波長柄豊前大宮臨軒天皇之世癸丑年多珂國造石城直美夜部石城評造部志許赤等請申惣領[image: ]向大夫以[image: ]部遠隔徃来不便分置多珂石城二郡　石城郡今存陸奥國堺内　其道前里飽田村古老曰倭武天皇為巡東垂頓宿此野有人奏曰野上群鹿無数甚多其聳角如蘆枯之原比其吹氣似朝霧之立又海有鰒魚大如八尺幷諸種珎味遊漁□多者於是天皇幸野遣橘皇后臨海令漁相競捕獲之利別探山海之物此時野狩者終日駈射不得一宍海漁者須臾才採尽得百味焉獵漁已畢奉羞御膳時勅陪従曰今日之遊朕与家后各就野海同争祥福　俗語曰佐知　野物雖不得而海味尽飽喫者後代追跡名飽田村國宰川原宿祢黒麿時大海之辺石壁彫造観世音菩薩像今存矣因号佛濵　以下畧之

郡南卅里藻嶋驛家東南濵碁色如珠玉[image: ]謂常陸國[image: ]有[image: ]碁子唯是濵耳昔倭武天皇乗舟浮海御覧島礒種々海藻多生茂榮因名今亦然　以下略之




（底本奧書）

右常陸風土記一冊就彰考館蔵本模写焉按舊記原本蓋延寳中以松平加賀守[image: ]蔵本[image: ]冩也

　文久二年八月五日


菅　政友　









常陸国風土記　解説




　常陸ひたちの国はだいたい今の茨城県域に相当し、多少の条件付きながら、〝常世の国〟（理想郷）とはここのことではなかろうかと自じ讃さんもしている風ふ土ど記きを残した国である。『常陸国風土記』といわれる一般的呼称も元を辿たどれば、常陸の国が中央政府に出した国状報告書であり、律りつ令りようの「解式」に則のつとる公文書解げであったことは、当風土記自身が述べている。





常陸国司、解げす。古老の相伝ふる旧聞を申す事。






と始まる冒頭は、令の規定どおりであるが、現存『常陸国風土記』は、解の形式としての結びの年月日、提てい出しゆつ者しやである国司の署名を欠いている。現存本の最末尾は多た珂か郡記事で「以下略之」と終わっているから、これは当然原本の姿ではなく、省略本であることが知られる。現存『常陸国風土記』が解としての原本を失ったのが何時いつかは不明であるが、解の第一次本としての原本系『常陸国風土記』からの引用とみられる信し太だ郡の記事が、平安時代延えん喜ぎ四年（九〇四）頃の矢や田た部べの公きん望もちの『日に本ほん紀ぎ私し記き』にあり、孫引きとして、鎌倉時代正しよう安あん三年（一三〇一）の奥書をもつ卜うら部べの兼かね方かたの『釈しやく日に本ほん紀ぎ』に見られる。同じ鎌倉時代の僧仙せん覚がくの『萬まん葉よう集しゆう註ちゆう釈しやく』にも信太郡記事・新にい治ばり郡記事があり、いずれも現伝風土記に残存しなかったものがある。そしてこれらは現行風土記諸本に逸文として採録され、そのうちのある本には訓読文として採り入れられたものもある。今回の新版『風土記』収載の『常陸国風土記』には、右の逸文は本文校訂の結果、本文として復原されるべきものとの判定により、原型の在るべき位置に戻す試みをした。したがって訓読文・現代語訳もこれに対応する位置でなされてある。例えば、『釈日本紀』引用の信太郡の本文、





古老曰、御宇難波長柄豊前宮之天皇御世、癸丑年、小山上物部河内・大乙上物部會津[image: ]、惣領高向大夫[image: ]、分[image: ]波・茨城郡七百戸、置信太郡。此地、本日高見国　云〻。






は、行なめ方かた郡記事に類型がある。類型は冒頭部郡名と、続く小書双行の四しい至しの記事の次の行に始まる。「古老曰」の文がそれであり、現行諸本に従えば、常陸国風土記収録九郡のうち、新治・[image: ]つく波は・茨うばら城き・行方・香か島しま・久く慈じ・多珂の七郡が全く同じ型をもっている。二郡、つまり信太郡と那な賀か郡に異同がある。しかし『釈日本記』の右の文が信太郡の該当省略部を埋めて類型を補完する。ここまで揃えば那賀一郡のみの不均衡が浮き上がり、西にし野の宣のぶ明あき校訂の天てん保ぽう十年（一八三九）刊の『訂正常陸國風土記』が郡名・四至の次行の頭に「最前略之」として置いたのはもっともなことと言いうる。これをさきの八郡同一型式からすれば「最前」の略された文が「古老曰」で始まるものであったことに疑いはない。

　現存の『常陸国風土記』にあって、全く省略のない個所は巻首に当たる総記と行方郡のみであるが、実際には省略されたのか失われたのか、郡まるごと現伝しない二郡があるということになっている。白しら壁かべ郡と河内こうち郡である。しかし、ほんの一項目に過ぎないが、白壁郡の記事は残っていると推定し得るので、とりあえず仮設し、郡名を（　）に入れて白壁郡条を再建した。新治郡の後半部葦あし穂ほ山やま伝承が該当項であり、新治郡家から同郡の笠かさ間まへ行くのに、白壁郡こおり家みやけの地を通り、わざわざ葦穂山を越えるなどありえない。文中の「郡」は白壁郡家であるという理由に拠よる。この通路に関わって、新治郡家と那賀郡家を結ぶ大おお神かみの駅の一項が『萬葉集註釈』にあり、これを新治郡条に復原した。本文批判（テキストクリテイク）の学の目的の一つは原型の再建にあり、その一歩を試みた。試みの過程では、底本本文と補う逸文の本文系統に一顧を与えておく必要がある。一例だけ触れると、底本（江戸末期文ぶん久きゆう二年写）に「[image: ]」（等）の字が数か所ある。これが前掲の『釈日本紀』（前まえ田だ尊経閣文庫本）所引の信太郡記事に表われる。ついでに言えば平安時代中期書写の『日に本ほん書しよ紀き』（北きた野の天てん満まん宮ぐう本）にもある。いわば「[image: ]」は地方から中央に提出する「解文」中にこのような崩し字が使用されるわけはなかろう。「解文」を平安時代初・中期に、かなりのスピードで書写して、『常陸国風土記』と改称した未省略本から省略本（→現伝本）へと伝来した痕こん跡せきと認めてもよいのではないか。

　さきに逸文から本文に還元されるべき記事について述べたが、単なる断片のため、本文再建に直接繫つながらないが、確実に原型の一部分と判定しうる逸文がある。





所謂常陸国風土記ニハ、或ハ云①巻向日代宮大八洲照臨天皇之世或云②石村玉穂宮大八洲所馭天皇之世或云③難波長柄豊前大朝大八洲撫馭天皇之世。（萬葉集註釈）






　①②③にはそれぞれ天皇の呼称がある。このうち②は継けい体てい天皇で、これと一字の相異もない表記が行方郡の「古老曰」の次にある。③は孝こう徳とく天皇。鹿か島しま郡冒頭の「古老曰」のつぎに「撫馭」を「馭宇」とするほかはすべて一致する。「撫」は「[image: ]」（所）を誤ったものとみられ「所馭」ならば②に見られるものであり、行方郡の「古老曰」のつぎの「斯貴瑞垣宮大八州所馭天皇」にも見られ、鹿島郡の同所からの引用と認められる。①は景けい行こう天皇。現存常陸国風土記の中に同じ表記がなく、陸みちの奥おく国風土記（逸文）は同天皇を「巻向日代宮御宇天皇」と表記し、他風土記に類例のない「大八洲照臨天皇」の部分は、多珂郡に同一表記がある。これを②③と併あわせ考察すると、①も常陸国風土記の表記法であると言い得る。現存常陸国風土記は河内郡の全文と白壁郡の大部分が欠落し、総記と行方郡を除く各郡には省略の手が入っている。とすれば①はどれに当たり、どの郡のどこに所在したものか。景行天皇は名前によって「大おお足たらし日ひ子この天皇」とも表記され、信太郡・行方郡の説話に登場し、陸奥国（福島県東ひがし白しら河かわ郡棚たな倉ぐら町まち八や槻つき）に繫がる線がある。常陸国風土記で一番活躍するのは「倭やまと武たけの天皇」で、『古こ事じ記き』『日本書紀』では天皇と認めない。景行天皇皇子として東国平定に派遣された。「倭武天皇」は、信太郡・茨城郡・行方郡・香島郡・久慈郡・多珂郡と、父の天皇と重なる線を北上している。そこに一郡だけ倭武天皇が欠けている。那賀郡であり、その冒頭に「古老曰」で始まらない唯一の郡の記事がある。この省略部に、父景行天皇である「巻向日代宮大八洲照臨天皇之世」で始まり、御み子この倭武天皇がこの地に来歴する説話が「古老曰」のつぎに在った。すでに述べた陸奥国風土記が父おや子ことして、子を「日本やまと武たけの尊みこと」と表記するが、常陸の古老は「倭武天皇」で語るために表記上の齟そ齬ご感かんが発生する。原型を伝える本文はこのような理由で省略されたものと推測される。

　右の逸文②に「所馭」の語があり、③も同じであろうと述べた。この用語自体が五風土記にあって、常陸国風土記独自であり、「馭」の一字も同様であり、また他の風土記の「御宇」を常陸国風土記は「馭宇」と書く。このような独自用語・用字は他にも多く見られるが、四し六ろく[image: ]べん儷れい文ぶんの見られる点などから、常陸国風土記は文人国司の執筆を指摘する説もある一方、和文脈表記のあることも留意される。和文は分注箇所に限定される。『古事記』『日本書紀』と同様に、歌謡とか訓注の類たぐいは字音仮名でなされるが、「立たち雨さめ零ふる行なめ方かた之の国くに」（行方郡）のような漢字を並べたものもあり、宣せん命みよう体たいもある。「所依将奉止詔畄尓」（香島郡）などである。これらは多く「俗云」「俗諺云」「俗説云」「風俗諺云」など三十箇所ほどもあり、土地の人々の言葉とか伝えの意であろう。伝えの場合、分注形式を採らない「古老曰」の本文の伝承との関係・区別などの問題が提起されてくるが、現状で言えば、「俗」として表現される多量の記事が、常陸国風土記の量を豊かならしめ質を高めるのに寄与し、省略文のあることを惜しみつつも、全体として八世紀初頭の解文が二十一世紀の日本国の重要な古典であることを、一読すれば、認識できるのではないかと思う。


（中村啓信）　　



























出雲国風土記







出雲国風土記




　国くにの大おほ体かたは、震ひむがし１を首はじめとし、坤ひつじさる２を尾をはりとす。東ひむがしと南みなみとは山やまにして、西にしと北きたとは海うみに属つく。東西ひのたては、一百卅七里さと一十九歩あし３、南北ひのよこは一百八十二里さと一百九十三歩あし４。

　（一百歩、七十三里卅二歩、得而難可誤５）

　老おきな、枝ことの葉すゑ６を細くはしく思おもひ、詞ことの源もと７を裁ことわり定さだむ８。亦また、山やま野の、濱はま浦うらの処ところ、鳥とり獣けものの棲すみか、魚うを貝かひ、海うみ菜つもはの類たぐひ、良まことに繁多さはにして、悉ことごとには陳のべず。然しかはあれど止やむことを獲えぬ９は、粗ほぼ、梗おほ概むね10を挙あげて、記ふみの趣おもむき11をなす。

　八や雲くもといふ所以ゆゑは、八や束つか水みづ臣おみ津づ野のの命みこと12、詔のりたまひしく、「八や雲くも立たつ13」と詔のりたまひき。故かれ、八雲立つ出雲いづもと云ひき。

合あはせて神かみの社やしろ、三百九十九所ところ。

　一百八十四所、神かみ祇官つかさ14に在り。

　二百一十五所、神祇官に在らず。

九つの郡こほり。郷さと15六十二、里こざと16一百八十一、余あまり戸べ四17、駅うま家や18六、神かむ戸べ19七、里一十一。

意宇おうの郡こほり、郷さと十一、里三十三、余戸一、駅家三、神戸三、里六。

島しま根ねの郡こほり、郷八、里二十五、余戸一、駅家一。

秋あき鹿かの郡こほり、郷四、里一十二、神戸一里。

楯たて縫ぬひの郡こほり、郷四、里一十二、余戸一、神戸一、里。

出雲いづもの郡こほり、郷八、里二十三、神戸一、里二。

神かむ門どの郡こほり、郷八、里二十二、余戸一、駅家二、神戸一、里。

飯いひ石しの郡こほり、郷七、里一十九。

仁に多たの郡こほり、郷四、里一十二。

大おほ原はらの郡こほり、郷八、里二十四。

　右みぎの件くだりの郷の字は、霊りよう亀き元年の式しき20に依よりて、里を改あらためて郷となす。其その郷の名字まなは、神じん亀き三年の民たみ部省つかさの口く宣せむ21を被かがふりて改あらたむ。





【総記】

１　易の八卦で、東の方位をいう。

２　易の八卦で、西南の方位をいう。

３　距離の単位は、一里が約五三四・五メートル（三百歩が一里）。一歩が約一・七八メートル（六尺が一歩）。一百三十七里一十九歩は約七三・三キロメートル。

４　約九七・六キロメートル。

５　伝写の間に竄入した後世の注記と考えられる。

６　事の主要でないものを言うが、ここでは「事柄のはしばしまで」の意。

７　言い伝えの本源。

８　真実であるか、偽りであるかを判断してまとめる。

９　古代散文においては、打ち消しの助動詞連体形は「ぬ」が一般的であったという説（門前正彦）によって「獲ぬ」と訓む。

10　おおよそのところ。

11　意趣、意図の意であるが、ここでは報告書としての体裁を整えたことを言う。訓は『類聚名義抄』によった。

12　意宇郡の国引き神話に登場する神。古事記の系譜では大国主神の祖父神にあたる。

13　「出雲」にかかる称辞。さかんに雲がわき出る、の意。

14　古代律令制において、神社の管轄を司った役所。

15　地方行政区画の単位。戸令によると、五十戸で一郷。「郷」と「里」については、注20も参照のこと。

16　「郷」を構成する下部単位。底本「一百七十九」とあるが、各郡の里の実数合計により訂した。

17　五十戸を「郷」の単位として、それを上回ったり下回ったりした場合、その戸数をひとつの単位として余戸と呼んだ。

18　公用の使者のために、馬・船・宿などを備えた、厩牧令規定の施設。三十里ごとに設置するのが原則であった。

19　神祇令に規定された民戸。特定の神社に属して租税を納める。

20　「式」とは、律令の施行細則をいう。ここでの式は七一五年に制定された。地方行政区画は本来「国─郡─里」という呼称であったが、その「里」の呼称を「郷」に改めるというもの。その結果区画は「国─郡─郷」となり、「里」は「郷」を構成する下部単位となった。なお霊亀元年式（七一五年）は他の史料に残っていない。当国風土記の記事は貴重である。

21　七二六年に、民部省（地方行政や国家財政を司る）からなされた口頭による下命。「郷」の地名表記を改めよというもの。地名の誤読を避ける漢字表記を用いることを求めたものではないかと考えられる。









　　　意宇おうの郡こほり１

　合あはせて郷さと一十一、里三十三。余戸一、駅家三、神戸三、里六。


母も理りの郷さと。本もとの字まなは文理なり２。

屋や代しろの郷。今いまも前さきに依よりて用もちゐる３。

楯たて縫ぬひの郷。今も前に依りて用ゐる。

安やす来きの郷。今も前に依りて用ゐる。

山やま国くにの郷。今も前に依りて用ゐる。

飯いひ梨なしの郷。本もとの字まなは云成なり。

舎と人ねの郷。今も前に依りて用ゐる。

大おほ草くさの郷。今も前に依りて用ゐる。

山やま代しろの郷。今も前に依りて用ゐる。

拝はや志しの郷。本もとの字まなは林なり。

宍しし道ぢの郷。今も前に依りて用ゐる。

以かみ上の一十一、郷さと別ごとに里こざと三。

余あまり戸べの里さと。

野の城きの駅うま家や４。

黒くろ田だの駅家。

宍しし道ぢの駅家。

出雲いづもの神かむ戸べ５。

賀か茂もの神戸。

忌いむ部べの神戸。






　意お宇うと号なづけし所以ゆゑは、国くに引ひき坐ましし八や束つか水みづ臣おみ津づ野のの命みこと、６詔のりたまひしく、「八や雲くも立たつ出雲いづもの国は、狭さ布ぬのの稚わか国くに７在なるかも。初はつ国くに８小ちひさく作つくらせり。故かれ、作つくり縫ぬはむ９」と詔のりたまひて、「栲たく衾ぶすま10志し羅ら紀き11の三み埼さき12を、国くにの余あまり有ありやと見みれば、国くにの余あまり有あり」と詔のりたまひて13、童女をとめの胸むな鉏すき取とらして14、大魚おふをのきだ衝つき別わけて15、はたすすき穂ほ振ふり別わけて16、三みつ身みの綱つな打うち挂かけて17、霜しも黒葛つづら18くるやくるやに19、河かは船ふねのもそろもそろに20、国くに来こ国くに来こと引ひき来き縫ぬへる国は、去こ豆づ21の折をり絶たえ22より、八や穂ほ尓に23支き豆づ支きの御み埼さき24なり。此ここを以もちて、堅かため立たてし加か志し25は、石いは見みの国くにと出雲いづもの国くにの堺さかひ有なる、名なは佐さ比ひ売め山やま26、是これなり。亦また、持もち引ひける綱つなは、薗そのの長なが浜はま27、是これなり。

　亦また、「北きた門と28の佐さ伎きの国29を国くにの余あまり有ありやと見みれば、国くにの余あまり有あり」と詔のりたまひて、童女をとめの胸むな鉏すき取とらして、大魚おふをのきだ衝つき別わけて、はたすすき穂ほ振ふり別わけて、三みつ身みの綱つな打うち挂かけて、霜しも黒葛つづらくるやくるやに、河かは船ふねのもそろもそろに、国くに来こ国くに来こと引ひき来き縫ぬへる国は、多た久く30の折をり絶たえより、狭さ田だの国くに31、是これなり。

　亦また、「北きた門との良波の国くに32を、国くにの余あまり有ありやと見みれば、国くにの余あまり有あり」と詔のりたまひて、童女をとめの胸むな鉏すき取とらして、大魚おふをのきだ衝つき別わけて、はたすすき穂ほ振ふり別わけて、三みつ身みの綱つな打うち挂かけて、霜しも黒葛つづらくるやくるやに、河かは船ふねのもそろもそろに、国くに来こ国くに来こと引ひき来き縫ぬへる国は、宇う波はの33折絶より、闇くら見みの国くに34、是これなり。

　亦また、「高こ志し35の都つ都つの三み埼さき36を、国くにの余あまり有ありやと見みれば、国くにの余あまり有あり」と詔のりたまひて、童女をとめの胸むな鉏すき取とらして、大魚おふをのきだ衝つき別わけて、はたすすき穂ほ振ふり別わけて、三みつ身みの綱つな打うち挂かけて、霜しも黒葛つづらくるやくるやに、河かは船ふねのもそろもそろに、国くに来こ国くに来こと引ひき来き縫ぬへる国は、三み穂ほの埼さき37。持もち引ひける綱つなは、夜よ見みの嶋しま38。固堅かため立たてし加か志しは、伯耆ははきの国くに有なる火ひの神かみ岳だけ39、是これなり。

「今いまは、国は引ひき訖をへつ」と詔のりたまひて、意宇おうの社もり40に御み杖つゑ衝つき立たて41て、「意お恵ゑ42」と詔のりたまひき。故かれ、意お宇うと云いひき。所謂いはゆる意宇おうの社もりは、郡こほりの家みやけの東北の辺ほとり、田たの中なかにある壟をか43、是これなり。周めぐり八歩あしばかり。其その上うへに一ひともとの茂しげれるあり。





【意宇郡】

１　現在の島根県松江市、安来市一帯の地域。

２　神亀三年の口宣以前に用いられていた地名表記を指す。以下、すべて同じ。

３　神亀三年以前の地名表記を、ここでも採用していることをいう。以下、すべて同じ。

４　駅家は『令』に定められた公用のために官道に置かれた馬や船などを置く施設。

５　神戸は神社に属し、その神社に税を納める民戸のこと。

６　総記の注12に既出。

７　幅の狭い布のような未完成の国。

８　国のはじめ。

９　土地を縫い合わせて、国を完成させること。

10　楮の繊維で織った夜具。色が白いので、「シラキ」にかかる枕詞とした。

11　新羅。古代朝鮮半島にあった国。

12　新羅の海岸線にある岬。

13　以下は、国引き詞章と呼ばれており、慣用的な同一句が繰り返される。口承の名残をとどめた詞章である。

14　「乙女の若やる胸が掌で初めて抄いとられることへの夢想」と解釈する内田賢徳説（「伝承の地平」）に従う。

15　魚の赤い鰓を銛で衝き分ける、の意。

16　「はたすすき」は「穂振り」の「穂」にかかる枕詞。

17　三本の綱を縒り合わせた太く丈夫な綱。

18　霜にあって黒くなったかずら（つる草）で、それを「手繰り寄せる」ところから「クル」にかかる枕詞としたものと思われる。

19　本文に「闇〻耶〻」とあるのは借訓。繰り返し手繰り寄せるの意。

20　内田賢徳は、『類聚名義抄』の、にごり酒を意味する「醪」の訓「モソロ」に注目し「どんよりと漂っている、その動きのさまのような運動を言うのであろう」とする（同前）。この説に従い「河船を、にごり酒のような白い水泡（みなわ）の軌跡を曳きながらゆっくりと曳き上げるように」と解釈する。

21　出雲市平田町から小津町附近。

22　新編全集本では「山の鞍部の稜線が下り尽きた部分であろう」とする。従うべきか。

23　大量の土を杵で衝き固める意から、「杵築」にかかる枕詞とする。

24　出雲市大社町の日御碕。

25　船を繫ぎ止めるための杭。

26　大田市の三瓶山。

27　出雲市大社町から多伎町にかけての浜。

28　出雲国の北の門の意。

29　隠岐島の島前説、海士町崎説などがある。

30　島根半島の松江市鹿島町。

31　島根半島の松江市鹿島町佐陀本郷のあたり。

32　読み方不詳、所在未詳。

33　所在地未詳。

34　松江市新庄町の闇見谷のあたり。

35　今の北陸地方を指す。

36　所在地未詳。能登半島の珠洲岬かともいう。

37　松江市美保関町の岬。

38　鳥取県境港市・米子市にかけての夜見ケ浜（弓ケ浜）。

39　鳥取県の大山。

40　松江市竹矢町の客ノ森かという。

41　神の依り代としての杖を立て、土地を占有する儀礼的な行為。

42　感動詞。『播磨』にも、国作りの後に神が「オワ」と言ったとある。

43　新編全集本の「壟」の誤写とし「をか」と訓み「田の中にある小山」と解釈する説に従う。












　母も理りの郷さと１。郡こほりの家みやけの東南三十九里さと一百九十歩あし。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみ２、大穴おほな持もちの命みこと、越こしの八や口くち３を平たひらげ賜たまひて還かへり坐ましし時とき、長なが江え山やま４に来き坐まして詔のりたまひしく、「我あが造つくり坐まして命しらす国５は、皇すめ御み孫まの命みこと６、平たひらけく世みよ知しらせと依よせ奉まつる７。但ただ８、八や雲くも立たつ出雲いづもの国のみは、我あが静しづまり坐ます国と、青あを垣かき山やま９廻めぐらし賜たまひて、玉た珍ま10置おき賜たまひて守もらむ」と詔のりたまひき。故かれ、文も理りと云いひき。神じん亀き三年、字を母理と改あらたむ。

　屋や代しろの郷さと11。郡こほりの家みやけの正ま東ひむがし三十九里さと一百二十歩あし。天あめの夫ふ比ひの命みこと12の御み伴ともに、天あま降くだり来こし、社やしろの伊い支き13等たちが遠とほつ神かみ14、天あま津つ子この命みこと15、詔のりたまひしく、「吾あが静しづまり坐まさむと志おもふ社やしろ」と詔のりたまひき。故かれ、社やしろと云いひき。神じん亀き三年、字を屋代と改あらたむ。

　楯たて縫ぬひの郷さと16。郡こほりの家みやけの東北三十二里さと一百八十歩あし。布ふ都つ努ぬ志しの命みこと17の天あめの石いは楯たて18縫ぬひ直なほし給たまひき。故かれ、楯たて縫ぬひと云いひき。

　安やす来きの郷さと19。郡こほりの家みやけの東北二十七里さと一百八十歩あし。神かむ須す佐さ乃のを袁の命みこと20、天あめの壁かき立たち21廻めぐり坐ましき。尓その時とき、此処ここに来き坐まして詔のりたまひしく、「吾あが御み心こころは安平やすけく22成なりぬ」と詔のりたまひき。故かれ、安来と云いひき。

　即すなはち23、北きたの海うみに毘ひ売め埼さき有あり。飛鳥あすかの浄きよ御み原はらの宮みやに御あめのした宇しらしめしし天すめら皇みこと24の御み世よ、甲きのえ戌いぬの年とし25、七月十三日、語かたりの臣おみ猪ゐ麻ま呂ろ26が女子むすめ、件くだりの埼さきに逍もとほり遥あそび27て、邂逅たまさか28に和わ尓に29に遇ひ、賊そこなはえて皈かへら30ざりき。尓その時とき、父ちちの猪ゐ麻ま呂ろ、賊そこなはえし女子むすめを、浜はまの上うへに斂をさめ置おきて、大いたく苦いき憤どほりを発おこし、天あめに号おらび、地つちに踊おどり31、行ゆきて吟さまよひ32居ゐて嘆なげき、昼ひるも夜よるも辛苦たしなみて、斂をさめし所ところを避さることなし。作是かくする間ほどに、数日ひかずを経歴へたり。然しかして後のち、慷いき慨どほりの志こころ33を興おこし、箭やを磨とぎ鋒ほこを鋭とくし、便たよりの処ところを撰えらびて居をり。即すなはち、擡をろがみ訴うるたへ34云いひしく、「天あまつ神かみ千ち五い百ほ万よろづ、地くにつ祇かみ千ち五い百ほ万よろづ35、幷ならびに当この国くにに静しづまり坐ます三百九十九社やしろ36、及また海若わたつみ37等たち、大おほ神かみの和にぎ魂みたま38は静しづまりて、荒あら魂みたま39は皆こと悉ごとに猪ゐ麻ま呂ろが乞こひのむ所ところに依より給たまへ。良まことに神み霊たま坐ますこと有あらば、吾あが傷そこなふ所ところとなし給たまへ。此ここを以もちて、神霊みたまの神かみ所たるを知しらむ」といへり。尓その時とき、須臾しまし40有りて、和わ尓に百もも余あまり、静しづかに一和尓わにを圍繞かくみて、徐おもふるに41率ゐて依より来きて、居をる下もとに従よりて、進すすまず退しりぞかず、猶なほし圍繞かくめるのみ。尓その時とき、鉾ほこを挙あげて中央まなかなる一和尓わにを刃さして殺ころし捕とること已すでに訖をへぬ。然しかして後のち、百もも余あまりの和わ尓に解散あらけ42き。殺割さけば、女子むすめの一かた脛はぎ43屠ほふり出いでき。仍よりて、和わ尓にをば殺割さきて、串くしに挂かけ、路みちの垂ほとりに立たてき。安やす来きの郷さとの人ひと、語かたりの臣おみ与あたふが父なり。尓その時ときより以来このかた、今日いまに至いたるまで、六十歳むそとせを経へ44たり。





１　安来市伯太町東母理・西母里のあたり。

２　出雲国を代表する神。「天の下所造らしし大神」は「国土を作った偉大な神」の意で、大穴持命を褒める称辞。

３　「越」は既出。八口は、新潟県岩船郡関川村八ツ口のあたりとされる。

４　安来市伯太町にある永江山。

５　領有する国。

６　天上界の天つ神の子孫の意。

７　お任せする。ご委任する。

８　ここは文末に「のみ」を補読する。他は皇御孫神に統治を委任するが、ただ「出雲」だけは大穴持命が鎮座する土地である、という宣言。

９　青々とした垣根が続いているような山並み、の意。

10　「珍玉」の転倒とする説もあるが「玉珍」を熟字とみて「たま」と訓む。

11　安来市伯太町の北から安来市島田のあたりにかけての土地。

12　出雲臣の祖神。『記』では「天菩比神」、『紀』では「天穂日命」とする。

13　この郷に居住していた人物。「伊支」は名と考えられる。

14　古くからの祖先神。

15　未詳。他に見えない神である。

16　安来市宇賀荘町のあたり。

17　『紀』に「経津主神」とあり、国譲りの交渉で大己貴神を隠棲させたと記されている。

18　「天の」は、天上界に関わるものに付けられる称辞。岩のように固い楯。

19　安来市安来町のあたり。

20　記紀では天照大御神の弟神として登場するが、『出雲』では大穴持命と並ぶ在地の有力な神として登場する。

21　地の果て。

22　心が平安で落ち着く、の意。

23　この「即」は、『出雲』にしばしばみられる。話題を転ずる用法。即は、不読の方針であるが、このような『出雲』特有の用法に限り訓読する。

24　天武天皇。

25　六七四年（天武天皇三年）。

26　伝承を語ることを職掌とした氏族か。

27　さまよい歩き。

28　偶然の出会いをいう。

29　鮫のこと。『記』因幡の素兎神話にも「和邇」とある。

30　『類聚名義抄』の訓に「カヘル」とある。

31　悲しみのあまり天に向かって大声で叫びながら、地団駄を踏む様子。

32　うめく。

33　憤懣やるかたない心。

34　礼拝して神に訴えかける。

35　天上界の神々と地上世界の神々。

36　冒頭総記の記述に「合せて神の社、三百九十九所」とある。

37　海の神。「海若」は漢語。

38　穏やかにはたらく神霊。

39　活動的で荒々しくはたらく神霊。

40　しばらくして。

41　ゆっくりと。

42　思い思いに去っていく、散らばっていく。

43　片足の膝から下の部分。

44　この出来事が起こった天武天皇三年の甲戌年は、前述のように六七四年。『出雲』が成立したのは天平五（七三三）年。












　山やま国くに郷のさと１。郡こほりの家みやけの東南三十二里さと二百三十歩あし。布ふ都つ努ぬ志しの命みことの国くに廻めぐり坐ましし時とき、此処ここに来き坐まして詔のりたまひしく、「是この土くには、止やまず見みまく欲ほし」と詔のりたまひき。故かれ、山やま国くにと云いひき。即すなはち正倉みやけ２有あり。

　飯いひ梨なしの郷さと３。郡こほりの家みやけの東南三十二里さと。大おほ国くに魂たまの命みこと４、天あま降くだり坐ましし時とき、此処ここに当あたりて御膳みいひ５食をし給たまひき。故かれ、飯いひ成なしと云ひき。神じん亀き三年、字を飯梨と改あらたむ。

　舎と人ねの郷さと６。郡こほりの家みやけの正ま東ひむがし二十六里さと。志し貴き嶋しまの宮みやに御あめのした宇しらしめしし天すめら皇みこと７の御み世よ、倉くらの舎人とねりの君きみ８等らが祖おや、日ひ置おきの臣おみ志し毗び９、大おほ舎人とねり供つかへ奉まつりき。是これ、志し毗びが居すめる所ところなり。故かれ、舎人とねと云いひき。即すなはち正倉みやけ有あり。

　大おほ草くさ郷のさと10。郡こほりの家みやけの南みなみ西にし二里さと一百二十歩あし。須す佐さの乎をの命みことの御み子こ、青あを幡はた佐さ久く佐さ丁ひ壮この命みこと11坐います。故かれ、大おほ草くさと云いひき。

　山やま代しろの郷さと12。郡こほりの家みやけの西北三里さと一百二十歩あし。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみ大穴おほな持もちの命みことの御み子こ、山やま代しろ日ひ子この命みこと13坐います。故かれ、山やま代しろと云いひき。即すなはち正倉みやけ有あり。

　拝はや志しの郷さと14。郡こほりの家みやけの正西二十一里さと二百一十歩あし。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの命みこと、越こしの八や口くち15を平たひらげむと為して幸いでましし時とき、此処ここの樹林はやし茂盛しげれり。尓その時とき詔のりたまひしく、「吾あが御み心こころの波は夜や志し16」と詔のりたまひき。故かれ、林はやしと云ひき。神じん亀き三年、字を拝志と改あらたむ。即すなはち正倉みやけ有あり。

　宍しし道ぢの郷さと17。郡こほりの家みやけの正西三十七里さと。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの命みことの追おひ給たまひし猪ししの像かた18、南みなみの山やまに二つ有あり。一つは長ながさ二丈つゑ19七尺さか、高たかさ一丈つゑ、周めぐり五丈つゑ七尺さか。一つは長ながさ二丈つゑ五尺さか、高たかさ八尺さか、周めぐり四丈つゑ一尺さか。猪ししを追おふ犬いぬの像かた、長ながさ一丈つゑ、高たかさ四尺さか、周めぐり一丈つゑ九尺さか。其その形かたち、石いはと為なりて、猪しし、犬いぬに異ことなることなし。今いまに至いたるまで猶なほ在あり20。故かれ、宍しし道ぢと云いひき。

　余あまり戸べの郷さと21。郡こほりの家みやけの正ま東ひむがし六里さと二百六十歩あし。神じん亀き四年の編へむ戸こ22に依より、一ひと里さとを立たつ。故かれ、余あまり戸べと云いひき。他あたし郡こほりもかくの如ごとし23。





１　安来市下吉田町・上吉田町のあたり。

２　朝廷に納める税（穀物・塩）などを保管しておく倉庫。

３　安来市広瀬町のあたり。

４　『記』大年神の子に大国御魂神が記されている。ただしこの神とは別神と思われる。

５　食事をする。『新全集』では、神に献上する食事と解して、大国魂命が土地の神に食事を献じ、そして自らも食べたとする。

６　安来市野方町・沢町のあたり。

７　欽明天皇。

８　舎人は天皇や皇族に近似する役割をもつ者。

９　日置臣は『新撰姓氏録』によれば渡来系の氏族。

10　松江市東南部、大草町・佐草町のあたり。

11　『出雲』にのみ登場する神。青幡は神名の「佐久佐」に掛かる枕詞的賞辞。大原郡の記事にも登場する。

12　松江市南部、大庭町のあたり。

13　他に見えない神。

14　松江市玉湯町林村のあたり。

15　既出。

16　もてはやす、の意。樹林（はやし）の繁茂によって心が引き立てられる。同音の「はやし」に掛けた表現。

17　松江市宍道町宍道・白石のあたり。

18　『解説出雲国風土記』では、猪像については、松江市宍道町白石の女め夫おと岩と、石宮神社の巨石説をあげ、犬像については石宮神社のご神体の犬石としている。

19　長さの単位。一丈は十尺。約二・九七メートル。

20　風土記における「今」は、多くは編者が現在の視点に立って、さまざまな事象を説明する場合に出てくる。伝承の語り手が「今」と述べる場合、それがいつを指すのかは厳密には分からない。

21　松江市東出雲町揖屋・上意東・下意東のあたり。

22　七二七年。大宝令には六年ごとに戸籍を整えることが規定されている。無戸籍のものを編入し、戸籍を整えたことをいう。

23　他郡の余戸の里も、これに同じであることを説明した記述。












　野の城きの駅うまや１。郡こほりの家みやけの正東二十里さと八十歩あし。野の城きの大おほ神かみ２の坐いますに依よりて、故かれ、野の城きと云いひき。

　黒くろ田だの駅３。郡家と同おなじき処ところなり。郡こほりの家みやけの西にし北きた二里さと、黒くろ田だの村むら有あり。土つちの体さま色いろ黒くろし。故かれ、黒くろ田だと云ひき。旧もと、此処ここに是この駅うまや有あり。即すなはち号なづけて黒くろ田だの駅うまやと曰いひき。今いまは東のかたの郡こほりに属つけり。今も猶なほ、旧もとの黒田の号なを追おふのみ。

　宍しし道ぢの駅４。郡家の正西三十八里さと。名なを説とくこと、郷さとの如ごとし。

　出雲いづもの神かむ戸べ５。郡こほりの家みやけの南みなみ西にし二里さと二十歩あし。伊い弉ざ奈な枳き６の麻ま奈な子こ７に坐ます熊くま野の加か武む呂ろの命みこと８と、五百いほつ鉏すき９の鉏すき、猶なほ取とり取とらして天あめの下した所造つくらしし大穴おほな持もちの命みことと、二ふた所ところの大おほ神かみ等たちに依よせ奉まつりき。故かれ、神かむ戸べと云いひき。他あたし郡こほり等どもの神かむ戸べもかくの如ごとし。

　賀か茂もの神戸10。郡こほりの家みやけの東南三十四里さと。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの御み子こ、阿あ遅ぢ須す枳き高たか日ひ子この命みこと11、葛かづら城きの賀か茂もの社やしろ12に坐います。此この神かみの神かむ戸べなり。故かれ、鴨かもと云いひき。神じん亀き三年、字を賀茂と改あらたむ。即すなはち正倉みやけ有あり。

　忌いむ部べの神戸13。郡家の正西二十一里さと二百六十歩あし。国くにの造みやつこ14、神かむ吉よ詞ごと15望ほかひ16に、朝廷みかどに参まゐ向むかふ時とき、御沐ゆあみの忌いみ玉たま作つくり17き。故かれ、忌いむ部べ18と云ひき。川かはの辺へに出いで湯ゆ19あり。出いで湯ゆの在あるところ、海うみ陸くがを兼かねたり20。男をとこも女をみなも老おいたるも少わかきも、或あるは道路みちに駱駅つらなり21、或あるは海うみ中なかを洲すに沿そひて、日ひに集つどひ市いち22を成なし、繽紛まがひて燕楽うたげす。一ひとたび濯すすげば、形容かたち端正きらきらしく、再ふたたび沐ゆあみすれば、万よろづの病やまひ悉ことごとく除いゆ。古いにしへより今いまに至いたるまで、験しるしを得えずといふことなし。故かれ、俗くに人ひと、神かみの湯ゆと曰いふ。





１　安来市能義町のあたり。

２　野城社の祭神。

３　松江市大草町の国庁に隣接していた。黒田村は、黒田駅の旧所在地。松江市大庭町のあたり。

４　松江市宍道町佐々布のあたり。

５　松江市大庭町神魂神社のあたり。

６　『記』に「伊耶那岐命」、『紀』に「伊奘諾尊」とある。『出雲』では国土創成とは関わりのない神として登場する。

７　いとしい子、の意。

８　熊野大社の祭神。「出雲国造神賀詞」に「加夫呂伎熊野大神櫛御気野命」とある。

９　多くの鋤。国作りの作業をいう。

10　安来市大塚町のあたり。

11　父は大国主神、母は多紀理毗売命。

12　『延喜式』に「大和国葛上郡高鴨阿治須岐託彦根命神社」とある神社のこと。

13　松江市東忌部・西忌部から玉湯町のあたり。

14　古くは、有力豪族が各地を領有していた。

15　『延喜式』祝詞に収められている寿詞。出雲国造の新任にあたって大和に赴いて朝廷で奏上する。

16　動詞ホカフの連用形。寿詞を奏上すること。

17　潔斎をする時に用いる神聖な玉を作る所の意。

18　ここでは「忌玉」を作る部民が住んでいるところを指す。

19　現在の玉造温泉。

20　温泉の湧き出る場所が、潮の干満によって海に没したり露出したりするところのこと。

21　往来が続いて絶えないさま。『文選』南都賦に「駱駅繽紛」の李善注に「往来衆多貌」とある。

22　人々が集まってきて交易する市場。












　教けう昊かう寺じ１。山国の郷の中うちに有り。郡家の正ま東ひむがし二十五里一百二十歩。五いつ層こしの塔たふ２を建立たつ。僧ほふし３在あり。教けう昊かう僧ほふしの造つくる所ところなり。散位とね４大だい初そ位ゐの下しも５上かみの腹はらの首おびと押おし猪ゐが祖父おほぢなり。新しん造ざうの院ゐん一ひと所ところ６。山代郷の中うちにあり。郡こほりの家みやけの西北四里二百歩。厳ごん堂だう７を建立たつ。僧ほふし無なし。日ひ置おきの君きみ目め烈づらが造つくる所ところなり。出雲いずもの神かみ戸べの日ひ置おきの君鹿しか麻ま呂ろが父おやなり。新造の院一所。山代郷の中に有り。郡家の西北二里。教けふ堂だう８を建立たつ。住すむ僧ほふし一軀はしら。飯いひ石しの郡９の少すけの領みやつこ出雲の臣おみ弟おと山やま10が造つくる所なり。新造の院一ひと所ところ。山国の郷の中に有り。郡家の東南二十一里百二十歩。三み層こしの塔たふを建立たつ。山国の郷の人、日ひ置おき部べの根ね緒を11が造る所なり。


熊くま野のの大おほ社やしろ12

夜や麻ま佐さの社13

売め豆づ貴き社14

賀か豆つ比ひ乃の社15

由ゆ貴きの社16

加か豆つ比ひ乃の高たかの社17

都つ俾へ志し呂ろの社18

玉たま作つくり湯ゆの社19

野の城きの社20

伊い布ふ夜やの社21

支き麻ま知ちの社22

夜や麻ま佐さの社23

野の城きの社24

久く多た美みの社25

佐さ久く多たの社26

多た乃の毛もの社27

須す多たの社28

真ま名な井ゐの社29

布ふ弁べの社30

斯し保ほ弥みの社31

意お陀だ支きの社32

市いち原はらの社33

久く米めの社34

布ふ吾ご弥みの社35

宍しし道ぢの社36

野の代しろの社37

売め布ふの社38

狭さ井ゐの社39

同じき狭さ井ゐの高たか守もりの社40

宇う流る布ふの社41

伊い布ふ夜やの社42

由ゆ宇うの社43

布ふ自じ奈なの社44

同じき布ふ自じ奈なの社45

野の代しろの社46

佐さ久く多たの社47

意お陀だ支きの社48

前さきの社49

田た中なかの社50

詔のり門との社51

楯たて井ゐの社52

速はや玉たまの社53

石いは坂さかの社54

佐さ久く佐さの社55

多た加か比ひの社56

山やま代しろの社57

調つき屋やの社58

同じき社




以上かみの四十八所ところは、並ならびに神祇かみの官つかさに在り




宇う由ゆ比ひの社59

支き布ふ佐さの社60

毛も彌み乃の上かみの社61

那な富ほ乃の夜やの社62

支き布ふ佐さの社63

国くに原はらの社64

田た村むらの社65

市いち穂ほの社66

同じき市いち穂ほの社67

伊い布ふ夜やの社68

阿あ太だ加か夜やの社69

須す多たの下しもの社70

河か原はらの社71

布ふ宇うの社72

末ま那な為ゐの社73

加か和わ羅らの社74

笠かさ柄からの社75

志し多た備びの社76

食みけ師しの社77　以上かみの一十九所ところは、並ならびに神かみ祇官つかさに在らず







１　『出雲国風土記』の中で名前が分かっている唯一の寺院。

２　いわゆる五重塔。

３　公認の僧侶。

４　官職がなく位階だけあるもののこと。ここでは里長などの総称として用いている。

５　初位は初叙の位。大初位下は、位階三十階の中の二十八位。

６　寺号が決まっていない新しい寺。

７　荘厳に作られたお堂。

８　講堂のことか。諸注、厳堂の誤写かとする。

９　現在の雲南市。

10　天平十八（七四六）年に出雲国造となった人物。後出の飯石郡の署名に記された「少領出雲臣」と同一人物。

11　他に見えない人物。

12　『延喜式』に「熊野坐神社」とある。松江市八雲町に鎮座。

13　安来市広瀬町上山佐に鎮座する山狭神社。下山佐にも同社がある。

14　松江市雜賀町に鎮座する賣豆紀神社。

15　安来市広瀬町広瀬に鎮座する、富田八幡宮境内に鎮座する勝日神社。

16　松江市馬潟町に鎮座する由貴神社。

17　安来市広瀬町富田に鎮座する勝日高守神社。

18　安来市広瀬町広瀬に鎮座する都辨志呂神社。

19　松江市玉湯町玉造に鎮座する玉作湯神社。

20　安来市能義町に鎮座する野義神社。

21　松江市東出雲町揖屋に鎮座する揖夜神社。

22　松江市宍道町上来待に鎮座する来待神社。

23　既出、山狭神社。

24　既出、野義神社。

25　松江市西忌部町に鎮座する忌部神社。

26　松江市宍道町上来待に鎮座する佐久多神社。

27　安来市伯太町安田に鎮座する田面神社。

28　松江市東出雲町須田に鎮座する須多神社。

29　松江市山代町に鎮座する真名井神社。

30　安来市広瀬町布部に鎮座する布弁神社。

31　安来市伯太町井尻に鎮座する志保美神社。

32　安来市飯生町に鎮座する意多支神社。

33　松江市東出雲町上意東に鎮座する市原神社。

34　安来市伯太町横屋に鎮座する熊野神社（比婆山久米神社）か。

35　松江市八雲町熊野大社境内に合祀された伊邪那美神社か。

36　松江市宍道町白石に鎮座する石宮神社、もしくは松江市宍道町佐々布に鎮座する大森神社か。

37　松江市乃白町に鎮座する野白神社。

38　松江市和多見町に鎮座する賣布神社。

39　松江市宍道町白石に鎮座する佐為神社。

40　安来市西松井町に鎮座する出雲路幸神社。

41　松江市八雲町平原に鎮座する宇留布神社。

42　既出。揖夜神社。

43　松江市玉湯町玉造に鎮座する玉作湯神社。

44　松江市玉湯町布志名に鎮座する布志名大穴持神社。

45　同前。

46　既出、野白神社。

47　既出、佐久多神社。

48　既出、意多支神社。

49　松江市せ雲町熊野大社境内に鎮座する伊邪那美神社に合祀。

50　同前。

51　同前。

52　同前。

53　同前。

54　松江市せ雲町西岩坂に鎮座する磐坂神社。

55　松江市佐草町に鎮座するせ重垣神社、あるいは松江市大草町に鎮座する六所神社か。

56　松江市東津田町に鎮座する鷹日神社。

57　松江市古志原町に鎮座する山代神社。

58　松江市東出雲町下意東に鎮座する[image: ]陽神社。

59　松江市宍道町西来待に鎮座する宇由比神社。

60　安来市吉佐町に鎮座する支布佐神社。

61　松江市せ雲町東岩坂に鎮座する毛杜神社。

62　松江市せ雲町東岩坂に鎮座する那富乃夜神社。

63　既出、支布佐神社。

64　松江市せ雲町平原に鎮座する宇留布神社。

65　松江市せ雲町西岩坂に鎮座する田村神社。

66　松江市東出雲町上意東に鎮座する市穂神社。

67　同前。

68　既出。揖夜神社。

69　松江市東出雲町出雲郷に鎮座する阿太加夜神社。

70　松江市東出雲町須田に鎮座する須多神社。

71　松江市せ雲町東岩坂に鎮座する河原神社。

72　松江市玉湯町林に鎮座する布宇神社。

73　既出。真名井神社。

74　松江市せ幡町に鎮座する高良神社。

75　松江市せ雲町東岩坂に鎮座する笠柄神社。

76　松江市せ雲町西岩坂に鎮座する志多備神社。

77　安来市飯生町に鎮座する意多伎神社境内に鎮座する食師神社。












　長なが江え山やま１。郡こほりの家みやけの東南五十里。水みづ精とるたま２有あり。

　暑あつ垣がき山やま３。郡家の正東二十里八十歩。烽とぶひ４有り。

　高たか野の山やま５。郡家の正東一十九里。

　熊くま野の山やま６。郡家の正南一十八里。檜ひのき７・檀まゆみ８有り。所謂いはゆる熊くま野のの大おほ神かみの社、坐ます。

　久く多た美み山やま９。郡家の西南二十三里。社やしろ有り。

　玉たま作つくり山やま10。郡家の西南三十二里。社有り。

　神かむ名な樋び野の11。郡家の西北三里一百二十九歩。高たかさ八十丈つゑ、周めぐり六里三十二歩。東ひむがしに松まつ有り。三つの方かたは並びに茅ち12有り。

　凡すべて、諸もろもろの山やま野のに在ある所ところの草くさ木きは、麦門冬やますげ13、独活つちたら14、石いは斛くすり15、前胡のせり16、高かは梁ね薑くさ17、連いたち翹くさ18、黄精あまな19、百部根ほとづら20、貫おに衆わらび21、白朮をけら22、署やまつ預いも23、苦参くらら24、細みらの辛ねくさ25、商陸いをすき26、藁さは本そらし27、玄参おしくさ28、五さね味子かづら29、黄岑ひひらぎ30、葛くずの根ね31、牡ふかみ丹ぐさ32、藍漆やまあゐ33、薇わらび34、藤ふぢ35、李すもも36、檜ひのき37　字、或あるは梧に作る、杉すぎ38字、或は椙に作る、赤あか桐ぎり39、白あを桐ぎり40、楠くす41、椎しひ42、海榴つばき43　字、或は椿に作る、楊梅やまもも44、松まつ45、栢かへ46　字、或は榧に作る、蘗きはだ47、槻つき48。禽とり獣けものは、鵰わし、晨風はやぶさ字、或は隼に作る、山やま鶏どり、鳩はと、鶉うづら、鶬ひばり字、或は離黄に作る、鵄鴞づく横致に作る。悪しき鳥なり、熊くま、狼おほかみ、猪ゐ、鹿しか、兎うさぎ、狐きつね、飛鼯むささび字、或は[image: ]に作り、蝠に作る、獼猴さるの族やからあり。至いたりて繁さはにして、全くは題しるす可べからず。





１　安来市伯太町の永江山。

２　水晶。

３　安来市能義町の車山。

４　狼煙を上げるための軍事的施設。

５　松江市東出雲町と安来市広瀬町の境の京羅木山。

６　松江市東出雲町と安来市広瀬町の天狗山。熊野大社の旧鎮座地。

７　ヒノキ。

８　マユミ。弓の材にされた木。

９　松江市東忌部町にある山。

10　松江市玉湯町の花仙山。

11　松江市山代町の茶臼山。カムナビは神が降臨し鎮座する場所をいう。

12　チガヤ。

13　ユリ科のジャノヒゲ。薬草として用いられた。

14　セリ科のシシウド。薬用・食用。

15　ラン科のセッコク。薬用。

16　セリ科のノダケ。薬用。

17　ショウガ科のクマタケラン。薬用。

18　オトギリソウ科のトモエソウ。薬用。

19　ユリ科のナルコユリ。薬用。

20　ビャクブ科のビャクブ。薬用・害虫駆除。

21　オシダ科のヤブソテツ。薬用・害虫駆除。

22　キク科のオケラ。薬用。

23　ヤマイモまたはナガイモ。食用。

24　マメ科のクララ。薬用。

25　ウマノスズクサ科のウスバサイシン。薬用。

26　ヤマゴボウ科のヤマゴボウ。薬用。

27　セリ科のカサモチ。薬用。

28　ゴマノハグサ科のゴマノハグサ。薬用。

29　モクレン科のサネカズラ。薬用。

30　シソ科のコガネバナ。薬用。

31　マメ科のクズ。薬用・食用。

32　ボタン科のボタン。薬用。

33　未詳。タデ科のタデアイなどに擬する説がある。それによれば薬用と染料として利用された植物。

34　ウラボシ科のワラビ。食用。薬用。

35　マメ科のヤマフジ。

36　バラ科のスモモ。

37　ヒノキ。

38　スギ科のスギ。

39　トウダイグサ科のアブラギか。種子から油が採れる。

40　ゴマノハグサ科のキリ。材木。

41　クスノキ科のクスノキ。

42　ブナ科のシイ。

43　ツバキ科のツバキ。

44　ヤマモモ科のヤマモモ。

45　マツ科のアカマツ・クロマツ。

46　イチイ科のカヤ。

47　マツカゼソウ科のキハダ。薬用。

48　ケヤキ。












　伯は太た川がは１。源みなもとは仁に多たと意お宇うとの二つの郡の堺さかひなる葛かづ野の山やま２より出いで、流ながれて母も理り、楯たて縫ぬひ、安やす来きの三つの郷を経へて、入いり海うみ３に入いる。年魚あゆ４、伊い久ぐ比ひ５有り。

　山やか国くに川がは６。源みなもとは郡こほりの家みやけの東南三十八里なる枯うら見み山やま７より出で、北へ流れて伯太川に入る。

　飯いひ梨なし河がは８。源は三つ有り。一つの水源は仁に多た、大おほ原はら、意お宇うの三つの郡の堺なる田た原はら９より出で、一つの水源は枯見より出で、一つの水源は仁に多たの郡の玉たま嶺みね山やま10より出づ。三つの水みづ合あひて、北へ流れて入海に入る。年魚あゆ、伊い具ぐ比ひ有り。

　[image: ]つき陽や川がは11。源は郡家の正東一十里一百歩なる荻おぎ山やま12より出で、北へ流れて入海に入る。年魚有り。

　意お宇う河がは13。源は郡家の正南一十八里なる熊野山14より出で、北へ流れて入海に入る。年魚、伊具比有り。

　野の代しろ川がは15。源は郡家の西南一十八里なる須す我が山やま16より出で、北へ流れて入海に入る。

　玉たま作つくり川がは17。源は郡家の正西一十九里なる□志山18より出で、北へ流れて入海に入る。年魚有り。

　来き待まち川がは19。源は郡家の正西二十八里なる和わ奈な佐さ山やま20より出で、西へ流れて山やま田だの村むら21に至いたり、更さらに折をれて北へ流れて入海に入る。年魚有り。

　宍しし道ぢ川がは22。源は郡家の正西三十八里なる幡はた屋や山やま23より出で、北へ流れて入海に入る。魚いをなし。

　津つ間ま抜ぬきの池いけ24。周り二里四十歩。鳬たかべ、鴨かも25、[image: ]蔘せり26有り。

　真ま名な猪ゐの池27。周り一里。





１　安来市伯太町東部を流れる伯太川。

２　安来市伯太町と広瀬町の間にある山。

３　今の中海。

４　鮎。

５　コイ科のウグイ。

６　安来市の吉田川。

７　安来市伯太町の宇波山。

８　安来市を流れる飯梨川。

９　安来市広瀬町の三郡山。

10　仁多郡奥出雲町亀嵩の東の境にある玉峰山。

11　松江市東出雲町を流れる意東川。

12　松江市八雲町東岩坂の星上山。

13　松江市東部で中海に入る意宇川。

14　既出。

15　松江市西部で宍道湖に注ぐ忌部川。

16　松江市八雲町と雲南市大東町の境の八雲山。

17　玉造温泉を流れる玉湯川。

18　写本では「志山」。諸説あるが未詳。

19　松江市宍道町を流れて宍道湖に注ぐ来待川。

20　松江市宍道町上来待町和名佐の北の山。

21　松江市宍道町菅原。「村」は、国・郡・郷という律令の行政区画とは異なった地理的単位。文化的生活のまとまりを指す。

22　松江市宍道町を流れる佐々布川。宍道湖に注ぐ。

23　松江市宍道町上来待の南境にある丸倉山。

24　未詳。

25　カモ科のコガモ。

26　諸説あるが未詳。

27　松江市矢田町の蟹穴池。












　北は入いり海うみ１。

　門かど江えの浜はま２。伯耆ははきと出雲との二つの国の堺なり。東より西へ行く。

　粟あは島しま３。椎しひ、松まつ、多年木あはぎ４、宇おほ竹たけ５、真ま前さき６等どもの葛かづら有り。

　砥と神かみ島しま７。周り三里一百八十歩、高さ六十丈。椎、松、莘みらのねぐさ８、薺頭蒿おはぎ９、都つ波は10、師し太だ11等どもの草木有り。

　加か茂も島しま12。既すでに礒いそ13なり。

　子こ島しま。既に礒なり14。

　羽は島しま15。椿つばき、比ひ佐さ木ぎ16、多年あは木ぎ、蕨わらび、薺頭蒿おはぎ有り。

　塩しほ楯たて島しま17。蓼たで螺に子し18、永なが蓼たで19有り。

　野の代しろの海20の中に、蚊か島しま21あり。周り六十歩。中央まなかは涅くろ土つちにして、四方よもは並びに礒なり。中央に手た掬つか22許ばかりなる木一ひと株もと有るのみ。其その礒に螺に子し、海松みる23有り。

　茲ここより西にしの浜は、或は峻さ崛がしく24、或は平土たひらにして、並びに是れ、通かよひ道ぢ25の経ふる所なり。





１　中海と宍道湖を合わせた古代の呼称。

２　安来市東部門生から吉佐の浜。

３　鳥取県米子市彦名町の淡島。伯耆の国に属した。

４　未詳。

５　未詳。

６　マサキノカズラなどの蔓草。

７　安来市安来港の東北。今は陸続きになっている。

８　既出の「細辛」に同じ。

９　キク科のヨナメ。

10　キク科のツワブキ。食用。

11　ウラジロ科のウラジロ。

12　安来市の亀島。

13　全体が岩礁になっている。

14　未詳。

15　安来市飯島町の権現山。今は陸続きとなっている。

16　ノウゼンカズラ科のキササゲ。

17　松江市の大橋川に浮かぶ塩楯島。

18　巻き貝（ニシ貝）。

19　タデ科のヤナギタデ。薬用。

20　松江市乃木の湖岸のあたりの呼称。

21　宍道湖に浮かぶ嫁ヶ島。

22　手の一握り。

23　海藻。

24　高く険しい。

25　当時の公道。












　通かよひ道ぢ。

　国の東ひむがしの堺なる手て間まの剗せき１に通かよふ、三十一里一百八十歩。

　大おほ原はらの郡こほりの堺なる林はやし垣がきの峰みね２に通ふ、三十二里二百歩。

　出雲いづもの郡の堺なる佐さ雜さふの埼さき３に通ふ、三十二里三十歩。

　島しま根ねの郡の堺なる朝あさ酌くみの渡わたり４に通ふ、四里二百六十歩。

　前さきの件くだりの一つの郡こほり５は、入海の南にして、此こは則すなはち国くにのまつ廓りごとどの６なり。


郡こほりの司つかさ７主しゆ帳ちやう８

无む位ゐ海あまの臣おみ、无位出雲いづもの臣おみ

少すけの領みやつこ９従七位上勲十□等出雲臣

主まつり政ごとひと10外少初位上勲十□等11林臣

擬かりの主まつり政ごとひと无位出雲臣







１　現在の安来市伯太町にあった関所。剗は「令義解」職員令（大国条）によれば柵などを備えた関所。

２　松江市玉湯町から雲南市大東町に越える山。

３　宍道町佐々布と伊志見の間の山。

４　松江市大橋川河口の渡し場。

５　意宇郡を指す。この記述について、植垣節也は「風土記成立の過程の何らかの反映であろう」（新編全集本頭注）と述べている。

６　国庁。ただしこの本文校訂に関しては諸説あり、いまだ定説がない。

７　郡の役人。

８　郡の役人四等官「大領・少領・主政・主帳」の第四等官。文章起案などを職務とする。

９　郡の役人四等官「大領・少領・主政・主帳」の第二等官。郡の次官。

10　郡の役人四等官「大領・少領・主政・主帳」の第三等官。

11　写本に「勲業」とあり、古くから研究者を悩ませてきた。この問題を解決したのは、倉野本を精査した田中卓による発見。その説に従う。












　　　島しま根ねの郡こほり１

　合あわせて郷さと八、里こざと二十四。余あまり戸べ一、駅うま家や一。


朝あさ酌くみの郷。今いまも前さきに依よりて用もちゐる。

山やま口ぐちの郷。今も前に依りて用ゐる。

手た染しみの郷。今も前に依りて用ゐる。

美み保ほの郷。今も前に依りて用ゐる。

方かた結えの郷。今も前に依りて用ゐる。

加か賀がの郷。本もとの字まなは加々。

生いく馬まの郷。今も前に依りて用ゐる。

法ほほ吉きの郷。今も前に依りて用ゐる。以上かみの八、郷さと別ごとに里こざと三。

余あまり戸べの里。

千ち酌くみの駅うま家や。



　島根郡と号なづけし所以は、国引き坐しし八や束つか水みづ臣おみ津つ野のの命みこと２の詔のりたまひて、負おほせ給ふ名なり。故かれ、島根といひき。




　朝あさ酌くみの郷３。郡こほりの家みやけの正南一十里六十四歩。熊くま野のの大おほ神かみの命みこと４、詔のりたまひて、朝あさ御み餼けの勘かむ養かひ、夕ゆふ御み餼け５の勘かむ養かひ６に、五つの贄にへの緒を７の処ところを定め給ひき。故、朝酌と云ひき。

　山口郷８。郡家の正南四里二百九十八歩。須す佐さ能の袁をの命みこと９の御子、都つ留る支き日ひ子この命みこと10詔りたまひしく、「吾が敷き坐す11山口12の処ところ在なり」と詔りたまひて、故、山口と負せ給ひき。

　手た染しみの郷13。郡家の正東一十里二百六十四歩。天の下所造つくらしし大おほ神かみの命みこと14、詔りたまひしく、「此の国は、丁寧たし15に所造つくれる国在なり」と詔りたまひて、故かれ、丁寧たしと負おほせ給ひき。而しかして今の人猶なほ手た染しみの郷と謂いふのみ。即すなはち正倉みやけあり。

　美み保ほの郷16。郡家の正東二十七里一百六十四歩。天の下所造つくらしし大おほ神かみの命みこと、高こ志し国17に坐す神、意お支き都つ久く辰し為ゐの命みこと18の子、俾へ都つ久く辰し為ゐの命みこと19の子、奴ぬ奈な宜が波は比ひ売めの命みこと20に娶あひて、産うま令しめし神、御み穂ほ須す々す美みの命みこと21、是この神坐います。故かれ、美保といひき。

　方かた結えの郷22。郡家の正東二十里八十歩。須す佐さの袁をの命みことの御子、国くに忍おし別わけの命みこと23、詔のりたまひしく、「吾が敷しき坐す地くには、国くに形がた24宜えし」とのりたまひき。故かれ、方かた結えと云ひき。

　加か賀かの郷25。

　生いく馬まの郷26。郡家の西北一十六里二百九歩。神かむ魂むすひの命みこと27の御み子こ、八や尋ひろ鉾ほこ長なが依より日ひ子この命みこと28、詔りたまひしく、「吾あが御み子こ、平明やすらかにして憤いくまず」と詔りたまひき。故かれ、生いく馬まと云ひき。

　法ほほ吉きの郷29。郡家の正西一十四里二百三十歩。神魂命の御子、宇う武む賀か比ひひ売めの命みこと30、法ほほ吉き鳥どり31と化なりて飛び度り、此処ここに静まり坐しき。故、法吉と云ひき。

　余あまり戸べの郷。名を説とくこと、意お宇うの郡こほりの如ごとし。

　千ち酌くみの駅うまや32。郡家の東北一十九里一百八十歩。伊い差ざ奈な枳きの命みこと33の御み子こ、都つ久く豆つ美みの命みこと34、此処ここに坐す。然しかれば、則すなはち都つ久く豆つ美みと謂いふ可べきを、今の人猶なほ千ち酌くみと号なづくるのみ。





【島根郡】

１　島根半島の東部。

２　既出。

３　松江市朝酌町・福富町・大井町・大海崎町のあたり。

４　既出。

５　神の供える朝夕の食事。

６　神の食事に供える穂がついたままの稲。「かひ」は、穂先の意。

７　「にへ」は神に供える新穀。「緒」は「伴の緒」の「を」。一定の職についている部族的なまとまり。

８　松江市上東川津町をはじめとする地域。

９　既出。

10　他に見えない神。

11　領有する。

12　山と平地の境界に当たる出入り口。境界領域として神が祀られる場所。

13　松江市上宇部尾町から美保関町のあたり。

14　既出。出雲国を代表する神。

15　確かに、充分に、の意。

16　松江市美保関町。島根半島の東端。

17　既出。今の北陸地方の国を指す。

18　他に見えない神。

19　他に見えない神。

20　『記』に、八千矛神が求婚に出かけたと伝える高志の国の沼河比売と同神であろう。

21　美保社に鎮座する神。

22　松江市美保関町の七類のあたり。

23　方結社に鎮座する神。

24　国の地形。

25　この郷の由来記事、底本の細川家本では脱落している。万葉緯本などに記された加賀郷由来記事は、近世になって補訂されたとする平野卓治説に従い、脱落のままとする。なお、万葉緯本の記述は以下の通り。「加賀郷郡家北西二十四里一百六十歩佐賀地賣命闇岩屋哉詔金弓以射給時光加加明也故云加加」。

26　松江市西生馬町・東生馬町のあたり。

27　『記』の造化三神、神産巣日神と同神か。

28　他に見えない神。

29　松江市法吉町のあたり。

30　『記』の蛤貝比売と同神。『記』では、大穴牟遅神が兄弟の八十神の迫害を受けて殺害された時、[image: ]きさ貝比売とともに大穴牟遅神を蘇生させたとある。

31　ウグイス。

32　松江市美保関町千酌・笠浦などのあたり。なお、底本巻末訳の記述では「一十七里一百八十歩」とある。

33　既出。

34　他に見えない神。










大おほ埼はしの社やしろ１

太おお埼はし川のか辺はべの社２

朝あさ酌くみの下しもの社３

努ぬ那な弥みの社４

椋くら見みの社５　以上四十五所６、並びに神かみ祇官つかさに在らず。







１　松江市島根町大芦に鎮座する大埼神社。

２　松江市島根町大芦に鎮座する大埼川邊神社。

３　松江市朝酌町に鎮座する多賀神社。

４　松江市島根町野波に鎮座する奴奈弥神社。

５　松江市新庄町に鎮座する久良彌神社。

６　底本では神社記載に脱落があり、倉野本では貼紙に神社名を記し補訂している。諸注釈はこの補訂に従って脱落を補っている。それによって補われたのは、以下の通りである。なお、この本文脱落については、関和彦「『出雲国風土記』の完本性」、内田賢徳「『出雲国風土記』本文について」などの詳しい研究がある。【補われた社】布自伎弥社・多気社・久良弥社・同波夜都武志社・川上社・長見社・門江社・横田社・加賀社・尓佐社・尓佐加志能為社・法吉社・生馬社・美保社（以上は神祇官に在る社）　大井社・阿羅波比社・三保社・多久社・[image: ][image: ]社・同[image: ][image: ]社・質留比社・方結社・玉結社・川原社・虫野社・持田社・加佐奈子社・比加夜社・須義社・伊奈須美社・伊奈阿気社・御津社・比津社・玖夜社・同玖夜社・田原社・生馬社・布奈保社・加茂志社・一夜社・小井社・加都麻社・須衛久社・朝酌社（以上は神祇官にない社）












　布ふ自じ枳き美みの高たか山やま１。郡こほりの家みやけの正南七里二百一十歩。高さ二百七十丈つゑ、周めぐり一十里２。烽とぶひ有り。

　女め岳だけ山やま３。郡家の正南二百三十歩。

　蝨むし野の４。郡家の西南三里一百歩。樹木き无なし。

　毛も志し山やま５。郡家の正北一里。

　大おほ倉くら山やま６。郡家の東北九里一百八歩。

　糸いと江え山やま７。郡家の東北二十六里三十歩。

　小を倉ぐら山やま８。郡家の正東二十四里一百六十歩。

　凡すべて諸もろもろの山に在る所の草木は、白朮をけら、麦門冬やますげ、藍漆やまあゐ、五さね味子かづら、苦参くらら、独活つちたら、葛くずの根ね、署やまつ預いも、卑おに解ところ９、狼毒やまくさ10、杜はひ仲まゆみ11、芍えびす薬くすり12、柴胡のぜり13、百部根ほとづら、石いは斛くすり、藁さは本そらし、藤ふぢ、李すもも、赤あか桐ぎり、白あを桐ぎり、海柘榴つばき、楠くす、楊やまもも、松まつ、栢かへなり。禽とり獣けものは、鷲わし字を或は鵰に作る、隼はやぶさ、山やま鶏どり、鳩はと、雉きぎし、猪ゐ、鹿しか、猿さる、飛鼯むささび有り。

　水み草くさ河がは14。源みなもとは二つ。一つの水源は郡家の北三里一百八十歩毛も志し山やまより出いで、一つの水源は郡家の西北六里一百六十歩同じき毛志山より出づ。二つの水合あひて南へ流れて、入いり海うみ15に入いる。鮒ふな有り。

　長なが見み川16。源は郡家の東北九里一百八十歩なる大おほ倉くら山やまより出で、東へ流る。

　大おほ鳥とり川17。源は郡家の東北一十二里一百一十歩なる墓はか野の山18より出で、南へ流る。二つの水合ひて東へ流れて、入海に入る。

　野の浪なみ川19。源は郡家の東北二十六里三十歩なる糸いと江え山より出で、西へ流れて大おほ海うみ20に入る。

　加か賀が川21。源は郡家の正北二十四里一百六十歩なる小を倉ぐら山より出で、北へ流れて大海に入る。

　多久川22。源は郡家の西北二十四里なる小倉山より出で、西へ流れて秋あき鹿か郡こほり佐さ太だの水みづ海うみに入る。以上かみの六むつの川は、並びに魚うを无なし。少さ々さ川がは23なり。

　法ほほ吉きの坡つつみ24。周り五里、深さ七尺許ばかり。鴛鴦をし、鳬たかべ、鴨かも、鮒ふな、須す我が毛も25有り。夏の節ときに当あたりて尤もとも美うまき菜な在り。

　前さき原はらの坡26。周り二百八十歩。鴛鴦、鳬、鴨等どもの類たぐひ有あり。

　張はり田たの池いけ27。周り一里三十歩。

　匏ひさごの池28。周り一里一百一十歩。蔣まこも29生おふ。

　美み能の夜やの池30。周り一里。

　口くちの池31。周り一百八十歩。蔣、鴛鴦有り。

　敷しき田たの池32。周り一里。鴛鴦有り。





１　松江市東部の嵩山。

２　「一十里」は底本による。ただし、服部旦の実測によれば「二十里」が正しいという。

３　所在については諸説ある。

４　松江市西持田町和田上・和田下のあたり。

５　松江市坂本町の澄水山。

６　松江市枕木町の枕木山。

７　枕木山島根町三坂山。

８　松江市島根町の大平山。

９　ヤマイモ科のトコロ。食用。薬用。

10　未詳。

11　ニシキギ科のマサキ。薬用。

12　未詳。

13　セリ科のミシマサイコ。薬用。

14　朝酌川の上流での名称。

15　朝酌川が注ぐあたりは古代では宍道湖の一部だった。

16　松江市の長海川。

17　以前は長見川の支流だった川。

18　松江市美保関町の忠山。

19　松江市の里路川。

20　日本海。

21　松江市の澄水川。

22　松江市の講武川。

23　小川。

24　松江市内中原町から法吉町のあたり。

25　未詳。

26　松江市大海崎町のあたり。

27　松江市西生馬町の半田池。

28　松江市浜佐田町の柄杓池。

29　イネ科のマコモ。

30　未詳。

31　未詳。

32　未詳。












　南は入いり海うみ１。西より東へ行く。

　朝あさ酌くみの促せ戸と２。東ひむがしに通かよひ道ぢ３有あり、西に平原はら在あり、中央まなかは渡わたりなり。筌うへ４を東ひむがし西にしに亘わたし、春はる秋あきに入れ出いだす。大おほき小ちき雑くさぐさの魚うを、臨時ときに来き湊あつまりて、筌うへの辺ほとりに[image: ]はしり騃おどろき５、風を圧おし水を衝つく。或あるは筌うへを破壊やぶり、或は[image: ]あみ６を裂破さく。是ここに捕とらゆる大おほき小ちき雑くさぐさの魚うをに、浜はま譟さわがしく家いえ闐にぎはひ、市いち人びと四よもより集つどひ、自おのづ然から廛いちくら７を成なす。茲ここより東に入り、大おほ井ゐの浜に至る間あひだ、南と北と二つの浜は、並びに白しろ魚をを捕とる。水深し。

　朝あさ酌くみの渡わたり８。広さ八十歩許ばかり。国くにのまつ庁りごとどのより海辺に通ふ道なり。

　大おほ井ゐの浜９。海鼠こ10、海松みる有り。又また、陶すゑ器もの11を造る。

　邑おほ美みの冷水しみづ12。東と西と北は山。並びに嵯さ峨がしく13、南は海澶漫ひろく14、中央まなかは鹵かた15にして、[image: ]いずみ磷々きよし16。男をのこも女をみなも老おいたるも少わかきも、時々に叢集つどひて17、常つねに燕会うたげ18する地ところなり。

　前さき原はらの埼さき19。東と西と北は並びに[image: ][image: ]さがしく20、下は陂つつみ有り。周めぐり二百八十歩、深さ一丈五尺許ばかり。三つの辺ほとりは草木、自おのづから涯きしに生おふ。鴛鴦をし、鳬たかべ、鴨かも、随ときの時まにまに常つねに住すむ21。陂つつみの南は海なり。陂と海との間あひだの浜、東西の長さ一百歩、南北の広さ六歩。肆ならべる22松蓊鬱しげり23、浜鹵なぎさ淵ふかく澄すむ。男をとこも女をみなも随ときの時まにまに叢會つどひ、或あるは愉樂たのしみて帰り、或は耽遊ふけりて24皈かへるを忘わする。常つねに燕喜うたげする地ところなり。

　[image: ][image: ]たこ嶋しま25。周めぐり一十八里さと一百歩あし、高さ三丈つゑ、古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、出雲いづもの郡こほり杵き築づきの御み埼さき26に[image: ][image: ]たこ在あり。天あめの羽は合あひ鷲わし27掠とり持もち飛燕とび来きて、此この嶋に止とどまりき。故かれ、[image: ][image: ]たこ嶋しまと云いひき。今の人、猶なほし誤あやまりて栲たく嶋しまと号なづくるのみ。土地つち豊沃こえたり。西の辺へに松二ふた株もとあり。以この外ほか、茅ち、莎くく28、薺頭蒿おはぎ、蕗ふふき等どもの類たぐひ、生おひ靡なびく。即すなはち、牧むまき29有り。陸くがを去さること三里。

　蜈蚣むかで嶋しま30。周り五里一百三十歩、高さ二丈。古ふる老おきなの伝へて云いはく、[image: ][image: ]たこ嶋しまに有ありし[image: ][image: ]たこ、蜈蚣むかでを食くひ来て、此この島しまに止とどまり居をりき。故かれ、蜈蚣むかで嶋しまと云いひき。東の辺へに神かむつ社やしろ31あり。以この外ほかは皆こと悉ごとに百おほみ姓たから32の家なり。土体つち豊沃こえ、草木扶蔬しげりて33、桑くは、麻あさ豊富ゆたかなり。此こは所謂いはゆる嶋の里34是これなり。津つを去ること二里一百歩。此この嶋より、伯耆ははきの国郡内くぬちの夜よ見みの嶋35に達いたるまで、盤石いは二里さと許ばかり、広ひろさ六十歩あし許ばかり、馬うまに乗のり猶なほ往来かよふ。塩しほ満みつ時は、深さ二尺さか五寸き許ばかり、塩しほ乾ふる時は、已すでに陸地くがのごとし。

　和わ多た々だ嶋36。周り三里二百二十歩。椎しひ、海石榴つばき、白あを桐ぎり、松まつ、芋いへつ菜いも37、薺頭蒿おはぎ、蕗ふふき、都つ波は、猪ゐ、鹿しか有り。陸くがを去る、渡わたり十歩。深ふかき浅あさきを知らず。

　美み佐さ嶋38。周り二百六十歩、高さ四丈つゑ。椎しひ、橿かし39、茅ち、葦あし40、都つ波は、薺頭蒿おはぎ有り。

　戸と江えの剗せき41。郡家の正東二十里一百八十歩。嶋に非あらず。陸く地がの浜はまのみ。伯耆ははきの郡内くぬちの夜よ見みの嶋しまに相あひ向むかはむ間ほどなり。

　栗くり江えの埼さき42。夜よ見みの嶋に相あひ向むかふ。促せ戸と43の渡わたり、二百一十六歩あし。埼さきの西は、入いり海うみの堺さかひ44なり。

　凡すべて、南の入いり海うみ在あるところの雜くさぐさの物ものは、入いる鹿か45、和わ尓に46、鯔なよし47、須す受ず枳き48、近この志し呂ろ49、鎮ち仁に50、白しろ魚を51、海鼠こ52、鰝鰕えび53、海松みる54等どもの類たぐひ、至いたりて多さはにして。名なを尽つくすべからず。





１　中海。

２　松江市矢田町のあたり。促戸は両岸が迫っていて狭く流れの速い場所。海峡のこと。

３　当時の公道。既出。

４　竹を編んだ漁具。

５　魚が勢いよく跳ねるさま。『文選』西京賦に例がある。訓は日御碕本による。

６　底本「製日鹿」とあり、意味が通じない。「[image: ]」の誤写とする新編全集本に従う。漁網。

７　商いをする店。

８　既出の朝酌の促戸の東にあった公用の渡し。

９　松江市大井町の浜。

10　ナマコ。食用。

11　この付近には古代の須恵器窯跡が多く存在している。

12　松江市大海崎町の清水。

13　高く険しいさま。

14　広く大きいさま。『文選』西京賦に「澶漫靡迤」とある。

15　塩分を含んだ地。

16　水の中で石が輝くさま。清らかな流れの描写。「磷々」は『文選』に例がある。

17　人々が集うさま。「叢集」は『文選』景福殿賦に例がある。

18　酒宴を催すこと。

19　松江市大海崎町の海岸。「まえはら」と訓んで、別の場所とする説もある。

20　険しいさま。『文選』上杯賦に例がある。

21　その時期ごとに、常に住んでいる、の意。

22　つらなる。

23　おいしげるさま。『文選』南都賦に例がある。

24　楽しみに夢中になるさま。

25　中海の大根島。「[image: ][image: ]」は蛸。

26　島根半島西端の日御碕。

27　羽根の大きな鷲。

28　カヤツリグサ科のハマスゲ。

29　牧場。

30　中海の江島。

31　[image: ][image: ]の社。

32　一般民衆。

33　草木が茂るさま。

34　郡郷制度の里ではないと思われる。集落の意であろう。

35　米子市北部の弓ヶ浜。古代は島であった。

36　松江市美保関町の和田多鼻。

37　サトイモ科のサトイモ。

38　和田多鼻の東南方の和名鼻。

39　ブナ科のカシ。

40　イネ科のアシ。

41　松江市美保関町森山の西南の岸のサルガ鼻のあたり。

42　松江市美保関町森山南方の岡鼻か。

43　前出、朝酌の促戸の渡参照。

44　中海と日本海の堺。

45　イルカ科のイルカ。

46　既出。サメのこと。

47　ボラ科のボラ。

48　スズキ科のスズキ。

49　ニシン科のコノシロ。

50　タイ科のクロダイ（チヌ）。

51　シラウオ。

52　既出。。

53　エビ。

54　既出。












　北は大おほ海うみ。埼さきの東１は、大海の堺さかひなり。猶なほ西より東へ行く。

　鯉こひ石いし嶋２。海藻にきめ３生おふ。

　大おほ嶋しま４。礒いそ５なり。

　宇う由ゆ比ひの浜６。広さ八十歩あし。志毘魚しび７を捕とる。

　盗ぬす道みぢの浜８。広さ八十歩。志毘魚を捕る。

　澹た由ゆ比ひの浜９。広さ五十歩。志毘魚を捕る。

　加か努ぬ夜やの浜10。広さ六十歩。志毘魚を捕る。

　美み保ほの浜11。広さ一百六十歩。西に神かむつ社やしろ有り。北に百おほみ姓たからの家いへあり。志毘魚を捕る。

　美み保ほの埼さき12。周めぐりの壁きし13、峙さ[image: ]がしき定岳14。

　等と々ど嶋15。禺と々ど16、当いたり住すめり。

　土つち嶋17。礒いそなり。

　久く毛も等との浦うら18。広さ一百歩。東より西へ行く。十の船泊はつ19べし。

　黒くろ嶋20。海藻にきめ生おふ。

　這はふ田たの浜21。長さ二百歩あし。

　比ひ佐さ嶋22。紫むらさき菜のり23、海藻にきめ生おふ。

　長嶋24。紫菜、海藻生ふ。

　比ひ売め嶋25。礒いそなり。

　結ゆひの嶋しま門と26嶋。周り二里さと三十歩、高さ一十丈つゑ。松、薺頭蒿おはぎ、都つ波は有り。

　御み前さきの小嶋27。礒なり。

　質しち留る比ひの浦うら28。広さ二百二十歩。南に神かむつ社やしろあり。北に百おほみ姓たからの家いへあり。三十の船泊つべし。

　久く宇う嶋29。周り一里三十歩、高さ七尺さか。椿つばき、椎しひ、白朮をけら、小竹しの、薺頭蒿おはぎ、都つ波は、茅ち有あり。

　加か多た比ひ嶋30。礒いそなり。

　船ふな嶋31礒なり。

　屋や嶋32。周り二百歩、高二十丈つゑ。椿、松、薺頭蒿有り。

　赤あか嶋33。海藻にきめ生おふ。

　宇う気け嶋34。前さきに同じ。

　黒くろ嶋35。前に同じ。

　粟あは嶋36。周り二百八十歩、高さ一十丈つゑ。松、芋いへついも、茅、都波有り。

　玉たま結えの浜37。広さ一百八十歩。碁ご石いし38有り。東の辺へに唐から砥と39有り。又また、百おほみ姓たからの家在あり。

　小こ島40。周り二百四十歩、高さ一十丈つゑ。松、茅、薺頭蒿おはぎ、都つ波は有り。

　方かた結えの浜41。広さ一里八十歩。東と西に家有り。

　勝かつ間まの埼さき42。二つの窟いはや43有り。一つは高さ一丈つゑ五尺さか、裏うちの周り一十八歩、一つは高さ一丈五尺、裏の周り二十歩。

　鳩はと嶋44。周り一百二十歩、高さ一十丈。都波、苡おほばこ45有り。

　鳥とり嶋46。周り八十二歩、高さ一十五丈。鳥の栖す有り。

　黒くろ嶋47。紫むらさき菜のり、海藻にきめ生ふ。

　須す義がの浜48。広さ二百八十歩。

　衣きぬ嶋49。周り一百二十歩。高さ五丈つゑ。中を鑿うがち50、南北に船猶なほ往来かよふ。

　稲いな上あげの浜51。広さ一百六十二歩。百おほみ姓たからの家いへ有り。

　稲いな積づみ嶋52。周り四十八歩、高さ六丈。松の木に鳥の栖す有り。中なかを鑿うがち、南北に船猶なほ往来かよふ。

　大おほ嶋53。礒いそなり。

　千ち酌くみの浜54。広さ一里六十歩。東に松林有り。南の方かたに駅うま家や55、北の方に百おほみ姓たからの家いへ、郡こほりの家みやけの東北一十七里一百八十歩。此は所謂いはゆる隠お岐きの国に度わたる津つ是これなり。

　加か志し嶋56。周り五十六歩、高さ三丈。松有り。

　赤あか嶋57。周り一百歩、高さ一丈六尺さか。松有り。

　葦あし浦うらの浜58。広さ一百二十歩。百姓の家有り。

　黒くろ嶋59。紫むらさき菜のり、海藻にきめ生おふ。

　亀かめ嶋60。前さきに同じ。

　附つき嶋61。周り二里一十八歩、高さ一丈。椿つばき、松、薺頭蒿おはぎ、茅ち、葦あし、都つ波は有り。其その薺頭蒿は、正月元日に生ひ、長さ六寸きなり。

　蘇そ嶋62。紫菜、海藻生ふ。中を鑿うがち、南北に船猶なほ往来かよふ。

　真ま屋や嶋63。周り八十六里、高さ五丈。松有り。

　松まつ嶋64。周り八十歩、高さ八丈。松林有り。

　立たて石し嶋65。礒いそなり。

　瀬せ埼ざき66。礒なり。所謂いはゆる瀬埼の戍まもり67、是これなり。

　野の浪なみの浜68。広さ二百八歩69。東の辺へ70に神かむつ社やしろ71有り。又また、百姓の家あり。

　鶴つる嶋72。周り二百一十歩、高さ九丈。松有り。

　間ま嶋73。海藻にきめ生ふ。

　毛も都つ嶋74。紫菜、海藻生ふ。

　川く来き門どの大おほ浜はま75。広さ一里百歩。百姓の家有り。

　黒嶋76。海藻有り。

　小を黒ぐろ嶋77。海藻生ふ。





１　栗江の埼。

２　今は沈下してしまい定かでない。

３　コンブ科のワカメ。

４　今は沈下してしまい定かでない。

５　岩礁。

６　松江市美保関町の宇井浜。

７　サバ科のマグロ。

８　未詳。松江市美保関町福浦のあたりかという。

９　松江市美保関町の長浜。

10　松江市美保関町の海崎。

11　松江市美保関町の浜。

12　松江市美保関町地蔵崎。

13　断崖絶壁。

14　諸注釈書、『爾雅』釈丘「左沢定丘」の疏により解釈しているが、従いがたい。難訓。

15　地蔵崎沖の、沖の御前島。

16　アシカ科のトド。

17　地蔵崎沖の、地の御前島。

18　松江市美保関町雲津浦の海岸。

19　十隻の船が停泊できる。の意。

20　松江市美保関町雲津の小青島。

21　松江市美保関町諸喰法田の法田浜。

22　松江市美保関町諸喰法田の平島。

23　アサクサノリなどウシケノリ科の海藻を指す。

24　松江市美保関町諸喰法田の松島。

25　法田海上にある市明島。

26　法田湾北方の青木島。「島門」は島と島との狭い海峡のこと。

27　諸説ある。

28　美保関町七類の浦。

29　七類湾の沖にある九島。

30　九島の東にある片島。

31　九島北の船島。

32　九島西の八島。

33　九島の西の赤島。

34　諸説ある。

35　松江市美保関町七類の沖にある大黒島。

36　松江市美保関町七類の青島。

37　松江市美保関町玉結の海岸。

38　囲碁に使用する石。

39　砥石。粗砥に使う砂岩。

40　玉結湾内の中島。

41　松江市美保関町片江の海岸。

42　美保関町片江と菅浦の間の岬。

43　現在も存在している。

44　松江市美保関片江と菅浦の沖にある蜂巣島。

45　オオバコ科のオオバコ。薬用。

46　松江市美保関町菅浦の鬼島。

47　鬼島北の大黒島。

48　松江市美保関町菅浦の浜。

49　菅浦湾の鞍島。服部旦は、ここに本文の乱れがある可能性を指摘している。

50　浅い場所を掘り下げた水路（服部旦説）。

51　美保関町北浦の稲積の浜。

52　北浦の奈倉鼻（服部旦説）。

53　諸説ある。服部旦によれば、前出の稲積嶋と順序が入れ替わっている可能性があるという。

54　松江市美保関町千酌の浜。

55　千酌の駅。

56　千酌浦北西の笠浦湾にある笠島（白カスカ島）。

57　白カスカ島北の黒カスカ島。

58　松江市美保関町笠浦の浜。

59　笠浦の津ノ和鼻北方の黒島。

60　笠浦北のサザエ島。

61　松江市島根町野井の築島。

62　築島西南の小島。

63　築島の北にある横島。

64　松江市島根町瀬崎北方の松島。

65　松島南方の楯島か。

66　松江市島根町野波の瀬崎。

67　辺境防衛のための軍事施設。

68　松江市島根町野波の浜。

69　服部旦の実測によれば一里二百八歩であるという。

70　現地の実際では北に当たる。服部旦によれば、当地の地理的環境によって方位感覚がずれているという。

71　努那弥社。

72　松江市島根町多古沖泊の東北にある大鶴島。

73　鶴島の西、間島か。

74　松江市島根町多古鼻の西の六ッ島。

75　松江市島根町加賀の浜。

76　野波浦と加賀の浜の間にある沖黒島。

77　野波の白滝鼻西方のオグリ島。












　加か賀かの神かむ埼さき１。窟いはや有り。高さ一十丈つゑ許ばかり。周り五百二歩あし許ばかり。東と西と北は通かよふ。所謂いはゆる佐さ太だの大おほ神かみ２の産生あれましし処ところなり。産生あれまさむ時ときに臨のぞみて、弓ゆみ箭や３亡うせ坐ましき。その時、御み祖おや４神かむ魂むすひの命みこと５の御み子こ、枳き佐さ加か比ひ賣めの命みこと６、願ねぎたまひしく、「吾あが御み子こ、麻ま須す羅ら神がみ７の御み子こに坐まさば、亡うせし弓ゆみ箭や出いで来こ」と願ねぎ坐ましき。その時、角つのの弓ゆみ箭や８、水みづの随まにまに流れ出いづ。その時、弓を取りて詔のりたまひしく９、「此こは、弓ゆみ箭やに非あらず」と詔のりたまひて、擲なげ廃うて給たまふ。又また、金かねの弓ゆみ箭や10流ながれ出いで来く。即すなはち、待まち取とらし坐まして、「闇鬱くらき窟いはやなるかも」と詔のりたまひて、射い通とほし坐ましき。御み祖おや支き佐さ加か比ひ賣めの命みことの社やしろ、此処ここに坐います。今の人、是この窟いはやの辺ほとりを行く時に、必かならず声こゑ磅[image: ]とどろかして11行ゆく。若もし密ひそかに行ゆかば12、神現あらはれて、飄風つむじ13起おこり、行く船は必ず覆くつがへる。

　御み嶋14。周り二百八十歩。高さ一十丈。中は東と西に通かよふ。椿つばき、松まつ、栢かへ有り。

　葛かづら嶋15。周り一里一百十歩、高さ五丈つゑ。椿、松、小竹しの、茅ち、葦あし有り。

　櫛くし嶋16。周り二百四十歩、高さ一十丈。松林有り。

　許こ意お嶋17。周り八十丈、高さ一十丈。茅ち沢さは18、松林有り。

　真ま嶋19。周り一百八十歩、高さ一十丈。松有り。

　比ひ羅ら嶋20。紫むらさき菜のり、海藻にきめ生おふ。

　黒くろ嶋21。前さきに同じ。

　名な嶋22。周り一百八十歩、高さ九丈。松有り。

　赤あか嶋23。紫菜、海藻有り。

　大おほ崎さきの浜24。広さ一里一百八十歩。西北に百おほみ姓たからの家いへ有り。

　須す々す比ひの埼さき25。白朮をけら有り。

　御み津つの浜26。広さ二百八歩。百姓の家有り。

　三み嶋27。海藻にきめ生おふ。

　虫むし津つの浜28。広さ一百二十歩。

　手た結えの埼さき29。浜辺は二つの檜ひ有り。窟いはやは高さ一丈、裏うちの周り三十歩。

　手結の浦30。広さ四十二歩。船二つ許ばかり泊はつべし。

　久く宇う嶋31。周り一百卅歩、高さ七丈。松有り。

　凡すべて、北の海に捕とる雜くさぐさの物は、志し毗び32、朝あさ[image: ]ふぐ33、沙さ魚め34、烏賊いか35、[image: ][image: ]たこ36、鮑魚あはび37、螺さざえ38、蛤貝うむき39字を或は蚌菜に作る、棘甲蠃うに40字を或は石經子に作る、甲蠃かせ41、蓼螺子にし42字を或は螺子に作る、螺蠣子かき43、石華せ44字を或は蠣、犬脚に作る。或は土曠、犬脚は、勢せなり、白貝おふ45、海藻にきめ、海松みる、紫むらさき菜のり、凝海菜こるもは46等どもの類たぐひ、至りて繁さはにして、称なを尽つくすべからず。





１　松江市島根町加賀の北にある岬。加賀の潜戸（くけど）。

２　秋鹿郡佐太御子社に鎮座する神。

３　弓矢。

４　祖先神。

５　既出。出雲国において広く信仰されている神である。

６　底本に「枳佐賣命」「枳佐加地賣命」とあり、神名表記の混乱がみられる。異称とも考えられるが、古典大系本の校訂に従う。『記』に登場する「キサカヒヒメ」と同神と考えられる。「キサカヒ」は赤貝のこと。

７　勇猛な男性神。

８　矢じりや矢筈を獣の骨で作った弓矢。

９　底本「所子詔子」とあり、本文が乱れている。「取弓詔」と訂す。

10　矢じりや矢筈を金属で作った弓矢。

11　雷鳴のように声を響かせて、の意。

12　この窟の側を通る時のタブー。すぐ後に記されているように、黙って通過すると船が転覆する禍が降りかかってくる。それを避けるために声を響かせて通過するのである。

13　疾風。

14　松江市島根町加賀浦の西にあったという島。

15　松江市島根町加賀湾の桂島。

16　桂島の東の櫛島。

17　桂島の西北の栗島。

18　茅の群生している沢。

19　桂島西北の馬島。

20　桂島の西の平島。

21　桂島西の黒島。

22　松江市島根町大芦の沖の二つ島。

23　桂島西南の赤島。

24　松江市島根町大芦の浜。

25　大芦浦北の岬。

26　松江市鹿島町御津の浜。

27　御津浦の沖にある小島。

28　松江市鹿島町片句の浜。

29　松江市鹿島町手結浦北方の犬堀鼻。

30　松江市鹿島町手結の浜。

31　手結浦西の寺島。

32　既出。サバ科のマグロ。

33　未詳。フグの一種か。

34　サメ（鮫）。

35　イカ。

36　既出。タコ。

37　アワビ。

38　サザエ。

39　ハマグリ。

40　ウニ。

41　ウニの一種。

42　ニシ貝の一種か。

43　カキ。

44　カメノテやフジツボの類。

45　貝の一種。

46　テングサ。












　通かよひ道ぢ。

意お宇うの郡こほり朝あさ酌くみの渡に通ふ、一十里二百二十歩あしの中、海うみ八十歩。

秋あき鹿かの郡こほりの堺さかひなる佐さ太だの橋はし１に通ふ、一十五里八十歩。

隠お岐きの渡わたり、千ち酌くみの駅うま家やの湊みなとに通ふ、一十七里一百八十歩。


郡こほりの司つかさ主しゆ帳ちやう無む位ゐ出雲いづもの臣おみ

大おほ領みやつこ外正六位下社こそ部べの臣おみ

少すけの領みやつこ外従六位上社こそ部べの石いはの臣おみ２

主まつり政ごとひと従六位下勳十□等蝮たぢひの朝臣あそみ







１　佐太川に架かっていた橋。

２　底本「社接石若」とある。









　　　秋あき鹿かの郡こほり１

　合せて郷さと四、里こざと十二。神かむ戸べ一。


恵曇ゑともの郷。本もとの字まなは恵伴。

多た太だの郷。今いまも前さきに依よりて用もちゐる。

大おほ野のの郷。今も前に依りて用ゐる。

伊い農ぬの郷。本の字は伊努。以上かみの四、郷別ごとに里こざと三。

神かむ戸べの里。



　秋あき鹿かと号なづけし所以ゆゑは、郡こほりの家みやけの正北、秋あき鹿か日ひ女めの命みこと２坐います。故かれ、秋あき鹿かと云ひき。





【秋鹿郡】

１　島根半島の中央部。

２　他に見えない神。









　恵曇ゑともの郷１。郡こほりの家みやけの東北九里四十歩あし。須す作さ能の乎をの命みことの御み子こ、磐いは坂さか日ひ子この命みこと２、国くに巡行めぐり３坐ましし時、此処ここに至いたり坐まして詔のりたまひしく、「此処ここは、国くに稚わかく４美好うるはしく有あり。国くに形がた５画ゑ鞆とも６の如ごときかも。吾あが宮みやは是処ここに造事つくる」とのりたまひしく。故かれ、恵ゑ伴ともと云ひき。神じん亀き三年、字を恵曇と改あらたむ。

　多た太だの郷７。郡家の西北五里一百廾歩。須す佐さ能の乎をの命みことの御み子こ、衝つき杵ほこ等と乎を与よ留る比ひ古この命みこと８、国くに巡行めぐり坐ましし時、此処ここに至いたり坐まして詔のりたまひしく、「吾あが御み心こころ、照明あかく正真ただしく成なりぬ。吾あは此処ここに静しづまり坐まさむ９」と詔のりたまひて静しづまり坐ましき。故かれ、多た太だと云いひき。

　大おお野ほの郷10。郡家の正西一十里廾歩。和わ加か布ふ都つ努ぬ志し能の命みこと11、御み狩かり為し坐ましし時、即すなはち郷さとの西の山に、待まち人ひと12を立たて給たまひて、猪犀ゐを追おひて、北の方かたに上のぼりたましひしに、阿くま内うちの谷たに13に至いたりて、其その猪ゐの跡あと14亡失うせき。その時、詔のりたまひしく、「自おのづ然からなるかも。猪ゐの跡あと亡失うせき」と詔のりたまひしく。故かれ、内うち野の15と云いひき。然しかして、今の人猶なほし誤あやまりて大おほ野のと号なづくるのみ。

　伊い農ぬの郷16。郡家の正西一十四里二百歩。出雲いづもの郡こほり伊い農ぬの郷さと17に坐います、赤あか衾ふすま伊い農ぬ意お保ほ須す美み比ひ古こ佐さ和わ気け能の命みこと18の后きさき、天あめの[image: ]みか津つ日ひ女めの命みこと19、国くに巡行めぐり坐ましし時、此処ここに至いたり坐まして詔のりたまひしく、「伊い農ぬ波は夜や20」と詔のりたまひき。故かれ、伊い努ぬと云いひき。神亀三年、改字を伊農と改あらたむ。

　神かむ戸べの里21。出雲なり。名を説とくこと、意お宇うの郡の如ごとし。





１　松江市鹿島町片句から佐陀本郷に至るあたり。

２　他に見えない神。

３　神がさまざまな土地を廻り行くこと。巡行神話。

４　国土が未開発である状態。

５　国の地形。既出。

６　諸説あるが未詳。

７　恵雲郡の西、松江市東長江町・西長江町・秋鹿町のあたり。

８　他に見えない神。衝杵はこの神を称える枕詞的賞辞か。神名表記に乱れがあり、神名の訓み方について諸説ある。

９　地名起源説話であると同時に、多太社の由来譚でもある。

10　多太郷の西。松江市大野町のあたり。

11　既出の布都努志命と同神か。

12　底本「持人」とあるが小林覚説により訂す。狩の時、獲物を待ちかまえて捕らえる人の意。

13　未詳。

14　足跡。

15　地名説話の「内野」は、本来は猪が逃げ込んだ「阿内の谷」に由来するのではないだろうか。とするならば地名「内野」は、奥まった地形に基づく命名となる。内野と大野とは結びつきやすい語であったとする説（神堀忍）がある。

16　出雲市野郷町・美野町の伊農川以東のあたり。

17　後出。出雲郡参照。

18　赤衾は神名にかかる枕詞的賞辞。

19　『尾張国風土記』逸文に登場する「阿麻乃弥加都比女」と関係あるとも言われているが未詳。

20　「はや」は、深く感動したり失ったものを愛惜する気持ちを表す助詞。

21　松江市佐田宮内、古志町のあたり。













佐さ太だの御み子この社やしろ１

比ひ多たの社２

御み井ゐの社３

垂たる水みの社４

恵ゑ杼と毛も社５

許こ曽そ志しの社６

大おほ野の津つの社７

宇う多た貴きの社８

大おほ井ゐの社９

宇う智ちの社10




以上かみの一十所、並ならびに神かみ祇官つかさに在あり。




恵曇ゑともの海うみの辺への社やしろ11

同じき海辺の社12

奴ぬ多た之しの社13

那な牟むの社14

多た太だの社15

同じき多太の社16

出いで嶋しまの社17

阿あ之し牟むの社18

田た仲なかの社19

弥み多た仁にの社20

細ほそ見みの社21

下しもの社22

伊い努ぬの社23

毛も之しの社24

草くさ野のの社25

秋あき鹿かの社26




以上かみの十六所、幷ならびに神かむ祇官つかさに在あらず。







１　松江市鹿島町佐陀宮内に鎮座する佐太神社。

２　佐太神社境内に鎮座する日田社。

３　佐太神社境内に合祀された御井社か。

４　佐太神社境内に鎮座する垂水社。

５　松江市鹿島町恵曇に鎮座する恵曇神社。

６　松江市古曽志町に鎮座する許曽志神社。

７　松江市大野町に鎮座する大野津神社。

８　佐太神社境内に鎮座する宇多紀社。

９　松江市鹿島町名分に鎮座する大井神社。五十田神社（松江市古志町）とも。

10　松江市大垣町に鎮座する内神社。

11　松江市鹿島町恵曇に鎮座する恵曇海辺社。

12　同前。

13　松江市大垣町に鎮座する奴多之神社。

14　松江市上大野町に鎮座する草野神社に合祀。

15　松江市岡本町に鎮座する多太神社。

16　同前。

17　松江市西浜佐陀町に鎮座する出島神社。

18　松江市大垣町に鎮座する森清神社。

19　松江市鹿島町佐陀宮内に鎮座する田中社。

20　松江市荘成町に鎮座する弥多仁神社。

21　松江市大野町に鎮座する細見神社。

22　松江市上大野町に鎮座する草野神社に合祀。

23　出雲市美野町に鎮座する伊努神社。

24　松江市古志町に鎮座する杢屋神社に合祀。

25　松江市上大野町に鎮座する草野神社。

26　松江市秋鹿町に鎮座する秋鹿神社。












　神かむ名な火び山やま１。郡家の東北九里さと四十歩あし。高二百三十丈つゑ。周めぐり一十四里さと。所謂いはゆる佐さ太だの大おほ神かみの社やしろ２は、彼その山やま下もとなり。

　足たる日ひ山やま３。郡家の正北一里。高さ一百七十丈、周り一十里二百歩。

　女め嵩たか野の４。郡家の正西一十里廾歩。高さ一百八十丈、周り六里。土体つち豊沃こえ、百おほみ姓たからの膏腴ゆたか５なる園そのなり。樹林はやしなし。但ただ、上頭みねに樹林はやし在あるのみ。此こは神かむつ社やしろ６なり。

　都つ勢せ野の７。郡家の正西一十里廾歩。高さ一百一十丈。周り五里。樹林はやしなし。嶺みねの中なかに[image: ]さは在あり。周り五十歩。四よもの涯きし、藤ふぢ、荻をぎ８、葦あし、茅ち等どもの物もの、叢むらがり生おひ、或あるは叢むらがり峙たち、或あるは水みづに伏ふす。鴛鴦おし住すめり。

　今いま山やま９。郡家の正西一十里廾歩。周り七里。

　凡すべて諸もろもろの山やま野のに在ある所ところの草くさ木きは、白朮をけら、独活つちたち、女かはね青くさ10、苦参くらら、貝母ははくり11、牡ふかみ丹くさ、連いたち翹くさ、伏令まつほど12、藍漆やまあゐ、女委ゑみくさ13、細みらの辛ねくさ、蜀ふさ椒はじかみ14、署やまつ預いも、白やま歛かがみ15、芍えびす薬くすり、百部根ほとづら、薇蕨わらび、薺頭蒿おはぎ、藤ふぢ、李すもも、赤あか桐ぎり、白あを桐ぎり、椎しひ、椿つばき、楠くす、松まつ、栢かへ、槻つきなり。禽とり獣けものは、鵰わし、晨風はやぶさ、山やま鶏どり、鳩はと、雉きぎし、猪ゐ、鹿しか、兎うさぎ、飛[image: ]むささび、狐きつね、獼猴さる有あり。

　佐さ太だ河16。源みなもとは二つ。東の水の源は、嶋しま根ねの郡こほりの所謂いはゆる多た久く17川是これなり。西の水の源は出秋あき鹿かの郡こほり渡わたりの村むら18より出いづ。二つの水合あひて、南へ流ながれて佐さ太だの水みづ海うみ19に入いる。水みづ海うみの周り七里さと。鮒ふな有あり。水海は入いり海うみ20に通かよふ。潮みなと21の長さ一百五十歩、広さ一十歩。

　山やま田だ川22。源は郡こほりの家みやけの西北七里さとなる湯ひ火ゆ山やま23より出いで、南へ流ながれて入いり海うみに入いる。

　多た太だ川24。源は郡家の正西一十里女め嵩たか野のより出で、南へ流れて入海に入る。

　大おほ野の川25。源は郡家の正西一十三里磐いは門と山やま26より出で、南へ流れて入海に入る。

　草くさ野の川27。源は郡家の正西一十四里大おほ継つぎ山やま28より出で、南へ流れて入海に入る。

　伊い農ぬ川29。源は郡家の正西一十六里伊い農ぬ山やま30より出で、南へ流れて入海に入る。以上かみの七つの川31、並ならびに魚うを無なし。

　恵曇ゑともの陂つつみ32。周めぐり六里さと。鴛鴦をし、鳧たかべ、鴨かも、鮒ふな在あり。四よもの辺あたりに葦あし、蔣まこも、菅すげ生おふ。養やう老らう元年33より以往さきは、荷[image: ]はちす34、自おのづ然からに叢むれ生おひて、太はなはだ多おほかりき。二年より以降のち、自おのづ然からに亡失うせて、都かつて35茎くき無なし。俗くに人ひと36云いはく、其その底そこに陶すゑ器もの、[image: ]みか37、[image: ]しきかはら38等どもの類たぐひ、多おほく有あり。古いにしへより時とき々どき人溺おぼれ死しにき。深ふかき浅あさきを知らず。

　深ふか田だの池39。周り二百三十歩あし。鴛鴦をし、鳧たかべ、鴨かも有あり。

　杜もり石いしの池40。周り一里二百歩。

　峰みね峙ぢの池41。周り一里。

　佐さ久く羅らの池42。周り一里一百歩。鴛鴦有り。





１　松江市東長江町の朝日山。

２　既出の佐太御子社。

３　松江市鹿島町と松江市秋鹿町の境にある経塚山。

４　底本「一[image: ]高野」。松江市上大野町と大垣町の境の本宮山。

５　土地が肥えて豊かなこと。

６　宇智社。

７　松江市大野町と出雲市美野町の境の十膳山。

８　イネ科のオギ。

９　十膳山の北の室山。

10　アカネ科のヘクソカズラ。薬用。

11　ユリ科のバイモ。薬用。

12　サルノコシカケ科のブクリョウ。薬用。

13　キンポウゲ科のボタンヅル。薬用。

14　ミカン科のサンショウ。薬用。

15　ブドウ科のビャクレン。薬用。

16　佐陀川。松江市の西から南に流れて宍道湖に注ぐ。

17　既出。

18　松江市鹿島町佐田宮内仲田のあたり。「村」は、律令の行政単位ではない。

19　佐陀川河口にあった湖。現在は埋め立てられている。

20　宍道湖。

21　水門。

22　松江市の秋鹿川。

23　未詳。

24　松江市の岡本川。

25　松江市の大野川。

26　諸説ある。

27　松江市の草野川。

28　諸説ある。

29　出雲市の伊野川。

30　松江市秋鹿町と岡本町の境の秋葉山。

31　『鈔』では、伊濃川に続いて「長江川」を入れるが、後世の補入と思われる。掲出河川の実数は佐太河から数えて六である。

32　松江市鹿島町佐陀本郷あたりにあった池。

33　七一七年。

34　ハス科のハス。

35　すべて、まったく。

36　在地の住民。

37　大きなかめ。水や酒をためる器。

38　敷き瓦。

39　松江市鹿島町佐陀本郷の深田にあった池という。

40　松江市鹿島町佐陀本郷の森田池という。

41　松江市鹿島町佐陀本郷峯谷のあたりにあったという池。

42　松江市鹿島町佐陀本郷佐久羅谷のあたりにあったという池。












　南は入いり海うみ。

　春は、鯔魚なよし、須す受ず枳き、鎮ち仁に、鰝鰕えび等どもの大おほき小ちさき雜くさぐさの魚うを在あり。秋は、白鵠くくひ１、鴻鴈かり、鳧たかべ、鴨かも等どもの鳥有り。

　北は大おほ海うみ２。

　恵曇ゑともの浜はま３。広さ二里さと一百八十歩あし。東と南とは並ならびに家いへ在あり。西は野の、北は大おほ海うみ。浦うらより在家むら４に至いたる間あひだは、四よ方も並ならびに石いは、木き無なく。猶なほ白しろ沙すなごの積つもれるがごとし。大おほ風かぜの吹ふく時ときは、其その沙すなご、或あるは風の随まにまに雪ゆきと零ふり、或あるは居ゐ流ながれて蟻ありと散ちり、桑くは、麻あさ５を掩お覆ほふ。彫ゑり鑿うがてる磐いは壁かき６二ふた所ところ有あり。一ひと所ところは、厚あつさ三丈つゑ、広ひろさ一丈、高たかさ八尺さか。一ひと所ところは、厚さ二丈二尺、広さ一丈、高さ一丈。其その中なかを通とほる川かは、北へ流れて大海に入る。川の東は、嶋しま根ねの郡こほりなり。西は秋あき鹿かの郡こほりの内うちなり。川かはの口しりより、南の方かた田たの辺へに至いたる間あひだ、長さ一百八十歩あし、広さ一丈五尺さか。源みなもとは田たの水みづなり。上かみの文ふみ７に謂いへる佐さ太だ川の西の源みなもとは、是この同おなじき処ところなり。凡すべて渡わたりの村むら８の田の水、南北に別わかるるのみ。

　古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、嶋しま根ねの郡こほりの大おほ領みやつこ社こそ部べの臣おみ９訓くに麻ま呂ろが祖おや波は蘇そ等たち、稲いな田だの[image: ]こみ10に依よりて、彫ゑり堀ほりし所ところなり。

　浦うらの西の礒いそより起おこりて、楯たて縫ぬひの郡こほりの堺なる自し毛も崎さき11に尽いたる間あひだの浜はま、壁峙きしたちて[image: ]さ嵬がし12く、風かぜ静しづかなりと雖いへども、往ゆき来きの船ふね、停泊はつるに由よし無なき頭ほとりなり。

　白しろ嶋13。紫むらさき苔菜のり生おふ。

　御み嶋14。高さ六丈、周り八十歩。松まつ三株もと有り。

　都つ於お嶋15。礒いそなり。

　著つき穂ほ嶋16。海藻にきめ生おふ。

　凡すべて、北の海に在ある所ところの雜くさぐさの物ものは、[image: ]ふぐ17、沙魚さめ、佐さ波ば18、烏賊いか、鮑魚あはび、螺さざえ、貽貝いがひ19、蚌うむぎ、甲蠃かせ、螺に子し、石華せ、蠣子かき、海藻にきめ、海松みる、紫むらさき菜のり、凝海菜こるもはなり。





１　オオハクチョウの類。

２　日本海。

３　松江市鹿島町恵曇の浜。

４　この「むら」の訓みは諸説あり定訓がない。

５　桑・麻は、養蚕・紡績のために植えられたもの。

６　岩をくり抜き水路を通した。

７　佐太河の記述を指す。

８　既出。松江市鹿島町佐田のあたり。

９　島根郡記事の署名にみえる。

10　路上のたまり水。

11　出雲市坂浦町の牛の首。

12　険しい。

13　松江市秋鹿町の鼻繰島。

14　松江市魚瀬町の女島。

15　出雲市地合町の大黒島か。

16　未詳。

17　フグ。

18　サバ科のサバ。

19　イガイ科のイガイ。












　通かよひ道ぢ。

　嶋しま根ねの郡こほりの堺さかひなる佐さ太だ橋１に通かよふ、八里さと二百歩あし。楯たて縫ぬひの郡こほりの堺さかひなる伊い農ぬ橋２に通かよふ、一十五里一百歩。


郡こほりの司つかさ主しゆ帳ちやう外従八位下勲十□等日下くさか部べの臣おみ

大おほ領みやつこ外正八位下勲十□等刑おさか部べの臣おみ

権任かりの少すけの領みやつこ従八位下蝮たぢひ部べの臣おみ







１　既出。佐太川に架かっていた橋。

２　伊農川に架けられた橋。












　　　楯たて縫ぬひの郡こほり１

　合せて郷さと四、里こざと一十二。余戸一、神戸一。


佐さ香かの郷。今いまも前さきに依よりて用もちゐる。

楯たて縫ぬひの郷。今も前に依りて用ゐる。

玖く潭たみの郷。本の字まなは忽美。

沼ぬ田たの郷。本の字は努多。以上かみの四、郷さと別ごとに里こざと三。

余あまり戸べの里。

神かむ戸べの里



　楯たて縫ぬひと号なづけし所以ゆゑは、神かむ魂むすひの命みこと２詔のりたまひしく、「五い十そ足だる３天あめの日ひ栖すみの宮みや４の縦たて横よこの御み量はかり５は、千ち尋ひろの栲たく紲なは６持もちて、百もも八や十そ結むすび７結むすび下さげて、此この天あめの御み量はかり８持もちて、天あめの下した造つくらしし大おほ神かみの宮みや造つくち奉たてまつれ」と詔のりたまひて、御み子こ、天あめの御み鳥とりの命みこと９を楯たて部べ10と為して、天あま下くだし給たまひき。その時、退まかり下くだり来き坐まして、大神の宮の御み装よそひ11の楯たて、造つくり始はじめ給たまひし所ところ、是これなり。仍よりて、今いまに至いたるまで、楯たて、桙ほこ造りて、皇すめ神がみ等たち12に奉たてまつり出いだす。故かれ、楯たて縫ぬひと云いひき。





【楯縫郡】

１　島根半島西部。

２　既出。

３　底本は「吾十足」とあり、校訂に諸説あって定説がない。「天」にかかる枕詞的賞辞であるが掛かり方は未詳。

４　天上界の立派な御殿。新編全集本頭注には「天照大神の宮殿」とあるが、『出雲』に限らず風土記では天照大神はほとんど登場しない。したがって記紀神話に基づく解釈を、ここに当てはめることは無理であろう。

５　尺度。

６　栲（こうぞ）の繊維で編んだ非常に長い縄。

７　何度も何度もしっかり結んでその切り端を垂らす古代の建築法。

８　天上界の尺度。

９　他に見えない神。

10　楯を作ることを職掌とした部曲。

11　神の装いのための調度。

12　神々を尊んでいったもの。












　佐さ香かの郷１。郡こほりの家みやけの正東四里さと一百六十歩あし。佐さ香かの河内かふち２に、百もも八や十そ神かみ等たち集つどひ坐まして、御み厨くりや３立たて給たまひて、酒さけを醸かもさせ給たまひき。百もも八や十そ日か、喜燕さかみづきて４解散あらけ坐ましき。故かれ、佐さ香かと云ひき。

　楯たて縫ぬひの郷５。郡こほりの家みやけに属つく。名なを説とくこと郡こほりのごとし。北の海の浜、業梨６礒いそに窟いはや在あり。裏うちは方たてよこ一丈つゑ半なから、高たかさ広ひろさ各おのもおのも七尺さか。裏うちの南の壁かべに穴あな在あり。口くちの周り六尺、徑わたり二尺。人入いること得えず。遠とほき近ちかきを知しらず。

　玖く潭たみの郷７。郡家の正西五里二百歩。天あめの下した造つくらしし大おほ神かみの命みこと、天あめの御み飯いひ田た８の御み倉くら造つくり給たまはむ処ところを、覓まぎ巡行めぐり９給たまひき。その時、「波は夜や佐さ雨め10、久く多た美みの山11」と詔のり給たまひき。故かれ、云忽くた美みと云いひき。神亀三年、改字を玖潭と改あらたむ。

　沼ぬ田たの郷12。郡家の正西八里六十歩。宇う乃の治ち比ひ古この命みこと13、「尓に多た14の水以もちて、御み乾かれ飯いひ15尓に多た尓に食をし16坐まさむ」と詔のりたまひて、尓に多たと負おほせ17給たまひき。然しかれば則すなはち、尓に多たの郷さとと謂いふべきを、今の人猶なほ努ぬ多たと云いふのみ。神亀三年、字を沼田と改あたらむ。

　余あまり戸べの里18。名なを説とくこと、意お宇うの郡こほりの如ごとし。

　神かむ戸べの里19。出雲いづもなり。名を説くこと、意宇の郡の如ごとし。





１　出雲市小境町・鹿園寺町・園町・坂浦町をはじめとするあたり。

２　佐香川の河原。

３　食べ物を調理するところ。厨房。

４　酒宴をする。

５　出雲市小伊津町から塩津町・多久町・多久谷町・岡田町のあたり。

６　伝写の誤りがあるか。訓義未詳。

７　出雲市東郷町・野石谷町・久多見町・東福町のあたり。

８　神饌の稲を作る田。

９　探し求める。

10　クタミにかかる枕詞。ハヤサメは雨脚の速い雨のことか。

11　所在未詳。

12　出雲市平田町から万田町・本庄町のあたり。

13　大原郡海潮郷の記事にも登場する神。

14　水分が多くどろどろしたさま。

15　携行食糧。米を干したもの。

16　乾飯を水でもどしてほとびさせて食べること。

17　名を背負わせる。名づけること。

18　出雲市の十六島半島のあたり。

19　出雲市野石谷町のあたり。









　新しん造ざうの院ゐん１一ひと所ところ。沼ぬ田たの郷さとの中うちに在あり。厳ごん堂だうを建立たつ。郡こほりの家みやけの正西六里さと一百六十歩あし。大おほ領みやつこ出雲いづもの臣おみ大おほ田た２が造つくる所ところなり。


久く多た美みの社やしろ３

多た久くの社４

佐さ加かの社５

乃の利り斯しの社６

御み津つの社７

水みづの社８

宇う美みの社９

許こ豆づの社10

同おなじき社11　以上かみの九所、並ならびに神かむ祇官つかさに在あり

許こ豆づ乃の社12

又また、許こ豆づの社13

又、許豆の社14

久く多た美み社15

同じき久く多た美みの社16

高たか守もりの社17

又、高たか守もりの社18

紫菜のり嶋しまの社19

鞆とも前さきの社20

宿すく努ぬの社21

猗さき田たの社22

山やま口ぐちの社23

葦あし原はらの社24

又、葦あし原はらの社25

又、葦原の社26

峴みね之の社27

阿あ年ね知ちの社28

葦原の社29

田た々たの社30　以上かみの一十九所、並ならびに神かむ祇官つかさに在あらず







１　出雲市西郷町の西西郷廃寺とされている。

２　楯縫郡末に署名のある人物。

３　出雲市久多見町に鎮座する玖潭神社。

４　出雲市多久谷町に鎮座する多久神社。

５　出雲市小境町に鎮座する佐香神社。

６　出雲市野石谷町に鎮座する能呂志神社。

７　出雲市三津町に鎮座する御津神社。

８　出雲市本庄町に鎮座する水神社。

９　出雲市平田町に鎮座する宇美神社。

10　出雲市小津町に鎮座する許津神社。

11　同前。

12　出雲市十六島町に鎮座する許豆神社。

13　同前。

14　同前。

15　既出。玖潭神社。

16　出雲市東福町に鎮座する久多美神社。

17　出雲市鹿園寺町に鎮座する山口神社に合祀。

18　同前。

19　出雲市十六島町に鎮座する許豆神社に合祀された紫菜嶋神社。

20　出雲市坂浦町に鎮座する鞆前神社。

21　出雲市多久谷町に鎮座する宿努神社。

22　出雲市園町に鎮座する埼田神社。

23　出雲市鹿園寺町に鎮座する山口神社。

24　出雲市西郷町に鎮座する葦原神社。

25　同前。

26　同前。

27　出雲市万田町に鎮座する峴神社。

28　出雲市野石谷町に鎮座する能呂志神社に合祀。

29　既出。葦原神社。

30　出雲市美保町に鎮座する田々神社。












　神かむ名な樋び山やま１。郡こほりの家みやけの東北六里さと一百六十歩あし。高たかさ一百廾丈つゑ五尺さか、周めぐ二十一里さと一百八十歩あし。嵬みね２の西に石いし神かみ３在り。高さ一丈、周り一丈。往みちの側ほとりに小ちさき石いし神かみ百もも余あまり許ばかり在あり。古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、阿あ遅ぢ須す枳き高たか日ひ子この命みこと４の后きさき、天あめの御み梶かぢ日ひ女めの命みこと５、多忠６の村に来き坐まして、多た伎き都つ比ひ古この命みこと７を産うみ給たまひき。その時とき、教さとし詔のりたまはく、「汝なが命みことの御み祖おやの向位８生うまむと欲おもほすに、此処ここし宜えし」とのりたまひき。所謂いはゆる石いし神かみは、是これ、多た伎き都つ比ひ古この命みことの御み託よさし９なり。旱ひでりに当あたりて雨あめを乞こふ時ときは、必かならず零あめふらしめたまふ。

　阿あ豆づ麻ま夜や山10。郡家の正北五里四十歩。

　見み椋くら山11。郡家の西北七里。

　凡すべて諸もろもろの山に在ある所ところの草くさ木きは、蜀なる椒はじかみ、漆やまあゐ、麦門冬やますげ、伏令まつほど、細みらの辛ねくさ、白やま歛かがみ、杜はひ仲まゆみ、人かのに参けくさ12、升とりの麻あしくさ、署やまつ預いも、白朮をけら、藤ふぢ、李すもも、榧かへ、楡にれ、椎しひ、赤あか桐ぎり、白あを桐ぎり、海榴つばき、楠くす、松まつ、槻つきなり。禽とり獣けものは、鵰わし、晨風はやぶさ、鳩はと、山やま雞どり、猪ゐ、鹿しか、兎うさぎ、狐きつね、獼猴さる、飛鼯むささび有あり。

　佐さ香か河13。源みなもとは郡こほりの家みやけの東北、所謂いはゆる神かむ名な樋び山より出いで、東南へ流ながれて入いり海うみ14に入いる。

　多た久く川15。源は同おなじき神名樋山より出いで、西南へ流れて入海に入る。

　都つ宇う川16。源は二つ東の川の源は、阿あ豆づ麻ま夜や山より出で、西の水の源は、見み椋くら山より出づ。二つの水合あひて、南へ流れて入海に入る。

　宇う加か川17。源は同じき見椋山より出で、南へ流れて入海に入る。

　麻ま奈な加か比ひの池18。周めぐり一里さと一十歩あし。

　大おほ東ひがしの池19。周り一里。

　赤あけ市ちの池20。周り一里二百歩。

　沼ぬ田たの池21。周り一里五十歩。

　長なが田たの池22。周り一里一百歩。





１　出雲市多久町北の大船山。

２　高く険しい山。

３　巨岩信仰の岩。

４　既出。

５　他に見えない神。

６　底本「多忠」の「忠」については、校訂に諸説があり定説をみない。

７　他に見えない神。

８　校訂・解釈に諸説あり定説がない。訓、語義ともに未詳。

９　神の依代。「託」の文字、校訂と訓に異同がある。

10　出雲市多久谷町北西の檜ヶ山。

11　出雲市本庄町と塩津町の境の摺木山。

12　未詳。

13　出雲市の鹿園寺川。

14　宍道湖。

15　出雲市の多久川。

16　出雲市上岡田町から出る東郷川と、久多見町の久多見川。

17　出雲市本庄町から出る宇賀川。

18　出雲市鹿園寺町の真名神池か。

19　出雲市多久町の野田場池。

20　出雲市野石谷町の赤市池。

21　出雲市西郷町のナラオ池。

22　出雲市久多見町の池田池。












　南は入いり海うみ１。雑くさぐさの物もの等どもは、秋あき鹿かの郡こほりに説とけるが如ごとし。

　北は大おほ海うみ２。

　自し毛も埼さき３。秋あき鹿かと楯たて縫ぬひと二つの郡こほりの堺さかひなり。崔さ嵬がしく、松まつ、栢かへ鬱しげれり。時ときに晨風はやぶさの栖す有あり。

　佐さ香かの浜４。広ひろさ五十歩。

　己こ自し都つの浜５。広さ九十二歩。

　御み津つの嶋６。紫むらさき菜のり生ふ。

　御み津つの浜７。広さ三十八歩。

　能の呂ろ志し嶋８。紫菜生ふ。

　能の呂ろ志しの浜９。広さ八歩。

　鎌かま間まの浜10。広さ一百歩。

　於お豆づ振ふるひ11。長さ□里二百歩、広さ一里。周り嵯さ峨がし。上うへに松まつ、菜な、芋いへついも有あり。

　許こ豆づ嶋12。紫むらさき菜のり生おふ。

　許こ豆づの浜13。広さ一百歩。出雲いづもと楯たて縫ぬひと二つの郡こほりの堺さかひなり。

　凡すべて、北の海うみに在ある所ところの雑くさぐさの物ものは、秋あき鹿かの郡こほりに説とけるが如ごとし。但ただ紫むらさき菜のりは、楯たて縫ぬひの郡こほり尤もとも優まされり。





１　宍道湖。

２　日本海。

３　既出。

４　出雲市坂浦町の浜。

５　出雲市小伊津の浜。

６　出雲市三津町の沖の島のいずれかという。

７　出雲市三津町の浜。

８　出雲市美保町唯浦に浮かぶ天狗島。

９　出雲市美保町唯浦の浜。

10　出雲市釜浦町の浜。

11　諸本文字異同がある。出雲市十六島町の岬

12　出雲市小津町の経島。

13　出雲市小津町の浜。












　通かよひ道ぢ。

秋あき鹿かの郡こほりの堺さかひなる伊い農ぬ川１に通かよふ、八里さと二百六十四歩あし。出雲いづもの郡こほりの堺さかひなる宇う加か川２に通かよふ、七里一百六十歩。


郡こほりの司つかさ主ふみ帳ひと无位物ものの部べの臣おみ

大おほ領みやつこ外従七位下勲十□等出雲いづもの臣おみ

少すけの領みやつこ外正六位下勲十□等高たか善よしの史ふひと







１　既出。

２　既出。









　　　出雲いづもの郡こほり１

　合あはせて郷さと八、里こざと二十三。神かむ戸べ一。里二。


健たける部べの郷さと。今いまも前さきに依よりて用もちゐる。

漆しつ治ち郷２。本の字まなは志丑治。

河内かふちの郷。今いまも前さきに依よりて用もちゐる。

出雲いづもの郷。今いまも前さきに依よりて用もちゐる。

杵きづ築きの郷。本もとの字は寸付。

伊い努ぬの郷。本の字は伊農。

美み談たみの郷。本の字は三太三。以上かみの七、郷さと別ごとに里こざと三。

宇う賀かの郷。今いまも前さきに依よりて用もちゐる。里二。

神かむ戸べの郷。里二。



　出雲いづもと号なづけし所以ゆゑは、名なを説とくこと国くにの如ごとし。





【出雲郡】

１　出雲市斐川町・大社町・奥宇賀・国富・美談以西などの地域。

２　底本には「漆沼」とあるが、地名表記として疑わしい。諸注により「しつち」と訓む。












　健たける部べの郷さと１。郡こほりの家みやけの正東一十二里さと二百二十四歩あし。先さきに宇う夜やの里さとと号なづけし所以ゆゑは、宇う夜や都つ弁べの命みこと２、其その山やまの峰みねに天あま降くだり３坐ましき。彼その神の社やしろ、今に至いたるまで猶なほ此処ここに坐ましき。故かれ、宇う夜やの里と云いひき。而しかして後のち、改あらためて健たける部べと号なづけし所以ゆゑは、纏まき向むくの檜ひ代しろの宮みやに御あめの宇したしらしめしし天すめら皇みこと４、勅のりたまひしく、「朕あが御み子こ倭やまと健命たける５の御み名なを忘わすれじ」とのりたまひて、健たける部べを定さだめ給たまふ６。その時、神かむ門どの臣おみ古ふる彌ね７を、健たける部べと定さだめ給ふ。健たける部べの臣おみ等たち、古いにしへより今いまに至いたるまで、猶なほ此処ここに居をり。故かれ、健たける部べと云いひき。

　漆しつ治ち郷８。郡こほりの家みやけの正東五里二百七十歩。神かむ魂むすひの命みことの御み子こ、天あま津つ枳き比ひ佐さ可か美み高たか日ひ子この命みこと９の御み名なを、又また、薦こも枕まくら志し都つ治ち値ち10と云ひき。此この神、郷さとの中うちに坐います。故かれ、志丑治しつちと云ひき。神じん亀き三年、字を漆治と改あらたむ。即すなはち正倉みやけ有あり。

　河内かふちの郷11。郡家の正南一十三里一百歩。斐伊ひの大おほ河かは、此この郷の中うちを北へ流る。故かれ、河内と云ひき。即すなはち隄つつみ有り。長さ一百七十丈つゑ五尺さか。七十一丈の広さ七丈、九十伍丈の広さ四丈五尺。

　出雲いづもの郡こほり12。即すなはち郡家に属つく。名を説とくこと国くにの如ごとし。

　杵き築づき郷さと13。郡家の西北二十八里六十歩。八や束つか水みづ臣おみ津づ野のの命みこと14の国くに引ひ15き給たまひし後のち、天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの宮みや16、奉つかへまつらむとして、諸もろもろの皇すめ神がみ17等たち、宮みや処どころに参まゐ集つどひて杵き築づきき。故かれ、寸き付づきと云いひき。神亀三年、字を杵築と改む。

　伊い努ぬの郷さと18。郡家の正北八里七十二歩。国くに引ひき坐ましし意お美み豆づ努ぬの命みことの御み子こ、赤あか衾ふすま伊い努ぬ意お保ほ須す美み比ひ古こ佐さ委わ気け能の命みこと19の社やしろ、郷さとの中うちに坐います。故かれ、伊い農ぬと云いひき。神亀三年、字を伊努と改む。

　美み談たみの郷さと20。郡家の正北九里二百四十歩。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの御み子こ、和わ加か布ふ都つ努ぬ志しの命みこと21、天地あめつち初はじめて判わかれし後のち22、天あめの御み領しろ田た23の長をさ、供つかへ奉まつり坐ましき。彼その神かみ郷の中に坐います24。故かれ、三み太た三みと云ひき。神亀三年、字を美談と改む。即すなはち正倉みやけ有あり。

　宇う賀かの郷さと25。郡家の正北一十七里二十五歩。天あめの下した造つくらしし大おほ神かみの命みこと、神かむ魂むすひの命みことの御み子こ、綾あや門と日ひ女めの命みこと26に誂あとらへ27坐ましき。その時とき、女め神がみ肯うべなはずて逃にげ隠かくりし時28、大おほ神かみ伺うかかひ29求もとめ給たまひし所ところ、此これ是この郷さとなり。故かれ、宇う賀かと云ひき。

　即すなはち、北の海の浜に礒いそ有あり。名は脳なづきの礒いそ30。高さ一丈つゑ許ばかり。上うへに生おふる松まつ、芸しげりて31礒いそに至いたる。邑むら人びとの朝あさ夕よひに往来かよへるが如ごとく32、又また、木の枝は人の攀よぢ引ひけるが如し。礒いそより西の方かたの窟いはや戸と33、高さ広さ各六尺さか許ばかり。窟いはやの内うちに穴あな在あり。人、入いることを得ず、深ふかき浅あさきを知らず。夢いめに此この礒いその窟いはやの辺ほとりに至いたらば、必かならず死しぬ。故かれ、俗くに人ひと古いにしへより今いまに至いたるまで、黄泉よみの坂さか、黄泉の穴あな34と号いひき。

　神かむ戸べの郷さと35。郡家の西北二里さと一百廾歩あし。出雲いづもなり。名を説とくこと意お宇うの郡こほりの如ごとし。





１　出雲市斐川町三絡・神庭・学頭・松江市宍道町の地域。

２　他に見えない神。

３　天上界から神が降臨すること。

４　景行天皇。

５　景行天皇の皇子。『記』では「倭建命」、『紀』では「日本武尊」。『記』によれば、クマソ討伐の後、出雲において出雲建を謀殺したとある。

６　皇子などの名を後世に残すために設けられた部民。

７　『姓氏録』には神門臣は天穂日命の子孫とある。出雲臣と同族。

８　地名表記に諸説ある。後出の「志丑治」とも併せて検討する必要がある。出雲市斐川町直江・上直江のあたり。

９　他に見えない神。

10　「薦枕」はタカやシにかかる枕詞。ここでは神名にかかる枕詞的賞辞。神名「志都治値」についても諸説ある。

11　出雲市斐川町出西東南部からと斐伊川をはさんだ対岸の出雲市船津町のあたり。

12　出雲市斐川町求院・出西北部・富村・神氷北部のあたり。

13　出雲市大社町のあたり。

14　既出。

15　既出。

16　大穴持命が鎮座する杵築大社。今の出雲大社のこと。

17　既出。

18　出雲市東林木町・西林木町などの地域。

19　既出。

20　出雲市美談町から斐川町のあたり。

21　既出。

22　世界のはじまりをいう神話的表現。

23　神の領地である田。

24　後出の弥太弥社。

25　出雲市国富町・口宇賀町・奥宇賀町・別所町のあたり。

26　他に見えない神。

27　求婚すること。

28　求婚された女性が、それを拒否して逃げ隠れる伝承は、『播磨』のナビツマ説話をはじめとしてしばしば見られる。

29　密かに様子をみること。求婚や出会いにおいて、密かに女性の様子を見ることは、あるいは「垣間見」と言われ、『伊勢物語』や『源氏物語』にもしばしば登場する。

30　出雲市猪目町の海岸にある岩礁。

31　この「芸」は「園芸」の「芸」。植物を植えること。ここでは繁茂しているさまをいう。

32　村人が往来するさまのように、松並木が立ち並んでいること。

33　岩窟の入り口。

34　「黄泉」は、日本神話における死の世界。坂・穴は現実世界と黄泉との境界。

35　出雲市斐川町併川・名島・鳥井のあたり。












　新しん造ざうの院ゐん１一ひと所ところ。河内かふちの郷さとの中うちに有あり。厳ごん堂だうを建立たつ。郡家の正南一十三里一百歩。旧もとの大おほ領みやつこ日ひ置おき部べの臣おみ布ふ弥み２が造つくる所ところなり。今いまの大おほ領みやつこ佐さ底で麿まろ３が祖父おほぢなり。


杵き築づきの大おほ社やしろ４

御み魂むすびの社５

御み向むかひの社６

出雲いづもの社７

御み魂むすびの社８

伊い努ぬの社９

意お保ほ美みの社10

曽そ岐き乃の夜やの社11

牟く久むの社12

審そ伎き乃の夜やの社13

阿あ受ず伎きの社14

美み佐さ伎きの社15

伊い奈な佐さ乃の社16

弥み太た弥みの社17

阿あ我が多たの社18

伊い波はの社19

阿あ具ぐの社20

都つ牟む自じの社21

久く佐さ加かの社22

弥み努ぬ婆ばの社23

阿あ受ず枳きの社24

宇う加かの社25

同おなじき阿あ受ず枳きの社

布ふ世せの社26

神かみ代しろの社27

加か毛も利りの社28

来く坂さかの社29

伊い農ぬの社30

同おなじき社

同じき社

鳥と屋やの社31

御み井ゐの社32

企き豆づ伎きの社33

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

阿あ受ず枳きの社34

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

来く坂さかの社35

伊努社36

同じき社

同じき社

弥み陀た弥みの社37

県あがたの社38

斐ひ提での社39

韓から銍かまの社40

加か佐さ伽かの社41

伊い自じ美みの社42

波は祢ねの社43

立たち虫むしの社44




已上かみの五十八所ところは、幷ならびに神かむ祇官つかさに在あり




御み前さきの社45

同おなじき御み埼さきの社

支き豆づ支きの社46

阿あ受ず支きの社47

同おなじき阿あ受ず支きの社

同じき社

同じき阿受支の社

同じき阿受支の社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

伊い努ぬの社48

同じき伊努の社

同じき社

県あがたの社49

弥み陀た弥みの社50

同じき弥み陀た弥みの社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

伊い尓に波はの社51

都つ牟む自じの社52

同じき社

弥み努ぬ波はの社53

山やま辺べの社54

同じき社

同じき社

間ま野のの社55

布ふ西せの社56

波は如ねの社57

佐さ支き多たの社58

支き比ひ佐さの社59

神かみ代しろの社60

同じき社

百もも枝えゑ槐にすの社61　已上かみの六十四62所ところは、幷ならびに神かむ祇官つかさに在あらず







１　出雲郡斐川町の天寺平廃寺とする説もあるが、遺物からみると確実ではないとされる。

２　意宇郡山国の郷で新造院を建てた日置部根緒と同族の人物。

３　天平六年の「出雲国計会帳」に「出雲郡大領外正八位下日置臣佐提麻呂」とある人物。

４　出雲市大社町杵築東に鎮座する出雲大社。

５　出雲市大社町杵築東に鎮座する神魂伊能知奴神社か。

６　出雲大社境内に鎮座する大神大后神社。

７　出雲大社境内に鎮座する素鵞社か。

８　既出。

９　出雲市西林木町に鎮座する伊努神社か。

10　出雲市河下町に鎮座する意保美神社。

11　出雲市斐川町神氷に鎮座する曽枳能夜神社。

12　出雲市斐川町出西に鎮座する久武神社。

13　既出、曽枳能夜神社

14　出雲市大社町遙堪に鎮座する阿須伎神社。

15　出雲市大社町日御碕に鎮座する日御碕神社。

16　出雲市大社町杵築北に鎮座する因佐神社。

17　出雲市美談町に鎮座する美談神社。

18　出雲市国富町に鎮座する縣神社。

19　美談神社境内に鎮座する伊波神社。

20　出雲市斐川町阿宮に鎮座する阿吾神社。

21　出雲市国富町に鎮座する都武自神社。

22　出雲市日下町に鎮座する久佐加神社。

23　出雲市奥宇賀町に鎮座する奥宇賀神社に合祀。

24　既出、阿須伎神社。

25　出雲市口宇賀町に鎮座する宇賀神社。

26　出雲市奥宇賀町に鎮座する奥宇賀神社。

27　出雲市斐川町神庭に鎮座する神代神社。

28　出雲市斐川町神氷に鎮座する加毛利神社。

29　出雲市矢屋町に鎮座する来阪神社。

30　既出。伊努神社。

31　出雲市斐川町鳥井に鎮座する鳥屋神社。

32　出雲市斐川町直江に鎮座する御井神社。

33　出雲大社境内に鎮座する神魂御子神社か。

34　既出。

35　既出。来阪神社。

36　既出、伊努神社。

37　既出、美談神社。

38　既出、縣神社。

39　出雲市唐川町に鎮座する韓竈神社境内に鎮座する斐代神社。

40　出雲市唐川町に鎮座する韓竈神社。

41　出雲市斐川町出西に鎮座する伊佐賀神社。

42　松江市宍道町伊志見に鎮座する伊甚神社。

43　出雲市斐川町三絡に鎮座する波知神社。

44　出雲市斐川町併川に鎮座する立虫神社。

45　所在不明。

46　出雲市大社町に鎮座する湊社。

47　既出、阿須伎神社。

48　所在不明。

49　所在不明。

50　所在不明。

51　所在不明。

52　既出、都武自神社。

53　所在不明。

54　出雲市大社町杵築西に鎮座する山辺神社。

55　出雲市斐川町原鹿に鎮座する原鹿神社。

56　所在不明。

57　出雲市斐川町三絡に鎮座する波迦神社。

58　出雲市斐川町荘原に鎮座する佐支多神社。

59　出雲市斐川町神氷の曽枳能夜神社境内に鎮座する支比佐神社。

60　所在不明。

61　既出、日御碕神社。

62　神社記載の実数は六十一社。












　神かむ名な火び山やま１。郡家の東南三里さと一百五十歩あし。高さ一百七十五丈つゑ、周めぐり一十五里六十歩。曽そ支き能の夜やの社やしろ２に坐います、伎き比ひ佐さ加か美み高たか日ひ子この命みこと３の社、此この山やまの嶺みねに在あり。故かれ、神かむ名な火び山やまと云いひき。

　出雲いづもの御み崎さき山やま４。郡家の西北二十七里三百六十歩。高さ三百六十丈、周り九十六里一百六十五歩。西の下ふもと５は、所謂いはゆる、天あめの下した造つくらしし大おほ神かみの社やしろ坐います。

　凡すべて諸もろもろの山やま野の在あらゆる草くさ木き、卑解ところ、百部根ほとづら、女委ゑみくさ、夜からす干あふき、商陸いをすき、独活つちたら、葛くずの根ね、薇わらび、藤ふぢ、李すもも、蜀ふさ椒はじかみ、楡にれ、赤あか桐ぎり、白あを桐ぎり、椎しひ、椿つばき、松まつ、栢かへなり。禽とり獣けものは、晨風はやぶさ、鳩はと、山やま鶏どり、鵠くくひ、[image: ]つぐみ、猪ゐ、鹿しか、狼おほかみ、兎うさぎ、狐きつね、獼猴さる、飛鼯むささび有あり。

　出雲いづもの大おほ川かは６。源みなもとは伯耆ははきと出雲と二つの国の堺さかひなる鳥とり上かみ山やま７より流ながれ、仁に多たの郡こほり横よこ田たの村むらに出いで、横田、三み処ところ、三み沢さは、布ふ施せ等どもの四つの郷さと８を経へて、大おほ原はらの郡こほりの堺さかひなる引ひき沼ぬの村むら９に出いで、来次きすき、斐伊ひ、屋や代しろ、神かむ原はら10等どもの四つの郷さとを経へて、出雲の郡の堺なる多た義けの村11に出いで、河内かふち、出雲12の二つの郷さとを経て、北へ流れ、更さらに折をれて西へ流れ13、伊い努ぬ、杵き築づき14の二つの郷さとを経て、神かむ門どの水みづ海うみ15に入いる。此こは、所謂いはゆる斐伊ひの河かはの下しもなり。河かはの両みぎ辺ひだり16は、或あるは土地つち豊沃こえ、土たなつ穀もの17、桑くは、麻あさ、稔穎枝18、百おほみ姓たからの膏腴ゆたかなる薗そのなり。或あるは土体つち豊沃こえ、草くさ木き叢むれ生おひたり。年魚あゆ、鮭さけ、麻ま須す、伊い具ぐ比ひ、魴鱧むなぎ19等どもの類たぐひ有ありて、潭湍ふちせに双ならび泳およげり。河かはの口くちより河かは上かみの横よこ田たの村むらに至いたる間あひだ、五つの郡こほりの百おほみ姓たから、河かはに便よりて20居をり。出雲いづも、神かむ門ど、飯いひ石し、仁に多た、大おほ原はらの郡こほりなり。

　孟春むつき21起より季春やよひ22に至いたるまで、材くれ木き23を挍かとる24船ふね、河かはの中なかを沿のぼり泝くだれり。

　意お保ほ美みの小を河がは25。源は出雲いづもの御崎山より出いで、北へ流れて大おほ海うみに入いる。年魚あゆ少々すこしく有あり。

　土つち負おひの池26。周めぐり二百四十歩あし。

　須す々す比ひの池27。周り二百五十歩。

　西にし門かどの江え28。周り三里一百五十歩。東へ流れて入いり海うみに入いる。鮒ふな有り。

　大おほ方かたの江29。周り二百四十四歩。東へ流れて入海に入る。鮒有り。

　二つの江の源みなもとは、並ならびに田たの水みづの所集あつまる所ところなり。





１　出雲市斐川町の仏経山。カムナビは神が鎮座する山の意。

２　既出。

３　前出、漆治郷の天津枳比佐可美高日子命とあるいは同神か。

４　出雲市東林木町の旅伏山から出雲市猪目町の弥山に至る山並み。

５　山麓。

６　斐伊川。

７　仁多郡奥出雲町と鳥取県日野郡日南町の境にある船通山。

８　後出の仁多郡の地名。

９　雲南市木次町の引野。

10　来次、斐伊、屋代、神原は、後出の大原郡の地名。

11　出雲市斐川町阿宮上阿宮。

12　既出。出雲郡の地名。

13　古代では現代と水系が異なり、宍道湖に流れずに神門の水海に注いでいた。

14　既出。出雲郡の地名。

15　神西湖。

16　この訓は古典大系本による。

17　稲、麦などの農耕の生産物。

18　「稔穎枝」の三文字、本文校訂に諸説あるが定説をみない。難訓、後考を俟つ。

19　魴と鱧で二種類の魚として「ナヨシ・ハム」（古典大系本）・「フナ・ハム」（新編全集本）と訓む説がある。

20　便りとして、の意。

21　一月。旧暦春三か月の初め。

22　三月。旧暦春三か月の終わり。

23　山から切り出した材木。

24　材木を点検管理すること。

25　出雲市河下町の唐川川。

26　未詳。

27　未詳。

28　未詳。

29　未詳。












　東は入いり海うみ１。

　三つの方かたは並ならびに平原はら遼遠はるかなり。[image: ]つぐみ、鳩はと、鳬たかべ、鴨かも、鴛鴦をし等などの族たぐひ多さはに有あり。

　東の入いり海うみに在ある所ところの雑くさぐさの物ものは、秋あき鹿かの郡こほりに説とける如ごとし。

　北は大おほ海うみ。

　宮みや松まつの埼さき２。楯たて縫ぬひと出雲いづもの郡こほりの堺さかひに有あり。

　意お保ほ美みの浜はま３。広ひろさ二里さと一百二十歩あし。

　気け多た嶋４。紫むらさき菜のり、海松みる生おふ。鮑あはび、螺さざえ、蕀甲贏うに有あり。

　井ゐ吞のみの浜５。広さ四十二歩。

　宇う大た保ほの浜６。広さ三十五歩。

　大おほ前さきの嶋７。高さ一丈つゑ、周めぐり二百五十五歩。海藻にきめ生おふ。

　脳なづき嶋８。紫むらさき菜のり、海藻にきめ生おふ。松まつ、栢かへ有あり。

　鷺さぎ浜９。広さ二百歩。

　黒嶋10。紫むらさき菜のり生おふ。

　米め結ゆひの浜11。広さ二十歩。

　尓に比ひ埼さき12。長さ一里さと四十歩あし、広さ二十歩。埼さきの南の本もとは、東西に戸とを通とほして13船ふね猶なほ往来かよふ。上うへには松まつ叢むらがり生おふ。

　宇う礼れ保ほの浦14。広さ七十八歩。船ふね二十許ばかり泊はつ可べし。

　山やま崎さき15。高さ三十九丈つゑ、周めぐり一里さと二百五十歩あし。椎しひ、楠くす、椿つばき、松まつ有り。

　子こ負おひ嶋16。礒いそなり。

　大おほ椅はしの浜17。広さ一百五十歩。

　御み前さきの浜18。広さ一百二十歩。百おほみ姓たからの家いへ有あり。

　御み厳いつく嶋19。海藻にきめ生おふ。

　御み厨くり家や嶋20。高さ四丈、周り二十歩。松有り。

　等と々ど嶋21。貽い貝がひ、石花せ有り。

　[image: ]し聞も埼さき22。長さ三十歩、広さ三十二歩。松有り。

　意お能の保ほの浜23。広さ一十八歩。

　栗くり嶋24。海藻にきめ生おふ。

　黒くろ嶋25。海藻生ふ。

　這はふ田たの浜26。広さ一百歩。

　二ふた俣またの浜27。広さ九十八歩。

　門かど石いし嶋28。高さ五丈つゑ、周り四十二歩あし。鷲わしの栖す有り。

　薗その29。長さ三里さと一百歩あし、広さ一里二百歩。松まつ繁しげりて多おほし。神かむ門どの水みづ海うみより、大おほ海うみに通とほる潮みなと30、長さ三里、広さ一百二十歩。此こは出雲いづもと神かむ門どと二つの郡こほりの堺さかひなり。

　凡すべて、北の海に在ある所ところの雑くさぐさの物ものは、楯たて縫ぬひの郡こほりに説とけるが如ごとし。但ただ、鮑あはびは出雲の郡こほり尤もとも優まされり。捕とる者ものは、所謂いはゆる御み埼さきの海子あま31、是これなり。





１　宍道湖。

２　出雲市小津と奥宇賀町の間にあった小さな岬か。

３　出雲市河下町の浜。

４　出雲市猪目町の平島。

５　出雲市猪目の浜。

６　出雲市大社町鵜峠の浜。

７　出雲市大社町鷺浦沖にある鶴島。

８　出雲市大社町鷺浦の柏島。

９　出雲市大社町鷺浦の浜。

10　出雲市大社町鷺浦の足毛馬島。

11　桁掛半島の西の浜。

12　出雲市大社町日御碕の桁掛半島。

13　潜戸、水門。

14　出雲市大社町宇龍の海岸。

15　宇竜湾の権現島。

16　未詳。

17　日御碕の東北にあるおわしの浜。

18　日御碕神社の前の浜。

19　日御碕沖の経島。

20　日御碕の経島の西の島か。

21　日御碕の西の海上にある艫島。

22　日御碕西南の追石鼻。

23　日御碕南方の黒田の浜。

24　黒田浜東南方の赤島。

25　日御碕南の御這田浜西方の礫島。

26　日御碕の南の這田の浜。

27　日御碕二俣の浜。

28　出雲市大社町杵築北の稲佐浜にある弁天島。

29　薗の長浜の北部。出雲市大社町杵築西の湊原のあたり。

30　水門。

31　漁民。












　通かよひ道ぢ。

意宇おうの郡こほりの堺さかひなる佐さ雜さふの村むら１に通かよふ、一十三里さと六十四歩あし。神かむ門どの郡こほりの堺さかひなる出雲いづもの大おほ河かはの辺ほとりに通かよふ、二里六十歩。大おほ原はらの郡こほりの堺さかひなる多た義けの村むら２に通かよふ、一十五里三十八歩。楯たて縫ぬひの郡こほりの堺さかひなる宇う加か川がは３に通かよふ、一十四里二百二十歩。


郡こほりの司つかさ主ふみ帳ひと无む位ゐ若わか倭やまと部べの臣おみ

大おほ領みやつこ外正八位下日ひ置おき部べの臣

少すけの領みやつこ外従八位下大おほの臣おみ

主まつり政ごとひと外大初位下□４部臣おみ







１　松江市宍道町佐々布のあたり。

２　既出。

３　既出。

４　脱字があると思われる。









　　　神かむ門どの郡こほり１

　合あはせて郷さと八、里こざと二十二。余あまり戸べ一、駅うまや二、神かむ戸べ一。


朝あさ山やまの郷さと。今も前さきに依よりて用もちゐる。里こざと二。

日ひ置おきの郷。今も前に依りて用ゐる。里三。

塩冶やむやの郷。本の字は止屋なり。里三。

八や野のの郷。今も前に依りて用ゐる。里三。

高たか岸ぎしの郷。本の字は高崖なり。里三。

古こ志しの郷。今も前に依りて用ゐる。里三。

滑なめ狭さの郷。今も前に依りて用ゐる。里二。

多た伎きの郷。本の字は多吉なり。里三。

余あまり戸べの里。

狭さ結ゆふの駅うまや。本の字は最邑なり。

多た伎きの駅。本の字は多吉なり。

神かむ戸べの里。



　神かむ門どと号なづけし所以ゑは、神かむ門どの臣おみ伊い加か曽そ然ね２の時とき、神かむ門ど貢たてまつりき。故かれ、神かむ門ど３と云いひき。神かむ門どの臣おみ等たち、古いにしへより今いまに至いたるまで常つねに此処ここに居をり。故かれ、神かむ門どと云いふ。





【神門郡】

１　出雲市から旧平田市・斐川町などを除いた地域。

２　神門臣は出雲臣と同祖。伊加曽然は他に見えない人物。

３　神領への入り口のこと。












　朝あさ山やまの郷さと１。郡こほりの家みやけの東南五里さと五十六歩あし。神かむ魂むすひの命みことの御み子こ、真ま玉たま著つく玉たまの邑むら日ひ女めの命みこと２坐いましき。その時とき、天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみ、大おほ穴あな持もちの命みこと、娶あひ給たまひて、毎朝あさごとに通かよひ坐ましき。故かれ、朝あさ山やまと云ひき。

　日ひ置おきの郷さと３。郡家の正東四里。志し紀き嶋しまの宮みやに御あめの宇したしらしめしし天すめら皇みこと４の御み世よ、日ひ置おきの伴とも部べ等ら５、遣つかはさえて来きて宿と停どまりて政まつりごと為せし６所ところなり。故かれ、日ひ置おきと云いひき。

　塩冶やむやの郷さと７。郡家の東北六里。阿あ遅ぢ須す枳き高たか日ひ子この命みこと８の御み子こ、塩冶やむや毗ひ古こ能の命みこと９坐いましき。故かれ、止やむ屋やと云いひき。神じん亀き三年、字を塩冶と改あらたむ。

　八や野のの郷さと10。郡家の正北三里二百一十五歩。須す佐さ能の袁をの命みこと11の御み子こ、八やの野の若わか日ひ女めの命みこと12坐いましき。その時、天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみ、大おほ穴あな持もちの命みこと、娶あひ給たまはむと為して、屋やを造つくらしめ13給たまひき。故かれ、八や野のと云いひき。

　高たか岸きしの郷さと14。郡家の東北二里。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの御み子こ、阿あ遅ぢ須す枳き高たか日ひ子この命みこと、甚いたく昼ひる夜よる哭なき15坐ましき。仍よりて、其その処ところに高たか屋や造つくりて坐ませき。高たか椅はし16を建たてて登のぼり降くだらせて、養ひだし17奉まつりき。故かれ、高たか崖きしと云いひき。神じん亀き三年、字を高岸と改む。

　古こ志しの郷さと18。即すなはち郡こほりの家みやけに属つく。伊いざ弉なみ彌の命みこと19の時とき、日ひ淵ぶち川かは20を以もちて池いけを築造つくりき。その時、古こ志しの国くに人ひと等ら21、到いたり来きて堤つつみを為つくり、宿やどり居ゐし所ところなり。故かれ、古こ志しと云いひき。

　滑なめ狭さの郷さと22。郡家の南西八里。須す佐さ能の袁をの命みことの御み子こ、和わ加か須す世せ理り比ひ売めの命みこと23、坐いましき。その時、天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの命みこと娶あひて通かよひ坐ましし時に、彼その社やしろ24の前まへに盤石いは25有あり。其その上うへ甚いたく滑なめらかなりき。即すなはち詔のりたまひしく、「滑なめし盤石いは26なる哉かも」と詔のりたまひき。故かれ、南なめ佐さと云いひき。神じん亀き三年、字を滑狭と改あらたむ。

　多た伎きの郷さと27。郡家の南西二十里。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの御み子こ、阿あ陀だ加か夜や努ぬ志し多た伎き吉き比ひ売めの命みこと28、坐いましき。故かれ、多た吉きと云いひき。神じん亀き三年、字を多伎と改む。

　余あまり戸べの里さと29。郡家の南西三十六里。名を説とくこと、意お宇うの郡こほりの如ごとし。

　狭さ結ゆふの駅うまや30。郡こほりの家みやけと同おなじき処ところ。古こ志しの国の佐さ与よ布ふ31と云いふ人、来きたり居をりき。故かれ、最さい邑ふ。神じん亀き三年、字を狭結と改あらたむ。其その来きたり居をる所以ゆゑは、説とくこと古こ志しの郷さとの如ごとし。

　多た伎きの駅うまや32。郡家の西南一十九里。名を説き字を改むること、郷さとの如ごとし33。





１　出雲市朝山町のあたり。

２　他には見えない神。

３　出雲市塩冶町の西南部のあたり。

４　欽明天皇。

５　日置氏に従属した部民。

６　政治を執り行うこと。

７　出雲市塩冶町北部から今市町などのあたり。

８　既出。

９　他に見えない神。

10　出雲市矢野町・大塚町・白枝町・小山町・高松町・渡橋町のあたり。

11　既出。

12　他に見えない神。

13　結婚のための新しい家を造ること。結婚にあたり家を新築することは『記』の素佐之男神話などにも見られる。

14　出雲市今市・塩谷・大塚町などのあたり。

15　延々と泣き止まない神については、深層心理学の立場から「永遠の少年」と呼ばれるような、精神的に未成熟な状態にあることを意味している。

16　高い梯子。

17　養育すること。

18　出雲市古志町・下古志町・知井宮町のあたり。

19　イザナキ命とともに国土創成を担った女神。

20　出雲市を流れる保知石川。

21　北陸地方の人。

22　出雲市神西町から湖陵町・畑村・二部・三部のあたり。

23　『記』では須世理毗売命として出てくる。父神の須佐之男命が大穴牟遅神に科した試練を克服するための援助し、のちに大穴牟遅神の正妻となることが語られている。

24　後出の奈売佐社のこと。

25　巨岩。

26　表面が滑らかで滑りやすい岩。

27　出雲市多伎町・久村・小田・奥田義・口田義のあたり。

28　他に見えない神。

29　出雲市乙立町から佐田町のあたり。

30　神門郡家と同じ場所にある。

31　越の国からやってきて河川仕事に携わった人。

32　出雲市多伎町久村のあたり。

33　この後、底本では神戸の里の記述が欠落している。底本に従う。












　新しん造ざうの院ゐん一ひと所ところ１。朝あさ山やまの郷さとの中うちにあり。郡家の正東二里さと六十歩あし。厳ごん堂だうを建立たつ。神かむ門どの臣おみ等たちが造つくる所ところなり。新しん造ざうの院ゐん一ひと所ところ。古こ志しの郷の中に有り。郡家の東南一里。刑おさか部べの臣おみ等たちの造つくる所ところなり。本もと厳ごん堂だうを立たつ２。


美み久く我がの社やしろ３

阿あ須す理りの社４

比ひ布ふ知ちの社５

又また、比ひ布ふ知ちの社

多た吉きの社６

夜や牟む夜やの社７

矢や野のの社８

波は加か佐さの社９

奈な売め佐さ社10

知ち乃のの社11

浅あさ山やまの社12

久く奈な為ゐの社13

佐さ志し牟むの社14

多た支き枳きの社15

阿あ利りの社16

阿あ如ねの社17

国くに村むらの社18

那な売め佐さの社19

阿あ利りの社20

大おほ山やまの社21

保ほ乃の加かの社22

多た吉きの社23

夜や牟む夜やの社24

同おなじき夜や牟む夜やの社

比ひ奈なの社25　已上かみの二十五所、幷ならびに神かむ祇官つかさに在あり。

塩やむ夜やの社26

火ほ守もりの社27

同おなじき塩冶やむや社

久く奈な子この社28

同おなじき久く奈な子この社

加か夜やの社29

小を田だの社30

波は加か佐さの社31

同おなじき波は加か佐さの社

多た支きの社32

多た支き々きの社33

波は須す波はの社34




以上かみの十二所、並ならびに神かむ祇官つかさに在あらず。







１　所在未詳。

２　「本」を「不」として「厳堂を立てず」とする説もあり定説がない。

３　出雲市湖陵町大池に鎮座する弥久賀神社。

４　出雲市大津町に鎮座する阿須利神社。

５　出雲市下古志町に鎮座する比布智神社。智伊神社に合祀。

６　出雲市多伎町多伎に鎮座する多伎神社。

７　出雲市上塩冶大井谷に鎮座する塩冶神社。

８　出雲市矢野町に鎮座する八野神社。

９　出雲市西神西町に鎮座する波加佐神社。

10　出雲市東神西町に鎮座する那売佐神社。

11　出雲市知井宮町に鎮座する智伊神社。

12　出雲市朝山町に鎮座する朝山神社。

13　出雲市古志町に鎮座する久奈子神社。

14　出雲市湖陵町差海に鎮座する佐志武神社。

15　出雲市多伎町口田儀に鎮座する多伎芸神社。

16　出雲市塩冶町に鎮座する阿利神社。

17　出雲市湖陵町二部に鎮座する阿祢神社。

18　出雲市多伎町久村に鎮座する国村神社。

19　既出。那売佐神社。

20　既出。阿利神社。

21　出雲市小山町に鎮座する大山神社。

22　出雲市所原町に鎮座する富能加神社。

23　既出。多伎神社。

24　既出。塩冶神社。

25　出雲市姫原町に鎮座する比那神社。

26　既出。塩冶神社。

27　出雲市宇那手町に鎮座する火守神社。

28　既出。久奈子神社。

29　出雲市稗原町に鎮座する市森神社。

30　出雲市多伎町小田に鎮座する小田神社。

31　出雲市佐田町下橋波に鎮座する波須波神社。

32　所在不明。

33　既出、多伎芸神社。

34　出雲市佐田町下橋波に鎮座する波須波神社。












　田た俣また山１。郡こほりの家みやけの正南一十九里さと。[image: ]ひのき、枌すぎ有あり。

　長なが柄ら山２。郡家の東南一十九里。[image: ]ひのき、枌すぎ有あり。

　吉よし栗くり山３。郡家の西南二十八里。[image: ]ひのき、枌すぎ有あり。所謂いはゆる天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの宮みやの材き造つくる山やま４なり。

　□□山５。郡こほりの家みやけの東南五里さと五十六歩あし。大おほ神かみの御み屋や６なり。

　稲いな積づみ山７。郡家の東南五里七十六歩。大神の稲いな積づみ８なり。

　陰かげ山９。郡家の東南五里八十六歩。大神の御み陰かげ10なり。

　稲いな山11。郡家の東南五里一百十六歩。東に樹林はやし在あり。三みつの方かたは並ならびに礒いそなり。大神の御み稲いね12なり。

　桙ほこ山13。郡家の東南五里二百五十六歩。南と西は並ならびに樹林はやし在あり。東と北は並びに礒いそなり。大神の御み桙ほこ14なり。

　冠かがふり山15。郡家の東南五里二百五十六歩。大神の御み冠かがふり16なり。

　凡すべて、諸もろもろの山やま野のに在ある所ところの草くさ木きは、白やま歛かがみ、桔ありの梗ひふき17、藍やま漆あゐ、竜えやみ膽くさ18、商陸いをすき、續断はみ19、独活つちたら、白よろひ芷くさ20、秦かは椒はじかみ21、百部根ほとづら、百合ゆり22、巻いは柏くみ23、石いは斛くすり、升とりの麻あしくさ、当帰やませり24、石いはの葦かは25、麦門冬やますげ、杜はひ仲まゆみ、細みらの辛ねくさ、伏令まつほど、葛くずの根ね、薇蕨わらび、藤ふぢ、李すもも、蜀ふさ椒はじかみ、檜ひのき、杉すぎ、榧かへ、赤あか桐ぎり、白あお桐ぎり、椿つばき、槻つき、柘つみ26、楡にれ、蘗きはだ、楮かちのき27なり。禽とり獣けものは、鵰わし、鷹たか、晨風はやぶさ、鳩はと、山やま雞どり、鶉うづら、熊くま、狼おほかみ、猪ゐ、鹿しか、兎うさぎ、狐きつね、獼猴さる、飛鼯むささび有あり。

　神かむ門ど川28。源は飯いひ石しの郡こほり琴こと引ひき山29より出いで、北へ流ながれ、来き島しま、波は多た、須す佐さ30の三つの郷さとを経へて、神かむ門どの郡こほり余あまり戸べの里さとの門と立たちの村むら31に出いで、神かむ戸べ、朝あさ山やま、古こ志し32等どもの郷さとを経へて、西へ流れて水みづ海うみ33に入いる。年魚あゆ、鮭さけ、麻ま須す、伊い具ぐ比ひ有あり。

　多た岐きの小を川がは34。源みなもとは郡こほりの家みやけの西南三十三里さとなる多た岐き山35より出いで、流れて大おほ海うみに入いる。年魚あゆ有あり。

　宇う加かの池36。周めぐり三里六十歩。

　来き食くひの池37。周り一里一百四十歩。菜もは38有り。

　笠かさ柄からの池39。周り一里六十歩。菜有り。

　[image: ]さし屋やの池40。周り一里。

　神かむ門どの水みづ海うみ41。郡こほりの家みやけの正西四里さと五十歩あし。周めぐり三十五里七十四歩。裏うちには、鯔魚なよし、鎮ち仁に、須す受ず枳き、鮒ふな、玄蠣かき有あり。即すなはち、水みづ海うみと大おほ海うみとの間あひだに山在あり42。長ながさ二十二里二百三十四歩。広ひろさ三里。此こは、意お美み豆づ努ぬの命みこと43の国くに引ひき坐ましし時ときの綱つな44なり。今、俗くに人ひと号なづけて薗そのの松まつ山やま45と云いふ。地ところの形体かたち、壌つちも石いしも並ならびに無なし。白しろ沙すなごのみ積上つもり、松まつの林はやし茂繁しげれり。四よもの風かぜ46吹ふく時ときは、沙すな飛ごとび流ながれて松の林を掩おほひ埋うづむ。今、半なかばは埋うづみて、半なかばは遺のこれり。恐おそるらくは遂つひに埋うもれ已はてなむか。松まつ山やまの南の端はしなる美み久く我がの林はやし47起より、石いは見みと出雲いづもと二つの国くにの堺さかひなる中なか嶋じまの埼さき48に尽いたる間あひだは、或あるは平たひらなる浜、或は峻さかしき礒いそなり。

　凡すべて北の海に在ある所ところの雜くさぐさの物ものは、楯たて縫ぬひの郡こほりに説とけるが如ごとし。但ただ、紫むらさき菜のりのみ無なし。





１　出雲市乙立町の王院山。

２　出雲市見々久町の弓掛山。

３　出雲市佐田町の栗原あたりの山。

４　宮殿や神殿を造る材木を切り出す山。

５　欠字があり校訂の定説がない。『鈔』・万葉緯本では「宇比多伎山」の字を補っている。

６　大穴持命の社、の意。山全体を宮としている。

７　所在については諸説あり定説がない。

８　神饌用に刈り取った稲穂を積み重ねたもの。山全体を稲積としている。

９　朝山神社東方の堂原山かという。

10　髪に挿す髪飾り。蔓草などを用いた。山全体を御陰としている。

11　朝山神社東北の稲塚山かという。

12　大神の稲の意だが、詳細は分からない。あるいは脱穀して米俵としたことをいうか。山全体が俵を積んだように見ているということか。

13　堂原山東方の鞍掛山か。

14　そびえ立つ木々を矛と見立てたものか。

15　所在については諸説あり定説がない。

16　頭に被るかんむり。山容全体を冠に見立てたものか。

17　キキョウ科のキキョウ。

18　リンドウ科のリンドウ。薬用。

19　マツムシソウ科のナベナ。薬用。

20　セリ科のハナウド。薬用。

21　ミカン科のフユザンショウ。薬用。

22　ユリ科のササユリ。

23　イワヒバ科のイワヒバ。薬用。

24　セリ科のトウキ。薬用。

25　ウラボシ科のヒトツバ。薬用。

26　クワ科のノグワ。

27　クワ科のコウゾ。

28　出雲市の神戸川。

29　後出、飯石郡の山。

30　後出、飯石郡の地名。

31　出雲市乙立町のあたり。

32　既出。神門郡の地名。

33　神門の水海。

34　出雲市の田儀川。

35　田儀川西方の山並みを指す。

36　出雲市下古志町の宇賀池。

37　出雲市布智にあった池。

38　何を指すかは未詳。

39　未詳。

40　未詳。

41　既出。

42　海岸の丘陵地帯を指す。

43　既出。

44　既出。

45　現在の薗の長浜。

46　東西南北から吹く風。

47　湖陵町大池の弥久賀神社のあたり。

48　所在未詳。












　通かよひ道ぢ。

　出雲いづもの郡こほりの堺さかひなる出雲いづもの河かは１の辺へに通かよふは、七里さと二十五歩あし。

　飯いひ石しの郡の堺なる堀ほり坂さか山２に通ふ、一十九里。

　同おなじき郡の堺なる与よ曽そ紀きの村むら３に通ふ、二十五里一百七十四歩。

　石いは見みの国安あ農のの郡４の堺なる多た伎き々き山５に通ふ、三十三里。路みち、常つねに剗せき６有あり

　同おなじき安農郡川かは相あひの郷さと７に通かよふ、四十六里。径みち、常つねには剗せき有あらず。但ただ、政まつりごと有ある時ときに当あたりて、権かりに置おくのみ。

　前さきの件くだりの五つの郡こほり８は、並ならびに大おほ海うみの南なり。


郡こほりの司つかさ主ふみ帳ひと无む位ゐ刑おさか部べの臣おみ

大おほ領みやつこ外従七位上勲十二等神かむ門どの臣おみ

擬かりの少すけの領みやつこ外大初位下勲十二等刑部臣

主まつり政ごとひと外従八位下勲十二等吉き備び部べの臣おみ







１　斐伊川。

２　後出。

３　出雲市乙立の向名の古い名。

４　石見国の郡。今の島根県大田市。

５　既出「多岐山」。

６　国と国との境界に置かれた関所。

７　大田市川合町。

８　島根・秋鹿・楯縫・出雲・神門の五つの郡。









　　　飯いひ石しの郡こほり１

　合あはせて郷さと七。里こざと一十九。


熊くま谷たにの郷さと。今も前さきに依よりて用ゐる。

三みと屋やの郷。本の字は三刀矢なり。

飯いひ石しの郷。本の字は伊鼻志なり。

多た祢ねの郷。本の字は種なり。

須す佐さの郷。今も前に依りて用ゐる。以上かみの五、郷さと別ごとに里こざと三。

波は多たの郷。今も前に依りて用ゐる。

来き嶋じまの郷。本の字は支自真。以上かみの二、郷さと別ごとに里こざと二。



　飯いひ石しと号なづけし所以ゆゑは、飯いひ石しの郷さとの中うちに伊い毗ひ志し都つ弊べの命みこと２坐います。故かれ、飯いひ石しと云いひき。





【飯石郡】

１　現在の飯南町・雲南市三刀屋町・掛合町・吉田町などの地域。

２　飯石社に鎮座する神。












　熊くま谷たにの郷さと１。郡こほりの家みやけの東北二十六里さと。古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、久く志し伊い奈な大た美み等と与よ麻ま奴ぬ良ら比ひ売めの命みこと２、任身はらみ３て産うまむとする時ときに及いたり、生うむ処ところを求もとめき。その時、此処ここに到いたり来きて詔のりたまひしく、「甚いたく久く々ま麻く々ま志し枳き４谷たに在なり」とのりたまひき。故かれ、熊くま谷たにと云いひき。

　三みと屋やの郷５。郡こほりの家みやけの東北廾四里。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの御み門と６、此処ここに在あり。故かれ、三み刀と矢やと云いひき。神じん亀き三年、字を三屋と改あらたむ。即すなはち正倉みやけ有あり。

　飯いひ石しの郷７。郡こほりの家みやけの正東一十二里。伊い毗ひ志し都つ幣べの命みこと８、天あま降くだり９坐ましし処ところなり。故かれ、伊い鼻ひ志しと云いひき。神じん亀き三年、字を飯石と改む。

　多た祢ねの郷10。郡こほりの家みやけに属つく。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみ、大穴おほな持もちの命みことと須す久く奈な比ひ古この命みこと11、天あめの下したを巡めぐり行ゆきましし時、稲いな種だね此処ここに堕おちき。故かれ、種たねと云いひき。神じん亀き三年、字を多祢と改む。

　須す佐さの郷12。郡こほりの家みやけの正西一十九里。神かむ須す佐さ能の袁をの命みこと13詔のりたまひしく、「此この国は小ちさき国くになれども、国くに処どころ14在なり。故かれ、我あが御み名なは、木き石いしには着つけじ」と詔のりたまひて、己おのが命みことの御み魂たま、鎮しづめ置おき15給たまひき。然しかして、大おほ須す佐さ田だ16、小を須す佐さ田だを定さだめ給たまふ。故かれ、須す佐さと云いひき。即すなはち正倉みやけ有あり。

　波は多たの郷17。郡こほりの家みやけの西南一十九里。波は多た都つ美みの命みこと18、天あま降くだり坐ましし処ところ在なり。故かれ、波は多たと云いひき。

　来き嶋じまの郷19。郡こほりの家みやけの正南四十一里。伎き自じ麻ま都つ美みの命みこと20坐います。故かれ、支き自じ真まと云いひき。神じん亀き三年、字を来嶋と改あらたむ。即すなはち正倉みやけ有あり。





１　雲南市三刀屋町上熊谷・下熊谷・木次町上熊谷・下熊谷のあたり。

２　『記』に櫛名田比売、『紀』に奇稲田姫にあたる女神。

３　妊娠すること。

４　奥深く暗い様子をいう。

５　雲南市三刀屋町中部のあたり。

６　既出。

７　雲南市三刀屋町多久和・中野・神代・六重・吉田町のあたり。

８　既出。

９　天上界から降臨すること。ここの「天」は高天原ではない。奈良時代の風土記に高天原は登場しない。

10　雲南市三刀屋町乙加宮・坂本・須所・掛合町・吉田町のあたり。

11　『記』に少名毗古那命、『紀』に少彦名命とある神。大国主命とともに国作りをする神として登場し、大穴持命（大国主命）とペアで登場することが多い。

12　出雲市佐田町反辺・須佐などから雲南市掛合町穴見のあたり。

13　既出。青木紀元は須佐之男命について、本来は出雲の地方神として在地で信仰されていたとする。

14　人が生活をするのにふさわしい場所のこと。

15　鎮座すること。

16　神領の田。

17　雲南市掛合町波多をはじめとする地域。

18　他に見えない神。

19　飯石郡飯南町頓原を中心とした地域。

20　他に見えない神。













須す佐さの社やしろ１

河かは辺べの社２

御み門と屋やの社３

多た倍べの社４

飯いひ石しの社５　以上かみの五処、並ならびに神かむ祇官つかさに在あり。

狭さ長ながの社６

飯いひ石しの社７

田た中なかの社８

多た加かの社９

毛も利りの社10

兎と比ひの社11

日ひ倉くらの社12

井ゐ草ぐさの社13

深ふか野のの社14

託たく和わの社15

上かみの社16

葦あし鹿かの社17

粟あは谷たに社18

穴あな見みの社19

神かみ代しろの社20

志し志し乃の村むらの社21




以上かみの十六所、並ならびに神かむ祇官つかさに在あらず。







１　出雲市佐田町須佐に鎮座する須佐神社。

２　雲南市木次町上熊谷に鎮座する河辺神社。

３　雲南市三刀屋給下に鎮座する三屋神社。

４　出雲市佐田町反辺に鎮座する多倍神社。

５　雲南市三刀屋町多久和に鎮座する飯石神社。

６　雲南市掛合町掛合に鎮座する狭長神社。

７　雲南市三刀屋町六重に鎮座する飯石神社。

８　雲南市三刀屋町古城に鎮座する田中神社。

９　雲南市吉田町吉田の兎比神社に合祀。

10　雲南市三刀屋町伊萱に鎮座する井草神社。

11　雲南市吉田町吉田に鎮座す兎比神社。

12　雲南市三刀屋町乙加宮に鎮座する日倉神社。

13　雲南市三刀屋町伊萱に鎮座する井草神社。

14　雲南市吉田町深野に鎮座する深野神社。

15　雲南市三刀屋町多久和の飯石神社境内に鎮座する託和神社。

16　雲南市吉田町上山に鎮座する上神社。

17　前出兎比神社に合祀。

18　雲南市三刀屋町粟谷に鎮座する粟谷神社。

19　雲南市掛合町穴見に鎮座する穴見神社。

20　雲南市三刀屋町神代に鎮座する神代神社。

21　飯石郡飯南町せ神に鎮座する志々乃村神社。












　焼たき村むら山１。郡こほりの家みやけの正東一里さと。

　穴あな厚つ山２。郡家の正南一里。

　笶や村むら山３。郡家の正西一里。

　広ひろ瀬せ山４。郡家の正北一里。

　琴こと引びき山５。郡家の正南三十五里さと二百歩あし。高たかさ三百丈つゑ、周めぐり十一里さと。古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、此この山の峰みねに窟いはや６有あり。裏うちに天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの御み琴こと７あり。長ながさ七尺、広ひろさ三尺、厚あつさ一尺五寸。又また、石いし神かみ在あり。高さ二丈、周り四丈。故かれ、琴こと引びき山と云いひき。塩え味び葛かづら８有あり。

　石いは穴な山９。郡こほりの家みやけの正南五十八里。高五十丈。

　幡はた咋くひ山10。郡家の正南五十二里。紫むらさき草ぐさ有あり。

　野の見み11、木き見み12、石いは次すき13三つの野、並ならびに郡家の南西四十里。紫草有り。

　佐さ比ひ売め山14。郡家の正西五十一里一百四十歩。石いは見みと出雲いづもと二つの国くにの堺さかひなり。

　堀ほり坂さか山15。郡家の正西四十一里。杉すぎ、松まつ有り。

　城き垣かき野の16。郡家の正南一十二里。紫草有り。

　伊い我が山17。郡家の正北一十九里二百歩。

　奈な倍へ山18。郡家の東北廾里二百歩。

　凡すべて、諸もろもろの山やま野のに在ある所ところの草木は、卑解ところ、升とりの麻あしくさ、当帰やませり、独活つちたら、大おほ薊あざみ19、黄精あまな、前胡のせり、署やまつ預いも、白朮をけら、女委ゑみくさ、細みらの辛ねくさ、白頭おきな公くさ20、白芨かがみ21、赤箭かみのや22、桔ありの梗ひふき、葛くずの根ね、秦とねり皮このき23、杜はひ仲まゆみ、石いは斛くすり、藤ふぢ、李すもも、椙すぎ、赤あか桐ぎり、椎しひ、楠くすのき、楊梅やまもも、槻つき、柘つみ、楡にれ、松まつ、榧かへ、蘗きはだ、楮かちのき。禽とり獣けものは、鷹たか、隼はやぶさ、山やま鶏どり、鳩はと、雉きぎし、熊くま、狼おほかみ、猪ゐ、鹿しか、兎うさぎ、獼猴さる、飛鼯むささび有あり。

　三みと屋や川24。源みなもとは郡こほりの家みやけの正東一十五里さとなる多た加か山25より出いで、北へ流ながれて斐伊ひの河に入いる。年魚あゆ有り。

　須す佐さ川26。源みなもとは郡こほりの家みやけの正南六十八里さとなる琴こと引びき山27より出いで、北へ流れて来き島じま、波は多た、須す佐さ28等どもの三つの郷さとを経へて、神かむ門どの郡門と立たち村29に入いる。此こは所謂いはゆる神かむ門ど河の上かみなり。年魚あゆ有り。

　磐いは鉏すき川30。源みなもとは郡こほりの家みやけの西南七十里さとなる箭や山31より出いで、北へ流れて須す佐さ河に入いる。年魚あゆ有り。

　波は多たの小を川がは32。源みなもとは郡こほりの家みやけの西南二十四里さとなる志し許こ斐ひ山33より出いで、北へ流れて須す佐さ河に入いる。鉄まがね34有り。

　飯いひ石しの小川35。源は郡家の正東一十二里さとなる佐さ久く礼れ山36より出いで、北へ流れて三みと屋や川に入いる。鉄有り。





１　雲南市掛合町大志戸の山。

２　雲南市掛合町佐中の南方の山かという。

３　雲南市掛合町西方の矢峯山。

４　雲南市掛合町十日市の山。

５　飯石郡飯南町頓原の琴引山。

６　洞窟。

７　琴は神聖な楽器と考えられていた。

８　ブドウ科のヤマブドウ。

９　飯石郡飯南町上赤名の三国山。

10　飯石郡飯南町小田にある山。

11　飯石郡飯南町上赤名の吞谷の山。

12　飯石郡飯南町下来島の木見山。

13　飯石郡飯南町下赤名神戸川流域の山。

14　三瓶山。

15　出雲市佐田町朝原の東北にある山。

16　雲南市吉田町谷宇山にある山。

17　雲南市三刀屋町伊萱の峰寺弥山。

18　雲南市三刀屋町乙加宮の禅定寺山。

19　キク科のヤマアザミ。

20　ウマノアシガタ科のオキナグサ。薬用。

21　ラン科のシラン。薬用。

22　ラン科のオニノヤガラ。薬用。

23　ヒイラギ科のトネリコ。

24　雲南市の三刀屋川。

25　飯石郡飯南町頓原と広島県庄原市高野町の境の大万木山。

26　出雲市の須佐川。神戸川中流の名。

27　既出。

28　来島、波田、須佐は、飯石郡の郷。

29　既出。

30　神戸川上流の名。

31　飯石郡飯南町上赤名の本谷山。

32　雲南市掛合町の波多川。

33　雲南市掛合町波多の野田山。

34　砂鉄。

35　雲南市の飯石川

36　雲南市三刀屋町六重東南の山。












　通道かよひぢ。

大おほ原はらの郡こほりの堺さかひなる斐伊ひの河かは１の辺へに通かよふ、二十九里さと一百八十歩あし。

仁に多たの郡の堺なる温泉ゆの河かは２の辺へに通ふ、二十二里。

神かむ門どの郡の堺なる与よ曽そ紀きの村３に通ふ、三十八里さと六十歩あし。

同おなじき郡の堀ほり坂さか山４に通ふ、三十一里。

備きびのみち後のしりの国恵ゑ宗その郡５の堺なる荒あら鹿かの坂６に通ふ、三十九里さと二百歩あし。径みち、常つねに剗せき有り。

三み次よしの郡こほりの堺さかひなる三み坂さか７に通ふ、八十一里さと。径みち、常つねに剗せき有り。

波は多た径みち８、須す佐さ径みち９、志し都づ美み径みち10、以上かみの三つの径みちは、常つねに剗せき无なし。但ただ、政まつりごと有ある時ときに当あたりて、権かりに置おくのみ。並ならびに備きびのみ後ちのしりの国くにに通かよふ。


郡こほりの司つかさ主帳ふみひと无む位ゐ日ひ置おきの首おびと

大おほ領みやつこ外正八位外勲十二等大おほ私きさきの造みやつこ11

少すけの領みやつこ外従八位上出雲いづもの臣おみ







１　飯石郡東北部で斐伊川が大原郡との境になる。

２　斐伊川の別名。

３　既出。

４　既出。

５　広島県庄原市。

６　飯石郡飯南町頓原と広島県庄原市の境の草峠。

７　広島県三次市布野町の地域。

８　波多小川沿いに南下する道。

９　須佐川沿いに南下する道。

10　波多径、須佐径が合してさらに南下する道。

11　底本に「大弘」とあるが諸注に従い校訂する。









　　　仁に多たの郡こほり１

　合あはせて郷さと四。里こざと十二。


三み処ところの郷さと。今も前さきに依よりて用もちゐる。

布ふ勢せの郷。今も前に依りて用ゐる。

三み津つの郷。今も前に依りて用ゐる。

横よこ田たの郷。今も前に依りて用ゐる。



　仁に多たと号なづけし所以ゆゑは、天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみ、大穴おほな持もちの命みこと、詔のりたまひしく、「此この国くには、大おほきくもあらず小ちさくもあらず。川かは上かみ２は木きの穂ほ刺さしかふ３。川かは下しも４は阿あ志し婆ば布ふ這はひ度わたれり。是こは尓に多た志し枳き小を国くに５在なり」と詔のりたまひき。故かれ、仁に多たと云いひき。





【仁多郡】

１　ほぼ現在の仁多郡奥出雲町。

２　斐伊川の川上。

３　「かふ」は樹木の梢が入り交じるほど茂っているさま。

４　斐伊川の川下。

５　ニタシは湿ってぬかるんでいるさま。












　三み処ところの郷さと１。即すなはち郡こほりの家みやけに属つく。大穴おほな持もちの命みこと詔のりたまひしく、「此この地ところの田た好よし。故かれ、吾あが御み地ところ２と占しめむ」と詔のりたまひき。故かれ、三み処ところと云いひき。

　布ふ勢せの郷３。郡家の正西一十里さと。古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、大おほ神かみの命みことの宿ふせり坐ましし処ところなり。故かれ、布ふ世せと云いひき。神じん亀き三年、字を布勢と改あらたむ。

　三み津つの郷４。郡家の西南二十五里さと。大おほ神かみ大穴おほな持もちの命みことの御み子こ、阿あ遅ぢ須す伎き高たか日ひ子この命みこと５、御み須髪ひげ６八握やつか７に生おふるまで、昼ひる夜よる哭なき坐まして、辞こと通かよはざりき８。その時、御み祖おやの命みこと９、御み子こを船ふねに乗のせて、八や十そ嶋しま10を率ゐ巡めぐりて、宇う良ら加か志し11給たまへども、猶なほ哭なくこと止やまずありき。大おほ神かみ、夢いめに願ねぎ12給たまひしく、「御み子この哭なく由よしを告のらせ」と夢に願ねぎ坐まししかば、夜よの夢いめに、御み子こ辞こと通かよふと見み坐ましき。寤さめて問とひ給たまへば、その時、「御み津つ」と申まをしき。その時、「何処いづくを然しか云いふ」と問とひ給たまふ。即すなはち、御み祖おやの御み前まへを立たち去さり出いで坐まして、石いし川かはを度わたり、坂さかの上うへに至いたり留とどまり、「是こ処こ13ぞ」と申まをしたまひき。その時、其その津つの水みづ活ながれ出いでて、御み身み沐ゆ浴あみ14坐ましき。故かれ、国くにの造みやつこ神かむ吉よ事ごと奏まをしに15朝廷みかどに参まゐ向むかふ時、其その水みづ活ながれ出いでて用もちゐ初そむるなり。此これに依よりて、今も産こうむ婦をみな、彼その村むらの稲いねを食くはず。若もし食くらふ者もの有あらば、生うまるる子こ已すでに云ものいふなり16。故かれ、三み津つと云いひき。即すなはち正倉みやけ有あり。

　横よこ田たの郷さと17。郡こほりの家みやけの東南二十一里さと。古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、郷さとの中うちに田た有あり。四段きだ18許ばかり。形かたち聊いささか長ながし。遂つひに田たに依よりて、故かれ、横よこ田たと云いひき。即すなはち正倉みやけ有あり。以上かみの諸もろもろの郷さとより出いづる鉄まがね、堅かたくして、尤もとも雑くさぐさの具ものを造つくるに堪たふ。





１　仁多郡奥出雲町北部から安来市広瀬町のあたり。

２　神領地。

３　仁多郡奥出雲町佐白・八代のあたり。

４　諸注では多く「三沢」と校訂するが、底本に従う。雲南市木次町湯村から仁多郡奥出雲町西部のあたり。

５　既出。

６　あごひげ。

７　ツカは長さの単位で、握り拳ひとつの長さ。八握に生ふるとは、それほど長くひげが伸びる時間の経過をも示している。

８　言葉を話すことができなかった、の意。

９　ここでは父神である大穴持命のこと。

10　多くの島。

11　心を楽しませる、の意。

12　夢で神の啓示を願うこと。

13　現在の仁多郡奥出雲町の三沢池か。

14　水浴びして身を清める。

15　既出。

16　諸注の中には「已不云」と校訂し、「もの云わず」と解釈する説もあるが、新生児がただちに物を言ったとする説に従う。

17　仁多郡奥出雲町横田のあたり。

18　「きだ」は土地の面積の単位。長さ三十歩、幅十二歩が一段。現在の単位でいうと約十一・四アール。













三み沢さはの社やしろ１

伊い我が多た気けの社２




以上かみの二所、並ならびに神かむ祇官つかさに在あり。




玉たま作つくりの社３

須す我が乃の非ひの社４

湯ゆ野のの社５

比ひ太だの社６

漆しつ仁にの社７

大おほ原はらの社８

印いな支き斯し里りの社９

石いは壺つぼの社10




以上かみの八所、並ならびに神かむ祇官つかさに在あらず。







１　仁多郡奥出雲町三沢に鎮座する三沢神社。

２　仁多郡奥出雲町横田に鎮座する伊賀多気神社。

３　仁多郡奥出雲町亀嵩の湯野神社境内に鎮座する玉作神社。

４　所在不明。

５　仁多郡奥出雲町亀嵩に鎮座する湯野神社。

６　安来市広瀬町西比田に鎮座する比太神社。

７　雲南市木次町湯村に鎮座する温泉神社。

８　仁多郡奥出雲町上阿井の大原神社説と雲南市木次町平田の石壺神社説がある。

９　仁多郡奥出雲町八代に鎮座する仰支斯里神社。

10　雲南市木次町平田の石壺神社説と雲南市木次町平田の日御碕神社説がある。












　鳥とり上かみ山１。郡こほりの家みやけの東南三十五里さと。伯耆ははきと出雲いづもとの堺さかひなり。塩え味び葛かづら２有あり。

　室むろ原はら山３。郡家の東南三十六里さと。備きびのみ後ちのしりと出雲と二つの国くにの堺。塩味葛有り。

　灰はひ火ひの山４。郡家の東南三十里。

　遊ゆ託た山５。郡家の正南三十七里。塩味葛有り。

　御み坂さか山６。郡家の西南五十三里。此この山やまに神かみの御み門と７有あり。故かれ、御み坂さかと云ひき。備後と出雲の堺なり。塩え味び葛かづら有り。

　志し努ぬ坂さか野の８。郡家の西南三十一里。紫むらさき草くさ少すこ々すこしく有り。

　玉たま峰みね山９。郡家の東南一十里。古ふる老おきな伝つたへて云いはく、山の嶺みねに玉たま上かみの神10在あり。故かれ、玉たま峰みねと云ひき。

　城き紲せ野の11。郡家の正南一十里。紫草少すこ々すこしく有り。

　大おほ内うち野の12。郡家の正南二十二里。紫草少々しく有り。

　菅すが火ひ野の13。郡家の正西四里。高たかさ一百二十五丈つゑ、周めぐり一十里さと。峰みねに神かむつ社やしろ14有あり。

　恋したひ山15。郡家の正南二十三里。古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、和わ尓に16、阿あ伊いの村むら17に坐います神、玉たま日ひ女めの命みこと18を恋したひて19上のぼり到いたりき。その時、玉日女命、石いし以もちて川を塞ふさぎ20しかば、得え会あはずして恋したへり。故かれ、恋したひ山と云いひき。

　凡すべて、諸もろもろの山やま野のに在ある所ところの草くさ木きは、白頭おきな公くさ、藍漆やまあゐ、蒿さは本そらし、玄参おしくさ、百合ゆり、王不留行かさくさ21、薺さき苨くさな22、百部根ほとづら、瞿麦なでしこ、升とりの麻あしくさ、抜葜さるとり23、黄精あまな、地あやめ楡たむ24、附子おう25、狼こまつ牙なぎ26、離やま留うばら27、石いは斛くすり、貫おに衆わらび、續断はみ、女委ゑみくさ、藤ふぢ、李すもも、檜ひのき、椙すぎ、樫かし、松まつ、栢かへ、栗くり、柘つみ、槻つき、蘗きはだ、楮かぢのきなり。禽とり獣けものは、鷹たか、晨風はやぶさ、鳩はと、山やま鶏どり、雉きぎし、熊くま、狼おほかみ、猪ゐ、鹿しか、狐きつね、兎うさぎ、獼猴さる、飛[image: ]むささび有あり。

　横よこ田た川28。源みなもとは郡こほりの家みやけの東南三十五里さとなる鳥とり上かみ山より出いで、北へ流る。所謂いはゆる斐伊ひの河の上かみなり。年魚あゆ少すこ々すこしく有あり。

　室むろ原はら川29。源は郡家の東南三十六里さとなる室むろ原はら山より出いで、北へ流る。此こは所謂いはゆる斐伊ひの大おほ河かはの上かみなり。年魚あゆ、麻ま須す、魴鱧むなぎ30等どもの類たぐひ有あり。

　灰はい火ひの小を川がは31。源みなもとは灰はい火ひ山より出いで、斐伊ひの河かはの上かみに入いる。年魚有り。

　阿あ伊い川32。源みなもとは郡こほりの家みやけの正南三十七里さとなる遊ゆ託た山より出いで、北へ流れて斐伊ひの河かはの上かみに入いる。年魚あゆ、麻ま須す有あり。

　阿あ位ゐ川33。源は郡家の西南五十里なる御み坂さか山より出いで、斐伊ひの河かはの上かみに入いる。年魚、麻須有り。

　比ひ太だ川34。源は郡家の東南一十里なる玉たま岑みね山より出いで、北へ流る。意お宇うの郡こほりの野の城き河の上かみ、是これなり。年魚有り。

　湯ゆ野のの小を川がは35。源みなもとは玉たま岑みね山より出いで、西に流れて斐伊ひの河かはの上かみに入いる。





１　仁多郡奥出雲町横田と鳥取県の境にある船通山。

２　既出。

３　仁多郡奥出雲町横田と広島県の境にある三国山。

４　仁多郡奥出雲町大馬木の仏山。

５　仁多郡奥出雲町大馬木と広島県の境の烏帽子山。

６　仁多郡奥出雲町上阿井と広島県の境の猿政山。

７　神門。神領との境界の門。

８　仁多郡奥出雲町西南の鯛巣山山地付近。

９　仁多郡奥出雲町北堺の玉峰山。

10　前出、玉作社。

11　仁多郡奥出雲町横田付近の山。

12　仁多郡奥出雲町大内原の山。

13　仁多郡奥出雲町上三所東方の城山。

14　前出、須我乃非の社。

15　仁多郡奥出雲町三成の鬼の舌振がある山か。

16　サメのこと。既出。

17　仁多郡奥出雲町の大馬木のあたりか。

18　他に見えない神。

19　恋しく思うこと。

20　堰き止める。

21　ナデシコ科のヒメケフシグロ。薬用。

22　キキョウ科のソバナ。薬用。

23　ユリ科のサルトリイバラ。薬用。

24　バラ科のワレモコウ。薬用。

25　キンポウゲ科のトリカブト。薬用。

26　マメ科のコマツナギ。薬用。

27　ユリ科のシュロソウか。駆虫。

28　仁多郡奥出雲町の斐伊川上流。

29　仁多郡奥出雲町の室原川。

30　既出。

31　仏山から流れ室原川に合流する小川。

32　仁多郡奥出雲町の大馬木川。

33　仁多郡奥出雲町の阿井川。

34　安来市を流れる飯梨川。

35　仁多郡奥出雲町の亀嵩川。












　通かよひ道ぢ。

飯いひ石しの郡こほりの堺さかひなる漆しつ仁にの川の辺へ１に通かよふ、二十八里さと。即すなはち、川かはの辺へに薬くすり湯ゆ２有あり。一たび浴ゆあみすれば、則すなはち身体み穆平やはらぎ、再ふたたび濯すすけば、則すなはち万よろづの病やまひ消除いゆ。男をとこの女をみなも老おいたるも少わかきも、昼ひるも夜よるも息やまず、駱驛つらなり３往来かよひて、験しるしを得えずといふこと无なし。故かれ、俗くに人ひと号なづけて薬くすり湯ゆと云ふ。即すなはち正倉みやけ有あり。

大おほ原はらの郡の堺なる辛から谷たにの村むら４に通ふ、一十六里さと二百三十六歩あし。

伯耆ははきの国くに日ひ野のの郡の堺なる阿あ志し毗び縁え山５に通ふ、三十五里さと一百五十歩あし。常つねに剗せき有あり。

備きびのみち後のしりの国くに恵ゑ宗その郡６の堺なる遊ゆ託た山７に通ふ、三十七里さと。常に剗有り。

同おなじき恵ゑ宗その郡の堺なる比ひ市いち山８に通ふ、五十三里さと。常つねには剗欝せき无なし。但ただ、政まつりごと有ある時に当あたりて、権かりに置おくのみ。


郡こほりの司つかさ主ふみ帳ひと外大初位外品治ほむぢ部べ

大おほ領みやつこ外従八位外蝮たぢひ部べの臣おみ

少すけの領みやつこ外従八位外出雲いづもの臣おみ







１　雲南市木次町を流れる斐伊川の河畔。

２　薬効のある温泉。

３　既出。

４　所在未詳。

５　仁多郡奥出雲町竹崎と鳥取県との境の山。

６　既出。

７　既出。

８　仁多郡奥出雲町阿井から広島県庄原市にかけての毛無山。









　　　大おほ原はらの郡こほり１

　合あわせて郷さと八。里こざと二十四。


神かむ原はらの郷さと。今いまも前さきに依よりて用もちゐる。

屋や代しろの郷。本の字は矢代なり。

屋や裏うちの郷。本の字は矢内なり。

佐さ世せの郷。今も前に依りて用ゐる。

阿あ用よの郷。本の字は阿欲なり。

海う潮しほの郷。本の字は得塩なり。

来き次すきの郷。今も前に依りて用ゐる。

斐伊ひの郷。本の字は樋なり。以上かみの八、郷さと別ごとに里こざと三。



　大おほ原はらと号なづけし所以ゆゑは、郡こほりの家みやけの正西２一十里さと一百一十六歩あしなる田た、一十町まち３許ばかりは平原はらなり。号なづけて大おほ原はらと曰いひき。往古いにしへの時、此処ここに郡こほりの家みやけ有あり。今いまも猶なほ旧ふるきを追おひて大おほ原はらと号なづく。今、郡こほりの家みやけ有ある処ところ４は、号なづけて斐伊ひの村むらと云いふ。




　神かむ原はらの郷さと５。郡こほりの家みやけの正北九里さと。古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの御み財たから６を積つみ置おき給たまひし処ところなり。則すなはち神かむ財たからの郷さとと謂いふ可べきを、今いまの人猶なほ誤あやまりて、神かむ原はらの郷さとと云いふのみ。

　屋や代しろの郷７。郡家の正北一十里さと一百一十六歩あし。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの垜あむづち８立て射いたまひし処ところなり。故かれ、矢や代しろ９と云いひき。神じん亀き三年、字を屋代と改あらたむ。即すなはち正倉みやけ有あり。

　屋や裏うちの郷10。郡家の東北一十里一百一十六歩。古ふる老おきな伝つたへて云いはく、天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみ、笶やを殖たて令しめ11給たまひし処ところなり。故かれ、矢や内うちと云ひき。神じん亀き三年、字を屋裏と改む。

　佐さ世せの郷12。郡家の正東九里二百歩。古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、須す佐さ能の袁をの命みこと13、佐さ世せの木き14の葉はを頭[image: ]かざして15、踊躍おどり為せし時、[image: ]ささせる佐さ世せの木きの葉は、地つちに堕おちき。故かれ、佐さ世せと云ひき。

　阿あ用よの郷16。郡家の東南一十三里八十歩。古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、昔むかし、或ある人、此処ここに山やま田だを佃つくりて17守もりき。その時、目め一つの鬼もの18来きて、佃た人ひとの男をのこを食くひき。その時、男をのこの父母かぞいろ、竹たか原はら19の中うちに隠かくりて居をる時、竹たけの葉は動あよき20き。その時、食くらはるる男をのこ、「動あよ々あよ21」と云ひき。故かれ、阿あ欲よと云ひき。神じん亀き三年、字を阿用と改む。

　海う潮しほの郷22。郡家の正東一十六里三十三歩。古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、宇う能の治ぢ比ひ古この命みこと23、御み祖おや須す義が祢ねの命みこと24を恨うらみて、北の方かた、出雲いづもの海う潮しほを押おし上あげて25、御み祖おやの神かみを漂ただよはすに、此この海う潮しほ至いたりき。故かれ、得う塩しほと云ひき。神じん亀き三年、字を海潮と改む。東北の須す我がの小を川がは26の湯ゆ渕ふちの村むら27の川の中なかに温泉ゆあり。号なを用もちゐず。同おなじき川の上かみの毛け間まの村28の川の中に温泉ゆ出いづ。号なを用ゐず。

　来き次すきの郷29。郡家の正南八里。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみの命みこと詔のりたまひしく、「八や十そ神かみ30は、青あを垣かき山やま31の裏うちに置おかじ」と詔のりたまひて、追おひ廃はらひ32たまふ時、此処ここに迨次きすき33坐ましき。故かれ、来き次すきと云ひき。

　斐伊ひの郷34。郡家に属つく。樋ひ速はや日ひ子この命みこと35、此処ここに坐います。故かれ、樋ひと云いひき。神じん亀き三年、字を斐伊と改む。





【大原郡】

１　現在の雲南市。旧大原郡の地域。

２　「正西」は底本による。

３　「町」は土地の面積の単位。十段を一町とする。

４　雲南市木次町のあたりか。

５　雲南市加茂町神原・延野・大竹のあたり。

６　神宝。

７　雲南市加茂町の屋代郷地域を除いたあたり。

８　的を立てるために、弓場に設けられた盛り土。

９　矢を射る練習をする場所。「シロ」は何かをするための土地をいう。

10　雲南市大東町の赤川の北のあたり。

11　矢を射立てさせた。

12　雲南市大東町下佐世・上佐世・養賀・飯田・大ケ谷のあたり。

13　既出。

14　未詳。

15　植物の枝葉を髪に挿して飾りとしたもの。

16　雲南市大東町赤川の南のあたり。

17　田を耕すこと。

18　柳田国男は『一つ目小僧その他』の中で、この伝承を取り上げ、以後の諸注釈書はほとんど、この説に依っている。それに対して近年、内田賢徳はこの説を批判し、漢籍からの潤色の可能性と、『播磨』に記された「天目一命」系統の神の可能性を論じている。

19　内田賢徳は竹林が聖なる空間であった記憶が神話や伝承の中にとどめられていると論じている。

20　「アヨク」は揺れ動く、の意。

21　新編全集本は「あよくあよく」と訓み、父母に危険を知らせたと述べている。

22　雲南市大東町東北部のあたり。

23　既出。

24　他に見えない神。

25　中川ゆかりは「出雲の海」を入海（宍道湖）とする通説に対して、「川を海水が溯ってきたと想像する方が自然なように思う」という注目すべき説を述べている。

26　後出。

27　雲南市大東町中湯石のあたり。

28　雲南市大東町中湯石のあたりかという。

29　雲南市木次町木次・東日登・西日登などのあたり。

30　多くの神。

31　青々と生い茂った樹木を垣のように土地を取り囲んでいる山の形容。

32　追放すること。

33　追いつく。

34　雲南市木次町里方・山方のあたり。

35　『記』に、刀についた血から化生した神として「樋速日神」がみえる。












　新しん造ざうの院ゐん１一ひと所ところ。斐伊ひの郷さとの中うちに在あり。郡こほりの家みやけの正南一里さと。厳ごん堂だうを建立たつ。僧ほふし五いつ軀はしら。大おほ領みやつこ勝すぐり部べの君きみ虫むし麿まろ２が造つくる所ところなり。

　新しん造ざうの院ゐん３一ひと所ところ。屋や裏うちの郷の中に有あり。郡こほりの家みやけの正北一十一里さと一百二十歩あし。□層こしの塔たふ４を建立たつ。僧ほふし一ひと軀はしら有あり。前さきの少すけの領みやつこ額ぬか田た部べの臣おみ押おし嶋しまが所造つくる所ところなり。今いまの少領伊い去こ美み５が従父兄いとこなり。

　新しん造ざうの院ゐん６一ひと所ところ。斐伊ひの郷の中に在あり。郡こほりの家みやけの東北一里。厳ごん堂だうを建立たつ。尼あま二ふた軀はしら有あり。斐伊ひの郷さとの人、樋ひの印ひの支いなき知ち麿まろ７が造つくる所ところなり。


矢や口ぐちの社やしろ８

宇う乃の遅ぢの社９

支き須す支きの社10

布ふ須すの社11

御み代しろの社12

汗う乃の遅ぢの社13

神かむ原はらの社14

樋ひの社15

樋ひの社16

佐さ世せの社17

世せ裡り陀だの社18

得う塩しほの社19

加か多たの社20　以上かみの一十三所ところ、幷ならびに神かむ祇官つかさに在あり

赤あか秦はたの社21

等と々ど呂ろ吉きの社22

矢や代しろの社23

比ひ和わの社24

日ひ原はらの社25

幡はた屋やの社26

春はる殖ゑの社27

船ふな林ばやしの社28

宮みや津つ日ひの社29

阿あ用よの社30

置おき谷たにの社31

伊い佐さ山やまの社32

須す我がの社33

川かは原はらの社34

除よき川かはの社35

屋や代しろの社36




以上かみの一十六所ところ、並ならびに神かむ祇官つかさに在あらず。







１　雲南市木次町里方に礎石が残されている。

２　当郡末の署名に見える人物。

３　未詳。

４　欠字部分は三もしくは五を脱したものか。

５　当郡末の署名に見える人物。

６　未詳。

７　「印」の字、底本には「仰」とあるが「印」の誤写とする説に従う。

８　雲南市加茂町神原に鎮座する八口神社。

９　雲南市加茂町宇治に鎮座する宇能遅神社。

10　雲南市木次町木次に鎮座する来次神社。

11　雲南市加茂町延野に鎮座する布須神社。

12　雲南市加茂町三代に鎮座する御代神社。

13　前出９、宇能遅神社に合祀。

14　雲南市加茂町神原に鎮座する神原神社。

15　雲南市木次町里方に鎮座する斐伊神社。

16　同前。

17　雲南市大東町下佐世に鎮座する佐世神社。

18　雲南市大東町清田に鎮座する西利太神社。

19　雲南市大東町南村に鎮座する海潮神社。

20　雲南市大東町大東に鎮座する加多神社。

21　雲南市加茂町大竹に鎮座する赤秦神社。

22　雲南市大東町篠淵に鎮座する等等呂吉神社。

23　雲南市加茂町加茂中に鎮座する加茂神社。

24　雲南市加茂町砂子原に鎮座する比和神社。

25　雲南市大東町中湯石に鎮座する日原神社説と、雲南市木次町東日登に鎮座する大森神社説がある。

26　雲南市大東町幡屋に鎮座する幡屋神社。

27　雲南市大東町大東下分に鎮座する春殖神社。

28　雲南市大東町北村に鎮座する船林神社。

29　雲南市木次町山方に鎮座する子安せ幡宮に合祀。

30　雲南市大東町東阿用に鎮座する阿用神社。

31　雲南市大東町大ヶ谷に鎮座する置谷神社。

32　雲南市大東町と遠所に鎮座する伊佐山神社。

33　雲南市大東町須賀に鎮座する須我神社。

34　雲南市大東町小河内に鎮座する川原神社。

35　雲南市大東町小河内に鎮座する除川神社。

36　所在不明。












　兎う原はら野の１。郡こほりの家みやけの正東。即すなはち郡家に属つく。

　城き名な樋ひ山２。郡家の正北一里さと百歩あし。天あめの下した所造つくらしし大おほ神かみ、大穴おほな持もちの命みこと、八や十そ神かみを伐うたむ３と為して城き４を造つくりき。故かれ、城き名な樋ひと云いひき。

　高たか麻あさ山５。郡家の正北一十里さと二百歩あし。高たかさ一百丈つゑ、周めぐり五里さと。北の方かたに樫かし、椿つばき等どもの類たぐひ有あり。東と南と西の三つの方かたは並ならびに野のなり。古ふる老おきなの伝つたへて云いはく、神かむ須す佐さ能の袁をの命みことの御み子こ、青あを幡はた佐さ草くさ日ひ古この命みこと６、是この山の上に麻あさ蒔まき給たまひき。故かれ、高たか麻あさ山と云いひき。此この山の岑みねに坐いますは、其その御み魂たまなり。

　須す我が山７。郡家の東北一十九里一百八十歩。檜ひのき、枌すぎ有あり。

　船ふな岡をか山８。郡家の東北一里一百歩。阿あ波は枳き閇へ委い奈な佐さ比ひ古この命みこと９曳ひき来き居すゑし船ふね10、此この山、是これなり。故かれ、船ふな岡をかと云ひき。

　御み室むろ山11。郡家の東北一十九里一百八十歩。神かむ須す佐さ乃の乎をの命みこと、御み室むろ12造つくら令しめ給たまひて、宿やどりし所ところなり。故かれ、御み室むろと云ひき。

　凡すべて、諸もろもろの山やま野のに在ある所ところの草くさ木きは、苦参くらら、桔ありの梗ひふき、[image: ]茄むこぎ13、白よろひ芷くさ、前胡のせり、独活つちたら、卑斛ところ、葛くずの根ね、細みらの辛ねくさ、茵芋につつじ14、白前のかがみ15、決えびす目ぐさ16、白やま歛かがみ、女委ゑみくさ、署やまつ預いも、麦門冬やますげ、藤ふぢ、李すもも、檜ひのき、杉すぎ、栢かへ、樫かし、櫟なら、椿つばき、楮かぢのき、楊梅やまもも、梅うめ17、槻つき、蘗きはだなり。禽とり獣けものは、鷹たか、晨風はやぶさ、鳩はと、山やま雞どり、雉きぎし、熊くま、狼おほかみ、猪ゐ、鹿しか、兎うさぎ、獼猴さる、飛[image: ]むささび有あり。

　斐伊ひの川18。郡家の正西五十七歩あし。西へ流ながれて出雲いづもの郡こほり多た義けの村19に入いる。年魚あゆ、麻ま須す有あり。

　海う潮しほの川20。源みなもとは意お宇うと大おほ原はらと二つの郡こほりの堺さかひなる笶の村むら山21より出いで、北へ流ながる年魚あゆ少すこ々すこしく有あり。

　須す我がの小を川がは22。源みなもとは須す我が山より出いで、西へ流ながる。年魚少々しく有り。

　佐さ世せの小川23。源は阿あ用よ山24より出いで、北へ流ながる。魚うを无なし。

　幡はた屋やの小川25。源は郡家の東北幡はた箭や山26より出いで、南へ流ながる。魚无し。四つの水合あひて西へ流ながれ、出雲いづもの大おほ川かはに入いる。

　屋や代しろの小川27。源は郡家の正北除よき田た野の28より出いで、西へ流ながれて斐伊ひの大おほ河かはに入いる。魚无し。





１　雲南市木次町里方兎原周辺の山並み。

２　雲南市木次町里方の城名樋山。

３　既出。『記』には大穴牟遅神の兄弟神として八十神が登場し、大穴牟遅を殺害しようとする。根の国での試練をくぐり抜け、大国主神として帰還した大穴牟遅は生大刀・生弓矢で八十神を追い払ったと記されている。

４　柵をめぐらした砦。

５　雲南市加茂町大西・加茂中・仁和寺・砂子原の境の高麻山。

６　既出。

７　雲南市大東町須賀と松江市八雲町の境の八雲山一帯の総称。

８　雲南市大東町北村の船岡山。

９　他に見えない神。

10　乗ってきた船が山であるとする地名説話は『播磨』揖保郡上岡里の条にもみえる。

11　雲南市大東町中湯石の室谷の奥にある山か。

12　ムロは出入り口以外が囲まれた空間。家屋だけでなく岩窟などもある。

13　ウコギ科のウコギ。薬用。

14　ミカン科のツルシキミか。薬用。

15　ガガイモ科のフナバラソウか。薬用。

16　マメ科のエビスグサか。薬用。

17　風土記では、梅・桜などの植物はほとんど登場しないが、ここに梅が記されていることは注目に値する。

18　斐伊川。

19　既出。

20　雲南市の刈畑川。

21　毛無越峠付近の山。

22　雲南市の須賀川。

23　雲南市の佐世川。

24　雲南市大東町西阿用にある山。

25　雲南市の幡屋川。

26　雲南市と松江市宍道町の境にある馬鞍山。

27　雲南市の三代川。

28　雲南市加茂町三代の高塚山か。












　通かよひ道ぢ。

意宇おうの郡こほりの堺さかひなる木き垣がきの坂１に通かよふ、二十三里さと八十五歩あし。

仁に多たの郡の辛から谷たにの村２に通ふ、二十三里一百八十二歩。

飯いひ石しの郡の堺さかひなる斐伊ひの川かはの辺へに通ふ、五十七歩。

出雲いづもの郡の堺なる多た義けの村３に通ふ、一十一里二百二十歩。前さきの件くだりの三つの郡こほり４は、並ならびに山やま野のの中うちなり。


郡こほりの司つかさ主ふみ帳ひと无位勝すぐり部べの臣おみ

大おほ領みやつこ正六位上勲十二等勝すぐり部べの臣おみ

少すけの領みやつこ外従八位上額ぬか田た部べの臣おみ

主まつり政ごとひと无位日ひ置おきの臣おみ







１　意宇郡には「林垣峰」とある。

２　既出。

３　既出。

４　飯石・仁多・大原の三郡。












　国くにの東の堺さかひ１より、西へ去さること二十里さと一百八十歩あし、野の城きの橋はし２に至いたる。長ながさ三十丈つゑ七尺さか。広ひろさ二丈六尺。飯いひ梨なし河。又また、西へ二十一里、国くにのまつ庁りごとどの３、意お宇うの郡こほりの家みやけの北十じふ字じの街ちまた４に至いたり、即すなはち分わかれて二つの道みちと為なる。一つは正西の道、一つは北へ枉まがれる道。

　北へ枉まがれる道、北へ去ること四里二百六十六歩、郡こほりの北の堺さかひ５なる朝あさ酌くみの渡わたりに至る。渡わたり八十歩、渡わたり船ぶね一つあり。

　又また、北へ一十里一百四十歩、嶋しま根ねの郡こほりの家みやけ６に至る。郡家より北へ去ること一十七里一百八十歩、隠お岐きの渡わたりなる千ち酌くみの駅うま家やの浜はまに至る。度わたり船ぶねあり。又、郡こほりの家みやけより西一十五里八十歩、郡こほりの西の堺さかひ７なる佐さ太だの橋に至る。長さ三丈、広さ一丈。佐さ太だ川。

　又また、西へ八里三百歩、秋あき鹿かの郡こほりの家みやけ８に至る。又また、郡家より西へ一十五里一百歩、郡こほりの西の堺さかひに至る。又、西へ八里二百六十四歩、楯たて縫ぬひの郡家９に至る。又、郡家より西へ七里一百六十歩、郡の西の堺に至る。

　又また、西へ一十里二百二十歩、出雲いづもの郡こほりの家みやけ10の東の辺へ、正ま西にしの道に入いる。

　惣すべて北へ枉まがれる道の程みちのり、九十九里一百一十歩の中うち、隠お岐きの道、一十七里一百八十歩。

　正ま西しにの道みち。十じふ字じの街ちまたより西へ一十二里、野の代しろの橋11に至る。長さ六丈、広さ一丈五尺。又また、西へ七里、玉たま作つくりの街ちまたに至り、分わかれて二つの道と為なる。一つは正西の道、一つは正ま南みなみの道。

　正南の道。一十四里二百一十歩、郡こほりの南西の堺さかひに至る。又また、南へ二十三里八十五歩、大おほ原はらの郡こほりの家みやけ12に至り、分れて二つの道と為なる。一つは南西の道、一つは東南の道。

　南西道。五十七歩、斐伊ひ河に至る。度わたり二十五歩、度わたり船ぶね一つあり。又また、南西へ二十九里一百八十歩、飯いひ石しの郡こほりの家みやけ13に至る。又、郡家より南へ八十里、国の南西の堺さかひ14に至る。備きびのみ後ちのしりの国くに三み次よしの郡こほりに通かよふ。惣すべて国を去さる程みちのり15、一百六十六里二百五十七歩なり。

　東南の道16、郡こほりの家みやけより去ること二十三里一百八十二歩、郡こほりの東南の堺17に至る。又また、東南へ一十六里二百三十六歩、仁に多たの郡こほりの比ひ々ひ理りの村18に至り、分れて二つの道と為なる。一つの道は、東へ八里一百二十一歩、仁に多たの郡家19に至る。一つの道は、南へ三十八里一百二十一歩。備きびのみ後ちのしりの国くにの堺さかひなる、遊ゆ託た山20に至る。

　正ま西にしの道。玉たま作つくりの街ちまたより西へ九里、来き待まちの橋21に至る。長さ八丈、広さ一丈三尺。又また、西へ二十三里三十四歩、出雲いづもの郡こほりの家みやけに至る。又、郡家より西へ二里六十歩、郡こほりの西の堺さかひ22なる出雲の河23に至る。度わたり五十歩、度わたり船ぶね一つあり。又、西へ七里二十五歩、神かむ門どの郡こほりの家みやけ24に至る。即すなはち河25有あり。度わたり二十五歩、度わたり船ぶね一つあり。郡家より西へ三十三里、国くにの西の堺さかひ26に至る。石いは見みの国安あ農のの郡こほりに通かよふ。

　惣すべて国を去る程みちのり27、一百六里二百四十四歩。

　東の堺さかひより西へ去ること二十里一百八十歩、野の城きの駅うまや28に至る。又また、西へ二十一里、黒くろ田だの駅うまや29に至り、分れて二つの道と為なる。一つは正ま西にしの道、一つは隠お岐きの国に渡わたる道。隠岐の道は北へ去ること三十四里一百四十歩、隠岐の渡わたりなる千ち酌くみの駅うまや30に至る。

　又また、正ま西にしの道は、三十八里、宍しし道ぢの駅うまや31に至る。又、西へ二十六里二百二十九歩、狭さ結ゆふの駅うまや32に至る。又、西へ一十九里、多た岐きの駅うまや33に至る。又、西へ一十四里、国くにの西の堺さかひに至る。

意お宇うの軍ぐん団だん34。即すなはち郡こほりの家みやけに属つく。

熊くま谷たにの軍団35、飯いひ石しの郡家の東北二十九里一百八十歩。

神かむ門どの軍団36。郡家の正東七里。

馬ま見みの烽とぶひ37。出雲いづもの郡家の西北三十二里二百四十歩。

土と椋くらの烽38。神かむ門どの郡家の東南一十四里。

多た夫ぶ志しの烽39。出雲の郡家の正北一十三里四十歩。

布ふ自じ枳き美みの烽40。嶋しま根ねの郡家の正南七里二百一十歩。

暑あつ垣がきの烽41。意お宇うの郡家の正東二十里八十歩。

宅た伎きの戍まもり42。神かむ門どの郡家の西南三十一里。

瀬せ埼ざきの戍43。嶋しま根ねの郡家の東北一十九里一百八十歩。





天てん平ぴやう五年二月三十日44　勘かむがへ造つくる45。

秋あき鹿かの郡こほりの人　神宅みやけの臣おみ金かな太た理り46

国くにの造みやつこ47にして意お宇うの郡こほりの大おほ領みやつこを帯おびたる




外正六位上勲十二等

出雲いづもの臣おみ広ひろ嶋しま48







１　意宇郡の手間剗。

２　意宇郡野城駅にあった橋。

３　通説では国庁と意宇郡家が同所にあるとする記述だと理解されてきたが、『解説出雲国風土記』（島根県古代文化センター編）では、最新の発掘調査に基き、併記という見解を出している。

４　十字路。チマタは道の分岐点。

５　意宇郡の北境。

６　松江市福原町芝原遺跡説が有力（服部旦）。

７　秋鹿郡との境。

８　松江市東長江町のあたりか。

９　出雲市多久谷町のあたりか。

10　出雲市斐川町のあたり。

11　野代川にかかる橋。

12　雲南市木次町のあたりか。

13　雲南市掛合町掛合のあたりか。

14　備後国との国境。

15　出雲国庁から玉作の街、大原郡家、飯石郡家、備後国境に至る距離。

16　大原郡家から仁多郡へ向かう道。

17　大原郡と仁多郡との境。

18　大原郡と仁多郡の境で、仁多郡側に存した村。

19　仁多郡奥出雲町郡のあたり。

20　既出。

21　来待川にかかる橋。

22　出雲郡と神門郡の境。

23　斐伊川。

24　出雲市古志町の本郷遺跡。

25　神門川。

26　石見国との国境。

27　出雲国庁から石見国国境に至る距離。

28　既出。

29　既出。

30　既出。

31　既出。

32　既出。

33　既出。

34　国庁に置かれた軍団。軍団は、『令』に定められた兵隊組織。『職員令』に「軍団　大毅一人。」『軍防令』に「凡そ軍団の大毅は、一千人領せよ云々」とある。

35　雲南市木次町下熊谷のあたりか。

36　出雲市大津町長者原あたりか。

37　烽は既出。馬見の烽の所在は諸説ある。

38　出雲市稗原町の大袋山にあったか。

39　出雲市東林木町の旅伏山にあったか。

40　既出。松江市東部の嵩山。

41　既出。安来市能義町の車山。

42　出雲市多伎町口田儀のあたりか。戍は境界や要衝の地に置かれた防衛施設。

43　既出。松江市島根町野波の瀬崎。

44　西暦七三三年。この年の二月に三十日があったことは、益田勝実と岡田清子が正倉院文書で発見した。

45　資料を調査検討して編集すること。

46　他に見えない人物。

47　出雲国では奈良時代に入っても国造が大きな力を持っていたと考えられる。

48　『出雲国風土記』編纂の最終責任者。『続紀』によれば、神亀元（七二四）年正月に神賀詞を奏上していることがわかる。









出雲国風土記（現代語訳）




　　出雲の国の風土記




　国のおおよその地理は、東を起点として、西南を終点とする。東と南とは山地であって、西と北とは海に面している。東西の距離は、百三十七里十九歩、南北の距離は百八十二里百九十三歩である。

　（百歩、七十三里三十二歩、得而難可誤）

　この国の長老である私は、事柄のはしばしまで子細に思いめぐらし、言い伝えの本源を、判断してまとめました。また、山、野、浜、浦などの様子、鳥獣の住んでいる様子、魚、貝、海菜の類など、ほんとうに多くて、すべてを数え上げることはできませんでした。そのようではありますが、やむを得ない事柄は、おおよそのところを列記して、報告の体裁を整えました。

　八雲といった理由は、八や束つか水みず臣おみ津ず野のの命みことが、「八雲立つ」と、おっしゃった。だから、八雲立つ出雲と云った。

合せて神の社やしろは、三百九十九所である。

　百八十四所は、神かみ祇官つかさに登録されている。

　二百十五所は、神祇官に登録されていない。

九つの郡こおりがある。郷さとは六十二、里こざとは百八十一、余あまり戸べは四、駅うま家やは六、神かん戸べは七、里は十一。

意宇の郡。郷は十一、里は三十三、余戸は一、駅家は三、神戸は三、里は六。

島根の郡。郷は八、里は二十五、余戸は一、駅家は一。

秋鹿の郡。郷は四、里は十二、神戸は一、里。

楯縫の郡。郷は四、里は十二、余戸は一、神戸は一、里。

出雲の郡。郷は八、里は二十三、神戸は一、里は二。

神門の郡。郷は八、里は二十二、余戸は一、駅家は二、神戸は一、里。

飯石の郡。郷は七、里は十九。

仁多の郡。郷は四、里は十二。

大原の郡。郷は八、里は二十四。

　右に挙げた件の郷の字は、霊亀元年の式に従って、里を改めて郷とした。その郷の名を記す漢字は、神亀三年の民部省の口宣を受けて改めた。




　　意宇の郡




　合計で、郷は十一、里は三十三。余戸は一、駅家は三、神戸は三、里は六。


母も理りの郷。もとの字は文理。

屋や代しろの郷。今も前にしたがって字を使用している。

楯たて縫ぬいの郷。今も前にしたがって字を使用している。

安やす来きの郷。今も前にしたがって字を使用している。

山やま国くにの郷。今も前にしたがって字を使用している。

飯いい梨なしの郷。もとの字は云成である。

舎人とねの郷。今も前にしたがって字を使用している。

大おお草くさの郷。今も前にしたがって字を使用している。

山やま代しろの郷。今も前にしたがって字を使用している。

拝はや志しの郷。もとの字は林である。

宍しし道じの郷。今も前にしたがって字を使用している。以上の十一郷は、郷ごとに里三ずつ。

余あまり戸べの里。

野の城きの駅うま家や。

黒くろ田だの駅家。

宍しし道じの駅家。

出雲いずもの神かん戸べ。

賀か茂もの神戸。

忌いん部べの神戸。



　意お宇うと名づけた理由は、国をお引きになった八束水臣津野命が「（八雲立つ）出雲の国は、幅の狭い布のような未完成の国だ。国の初めは、小さく作ったことだなあ。ならば、作り縫おう」とおっしゃって、「（たくぶすま）新羅の三埼を、国の余りがあるかと見てみると、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、童女の胸を抄すくいとるような鋤を手に取られ、大魚のいきいきしたえらを突くように土地に突き刺して、大魚の肉を（はたすすき）捌さばくように、土地を切り取り、三本縒りの綱を打ち掛けて、霜つづらを操るように、たぐり寄せて、河船を、にごり酒のような白い水みな泡わの軌跡を曳きながらゆっくりと曳き上げるように、「国よ来い、国よ来い」と掛け声を上げながら引いて来て縫いつけた国は、去こ豆ずの折おり絶たえから（やほに）杵築の御埼までだ。このようにして国を、固定するためにしっかり立てた杭は、石見の国と出雲の国との境にある、名は佐さ比ひ売め山やまがこれなのだ。また手に持っていた曳き綱は、薗そのの長浜がこれなのだ。

　また、「北の門の佐さ伎きの国を、国の余りがあるかと見てみると、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、童女の胸を抄すくいとるような鋤すきを手に取られ、大魚のいきいきしたえらを突くように土地に突き刺して、大魚の肉を（はたすすき）捌さばくように、土地を切り取り、三本縒りの綱を打ち掛けて、霜つづらを操るように、たぐり寄せて、河船を、にごり酒のような白い水みな泡わの軌跡を曳きながらゆっくりと曳き上げるように、「国よ来い、国よ来い」と掛け声を上げながら引いて来て縫いつけた国は、多久の折絶から狭田の国がこれだ。

　また、「北の門の良波の国を、国の余りがあるかと見てみると、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、童女の胸を抄すくいとるのような鋤を手に取られ、大魚のいきいきしたえらを突くように土地に突き刺して、大魚の肉を（はたすすき）捌さばくように、土地を切り取り、三本縒りの綱を打ち掛けて、霜つづらを操るように、たぐり寄せて、河船を、にごり酒のような白い水みな泡わの軌跡を曳きながらゆっくりと曳き上げるように、「国よ来い、国よ来い」と掛け声を上げながら引いて来て縫いつけた国は、宇波の折絶から闇くら見みの国がこれだ。

　また、「越こしの都つ都つの三み埼さきを、国の余りがあるかと見てみると、国の余りがあるぞ」とおっしゃって、童女の胸を抄すくいとるような鋤を手に取られ、大魚のいきいきしたえらを突くように土地に突き刺して、大魚の肉を（はたすすき）捌さばくように、土地を切り取り、三本縒りの綱を打ち掛けて、霜つづらを操るように、たぐり寄せて、河船を、にごり酒のような白い水みな泡わの軌跡を曳きながらゆっくりと曳き上げるように、「国よ来い、国よ来い」と掛け声を上げながら引いて来て縫いつけた国は、美保の埼だ。手に持っていた曳き綱は、夜見の島だ。引いてきた国を、固定するためにしっかり立てた杭は、伯ほう耆きの国にある、火ひの神かみ岳だけがこれだ。

「今ここに、国は引き終えた」とおっしゃって、意宇の杜に、御杖を突き立て、「おえ」とおっしゃった。だから、意宇といった。いわゆる意宇の杜は、郡家の東北のあたり、田の中にある小山がこれだ。周囲八歩（一四・二メートル）ほどである。その上に一本の木があって茂っている。




　母理の郷。郡家の東南三十九里百九十歩。天の下をお造りになった大神大おお穴な持もちの命が、越こしの八口をご平定になり、お帰りになるときに、長江山においでになって、「わたしがお造りになって治めておられる国は、天つ神のご子孫が、平安にみ世をお治め下さいと、お任せいたします。ただ、八雲立つ出雲の国だけは、わたしが鎮座する国として、青垣のような山をめぐらして、宝玉を置いて守ろう」とおっしゃった。だから文理といった。神亀三年（七二六）、字を母理と改めた。

　屋代の郷。郡家の真東三十九里百二十歩。天の夫比命のお伴として天から降って来た、社の伊支らの祖先神の天あま津つ子この命みことが、「わたしがご鎮座しようと思う社だ」とおっしゃった。だから、社といった。神亀三年、字を屋代と改めた。

　楯縫の郷。郡家の東北三十二里百八十歩。布ふ都つ怒ぬ志しの命が、天上界の堅い楯を縫い直された。だから、楯縫といった。

　安来の郷。郡家の東北二十七里百八十歩。神かむ須す佐さ乃の袁をの命が、国土の果てまでお巡りなさった。その時、ここにやって来られて、「わたしの御心は安らかになった」とおっしゃった。だから、安来といった。

　さて、北の海に比売埼がある。飛鳥あすか浄きよ御み原はらの宮みやで天下をお治めになった天皇（天武天皇）の御世の甲きのえ戌いぬ年（六七四）七月十三日、語かたり臣のおみ猪ゐ麻ま呂ろの娘がこの埼をさまよっていて、たまたまワニ（サメ）に襲われ、殺されて帰らなかった。その時、父の猪麻呂は、殺された娘を浜のほとりに埋葬し、激しく悲しみ怒って、天を仰いで叫び、地に躍おどり上がり、歩いてはうめき、座り込んでは嘆き悲しみ、昼も夜も苦しみ、娘を埋葬した場所から立ち去ることがなかった。こうしている間に何日も経過した。そしてのちに、激しく憎む心を奮い起こし、矢を研ぎ鋒ほこを鋭くし、しかるべき場所をここと定めて座った。神に祈り訴えて、「天つ神千五百万、国つ神千五百万さらにこの国に鎮座しておられる三百九十九の神社、また海神たち。大神の安らかな魂は静まり、荒々しい魂はすべて、猪麻呂が願うところにお依りください。本当に神霊がいらっしゃるのならば、わたしにワニ（サメ）を殺させてください。それによって神霊が本当の神であることを知るでしょう」と言った。しばらくして、ワニ（サメ）が百匹ばかり、静かに一匹のワニ（サメ）を囲んで、ゆっくりと連れて寄ってきて、猪麻呂のいるあたりで進みも退きもせず、ただ連れてきたワニ（サメ）を囲んでいるだけであった。その時、猪麻呂は、鉾をあげて中央のワニ（サメ）を刺し、とうとう完全に殺し捕らえてしまった。その後、百匹ばかりのワニ（サメ）は、思い思いに去っていった。ワニ（サメ）を斬り裂くと、娘の片脚が出てきた。そこでワニ（サメ）を切り裂いて串に刺し、路のほとりに立てた。猪麻呂は、安来の郡の人、語かたりの臣おみ与あたうの父である。その時から、今に至るまで六十年が経過した。

　山国の郷。郡家の東南三十二里二百三十歩。布都努志の命が国をめぐって行かれた時、ここにおいでになって、「この土地は、いつまでも止まずに見ていたいものだ」とおっしゃった。だから、山国といった。正倉みやけがある。

　飯梨の郷。郡家の東南三十二里。大国魂の命が天上界から降ってこられた時に、この場所で、御い膳ひを召し上がった。だから、飯いい成なしといった。神亀三年（七二六）、字を飯梨と改めた。

　舎人の郷。郡家の真東二十六里。欽明天皇の御世に、倉舎人君たちの祖先、日置臣志毗が大おお舎人とねりとしてお仕えした。すなわちここは、志毗が住んでいたところだ。だから、舎人といった。正倉がある。

　大草の郷。郡家の南西二里百二十歩。須す佐さの乎を命の御子、青あお幡はた佐さ久く佐さ丁ひ壮この命がご鎮座している。だから、大草といった。

　山代の郷。郡家の西北三里百二十歩。天の下をお造りになった大神、大穴持命の御子、山やま代しろ日ひ子この命みことがご鎮座している。だから、山代といった。正倉がある。

　拝志の郷。郡家の真西二十一里二百十歩。天の下をお造りになった大神の命が、越の八口を平定しようとして出て行かれた時、ここの林が勢いよく茂っていた。その時、「わたしの御心をはやす（引き立てる）林だ」とおっしゃった。だから、林といった。神亀三年、字を拝志と改めた。正倉がある。

　宍道の郷。郡家の真西三十七里。天の下をお造りになった大神の命が、（狩りの時に）追いかけられた猪の像が、南の山に二つある。一つは長さ二丈七尺、高さ一丈、周り五丈七尺。一つは長さ二丈五尺、高さ八尺、周り四丈一尺。猪を追う犬の像。長さ一丈、高さ四尺、周り一丈九尺。その形は、石となっているが、猪と犬にほかならない。今もなお、存している。だから、宍道といった。

　余戸の里。郡家の真東六里二百六十歩。神亀四年（七二七）の編戸によって、一里を立てた。だから、余戸という。他郡の余戸もまた、これに同じである。




　野城の駅。郡家の真東二十里八十歩。野城の大神がご鎮座しているのによって、野城という。

　黒田の駅。郡家と同所。郡役所の西北二里に、黒田の村がある。土のありさまは黒い。だから、黒田といった。もとはここに駅があった。そこで名づけて黒田の駅といった。今は東の郡家に接しているが、今でももとの黒田の名でよんでいるだけである。

　宍道の駅。郡家の真西三十八里。名の由来の説明は宍道の郷の内容と同じ。

　出雲の神戸。郡家の南西二里二十歩。伊い奘ざ奈な枳きのいとし子としておられる熊くま野の加か武む呂ろの命と、多くの鋤を手にされて、天の下をお造りになった大穴持の命との二所の大神たちにお寄せ申し上げた。だから、神戸といった。他郡の神戸もまた、これと同じである。

　賀茂の神戸。郡家の東南三十四里。天の下をお造りになった大神の命の御子、阿あ遅じ須す枳き高たか日ひ子この命は葛城の賀茂の社にご鎮座している。この神の神戸である。だから、鴨といった。神亀三年（七二六）、字を賀茂と改めた。正倉がある。

　忌部の神戸。郡家の真西二十一里二百六十歩。国の造が神賀詞を奏上するために朝廷に参上する時に、御沐の神聖な玉を作った。だから、忌部という。なお、川のほとりに温泉がある。温泉のある場所は、（潮の干満によって）海にも陸にもなる境目の場所である。それで男も女も老人も子どもも、ある時は道に連なり、ある時は海中を洲に沿ってやってきて、毎日のように集まり市が立ち、にぎやかに入り乱れて宴をして楽しむ。ひとたび温泉に浴よくすればたちまち端正な美しい体になり、再び浴すればたちまちどんな病気もすっかり治る。昔から今にいたるまで、効果がないということがない。だから、在地の人は神の湯と言っている。




　教きよう昊こう寺じ。山国の郷の中にある。郡家の真東二十五里百二十歩。五重の塔が建っている。僧がいる。教昊が造った寺である。教昊僧は、散位大初位下の上かみ腹はらの首おびと押おし猪ゐの祖父である。

　新しく作った寺、一所。山代の郷の中にある。郡家の西北四里二百歩。厳堂が建っている。僧はいない。日ひ置おきの君きみ目め烈づらが造った寺である。目烈は、出雲の神戸の日置君鹿しか麻ま呂ろの父である。

　新しく作った寺、一所。山代の郷の中にある。郡家の西北二里。教堂が建っている。住僧が一人いる。飯石の郡の少領の出雲臣弟おと山やまが造った寺である。

　新しく作った寺、一所。山国の郷の中にある。郡家の東南二十一里百二十歩。三重の塔が建っている。山国の郷の人、日置部根ね緒おが造った寺である。


熊くま野のの大おお社やしろ

夜や麻ま佐さの社

売め豆づ貴き社

賀か豆つ比ひ乃の社

由ゆ貴きの社

加か豆つ比ひ乃の高たかの社

都つ俾へ志し呂ろの社

玉たま作つくり湯ゆの社

野の城きの社

伊い布ふ夜やの社

支き麻ま知ちの社

夜や麻ま佐さの社

野城の社

久く多た美みの社

佐さ久く多たの社

多た乃の毛もの社

須す多たの社

真ま名な井いの社

布ふ弁べの社

斯し保ほ弥みの社

意お陀だ支きの社

市いち原はらの社

久く米めの社

布ふ吾ご弥みの社

宍しし道ぢの社

野の代しろの社

売め布ふの社

狭さ井いの社

同じき狭井の高たか守もりの社

宇う流る布ふの社

伊い布ふ夜やの社

由ゆ宇うの社

布ふ自じ奈なの社

同じき布自奈の社

野代の社

佐さ久く多たの社

意お陀だ支きの社

前さきの社

田た中なかの社

詔のり門との社

楯たて井いの社

速はや玉たまの社

石いわ坂さかの社

佐さ久く佐さの社

多た加か比ひの社

山やま代しろの社

調つき屋やの社

同じき社




以上の四十八所は、すべて神祇官に登録されている。




宇う由ゆ比ひの社

支き布ふ佐さの社

毛も彌み乃の上かみの社

那な富ほ乃の夜やの社

支き布ふ佐さの社

国くに原はらの社

田た村むらの社

市いち穂ほの社

同じき市穂の社

伊い布ふ夜やの社

阿あ太だ加か夜やの社

須す多たの下しもの社

河か原わらの社

布ふ宇うの社

末ま那な為いの社

加か和わ羅らの社

笠かさ柄からの社

志し多た備びの社

食みけ師しの社




以上の一十九所は、すべて神祇官に登録されていない。






　長なが江え山やま。郡家の東南五十里。水晶が採れる。

　暑あつ垣がき山やま。郡家の真東二十里八十歩。烽がある。

　高たか野の山やま。郡家の真東十九里。

　熊くま野の山やま。郡家の真南十八里。桧・檀がある。いわゆる熊野大神の社が、ご鎮座している。

　久く多た美み山やま。郡家の西南二十三里。社がある。

　玉たま作つくり山やま。郡家の西南三十二里。社がある。

　神かむ名な樋び野の。郡家の西北三里百二十九歩。高さ八十丈、周り六里三十二歩。東に松がある。三方にはいずれも茅がある。

　およそ、すべての山野にある草木は、麦門冬やますげ、独活つちたら、石いわ斛くすり、前胡のせり、高かは梁ね薑くさ、連いたち翹くさ、黄精あまな、百部根ほとづら、貫おに衆わらび、白朮おけら、署やまつ預いも、苦参くらら、細みらの辛ねくさ、商陸いをすき、藁さは本そらし、玄参おしくさ、五さね味子かずら、黄岑ひひらぎ、葛くずの根ね、牡ふかみ丹ぐさ、藍漆やまあい、薇わらび、藤ふじ、李すもも、檜ひのき字を梧とも書く、杉すぎ字を椙とも書く、赤あか桐ぎり、白あお桐ぎり、楠くす、椎しい、海榴つばき字を椿とも書く、楊梅やまもも、松まつ、栢かへ字を榧とも書く、蘗きはだ、槻つき。鳥獣は、鵰わし、晨風はやぶさ字を隼とも書く、山やま鶏どり、鳩はと、鶉うづら、鶬ひばり字を離黄とも書く、鵄づ鴞く横致とも書く。害鳥である、熊くま、狼おおかみ、猪い、鹿しか、兎うさぎ、狐きつね、飛鼯むささび字を[image: ]とも書き、蝠とも書く、獼猴さるなどの類が棲息している。たいそう種類が多く、すべてを記すことはできない。




　伯は太た川がわ。水源は仁多・意宇の二郡の境の葛野山から出て、流れて母理・楯縫・安来の三つの郷を経て、入海に入る。年魚あゆ・伊久比が採れる。

　山やま国くに川がわ。水源は郡家の東南三十八里の枯うら見み山やまから出て、北へ流れて伯太川に入る。

　飯いい梨なし河がわ。水源は三つある。一つの川の源は、仁多・大原・意宇の三郡の境の田原から出て、一つの川の源は枯見から出て、一つの川の源は仁多郡の玉嶺山から出る。三つの流れが合流し、北へ流れて入海に入る。年魚・伊久比が採れる。

　[image: ]つき陽や川がわ。水源は郡家の真東十里百歩の萩山から出て、北へ流れて入海に入る。年魚が採れる。

　意お宇う河がわ。水源は郡家の真南十八里の熊野山から出て、北へ流れて入海に入る。年魚・伊久比が採れる。

　野の代しろ川がわ。水源は郡家の西南十八里の須す我が山やまから出て、北へ流れて入海に入る。

　玉たま作つくり川がわ。水源は郡家の真西十九里の□志山から出て、北へ流れて入海に入る。年魚が採れる。

　来き待まち川がわ。水源は郡家の真西二十八里の和奈佐山から出て、西へ流れて山田村に至り、そこからさらに折れて北へ流れて入海に入る。年魚が採れる。

　宍しし道じ川がわ。水源は郡家の真西三十八里の幡屋山から出て、北へ流れて入海に入る。魚はいない。

　津つ間ま抜ぬきの池。周り二里四十歩。鳬たかべ、鴨かも、[image: ]蔘せりがある。

　真ま名な猪いの池。周り一里。




　北は入海。

　門かど江えの浜。伯耆・出雲の二国の境にある。以下、東から西へと記述していく。

　粟あわ島しま。椎しい、松、多年あは木ぎ、宇おお竹たけ、真ま前さきなどの葛かずら蔓草も生えている。

　砥と神かみ島しま。周り三里百八十歩、高さ六十丈。椎、松、莘みらのねぐさ、薺頭蒿おはぎ、都つ波は、師し太だなどの草木が生えている。

　加か茂も島しま。すべて磯である。

　子こ島しま。すべて磯である。

　羽は島しま。椿つばき、比ひ佐さ木ぎ、多年あは木ぎ、蕨わらび、薺頭蒿おはぎが生えている。

　塩しお楯たて島しま。蓼たで螺に子し、永なが蓼たでが採れる。

　野代の海の中に蚊か島しまがある。周り六十歩。中央は黒土で、四方はみな磯である。中央にほんのひと握りほどの木が一本あるだけである。その磯に螺に子し、海松みるが採れる。

　ここから西の浜は、あるところは険しく、あるところは平地であったりするが、どこも公道が通っている。




　道路

国の東境の手間の剗に行く道、三十一里百八十歩。

大原郡の境の林垣の峰に行く道、三十二里二百歩。

出雲郡の境の佐雑の埼に行く道、三十二里三十歩。

島根郡の境の朝酌の渡り場に行く道、四里二百六十歩。


前に述べた一郡は入海の南にあって、ここは国庁がある。




郡こほりの司つかさ主しゆ帳ちよう




无む位い海あまの臣おみ、无位出雲いずもの臣おみ

少すけの領みやつこ従七位上勲十□等出雲臣

主まつり政ごとひと外少初位上勲十□等林臣

擬かりの主まつり政ごとひと无位出雲臣






　　島根の郡




　合計で郷八、里二十四。余戸一、駅家一。


朝あさ酌くみの郷。今も前にしたがって字を使用している。

山口の郷。今も前にしたがって字を使用している。

手た染しみの郷。今も前にしたがって字を使用している。

美保の郷。今も前にしたがって字を使用している。

方かた結えの郷。今も前にしたがって字を使用している。

加賀の郷。もとの字は加々である。

生いく馬まの郷。今も前にしたがって字を使用している。

法吉ほほきの郷。今も前にしたがって字を使用している。以上の八郷さとは、郷ごとに里こざとは三ずつ。

余あまり戸べの里。

千ち酌くみの駅家。



　島根郡と名づけた理由は、国をお引きになった八や束つか水みづ臣おみ津つ野のの命みことがおっしゃって、名付けられた名である。だから、島根といった。

　朝酌の郷。郡家の真南十里六十四歩。熊野大神の命がおっしゃって、朝のお食事の神しん饌せん、夕べのお食事の神饌のために、五つの食料を奉る民の居所をお定めになった。だから、朝酌といった。

　山口の郷。郡家の真南四里二百九十八歩。須す左さ能の袁をの命の御子、都つ留る支き日ひ子この命が、「わたしがお治めになっている山の入り口だ」とおっしゃった。だから山口と名づけられた。

　手染の郷。郡家の真東十里二百六十歩。天の下をお造りになった大おお神かみの命が、「この国は丁寧たしに造った国である」とおっしゃった。だから丁寧と名づけられた。ところが、今の人はただ手染の郷と言っているだけだ。正倉がある。

　美保の郷。郡家の真東二十七里百六十四歩。天の下をお造りになった大神の命が、高志の国にいらっしゃる神、意お支き都つ久く辰し為ゐの命の子、俾へ都つ久く辰し為ゐの命の子、奴ぬ奈な宜が波は比ひ売めの命と結婚して生ませた神、御み穂ほ須す々す美みの命、この神がご鎮座している。だから、美保といった。

　方結の郷。郡家の真東二十里八十歩。須左袁命の御子、国くに忍おし別わけの命が、「わたしがお治めになっている土地は、国くに形がたえし（良い）」とおっしゃった。だから、方結といった。

　加賀の郷。

　生馬の郷。郡家の西北十六里二百九歩。神かむ魂むすひの命の御子、八や尋ひろ鉾ほこ長なが依より日ひ子この命が、「わたしの御子は、心安らかでいくまない（憤らない）」とおっしゃった。だから、生馬といった。

　法吉の郷。郡家の真西十四里二百三十歩。神魂の命の御子、宇う武む賀か比ひ売めの命がほほき鳥（鶯）に姿を変えて飛んで来て、ここにご鎮座した。だから法吉といった。

　余戸の里。名の説明は、意宇の郡に同じ。

　千酌の駅家。郡家の東北十九里百八十歩。伊差奈枳の命の御子、都つ久く豆つ美みの命が、ここにご鎮座している。だから都久豆美というべきであるが、今の人はただ千酌と名づけているだけだ。





大おお埼はしの社やしろ

太おお埼はしの川かわ辺べの社

朝あさ酌くみの下しもの社

努ぬ那な弥みの社

椋くら見みの社　以上の四十五所は、すべて神祇官に登録されていない。






　布ひ自じ枳き美みの高山。郡家の真南七里二百十歩。高さ二百七十丈、周り二十里である。烽とぶひがある。

　女め岳だけ山やま。郡家の真南二百三十歩。

　蝨むし野の。郡家の西南三里百歩。樹木はない。

　毛も志し山やま。郡家の真北一里。

　大倉山。郡家の東北九里百八歩。

　糸江山。郡家の東北二十六里三十歩。

　小倉山。郡家の真東二十四里百六十歩。

　およそ、すべての山野にある草木は、白朮おけら、麦門冬やますげ、藍漆やまあい、五さね味子かづら、苦参くらら、独活つちたら、葛くずの根ね、署やまつ預いも、卑おに解ところ、狼毒やまくさ、杜はひ仲まゆみ、芍えびす薬くすり、柴胡のぜり、百部根ほとづら、石いわ斛くすり、藁さは本そらし、藤ふじ、李すもも、赤あか桐ぎり、白あお桐ぎり、海柘榴つばき、楠くす、楊やまもも、松まつ、栢かへである。鳥獣は、鷲わし字を鵰とも書く、隼はやぶさ、山やま鶏どり、鳩はと、雉きぎし、猪い、鹿しか、猿さる、飛鼯むささびがいる。

　水草河。水源は二つ。一つの水源は、郡家の北三里百八十歩の毛志山から出て、一つの水源は郡家の西北六里百六十歩の同じ毛志山から出る。二つの流れは合流し、南へ流れて入海に入る。鮒がいる。

　長なが見み川。水源は郡家の東北九里百八十歩の大倉山から出て、東へ流れる。

　大鳥川。水源は郡家の東北十二里百十歩の墓野山から出て、南へ流れる。以上の二つの川は合流し、東へ流れて入海に入る。

　野の浪なみ川。水源は郡家の東北二十六里三十歩の糸江山から出て、西へ流れて大海に入る。

　加賀川。水源は郡家の真北二十四里百六十歩の小倉山から出て、北へ流れて大海に入る。

　多た久く川。水源は郡家の西北二十四里の小倉山から出て、西へ流れて秋鹿の郡の佐太の水海に入る。以上六つの川は、それぞれ魚はいない。小川である。

　法吉ほほきの堤。周り五里、深さ七尺ほどである。鴛鴦おし、鳬たかべ、鴨かも、鮒ふな、須す我が毛もがいる。夏季になると非常に美味しい菜ができる。

　前原の堤。周り二百八十歩。鴛鴦、鳬、鴨等どもなどがいる。

　張田の池。周り一里三十歩。

　匏ひさごの池。周り一里百十歩。蔣まこもが生えている。

　美み能の夜やの池。周り一里。

　口くちの池。周り一里百八十歩。蔣、鴛鴦がある。

　敷しき田たの池。周り一里鴛鴦がいる。




　南は入海。以下の記述は、西から東へと記述していく。

　朝酌の促せ戸との渡り。東に通かよい道じがあり、西に平原がある。中央は渡り場である。ここでは筌うえをあちらこちらに設け、春秋に入れたり出したりする。大小さまざまな魚が季節に応じて集まってきて、筌の近くに勢いよくとび跳ね、風を圧して水を突くばかりの勢いである。あるものは筌を壊し、あるものは網を裂くほどである。さて捕獲された大小さまざまな魚に、浜は騒がしくなり、家々は活気にあふれ、商人は四方から集まってきて、自然に市場ができる。ここから東に入って、大井の浜に至るまでの間、南と北の二つの浜では、それぞれ白魚を捕る。水が深い。

　朝酌の渡り。渡りの幅は八十歩ほどである。国庁から海辺に通う道である。

　大井の浜。海鼠なまこ、海松みるがとれる。また陶器を造る。

　邑おお美みの冷水。東と西と北は山で、それぞれけわしく、南は海が広々とし、中央に潟があって、泉が清く流れている。男も女も、老人も子どもも、季節ごとに集まって、いつも宴をする地である。

　前原の埼。東と西と北はそれぞれけわしく、麓には堤がある。周り二百八十歩、深さ一丈五尺ほどである。三方のほとりは、草木が自然のまま岸に生えている。鴛鴦おし、鳬たかべ、鴨かもが、季節に応じてやって来ては棲む。堤の南は海である。堤と海との間の浜は、東西の長さ百歩、南北の幅六歩である。松並木がおい茂り、渚は深く透明である。男も女も季節に応じて群がり集い、ある者は心ゆくまで愉しんで家路に帰り、ある者は遊びふけって帰ることを忘れる。いつも宴を楽しむ地である。

　[image: ][image: ]たこ島。周り十八里百歩。高さ三丈。古老が伝えて言うことには、出雲の郡の杵築の御埼に蛸がいた。それを天の羽合鷲が攫さらい捕って飛んで来て、この島にとどまった。だから、[image: ][image: ]島といった。今の人は、ただ誤って栲島と言っているだけである。土地はよく肥えている。島の西あたりに松が二本ある。このほか、茅ち、莎くく、薺頭蒿おはぎ、蕗ふふきなどが生えて、風に靡いている。牧場がある。対岸から離れること三里である。

　蜈蚣むかで島。周り五里百三十歩。高さ二丈。古老が伝えて言うことには、[image: ][image: ]島にいた蛸が、蜈蚣をくわえてこの島にとどまった。だから、蜈蚣島といった。東のあたりに神社がある。そのほかは、すべて民家である。地味は豊かに肥え、草木は枝葉が茂り、桑や麻が豊かである。これはいわゆる島の里、これである。湊からの距離、二里百歩。この島から伯耆の国の夜見の島までは、岩肌の道が二里ほど、幅六十歩ほどで、馬に乗って往来ができる。満潮の時の深さ二尺五寸ほど、干潮の時はすっかり陸地と同じである。

　和わ多た々だ島。周り三里二百二十歩。椎しい、海石榴つばき、白あお桐ぎり、松まつ、芋いへつ菜いも、薺頭蒿おはぎ、蕗ふふき、都つ波は、猪い、鹿しかがある。陸からの距離は渡し船で十歩。水の深さ浅さはわからない。

　美み佐さ島。周り二百六十歩、高さ四丈。椎、橿かし、茅ち、葦あし、都つ波は、薺頭蒿がある。

　戸と江えの剗せき。郡家の真東二十里百八十歩。島ではない。陸地の浜だけである。伯耆の郡内の夜よ見みの島と向かい合う場所である。

　栗くり江えの埼。夜見の島と向かいあっている。海峡の渡りは二百十六歩。埼の西は、（大海と）入海の境だ。

　およそ南の入海でとれるさまざまな産物は、入いる鹿か、和わ尓に、鯔なよし、須す受ず枳き、近この志し呂ろ、鎮ち仁に、白しろ魚を、海鼠こ、鰝鰕えび、海松みるなどの類であるが、ほんとうに種類が多くて、名を全部書き尽すことはできない。

　北は大海である。埼の東は大海との境である。なお続けて西から東へと記述していく。

　鯉こい石いし島。海藻にきめが生えている。

　大島。磯である。

　宇う由ゆ比いの浜。広さ八十歩。志し毘び魚を捕る。

　盗ぬすみ道じの浜。広さ八十歩。志毘魚を捕る。

　澹た由ゆ比いの浜。広さ五十歩。志毘魚を捕る。

　加か努ぬ夜やの浜。広さ六十歩。志毘魚を捕る。

　美み保ほの浜。広さ百六十歩。西に神社があり、北には民家がある。志毘魚を捕る。

　美保の埼。周りの岸はきりたって、けわしい断崖である。

　等と々ど島。禺々（とど）がやって来て棲んでいる。

　土つち島。磯である。

　久く毛も等との浦。広さ百歩。以下は、東から西へと記述していく。十隻の船が停泊できる。

　黒島。海藻が生えている。

　這はふ田たの浜。紫むらさき菜のり、海藻が生えている。

　比ひ佐さ島。紫菜、海藻が生えている。

　長島。紫菜、海藻が生えている。

　比ひ売め島。磯である。

　結ゆいの島しま門と島。周り二里三十歩、高さ十丈。松、薺頭蒿、都波が生えている。

　御前の小島。磯である。

　質しち留る比ひの浦。広さ二百二十歩。南に神社があり、北には民家がある。三十隻の船が停泊できる。

　久く宇う島。周り一里三十歩、高さ七尺。椿つばき、椎しい、白朮おけら、小し竹の、薺頭蒿、都波、茅が生えている。

　加か多た比い島。磯である。

　船ふな島。磯である。

　屋島。周り二百歩、高さ二十丈。椿、松、薺頭蒿が生えている。

　赤島。海藻が生えている。

　宇う気け島。前に同じ。

　黒島。前に同じ。

　粟あわ島。周り二百八十歩、高さ十丈。松、芋いえついも、茅、都波が生えている。

　玉たま結えの浜。広さ百八十歩。碁石があり、東の海辺には唐砥がある。また民家がある。

　小島。周り二百四十歩、高さ十丈。松、茅、薺頭蒿、都波が生えている。

　方かた結えの浜。広さ一里八十歩。東と西に家がある。

　勝かつ間まの埼。二つの岩屋がある。一つは高さ一丈五尺、内部の周り十八歩。一つは高さ一丈五尺、内部の周り二十歩。

　鳩はと島。周り百二十歩、高さ十丈。都波、苡おおばこが生えている。

　鳥島。周り八十二歩、高さ十五丈。鳥の巣がある。

　黒島。紫菜、海藻が生えている。

　須す義がの浜。広さ二百八十歩。

　衣きぬ島。周り百二十歩、高さ五丈。島の間を掘り、南北に船のままで行き来できる。

　稲いな上あげの浜。広さ百六十二歩。民家がある。

　稲いな積づみ島。周り四十八歩、高さ六丈。松の木に鳥の巣がある。島の間を掘り、南北に船のままで行き来できる。

　大島。磯である。

　千酌の浜。広さ一里六十歩。東に松林があり、南に駅家、北に民家がある。郡家の東北十七里百八十歩。ここはつまり、いわゆる隠岐の国に渡る港である。

　加志島。周り五十六歩、高さ三丈。松がある。

　赤島。周り百歩、高さ一丈六尺。松が生えている。

　葦あし浦うらの浜。広さ百二十歩。民家がある。

　黒島。紫菜、海藻が生えている。

　亀島。前に同じ。

　附つき島。周り二里十八歩、高さ一丈。椿、松、薺頭蒿おはぎ、茅、葦あし、都波が生えている。その薺頭蒿は正月元日に生え、長さは六寸になる。

　蘇そ島。紫菜、海藻が生えている。島の間を掘り、南北に船のままで行き来できる。

　真ま屋や島。周り八十六歩。高さ五丈。松がある。

　松島。周り八十歩、高さ八丈。松林がある。

　立たて石し島。磯がある。

　瀬せ埼ざき。磯である。いわゆる瀬埼の戍とは、これである。

　野の浪なみの浜。広さ一里二百八歩。東のあたりに神社がある。また民家がある。

　鶴つる島。周り二百十歩、高さ九丈。松がある。

　間ま島。海藻が生えている。

　毛も都つ島。紫菜、海藻が生えている。

　川く来き門どの大浜。広さ一里百歩。民家がある。

　黒島。海藻が生えている。

　小お黒ぐろ島。海藻が生えている。




　加賀の神埼。ここに岩屋がある。高さ十丈ほど、周り五百二歩ほどである。東と西と北とに通じている。いわゆる佐太大神がお産まれになった所である。まさに産まれようとする時に、弓矢が見えなくなった。その時、御母である神かむ魂むすひの命の御子の枳き佐さ加か比ひ売めの命が、祈願なさって、「わたしの御子が、麻ま須す羅ら神がみの子でいらっしゃるならば、見えなくなった弓矢よ、出てこい」とお祈りされた。その時、角の弓矢が水の流れに乗って流れ出た。その時の弓を手にとって、「これは、違う弓矢だ」とおっしゃって投げ捨てられた。さらに金の弓矢が流れて出てきた。すかさずそれを待ちかまえてお取りになり、「暗い岩屋だなあ」とおっしゃって、矢で岸壁を射通された。さて御母神、支き佐さ加か比ひ売めの命の社がここにご鎮座している。今の人は、この岩屋のあたりを通る時には、必ず大声を響かせて行く。もしひっそり行ったりすると、神が出現して突風がおこり、航行する船は必ず転覆する。

　御み島。周り二百八十歩、高さ十丈。中は東西に通じている。椿、松、栢が生えている。

　葛かずら島。周り一里百十歩、高さ五丈。椿、松、小竹、茅、葦が生えている。

　櫛くし島。周り二百四十歩、高さ十丈。松林がある。

　許こ意お島。周り八十丈、高さ十丈。茅の生えた沢・松林がある。

　真島。周り百八十歩、高さ十丈。松がある。

　比ひ羅ら島。紫菜、海藻が生えている。

　黒島。前に同じ。

　名な島。周り百八十歩、高さ九丈。松がある。

　赤島。紫菜、海藻が生えている。。

　大崎の浜。広さ一里百八十歩。西と北に民家がある。

　須す々す比ひの埼。白朮おけらが生えている。

　御み津つの浜。広さ二百八歩。民家がある。

　三島。海藻が生えている。

　虫むし津つの浜。広さ百二十歩。

　手た結えの埼。浜辺二本の檜ひのきが生えている。に岩屋がある。高さ一丈、内部の周り三十歩。

　手結の浦。広さ四十二歩。船が二隻ほど停泊できる。

　久く宇う島。周り百三十歩、高さ七丈。松がある。

　およそ北の海でとれるさまざまな産物は、志し毗び、朝あさ[image: ]ふぐ、沙さ魚め、烏賊いか、[image: ][image: ]たこ、鮑魚あわび、螺さざえ、蛤貝うむき字を蚌菜とも書く、棘甲蠃うに字を石経子とも書く、甲蠃かせ、蓼螺子にし字を螺子とも書く、螺蠣子かき、石華せ字を蠣、犬脚とも書き、あるいは土曠とも書く。犬脚は、勢せである、白貝おふ、海藻にきめ、海松みる、紫むらさき菜のり、凝海菜こるもはなどの類であるが、とても種類が多くて、名を全部書き尽すことはできない。




　道路

意宇郡の境の朝酌の渡り場に行く道、十里二百二十歩のうち、海路は八十歩である。

秋鹿郡の境の佐太の橋に行く道は、十五里八十歩である。

隠お岐きへの渡り場、千酌の駅家の浜に行く道は、十七里百八十歩である。


郡司　主帳　無位　　　　　　　　　出雲臣

　　　大領　外正六位下　　　　　　社部臣

　　　少領　外従六位上　　　　　　神掃石君

　　　主政　従六位下　　勲十□等　蝮朝臣






　　秋鹿の郡




　合計で郷四、里十二。神戸一。


恵曇えともの郷。もとの字は恵伴。

多た太だの郷。今も前にしたがって字を使用している。

大おお野のの郷。今も前にしたがって字を使用している。

伊い農ぬの郷。もとの字は伊努。以上の四郷は、郷ごとに里三ずつ。

神戸の里。



　秋あき鹿かと名づけた理由は、郡家の真北に秋あき鹿か日ひ女めの命がご鎮座している。だから秋鹿といった。

　恵曇の郷。郡家の東北九里四十歩。須す作さ能の乎をの命の御子、磐いわ坂さか日ひ子この命が国を巡行された時に、ここに到着して、「ここは国が若く美しい。土地のありさまは画鞆えとものようだなあ。私の宮はここに造る」とおっしゃった。だから、恵伴といった。神亀三年（七二六）、字を恵曇と改めた。

　多太の郷。郡家の西北五里百二十歩。須佐能乎の命の御子、衝つき桙ほこ等と乎を与よ留る比ひ子この命が国を巡行された時に、ここに到着して、「私の御心は、明らかで正しくなった。私はここにご鎮座しよう」とおっしゃってご鎮座した。だから、多太といった。

　大野の郷。郡家の真西十里二十歩。和わ加か布ふ都つ努ぬ志しの命が御狩りをされた時に、郷の西の山に、待ち伏せの人をお立てになって、猪を追って北の方にお上りになったところ、阿内の谷まできて、その猪の足跡を見失ってしまった。その時、「自然にこうなったなあ。猪の足跡が失せてしまった」とおっしゃった。だから、内野といった。ところが、今の人はただ誤って、大野とよんでいるだけだ。

　伊農の郷。郡家の真西十四里二百歩。出雲の郡の伊農の郷にご鎮座している赤あか衾ふすま伊い農ぬ意お保ほ須す美み比ひ古こ佐さ和わ気けの命の后である天あめの[image: ]みか津つ日ひ女めの命が国を巡行された時に、ここに到着して、「ああ、伊農さまよ」とおっしゃった。だから、伊い努ぬといった。神亀三年、字を伊農と改めた。

　神戸の里。出雲社の神戸である。名の説明は、意宇郡に同じ。





佐さ太だの御み子この社やしろ

比ひ多たの社

御み井いの社

垂たる水みの社

恵え杼と毛も社

許こ曽そ志しの社

大おお野の津つの社

宇う多た貴きの社

大おお井いの社

宇う智ちの社




以上の十所は、すべて神祇官に登録されている。




恵曇えともの海うみの辺への社やしろ

同じき海辺の社

奴ぬ多た之しの社

那な牟むの社

多た太だの社

同じき多太の社

出いで嶋しまの社

阿あ之し牟むの社

田た仲なかの社

弥み多た仁にの社

細ほそ見みの社

下しもの社

伊い努ぬの社

毛も之しの社

草くさ野のの社

秋あき鹿かの社




以上の十六所は、すべて神祇官に登録されていない。






　神かむ名な火び山やま。郡家の東北九里四十歩。高さ二百三十丈、周り十四里。いわゆる佐太大神の社は、その山麓にある。

　足たる日ひ山やま。郡家の真北一里。高さ百七十丈、周り十里二百歩。

　女め嵩たか野の。郡家の真西十里二十歩。高さ百八十丈、周り六里。土壌はよく肥え、人々にとって豊かな園である。樹林はない。ただ頂上附近に林があるだけである。これが神の社である。

　都つ勢せ野の。郡家の真西十里二十歩。高さ百十丈、周り五里。樹林はない。嶺の中に沢がある。周り五十歩。四方の岸に藤ふじ、荻をぎ、葦あし、茅ちなどが群生し、あるものは直立、あるものは水に伏している。鴛鴦おしどりが棲んでいる。

　今いま山やま。郡家の真西十里二十歩。周り七里。

　およそ、すべての山野にある草木は、白朮おけら、独活つちたち、女かわの青ねくさ、苦参くらら、貝母ははくり、牡ふかみ丹くさ、連いたち翹くさ、伏令まつほど、藍漆やまあい、女委えみくさ、細みらの辛ねくさ、蜀ふさ椒はじかみ、署やまつ預いも、白やま歛かがみ、芍えびす薬くすり、百部根ほとづら、薇蕨わらび、薺頭蒿おはぎ、藤ふじ、李すもも、赤あか桐ぎり、白あお桐ぎり、椎しい、椿つばき、楠くす、松、栢かへ、槻つきである。

　鳥獣は、鵰わし、晨風はやぶさ、山やま鶏どり、鳩はと、雉きぎし、猪い、鹿しか、兎うさぎ、飛鼯むささび、狐きつね、獼猴さるがいる。

　佐さ太だ河。水源は二つ。東の水源は、島根の郡のいわゆる多久川である。西の水源は秋鹿の郡の渡の村から出る。二つの川が合流し、南へ流れて佐太の水海に入る。その水海の周りは七里である。鮒がいる。水海は入海に通じている。水門の長さ百五十歩、幅十歩。

　山田川。水源は郡家の西北七里の湯火山から出て、南へ流れて入海に入る。

　多太川。水源は郡家の真西十里の女嵩野から出て、南へ流れて入海に入る。

　大野川。水源は郡家の真西十三里の磐門山から出て、南へ流れて入海に入る。

　草野川。水源は郡家の真西十四里の大継山から出て、南へ流れて入海に入る。

　伊い農ぬ川。水源は郡家の真西十六里の伊農山から出て、南へ流れて入海に入る。

以上の七つの川は、みな魚はいない。

　恵曇の陂つつみ。周り六里。鴛鴦おしどり、鳧たかべ、鴨かも、鮒ふながいる。周囲には葦あし、蔣まこも、菅すげが生えている。養老元年（七一七）より以前は、荷[image: ]はちすが自然に群生して、はなはだたくさんあった。養老二年から以後は自然になくなり、全く茎もない。在地の人がいうには、池の底に陶器や瓶や敷瓦などがたくさんあるという。昔から時々、人が溺れ死んだ。水の深さ浅さはわからない。

　深ふか田だの池。周り二百三十歩。鴛鴦、鳧、鴨がいる。

　杜もり石いしの池。周り一里二百歩。

　峰みね峙じの池。周り一里。

　佐さ久く羅らの池。周り一里百歩。鴛鴦。




　南は入海。

　春は、鯔魚なよし、須す受ず枳き、鎮ち仁に、鰝鰕えびなど、大小さまざまな魚がいる。秋は、白鵠くくひ、鴻鴈かり、鳧たかべ、鴨かもなどの鳥がいる。

　北は大海。

　恵曇えともの浜。広さ二里百八十歩。東と南とはどちらも家がある。西は野、北は大海である。浦から人家に至る間は、四方にいずれも石や木もなく、まるで白い砂が積もっているようだ。大風が吹く時は、その砂はある時は風のまにまに雪のように降り、ある時は流れのまにまに蟻のように散り、桑や麻を覆ってしまう。ここに彫り抜いた岩壁が二か所ある。一か所は厚さ三丈、幅一丈、高さ八尺。他の一か所は、厚さ二丈二尺、幅一丈、高さ一丈。その中を通る川は、北へ流れて大海に入る。川の東は島根の郡である。西は秋鹿の郡に属する。河口から南方、田のあたりに至る間は、長さ百八十歩、幅一丈五尺。源は田の水である。上文で述べた佐太川の西の水源は、ここと同じ場所である。およそ渡りの村の田の水は、南と北とに分かれているだけだ。

　古老が伝えて言うことには、島根の郡の大おお領みやつこ、社こそ部べの臣おみ訓くに麻ま呂ろの先祖の波は蘇そたちが、稲田の排水のために掘ったものである。

　浦の西の磯からはじまって、楯縫の郡の境の自し毛も埼さきまでの間の浜は、岩壁がそびえてけわしく、たとえ風が静かであっても、往来の船は停泊する方法がない所である。

　白島。紫むらさき苔菜のりが生えている。

　御島。高さ六丈、周り八十歩。松が三本ある。

　都つ於お島。磯である。

　著つき穂ほ島。海藻が生えている。

　およそ北の海（日本海）でとれるさまざまな産物は、[image: ]ふぐ、沙さ魚め、佐さ波ば、烏賊いか、鮑魚あわび、螺さざえ、貽貝いがい、蚌うむぎ、甲蠃かせ、螺に子し、石華せ、蠣子かき、海藻にきめ、海松みる、紫むらさき菜のり、凝海菜こるもはである。




　道路

島根郡の境の佐太橋に通う道、八里二百歩。

楯縫郡の境の伊農橋に通う道、十五里百歩。


郡司　主帳　　　外従八位下　勲十□等　日下部臣

　　　大領　　　外正八位下　勲十□等　刑部臣

　　　権任少領　従八位下　　　　　　　蝮部臣






　　楯縫の郡




　合計で郷四、里十二。余戸一、神戸一。


佐さ香かの郷。今も前にしたがって字を使用している。

楯たて縫ぬいの郷。今も前にしたがって字を使用している。

玖潭くたみの郷。もとの字は忽美である。

沼ぬ田たの郷。もとの字は努多。以上の四郷は、郷ごとに里三ずつ。

余あまり戸べの里。

神かん戸べの里。



　楯縫と名づけた理由は、神かむ魂むすひの神が、「私の十分に足り整った天の日ひ栖すみの宮みやの縦横の規模に倣って、千尋もある栲たく縄なわを使い、桁梁をしっかり結び下げて、この天上界の尺度をもって、天の下をお造りになった大神の宮を、お造りしてあげなさい」とおっしゃって、御子の天あめの御み鳥とりの命を楯たて部べとして、天上界からお下しになった。その時、地上に退き下ってこられて、大神の宮の装備としての楯をお造り始めになった場所が、ここなのだ。そのようにして、今に至るまで、楯や桙ほこを造って、皇神たちに奉っている。だから、楯縫といった。




　佐香の郷。郡家の真東四里百六十歩。佐香の河内に百八十神々がお集まりになって、調理場をお建てになり酒を醸造させた。そこで、百八十日の間、酒盛りをして、それぞれ帰って行かれた。だから、佐香といった。

　楯縫の郷。郡家に属する。郷名の由来説明は、郡名に同じである。北の海の浜、業梨磯に岩屋がある。内部の縦横一丈半、高さと広さはそれぞれ七尺。中の南の壁に穴がある。入口の周り六尺、直径二尺。人が中に入ることはできない。奥行がどれくらいあるのかはわからない。

　玖潭の郷。郡家の真西五里二百歩。天の下をお造りになった大神の命が、天あめの御み飯いい田たの御倉をお造りになるための場所を、探して巡行なさった。その時、「（はやさめ）久多美の山」とおっしゃった。だから、忽くた美みといった。神亀三年（七二六）、字を玖潭と改めた。

　沼田の郷。郡家の真西八里六十歩。宇乃治比古の命が、「にた（湿地）の水で、乾飯をにたに（やわらかにして）召し上がることにしよう」とおっしゃって、尓に多たと名づけられた。そうだから、尓多の郷というべきなのだが、今の人はただ努ぬ多たと言っているだけだ。神亀三年（七二六）、字を沼田と改めた。

　余戸の里。名の由来の説明は、意宇郡の余戸の里に同じ。

　神戸の里。出雲社の神戸だ。名の由来の説明は、意宇郡の神戸に同じ。




　新しく造った寺、一所。沼田の郷の中にある。厳堂が建っている。郡家の真西六里百六十歩。大領の出雲臣大田が造った寺である。


久く多た美みの社やしろ

多た久くの社

佐さ加かの社

乃の利り斯しの社

御み津つの社

水みずの社

宇う美みの社

許こ豆づの社

同おなじき社　以上の九所は、すべて神祇官に登録されている。

許こ豆づ乃の社

又また、許豆の社

又、許豆の社

久く多た美み社

同じき久多美の社

高たか守もりの社

又、高守の社

紫菜のり嶋しまの社

鞆とも前さきの社

宿すく努ぬの社

猗さき田たの社

山やま口ぐちの社

葦あし原はらの社

又、葦原の社

又、葦原の社

峴みねの社

阿あ年ね知ちの社

葦原の社

田た々たの社　以上の十九所は、すべて神祇官に登録されていない。












　神かむ名な樋び山やま。郡家の東北六里百六十歩。高さ百二十丈五尺、周り二十一里百八十歩。峰の西に石神がある。高さ一丈、周り一丈。道の側そばに小さい石神が百ばかりある。古老が伝えて言うことには、阿あ遅じ須す枳き高たか日ひ子この命の后、天あめの御み梶かじ日ひ女めの命が、多忠の村に来られて、多た伎き都つ比ひ古この命をお産みになった。その時お腹の中の子どもに教えて、「そなたの母神が（向位）生もうとお思いになるが、ここがよい」とおっしゃった。いわゆる石神は、言うまでもなく多伎都比古の命の御依代である。日照りの折に雨乞いをする時は、必ず雨を降らせてくれるのである。

　阿あ豆づ麻ま夜や山。郡家の真北五里四十歩。

　見み椋くら山。郡家の西北七里。

　およそ、すべての山にある草木は、蜀なる椒はじかみ、漆やまあい、麦門冬やますげ、伏令まつほど、細みらの辛ねくさ、白やま歛かがみ、杜はひ仲まゆみ、人かのに参けくさ、升とりの麻あしくさ、署やまつ預いも、白朮おけら、藤ふじ、李すもも、榧かへ、楡にれ、椎しい、赤あか桐ぎり、白あお桐ぎり、海榴つばき、楠くす、松まつ、槻つきである。鳥獣は、鵰わし、晨風はやぶさ、鳩はと、山やま雞どり、猪い、鹿しか、兎うさぎ、狐きつね、獼猴さる、飛鼯むささびがいる。

　佐さ香か河。水源は郡家の東北の、いわゆる神名樋山から出て、東南へ流れて入海に入る。

　多た久く川。水源は同じ神名樋山から出て、西南へ流れて入海に入る。

　都つ宇う川。水源は二つ。東の川の水源は阿豆麻夜山から出て、西の川の水源は見椋山から出る。二つの川が合流し、南へ流れて入海に入る。

　宇う加か川。水源は同じ見椋山から出て、南へ流れて入海に入る。

　麻ま奈な加か比いの池。周り一里十歩。

　大おお東ひがしの池。周り一里。

　赤あけ市ちの池。周り一里二百歩。

　沼ぬ田たの池。周り一里五十歩。

　長なが田たの池。周り一里百歩。




　南は入海。さまざまな産物は、秋鹿郡で述べたのと同じである。

　北は大海（日本海）。

　自し毛も埼。秋鹿・楯縫、二郡の境である。けわしく、松まつ、栢かへが繁っている。まれに晨風はやぶさの巣もある。

　佐さ香かの浜。広さ五十歩。

　己こ自し都つの浜。広さ九十二歩。

　御み津つの島。紫むらさき菜のりが生えている。

　御津の浜。広さ三十七歩。

　能の呂ろ志し島。紫菜が生えている。

　能呂志の浜。広さ八歩。

　鎌かま間まの浜。広さ百歩。

　於お豆ず振ふるい。長さ□里二百歩、広さ一里。周囲はけわしい。上に松、菜な、芋いへついもがある。

　許こ豆ず島。紫菜が生えている。

　許豆の浜。広さ百歩。出雲・楯縫、二郡の境である。

　およそ北の海でとれるさまざまな産物は、秋鹿郡で述べたのと同じである。ただ、紫菜は楯縫郡が最もすぐれている。




　道路

　秋鹿郡の境の伊農川に通う道、八里二百六十四歩。

　出雲郡の境の宇加川に通う道、七里百六十歩。


郡司　主帳　無位　　　　　　　　　物部臣

　　　大領　外従七位下　勲十□等　出雲臣

　　　少領　外正六位下　勲十□等　高善史






　　出雲の郡




　合計で郷八、里二十三。神戸一里二。


健たける部べの郷。今も前にしたがって字を使用している。

漆治の郷。もとの字は志丑治である。

河かわ内ちの郷。今も前にしたがって字を使用している。

出雲いずもの郷。今も前にしたがって字を使用している。

杵き築づきの郷。もとの字は寸付である。

伊い努ぬの郷。もとの字は伊農である。

美み談たみの郷。もとの字は三太三。以上の七郷は、郷ごとに里三ずつ。

宇う賀かの郷。今も前にしたがって字を使用している。里二。

神かん戸べの郷。里二。



　出雲と名づけた理由は、名の説明をすること国名と同じである。

　健部の郷。郡家の真東十二里二百二十四歩。さきに宇夜の里と名づけた理由は、宇う夜や津つ弁べの命がその山の峰に天上界から降ってこられた。その神の社が今にいたるまで、やはりこの場所に鎮座しておられる。だから、宇夜の里といった。その後、改めて健部と名づけたのは、景行天皇が、「わたしの御子、倭健の命の御名を決して忘れまい」とおっしゃって健部をお定めになった。その時、神門の臣古祢を、健部としてお定めになった。その建部臣たちが、昔からずっとここに住んでいる。だから、健部といった。

　漆治の郷。郡家の真東五里二百七十歩。神魂の命の御子、天あま津つ枳き比ひ佐さ可か美み高たか日ひ子この命の御名を、また（薦こも枕まくら）志都治値といった。この神が郷の中にご鎮座している。だから、志丑治といった。神亀三年（七二六）、字を漆治と改めた。正倉がある。

　河内の郷。郡家の真南十三里百歩。斐伊の大河がこの郷の中を北へ流れる。だから、河内といった。なお堤がある。長さ百七十丈五尺。うち七十一丈の幅は七丈、九十五丈の幅は四丈五尺。

　出雲の郷。郡家に属する。名の説明は、国名に同じ。

　杵築の郷。郡家の西北二十八里六十歩。八束水臣津野の命が国引きなさった後に、天の下をお造りになった大神の宮を造営申し上げようとして、多くの皇神たちが宮殿の場所に集まって地面をきづき（土を固め）なさった。だから、寸付といった。神亀三年、字を杵築と改めた。

　伊努の郷。郡家の真北八里七十二歩。国引きをなさった意美豆野おみずぬの命の御子、（赤あか衾ふすま）伊い努ぬ意お保ほ須す美み比ひ古こ佐さ倭わ気けの命の社が、郷の中にご鎮座している。だから、伊い農ぬといった。神亀三年、字を伊努と改めた。

　美談の郷。郡家の真北九里二百四十歩。天の下をお造りになった大神の御子、和わ加か布ふ都つ努ぬ志しの命が、天と地が初めて分かれた後に、天上界の御領田の長としてご奉仕なさった。その神が郷にご鎮座している。だから、三み太た三みといった。神亀三年、字を美談と改めた。正倉がある。

　宇賀の郷。郡家の真北十七里二十五歩。天の下をお造りになった大神の命が、神魂の命の御子、綾あや門と日ひ女めの命に求婚された。その時、女神が承諾されないで逃げ隠れられた時に、大神が尋ね求められたところが、この郷なのだ。だから、宇加といった。

　さて、北の海の浜に磯がある。名は脳なずきの磯という。高さ一丈ばかりである。磯の上の方に生えた松は、枝が繁って磯まで達している。（その木の姿は）まるで村人たちが朝夕行き来しているかのようであり、また木の枝はまるで人がよじ登ろうとして引いているかのように見える。磯から西の方にある岩窟は、高さ・広さそれぞれ六尺ほどである。岩窟の中に穴がある。人が入ることはできない。奥行きがどのくらいあるのかはわからない。夢で、この磯の岩窟のあたりまで来ると、必ず死ぬという。だから土地の人は、昔からずっと、黄泉よみの坂・黄泉の穴と言っている。

　神戸の郷。郡家の西北二里百二十歩。出雲社の神戸である。名の説明は、意宇郡に同じである。




　新しく造った寺、一所。河内の郷の中にある。厳堂が立っている。郡家の真南十三里百歩。もとの大領の日置部の臣布ふ祢みが造った寺である。布祢は、今の大領佐さ底で麿まろの祖父である。


杵き築づきの大おお社やしろ

御み魂むすびの社

御み向むかいの社

出雲いずもの社

御み魂むすびの社

伊い努ぬの社

意お保ほ美みの社

曽そ岐き乃の夜やの社

牟く久むの社

審そ伎き乃の夜やの社

阿あ受ず伎きの社

美み佐さ伎きの社

伊い奈な佐さの社

弥み太た弥みの社

阿あ我が多たの社

伊い波はの社

阿あ具ぐの社

都つ牟む自じの社

久く佐さ加かの社

弥み努ぬ婆ばの社

阿あ受ず枳きの社

宇う加かの社

同おなじき阿あ受ず枳きの社

布ふ世せの社

神かみ代しろの社

加か毛も利りの社

来く坂さかの社

伊い農ぬの社

同じき社

同じき社

鳥と屋やの社

御み井いの社

企き豆づ伎きの社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

阿あ受ず枳きの社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

来く坂さかの社

伊努社

同じき社

同じき社

弥み陀た弥みの社

県あがたの社

斐ひ提での社

韓から銍かまの社

加か佐さ伽かの社

伊い自じ美みの社

波は祢ねの社

立たち虫むしの社




以上の五十八所は、すべて神祇官に登録されている。




御み前さきの社

同じき御み埼さきの社

支き豆づ支きの社

阿あ受ず支きの社

同じき阿受支の社

同じき社

同じき阿受支の社

同じき阿受支の社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

伊い努ぬの社

同じき伊努の社

同じき社

県あがたの社

弥み陀た弥みの社

同じき弥陀弥の社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

同じき社

伊い尓に波はの社

都つ牟む自じの社

同じき社

弥み努ぬ波はの社

山やま辺べの社

同じき社

同じき社

間ま野のの社

布ふ西せの社

波は如ねの社

佐さ支き多たの社

支き比ひ佐さの社

神かみ代しろの社

同じき社

百もも枝え槐えにすの社




以上の六十四所は、すべて神祇官に登録されていない。






　神名火山。郡家の東南三里百五十歩。高さ百七十五丈。周り十五里六十歩。曽そ支き能の夜やの社にご鎮座している伎き比ひ佐さ加か美み高たか日ひ子この命の社が、この山の峰にある。だから、神名火山といった。

　出雲の御崎山。郡家の西北二十七里三百六十歩。高さ三百六十丈、周り九十六里百六十五歩。西の麓に、いわゆる天の下をお造りになった大神の社がご鎮座している。

　およそ、すべての山野にある草木は、卑解ところ、百部根ほとづら、女委えみくさ、夜からす干あふき、商陸いをすき、独活つちたら、葛くずの根ね、薇わらび、藤ふじ、李すもも、蜀ふさ椒はじかみ、楡にれ、赤あか桐ぎり、白あお桐ぎり、椎しい、椿つばき、松まつ、栢かへである。鳥獣は、晨風はやぶさ、鳩はと、山やま鶏どり、鵠くくひ、[image: ]つぐみ、猪い、鹿しか、狼おおかみ、兎うさぎ、狐きつね、獼猴さる、飛鼯むささびがいる。

　出雲の大川。水源は伯耆・出雲の二国の境にある鳥上山から流れ、仁多郡の横田の村に出て、さて横田・三処・三津・布勢などの四つの郷を経て、大原郡の境の引沼の村に出て、そして来次・斐伊・屋代・神原などの四つの郷を経て、出雲の郡の境の多義の村に出て、河内・出雲の二つの郷を経て、北へ流れてさらに折れて西へ流れ、そこで伊努・杵築の二つの郷を経て神門の水海に入る。これが、いわゆる斐伊河の川下である。川の両岸は、あるところは土壌が肥え、穀物や桑・麻が枝もたわわに実り、人々にとって稔り豊かな場所である。またあるところは、土地が豊かに肥えて、草木がうっそうと繁茂している。年魚あゆ、鮭さけ、麻ま須す、伊い具ぐ比ひ、魴鱧むなぎなどの類がいて、渕や瀬を並んで泳ぎまわっている。河口から川上の横田の村に至るまでの五つの郡の人々は、川を頼りとして暮している。五つの郡とは出雲・神門・飯石・仁多・大原の郷である。一月から三月までのあいだ、材木を点検する船が、川を上り下りする。

　意お保ほ美みの小河。水源は出雲の御崎山から出て、北へ流れて大海に入る。年魚あゆが少しいる。

　土つち負おいの池。周り二百四十歩。

　須す々す比ひの池。周り二百五十歩。

　西にし門かどの江。周り三里百五十八歩。東へ流れて入海に入る。鮒がいる。

　大おお方かたの江。周り二百四十四歩。東へ流れて入海に入る。鮒がいる。二つの江の水源は、ともに田の水の集まるところである。




　東は入海。

　他の三方は、すべて平原が遥かに見通せる。[image: ]つぐみ、鳩はと、鳬たかべ、鴨かも、鴛鴦をしなどの類が、たくさんいる。東の入海でとれるさまざまな産物は、秋鹿郡で述べたのと同じである。

　北は大海。

　宮松の埼。楯縫郡・出雲郡の境にある。

　意保美の浜。広さ二里百二十歩。

　気け多た島。紫むらさき菜のり、海松みるが生える。鮑あはび、螺さざえ、蕀甲贏うにがある。

　井い吞のみの浜。広さ四十二歩。

　宇う大た保ほの浜。広さ三十五歩。

　大おお前さきの島。高さ一丈、周り二百五十五歩。海藻にきめが採れる。

　脳なずき島。紫菜、海藻が生える。松、栢かへがある。

　鷺さぎ浜。広さ二百歩。

　黒島。紫藻が採れる。

　米め結ゆいの浜。広さ二十歩。

　尓に比ひ埼さき。長さ一里四十歩、広さ二〇歩。岬の南のつけ根は、東西に水門を通して、船のままで往来できる。岬の上には松が生い茂っている。

　宇う礼れ保ほの浦。広さ七十八歩。船が二十隻ぐらい泊まることができる。

　山崎。高さ三十九丈、周り一里二百五十歩。椎しい、楠くす、椿つばき、松がある。

　子こ負おい島。磯である。

　大おお椅はしの浜。広さ百五十歩。

　御み前さきの浜。広さ百二十歩。民家がある。

　御み厳いつく島。海藻が採れる。

　御み厨くり家や島。高さ四丈、周り二十歩。松がある。

　等と々ど島。貽い貝がひ、石花せがある。

　[image: ]し聞も埼さき。長さ三十歩、広さ三十二歩。松がある。

　意お能の保ほの浜。広さ十八歩。

　栗島。海藻が採れる。

　黒島。海藻が採れる。

　這はふ田たの浜。広さ百歩。

　二ふた俣またの浜。広さ九十八歩。

　門かど石いし島。高さ五丈、周り四十二歩。鷲わしの巣がある。

　薗その。長さ三里百歩、広さ一里二百歩。松が繁って繁殖している。神門の水海から大海に通じる水路は、長さ三里、広さ百二十歩である。これは出雲・神門、二郡の境である。

　およそ北の海でとれるさまざまな産物は、楯縫郡で述べたのと同じである。ただ、鮑は出雲の郡が最もすぐれている。鮑を採る者は、いわゆる御埼の海人たちである。




　道路

意宇郡の境の佐雑の村に通う道、十三里六十四歩。

神門郡の境の出雲大河のほとりに通う道、二里六十歩。

大原郡の境の多義の村に通う道、十五里三十八歩。

楯縫郡の境の宇加川に通う道、十四里二百二十歩。


郡司　主帳　無位　　　　若倭部臣

　　　大領　外正八位下　日置部臣

　　　少領　外従八位下　大臣

　　　主政　外大初位下　部臣






　　神門の郡




　合わせて郷は八、里は二十二。余戸は一、駅は二、神戸は一。


朝あさ山やまの郷。今も前にしたがって字を使用している。里二。

日ひ置おきの郷。今も前にしたがって字を使用している。里三。

塩冶やむやの郷。もとの字は止屋である。里三。

八や野のの郷。今も前にしたがって字を使用している。里三。

高たか岸ぎしの郷。もとの字は高崖である。里三。

古こ志しの郷。今も前にしたがって字を使用している。里三。

滑なめ狭さの郷。今も前にしたがって字を使用している。里二。

多た伎きの郷。もとの字は多吉である。里三。

余あまり戸べの里。

狭さ結ゆうの駅。もとの字は最邑である。

多伎の駅。もとの字は多吉である。

神戸の里。



　神門と名づけた理由は、神門の臣伊い加か曽そ然ねの時に、神門を奉った。だから神門といった。そして神門の臣たちが、昔からずっとここに住んでいる。だから、神門といった。




　朝山の郷。郡家の東南五里五十六歩。神魂の命の御子、（真ま玉たま着つく）玉たま之の邑むら日ひ女めの命がご鎮座していた。その時、天の下をお造りになった大神、大穴持の命が結婚されて、毎朝お通いになった。だから、朝山といった。

　日置の郷。郡家の真東四里。欽明天皇の御世に、日置の伴部らが遣わされてきて住み着き、政務をしたところである。だから、日置といった。

　塩冶の郷。郡家の東北六里。阿あ遅ぢ須す枳き高たか日ひ子この命の御子、塩冶やむや毗ひ古この命がご鎮座していた。だから、止やむ屋やといった。神亀三年、字を塩冶と改めた。

　八野の郷。郡家の真北三里二百十五歩。須佐能袁の命の御子、八野若日女の命がご鎮座していた。その時、天の下をお造りになった大神、大穴持の命が結婚しようとして、家を造らせた。だから、八野といった。

　高岸の郷。郡家の東北二里。天の下をお造りになった大神の御子、阿遅須枳高日子の命が昼も夜も、きつくお泣きになった。そこで、そこに高床の建物を造って、住まわせられた。そして高い梯子を立て、（世話係を）登り降りさせてお世話した。だから、高崖といった。神亀三年（七二六）、字を高岸と改めた。

　古志の郷。郡家に属する。伊奘弥いざなみの命の時に、日渕川の水を引いて池を築いた。その時、古志の国の人たちがやって来て堤を造った。つまりその人たちが宿っていたところである。だから、古志といった。

　滑狭の郷。郡家の南西八里。須佐能袁の命の御子の和わ加か須す世せ理り比ひ売めの命がご鎮座していた。その時、天の下をお造りになった大神の命が、結婚して妻問いに行かれた時に、その社の前に岩があった。その表面はつるつるとして滑らかだった。そこで、「滑らかな岩だなあ」とおっしゃった。だから、南佐といった。神亀三年、字を滑狭と改めた。

　多伎の郷。郡家の南西二十里。天の下をお造りになった大神の御子、阿あ陀だ加か夜や努ぬ志し多た伎き吉き比ひ売めの命がご鎮座していた。だから、多吉といった。神亀三年、字を多伎と改めた。

　余戸の里。郡家の南西三十六里。名の説明は、意宇郡と同じである。

　狭結の駅。郡家と同所。古志の国の佐さ与よ布ふという人がやって来て住んでいた。だから、最邑といった。神亀三年、字を狭結と改めた。その至り来た事情は、古志の郷の説明と同じである。

　多伎の駅。郡家の西南十九里。名の説明と、字を改めたことについては、多伎の郷と同じである。




　新しく造った寺、一所。朝山の郷の中にある。郡家の真東二里六十歩。厳堂が立っている。神門の臣たちが造った寺である。

　新しく造った寺、一所。古志の郷の中にある。郡家の東南一里。刑部の臣たちが作った寺である。もとは、厳堂が立っていた。



美み久く我がの社やしろ

阿あ須す理りの社

比ひ布ふ知ちの社

又また、比ひ布ふ知ちの社

多た吉きの社

夜や牟む夜やの社

矢や野のの社

波は加か佐さの社

奈な売め佐さ社

知ち乃のの社

浅あさ山やまの社

久く奈な為いの社

佐さ志し牟むの社

多た支き枳きの社

阿あ利りの社

阿あ如ねの社

国くに村むらの社

那な売め佐さの社

阿あ利りの社

大おお山やまの社

保ほ乃の加かの社

多た吉きの社

夜や牟む夜やの社

同おなじき夜や牟む夜やの社



比ひ奈なの社　以上の二十五所は、すべて神祇官に登録されている。


塩夜やむやの社

火ほ守もりの社

同じき塩冶やむや社

久く奈な子この社

同じき久奈子の社

加か夜やの社

小を田だの社

波は加か佐さの社

同じき波加佐の社

多た支きの社

多た支き々きの社

波は須す波はの社






以上の十二所は、すべて神祇官に登録されていない。






　田た俣また山。郡家の真南十九里。[image: ]ひのき、枌すぎがある。

　長なが柄ら山。郡家の東南十九里。[image: ]、枌がある。

　吉よし栗くり山。郡家の西南二十八里。[image: ]、枌がある。いわゆる天の下をお造りになった大神の宮の用材を切り出す山である。

　□□山。郡家の東南五里五十六歩。大神の御殿である。

　稲いな積づみ山。郡家の東南五里七十六歩。大神の稲積である。

　陰かげ山。郡家の東南五里八十六歩。大神の御陰である。

　稲いな山。郡家の真東五里百十六歩。東に樹林がある。他の三方はいずれも岩の崖である。大神の御稲である。

　桙ほこ山。郡家の東南五里二百五十六歩。南と西はともに樹林がある。東と北とはいずれも岩の崖である。大神の御桙である。

　冠かがふり山。郡家の東南五里二百五十六歩。大神の御冠である。

　およそ、すべての山野にある草木は、白やま歛かがみ、桔ありの梗ひふき、藍漆やまあい、竜えやみ膽くさ、商陸いおすき、續断はみ、独活つちたら、白よろい芷くさ、秦かわ椒はじかみ、百部根ほとづら、百合ゆり、巻柏いわくみ、石いわ斛くすり、升とりの麻あしくさ、当帰やませり、石いわの葦かわ、麦門冬やますげ、杜はひ仲まゆみ、細みらの辛ねくさ、伏令まつほど、葛くずの根ね、薇蕨わらび、藤ふじ、李すもも、蜀ふさ椒はじかみ、檜ひのき、杉すぎ、榧かへ、赤あか桐ぎり、白あお桐ぎり、椿つばき、槻つき、柘つみ、楡にれ、蘗きはだ、楮かちのきである。鳥獣は、鵰わし、鷹たか、晨風はやぶさ、鳩はと、山やま雞どり、鶉うづら、熊くま、狼おおかみ、猪い、鹿しか、兎うさぎ、狐きつね、獼猴さる、飛鼯むささびがいる。

　神かむ門ど川。水源は飯いい石し郡の琴こと引ひき山から出て、北へ流れて来島・波多・須佐の三つの郷を経て、神門郡の余戸の里の門立の村に出て、さらに神戸・朝山・古志などの郷を経て、西へ流れて神門の水海に入る。なお年魚あゆ、鮭さけ、麻ま須す、伊い具ぐ比ひがいる。

　多岐の小川。水源は郡家の西南三十三里の多岐山から出て、流れて大海に入る。年魚あゆがいる。

　宇加の池。周り三里六十歩。

　来き食くいの池。周り一里百四十歩。菜もはがある。

　笠かさ柄からの池。周り一里六十歩。菜がある。

　[image: ]さし屋やの池。周り一里。

　神かむ門どの水海。郡家の真西四里五十歩。周り三十五里七十四歩。中では鯔魚なよし、鎮ち仁に、須す受ず枳き、鮒ふな、玄蠣かきが採れる。なお水海と大海との間に山がある。長さ二十二里二百三十四歩、広さ三里。これは意美豆努の命が国引きされた時の綱である。今、土地の人は名づけて薗の松山といっている。土地の様子は、土も石もどちらもない。白砂だけが積もり、そこに松の林が茂っている。あらゆる方向から風が吹く時は、砂は飛び流れて松林を覆って埋めてしまう。今、（その）半分は埋まって、半分だけが残っている。おそらく最後にはすっかり埋もれてしまうのだろう。松山の南端にある美久我の林から、石見と出雲の二国の堺にある中島の埼に至るまで、あるところは平らな浜、あるところはけわしい荒磯である。

　およそ北の海（日本海）でとれるさまざまな産物は、楯縫郡で述べたのと同じである。ただ、紫むらさき菜のりはない。




　道路

出雲郡の境の出雲河の辺に行く道、七里二十五歩。

飯石郡の境の堀坂山に行く道、十九里。

同郡の境の与曽紀の村に行く道、二十五里百七十四歩。

石見国安農郡の境の多伎々山に行く道、三十三里。道に常に関所が置かれている。

同じ安農郡の川相の郷に行く道、四十六里。道にふだんは関所がない。ただ政務に必要がある時に、臨時に置くだけである。

　前述の五郡は、いずれも大海（日本海）の南にある。


郡司　主帳　無位　　　　　　　　　　刑部臣

　　　大領　外従七位上　　勲十二等　神門臣

　　　擬少領　外大初位下　勲十二等　刑部臣

　　　主政　外従八位下　勲十二等　吉備部臣






　　飯石の郡




　合計で郷は七。里は十九。


熊くま谷たにの郷。今も前にしたがって字を使用している。

三みと屋やの郷。もとの字は三刀矢である。

飯いい石しの郷。もとの字は伊鼻志である。

多た祢ねの郷。もとの字は種である。

須す佐さの郷。今も前にしたがって字を使用している。以上の五郷は、郷ごとに里三ずつ。

波は多たの郷。今も前にしたがって字を使用している。

来き島じまの郷。もとの字は支自真。以上の二郷は、郷ごとに里二ずつ。



　飯石と名づけた理由は、飯石の郷の中に伊い毗ひ志し都つ幣べの命がご鎮座している。だから、飯石といった。

　熊谷の郷。郡家の東北二十六里。古老が伝えて言うことには、久志伊奈大美等与麻奴良比売の命が、妊娠して産もうとする時になって、産むにふさわしい場所をお求めになった。その時、ここにやって来て、「はなはだくまくましき（奥深い）谷だ」とおっしゃった。だから、熊谷といった。

　三屋の郷。郡家の東北二十四里。天の下をお造りになった大神の御み門とが、ここにあった。だから、三刀矢といった。神亀三年、字を三屋と改めた。正倉がある。

　飯石の郷。郡家の真東十二里。伊毗志都幣の命が天上界からお降りになったところである。だから、伊鼻志といった。神亀三年、字を飯石と改めた。

　多祢の郷。郡家に属する。天の下をお造りになった大神、大穴持の命と須す久く奈な比ひ古この命が国土を巡って行かれた時に、稲の種がこの土地に落ちた。だから、種といった。神亀三年、字を多祢と改めた。

　須佐の郷。郡家の真西十九里。神須佐能袁の命が、「この国は小さい国とはいえ、国として手頃な良いところである。だから私の御名は、木や石などにはつけまい」とおっしゃって、すぐにご自分の御魂をここに鎮め置かれた。そして大おお須す佐さ田だ・小お須す佐さ田だをお定めになった。だから、須佐といった。正倉がある。

　波多の郷。郡家の西南十九里。波は多た都つ美みの命が天上界からお降りになったところである。だから、波多といった。

　来島の郷。郡家の真南四十一里。伎き自じ麻ま都つ美みの命がご鎮座している。だから、支自真といった。神亀三年、字を来島と改めた。正倉がある。





須す佐さの社やしろ

河かわ辺べの社

御み門と屋やの社

多た倍べの社

飯いひ石しの社　以上の五処は、すべて神祇官に登録されている。

狭さ長ながの社

飯いひ石しの社

田た中なかの社

多た加かの社

毛も利りの社

兎と比ひの社

日ひ倉くらの社

井い草ぐさの社

深ふか野のの社

託たく和わの社

上かみの社

葦あし鹿かの社

粟あは谷たに社

穴あな見みの社

神かみ代しろの社

志し志し乃の村むらの社




以上の十六所は、すべて神祇官に登録されていない。






　焼たき村むら山。郡家の真東一里。

　穴あな厚つ山。郡家の真南一里。

　笶や村むら山。郡家の真西一里。

　広ひろ瀬せ山。郡家の真北一里。

　琴こと引びき山。郡家の真南三十五里二百歩。高さ三百丈、周り十一里。古老が伝えて言うことには、この山の峰に岩屋がある。内部に天の下をお造りになった大神の御琴がある。長さ七尺、広さ三尺、厚さ一尺五寸である。また石神が存在している。高さ二丈、周り四丈である。だから、琴引山といった。塩味えび葛かずらがある。

　石穴いわな山。郡家の真南五十八里。高さ五十丈。

　幡はた咋くい山。郡家の真南五十二里。紫むらさき草ぐさがある。

　野の見み・木き見み・石いわ次すき、の三つの野。いずれも郡家の南西四十里。紫草がある。

　佐さ比ひ売め山。郡家の真西五十一里百四十歩。石見・出雲の二国の境。

　堀ほり坂さか山。郡家の真西四十一里。杉すぎ、松まつがある。

　城き垣かき野の。郡家の真南十二里。紫草がある。

　伊い我が山。郡家の真北十九里二百歩。

　奈な倍え山。郡家の東北二十里二百歩。

　およそ、すべての山野にある草木は、卑解ところ、升とりの麻あしくさ、当帰やませり、独活つちたら、大おお薊あざみ
、黄精あまな、前胡のせり、署やまつ預いも、白朮おけら、女委えみくさ、細みらの辛ねくさ、白頭おきな公くさ、白芨かがみ、赤箭かみのや、桔ありの梗ひふき、葛くずの根ね、秦とねり皮このき、杜はい仲まゆみ、石いわ斛くすり、藤ふじ、李すもも、椙すぎ、赤あか桐ぎり、椎しい、楠くすのき、楊梅やまもも、槻つき、柘つみ、楡にれ、松まつ、榧かへ、蘗きはだ、楮かちのきである。鳥獣は、鷹たか、隼はやぶさ、山やま鶏どり、鳩はと、雉きぎし、熊くま、狼おおかみ、猪い、鹿しか、兎うさぎ、獼猴さる、飛鼯むささびがいる。

　三みと屋や川。水源は郡家の真東十五里の多加山から出て、北へ流れて斐伊の河に入る。年魚あゆがいる。

　須す佐さ川。水源は郡家の真南六十八里の琴引山から出て、北へ流れて来島・波多・須佐などの三つの郷を経て、神門郡の門立の村に入る。これはいわゆる神門河の上流である。年魚がいる。

　磐いわ鉏すき川。水源は郡家の西南七十里の箭山から出て、北へ流れて須佐河に入る。年魚がいる。

　波は多たの小川。水源は郡家の西南二十四里の志許斐山から出て、北へ流れて須佐河に入る。鉄まがねを産する。

　飯いい石しの小川。水源は郡家の真東十二里の佐久礼山から出て、北へ流れて三屋川に入る。鉄を産する。




　道路

大原郡の境の斐伊河の辺に行く道、二十九里百八十歩。

仁多郡の境の温泉の河の辺に行く道、二十二里。

神門郡の境の与曽紀の村に行く道、三十八里六十歩。

同郡の堀坂山に行く道、三十一里。

備後国恵宗郡の境の荒鹿坂に行く道、三十九里二百歩。道に常に関所が置かれている。

三次郡の境の三坂に行く道、八十一里。道に常に関所が置かれている。

波多径・須佐径・志都美径。以上の三道は、ふだんは関所はない。ただ政務に必要がある時に、臨時に置くだけだ。それぞれ備後国に通じる。


郡司　主帳　無位　　　　　　　　　日置首

　　　大領　外正八位下　勲十二等　大私造

　　　少領　外従八位上　　　　　　出雲臣






　　仁多の郷




　合計で郷は四。里は十二。


三み処ところの郷。今も前にしたがって字を使用している。

布ふ勢せの郷。今も前にしたがって字を使用している。

三み津つの郷。今も前にしたがって字を使用している。

横よこ田たの郷。今も前にしたがって字を使用している。



　仁多と名づけた理由は、天の下をお造りになった大神、大穴持の命が、「この国は大きくも小さくもない。川上は木の枝が梢を交差させ川下は葦の根が地を這っている。ここはにたしき（湿気の多い）、小さな国だ」とおっしゃった。だから、仁多といった。




　三処の郷。郡家に属する。大穴持の命が、「この土地の田は良い。だから、わたしのみところ（御地）として占有しよう」とおっしゃった。だから、三処といった。

　布勢の郷。郡家の真西十里。古老が伝えて言うことには、大神の命がふせり（お泊り）になったところだ。だから、布世といった。神亀三年、字を布勢と改めた。

　三津の郷。郡家の西南二十五里。大神大穴持の命の御子、阿遅須伎高日子の命が、おひげが八握ほどにも伸びるまで、昼も夜も泣くばかりで、話すことができなかった。その時、御親の大神が、御子を船に乗せて多くの島々に連れめぐって、心をなごませようとされたが、やはり泣き止むことはなかった。大神が夢のお告げを祈願されたことには、「御子が泣くわけをお教えください」といって、夢のお告げを祈願なさったところ、その夜の夢に、御子が口をきくようになったさまをご覧になった。そこで目覚めて御子に問いかけると、すかさず「御津」と申された。その時、大神が、「どこをそう言うのか」とお聞きになると、御子はすぐに御親の前から立ち去って行かれ、石川を渡り、坂の上まで行ってとどまり、「ここだよ」と申された。その時、その津の水が湧き出して、その水を浴びてお身体を浄められた。そのようなわけで、国造が神吉事を奏上するため朝廷に出立する時に、その水が湧き出て、清めの水として用いはじめたのだ。このようないきさつで、今も妊婦はその村の稲を食べない。もし食べると、生まれた子は生まれながらにしてしゃべる。だから、三津といった。正倉がある。

　横田の郷。郡家の東南二十一里。古老が伝えて言うことには、郷の中に田がある。広さ四段ほどである。形がやや横長である。とどのつまりその田の形から、横田というようになった。正倉がある。以上の各郷から産する鉄は、堅くて、さまざまな器物を造るのに最適である。





三み沢さわの社やしろ

伊い我が多た気けの社




以上の二所は、いずれも神祇官に登録されている。




玉たま作つくりの社

須す我が乃の非ひの社

湯ゆ野のの社

比ひ太だの社

漆しつ仁にの社

大おお原はらの社

印いな支き斯し里りの社

石いわ壺つぼの社




以上の八所は、すべて神祇官に登録されていない。






　鳥とり上かみ山。郡家の東南三十五里。伯耆国と出雲国の境である。塩味えび葛かずらがある。

　室むろ原はら山。郡家の東南三十六里。備後・出雲、二国の境である。塩味葛がある。

　灰はい火ひ山。郡家の東南三十里。

　遊ゆ託た山。郡家の真南三十七里。塩味葛がある。

　御み坂さか山。郡家の西南五十三里。この山に神の御み門とがある。だから、御坂といった。備後国と出雲国の境である。塩味葛がある。

　志し努ぬ坂さか野の。郡家の西南三十一里。紫むらさき草くさが少しある。

　玉たま峰みね山。郡家の東南十里。古老が伝えて言うことには、山の峰に玉上の神が鎮座している。だから、玉峰といった。

　城き紲せ野の。郡家の真南十里。紫草が少しある。

　大おお内うち野の。郡家の真南二十二里。紫草が少しある。

　菅すが火ひ野の。郡家の真西四里。高さ百二十五丈、周り十里。峰に神社がある。

　恋したい山。郡家の真南二十三里。古老が伝えて言うことには、和わ尓に（さめ）が、阿伊の村におられる神、玉日女命を慕したって、川を溯ってやってきた。その時、玉日女命が石で川を塞いだので、会うことができないで愛しく思っていた。だから、恋山といった。

　およそ、すべての山野にある草木は、白頭おきな公くさ、藍漆やまあい、蒿さは本そらし、玄参おしくさ、百合ゆり、王不留行かさくさ、薺さき苨くさな、百部根ほとづら、瞿麦なでしこ、升とりの麻あしくさ、抜葜さるとり、黄精あまな、地あやめ楡たむ、附お子う、狼こまつ牙なぎ、離やま留うばら、石いわ斛くすり、貫おに衆わらび、續断はみ、女委えみくさ、藤ふじ、李すもも、檜ひのき、椙すぎ、樫かし、松まつ、栢かへ、栗くり、柘つみ、槻つき、蘗きはだ、楮かじのきである。鳥獣は、鷹たか、晨風はやぶさ、鳩はと、山やま鶏どり、雉きぎし、熊くま、狼おおかみ、猪ゐ、鹿しか、狐きつね、兎うさぎ、獼猴さる、飛鼯むささびがいる。

　横田川。水源は郡家の東南三十五里の鳥上山から出て、北へ流れる。いわゆる斐伊の河の上流である。年魚あゆが少しいる。

　室原川。水源は郡家の東南三十六里の室原山から出て、北へ流れる。これが、いわゆる斐伊の大河の上流である。年魚、麻ま須す、魴鱧むなぎなどの類がいる。

　灰火の小川。水源は灰火山から出て、斐伊の河の上流に入る。年魚がいる。

　阿あ伊い川。水源は郡家の真南三十七里の遊託山から出て、北へ流れて斐伊の河の上流に入る。年魚、麻須がいる。

　阿あ位い川。水源は郡家の西南五十里の御坂山から出て、斐伊の河の上流に入る。年魚、麻須がいる。

　比ひ太だ川。水源は郡家の東南十里の玉岑山から出て、北へ流れる。意宇郡の野城河の上流が、まさにこれである。年魚がいる。

　湯ゆ野のの小川。水源は玉岑山から出て、西へ流れて斐伊の河の上流に入る。




　道路

　飯石郡の境の漆仁川の辺に通じる道、二十八里。この川の辺に薬湯がある。一度入浴すればすぐに身体はくつろぎ、再び入浴すればすぐにあらゆる病気が消えさってしまう。男も女も老人も子どもも、昼も夜もやすむことなく、連なって通ってきて、効果がないということがない。だから、土地の人は名づけて薬湯と言っている。正倉がある。

　大原郡の境の辛谷の村に行く道、十六里二百三十六歩。

　伯耆国日野郡の境の阿志毗縁山に行く道、三十五里百五十歩。常に関所が置かれている。

　備後国恵宗郡の境の遊託山に行く道、三十七里。常に関所が置かれている。

　同じく恵宗郡の境の比市山に行く道、五十三里。ふだんは関所はない。ただ政務に必要があるときに、臨時に置くだけだ。


郡司　主帳　外大初位下　品治部

　　　大領　外従八位下　蝮部臣

　　　少領　外従八位下　出雲臣






　　大原の郡




　合計で郷は八。里は二十四。


神かむ原はらの郷。今も前にしたがって字を使用している。

屋や代しろの郷。もとの字は矢代である。

屋や裏うちの郷。もとの字は矢内である。

佐さ世せの郷。今も前にしたがって字を使用している。

阿あ用よの郷。もとの字は阿欲である。

海う潮しおの郷。もとの字は得塩である。

来きす次きの郷。今も前にしたがって字を使用している。

斐伊ひの郷。もとの字は樋である。以上の八郷は、郷ごとに里三ずつ。



　大原と名づけた理由は、郡家の真西北十里百十六歩のところの田が、十町ほどの平らな原である。だから、名づけて大原といった。昔は、ここに郡家があった。今もなお、昔通り大原と呼んでいる。今、郡家のあるところは、名づけて斐伊の村という。




　神原の郷。郡家の真北九里。古老が伝えて言うことには、天の下をお造りになった大神が御神宝を積み置かれた所である。だから神財の郷というべきところを、今の人は誤って、神原の郷といっているだけである。

　屋代の郷。郡家の真北十里百十六歩。天の下をお造りになった大神が、的を置く盛り土を立てて射られた所である。だから、矢代といった。神亀三年、字を屋代と改めた。正倉がある。

　屋裏の郷。郡家の東北十里百十六歩。古老が伝えて言うことには、天の下をお造りになった大神が、矢を射立てさせられた所である。だから、矢内といった。神亀三年、字を屋裏と改めた。

　佐世の郷。郡家の真東九里二百歩。古老が伝えて言うことには、須佐能袁の命が佐世の木の葉を頭に揷かざして踊られた時に、挿しておられた佐世の木の葉が地面に落ちた。だから、佐世といった。

　阿用の郷。郡家の東南十三里八十歩。古老が伝えて言うことには、昔、ある人がここで山田を耕して守っていた。ある時、一つ目の鬼が来て、田作り人の息子を食った。その時、男の父母は竹藪の中にじっと隠れていたが、竹の葉が揺れた。その時、食われている息子が、「あよあよ（揺れてる、揺れてる）」と言った。だから、阿欲といった。神亀三年、字を阿用と改めた。

　海潮の郷。郡家の真東十六里三十三歩。古老が伝えて言うことには、宇能治比古の命が、御親の須す義が祢ねの命を恨んで、北の出雲の海水を押し上げ、御親の神を漂流させたが、その海水がここまで溯ってきた。だから、得潮といった。神亀三年、字を海潮と改めた。ここの東北の須我の小川の湯渕の村の、川の中に温泉がある。特に名はない。同じ川の上流の毛間の村の、川の中にも温泉が出る。特に名はない。

　来次の郷。郡家の真南八里。天の下をお造りになった大神の命が、「八十神は、青垣山のうちには、絶対に住まわせないぞ」とおっしゃって、追い払われた時に、ここできすき（追いつき）なさった。だから、来次といった。

　斐伊の郷。郡家に属する。樋速日子の命がここにご鎮座している。だから、樋といった。神亀三年、字を斐伊と改めた。




　新しく造った寺、一所。斐伊の郷の中にある。郡家の真南一里。厳堂を建てている。僧が五人いる。大領の勝部の君虫麿が造った寺である。

　新しく造った寺、一所。屋裏の郷の中にある。郡家の真北十一里百二十歩。□重の塔を建てている。僧が一人いる。前の少領の額田部の臣押おし島しまが造った寺だ。今の少領伊い去こ美みの従兄である。

　新しく造った寺、一所。斐伊の郷の中にある。郡家の東北一里。厳堂を建てている。尼が二人いる。斐伊の郷の人、樋ひの印いな支き知ち麿まろが造った寺だ。


矢や口ぐちの社やしろ

宇う乃の遅ぢの社

支き須す支きの社

布ふ須すの社

御み代しろの社

汗う乃の遅ぢの社

神かむ原はらの社

樋ひの社

樋の社

佐さ世せの社

世せ裡り陀だの社

得う塩しほの社

加か多たの社　以上の十三所は、すべて神祇官に登録されている。

赤あか秦はたの社

等と々ど呂ろ吉きの社

矢や代しろの社

比ひ和わの社

日ひ原はらの社

幡はた屋やの社

春はる殖えの社

船ふな林ばやしの社

宮みや津つ日ひの社

阿あ用よの社

置おき谷たにの社

伊い佐さ山やまの社

須す我がの社

川かわ原はらの社

除よき川かわの社

屋や代しろの社




以上の十六所は、すべて神祇官に登録されていない。






　菟う原はら野の。郡家の真東。郡家に属する。

　城き名な樋ひ山。郡家の真北一里百歩。天の下をお造りになった大神、大穴持の命が、八十神を討とうとされて城きを造られた。だから、城名樋といった。

　高たか麻あさ山。郡家の真北十里二百歩。高さ百丈、周り五里。北の方に樫かし、椿つばきなどの類がある。東と南と西の三方はすべて野である。古老が伝えて言うことには、神須佐能袁の命の御子の青幡佐草日古の命が、この山の上に麻を蒔かれた。だから、高麻山といった。この山の峰にご鎮座しているのは、その神の御魂である。

　須す我が山。郡家の東北十九里百八十歩。檜ひのき、枌すぎがある。

　船ふな岡おか山。郡家の東北一里百歩。阿波枳閇委奈佐比古の命が曳いて来てとどめ置いた船が、つまりこの山、これにほかならない。だから、船岡といった。

　御み室むろ山。郡家の東北十九里百八十歩、神須佐乃乎の命が御室をお造りになって宿った所である。だから、御室といった。

　およそ、すべての山野にある草木は、苦参くらら、桔ありの梗ひふき、[image: ]茄むこぎ、白よろい芷くさ、前胡のせり、独活つちたら、卑斛ところ、葛くずの根ね、細みらの辛ねくさ、茵芋につつじ、白前のかがみ、決えびす目ぐさ、白やま歛かがみ、女委えみくさ、署やまつ預いも、麦門冬やますげ、藤ふじ、李すもも、檜ひのき、杉すぎ、栢かへ、樫かし、櫟なら、椿つばき、楮かじのき、楊梅やまもも、梅うめ、槻つき、蘗きはだがある。鳥獣は、鷹たか、晨風はやぶさ、鳩はと、山やま雞どり、雉きぎし、熊くま、狼おおかみ、猪い、鹿しか、兎うさぎ、獼猴さる、飛鼯むささびがいる。

　斐伊ひの川。郡家の真西五十七歩。西へ流れて出雲の郡の多義の村に入る。年魚あゆ、麻ま須すがいる。

　海う潮しおの川。水源は意宇・大原の二郡の境にある笶村山から出て、北へ流れる。年魚が少しいる。

　須我の小川。水源は須我山から出て、西へ流れる。年魚が少しいる。

　佐世の小川。水源は阿用山から出て、北へ流れる。魚はいない。

　幡屋の小川。水源は郡家の東北の幡箭山から出て、南へ流れる。魚はいない。

　四つの川は合流して西へ流れ、出雲の大河に入る。

　屋代の小川。水源は郡家の真北の除田野から出て、西へ流れて斐伊の大河に入る。魚はいない。




　道路

　意宇郡の境の木垣坂に行く道、二十三里八十五歩。

　仁多郡の境の辛谷の村に行く道、二十三里百八十二歩。

　飯石郡の境の斐伊河の辺に行く道、五十七歩。

　出雲郡の多義の村に行く道、十一里二百二十歩。

　前述の三郡は、すべて山野の中にある。


郡司　主帳　無位　　　　　　　　勝部臣

　　　大領　正六位上　勲十二等　勝部臣

　　　少領　外従八位上　　　　額田部臣

　　　主政　無位　　　　　　　　日置臣









　　（巻末記）




　出雲の国の東の境から西へ行くこと二十里百八十歩で、野城の橋に至る。橋の長さ三十丈七尺、広さ二丈六尺。飯梨河にかかる橋。また、西へ二十一里で、国庁の意宇郡家の北の十字路に至り、そこで分かれて二つの道となる。一つは正西の道、一つは北へ曲がる道である。

　北へ曲がる道。北へ行くこと四里二百六十六歩で、意宇郡の北の境の朝酌の渡りに至る。渡りの幅八十歩、渡り船が一隻ある。

　また、北へ十里百四十歩で、島根郡家に至る。郡家から北へ行くこと十七里百八十歩で、隠岐への渡り場である千酌の駅家の浜に至る。渡り船がある。また、島根郡家から西へ十五里八十歩で、島根郡の西の境の佐太の橋に至る。橋の長さ三丈、広さ一丈。佐太川にかかる橋。

　また、西へ八里三百歩で、秋鹿郡家に至る。また、郡家から西へ十五里百歩で、秋鹿郡の西の境に至る。また、西へ八里二百六十四歩で、楯縫郡家に至る。また郡家から西へ七里百六十歩で、楯縫郡の西の境に至る。

　また、西へ十里二百二十歩で、出雲郡家の東のあたりに至り、そこで正西の道に入る。

　合計で、北へ曲がる道の距離は、九十九里百十歩、そのうち隠岐への道は十七里百八十歩である。

　正西の道。十字路から西へ十二里で、野代の橋に至る。橋の長さ六丈、広さ一丈五尺。また、西へ七里で、玉作の分かれ道に至り、そこで分かれて二つの道となる。一つは正西の道、一つは正南の道。

　正南の道。十四里二百十歩で、意宇郡の南西の境に至る。また、南へ二十三里八十五歩で、大原郡家に至り、そこで分かれて二つの道となる。一つは南西の道、一つは東南の道。

　南西の道。大原郡家から五十七里で、斐伊河に至る。渡りの距離二十五歩、渡り船が一隻ある。また、南西へ二十九里百八十歩で、飯石郡家に至る。また、郡家から南へ八十里で、出雲国の南西の境に至る。備後国三次郡に通じる。合計で、国庁からの距離は、百六十六里二百五十七歩である。

　東南の道。大原郡家から行くこと二十三里百八十二歩で、大原郡の東南の境に至る。また、東南へ十六里二百三十六歩で、仁多郡比々理の村に至り、分かれて二つの道となる。一つの道は、東へ八里百二十一歩で、仁多郡家に至る。一つの道は、南へ三十八里百二十一歩で、備後の国の境の遊託山に至る。

　正西の道。玉作の分かれ道から西へ九里で、来待の橋に至る。橋の長さは八丈、広さ一丈三尺。また、西へ二十三里三十四歩で、出雲郡家に至る。また、郡家から西へ二里六十歩で、出雲郡の西の境の出雲河に至る。渡りの距離五十歩、渡り船が一隻ある。また、西へ七里二十五歩で、神門郡家に至る。神門河がある。渡りの距離二十五歩、渡り船が一隻ある。郡家から西へ三十三里で、出雲の国の西の境に至る。石見の国安農郡に通じる。

　合計で、国庁からの距離は、百六里二百四十四歩。

　東の境から西へ行くこと二十里百八十歩で、野城の駅に至る。また、西へ二十一里で、黒田の駅に至り、そこで分かれて二つの道となる。一つは正西の道、一つは隠岐の国に渡る道。隠岐の道は、北へ行くこと三十四里百四十歩で、隠岐への渡り場である千酌の駅に至る。

　また正西の道は、三十八里で、宍道の駅に至る。また、西へ二十六里二百二十九歩で、狭結の駅に至る。また、西へ十九里で、多岐の駅に至る。また、西へ十四里で、出雲の国の西の境に至る。

　意宇の軍団。意宇郡家に属する。

　熊谷の軍団。飯石郡家の東北二十九里百八十歩。

　神門の軍団。郡家の正東七里。

　馬見の烽。出雲郡家の西北三十二里二百四十歩。

　土椋の烽。神門郡家の東南十四里。

　多夫志の烽。出雲郡家の正北十三里四十歩。

　布自枳美の烽。島根郡家の正南七里二百十歩。

　暑垣の烽。意宇郡家の正東二十里八十歩。

　宅伎の戍。神門郡家の西南三十一里。

　瀬埼の戍。島根郡家の東北十九里百八十歩。





天平五年二月三十日、諸事を検討してまとめた。　秋鹿郡の人　神宅臣金太理

国造にして意宇の郡の大領である　外正六位上　勲十二等　出雲臣広島


















出雲国風土記　本文

















凡例

一、本文は、慶長二年（一五九七）細川幽斎自筆奥書本、いわゆる細川家本（複製）を底本とし、諸本を対校して校訂本文を作成した。

一、本文は、可能な範囲で底本の形態および字体を尊重して活かすことに努めた。









出雲國風圡記

國之大體首震尾坤東南山西北属海東一百卅七里一十九歩南北一百八十二里一百九十三歩

　一百歩七十三里卅二歩得而難可誤

老細思枝葉裁定詞源亦山野濱浦之処鳥獣之棲魚貝海菜之類良繁多悉不陳然不獲止粗挙梗概以成記趣所以八雲者八束水臣津野命詔八雲立詔之故云八雲立出雲

合神社參佰玖拾玖所

　壹佰捌拾肆所在神祇官

　貮佰壹拾伍所不在神祇官

玖郡郷陸拾弐　里一百八十一　餘戸肆驛家陸神戸漆　里一十一

意宇郡郷壹拾壹　里卅三　餘戸壹驛家參神戸參　里六

島根郡郷捌　里廾五　餘戸壹驛家壹

秋鹿郡郷肆　里一十二　神戸壹　里

楯縫郡郷肆　里一十二　餘戸壹神戸壹　里

出雲郡郷捌　里廾三　神戸壹　里二

神門郡郷捌　里廾二　餘戸壹驛家貳神戸壹　里

飯石郡郷漆　里一十九

仁多郡郷肆　里一十二

大原郡郷捌　里廾四

　右件郷字者依㚑亀元年式改里為郷其郷名字者被神亀三年民部省口宣改之

意宇郡

合郷壹捨壹里卅三餘戸壹驛家參神戸參里六

母理郷本字文理

屋代郷今依前用

楯縫郷今依前用

安来郷今依前用

山國郷今依前用

飯梨郷本字云成

舎人郷今依前用

大草郷今依前用

山代郷今依前用

拝志郷本字林

宍道郷今依前用以上壹捨壹郷別里參

餘戸里

野城驛家

黒田驛家

宍道驛家

出雲神戸

賀茂神戸

忌部神戸

所以号意宇者國引坐八束水臣津野命詔八雲立出雲國者狭布之稚國在哉初國小[image: ]作故将作縫詔而栲衾志羅紀乃三埼矣國之餘有耶見者國之餘有詔而童女[image: ]鉏所取而大魚之支太衝別而波多湏々支穗振別而三身之綱打挂而霜黒葛闇〻耶〻尓河舩之毛〻曽〻呂〻尓國〻来〻引来縫國者自去豆乃折絶而八穗尓支豆支乃御埼以此而堅立加志者石見國与出雲國之堺有名佐比売山是也亦持引[image: ]者薗之長濵是也亦北門佐伎之國矣國之餘有耶見者國之餘有詔而童女[image: ]鉏[image: ]取而大魚之支大衝別而波多湏〻支穂振別而三身之[image: ]打挂而霜黒葛闇〻耶〻尒河船之毛〻曽〻呂〻尒國〻来〻引来縫國者自多久乃折絶而狭田之國是也亦北門良波乃國矣國之餘有耶見者國之餘有詔而童女[image: ]鉏[image: ]取而大魚之支大衝別而波多湏〻支穂振別而三身之[image: ]打挂而霜黒葛闇〻耶〻尒河舩之毛〻曽〻呂〻尒國〻来〻引来縫國者自宇波折絶而闇見國是也亦[image: ]志之都都乃三埼矣國之餘有耶見者國之餘有詔而童女[image: ]鉏所取而大魚之支大衝別而波多湏〻支穂振別而三身之[image: ]打挂而霜黒葛闇〻耶〻尒河舩之毛〻曽〻呂〻尒國〻来〻引来縫國者三穂之埼持引[image: ]夜見嶋固堅立加志者有伯耆國火神岳是也今者國者引訖詔而意宇社尒御杖衝立而意恵登詔故云意宇　[image: ]謂意宇社者郡家東北邊田中在壟是也周八歩許其上有一以茂

母理郷郡家東南卅九里一百九十歩[image: ]造天下神大穴持命越八口平賜而還坐時来坐長江山而詔我造坐而命國者皇御孫命平世[image: ]知依奉但八雲立出雲國者我静坐國青垣山廻賜而玉珎置賜而守詔故云文理　神亀三年改字母理

屋代郷郡家正東卅九里一百廾歩天乃夫比命御伴天降来社伊支等之遠神天津子命詔吾静将坐志社詔故云社　神亀三年改字屋代

楯縫郷郡家東北卅二里一百八十歩布都怒志命之天石楯縫直給之故云楯縫

安来郷郡家東北廾七里一百八十歩神湏佐乃袁命天壁立廻坐之尒時来坐此処而詔吾御心者安平成詔故云安来也即北海有毘賣埼[image: ]鳥浄御原宮御宇　天皇御世甲戌年七月十三日語臣猪麻呂之女子逍遥件埼邂逅遇和尒[image: ]賊不皈尒時父猪麻呂[image: ]賊女子斂置濱上大發苦憤號天踊地行吟居嘆晝夜辛苦無避斂[image: ]作是之間絰歴数日然後興慷慨志磨箭鋭鋒撰便處居即擡訴云天神千五百万地祇千五百万幷當國静坐三百九十九社及海若[image: ]大神之和[image: ]者静而荒[image: ]者皆[image: ]依給猪麻呂之所乞良有神㚑坐者吾[image: ]傷給以此知神霊之[image: ]神者尒時有湏臾而和尒百餘静圍繞一和尒徐率依来従於居下不進不退猶圍繞耳尒時挙鉾而刃中央一和尒殺捕已訖然後百餘和尒解散殺割者女子之一[image: ]屠出仍和尒者殺割而挂串立路之垂也　安来郷人語臣與之父也自尒時以来至于今日[image: ]六十歳

山國郷郡家東南卅二里二百卅歩布都努志命之國廻[image: ]時来[image: ]此處而詔是圡者不止欲見詔故云山國也即有正倉

飯梨郷郡家東南卅二里大國魂命天降[image: ]時當此處而御膳食給故云飯成　神亀三年改字飯梨

舎人郷郡家正東廾六里志貴嶋宮御宇　天皇御世倉舎人君[image: ]之祖日置臣志毗大舎人供奉之即是志毗之[image: ]居故云舎人即有正倉

大草郷郡家南西二里一百廾歩湏佐乎命御子青幡佐久佐丁壮命[image: ]故云大草

山代郷郡家西北三里一百廾歩[image: ]造天下大神大穴持命御子山代日子命[image: ]故云山代也即有正倉

拜志郷郡家正西廾一里二百一十歩[image: ]造天下大神命将平越八口為而幸時此處樹林茂盛尒時詔吾御心之波夜志詔故云林　神亀三年改字拜志　即有正倉

宍道郷郡家正西卅七里[image: ]造天下大神命之追給猪像南山有二　一長二丈七尺[image: ]一丈周五丈七尺一長二丈五尺[image: ]八尺周四丈一尺

追猪犬像　長一丈[image: ]四尺周一丈九尺　其形為石無異猪犬至今猶在故云宍道

餘戸郷郡家正東六里二百六十歩　依神亀四年編戸立一里故云餘戸他郡亦如之

野城驛郡家正東廾里八十歩依野城大神[image: ]故云野城

黒田驛郡家同處郡家西北二里有黒田村土體色黒故云黒田舊此處有是驛即号曰黒田驛今東属郡今猶追舊黒田号耳

宍道驛郡家正西卅八里　説名如郷

出雲神戸郡家南西二里廾歩伊弉奈枳乃麻奈子坐熊野加武呂乃命与五百津鉏々猶[image: ]取〻而[image: ]造天下大穴持命二[image: ]大神[image: ]依奉故云神戸　他郡[image: ]神戸且如之

賀茂神戸郡家東南卅四里[image: ]造天下大神命之御子阿遅湏枳[image: ]日子命坐葛城賀茂社此神之神戸故云鴨　神亀三年改字賀茂　即有正倉

忌部神戸郡家正西廾一里二百六十歩國造神吉詞望参向朝廷時御沐之忌玉作故云忌部即川邊出湯出湯[image: ]在兼海陸仍男女老少或道路駱驛或海中沿洲日集成市繽紛燕樂一濯則形容端正再沐則万病[image: ]除自古至今無不得験故俗人曰神湯也

教昊寺有山國郷中郡家正東廾五里一百廾歩建立五層之塔也　在僧　教昊僧之[image: ]造也　散位大初位下上腹首押猪之祖父也　新造院一[image: ]山代郷中郡家西北四里二百歩建立厳堂也　無僧

日置君目烈之[image: ]造　出雲神戸日置君鹿麻呂之父　新造院一[image: ]有山代郷中郡家西北二里建立教堂　住僧一軀　飯石郡少領出雲臣弟山之[image: ]造也新造院一[image: ]有山國郷中郡家東南廾一里百廾歩建立三層之塔也山國郷人日置部根緒之[image: ]造也

熊野大社　夜麻佐社　賣豆貴社　賀豆比乃社　由貴社　加豆比乃[image: ]社　都俾志呂社　玉作湯社　野城社　伊布夜社　支麻知社　夜麻佐社　野城社　久多美社　佐久多社　多乃毛社　湏多社　真名井社　布辨社　斯保弥社　意陀支社　市原社　久米社　布吾弥社　宍道社　野代社　賣布社　狹井社　同狹井[image: ]守社　宇流布社伊布夜社　由宇社　布自奈社　同布自奈社　野代社　佐久多社　意陀支社　前社　田中社　詔門社　楯井社　速玉社　石坂社　佐久佐社　多加比社　山代社　調屋社　同社　以上[image: ]八[image: ]並在神祇官　宇由比社　支布佐社　毛弥乃上社　那冨乃夜社　支布佐社　國原社　田村社　市穗社　同市穗社　伊布夜社　阿太加夜社　湏多下社　河原社　布宇社　末那為社　加和羅社　笠柄社　志多備社　食師社　以上一十九[image: ]並不在神祇官

長江山郡家東南五十里　有水精　暑垣山郡家正東廾八十歩　有烽　[image: ]野山郡家正東一十九里熊野山郡家正南一十八里　有檜檀也[image: ]謂熊野大神之社坐　久多美山郡家西南廾三里　有社　玉作山郡家西南卅二里　有社　神名樋野郡家西北三里一百廾九歩[image: ]八十丈周六里卅二歩　東有松三方並有茅　凢諸山野[image: ]在草木麦門冬独活石斛前胡[image: ]梁薑連翹黄精百部根貫衆白朮署預苦参細辛商陸藁本玄参五味子黄岑葛根牡丹藍漆薇藤李檜　字或作梧　杉　字或作椙　赤桐白桐楠椎海榴　字或作椿　楊梅松栢　字或作榧　蘗槻禽獣則有鵰晨風　字或作隼　山鷄鳩鶉鶬　字或作離黄　鵄鴞　作横致悪鳥也　熊狼猪鹿兎狐[image: ]鼯　字或作[image: ]作蝠　獼猴之族至繁全不可題之

伯太川源出仁多与意宇二郡堺葛野山流[image: ]母理楯縫安来三郷入〻海　有年魚伊久比　山國川源出郡家東南卅八里枯見山北流入伯太川飯梨河源有三　一水源出仁多大原意宇三郡堺田原一水源出枯見一水源出仁多郡玉嶺山　三水合北流入〻海　有年魚伊具比　[image: ]陽川源出郡家正東一十里一百歩荻山北流入〻海　有年魚

意宇河源出郡家正南一十八里熊野山北流入〻海　有年魚伊具比　野代川源出郡家西南一十八里湏我山北流入々海玉作川源出郡家正西一十九里　志山北流入〻海　有年魚　来待川源出郡家正西廾八里和奈佐山西流至山田村更折北流入々海　有年魚　宍道川源出郡家正西卅八里幡屋山北流入々海　無魚

津間[image: ]池周二里[image: ]歩　有鳬鴨[image: ]蔘　真名猪池周一里北入海門江濱　伯耆与出雲二國堺自東行西　粟島　有椎松多年木宇竹真前等葛　砥神島周三里一百八十歩[image: ]六十丈　有椎松莘薺頭蒿都波師太等草木也　加茂島　既礒　子嶋　既礒　羽島　有椿比佐木多年木蕨薺頭蒿　塩楯島　有蓼螺子永蓼　野代海中蚊島周六十歩中央涅土四方並礒　中央有手掬許木一株耳其礒有螺子海松　自茲以西濱或峻崛或平[image: ]並是通道之[image: ][image: ]也

通道通國東堺手間剗卅一里一百八十歩通大原郡堺林垣峰卅二里二百歩通出雲郡堺佐雜埼卅二里卅歩通島根郡堺朝酌渡四里二百六十歩

前件一郡入海之南此則國廓也


郡司主帳　无位海臣无位出雲臣

少領従七位上勲十□[image: ]出雲臣

主政外少初位上勲十□[image: ]林臣

擬主政无位出雲臣



島根郡

合郷捌里廾四餘戸壹駅家壹

朝酌郷今依前用

山口郷今依前用

手染郷今依前用

美保郷今依前用

方結郷今依前用

加賀郷本字加〻

生馬郷今依前用

法吉郷今依前用以上捌郷別里參

餘戸里

千酌驛家

[image: ]以号嶋根郡國引[image: ]八束水臣津野命之詔而負給名故嶋根

朝酌郷郡家正南一十里六十四歩熊野大神命詔朝御餼勘養夕御餼勘養五贄緒之處定給故云朝酌

山口郷郡家正南四里二百九十八歩湏佐[image: ]袁命御子都留支日子命詔吾敷[image: ]山口處在詔而故山口負給

手染郷郡家正東一十里二百六十四歩[image: ]造天下大神命詔此國者丁[image: ][image: ]造國在詔而故丁[image: ]負給而今人猶謂手染郷之耳即正倉

美保郷郡家正東廾七里一百六十四歩[image: ]造天下大神命娶[image: ]志國[image: ]神意支都久辰為命子俾都久辰為命子奴奈冝波比賣命而令産神御穗湏〻美命是神坐矣故美保

方結郷郡家正東廾里八十歩湏佐袁命御子國忍別命詔吾敷[image: ]地者國形冝者故云方結

加賀郷

（生馬郷郡家）西北一十六里二百九歩神魂命御子八尋鉾長依日子命詔吾御子平明不憤詔故云生馬

法吉郷郡家正西一十四里二百卅歩神魂命御子宇武賀比賣命法吉鳥化而[image: ]度静[image: ]此処故云法吉

餘戸郷　説名如意宇郡

千酌驛郡家東北一十九里一百八十歩伊差奈枳命御子都久豆美命此処坐然則可謂都久豆美而今人猶千酌号耳

大埼社　太埼川辺社　朝酌下社　努那弥社

椋見社　以上[image: ]五[image: ]並不在神祇官

布自枳美[image: ]山郡家正南七里二百一十歩[image: ]二百七十丈周二十里　有烽　女岳山郡家正南二百卅歩蝨野郡家西南三里一百歩　无樹木　毛志山郡家正北一里大倉山郡家東北九里一百八歩糸江山郡家東北廾六里卅歩小倉山郡家正東廾四里一百六十歩凢諸山[image: ]在草木白朮麦門冬藍漆五味子苦参独活葛根署預卑解狼毒杜仲芍薬柴胡百部根石斛藁本藤李赤桐白桐海柘榴楠楊松栢禽獣則有鷲　字或作鵰　隼山鶏鳩雉猪鹿猿[image: ]鼯

水草河源二　一水源出郡家北三里一百八十歩毛志山一水源出郡家西北六里一百六十歩同毛志山　二水合南流入〻海　有鮒　長見川源出郡家東北九里一百八十歩大倉山東流大鳥川源出郡家東北一十二里一百一十歩墓野山南流二水合東流入〻海

野浪川源出郡家東北廾六里卅歩糸江山西流入大海加賀川源出郡家正北廾四里一百六十歩小倉山北流入大海多久川源出郡家西北廾四里小倉山西流入秋鹿郡佐太水海　以上六川並无魚少〻川也　法吉坡周五里深七尺許有鴛鴦鳬鴨鮒湏我毛　當夏節尤在美菜　前原坡周二百八十歩有鴛鴦鳬鴨[image: ]之類張田池周一里卅歩匏池周一里一百一十歩　生蔣　美[image: ]夜池周一里口池周一百八十歩　有蔣鴛鴦　敷田池周一里　有鴛鴦　南入海　自西行東　朝酌促戸渡東有通道西在平原中央渡則筌亘東西春秋入出大小雜魚臨時来湊筌辺[image: ]騃風壓水衝或破壊筌或裂破[image: ]於是被捕大小雜魚濵譟家闐市人四集自然成廛矣　自茲入東至于大井濱之間南北二濱並捕白魚水深也　朝酌渡廣八十歩許自國廳通海[image: ]道矣

大井濱則有海鼠海松又造陶器也邑美冷水東西北山並嵯峨南海澶漫中央鹵[image: ]磷〻男女老少時〻叢集常燕會地矣前原埼東西北並[image: ][image: ]下則有陂周二百八十歩深一丈五尺許三[image: ]草木自生涯鴛鴦鳬鴨隨時常住陂之南海也即陂与海之間濱東西長一百歩南北廣六歩肆松蓊鬱濱鹵淵澄男女隨時叢會或愉樂帰或耽遊忘皈常燕喜之地矣[image: ][image: ]嶋周一十八里一百歩[image: ]三丈古老傳云出雲郡杵築御埼在[image: ][image: ]天羽合鷲掠持[image: ]燕来止于此嶋故云[image: ][image: ]嶋今人猶誤[image: ]嶋号耳土地豊沃西[image: ]松二株以外茅莎薺頭蒿蕗等之類生靡　即有牧　去陸三里

蜈蚣嶋周五里一百卅歩[image: ]二丈古老傳云有[image: ][image: ]嶋[image: ][image: ]食来蜈蚣止居此島故云蜈蚣嶋東[image: ]神社以外皆悉百姓之家圡體豊沃草木扶蔬桒麻豊冨此則所謂嶋里是矣　去津二里一百歩

即自此嶋達伯耆國郡内夜見嶋盤石二里許[image: ]六十歩許乗馬猶徃来塩満時深二尺五寸許塩乾時者已如陸地和多〻嶋周三里二百廾歩　有椎海石榴白桐松芋菜薺頭蒿蕗都波猪鹿　去陸渡一十歩不知深浅美佐嶋周二百六十歩[image: ]四丈　有椎橿茅葦都波薺頭蒿　戸江剗郡家正東廾里一百八十歩　非嶋陸地濱耳伯耆郡内夜見嶋将相向之間也　粟江埼　相向夜見嶋促戸渡二百一十六歩　埼之西入海堺也凢南入海[image: ]在雜物入鹿和尓鯔湏受枳近志呂鎮仁白魚海鼠鰝鰕海松[image: ]之類至多不可尽名

北大海埼之東大海堺也　猶自西行東　鯉石嶋　生海藻　大嶋　礒　宇由比濵廣八十歩　捕志毗魚　盗道濵[image: ]八十歩　捕志毘魚　澹由比濵[image: ]五十歩　捕志毗魚　加努夜濵廣六十歩　捕志毗魚　美保濱[image: ]一百六十歩　西有神社北有百姓之家捕志毗魚　美保埼　周壁峙[image: ]定岳　[image: ]〻嶋　禺々當住　圡嶋　礒　久毛[image: ]浦[image: ]一百歩　自東行西十舩可泊　黒嶋　生海藻　這田濵長二百歩比佐嶋　生紫菜海藻　長嶋　生紫菜海藻　比賣嶋　礒　結嶋門嶋周二里卅歩[image: ]一十丈　有松薺頭蒿都波　御前小嶋　礒　質留比浦[image: ]二百廾歩　南神社北百姓之家卅舩可泊　久宇嶋周一里卅歩[image: ]七尺　有椿椎白朮小竹薺頭蒿都波茅　加多比嶋　礒　舩嶋　礒　屋嶋周二百歩[image: ]廾丈　有椿松薺頭蒿　赤嶋　生海藻　宇氣嶋　同前　黒嶋　同前　粟嶋周二百八十歩[image: ]一十丈　有松芋茅都波　玉結濵[image: ]一百八十歩　有碁石東邊有唐砥又在百姓家　小島周二百[image: ]歩[image: ]一十丈　有松茅薺頭蒿都波　方結濱廣一里八十歩　東西有家　勝間埼有二窟　一[image: ]一丈五尺裏周一十八歩一[image: ]一丈五尺裏周廾歩　鳩嶋周一百廾歩[image: ]一十丈　有都波苡　鳥嶋周八十二歩[image: ]一十五丈　有鳥栖　黒嶋　生紫菜海藻　湏義濵[image: ]二百八十歩衣嶋周一百廾歩[image: ]五丈中鑿南北舩猶徃来也稲上濵廣一百六十二歩　有百姓之家　稲積嶋周[image: ]八歩[image: ]六丈　有松木鳥之栖　中鑿南北舩猶徃来也大嶋　礒　千酌濵[image: ]一里六十歩　東有松林南方駅家北方百姓之家郡家東北一十七里一百八十歩此則[image: ]謂度[image: ]岐國津是矣　加志嶋周五十六歩[image: ]三丈　有松　赤嶋周一百歩[image: ]一丈六尺　有松　葦浦濱[image: ]一百二十歩　有百姓之家　黒嶋　生紫菜海藻　亀嶋　同前　附嶋周二里一十八歩[image: ]一丈　有椿松薺頭蒿茅葦都波也其薺頭蒿者正月元日生長六寸　蘇嶋　生紫菜海藻　中鑿南北舩猶徃来也真屋嶋周八十六里[image: ]五丈　有松　松嶋周八十歩[image: ]八丈　有松林　立石嶋　礒　瀬埼　礒[image: ]謂瀬埼戍是也　野浪濵[image: ]二百八歩　東[image: ]有神社又有百姓之家　鶴嶋周二百一十歩[image: ]九丈　有松　間嶋　生海藻　毛都嶋　生紫菜海藻　川来門大濵[image: ]一里百歩　有百姓之家　黒嶋　有海藻　小黒嶋　生海藻　加賀神埼即有窟[image: ]一十丈許周五百二歩許東西北通　[image: ]謂佐太大神之[image: ]産生処也[image: ]産生臨時弓箭亡[image: ]尒時御祖神魂命之御子枳佐加比賣命願吾御子麻須羅神御子[image: ]者[image: ]亡弓箭出来願[image: ]尒時角弓箭隨水流出尒時取弓詔此者非弓箭詔而擲廢給又金弓箭流出来即待取之[image: ]而闇鬱窟哉詔而射通[image: ]即御祖支佐加比賣命社[image: ]此処今人是窟[image: ]行時必声[image: ]磕而行若密行者神現而飄風起行舩者必覆　御嶋周二百八十歩[image: ]一十丈中通東西　有椿松栢　葛嶋周一里一百十歩[image: ]五丈　有椿松小竹茅葦　櫛嶋周二百[image: ]歩[image: ]一十丈　有松林　許意嶋周八十丈[image: ]一十丈　有茅澤松林　真嶋周一百八十歩[image: ]一十丈　有松　比羅嶋　生紫菜海藻　黒嶋　同前　名嶋周一百八十歩[image: ]九丈　有松　赤嶋　生紫菜海藻　大崎濵[image: ]一里一百八十歩　西北有百姓之家　須〻比埼　有白朮　御津濱[image: ]二百八歩　有百姓之家　三嶋　生海藻　虫津濵[image: ]一百廾歩手結埼濵[image: ]　有二檜　窟　[image: ]一丈裏周卅歩　手結浦[image: ][image: ]二歩　舩二許可泊　久宇嶋周一百卅歩[image: ]七丈　有松　凢北海[image: ]捕雜物志毗朝[image: ]沙魚烏賊[image: ][image: ]鮑魚螺蛤貝　字或作蚌菜　[image: ]甲蠃　字或作石[image: ]子　甲蠃蓼螺子　字或作螺子　螺蠣子石華　字或作蠣犬脚也或圡曠犬脚者勢也　白貝海藻海松紫菜凝海菜等之類至繁不可尽称也

通道通意宇郡朝酌渡一十里二百廾歩之中海八十歩通秋鹿郡堺佐太橋一十五里八十歩通隠岐渡千酌駅家湊一十七里一百八十歩


郡司主帳無位出雲臣

大領外正六位下社部臣

少領外従六位上社部石臣

主政従六位下勳十□[image: ]蝮朝臣



秋鹿郡

合郷肆　里十二　神戸　壹

恵曇郷本字恵伴

多太郷今依前用

大野郷今依前用

伊農郷本字伊努　以上肆郷別里参

神戸里

[image: ]以号秋鹿者郡家正北秋鹿日女命[image: ]故云秋鹿矣

恵曇郷郡家東北九里[image: ]歩湏作[image: ]乎命御子磐坂日子命國巡行[image: ]時至[image: ]此処而詔此処者國稚美好有國形如畫鞆哉吾之宮者是處造[image: ]者故云恵伴　神亀三年改字恵曇　多太郷郡家西北五里一百廾歩湏佐[image: ]乎命御子衝杵[image: ]乎与畄比古命國巡行[image: ]時至[image: ]此處詔吾御心照明正真成吾者此處静将[image: ]詔而静[image: ]故云多太

大野郷郡家正西一十里廾歩和加布都努志[image: ]命御狩為[image: ]時即郷西山待人立給而追猪犀北方上之至阿内谷而其猪之跡亡失尓時詔自然哉猪之跡亡失詔故云内野然今人猶誤大野号耳

伊農郷郡家正西一十四里二百歩出雲郡伊農郷[image: ]赤衾伊農意保湏美比古佐和氣[image: ]命之后天[image: ]津日女命國巡行[image: ]時至坐此処而詔伊農波夜詔故云伊努　神亀三年改字伊農　神戸里　出雲也説名如意宇郡

佐太御子社　比多社　御井社　垂水社　恵杼毛社　許曽志社　大野津社　宇多貴社　大井社　宇智社　以上一十[image: ]並在神祇官　恵曇海[image: ]社　同海[image: ]社　奴多之社　那牟社　多太社　同多太社　出嶋社　阿之牟社　田仲社　弥多仁社　細見社　下社　伊努社　毛之社　草野社　秋鹿社　以上十六[image: ]幷不在神祇官

神名火山郡家東北九里[image: ]歩[image: ]二百卅丈周一十四里[image: ]謂佐太大神社即彼山下之

足日山郡家正北一里[image: ]一百七十丈周一十里二百歩女嵩野郡家正西一十里廾歩[image: ]一百八十丈周六里圡體豊沃百姓之膏腴之園矣無樹林但上頭在樹林此則神社也都勢野郡家正西一十里廾歩[image: ]一百一十丈周五里無樹林嶺中在[image: ]周五十歩四涯藤荻葦茅[image: ]物叢生或叢峙或伏水鴛鴦住也今山郡家正西一十里廾歩周七里凢諸山野[image: ]在草木白朮独活女青苦参貝母牡丹連翹伏令藍漆女委細辛蜀椒署預白歛芍薬百部根薇蕨薺頭蒿藤李赤桐白桐椎椿楠松栢槻禽獣則有鵰晨風山鷄鳩[image: ]猪鹿兎[image: ][image: ]狐[image: ]猴

佐太河源二　東水源嶋根郡[image: ]謂多久川是也西水源出秋鹿郡渡村　二水合南流入佐太水海即水海周七里　有鮒　水海通入海潮長一百五十歩廣一十歩山田川源出郡家西北七里湯火山南流入〻海多太川源出郡家正西一十里女嵩野南流入〻海大野川源出郡家正西一十三里磐門山南流入〻海草野川源出郡家正西一十四里大継山南流入〻海伊農川源出郡家正西一十六里伊農山南流入〻海　以上七川並無魚

恵曇陂周六里在鴛鴦鳧鴨鮒四邊生葦蔣菅自養老元年以徃荷[image: ]自然叢生太多二年以降自然亡失都無茎俗人云其底陶器[image: ][image: ][image: ]類多有也自古時〻人溺死不知深浅矣深田池周二百卅歩　有鴛鴦鳧鴨　杜石池周一里二百歩峰峙池周一里佐久羅池周一里一百歩　有鴛鴦

南入海春則在鯔魚湏受枳鎮仁鰝鰕[image: ]大小雜魚秋則有白鵠鴻鴈鳧鴨[image: ]鳥

北大海恵曇濵[image: ]二里一百八十歩東南並在家西野北大海即自浦至于在家之間四方並無石木猶白沙之積大風吹時其沙或隨風雪零或居流蟻散掩覆桑麻即有彫鑿磐壁二[image: ]　一[image: ]厚三丈[image: ]一丈[image: ]八尺一[image: ]厚二丈二尺[image: ]一丈[image: ]一丈　其中通川北流入大海　川東嶋根郡也西秋鹿郡内也　自川口至南方田[image: ]之間長一百八十歩[image: ]一丈五尺源者田水也上文[image: ]謂佐太川西源是同処矣凢渡村田水南北別耳古老傳云嶋根郡大領社部臣訓麻呂之祖波蘓[image: ]依稲田之[image: ][image: ]彫堀也起浦之西礒盡楯縫郡之堺自毛崎之間濱壁峙[image: ]嵬雖風之静徃来舩無由停泊頭矣白嶋　生紫苔菜　御嶋[image: ]六丈周八十歩　有松三株　都於嶋　礒　著穂嶋　生海藻　凢北海[image: ]在雜物[image: ]沙魚佐波烏賊鮑魚螺貽貝蚌甲蠃螺子石華蠣子海藻海松紫菜凝海菜

通道通嶋根郡堺佐太橋八里二百歩通楯縫郡堺伊農橋一十五里一百歩


郡司主帳外従八位下勲十□[image: ][image: ]部臣

大領外正八位下勲十□[image: ]刑部臣

権任少領従八位下蝮部臣



楯縫郡

合郷肆　里一十二　餘戸壹神戸壹

佐香郷今依前用

縫郷今依前用

玖潭郷夲字忽美

沼田郷夲字努多以上肆郷別里參

餘戸里

神戸里

[image: ]以号楯縫者神魂命詔五十足天日栖宮之縦横御量千尋栲紲持而百八十結〻下而此天御量持而[image: ]造天下大神之宮造奉詔而御子天御鳥命楯部為而天下給之尒時退下来[image: ]而大神宮御装楯造始給[image: ]是也仍至今楯桙造而奉出皇神[image: ]故云楯縫

佐香郷郡家正東四里一百六十歩佐香河内百八十神[image: ]集[image: ]御厨立給而令醸酒給之即百八十日喜燕解散[image: ]故云佐香

楯縫郷即属郡家　説名如郡　即北海濱業梨礒在窟裏方一丈半[image: ]廣各七尺裏南壁在穴口周六尺[image: ]二尺人不得入不知遠近

玖潭郷郡家正西五里二百歩[image: ]造天下大神命天御飯田之御倉将造給処覔巡行給尒時波夜佐雨久多美乃山詔給之故云忽美　神亀三年改字玖潭

沼田郷郡家正西八里六十歩宇乃治比古命以尒多水而御乾飯尒多尒食[image: ]詔而尒多負給之然則可謂尒多郷而今人猶云努多耳　神亀三年改字沼田

余戸里　説名如意宇郡

神戸里　出雲也説名如意宇郡

新造院一[image: ]在沼田郷中建立厳堂也郡家正西六里一百六十歩大領出雲臣大田之[image: ]造也

久多美社　多久社　佐加社　乃利斯社　御津社　水社　宇美社　許豆社　同社　以上九所並在神祇官　許豆乃社　又許豆社　又許豆社　久多美社　同久多美社　[image: ]守社　又[image: ]守社　紫菜嶋社　鞆前社　宿努社　猗田社　山口社　葦原社　又葦原社　又葦原社　峴之社　阿年知社　葦原社　田〻社　以上一十九[image: ]並不在神祇官

神名樋山郡家東北六里一百六十歩[image: ]一百廾丈五尺周廾一里一百八十歩嵬西在石神[image: ]一丈周一丈徃側在小石神百餘許古老傳云阿遅湏枳[image: ]日子命之后天御梶日女命来坐多忠村産給多伎都比古命尒時教詔汝命之御祖之向位欲生此處冝也所謂石神者即是多伎都比古命之御託當旱乞雨時必令零也阿豆麻夜山郡家正北五里[image: ]歩見椋山郡家西北七里凢諸山所在草木蜀椒漆麦門冬伏令細辛白歛杜仲人参升麻署預白朮藤李榧楡椎赤桐白桐海榴楠松槻禽獣則有鵰晨風鳩山雞猪鹿兎狐[image: ]猴[image: ]鼯

佐香河源出郡家東北[image: ]謂神名樋山東南流入入海多久川源出同神名樋山西南流入〻海都宇川源二　東川源出阿豆麻夜山西水源出見椋山　二水合南流入〻海

宇加川源出同見椋山南流入〻海麻奈加比池周一里一十歩大東池周一里赤市池周一里二百歩沼田池周一里五十歩長田池周一里一百歩

南入海雑物[image: ]者如秋鹿郡説

北大海自毛埼　秋鹿与楯縫二郡堺崔嵬松栢鬱時即有晨風之栖也

佐香濵[image: ]五十歩己自都濵[image: ]九十二歩御津嶋　生紫菜　御津濵[image: ]卅八歩[image: ]呂志嶋　生紫菜　[image: ]呂志濵[image: ]八歩鎌間濵[image: ]一百歩於豆振長□里二百歩[image: ]一里　周嵯峨上有松菜芋　許豆嶋　生紫菜　許豆濵[image: ]一百歩　出雲与楯縫二郡之堺

凡北海[image: ]在雜物如秋鹿郡説但紫菜者楯縫郡尤優也

通道通秋鹿郡堺伊農川八里二百六十四歩通出雲郡堺宇加川七里一百六十歩


郡司主帳无位物部臣

大領外従七位下勲十□[image: ]出雲臣

少領外正六位下勲十□[image: ][image: ]善史



出雲郡

合郷捌里廾三神戸壹里二

健部郷今依前用

柒治郷夲字志丑治

河内郷今依前用

出雲郷今依前用

杵築郷夲字寸付

伊努郷夲字伊農

美談郷夲字三太三以上柒郷別里參

宇賀郷今依前用里貳

神戸郷里二

[image: ]以号出雲者説名如國也

健部郷郡家正東一十二里二百廾四歩先[image: ]以号宇夜里者宇夜都弁命其山峯天降[image: ]之即彼神之社至今猶[image: ]此[image: ]故云宇夜里而後改[image: ]以号健部之[image: ]向檜代宮御宇　天皇勅不忘朕御子倭健命之御名健部定給尒時神門臣古弥健部定給即健部臣等自古至今猶居此[image: ]故云健部

柒治郷郡家正東五里二百七十歩神魂命御子天津枳比佐可美[image: ]日子命御名又云薦枕志都治値之此神郷中[image: ]故云志丑治　神亀三年改字漆治　即有正倉河内郷郡家正南一十三里一百歩斐伊大河此郷中北[image: ]故云河内即有隄長一百七十丈五尺　七十一丈之廣七丈九十伍丈之廣四丈五尺　出雲郷即属郡家　説名如国

杵築郷郡家西北廾八里六十歩八束水臣津野命之國引給之後[image: ]造天下大神之宮将奉而諸皇神[image: ]参集宮[image: ]杵築故云寸付　神亀三年改字杵築

伊努郷郡家正北八里七十二歩国引坐意美豆努命御子赤衾伊努意保湏美比古佐委氣[image: ]命之社即坐郷中故云伊農　神亀三年改字伊努　美談郷郡家正北九里二百四十歩[image: ]造天下大神御子和加布都努志命天地初判之後天御領田之長供奉坐之即彼神坐郷中故云三太三　神亀三年改字美談　即有正倉宇賀郷郡家正北一十七里二十五歩造天下大神命誂坐神魂命御子綾門日女命尓時女神不肯逃隠之時大神伺求給[image: ]此則是郷故云宇賀即北海濵有礒名脳礒[image: ]一丈許上生松芸至礒邑人之朝夕如徃来又木枝人之如攀引自礒西方窟戸[image: ][image: ]各六尺許窟内在穴人不得入不知深浅也夢至此礒窟之邊者必死故俗人自古至今号黄泉之坂黄泉之穴也神戸郷郡家西北二里一百廾歩　出雲也説名如意宇郡

新造院一[image: ]有河内郷中建立厳堂也郡家正南一十三里一百歩旧大領日置部臣布弥之[image: ]造　今大領佐底麿之祖父

杵築大社　御魂社　御向社　出雲社　御魂社　伊努社　意保美社　曽岐乃夜社　牟久社　審伎乃夜社　阿受伎社　美佐伎社　伊奈佐乃社　弥太弥社　阿我多社　伊波社　阿具社　都牟自社　久佐加社　弥努婆社　阿受枳社　宇加社　同阿受枳社　布世社　神代社　加毛利社　来坂社　伊農社　同社　同社　鳥屋社　御井社　企豆伎社　同社　同社　同社　同社　同社　阿受枳社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　来坂社　伊努社　同社　同社　弥陀弥社　県社　斐提社　韓銍社　加佐伽社　伊自美社　波祢社　立虫社　已上五十八[image: ]幷在神祇官　御前社　同御埼社　支豆支社　阿受支社　同阿受支社　同社　同阿受支社　同阿受支社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　伊努社　同伊努社　同社　県社　弥陀弥社　同弥陀弥社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　同社　伊尒波社　都牟自社　同社　弥努波社　山[image: ]社　同社　同社　間野社　布西社　波如社　佐支多社　支比佐社　神代社　同社　百枝槐社　已上六十四[image: ]幷不在神祇官

神名火山郡家東南三里一百五十歩[image: ]一百七十五丈周一十五里六十歩曽支[image: ]夜社坐伎比佐加美[image: ]日子命社即在此山嶺故云神名火山出雲御崎山郡家西北廾七里三百六十歩[image: ]三百六十丈周九十六里一百六十五歩西下[image: ]謂[image: ]造天下大神之社坐也凢諸山野[image: ]在草木卑解百部根女委夜干商陸独活葛根薇藤李蜀椒楡赤桐白桐椎椿松栢禽獣則有晨風鳩山鷄鵠[image: ]猪鹿狼兎狐[image: ]猴[image: ]鼯也

出雲大川源自伯耆與出雲二国堺鳥上山流出仁多郡横田村即[image: ]横田三[image: ]三澤布施[image: ]四郷出大原郡堺引沼村即[image: ]来次斐伊屋代神原[image: ]四郷出出雲郡堺多義村絰河内出雲二郷北流更折西流即[image: ]伊努杵築二郷入神門水海此則[image: ]謂斐伊河下也河之両[image: ]或[image: ]地豊沃圡穀桒麻稔穎枝百姓之膏腴薗或[image: ]體豊沃草木叢生也則有年魚鮭麻須伊具比魴鱧[image: ]之類潭湍雙泳自河口至河上横田村之間五郡百姓便河而居　出雲神門飯石仁多大原郡

起孟春至季春挍材木舩沿泝河中也意保美小河源出出雲御崎山北流入大海　有年魚少〻　圡負池周二百[image: ]歩須〻比池周二百五十歩西門江周三里一百五十八歩東流入〻海　有鮒　大方江周二百[image: ]四歩東流入〻海　有鮒　二江源者並田水[image: ]集矣東入海三方並平原遼遠多有[image: ]鳩鳬鴨鴛鴦[image: ]之族也

東入海[image: ]在雜物如秋鹿郡説也

北大海宮松埼　有楯縫与出雲郡堺　意保美濵廣二里一百廾歩氣多嶋　生紫菜海松有鮑螺蕀甲贏　井吞濵[image: ][image: ]二歩宇大保濵廣卅五歩大前嶋[image: ]一丈周二百五十五歩　生海藻　脳嶋　生紫菜海藻有松栢　鷺濵[image: ]二百歩黒嶋　生紫藻　米結濵[image: ]廾歩尓比埼長一里[image: ]歩[image: ]廾歩埼之南夲東西通戸舩猶徃来上則松叢生也宇礼保浦廣七十八歩　舩廾許可泊　山崎[image: ]卅九丈周一里二百五十歩　有椎楠椿松　子負嶋礒大椅濵[image: ]一百五十歩御前濵[image: ]一百廾歩　有百姓家　御厳嶋　生海藻　御厨家嶋[image: ]四丈周廾歩　有松　等〻嶋　有貽貝石花　[image: ]聞埼長三十歩[image: ]三十二歩　有松　意能保濵[image: ]一十八歩栗嶋　生海藻　黒嶋　生海藻　這田濵[image: ]一百歩二俣濵[image: ]九十八歩門石嶋[image: ]五丈周四十二歩　有鷲之栖　薗長三里一百歩[image: ]一里二百歩松繁多矣即自神門水海通大海潮長三里[image: ]一百二十歩此則出雲与神門二郡堺也凢北海[image: ]在雜物如楯縫郡説但鮑出雲郡尤優[image: ]捕者[image: ]謂御埼海子是也

通道通意宇郡堺佐雜村一十三里六十四歩通神門郡堺出雲大河[image: ]二里六十歩通大原郡堺多義村一十五里卅八歩通楯縫郡堺宇加川一十四里二百廾歩


郡司主帳无位若倭部臣

大領外正八位下日置部臣

少領外従八位下大臣

主政外大初位下□部臣



神門郡

　合郷捌　里廾二　餘戸壹駅貳神戸壹

　朝山郷今依前用里貳

　日置郷今依前用里參

　塩冶郷夲字止屋里參

　八野郷今依前用里參

　[image: ]岸郷本字[image: ]崖里參

　古志郷今依前用里參

　滑狭郷今依前用里貳

　多伎郷本字多[image: ]里參

　餘戸里

　狭結驛本字最邑

　多伎驛本字多[image: ]

　神戸里

[image: ]以号神門者神門臣伊加曽然之時神門貢之故云神門即神門臣[image: ]自古至今常居此処故云神門朝山郷郡家東南五里五十六歩神魂命御子真玉著玉之邑日女命坐之尒時[image: ]造天下大神大穴持命娶給而毎朝通坐故云朝山日置郷郡家正東四里志紀嶋宮御宇　天皇之御世日置伴部[image: ][image: ]遣来宿停而為政之[image: ]故云日置塩冶郷郡家東北六里阿遅湏枳[image: ]日子命御子塩冶毗古[image: ]命坐之故云止屋　神亀三年改字塩冶　八野郷郡家正北三里二百一十五歩湏佐[image: ]袁命御子八野若日女命坐之尒時[image: ]造天下大神大穴持命将娶給為而令造屋給故云八野[image: ]岸郷郡家東北二里[image: ]造天下大神御子阿遅湏枳[image: ]日子命甚晝夜哭[image: ]仍其処[image: ]屋造而[image: ]之即建[image: ]椅而登降養奉故云[image: ]崖　神亀三年改字[image: ]岸　古志郷即属郡家伊弉弥命之時以日渕川築造池之尒時古志國人[image: ]到来而為堤即宿居之[image: ]故云古志也滑狭郷郡家南西八里湏佐[image: ]袁命御子和加湏世理比賣命[image: ]之尒時[image: ]造天下大神命娶而通[image: ]時彼社之前有盤石其上甚滑之即詔滑盤石哉詔故云南佐　神亀三年改字滑狭　多伎郷郡家南西廾里[image: ]造天下大神之御子阿陀加夜努志多伎[image: ]比賣命[image: ]之故云多[image: ]　神亀三年改字多伎

餘戸里郡家南西卅六里　説名如意宇郡

狭結驛郡家同処古志國佐与布云人来居之故云最邑　神亀三年改字狭結也其[image: ]以来居者説如古志郷也

多伎驛郡家西南一十九里　説名改字如郷也

新造院一[image: ]有朝山郷中郡家正東二里六十歩建立厳堂也神門臣[image: ]之[image: ]造也新造院一[image: ]有古志郷中郡家東南一里刑卩臣[image: ]之[image: ]造也　本立厳堂

美久我社　阿湏理社　比布知社　又比布知社　多吉社　夜牟夜社　矢野社　波加佐社　奈賣佐社　知乃社　浅山社　久奈為社　佐志牟社　多支枳社　阿利社　阿如社　國村社　那賣佐社　阿利社　大山社　保乃加社　多[image: ]社　夜牟夜社　同夜牟夜社　比奈社　已上廾五[image: ]幷在神祇官　塩夜社　火守社　同塩冶社　久奈子社　同久奈子社　加夜社　小田社　波加佐社　同波加佐社　多支社　多支々社　波湏波社　以上十二[image: ]並不在神祇官

田俣山郡家正南一十九里　有[image: ]枌　長柄山郡家東南一十九里　有[image: ]枌　[image: ]栗山郡家西南廾八里　有[image: ]枌也[image: ]謂所造天下大神宮材造山也　□□山郡家東南五里五十六歩　大神之御屋　稲積山郡家東南五里七十六歩　大神之稲積　隂山郡家東南五里八十六歩　大神之御隂　稲山郡家東南五里一百十六歩　東在樹林三方並礒也大神御稲　桙山郡家東南五里二百五十六歩　南西並在樹林東北並礒大神御桙　冠山郡家東南五里二百五十六歩　大神之御冠　凢諸山野[image: ]在草木白歛桔梗藍漆竜膽商陸續断独活白芷秦椒百部根百合巻柏石斛升麻當帰石葦麦門冬杜仲細辛伏令葛根薇蕨藤李蜀椒檜杉榧赤桐白桐椿槻柘楡蘗楮禽獣則有鵰鷹晨風鳩山雞鶉熊狼猪鹿兎狐[image: ]猴飛鼯也

神門川源出飯石郡琴引山北流即[image: ]来島波多湏佐三郷出神門郡餘戸里門立村即経神戸朝山古志[image: ]郷西流入水海也則有年魚鮭麻須伊具比

多岐小川源出郡家西南卅三里多岐山流入大海　有年魚

宇加池周三里六十歩来食池周一里一百[image: ]歩　有菜　笠柄池周一里六十歩　有菜　[image: ]屋池周一里

神門水海郡家正西四里五十歩周卅五里七十四歩裏則有鯔魚鎮仁湏受枳鮒玄蠣也即水海与大海之間在山長廿二里二百卅四歩廣三里此者意美豆努命之國引[image: ]時之[image: ]矣今俗人号云薗松山地之形體壌石並無也白沙耳積上即松林茂繁四風吹時沙飛流掩埋松林今半埋半遺恐遂被埋已与起松山南端美久我林盡石見与出雲二国堺中嶋埼之間或平濵或峻礒凢北海[image: ]在雜物如楯縫郡説但無紫菜

通道通出雲郡堺出雲河邊七里廾五歩通飯石郡堺堀坂山一十九里通同郡堺与曽紀村廾五里一百七十四歩通石見国安農郡堺多伎々山卅三里　路常有剗　通同安農郡川相郷[image: ]六里[image: ]常剗不有但當有政時権置耳

前件伍郡並大海之南也


郡司主帳无位刑部臣

大領外従七位上勲十二[image: ]神門臣

擬少領外大初位下勲十二[image: ]刑卩臣

主政外従八位下勲十二[image: ][image: ]備卩臣



飯石郡

合郷柒里一十九

熊谷郷今依前用

三屋郷本字三刀矢

飯石郷本字伊鼻志

多祢郷本字種

湏佐郷今依前用以上伍郷別里參

波多郷今依前用

来嶋郷本字支自真以上弐郷別里弐

[image: ]以号飯石者飯石郷中伊毗志都弊命坐故云飯石之

熊谷郷郡家東北廾六里古老傳云久志伊奈大美[image: ]与麻奴良比賣命任身及将産時求処生之尒時到来此処詔甚久久麻〻志枳谷在故云熊谷也三屋郷郡家東北廾四里[image: ]造天下大神之御門即在此処故云三刀矢　神亀三年改字三屋　即有正倉飯石郷郡家正東一十二里伊毗志都幣命天降坐処故云伊鼻志　神亀三年改字飯石　多祢郷属郡家[image: ]造天下大神大穴持命与湏久奈比古命巡行天下時稲種堕此処故云種　神亀三年改字多祢　湏佐郷郡家正西一十九里神湏佐[image: ]袁命詔此国者雖小国〻処在故我御名者非着木石詔而即己命之御魂鎮置給之然即大湏佐田小湏佐田定給故云湏佐即有正倉波多郷郡家西南一十九里波多都美命天降坐処在故云波多来嶋郷郡家正南[image: ]一里伎自麻都美命坐故云支自真　神亀三年改字来嶋　即有正倉

湏佐社　河邊社　御門屋社　多倍社　飯石社　以上五処並在神祇官　狭長社　飯石社　田中社　多加社　毛利社　兎比社　日倉社　井草社　深野社　託和社　上社　葦鹿社　粟谷社　穴見社　神代社　志志乃村社　以上十六[image: ]並不在神祇官

焼村山郡家正東一里穴厚山郡家正南一里笶村山郡家正西一里廣瀬山郡家正北一里琴引山郡家正南卅五里二百歩[image: ]三百丈周十一里古老傳云此山峯有窟裏[image: ]造天下大神之御琴長七尺廣三尺厚一尺五寸又在石神[image: ]二丈周四丈故云琴引山　有塩味葛　石穴山郡家正南五十八里[image: ]五十丈幡咋山郡家正南五十二里　有紫草　野見木見石次三野並郡家南西[image: ]里　有紫草　佐比賣山郡家正西五十一里一百[image: ]歩　石見与出雲二国堺　堀坂山郡家正西[image: ]一里　有杉松　城垣野郡家正南一十二里　有紫草　伊我山郡家正北一十九里二百歩奈倍山郡家東北廾里二百歩凢諸山野[image: ]在草木卑解升麻當帰独活大薊黄精前胡署預白朮女委細辛白頭公白芨赤箭桔梗葛根秦皮杜仲石斛藤李椙赤桐椎楠楊梅槻柘楡松榧蘗楮禽獣則有鷹隼山鶏鳩雉熊狼猪鹿兎[image: ]猴飛鼯

三屋川源出郡家正東一十五里多加山北[image: ]入斐伊河　有年魚　湏佐川源出郡家正南六十八里琴引山北[image: ]絰来島波多湏佐[image: ]三郷入神門郡門立村此[image: ]謂神門河上也　有年魚　磐鉏川源出郡家西南七十里箭山北[image: ]入湏佐河　有年魚　波多小川源出郡家西南二十四里志許斐山北[image: ]入湏佐河　有鐡　飯石小川源出郡家正東一十二里佐久礼山北[image: ]入三屋川　有鐡

通道通大原郡堺斐伊河邊廾九里一百八十歩通仁多郡堺温泉河[image: ]廾二里通神門郡堺与曽紀村卅八里六十歩通同郡堀坂山卅一里通備後国惠宗郡堺荒鹿坂卅九里二百歩　[image: ]常有剗　通三次郡堺三坂八十一里　[image: ]常有剗　波多[image: ]須佐[image: ]志都美[image: ]以上三[image: ]常无剗但當有政時権置耳並通備後国之


郡司主帳无位日置首

大領外正八位外勲十二[image: ]大私造

少領外従八位上出雲臣



仁多郡

合郷肆里十二

三処郷今依前用

布勢郷今依前用

三津郷今依前用

横田郷今依前用

[image: ]以号仁多者[image: ]造天下大神大穴持命詔此国者非大非小川上者木穂[image: ]加布川下者阿志婆布這度之是者尒多志枳小国在詔故云仁多三処郷即属郡家大穴持命詔此地田好故吾御地占詔故云三処

布勢郷郡家正西一十里古老傳云大神命之宿坐処故云布世　神亀三年改字布勢

三津郷郡家西南廾五里大神大穴持命御子阿遅湏伎[image: ]日子命御須髪八握于生晝夜哭[image: ]之辞不通尒時御祖命御子乗舩而率巡八十嶋宇良加志給鞆猶不止哭之大神夢願給告御子之哭由夢尒願坐則夜夢見[image: ]之御子辞通則寤問給尒時御津申尓時何処然云問給即御祖御前立去出[image: ]而石川度坂上至留申是処也尒時其津水活出而御身沐浴[image: ]故国造神吉事奏参向朝廷時其水活出而用初也依此今産婦彼村稲不食若有食者[image: ]生子已云也故云三津即有正倉

横田郷郡家東南廾一里古老傳云郷中有田四段許形聊長遂依田而故云横田即有正倉　以上諸郷[image: ]出鉄堅尤堪造雑具

三澤社　伊我多氣社　以上二[image: ]並在神祇官　玉作社　湏我乃非社　湯野社　比太社　柒仁社　大原社　印支斯里社　石壺社　以上八[image: ]並不在神祇官

鳥上山郡家東南卅五里　伯耆与出雲之堺有塩味葛　室原山郡家東南卅六里　[image: ]後与出雲二國之堺有塩味葛　灰火山郡家東南卅里遊託山郡家正南卅七里　有塩味葛　御坂山郡家西南五十三里即此山有神御門故云御坂　[image: ]後与出雲之堺塩味葛　志努坂野郡家西南卅一里　有紫草少〻　玉峰山郡家東南一十里古老傳云山嶺在玉上神故云玉峰城紲野郡家正南一十里　有紫草少〻　

大内野郡家正南廾二里　有紫草少〻　菅火野郡家正西四里[image: ]一百廾五丈周一十里　峰有神社　戀山郡家正南廾三里古老傳云和尒戀阿伊村[image: ]神玉日女命而上到尓時玉日女命以石塞川不得[image: ][image: ]戀故云戀山凢諸山野[image: ]在草木白頭公藍柒蒿夲玄参百合王不留行薺苨百部根瞿麦升麻抜葜黄精地楡附子狼牙離留石斛貫衆續断女委藤李檜椙樫松栢栗柘槻蘗楮禽獣則有鷹晨風鳩山鶏雉熊狼猪鹿狐兎[image: ]猴飛[image: ]

横田川源出郡家東南卅五里鳥上山北流[image: ]謂斐伊河上　有年魚少〻　室原川源出郡家東南卅六里室原山北流此則[image: ]謂斐伊大河上　有年魚麻湏魴鱧[image: ]類　灰火小川源出灰火山入斐伊河上　有年魚　阿伊川源出郡家正南卅七里遊託山北流入斐伊河上　有年魚麻湏　阿位川源出郡家西南五十里御坂山入斐伊河上　有年魚麻湏　比太川源出郡家東南一十里玉岑山北流意宇郡野城河上是也　有年魚　湯野小川源出玉岑山西流入斐伊河上

通道通飯石郡堺柒仁川邊廾八里即川邊有薬湯一浴則身体穆平再濯則万病消除男女老少晝夜不息駱驛徃来无不得験故俗人号云薬湯也　即有正倉　通大原郡堺辛谷村一十六里二百卅六歩通伯耆国日野郡堺阿志毗縁山卅五里一百五十歩　常有剗　通備後国恵宗郡堺遊託山卅七里　常有剗　通同恵宗郡堺比市山五十三里　常无剗但當有政時権置耳


郡司主帳外大初位下品治部

大領外従八位下蝮部臣

少領外従八位下出雲臣



大原郡

合郷捌里廾四

神原郷今依前用

屋代郷本字矢代

屋裏郷本字矢内

佐世郷今依前用

阿用郷夲字阿欲

海潮郷夲字得塩

来次郷今依前用

斐伊郷夲字樋　以上捌郷別里參

[image: ]以号大原者郡家正西一十里一百一十六歩田一十町許平原号曰大原徃古之時此[image: ]有郡家今猶追旧号大原　今有郡家[image: ]号云斐伊村　神原郷郡家正北九里古老傳云[image: ]造天下大神之御財積置給[image: ]則可謂神財郷而今人猶誤故云神原郷耳屋代郷郡家正北一十里一百一十六歩[image: ]造天下大神之垜立射處故云矢代　神亀三年改字屋代　即有正倉屋裏郷郡家東北一十里一百一十六歩古老傳云[image: ]造天下大神令殖笶給處故云矢内　神亀三年改字屋裏　佐世郷郡家正東九里二百歩古老傳云湏佐[image: ]袁命佐世乃木葉頭[image: ]而踊躍為時[image: ][image: ]佐世乃木葉堕地故云佐世阿用郷郡家東南一十三里八十歩古老傳云昔或人此[image: ]山田佃而守之尒時目一鬼来而食佃人之男尒時男之父母竹原中隠而居之時竹葉動之尒時[image: ]食男云動〻故云阿欲　神亀三年改字阿用　海潮郷郡家正東一十六里卅三歩古老傳云宇[image: ]治比古命恨御祖湏義祢命而北方出雲海潮押上漂御祖之神此海潮至故云得塩　神亀三年改字海潮　即東北湏我小川之湯渕村川中温泉　不用号　同川上毛間村川中温泉出　不用号　来次郷郡家正南八里[image: ]造天下大神命詔八十神者不置青垣山裏詔而追廢時此処迨次坐故云来次斐伊郷属郡家樋速日子命[image: ]此[image: ]故云樋　神亀三年改字斐伊

新造院一[image: ]在斐伊郷中郡家正南一里建立厳堂也　有僧五軀　大領勝部君虫麿之所造也新造院一[image: ]有屋裏郷中郡家正北一十一里一百廾歩建立□層塔也　有僧一軀　前少領額田部臣押嶋之[image: ]造　今少領伊去美之従父兄也　新造院一[image: ]在斐伊郷中郡家東北一里建立厳堂　有尼二軀　斐伊郷人樋印支知麿之[image: ]造也

矢口社　宇乃遅社　支湏支社　布須社　御代社　汗乃遅社　神原社　樋社　樋社　佐世社　世裡陀社　得塩社　加多社　以上一十三[image: ]幷在神祇官　赤秦社　[image: ]〻呂[image: ]社　矢代社　比和社　日原社　幡屋社　春殖社　舩林社　宮津日社　阿用社　置谷社　伊佐山社　湏我社　川原社　除川社　屋代社　以上一十六[image: ]並不在神祇官

兎原野郡家正東即属郡家城名樋山郡家正北一里百歩[image: ]造天下大神大穴持命為伐八十神造城故云城名樋也[image: ]麻山郡家正北一十里二百歩[image: ]一百丈周五里北方有樫椿[image: ]類東南西三方並野古老傳云神湏佐[image: ]袁命御子青幡佐草日古命是山上麻蒔給故云[image: ]麻山即此山岑坐其御魂也湏我山郡家東北一十九里一百八十歩　有檜枌　舩[image: ]山郡家東北一里一百歩阿波枳閇委奈佐比古命曳来居舩則此山是矣故云舩[image: ]也御室山郡家東北一十九里一百八十歩神湏佐乃乎命御室令造給[image: ]宿故云御室凢諸山野[image: ]在草木苦参桔梗[image: ]茄白芷前胡独活卑斛葛根細辛茵芋白前決目白歛女委署預麦門冬藤李檜杉栢樫櫟椿楮楊梅〻槻蘗禽獣則有鷹晨風鳩山雞雉熊狼猪鹿兎[image: ]猴飛[image: ]

斐伊川郡家正西五十七歩西流入出雲郡多義村　有年魚麻湏　海潮川源出意宇与大原二郡堺笶村山北流　有年魚少〻　須我小川源出湏我山西流　有年魚少〻　

佐世小川源出阿用山北流　无魚　幡屋小川源出郡家東北幡箭山南流　无魚　水四合西流入出雲大川屋代小川源出郡家正北除田野西流入斐伊大河　无魚

通道通意宇郡堺木垣坂廾三里八十五歩通仁多郡辛谷村廾三里一百八十二歩通飯石郡堺斐伊川邊五十七歩通出雲郡堺多義村一十一里二百廾歩前件參郡並山野之中也


郡司主帳无位勝部臣

大領正六位上勲十二[image: ]勝部臣

少領外従八位上額田部臣

主政无位日置臣



自國東堺去西廾里一百八十歩至野城橋長卅丈七尺[image: ]二丈六尺　飯梨河　又西廾一里至国廳意宇郡家北十字街即分為二道　一正西道一枉北道　枉北道去北四里二百六十六歩至郡北堺朝酌渡　渡八十歩渡舩一

又北一十里一百[image: ]歩至嶋根郡家自郡家去北一十七里一百八十歩至隠岐渡千酌驛家濵　度舩　又自郡家西一十五里八十歩至郡西堺佐太橋長三丈[image: ]一丈　佐太川

又西八里三百歩至秋鹿郡家又自郡家西一十五里一百歩至郡西堺又西八里二百六十四歩至楯縫郡家又自郡家西七里一百六十歩至郡西堺又西一十里二百廾歩出雲郡家東邊即入正西道也

惣枉北道程九十九里一百一十歩之中隠岐道一十七里一百八十歩正西道自十字街西一十二里至野代橋長六丈[image: ]一丈五尺又西七里至玉作街即分為二道　一正西道一正南道　正南道一十四里二百一十歩至郡南西堺又南廾三里八十五歩至大原郡家即分為二道　一南西道一東南道　南西道五十七歩至斐伊河　度廾五歩度舩一　又南西廾九里一百八十歩至飯石郡家又自郡家南八十里至國南西堺　通備後国三次郡　惣去国程一百六十六里二百五十七歩也東南道自郡家去廾三里一百八十二歩至郡東南堺又東南一十六里二百卅六歩至仁多郡比々理村分為二道一道東八里一百廾一歩至仁多郡家一道南卅八里一百廾一歩備後國堺至遊託山正西道自玉作街西九里至来待橋長八丈[image: ]一丈三尺又西廾三里卅四歩至出雲郡家又自郡家西二里六十歩至郡西堺出雲河　度五十歩度舩一　又西七里廾五歩至神門郡家即有河　度廾五歩度舩一　自郡家西卅三里至國西堺　通石見國安農郡　惣去國程一百六里二百[image: ]四歩自東堺去西廾里一百八十歩至野城驛又西廾一里至黒田驛即分為二道　一正西道一度隠岐國道　隠岐道去北卅四里一百[image: ]歩至隠岐渡千酌驛又正西道卅八里至宍道驛又西廾六里二百廾九歩至狭結駅又西一十九里至多岐駅又西一十四里至國西堺

意宇軍團即属郡家熊谷軍團飯石郡家東北廾九里一百八十歩神門軍團郡家正東七里馬見烽出雲郡家西北卅二里二百[image: ]歩[image: ]椋烽神門郡家東南一十四里多夫志烽出雲郡家正北一十三里[image: ]歩布自枳美烽嶋根郡家正南七里二百一十歩暑垣烽意宇郡家正東廾里八十歩宅伎戍神門郡家西南卅一里瀬埼戍嶋根郡家東北一十九里一百八十歩


天平五年二月卅日勘造秋鹿郡人神宅臣金太理
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出雲国風土記　解説








一　成立と編纂






『出雲国風土記』は、巻末に、


天平五年二月卅日　勘造　　秋鹿郡人神宅臣金太理

国造帯意宇郡大領外正六位上勲十二等　出雲臣広島



と記されており、成立年と編者が判明している五風土記中唯一の資料である。この巻末記については、二月卅日という日付や、各記事の人名署名にみられる「勲業」という、不審な本文の存在によって、偽書説が提唱されたこともあるが＊一、その後、田中卓、益田勝実、岡田清子らの詳細な研究によって＊二、この巻末記をそのまま認めてよいことが判明した。

　ところで、この風土記が成立したのは、巻末記から天平五年（七三三）であることがわかる。つまり、和銅官命発令から二十年後の成立ということになる。この時間的経過を不審として、田中卓をはじめとして現存本が再撰本であるという説がある＊三。この説の当否は、にわかには判断できないが、官命発令から二十年という時間の隔たりから、編纂に関して何らかの事情が存したことは確実であろう。

　当国風土記の記載は、整然とした体裁で整えられており、


総記　国の地理的全体・序言・国の神社総数・各郡の構成

各郡　郷名・駅家名・各郷の地名起源説話と伝承・寺社リスト・山野リスト・草木リスト・河川リスト・池島リスト・通道



のように、和銅官命で要求されている五項目のほぼすべてが網羅されているだけでなく、それ以外の項目にまで及んでいる。さらに、数値を細かく記すところに大きな特徴が認められる。たとえば、


○母も理りの郷。郡こほりの家みやけの東南三十九里さと百九十歩あしなり。（意宇郡母理郷）

○天の下造らしし大神の命の追ひ給ひし猪の像、南の山に二つあり。一つは長さ二丈七尺、高さ一丈、周り五丈七尺。一つは長さ二丈五尺、高さは八尺、周り四丈一尺。（意宇郡宍道郷）

○出雲の郡の堺なる佐雑ささふの埼に通ふ、三十二里三十歩。嶋根の堺なる朝あさ酌くみの渡に通ふは、四里二百六十歩。（意宇郡末尾）



などがある。このような記載のあり方に関して荻原千鶴は、『出雲国風土記全訳注』（講談社学術文庫）解説において、


立案時に郡記載のあり方の、かなり詳細なフォーマットが作られたことが想像される。まず行政単位について概括的に述べること、郷里・駅家について郡家からの方位里程を記し、名称の由来を示すこと、寺社を記すこと、山について位置と産物、川について水源と川筋・物産について記すこと云々、最後に隣接の郡堺への里程を記すこと云々。（三七二頁）



と述べ＊四、このフォーマットを各郡に配布し、その方針を実行できたのは各郡の郡司クラスの多くが出雲臣なればこそ、という事情を推定している。

　各風土記がどのような過程を経て編纂されたのかを考えていく時、末端の里長を中心として里（郷）記事の資料が作られ、それが郡のもとに集められて整理され、さらにそれが国庁へと上程され、最終的な整理がそこでなされたと考えられるが、このような編纂が可能であったとすれば、それを可能にするには、荻原が言うようにフォーマットや人材は不可欠であり、当国風土記の整然たる記事構成は、古代律令制度の中で、すでにそのような事業を組織的に実行できる体制が整っていたことを物語る。実際に、当国風土記の統一的な記事構成は現存風土記の中で出色の出来映えであるといえる。問題は、これが出雲国造の力がなお強かった出雲国であったからこそ可能であったとみるべきか、全国的にすでにそのような体制が形作られていたかということである。この問題は、今後の風土記研究の課題である。





二　特色






『出雲国風土記』の神話世界の特色は、そこに現れる神のほとんどが出雲国独自の神であることである。もちろん、中には大穴おほな持もちの命みことや須す佐さ乃の袁をの命みことなど、記紀にも登場する神も存在する。しかし、この二柱の神自体が、記紀に出てくる姿と大きく異なっているのである。次にそれをみてゆこう。

　まず、大穴持命であるが、この神は当国風土記の中では「天の下造らしし大神大穴持の命」あるいは「天の下造らしし大神」とのみ記されるように、「天の下造らしし大神」として位置づけられているのである。記紀においても、大穴持命（大国主神・大己貴神）は、葦原中国の国作りをした神、あるいは葦原中国を領有する神として登場するが、そこでは「天の下造らしし大神」とは語られていない。のみならず、『出雲国風土記』には、記紀が伝える国譲り神話が記されていない。この神をめぐるあり方は、当国風土記と記紀においては本質的に異なっているのである。

　ところで、この神の伝承の中には、記紀の国譲り神話と関係があると認められるものも残されている。


○母理の郷。郡家の東南三十九里百九十歩なり。天の下造らしし大神大穴持の命、越の八口を平げ賜ひて還り坐ましし時、長江山に来坐して詔のりたまひしく、「我が造り坐して命しらす国は、皇御孫の命平けく世みよ知らせと依せ奉る。但、八雲立つ出雲の国のみは、我が静まり坐す国と、青垣山廻らし賜ひて、珍玉置き賜ひて守らむ」と詔りたまひき。故、文理と云ひき。（意宇郡母理郷）



　母理郷の地名起源と関連づけて語られているこの伝承と記紀の国譲り神話の違いは、ひとつは、国譲りの場所、もう一つは天上界から派遣された建御雷神（『紀』では武甕槌神）との交渉の有無である。記紀によれば、高天原から下った建御雷神が大国主神と交渉した場所は、伊耶佐の小浜（『紀』では五十田狭の小汀）とある。これは出雲郡であり、当国風土記の記述と矛盾する。のみならず、風土記においては、大穴持の命が、自ら皇御孫の命に国を譲っていると語っており自主的な行為として語っているのである。そもそも、当国風土記には高天原に関する記述はなく、国譲りに関係した神については、母理郷に続く屋代の郷・楯縫の郷の地名起源説話に、


○天の夫比の命の御伴に天降り来し、社の伊支等が遠つ神、天津子の命、詔りたまひしく、「吾が静まり坐さむと志おもふ社やしろ」と詔りたまひき。故、社と云ひき。（屋代の郷）

○布都怒志の命の天の石楯縫ひ直し給ひき。故れ、楯縫と云ひき。（楯縫の郷）



として登場する天の夫比の命と布都怒志の命が、国譲り神話において葦原中国に派遣された天の菩比の神（『記』）と、武甕槌神とともに降臨した経津主神（『紀』）と同一神だと考えられる。これらの地名起源説話が残っていることによって、出雲国でも国譲り神話が伝承されていた可能性は大きいと思われるが、その伝承自体は当国風土記では完全に消去されてしまっている。ここには、当国風土記がたとえ中央に提出するための報告文書であったとしても、大和朝廷に対する出雲国の立ち位置を主張しようとする意図があったようにも思われるのである。また、当国風土記のみならず古風土記全体を見渡すと、天上界に関する記述が記紀とは大きく異なっていることがわかる。この点は、古代における中央と地方の神話伝承のあり方を考える上で、注意されるべき問題を含んでいると言えるだろう。

　また須す佐さ乃の袁をの命みことの伝承についても、当国風土記と記紀では大きく違っている。この神に関しては、意宇郡安来郷の地名説話として、次のような伝承が記されている。


○神須佐乃袁の命、天の壁立ち廻り坐しき。その時、此処に来坐して詔りしたまひしく、「吾が御心は、安平やすけく成りぬ」と詔たまひき。故かれ、安来と云ひき。



　須佐乃袁の命が「吾が御心は、安平けく成りぬ」と言ったことによって安来と名づけたとするこの説話は、『記』が、八俣の大蛇を退治した須佐之男命が、出雲の須賀にたどり着いた時に言ったという言葉「吾、此地に来て、我が御心、すがすがし」を思い起こさせるが、当国風土記における須佐乃袁命は、『古事記』に出てくるような、乱暴で未熟な神、あるいは英雄神といったようなイメージとはほど遠く、むしろ穏やかな地方神としての印象が強い。これに関しては青木紀元が＊五、


スサノヲのスサは、地名の須佐から来たもので、本来は荒スサなどの意ではなかったと思われる。（『日本神話の基礎的研究』三三頁）



と述べているように、この国において古くから信仰されてきた神であると考えられる。この神が記紀において天照大御神の弟神として位置づけられ、高天原と葦原中国の接点に位置する重要な存在となったのは、国土統一の途上に大和朝廷と出雲国との間に存在した何らかの政治的・歴史的事件が介在していたのではないかと推察される。国譲り神話に対する当国風土記と記紀との取り扱いの差の背景にも、おそらくそのような歴史が潜んでいるに違いない。





三　諸本と伝来






『出雲国風土記』は、他の風土記に比べて写本の伝来が多く、すでにその系統についても詳しい研究がある。特に田中卓は、約四十本の写本を調査して次のような系統図を作成し

た＊六。




[image: ]




　これに関しては、秋本吉郎が二系四類を認めた上で、それを中央系と出雲系という形に整理しているが＊七、諸本系統の分類の中に「中央」と「出雲」というある種の価値観を持ち込んだことは、書誌学研究としては疑問が残るだろう。

　さて、最初にも述べたように、『出雲国風土記』写本には二つの大きな問題があった。ひとつは、巻末記の天平五年二月三十日という日付であり、もうひとつは各郡末の署名にしばしば登場する「勲業」という難解な語句である。これらを根拠として、藪田嘉一郎は『出雲国風土記』偽書説を提唱した＊八。それに対して、益田勝実と岡田清子は、正倉院文書の中に「天平五年二月三十日」の日付があることを見いだし＊九、また田中卓は倉野本を調査した結果、「勲業」が「勲十二等」の誤写であることを突き止め＊十、『出雲国風土記』偽書説に終止符を打った。

　ところで、細川家本・倉野本・日御碕本では、島根郡加賀郷の由来記事が脱落している。これまでの多くの注釈書においては、岸崎時照『出雲国風土記抄』と万葉緯本に記された加賀郷由来記事に基づいてそれを本文としているが、近年、平野卓治はこの記事が近世になって補訂されたものであるという新たな説を提示した＊十一。

　また内田賢徳は、さらに加賀神碕記事の注記にみられる佐太大神誕生記事が、本文の形式として不自然であることを指摘し、それが平安時代になされた本文補綴の痕跡ではないかと論じた＊十二。

　これらの新たな研究は、『出雲国風土記』の伝来について一石を投じたものであり、偽書ではないにせよ、現存の写本が奈良時代に編纂された姿をそのまま伝えるとは考えられないようになってきた。

　このように、『出雲国風土記』の伝来と諸本についてはなお検討すべき問題が残されており、今後の重要な研究課題であるといえるだろう。





四　注釈書






　当国風土記の主な注釈書としては、


岸崎時照『出雲風土記鈔』天和三年（一六八三）

内山真龍『出雲風土記解』天明七年（一七八七）

千家俊信『訂正出雲風土記』文化三年（一八〇六）

後藤蔵四郎『出雲国風土記考証』大正十五年　大岡山書店

栗田寛『標註古風土記　出雲』昭和六年　大岡山書店

秋本吉郎『風土記』（岩波日本古典文学大系）昭和三十三年　岩波書店

久松潜一『風土記』（朝日古典全書）昭和三十五年　朝日新聞社

加藤義成『出雲国風土記参究』昭和三十七年　原書房

小島瓔禮『風土記』昭和四十五年　角川書店

植垣節也『風土記』（小学館新編日本古典文学全集）平成九年　小学館

荻原千鶴『出雲国風土記全訳注』（講談社学術文庫）平成十一年

松本直樹『出雲国風土記注釈』（新典社）平成十九年

『解説出雲国風土記』島根県古代文化センター編　平成二十六年



などがある。

　なお、本書における地理考証・神社考証は、最新の注釈書である『解説出雲国風土記』の研究成果とその地理・神社の注釈、さらに服部旦の実地調査に基づく考証、また加藤義成の『出雲国風土記参究』をはじめとする先行研究に依拠したことを明記しておく。これら先覚の研究に心からの敬意を表するとともに、感謝申し上げる。





＊一　　藪田喜一郎「出雲風土記剝偽」（『日本歴史』二十号、一九五〇年一月）

＊二　　田中卓「出雲国風土記の成立」（『出雲風土記の研究』所収、出雲大社、一九五三年七月）

　　　　益田勝実・岡田清子「天平五年二月卅日」（『出雲風土記の研究』所収、出雲大社、一九五三年七月）

＊三　　前掲注二、田中卓論文。

＊四　　荻原千鶴（『出雲国風土記　全訳注』解説、講談社学術文庫、一九九九年六月）

＊五　　青木紀元『日本神話の基礎的研究』（風間書房、一九七〇年三月）

＊六　　田中卓「細川家本出雲国風土記の出現」（『藝林』九巻一号、一九五八年二月）

＊七　　秋本吉郎『風土記の研究』（ミネルヴァ書房、一九六五年十月）

＊八　　注一参照。

＊九　　注二参照。

＊十　　注二参照。

＊十一　平野卓治「『出雲国風土記』島根郡加賀郷条について」（『古代文化研究』５、島根県古代文化センター、一九九七年三月）

＊十二　内田賢徳「『出雲国風土記』本文について」（『萬葉語文研究』第一集、和泉書院、二〇〇五年三月）







（橋本雅之）　　
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　　　賀古郡１

　四よ方もを望のぞみ覧みて２云いひたまひしく、「此この土くには、丘をかと原はらと野のと甚いと広大ひろくして、此の丘を見るに鹿か児こ３の如ごとし」といひたまひき。故かれ、名づけて賀か古この郡こほりと曰いひき。狩かりの時、一鹿しか４、此の丘に走り登りて鳴きき。其その声こゑ比ひ々ひ。故かれ、日ひ岡をか５と号なづけき。

　此この岡をかに比ひ礼れ墓はか有あり。坐います神かみは、大おほ御み津つ歯はの命みことの子みこ、伊い波は都つ比ひ古この命みことなり。褶ひれ墓はかと号なづけし所以ゆゑは、昔、大おほ帯たらし日ひ子この命みこと６、印い南なみの別わき嬢いらつめを誂とひたまひし時７、御佩刀みはかしの八咫やあたの剣つるぎの８上うは結ゆひ９に八咫やあたの勾まが玉たま、下した結ゆひに麻ま布ふ都つの鏡かがみ10を繫かけ、賀か毛もの郡こほりの山やまの直あたひ等らが始はじめの祖おや、息おき長ながの命みこと　一名またのなは、伊い志し治ぢを媒なかだちとして誂とひ下くだり行いでましし時、摂津つの国くにの高たか瀬せの済わたりに到いたりまして、「此この河かはを度わたらまく欲ほりす」と請こはしたまひき。度わたり子もり、紀伊きの国くに人小を玉たま申まをして曰いはく、「我われ、天すめら皇みことの贄にへ人びとと否なすか11」といひき。その時、勅みことのりして云いひたまひしく、「朕公あぎ、然しかあれども猶なほ度わたせ」といひたまひき。度わたり子もり、対こたへて曰いはく、「遂つひ12に度わたらまく欲ほりしたまはば、度わたりの賃つくのひを賜たまふべし」といひき。是ここに、道みち行ゆきの儲まけ13と為なしし弟おと縵かづら14を取りて、舟ふねの中なかに投げ入れたまへば、縵の光明ひかり、炳然あきらかに15舟に満ちき。度子、賃つくのひを得えて、度わたしまつりき。故かれ、朕君あぎの済わたりといひき。

　遂つひに赤あか石しの郡こほり廝かしはで御のみ井ゐに到いたりて、御み食あへを供たて進まつり16たまひき。故かれ、廝かしはで御のみ井ゐと曰いひき。尓その時とき、印い南なみの別わき嬢いらつめ、聞きて驚き畏かしこまり、南な毗び都つ麻まの嶋しま17に遁にげ度わたり18き。是ここに、天すめら皇みこと、賀か古この松まつ原ばらに到いたりて、覓まぎ訪とひ19たまひき。是に、白き犬、海に向きて長く[image: ]ほえき。天皇、問ひて云ひたまひしく、「是こは誰たが犬ぞ」といひたまひき。須す受ず武む良らの首おびと対こたへて曰まをさく、「是は、別わき嬢いらつめが養かへる犬ぞ」とまをしき。天皇、勅みことのりして云ひたまひしく、「好よく告げつるかも」といひたまひき。故かれ、告つげの首おびと20と号なづけき。天皇、此の少こ嶋じまに在いますを知りたまひ、度わたらまく欲ほりし、阿あ閇へ津つに到り、御み食あへを供たて進まつりたまひき。故、阿あ閇への村と号けき。又また、江えの魚うをを捕らへて、御み坏つき物ものと為なしたまひき。故、御み坏つき江え21と号けき。又、舟に乗りたまひし処ところに、楉しもと22を以もちて榭たなの津23を作りたまひき。遂つひに度りて相遇あひたまひ、勅みことのりして云ひたまひしく、「此の嶋は隠愛なび妻つま24そ」といひたまひき。仍りて南な毗び都つ麻まと号なづけき。

　是ここに、御み舟ふねと別嬢の舟とを同ともに編合あみて渡りき。挾かぢ抄とり25伊い志し治ぢ、尓しかして、名を大おほ中なかの伊い志し治ぢと号けき。印い南なみの六む継つぎの村に還かへり到いたりて、始はじめて密むつび事ごと26を成なしたまひき。故かれ、六継の村と曰いひき。勅みことのりして云ひたまひしく「此処ここは、浪の響おと鳥の声こゑ其それ譁かまし27」といひたまひ、南みなみのかた高たか宮みやに遷りたまひき。故、高宮の村と曰ひき。是この時、酒さか殿どの28を造りし処ところは、酒さか屋やの村と号け、贄にへ殿どの29を造りし処は、贄にへ田たの村と号け、宮みやを造りし処は、舘みやかた30の村と号けき。又また、城きの宮みや田たの村に遷り、始めて昏とつぎ31を成したまひき。

　以後のち、別わき嬢いらつめの掃床とこはら32へ仕つかへ奉まつれりし、出雲いづもの臣おみ比ひ須す良ら比ひ売めを、息おき長ながの命みことに給たまひき。墓は賀古の駅うまや33の西に有あり。

　年有ありて、別嬢、此の宮に薨かむあがりましき。墓みはかを日岡に作りて葬はふりたまひき。其の尸かばねを挙げて印い南なみ川かは34を度りたまひし時、大き飄つむじ35、川かは下しもより来りて、其の尸を川中に纏き入れ、求むれども得ず。但ただ36、匣くしげ37と褶ひれ38とを得しのみ。此の二の物を以もちて、其の墓に葬りたまひき。故、褶ひれ墓はかと号けき。是ここに、天皇、恋ひ悲しび誓ひて云ひたまひしく、「此の川の物を食はじ」といひたまひき。此これに由よりて、其の川の年魚あゆ、御み贄にへに進たてまつらず。後のち、御み病やまひを得て、勅みことのりして云ひたまひしく、「薬くすりはや39」といひたまひき。宮を賀古の松原に造りて還りたまひき。或ある人、此ここに冷水しみづを堀ほり出いだしき。故かれ、松原の御み井ゐと曰ひき。

　望理まがりの里40。土つちは中なかの上かみ41。大帯日子天皇、巡めぐり行いでましし42時、此の村の川かはの曲まがりを見て、勅みことのりして云いひたまひしく、「此の川の曲まがり、甚いと美うるはしきかも」といひたまひき。故、望理まがりと曰いひき。

　鴨波あははの里43。土は中の々なか。昔むかし、大おほ部ともの造みやつこ等ら44が始はじめの祖おや古こ理り売め、此の野を耕たがへして、多さはに粟あはを種まきき。故、粟々あははの里と曰ひき。

　此の里に舟ふな引ひき原はら45有あり。昔、神かむ前さきの村に荒あらぶる神有ありき。毎つねに行ゆく人の舟を半なかば留とどめ46たまひき。是ここに、往ゆき来きの舟、悉ことごとに印い南なみの大おほ津つ江えに留まり、川かは頭かみに上のぼり、賀か意お理り多たの谷より引ひき出いだして、赤あか石しの郡こほり林の潮みなと47に通かよはし出だしき。故、舟引原と曰いひき。又、事ことは上かみの解げと同じ48。

　長なが田たの里49。土は中の々。昔、大おほ帯たらし日ひ子この命みこと、別わき嬢いらつめの処ところに幸行いでまししに、道みちの辺へに長き田有ありき。勅みことのりして云ひたまひしく「長ながき田かも」といひたまひき。故、長田の里と曰ひき。

　駅うま家やの里50。土は中の々。駅家に由りて名と為しき。





【賀古郡】

１　加古川市・稲美町（旧加古郡・稲美町）・播磨町（旧加古郡播磨町）付近。底本三条西家本は、巻首と賀古郡冒頭が欠損している。

２　遠くを見渡す。

３　丘の鞍部を鹿の胴体に喩えたもの。

４　単数を表す「一」が表記されている場合「ひとつ」と訓読しない。

５　加古川市加古川町大野。

６　景行天皇（以下同じ）。

７　「誂」は求婚の意。諸注「つまどひ」と訓むが、この訓読例は確認できない。万葉集巻九・一八〇九「人の誂（と）ふ時」により「とふ」と訓む。

８　長剣。

９　剣を腰に吊す紐。

10　「まふつ」は語義未詳。

11　この「否」の措辞は「～かどうか」の意を意味する唐代の俗語的表現と思われる。（小島憲之「風土記研究会例会記録」）斉明紀に「日本国天皇、平安以不」とある。「なすか」と試訓する。

12　この「遂」は「どうしてもし遂げる」の意。（小島憲之、同前）

13　旅装の用意。

14　カヅラは蔓草。頭髪に冠する装飾。

15　観智院本名義抄（仏下末）「アキラカニ」。

16　天子に献上する。「又遽簡閲以供進」（『北史』王世充伝）。ここでは、大帯日子命が土地を祭り食事を献上したことをいう。

17　高砂市の加古川河口のあたり。万葉集巻四・五〇九に「稲日都麻　浦廻を過ぎて」とある。

18　求婚された女性が逃走し、男性がそれを追う習俗を伝説化したもの。

19　逃げた別嬢を探し求める。

20　誰に授けた名であるかについて、須受武良の首に授けたとする通説に対して白犬に授けたとする説もある。

21　食べ物を盛る土器に設えた供食物。

22　若い木の細枝。

23　細枝で編んだ船着場の意か。

24　天皇の言葉がこの地名の起源となった。「隠愛妻」で「なびつま」と試訓する。

25　底本「編合而[image: ]」とあるが、「[image: ]」は「渡」の誤写、「抄挾」は文字転倒とみて訂す。

26　夫婦の語らい。

27　かまびすしい。やかましい。

28　酒を醸造する御殿。

29　食用の魚鳥を貯蔵し調理する御殿。

30　上文「宮（みや）」に対して、「舘（みやかた）」と訓む案（谷省吾説「風土記研究会例会記録」）に従う。

31　結婚する。観智院本名義抄（仏中）「婚　トツギ」。

32　寝所の清掃などの奉仕をする。

33　駅家。人馬、宿、食事を準備して官使の便を図る上代駅伝制度上の中核施設。

34　現在の加古川。

35　竜巻。

36　限定修飾の副詞。文末に「のみ」を読み添える。

37　女性の化粧道具を入れる大切な小箱。

38　女性の装身具。首に掛ける長い布。呪術的な力を持つと考えられていた。

39　前後の文脈の中で考えるならば、印南川の「年魚」を薬として求めたという意か。

40　稲美町（旧加古郡稲美町）。『戸令』に「およそ戸、五十戸を以て里となす」とある。

41　和銅六年（七一三）官命の第二項の要求に対する報告書式。土地の肥沃状態を「上の上」から「下の下」までの九等級に分けて示したもの。「中の上」は四等級。

42　各国を視察して廻ること。

43　稲美町の南部。

44　大伴造に同じ。『霊異記』上巻五話に、大部屋栖野古の本記が敏達天皇時代の伝記として記されている。

45　稲美町（旧加古郡稲美町天満村）。

46　荒ぶる神が、通行人の半数を通し半数を通さないもしくは殺害するというのは、風土記にしばしば登場する交通妨害説話のパターン。

47　明石市林町。「潮」を「みなと」と訓むことは、「湖」との通用とみるべきか。

48　「解」は上級官司に提出する公文書。風土記はこの解文として朝廷に提出された。ここの「上の解」とは、三条西家本で欠文となっている明石郡の記事を指すか。

49　加古川市尾上町。

50　加古川市野口町。









　　　印南郡１

　一家あるひと云いへらく、印い南なみと号なづけし所以ゆゑは、穴あな門との豊とゆ浦らの宮みやに御あめの宇したしろしめしし天すめら皇みこと２、皇おほ后きさき３と俱ともに、[image: ]つく紫しの久く麻ま曽そ４の国を平たひらげむ５と欲おもほして、下くだり行いでましし時、御み舟ふね印い南なみの浦うらに宿やどりたまひ６き。此この時、滄あをき海うみ、其それ平たひらかに、風かぜ波なみ和やはらぎ静しづけし。故かれ、名づけて入いり浪なみの印いな南みの郡こほり７と曰いひき。

　大おほ国くにの里８。土つちは中なかの々なか。大国と号けし所以は、百おほみ姓たから９の家いへ、多く此ここに居をりき。故、大国と曰いひき。

　此この里さとに山有あり。名は伊い保ほ山10と曰いふ。所以ゆゑは、帯たらし中なかつ日ひ子この命みことを神に坐ませて11、息おき長なが帯たらし日ひ女めの命みこと、石いし作つくりの連むらじ12来おほくを率ゐて、讃さぬ伎きの国羽は若わかの石いしを求まぎたまひき。彼そこより度わたり賜たまひ、御み廬いほ13を定さだめぬ時に、大おほ来く見み顕あらはし14、美み保ほ山15と曰いひき。々やまの西に原はら有り。名は池いけの原はらと曰いふ。々はらの中なかに池いけ有り。故、池の原と曰いひき。々はらの南みなみに作つくり石いし16有り。形かたち、屋やのごとし。長さ二丈つゑ17、広さ一丈五尺さか、高さもかくの如ごとし。名な号づけて大おほ石いしと曰ひき。伝へて云へらく、「聖しやう徳とこの王おほきみ18の御み世よ、弓ゆ削げの大おほ連むらじ19が造れる石なり」といへり。

　六む継つぎの里20。土は中の々。六継の里と号けし所以は、已すでに於うへに見ゆ21。此この里、松原有り。甘[image: ]22生おふ。色いろは[image: ]花23に似にて、体かたちは鶯[image: ]24のごとし。十かむな月づきの上かみの旬とをかに生ひ、下しもの旬とをかに亡うす。其の味あぢ、甚いと甘あまし。

　益や気けの里25。土は中の上かみ。宅やけと号けし所以は、大おほ帯たらし日ひ子この命みこと、御み宅やけ26を此の村に造りたまひき。故、宅の村と曰ひき。此の里に山有り。名は斗ます形がた山やまと曰ふ。石いしを以て斗ますと乎を気け27とを作りき。故、斗形山と曰ひき。石いしの橋はし有り。伝へて云いへらく、上古いにしへ28の時、此この橋はし天あめに至いたり、八や十その人ひと衆ども、上のぼり下くだり往来かよひき。故、八や十そ橋はしと曰ひき。

　含藝かむきの里29。本もとの名な30は、瓶みか落おちなり。土つちは中なかの上かみ。瓶みか落おちと号けし所以は、難なに波は高たか津つの御おほ宮みやの御世31、私きさき部べの弓ゆみ取とり等ら32が遠とほつ祖おや、他をさ田だ33の熊くま千ち、瓶みかの酒さけを馬の尻しりに着つけて、家いへ地どころを求まぎ行きしに、其その瓶みか、此この村に落ちき。故、瓶落と曰ひき。

　又、酒さか山やまあり。大おほ帯たらし日ひ子この天すめら皇みことの御世、酒さけの泉いづみ34湧わき出いでき。故、酒山と曰ひき。百おほみ姓たから飲のめば、酔ゑひて相あひ闘たたかひ相あひ乱みだれたり。故、埋うめ塞ふさがしめき。後のち、庚かのえ午うまの年とし35、人有りて堀ほり出だしき。今に猶なほ、酒の気け有り。

　郡こほりの南みなみの海わた中なかに小こ嶋じま有り。名は南な毗び都つ麻まと曰ふ。志し我がの高たか穴あな穂ほの宮に御あめの宇したしろしめしし天皇36の御世、丸わに部べの臣おみ等ら37が始はじめの祖おや、比ひ古こ汝なむ茅ち38を遣つかはして、国くにの堺さかひを定さだめ39しめたまひき。その時、吉き備び比ひ古こ、吉き備び比ひ売め40の二人、参まゐ迎むかへき。是ここに比古汝茅、吉備比売に娶あひて生みし児こ、印い南なみの別わき嬢いらつめなり。此この女をとめの端きら正きらしき41こと、当時ときに秀すぐれたり。その時、大おほ帯たらし日ひ古この天すめら皇みこと、此この女をとめに娶あはむと欲おもひて下くだり幸行いでましき。別嬢聞きて件くだりの嶋に遁にげ渡わたりて隠なび居をりき。故、南な毗び都つ麻まと曰ひき。





【印南郡】

１　加古川市西部と高砂市のあたり。新編全集本では、印南郡の存在を認めず、賀古郡「印南浦」の記事とする。

２　仲哀天皇。

３　神功皇后。後出、息長帯日女命。以下同じ。

４　九州中南部を本拠とする先住民。クマソ征討の説話は記紀にも記されている。

５　諸注「ことむけ」と訓むが、記には「将レ撃」、紀には「将レ討」とある。武力鎮圧を意図したものであるから「たひらげ」と訓む。

６　あるいは「はてき」と訓むべきか。

７　底本「入印南（合点あり）浪郡」とあるが、「入浪印南郡」と訂する山川本に従う。

８　加古川市西神吉町。

９　農耕に従事する庶民。

10　高砂市伊保町にある丘陵か。

11　崩御した仲哀天皇を神として奉じる。

12　墳墓の造営に従事した氏族。『姓氏録』（左京神別）に、火明命の子孫とある。諸注「来」の上に「大」を脱すると解するが、底本に従う。

13　仮寝の小屋。ここでは天皇の亡骸を安置するための殯宮のことか。

14　殯宮にふさわしい場所を見出した。新編全集本は石材を発見したとする。

15　掲出地名は伊保山。イホはミホの頭子音脱落か。類例として「厳」を意味する、ミツとイツがある。

16　人の手によって細工が施された石。現在、生石おうしこ神社（高砂市阿弥陀町）のご神体として知られている「石の宝殿」がそれであると言われている。

17　一丈は十尺。二丈は約六メートル。

18　推古天皇の摂政、聖徳太子。

19　物部守屋のこと。崇仏派の蘇我馬子と対立し、のち敗死した。

20　所在不明。

21　上記の南毗都麻説話において、すでに地名起源が語られている。

22　未詳。訓み方も定説をみない。

23　未詳。訓み方も定説をみない。

24　未詳。訓み方も定説をみない。

25　加古川市東神吉町升田。

26　ミヤケを屯倉（朝廷領地から収穫した穀類を貯蔵する倉。その領地）とする説と、単なる居住地とする説がある。

27　古墳の石造物を枡と桶に見立てたものか。

28　『播磨』における「古」の唯一例。「上古」は漢語。音読されていた可能性もある。

29　加古川市東神吉町神吉。

30　「含藝」と名づけられる以前の地名のこと。

31　仁徳天皇の時代を指す。

32　皇后のために置かれた部民。

33　『姓氏録』に膳臣と同祖とする。

34　鉱物質を含んだ湧き水。鉱泉。

35　天智天皇九年（六七〇）。庚午年籍が作成された年。播磨国風土記において、干支による年代記載は、基本的に「以後」や「後」などに続く記事に限られている。

36　成務天皇。

37　『姓氏録』左京皇別に「丸部、和安部と同じき祖。彦姥津の命の男、伊富都久の命の後なり」とある。

38　駿河浅間神社大宮司家に伝わる「和邇部氏系図」に、孝昭天皇せ世孫「彦汝命」その子「印南別嬢命」とあるという（田中卓「風土記研究会例会記録」）。ただし、印南別嬢が成務天皇御世に誕生したとすれば、大帯日子命（景行天皇）と結婚したとする賀古郡所載伝承と矛盾する。

39　『成務天皇紀』五年九月に国県を分けて境界を定めたことを記す。

40　吉備国の地方豪族の子か。『景行記』の系譜に、吉備臣の祖、若建吉備津日子の女、針間の伊那毗能大郎女を娶り、その御子として小碓命（倭建命）兄弟が誕生したとある。

41　容姿端麗であることを形容した表現。









　　　飾磨郡１

　飾しか磨まの郡こほり。

　飾しか磨まと号なづけし所以ゆゑは、大おほ三み間ま津つ日ひ子この命みこと２、此処ここに屋や形かたを造つくりて座ましし時、大おほき鹿有ありて鳴なきき。その時、王おほきみ、勅みことのりして云いひたまひしく、「壮し鹿か鳴なくかも」といひたまひき。故かれ、飾磨郡と号けき。

　漢あや部べの里さと３。土つちは中なかの上かみ。右４、漢部と称いふは、讃さぬ芸きの国くにの漢あや人ひと等ら５、到いたり来きて此処ここに居をりき。故、漢部と号けき。

　菅すが生ふの里さと６。土は中の上。右、菅生と称ふは、此処ここに菅すが原はら有ありき。故、菅生と号けき。

　麻まさ跡きの里さと７。土は中の上。右、麻跡と号けしは、品ほむ太だの天すめら皇みこと８、巡めぐり行いでましし時とき、勅して云ひたまひしく、「此この二つを見れば、山は能よく人の眼めを割さき下さげたるに似にたり」といひたまひき。故、目ま割さき９と号けき。

　英あ賀がの里さと10。土は中の上。右、英賀と称ふは、伊い和わの大おほ神かみ11の子みこ、阿あ賀が比ひ古こ、阿あ賀が比ひ売め二ふたはしらの神かみ、此処ここに在いましき。故、神の名みなに因よりて里さとの名なと為なしき。

　伊い和わの里さと12。船ふな丘をか・波なみ丘をか・琴こと丘をか・匣くしげ丘をか・箕み丘をか・日ひ女め道ぢ丘をか・藤ふぢ丘をか・稲いな丘をか・冑かぶと丘をか・鹿しか丘をか・犬いぬ丘をか・甕みか丘をか・筥はこ丘をか13。土は中の上。右、伊い和わ部べと号けしは、積幡しさはの郡こほりの伊い和わの君きみ等らが族やから14、到いたり来きて此ここに居をりき。故、伊和部と号けき。

　手て苅がり丘をかと号けし所以は、近ちかき国くにの神かみ、此処ここに到いたり、手てを以もちて草かやを苅かりて、食薦すごも15と為なしたまひき。故、手苅と号けき。一また云いはく16、韓から人ひと等ら17、始はじめて来きたりし時、鎌を用ゐることを識しらず。但ただ、手てを以もちて稲いねを苅かるのみ。故、手苅の村と云ひき。

　右みぎ、十とをあま四りよつの丘をかは、已すでに上かみに詳つばひらかなり18。

　昔むかし、大おほ汝なむちの命みこと19の子みこ、火ほ明あかりの命みこと20、心こころ行しわざ21甚いと強こはし。是ここを以て、父ちちの神かみ患うれへて、遁のがれ棄すてむと欲おもほしき。因達いだての神かむ山やま22に到いたりて、其その子を遣やりて水みづを汲くましめ、還かへらぬ以前さきに、発ふな船だちして遁のがれ去さりたまひき。是に、火明命、水を汲くみて還かへり来きて、船ふねの発たち去さるを見たまふ。即すなはち大おほきに瞋怨いかりたまふ。仍よりて風かぜ波なみを起おこし、其その船ふねを追おひ迫せめたまふ。是ここに、父ちちの神かみの船ふね、進すすみ行ゆく能はずて、遂つひに打うち破やぶらえき。所以ゆゑに、其そは波丘をか、琴こと落おちし処ところは、琴こと神がみの丘をかと号け、箱落ちし処は、箱はこ丘をかと号け、梳匣くしげ落ちし処は、匣くしげ丘をかと号け、箕み落ちし処は、箕み形かた丘をかと号け、甕みか落ちし処は、甕みか丘をかと曰ひ、稲いね落ちし処は、稲いな牟む礼れ丘をか23と号け、冑かぶと落ちし処は、冑かぶと丘をかと号け、沈石いかり落ちし処は、沈石いかり丘をかと号け、綱つな落ちし処は、藤ふぢ丘をかと号け、鹿しか落ちし処は、鹿しか丘をかと号け、犬いぬ落ちし処は、犬いぬ丘をかと号け、蚕ひめ子こ落ちし処は、日ひ女め道ぢ丘をかと号けき。その時とき、大おほ汝なむちの神かみ、妻つまの弩の都つ比ひ売め24に謂いひて曰はく、「悪あしき子を遁のがれむとして、返かへりて風かぜ波なみに遇あひ、太いたく辛苦たしなめらえつるかも」といひたまひき。

　所以ゆゑに、号なづけて瞋いか塩しほと曰ひ、告のりの斉わたり25と曰ひき。





【飾磨郡】

１　姫路市一帯。

２　讃容郡に出てくる弥麻都比古命と同一か。孝昭天皇とする説もある。

３　姫路市余部あたり。

４　この書式について、小野田光雄は「地名を標記して、其の左側に行を改めて記述しようとしたもの」とする（古典全書本解説）。三条西家本を溯る祖本は、おそらく小野田の言う通りの書式であったと考えられる。

５　大陸からの渡来人。播磨国風土記には、渡来人に関する伝承が多く記されている。

６　姫路市夢前町（旧飾磨郡夢前町）。

７　姫路市飾磨区山崎のあたり。

８　応神天皇（以下同じ）。

９　目尻を割いて入れ墨をした両目の印象と、二つの山の稜線がよく似ていることからの命名とする伝承。

10　姫路市飾磨区英賀のあたり。

11　宍粟郡の伊和を本拠とする伊和の君が奉じた神。『播磨』において単に「大神」という場合は、主に伊和大神のことである。

12　姫路市西延末の手柄山付近か。

13　下文と照合してみると、この割り注の記載には脱落があり、また記載順序も異なっている。古典大系本は、下文によって補訂する。

14　同族の者。一族。類義語に「うがら」がある。

15　食べ物を置く敷物。

16　別伝承。

17　朝鮮半島からの渡来人。

18　先に掲げた伊和里標目の次に記された割注記述を指す。

19　『神代紀』上第八段正文に、素戔嗚尊の御子神「大己貴神（おほあなむち）」とある。出雲系の神。ただし、当国風土記の「大汝命」が同一神であるのかは不明。

20　記紀ではニニギノミコトの兄神として「天の火明命」とある。

21　「心行」は漢語（小島憲之）。「心行之表」（『文選』五九「頭陀寺碑文」李善注「心行、心所レ行之行也」）。

22　旧版角川文庫『風土記』（小島瓔禮校注）に「水を補給したりする海上交通の要衝だったのであろう」とする。

23　井上通泰『新考』に「「牟礼」は山の韓語なり」とある。

24　未詳。

25　山川本が「大汝神が妻に告げたことによる地名」とするのに従う。









　賀か野やの里さと１。幣ぬさの丘をか。土つちは中なかの上かみ。右、加か野やと称いふは、品ほむ太だの天すめら皇みこと、巡めぐり行いでましし時、此処ここに殿とのを造つくりて、蚊か屋やを張はりたまひき。故かれ、加野と号なづけき。山と川の名も、里と同じ。

　幣ぬさの丘をか２と称いふ所以ゆゑは、品太天皇、此処ここに到いたりて、地くに祇つかみに奉ぬさ幣たてまつりき。故、幣ぬさの丘をかと号けき。

　韓から室むろの里さと３。土つちは中なかの々なか。右みぎ、韓室と称ふは、韓から室むろの首おびと４宝たから等らが上とほつ祖おや５、家いへ大おほきに富とみ饒にぎはひて、韓室を造つくりき。故、韓室と号けき。

　巨こ智ちの里さと６。草くさ上かみの村むら７・大おほ立たちの丘をか。土つちは上かみの下しも。右みぎは、巨こ智ち等ら８、始はじめて此この村むらに屋いへ居ゐしき。故かれ、因よりて名なと為なしき。草くさ上かみと云いふ所以ゆゑは、韓から人ひと山やま村むら等ら９が上とほつ祖おや、柞ならの巨こ智ちの賀か那な10、此この地ところを請こひて、田たを墾はりし時、一ひと聚むらの草くさ有ありて、其その根ね尤いと臭くさかりき。故かれ、草くさ上かみと号けき。大おほ立たちの丘をかと称ふ所以は、品太天皇、此この丘をかに立たたして、地くに形かたを見みたまひき。故、大おほ立たちの丘と号けき。

　安相あさぐの里さと11。長なが畝うね川がは。土つちは中なかの々なか。右、安相の里といふ所以12は、品太天皇、但たぢ馬まより巡めぐり行いでましし時、縁みち道すがら、御み翳かげ13を[image: ]ささざりき。故、陰かげ山やまの前と号けき。仍りて国くにの造みやつこ豊とよ忍おし別わけの命みこと、名を券とらえき14。その時、但たぢ馬ま国くにの造みやつこ阿あ胡こ尼ねの命みこと15、これに依よりて罪つみを赦ゆるしたまへと申し給ひ、塩しほ代しろの塩しほ田た16廿はた千ち代しろを奉たてまつりて名な有あり17。塩代の田た飼かひ、但たぢ馬まの国くにの朝あさ来ぐ18の人、到いたり来きて此処ここに居をりき。故かれ、安相あさぐの里さとと号なづけき。本もとの名なは沙いさご部べと云いひき。後のち、里さとの名なは字を改あらためて二字に注しるせるに依よりて19、安相あさぐの里さとと為なす。

　長なが畝うね川がはと号けし所以は、昔、此この川かはに蔣まこも生おへり。時ときに、賀か毛もの郡こほり長なが畝うね村むらの村人、到いたり来きて蔣まこも20を苅かりき。その時とき、此処ここの石いし作つくりの連むらじ等ら、奪うばはむと為して相あひ闘たたかひ、仍よりて其その人ひとを殺ころし、此の川に投なげ棄うてき。故かれ、長なが畝うね川がはと号なづけき。本もと、又また、阿あ胡こ尼ねの命みこと、英あ保ぼの村むら21の女をみなに娶あひて、此の村に卒をへき。遂つひに墓はかを造つくりて葬はふりき。以後のち、正骨かばね22は運び持ち去いにきと云いひ来きたれり。

　枚ひら野のの里さと23。新し羅ら訓くにの村むら24・筥はこ岡をか。右、枚野と称ふは、昔、少を野のたりき。故、枚野と号けき。新し良ら訓くにと号けし所以は、昔、新羅しらきの国の人、来朝まゐきける時とき、此の村に宿やどりき。故、新し良ら訓くにと号けき。山の名も同じ。筥はこ丘をかと称いふ所以ゆゑは、大おほ汝なむち少すくな日ひ子こ根ねの命みこと25、日ひ女め道ぢ丘をかの神かみと期ちぎり会あひましし時とき、日ひ女め道ぢの神かみ、丘をかに食をし物もの、また、筥器はこ等どもの具うつはを備そなへたまひき。故、筥丘と号けき。

　大おほ野のの里さと26。砥と堀ほり。土つちは中なかの々なか。右みぎ、大野と称いふは、本もと、荒あら野のたりき。故かれ、大野と号なづけき。志し貴き嶋しまの宮みやに御あめの宇したしろしめしし天すめら皇みこと27の御み世よ、村むら上かみの足たる嶋しま等らが上とほつ祖おや恵ゑ多た、此この野のを請こひて居をりき。乃よりて里さとの名なと為なしき。砥と堀ほりと称いふ所以ゆゑは、品ほむ太だの天すめら皇みことの世みよ、神かむ前さきの郡こほりと飾しか磨まの郡こほりの堺さかひに、大おほ川かはの岸きしの道みちを造つくりき。是この時とき、砥と28を堀ほり出いだしき。故かれ、砥堀と号けき。今いまに猶なほ在あり。

　少を川がはの里さと29。高たか瀬せの村むら・豊とよ国くにの村むら・英あが馬ま野の・射い目め前ざき・檀まゆみ坂さか・多おほ取とり山やま・御み取とりの丘をか・伊い刀と嶋しま。土は中の々。本もとの名なは私きさきの里さと。右、私きさきの里さとと号けしは、志し貴き嶋しまの宮に御宇しめしし天皇の御世、私きさき部べ弓束づか等らが祖おや、田た又た利りの君きみ鼻ひ留る30、此処ここを請こひて居をりき。故、私きさきの里さとと号けき。

　以後のち、庚かのえ寅とらの年とし31、上かみの大まへつ夫きみ32、宰くにのみこともち33たりし時、改あらためて小を川がはの里さとと為なしき。一また云いはく、小川、大野より此処ここに流ながれ来きたり。故、小川と曰ひき。

　高たか瀬せ34と称いふ所以ゆゑは、品太天皇、夢いめ前さき丘をかに登のぼりて、望のぞみ見みたまへば、北きたの方かたに白しろき色いろの物もの有ありき。云のるに35、「彼そは何なに物ものぞ」とのりたまひき。舎人とねり36、上かみつ野けの国くにの麻ま奈な毗び古こを遣やりて、察みしめたまひき。申まをして云いはく、「高たかき処ところより流ながれ落おつる水みづ、是これなり」といひき。すなはち、高瀬の村と号けき37。

　豊とよ国くに38と号けし所以は、[image: ]つく紫し39の豊とよ国くにの神かみ、此処ここに在いましき。故かれ、豊国の村と号けき。

　英あが馬ま野の40と号けし所以は、品太天皇、此この野のに狩かりしたまひし時とき、一馬うま走はしり逸にげき。勅みことのりして云いひたまひしく、「誰たが馬うまぞ」といひたまひき。侍おもと従ひと等らへて云いひしく、「朕あがきみの御み馬うま41なり」といひ、我あが馬ま野のと号けき。是この時とき、射い目め42を立たてし処ところは、目いめ前さきと号け、弓ゆみ折をれし処は、檀まゆみ丘をかと号け、御み立たちせし処は、御み立たち丘をかと号けき。是この時とき、大おほき牝め鹿じか、海うみを泳くくり43て島しまに就いたりき。故かれ、伊い刀と嶋しま44と号けき。

　英あ保ぼの里さと。土つちは中なかの上かみ。右、英保と称ふは、伊い予よの国くに英保の村の人、到いたり来きて此処ここに居をりき。故、英保の村と号けき。

　美み濃のの里さと45。継つぎの潮みなと46。土つちは下しもの中なか。右みぎ、美み濃のと号なづけしは、讃さぬ伎きの国くに弥み濃のの郡こほりの人ひと、到いたり来きて居をりき。故かれ、美み濃のと号なづけき。継つぎの潮みなとと称いふ所以ゆゑは、昔むかし、此この国くにに一ある死みまかれる女をみな有ありき。その時とき、[image: ]つく紫しの国くに火ひの君きみ等ら47が祖おや　名なを知しらず、到いたり来くれば復生よみがへり48き。仍よりて取とつぎ49き。故、継の潮と号けき。

　因達いだての里さと50。土つちは中なかの々なか。右、因達と称ふは、息おき長なが帯たらし比ひ売めの命みこと、韓から国くにを平ことむけむと欲おもほして、渡わたり坐ましし時とき、船ふな前さきに御ます伊い太だ代ての神かみ51、此処ここに在いましき。故かれ、神かみの名みなに因よりて里さとの名なと為なしき。

　安あな師しの里さと52。土は中の々。右、安師と称ふは、倭やまとの穴あな无しの神かみ53の々かむ戸べに託つきて仕つかへ奉まつりき。故、穴あな師しと号けき。

　漢あや部べの里さと54。多た志し野の・阿あ比ひ野の・手て沼ぬ川がは。里さとの名なは、上かみに詳つばひらかなり55。

　右、多志野56と称ふは、品ほむ太だの天すめら皇みこと巡めぐりたまひし時とき、鞭むちを以もちて此この野のを指さし、勅みことのりして云いひたまひしく、「彼その野のは、宅やを造つくり、及また、田たを墾はるべし」といひたまひき。故、佐さ志し野のと号けき。今、改めて多志野と号く。

　阿あ比ひ野のといふ所以は、品太天皇、山やまの方かたより幸行いでましし時とき、従おもと臣ひと等ら海うみの方かたより参まゐ会あひき。故かれ、会あひ野のと号けき。

　手て沼ぬ川がはと称ふ所以は、品太天皇、此の川に御み手てを洗あらひたまひき。故、手沼川と号けき。年魚あゆを生うむ。有う味まし。

　貽い和わの里さと57の船ふな丘をかの北きたの辺へに、馬うま墓はかの池いけ有あり。昔むかし、大おほ長はつ谷せの天すめら皇みこと58の御み世よ、尾を治はりの連むらじ等ら59が上とほつ祖おや長なが日ひ子こ、善よき婢つかひめ60と馬うまとを有もちき。並ならびに意こころに合かなへり。是ここに、長なが日ひ子こ、死みまからむとする時とき、其その子こに謂いひて曰いはく、「吾わが死みまかりなむ以後のちは、皆みな、葬はふりは吾われに准ならへ」といひき。之これが為ために墓はかを作つくり、第一はじめ61は長なが日ひ子この墓はかとし、第二なかは婢つかひめの墓はかとなし、第三しりは馬うまの墓はかとなす。併あはせて三みつ有あり。後のち、上かみの生お石ひしの大まへつ夫ぎみ62、国くにのみ司こともちとして有ありし時とき、墓はかの辺への池いけを築つきき。故かれ、因よりて名なを馬うま墓はかの池いけとなしき。

　飾しか磨まの御み宅やけ63と称ふ所以は、大おほさ雀ざきの天すめら皇みこと64の御み世よ、人ひとを遣やりて、意お伎き・出雲いづも・伯耆ははき・因幡いなば・但たぢ馬まの五いつたりの国くにの造みやつこ等らを喚めしたまひき。是この時とき、五いつたりの国くにの造みやつこ、召めしの使つかひを以もちて水手かこ65と為して、京みやこに向むかひき。此ここを以もちて罪つみ66と為なして、播はり磨まの国くにに退やらひて、田たを作らしめたまひき。此この時とき、作つくれる田たは、意お伎き田た・出雲いづも田た・伯耆ははき田た・因幡いなば田た・但たぢ馬ま田たと号けき。彼その田たの稲いね収を納さめし御宅を、飾磨の御宅と号けき。又また、賀か和わ良ら久く67の三み宅やけと云ひき。





１　姫路市夢前町（旧飾磨郡夢前町）前之庄・新庄・山之内のあたり。

２　「みてぐらをか」（古典大系本・古典全書本・旧角川文庫本・山川本）・「まひのをか」（新編全集本）とある。「皇神に奴左（ぬさ）取り向けて」（万葉集巻十三・三二三六）などにより「ぬさのをか」と試訓する。

３　姫路市田寺付近のあたり。

４　朝鮮半島からの渡来系の氏族か。

５　祖先。当国風土記には、他に遠祖・始祖などの言い方がある。

６　姫路市御立・田寺・辻井・山吹のあたり。

７　姫路市山吹のあたり。

８　渡来系の氏族。

９　『姓氏録』大和国諸蕃に山村忌寸がみえる。

10　柞は地名を冠したか。賀毛郡の楢原（ならはら）里の地名説話に「柞原（ならはら）」とある。

11　姫路市土山・今宿のあたり。二合仮名としての「相」は、「さが」「さぐ」のいずれかで訓まなければならない。ここでは、後出の地名「朝来（あさぐ）」が地名由来となっているので、この地名語形も「あさぐ」である。ただし、この訓に対して蜂矢真郷は「あさご」と訓む説を提唱している。

12　この記事、底本難解で諸説あるがいまだ定説がない。谷口雅博は諸説を検討し、三条西家をめぐるテキストの問題として論じている。本書では、谷森善臣本（宮内庁書陵部蔵）の罫紙に記された谷森説に従った。

13　御翳＝「[image: ]ハ翳ノ写[image: ]ナラム」（谷森善臣）。後ろから貴人に差し掛ける長い団扇のような器具。高松塚古墳壁画に、翳を捧げ持っている女官が描かれている。翳は通常「さしは」と訓む。

14　名を券らえき＝「被券名ハ国造ノ負名ヲ剖取ラレタル義（中略）後世謂ユル除名ノ意ナルベシ」（谷森善臣）。名例律「凡そ除名は官位・勲位悉くに除け」

15　阿胡尼命＝他に見えない。

16　罪を贖うために塩田を献上した、の意。

17　除名を許された。

18　訓仮名である「来」を地名表記に用いる場合、「き」「く」に限られる。「来」は、「芳来山」（万葉集巻三・二五七）のように、濁音仮名「ぐ」にも用いられている。それを傍証として、この地名も「あさぐ」と訓む。

19　地名表記に関しては、和銅六年（七一三）の風土記撰録の官命と、『出雲国風土記』に記す神亀三年（七二六）の民部省口宣などの存在が知られるが、いずれも二字表記を明記していない。ただし、現存五風土記について言えば、郡・里（郷）に関してはおおむね二字表記が実現されている。

20　イネ科の多年生草本。

21　姫路市阿保のあたり。

22　遺骸。

23　姫路市平野のあたり。野は「原」とは違い山の裾野、傾斜地。「枚野」も「少野」も、人里に近いすそ野の意。

24　姫路市白国のあたり。

25　前掲の伊和里記事では、大汝命と伝えられている。諸注、大汝少日子根命を一柱の神と解釈するが、ここは別伝として大汝、少日子根命の二柱の伝承とするべきか。

26　姫路市大野のあたり。大野の本来の意味は荒れ果てた原野の意（神堀忍説）。

27　欽明天皇。

28　砥石。

29　姫路市花田町のあたり。

30　『姓氏録』には、欽明天皇時代に多多良公の姓を賜った記述がある。任那国王の子孫で渡来系氏族。

31　庚寅年は持統天皇四年（六九〇）。全国的な戸籍の調査を実施した年。

32　揖保郡の記事に「上野大夫」の名が見え、「野」を脱したとする説もある。「大夫」は五位以上の総称。

33　令制国の行政の長を「国司（くにのつかさ）」という。その施行以前に、さらに広い範囲を統括していた「国宰（くにのみこともち）」があったと考えられる。ここは、その意か。

34　姫路市花田町高木のあたり。

35　『新考』・古典大系本は「云」の上に勅が脱落しているとみる。

36　天皇・皇族の近侍雑使の官。

37　本書において接続詞「即」は、「～するやいなや」に相当する用法以外は、基本的に不読の方針であるが、ここの「即」は、地名説明形式にみられる「故」と、ほぼ同義であり例外的に訓読した。

38　姫路市飾東町豊国のあたり。

39　[image: ]紫は[image: ]前・[image: ]後を含めて広く北九州を指す。

40　所在不明。

41　植垣節也は臣下が自らを「朕」と言うと解釈して、喜劇的で古代主従の親密な会話とするが、ここでは「朕」のみで「あがきみ」と訓み、天皇の馬と解す。

42　弓を射るために様子を窺いねらいを定める所。

43　上代に「およぐ」の確例がない。ここは「くくり」と訓む。

44　瀬戸内海の家島群島。

45　姫路市四郷町のあたり。

46　姫路市継のあたり。

47　神武記に神八井耳命の後裔として火君の名がみえる。

48　一度死んだ女が蘇生したことをいうので「よみがへり」と訓む。

49　「娶」の省文。

50　姫路市八丈岩山の南麓のあたり。

51　航海の神。『住吉大社神代記』の「船玉神」の分注に「伊達ノ神」の名がある。船の前方に守護神として祭った。

52　姫路市飾磨区阿成のあたり。

53　延喜式に「大和国城上郡穴師に坐す兵主神社」とある。

54　既出。

55　「漢部」については、飾磨郡冒頭近くにすでに地名起源が記されている。ここは重複記載であるが、多志野以下の自然地名の記述を飛ばしたために改めて記載したのであろう。秋本吉郎（古典大系本）は、追録の未整理記事と解している。

56　所在不明。佐竹昭広は古典大系本『風土記』月報において「タシノ」を「開墾したり居を定める地として、まことに適当した良い原野」の意味であるとし、むしろこの名の方が古い地名である可能性を指摘している。

57　既出。秋本吉郎（古典大系本）はこの記事を上文「伊和里」追加記事であるとする。

58　雄略天皇。

59　『神代紀　下』第九段正文「火明命」の割り注に尾張連の始祖とある。

60　雑用をする侍女。

61　第一・第二・第三の訓み方には諸説ある。音読するとみる説もあるが、「はじめ」「なか」「しり」と試訓する。

62　『新考』は、万葉集巻三「生石村主真人」が『続日本紀』天平勝宝二年に「大石村主真人」とあるので「オホシ」と訓めるとする。

63　姫路市飾磨区三宅のあたり。

64　仁徳天皇。

65　船頭。

66　朝廷から派遣された召使を水手としたことが罪とされた。古代における具体的な「罪」を知る手がかりとなる。

67　「かわらく」は語義未詳。新編全集本は「がらがらと鳴る擬声語」とする。









　　　揖保郡

　揖いひ保ぼの郡こほり１。事こと２、下しもに明あきらむ。

　伊い刀と嶋しま３。諸もろもろ嶋のしまの[image: ]すべ名ななり。右みぎ、品ほむ太だの天すめら皇みこと、射い目め人ひと４を飾しか磨まの射い目め前さきに立たてて、狩みかりしたまひき。是ここに、我あが馬ま野のより出いでし牝め鹿じか、此この阜をかを過すぎて海に入いり、伊刀嶋に泳くくり渡わたりき。その時とき、翼おもと人ひと等ら５、望のぞみ見みて相あひ語かたりて云いひしく、「鹿しかは既すでに彼その嶋しまに到いたり就つきぬ」といひき。故かれ、伊刀嶋と名づけき。

　香かぐ山やまの里さと６。本もとの名なは、鹿か来ぐ墓はかなり。土つちは下しもの上かみなり。鹿来墓と号けし所以は、伊い和わの大おほ神かみ、国くに占しめ７ましし時とき、鹿しか、来きたりて山やまの岑みねに立たちき。山の岑、是こも墓はかに似にたり。故、鹿来墓と号けき。後のち、道ち守もりの臣おみ８、宰みこともちたりし時ときに至いたりて、名なを改あらためて香かぐ山やまとなしき。

　家や内ぬち谷だに９。是これ香かぐ山やまの谷たになり。形かたち、垣廻やぬち10の如ごとし。故、家内谷と号けき。

　佐さ々さの村むら11。品太天皇、巡めぐり行いでましし時とき、[image: ]さる12、竹ささの葉はを嚙くひて遇あへり。故、佐々の村と曰ひき。

　阿あ豆つの村むら13。伊い和わの大おほ神かみ、巡めぐり行いでましし時とき、「其それ心むねの中うち熱あつし」と告のりて、衣ころもの紐ひもを控ひき絶たち14たまひき。故、阿豆と号けき。一また云いはく、昔、天あめに二ふたつの星ほし15ありき。地つちに落おちて石いしと化為なりき。此ここに、人もろ衆ひと集あつまり来きて談あげ論つらひき。故かれ、阿あ豆つと名なづけき。

　飯いひ盛もり山やま16。讃さぬ伎きの国くにの宇う達たりの郡こほり、飯いひの神かみの妾め、名なは飯いひ盛もりの大おほ刀と自じ17と曰いふ。此この神かみ、度わたり来きまして、此この山やまを占しめて居をりましき。故、飯盛山と名けき。

　大おほ鳥とり山やま18。鵝おほかり19此この山やまに栖すめり。故、大鳥山といひき。

　栗くる栖すの里さと20。土つちは中なかの々なか。栗栖と名けし所以は、難なに波は高たか津つの宮みやの天すめら皇みこと21勅みことのりしたまひて、刊けづれる栗くりの子み22を若わか倭やまと部べの23連むらじ池いけ子こに賜たまひき。将もち退まかり来きて、此この村むらに殖うゑ生おほしき。故、栗栖と号けき。此この栗くりの子み、本もと、刊けづれるに由よりて、後のち、渋しぶなし。

　廻めぐり川がは24。

　金かな箭や川がは25。品太天皇、巡り行でましし時、御み苅かりの金かな箭や26、此この川かはに落おとしたまひき。故、金箭と号けき。

　阿あ為ゐ山やま27。品太天皇の世みよ、紅くれの草あゐ28此この山やまに生おひき。故、阿為山と号けき。名知らざる鳥とり住すめり。正月むつきより四月うづきに至いたるまで見え、五月さつきより以後のちは見えず。形かたち鳩はとに似て、色いろは紺あゐ29のごとし。





【揖保郡】

１　たつの市（旧揖保郡新宮町・揖保川町・御津町）・太子町（旧揖保郡太子町）・姫路市西部を含む地域。

２　揖保郡の地名起源については下文で述べることをいう。

３　瀬戸内海の家島群島。

４　狩の射手。

５　『春秋左氏伝』昭公九年「翼戴」の杜預注に「翼、佐也」とある。天皇を補佐する侍従に同じ。

６　たつの市新宮町香山（旧揖保郡新宮町香山）のあたり。

７　伊和大神を奉ずる一族が、土地を開墾しその土地を領有すること。『播磨』には国占説話が多く記されている。

８　讃容郡の記事に、天智天皇の世に播磨の国宰であったと記されている。

９　たつの市新宮町（旧揖保郡新宮町）香山のあたり。

10　「垣廻」は、地名「家内」に対応する、一種の義訓とみて「やぬち」と試訓する。万葉集に「櫛も見じ屋やぬ中ちも掃かじ」（巻十九・四二六三）とある。

11　たつの市新宮町上笹・下笹（旧揖保郡新宮町上笹・下笹）のあたり。

12　猿。

13　所在不明。

14　植垣節也（新編全集本）は、「恋の苦しみからのがれるために、衣服のつけ紐を引きちぎった」と解する。

15　隕石落下の記憶に基づく伝承。星に関わる伝承は、古代では珍しい。

16　所在不明。

17　主婦、婦人の意。

18　所在不明。

19　『名義抄』（僧中）に「形、如鴈。人家所畜。カリ・ノセ・ククヒ」とある。

20　たつの市新宮町（旧揖保郡新宮町）の西北部あたり。

21　仁徳天皇。

22　皮をむいた栗の実。

23　『姓氏録』に神魂命の七世孫天筒草命の後とある。

24　秋本吉郎（古典大系本）は、金箭川の記事に添えた注記とするが、具体的記述を欠いた単独の記事とみる。

25　たつの市新宮町を流れる栗栖川。

26　金属で鏃を作った矢。

27　たつの市新宮町（旧揖保郡新宮町）の相坂峠のあたり。

28　紅色の染料とする草。呉の藍。

29　本来は「はなだ」と訓むべきである。ここでは、古典全書本が「阿為山にちなんでふたママあゐと訓む」とするのに従う。ただしここでは「あゐ」と訓む。












　越こし部べの里さと１。旧ふるき名なは皇み子こ代しろの里さとなり。土つちは中なかの々なか。皇み子こ代しろ２と号なづけし所以ゆゑは、勾まがりの宮みやの天すめら皇みこと３の世みよ、寵めぐみた人まふひと４、但たぢ馬まの君きみ小を津つ、寵めぐみを蒙かがふりて姓かばねを賜たまひ、皇子代の君きみとして、三み宅やけを此この村むらに造つくりて仕つかへ奉たてまつらしめたまひき。故かれ、子こ代しろの村むらと曰いひき。後のち上かみつけ野のの大まへつ夫ぎみ５に至いたりて、卅みそ戸へを結むすびし時とき、改めて越部の里と号けき。一また云いはく、但馬の国三宅より越し来きたれり。故、越部の村と号けき。

　鷁さぎ住すみ山やま６。鷁住と号けし所以は、昔、鷁さぎ多さはに此この山やまに住すみき。故かれ、因よりて名なと為なしき。

　[image: ]たな坐くら山やま。石いし、[image: ]たなに似たり。故、[image: ]坐山と号けき。

　御み橋はし山やま７。大おほ汝なむちの命みこと、俵たはらを積つみて橋はし８を立たてたまひき。山やまの石いし橋はしに似にたり。故、御橋山と号けき。

　狭さ野のの村むら９。別わけの君きみ玉たま手て等ら10が遠とほつ祖おや、本もと、川かは内ちの国くに泉いづみの郡こほり11に居をりき。地ところ、便たより不わろき12に因よりて、還うつりて此この土くにに到いたりき。仍よりて云いひしく、「此この野のは狭さくあれども、猶なほ、居をるべし」といひき。故、狭野と号けき。

　出雲いづもの国くにの阿あ菩ぼの大おほ神かみ13、大倭やまとの国くにの畝うね火び・香かぐ山やま・耳みみ梨なしの三みつの山やま相あひ闘たたかふ14と聞きたまひき。此ここに諫いさめ止とどめむと欲おもほして、上のぼり来きましし時とき、此処ここに到いたりて、闘たたかひ止やみぬと聞きたまひて、其その乗のれる船ふねを覆ふせて15坐いましき。故かれ、神かむ阜をかと号けき。々をかの形かたち、覆ふせたるに似たり。

　上かみ岡をかの里さと16。本もと、林はやし田だの里さとなり。土つちは中なかの下しも17。菅すげ、山やまの辺へに生おふ。故、菅すが生ふ18と曰いひき。一また云いはく、品ほむ太だの天すめら皇みこと、巡めぐり行いでましし時とき、井ゐを此この岡をかに闢はりたまひしに、水みづ甚いと清きよく寒さむかり19き。是ここに、勅みことのりして曰いひたまひしく、「水みづ、清きよく寒さむきに由より、吾わが意こころ、そがそがし20」といひたまひき。故、宗す我が冨ふと曰ひき。

　殿との岡をか21。殿とのを此この岡をかに造つくりき。故、殿岡と曰ひき。岡をかに柏かしは生おふ。

　日くさ下か部べの里さと22。人ひとの姓かばねに因よりて名なと為なす。土つちは中なかの々なか。

　立たつ野の23。立野と号けし所以は、昔、土はに師し弩の美みの宿すく禰ね24、出雲いづもの国くにに往来かよひ、日くさ下か部べの野のに宿やどり、病やまひを得えて死しにき。その時とき、出雲国の人来到きたりて連つらね立たち25、人ひと衆びと川かはの礫さざれいしを上あげて運はこび伝つたへて、墓はかの山やまを作たちき。故、立野と号けき。其その墓はか屋やを号けて出雲の墓屋と為なしき。

　林はやし田だの里さと26。本の名は談奈志27。土つちは中なかの下しも。談奈志と称ふ所以は、伊い和わの大おほ神かみ、国くにを占しめたまひし時とき、御み志しるしを此処ここに植てたまひしに、遂つひに楡の樹生おひき。故かれ、談奈志と称いひき。

　松まつ尾をの阜をか。品ほむ太だの天すめら皇みこと、巡めぐり行いでましし時とき、此処ここに日ひ暮くれぬ。此この阜をかの松まつを取とり、燎にはびと為なしたまひき。故かれ、松まつ尾をと名なづけき。

　塩しほ阜をか28。惟この阜をかの南みなみ、鹹からき水みづ29有あり。方たかさよこさ三み丈つゑ許ばかり。海うみと相あひ濶さかること、卅みそ里さと許ばかり、礫さざれいしを以もちて底そこと為なし、草くさを以もちて辺へと為なす。海うみの水みづと同ともに往来かよひ、満みつつ時ときは深ふかさ三み寸き許ばかりなり。牛うし、馬うま、鹿しか等ども、嗜このみて飲のめり。故、塩阜と号けき。

　伊い勢せ野の30と名づけし所以は、此この野の、人ひとの家いへ在あるごとに、静安やすきこと得ざりき。是ここに、衣きぬ縫ぬひの猪ゐ手て31、漢あや人ひとの刀と良ら等ら32が祖おや、此処ここに居をらむとして、社やしろを山やま本もとに立たてて、山やまの岑みねに在います神かみ、伊い和わの大おほ神かみの子、伊い勢せ都つ比ひ古この命みこと、伊い勢せ都つ比ひ売めの命みこと33を敬ゐやまひ祭まつりき。此これより以後のち、家いへ々いへ静安やすくして、遂つひに里さとと成なること得えて伊勢と号けき。

　伊い勢せ川がは34。神かみに因よりて名なと為なす。





１　たつの市新宮町の東南部。

２　皇子がないために賜った名。

３　安閑天皇。

４　天皇の寵愛を受けた人。

５　秋本吉郎（古典大系本）は、飾磨郡少川里に記された上大夫（秋本は上野と訂す）と同一人物とする。

６　所在不明。「鷁」は『新撰字鏡』に「水鳥。佐支（さぎ）」とある。

７　たつの市新宮町（旧揖保郡新宮町）觜崎の屛風岩。

８　俵を積んで天に登る梯子を架けたことをいう。

９　たつの市新宮町（旧揖保郡新宮町）佐野のあたり。

10　『姓氏録』和泉国皇別に「和気公、犬上朝臣と同じき祖。倭建尊の後なり」とある。

11　『続日本紀』霊亀二年（七一六）の記事に「大鳥・和泉・日根三郡を割きて、始めて和泉監を置く」とあり、これにより『新考』は『播磨』の成立を霊亀二年以前とする。

12　本文は「不レ便」とあり「不」を「わろき」と試訓した。このような返読式の表記が成り立つのは、奈良時代においてすでに漢文訓読が成り立っていたからだと推測される。

13　この神、他には伝承がない。新編全集本は伊予国から飾磨郡の英保里に移住した一族が奉じた神ではないかとする。

14　『万葉集』巻一・一四に大和三山が妻争いをした中大兄皇子の歌があり、この記事もその伝承と関係があるとする説がある。

15　古典大系本は喪船の棺とし、新編全集本は、旧勢力の引退を示す儀礼的動作とする。

16　たつの市神岡町のあたり。

17　古典大系本は、阿菩大神記事が不適当な箇所に挿入された追補記事とみて、「上岡里～土は中の下」までの記述を阿菩大神の標目記事として移動させている。

18　たつの市新宮町曽我井付近の山。

19　水が清浄で冷たいことをいう。

20　「スガスガシ」の母音交替形。清々しい。

21　たつの市神岡町入野の北の山。

22　たつの市龍野町のあたり。

23　たつの市龍野町の揖保川西岸の地域。「たつの」と訓む。「いづ＋み（泉）」と同じく、終止形「たつ」＋「の」の語構成。後の地名表記「竜野」は、その借訓。

24　土師氏は土器などを作ることを職とした氏族。『垂仁紀』三十二年に、野見宿禰が埴輪を考案し、その功績によって土部職に任じ、土部臣の姓を賜った、とある。

25　古典大系本・新編全集本は、人衆が連ね立っているとする。

26　たつの市林田町（旧揖保郡林田町）のあたり。

27　「談奈志」は難訓。諸説あるが未詳。

28　姫路市林田町の窪山城跡のあたり。

29　塩分を含んだ湧き水。

30　姫路市林田町の上伊勢・下伊勢のあたり。

31　衣服を縫うことを職掌とした氏族であろう。

32　朝鮮半島からの渡来人。

33　伊勢国風土記逸文に出てくる伊勢津彦と同神か。

34　大津茂川の上流。












　稲いね種だね山やま１。大おほ汝なむちの命みこと、少すくな日ひ子こ根ねの命みこと２、二ふた柱はしらの神かみ、神かむ前さきの郡こほり[image: ]はにの里さと生いく野のの岑みね３に在いまして、此この山やまを望のぞみ見みて云いひたまひしく、「彼その山やまは、稲いね種だねを置おくべし」といひたまひき。稲種を遣やりて、此この山やまに積つみき。山やまの形かたちも稲いな積づみに似にたり。故かれ、号なづけて稲いな積づみ山やま４と曰いひき。

　邑おほ智ちの駅うまや５。土つちは中なかの下しも。品ほむ太だの天すめら皇みこと、巡めぐり行いでましし時とき、此処ここに到いたりて、勅みことのりして云いひたまひしく、「吾あは狭さき地ところと謂おもひしに、此こは大おほ内うちなるかも」といひたまひき。故、大おほ内ち６と号けき。

　冰ひ山やま７。惟この山やまの東ひがしに流ながれ井ゐ８有あり。品太天皇、其その井ゐの水みづを汲くみたまひしに冰こほりき。故、冰山と号けき。

　欟つき折をれ山やま９。品太天皇、此この山やまにみ狩かりしたまひ、欟つき弓ゆみ10以もちて走はしり猪ゐを射いたまふ。即すなはち其その弓ゆみ折をれき。故、欟折山と曰ひき。此の山の南、石いしの穴あな有あり。穴あなの中なかに蒲かま生おふ。故、蒲かま阜をかと号けき。今に至りては生おひず。

　広ひろ山やまの里さと11。旧ふるき名なは握つかの村むら。土つちは中なかの上かみ。都つ可かと名づけし所以は、石いはの比ひ売めの命みこと12、泉いづみの里さとの波は多た為ゐの社もりに立たたして射いたまふに、此処ここに到りて、箭や尽ことごとに地つちに入いり、唯ただ、握つか許ばかり出いでたるのみ。故かれ、都つ可かの村むらと号なづけき。以後のち、石いし川かはの王おほきみ13、[image: ]すべ領をさ14たりし時とき、改あらためて広ひろ山やまの里さとと為なしき。

　麻あさ打うちの里さと。昔むかし、但たぢ馬まの国くにの人ひと、伊い頭づ志しの君きみ麻ま良ら比ひ、此この山やまに家いへ居ゐしき。二ふたりの女をみな、夜よる麻あさを打うちしに、麻あさを己おのが胸むねに置おきて死しにき。故かれ、麻あさ打うち山やま15と号なづけき。今いまに、此この辺あたりに居をる者もの、夜よるに至いたれば麻あさを打うたず。俗くに人ひと云いへらく「讃さぬ伎きの国くに」といふ16。

　意お比ひ川かは17。品太天皇の世みよ、出雲の御み蔭かげ大おほ神かみ18、枚ひら方かたの里さと神かむ尾を山やま19に坐いまして、毎ことごとに行みちゆく人ひとを遮さへ、半ば死しに半ば生いく20。その時とき、伯耆ははきの人ひと小こ保ほ弖て、因幡いなばの布ふ久く漏ろ、出雲の都つ伎き也やの三み人たり、相あひ憂うれへて21、朝庭みかどに申まをしき。是ここに、額ぬか田た部べの連むらじ久く等と々と22を遣やりて、禱のましめたまひき23。時ときに、屋や形かたを屋や形かた田だに作つくり、酒さか屋やを佐さ々さ山やまに作つくりて祭まつりき。宴遊うたげ24して甚いたく楽えらぎ、櫟いちひ山やまの柏かしはを帯おびに掛かけ腰こしに捶さしはさみて、此この川かはを下くだりて相厭おそ25ひき。故かれ、厭おそひ川かはと号なづけき。

　枚ひら方かたの里さと26。土は中の上。枚方と名づけし所以は、河かふ内ちの国くに茨まむ田たの郡こほり枚ひら方かたの里さとの漢あや人ひと、来到きたりて、始はじめて此この村むらに居をりき。故、枚方の里と曰ひき。

　佐さ比ひ岡をか27。佐比と名づけし所以は、出雲の大おほ神かみ28、神かむ尾を山やまに在いましき。此この神かみ、出雲の国くに人ひと、此処ここを経過すぐれば、十と人たりの中うち五いつ人たりを留とどめ、五いつ人たりの中うち三み人たりを留めたまひき。故、出雲の国人等、佐さ比ひ29を作つくりて此この岡をかに祭まつりしに、遂つひに和あまなひ30受うけたまはざりき。然しかる所以ゆゑは、比ひ古こ神がみ先さきに来きまして、比ひ売め神がみ後のちに来きましき。此この男ひこ神がみ鎮しづまること能あたはずして、行ゆき去さりたまひぬ。所その以ゆゑに、女ひめ神がみ怨うらみ怒いかりますなり。然しかして後のちに、河内の国茨まむ田たの郡こほり枚ひら方かたの里さとの漢あや人ひと、来至きたりて此この山やまの辺へに居をりて、敬ゐやまひ祭まつりき。僅わづかに和あまなひ鎮しづむることを得えたり。此この神かみ在いますに因よりて、名づけて神かむ尾を山やまと曰ひき。又、佐比を作りて祭りし処を、佐比岡と号けき。

　佐さ岡をか31。佐岡と名づけし所以は、難なに波は津づの宮みやの天すめら皇みこと32の世みよ、[image: ]つく紫しの田た部べを召めして、此この地ところを墾はらしめたまひし時とき、常つねに五月さつきを以もちて此この岡をかに集つどひ聚あつまり、飲さけ酒のみ宴うたげしき。故、佐岡と曰ひき。





１　姫路市の峰相山。

２　神前郡の記事に、この二神ががまん比べをした伝承がある。「堲の里」は底本による。諸注は「岡」を補い「堲岡の里」とする。

３　神河町（旧神前郡大河内町）にある山。

４　掲出地名には稲種山とある。古典全書本は稲積と稲種が同じものとして理解されている点に着目し、稲種は茎についたままのものであるとする。

５　姫路市太市中の向山遺跡がそれと思われる。

６　古典大系本は入り口が狭く内が広い土地とし、新編全集本は単に広々とした地とする。

７　所在不明。

８　水がこんこんと流れ出している泉。

９　姫路市太市中からたつの市龍野町中井に通じる槻坂。

10　槻の木で作った弓。「国家珍宝帳」には槻弓六張の記述があり、現在正倉院には二十四張の槻弓が伝存している。

11　たつの市龍野町誉田の広山のあたり。

12　出水里に出てくる石竜比売と同一神であろう。古典大系本は「竜」を補う。

13　『天武紀』八年三月に、吉備の大宰石川王薨去の記事があり、播磨国をも統治していたと思われる。とするならば、広山里への地名改名は天武天皇の時代であることが分かる。

14　『常陸国風土記』の総記に、孝徳天皇の時代に高向臣らを派遣して足柄山以東の諸国を総領させたとある。いくつかの国を含む広範囲の地域を統治すること。

15　太子町（旧揖保郡太子町）の阿曽のあたりか。夜に麻を打つことを禁忌とする習俗が、この地方に存したことに基づく伝承。

16　「俗人云へらく讃伎国」の下に本文脱落があると思われる。このままでは文意不明。

17　たつの市を流れる林田川。

18　この次に記された佐比岡説話には「出雲の大神」とある。出雲系の神であるが未詳。

19　「かむを」は境界に位置し、恐るべき神がこもる山（井手至説）。この山に鎮座する出雲の御蔭大神は、要路の交通を司る境界神であったと考えられる。

20　賀古郡鴨波の里にもあった交通妨害説話。半ばを殺し半ばを生かすという共通のパターンがある。

21　伯耆・因幡・出雲の三国にとって播磨国は、瀬戸内・畿内に入るための主要交通路であったことが分かる。

22　古事記によれば額田部湯坐連は天津日子根命を祖とする氏族。

23　『万葉集』巻十三・三二四一番歌に「天地をうれへ乞ひ禱のみ」とある。

24　酒宴。

25　川中で儀礼的な押し合いをする所作か。

26　太子町（旧揖保郡太子町）の佐用岡のあたり。

27　太子町（旧揖保郡太子町）の佐用岡。

28　先の地名説話に出てきた出雲の御蔭大神と同じ神と思われる。この説話も交通妨害に関するもの。

29　鋤の類。地名説話との関連で言えば、交通を妨害する「さへの神」と関わりがある。四段動詞「塞ふ」の連用名詞形か（井手至説）。

30　甘受する。

31　佐用岡の西北の佐岡山。

32　仁徳天皇を指す。正式の宮号は「難波高津宮」であり諸注釈書が指摘するように、「高」が脱落している可能性がある。下文にも他には見えない「小治田河原天皇」という記述がある。












　大おほ見み山やま１。大見と名なづけし所以ゆゑは、品ほむ太だの天すめら皇みこと、此この山やまの嶺みねに登のぼりて、四よ方もを望のぞみ覧みたまひき。故かれ、大見と曰いひき。御み立たちの処ところ、盤石いは有あり。高たかさ三み尺さか許ばかり２、長ながさ三み丈つゑ許ばかり３、広ひろさ二ふた丈つゑ許ばかり４なり。其その石いしの面おもてに、往ところ々どころ、窪くぼめる跡あと有あり。此を名づけて御み沓くつ及また御み杖つゑの処ところ５と曰ひき。

　三み前さき山やま。此この山やまの前さき、三みつ有あり。故、三前山と曰ひき。

　御み立たち阜をか６。品太天皇、此の阜をかに登のぼりて、国くにを覧みたまひき。故、御立岡と曰ひき。

　大おお家やけの里さと７。旧ふるき名なは大おほ宮みやの里さとなり。土つちは中なかの上かみ。品太天皇、巡めぐり行いでましし時とき、此の村に営みや宮づくり８したまひき。故、大おほ宮みやと曰ひき。後のち、田た中なかの大まへつ夫ぎみ９、宰みこともちたりし時ときに至いたりて、大おお宅やけの里さとと改あらためき。

　大おほ法のり山やま10。今の名は、勝すぐり部べの岡をかなり。品太天皇、此の山に大おほき法のり11を宣のりたまひき。故、大法山と曰ひき。今12、勝すぐり部べと号くる所以は、小を治はり田だの河かは原らの天すめら皇みこと13の世みよ、大倭やまとの千ち代よの勝部等すぐりべ14を遣つかはして、田たを墾はらしめ、此の山の辺へに居をりき。故、勝すぐり部べの岡をかと号く。

　上かみの筥はこ岡をか・下しもの筥はこ岡をか・魚な戸へ津つ・朸あふこ田だ。宇う治ぢの天すめら皇みこと15の世みよ、宇う治ぢの連むらじ等ら16が遠とほつ祖おや、兄え太た加か奈な志し・弟おと太た加か奈な志しの二ふ人たり、大おほ田たの村むらの与よ冨ふ等との地ところを請こひて、田たを墾はり蒔たねまかむとして来きたりし時とき、廝かしは人で17、朸あふこ18を以もちて食をしもの具のうつは等など19の物ものを荷になひき。是ここに、朸あふこ折をれて荷に落おちき。所以ゆゑに、奈な閇へ20落おちし処ところは、魚な戸へ津つと号なづけ、前さきの筥はこ落おちし処ところは、上かみ筥はこ岡をかと名づけ、後しりへの筥落ちし処は、下しも筥はこ岡をかと曰ひ、荷になへる朸あふこ落おちし処ところは、朸あふこ田だと曰いひき。

　大おほ田たの里さと21。土つちは中なかの上かみ。大田と称ふ所以は、昔、呉くれの勝すぐり、韓国より度わたり来きて、始はじめ、紀伊きの国くに名な草ぐさの郡こほり大おほ田たの村むらに到いたりき。其その後のち、分わかれ来きて、摂津つの国くに三み嶋しま賀か美みの郡大田の村に移うつり到いたりき。其それ又また、揖いひ保ぼの郡大田の村に遷うつり来たりき。是ここに、本もとの紀伊きの国くに大おほ田たを以もちて名なと為なしき。

　言こと挙あげ阜をか22。右、言挙阜と称ふ所以は、大おほ帯たらし日ひ売めの命みこと23の時とき、軍いくさ行ゆく日ひ、此この阜をかに御おはしまして、軍いくさ中びとに教令のりごと24して曰ひたまひしく、「此この御み軍いくさは、慇懃ゆめ言こと挙あげな為せそ」といひたまひき。故、号けて言こと挙あげの前さき25と曰ひき。

　鼓つづみ山やま26。昔、額ぬか田た部べの連むらじ27伊い勢せと神みわ人びと腹はらの太おほ文ふみ28と相あひ闘たたかひし時とき、鼓つづみを打ち鳴して（　）29。故、号けて鼓山と曰ひき。山の谷に檀まゆみ生おふ。

　石いは海みの里さと30。土つちは惟これ31上かみの中なか。右、石海と称ふ所以は、難なに長なが柄らの豊とよ前さきの天すめら皇みこと32の世みよ、是この里さとの中なかに、百もも便だる33の野の有ありて、百もも枝えの稲いね生おひき。阿曇あづみの連むらじ34百もも足たり、其その稲いねを取とりて献たてまつりき。その時とき、天すめら皇みこと勅みことのりして曰いひたまはく、「此この野のを墾はりて田たを作つくるべし」といひたまひき。阿曇あづみの連むらじ太た牟むを遣つかはして、石海の人夫よぼろを召めして墾はらしめき。故かれ、野のの名なを百もも便だると曰ひ、村を石海と号けき。

　酒さか井ゐ野の。右、酒井といふ所以は、品太天皇の世みよ、宮みやを大おほ宅やけの里さとに造つくり、井ゐを此この野のに闢ひらきて、酒さか殿どのを造つくり立たてたまひき。故、酒井野と号けき。

　宇う須す伎き津つ35。右みぎ、宇須伎と名づけし所以は、大帯日売命36、韓から国くにを平たひらげむとして、度わたり行いでましし時とき、御み船ふね宇う頭づ川がはの泊とまりに宿はてたまひき。此この泊とまりより伊い都つに度わたり行いでましし時とき、忽たちまちに逆さかしま風かぜに遭あひて、進すすみ行ゆくこと得えずして、船ふな越こし37より御み船ふねを越こすに、船ふね、猶なほ亦また、進すすむことを得えず。百おほみ姓たからを追おひ発おこし38て、御船を引かしめき。是ここに一女人をみな有ありて、資たすけむために、己おのが真まな子こを上たてまつらむとして江えに堕おちき39。故、宇須伎40と号けき。新いまの辞ことばは、伊い波は須す久く41といふ。

　宇う頭づ川がは42。宇頭川といふ所以は、宇う須す伎き津つの西にしの方かた、絞う水づ43の淵ふち有あり。故、宇頭川と号けき。是これ、大帯日売命、宿ふな船はての泊とまりなり。

　伊い都つの村むら44。伊都と称ふ所以は、御み船ふねの水手かこ45等ども云いひしく、「何時いつか此この見みゆる所ところに到いたらむかも」といひき。故、伊都と曰ひき。

　雀すずめ嶋しま46。雀嶋と号けし所以は、雀すずめ多さはに此この嶋しまに聚あつまれり。雀嶋と曰ひき。草くさ木き生おひず。

　浦うら上かみの里さと47。土つちは上かみの中なか。右みぎ、浦上と号なづけし所以ゆゑは、昔むかし、阿曇あづみの連むらじ百もも足たり等ら、先さきに難なに波はの浦上に居をり、後のちに此この浦上に遷うつり来きたれり。故かれ、本居うぶすな48に因よりて名なと為なしき。

　御み津つ49。息おき長なが帯たらし日ひ売めの命みこと、御み船ふねを宿はてたまひし泊とまりなり。故かれ、御津と号けき。

　室原むろふの泊とまり50。室むろ51と号けし所以は、此の泊、風を防ふせくこと室むろの如ごとし。故、因りて名と為しき。

　白貝おふ52の浦うら。昔、白貝在ありき。故、因りて名と為しき。

　家いへ嶋しま53。人おほみ民たから、家いへを作つくりて居をりき。故かれ、家嶋と号けき。竹たけ、黒葛つづら等など生おふ。

　神かみ嶋しま54、伊い刀と嶋しま等など55。神嶋と称いふ所以は、此の嶋しまの西にしの辺へに石いし神がみ56在あり。形かたち、仏ほとけの像みかたに似にたり。故、因りて名と為しき。此の神かみの顔かほ色いろ、五いつ色いろの玉たま57のごとし。又また、胸むねに流ながるる涙なみだ有あり。是こも五色なり。泣なきし所以ゆゑは、品ほむ太だの天すめら皇みことの世みよ、新羅しらきの客まらひと来朝まゐき58けり。仍よりて此の神の奇偉あやしき59を見て、常つねならぬ珍うづの玉たま60と為して、其その面おもての色いろを屠ほふり、其の一瞳まなこを堀ほりき。神かみ、由よりて泣なけり。是ここに、大いたく怒いかる。即すなはち暴あからし風まかぜを起おこし、客まらひとの船ふねを打うち破やぶりき。高たか嶋しまの南みなみの浜はまに漂ただよひ没しづみて、人ひと悉ことごとに死亡しにき。乃よりて其その浜はまに埋うめき。故かれ、号なづけて韓から浜はまと曰ひき。今いまに、其そ処こを過すぐる者もの、心こころに慎つつしみ固かたく戒いましめ61、韓から人ひとと言いはず。盲の事ことに拘かかはらず。

　韓から荷にの嶋しま62。韓人の破やぶれし船ふね、漂ただよへる物もの、此ここの嶋しまに漂ひ就つきき。故、韓荷の嶋と号けき。

　高たか嶋しま63。高たかさ当処ここの嶋しま等じまに勝まされり。故、高嶋と号けき。

　萩はぎ原はらの里さと64。土つちは中なかの々なか。右、萩原と名づけし所以は、息おき長なが帯たらし日ひ売めの命みこと、韓から国くにより還かへり上のぼりましし時とき、御み船ふね此この村むらに宿はてたまひき。一ひと夜よ65の間ほどに、萩はぎひ根ともと生おひき。高たかさ一ひと丈つゑ許ばかりなり。仍よりて萩原と名づけ、御み井ゐを闢はりたまひき。故かれ、針はり間ま井ゐ66と云ひき。其の処ところは墾はらず。又また、罇もたひ67の水みづ溢あふれて井ゐと成なりき。故、韓からの清し水みづと号けき。其の水、朝あしたに汲くめども朝あしたに出いでず68。尓しかして酒さか殿どのを造つくりき。故、酒さか田たといひき。舟ふね69、傾かたぶき乾かはきぬ。故、傾かたぶき田たと云ひき。舂米よねつき女め等ら70が陰ほと、陪おも従とびと婚くなぎ断たち71き。故、陰ほと絶たち田だと云ひき。仍りて萩はぎ多さはに栄さかえき。故、萩原と云ひき。尓しかして祭まつれる神かみは少すくな足たらしの命みこと72に坐ます。

　鈴すず喫くひ岡をか73。鈴喫と号けし所以は、品太天皇の世みよ、此この岡をかに田かり74したまひしに、鷹たかの鈴すず75堕落おち、求もとむれども得えざりき。故、鈴喫岡と号けき。

　少を宅やけの里さと76。本もとの名なは、漢あや部べの里なり。土つちは下しもの中なか。漢部と号けし所以は、漢あや人ひと此この村むらに居をりき。故かれ、以もちて名なと為なしき。後のちに改あらためて少を宅やけと曰ひし所以ゆゑは、川か原はらの若わか狭さ77の祖父おほぢ、少を宅やけの秦はたの公きみ78の女むすめに娶あひて、其その家いへを少を宅やけと号なづけき。後のち、若わか狭さの孫うまご智ち麻ま呂ろ、任よさされて里さと長をさと為なりき。此これに由よりて、庚かのえ寅とらの年とし79、少を宅やけの里さとと為なしき。

　細螺しただみ川がは80。細螺川と称いひし所以は、百おほみ姓たから田たを為つくり溝みぞを闢ひらきしに、細螺81多さはに此この溝みぞに在ありき。後のち、終つひに川と成る。故かれ、細螺川と曰ひき。

　揖いひ保ぼの里さと82。土は中の中。粒いひぼと称いひし所以は、此の里さと、粒いひぼ山やまに依よる。故かれ、山やまに因よりて名なと為なしき。





１　所在には諸説ある。

２　約九十センチ。

３　約九メートル。

４　約六メートル。

５　石の表面にある窪みを。品太（応神）天皇の沓跡と杖をついた跡とする。説話では、このような証拠物件が残っていると語ることが多い。

６　太子町（旧揖保郡太子町）の立岡山。

７　姫路市勝原区および太子町の西部のあたり。

８　日本書紀古訓「ミヤヅクリ」。

９　『姓氏録』に「田中朝臣、武内宿禰五世孫稲目宿禰の後なり」とある。

10　姫路市勝原区の朝日山。

11　重大な法令の意。内容は未詳であるが播磨国に関する法令か。

12　風土記において説話ではない地の文における「今」とは、編纂時点を指すと思われる。

13　推古天皇説と斉明天皇説がある。

14　勝部は渡来系氏族村主氏の部民。

15　応神天皇の皇子、菟道稚郎子。

16　『姓氏録』に「饒速日命六世孫、伊香我色雄命の後なり」とある。物部氏と同族。

17　使人。使用人。

18　物をかつぐ棒。

19　食事の道具。

20　鍋。

21　太子町（旧揖保郡太子町）大田・上大田のあたり。

22　所在不明。

23　神功皇后。

24　律令用語。訓令。

25　言葉に出して意思表示をすること。

26　太子町（旧揖保郡太子町）大田原の旧楯鼓原。

27　上文、意比川の説話に同族、額田部連久等々の名がみえる。

28　『姓氏録』に「大国主命五世孫、大田々根子命の後なり」とある。

29　原文「打鳴鼓而之」とあり、このままでは文意が通らない。「而」と「之」の間に、何らかの脱字があると思われる。諸注「闘」を補入するが、底本に従う。

30　姫路市網干区・余部区・太子町の南部およびたつの市御津町（旧揖保郡御津町）のあたり。

31　この「惟」の用字は、『尚書』禹貢の土品記載に学んだと思われる。

32　孝徳天皇。

33　「ももだる」の訓は、植垣節也（新編全集本）の説に従う。

34　『姓氏録』に「綿積命の児穂高見の命の後なり」とある。

35　姫路市網干区宮内の魚吹（うすき）八幡が遺称地とされる。

36　神功皇后。

37　たつの市御津町（旧揖保郡御津町）新舞子海岸の北のあたり。古代、海路の難所を避けて陸に船を運び上げた。その陸揚げの場所。

38　人員を追加徴発すること。

39　「資けむ～」以下、難訓で諸説ある。ここでは古典全書本の訓読に従う。

40　「うすき」は驚きあわてる意。新編全集本は「ウス（失す）を語源とする話が原型」とする。

41　未詳。イススクと訂する説もある。

42　揖保川と林田川の合流点のあたりか。

43　川の流れが渦を巻いている淵。

44　たつの市御津町（旧揖保郡御津町）岩見伊都のあたり。

45　舵を取る人。船頭。

46　瀬戸内海の四十四島。

47　たつの市揖保町の南部、同市御津町の西部あたり。

48　生まれ育った本拠地。

49　たつの市御津町の岩見港のあたり。

50　たつの市御津町（旧揖保郡御津町）の室津のあたり。

51　四方が囲われた部屋（室）のように、風を避けることができる泊。

52　室津の大浦のあたり。『和名抄』に「於富（おふ）」と訓む。蛤の類か。

53　瀬戸内海家島群島の家島。

54　家島群島の上島。

55　諸注「等」を「東」の誤りとするが、底本に従う。

56　神の石像。

57　五色は、古代中国の五行思想の影響によるか。

58　朝鮮半島からの渡来人。

59　霊妙な様子。

60　珍しく霊妙な宝石。

61　神の怒りを買った出来事を記憶して、禁句の言葉を口に出さないこと。

62　室津港沖の、沖の唐荷島・中の唐荷島・地の唐荷島。

63　家島群島の西島。

64　たつの市揖保町萩原のあたり。

65　わずか一晩で萩の芽が出たこと。

66　「井」を闢ったところから名づけられた。国名「播磨」と関係があると思われる。

67　酒壺、酒樽。

68　難解な句。汲めども尽きないの意、朝のうちに一杯になる、朝には使わない、などの諸説あるが、定説はない。試みに「朝汲もうとしても朝は水が出ない」と解釈する。

69　酒船のこと。その船が傾いて酒があふれ出し、すっかり乾いてしまった。

70　神に捧げる稲をつく女性。

71　神聖な舂米女と従者の密通の意か。

72　他にみえない神。

73　所在不明。

74　狩。田猟。

75　鷹狩りの鷹に付けられた鈴。

76　たつの市龍野町小宅北のあたり。

77　『姓氏録』によると、「広階連と同じき祖。陳の思王植の後なり」とある。

78　『姓氏録』によると秦の始皇帝の子孫の後裔。この記事は、渡来系氏族の伝承に由来する。

79　持統天皇四年（六九〇）。

80　所在不明。

81　巻き貝。

82　たつの市伊保町揖保上・揖保中のあたり。












　粒いひぼ丘をか１。粒丘と号なづけし所以ゆゑは、天あめの日ひ槍ぼこの命みこと２、韓から国くにより度わたり来きて、宇う頭づの川かは底じり３に到いたりて、宿やど処りを葦あし原はら志し挙こ乎をの命みこと４に乞こひて曰いひしく、「汝いましは国くに主ぬしたり。吾わが宿やどらむ処ところを得えまく欲おもふ」といひき。志し挙こ、海わた中なかを許ゆるしき。その時とき、客まらひと神のかみ、剣つるぎを以もちて海水うしほを攪かきて宿やどり５たまひき。主あるじの神かみ、客まらひと神のかみの盛さかりなる行わざを畏かしこみて、先さきに国くにを占しめむと欲おもひて、巡めぐり上のぼりて粒いひぼ丘をかに到いたりて飡みをしし６たまふ。此ここに、口くちより粒いひぼ落おちき。故かれ、粒いひぼ丘をかと号なづけき。其その丘をかの小さざれ石いし、比ひとしく能よく粒いひぼに似にたり。又また、杖つゑを以もちて地つちに刺さす７。即すなはち杖つゑの処ところより寒泉しみづ湧わき出いでて、遂つひに南みなみと北きたとに通かよひき。北は寒く南は温ぬるし。白朮をけら８生おふ。

　神かみ山やま。此この山やまに石いし神がみ在います。故かれ、神山と号けき。椎しひの子み生なり、八は月づきに熟うむ。

　出いづ水みの里さと９。此の村むらに寒泉しみづ出いづ。故かれ、泉いづみに因よりて名なと為なしき。土つちは中なかの々なか。

　美み奈な志し川がは10。美奈志川と号けし所以は、伊い和わの大おほ神かみの子みこ、石いは龍たつ比ひ古この命みことと妹いも石いは龍たつ売ひめの命みことと二ふたはし神らのかみ、川の水を相あひ競あらそひ11たまひき。妋せの神かみ12、北きたの方かた越こし部べの村に流さむと欲おもほし、妹いもの神かみ、南の方泉いづみの村に流さむと欲おもほしき。その時、妋の神、その山やまの岑みねを踰ふみて13流ながし下くだしき。妹いもの神かみ見て、理ことはりに非あらじと以為おもふ。即すなはち指さし櫛ぐし14を以もちて、其の流るる水を塞ふさぎて、岑みねの辺へより溝みぞを闢ひらき、泉の村に流して格あらそひ15たまひき。ここに妋の神、復また泉の底しもの川かはに到り、流れを奪うばひて西にしの方かた桑くは原はらの村に流さむとしたまひき。是ここに、妹いもの神かみ、遂つひに許さずして密樋したひ16を作つくり、泉の村の田の頭ほとりに流し出いだしたまひき。此これに由よりて、川の水絶へて流れず。故、无水みなし川がはと号けき。

　桑くは原はらの里さと17。旧ふるき名なは、倉くら見みの里さとなり。土つちは中なかの上かみ。品ほむ太だの天すめら皇みこと、欟つき折をれ山やまに御み立たちまして覧みたまひし時とき、森然いよよかに18倉くら見みえき。故かれ、倉くら見みの村むらと名づけき。今、名を改めて桑くは原はらと為なす。一また云いはく、桑原の村主すぐり等ら19、讃さ容よの郡こほりの桉くらを盗ぬすみて将もち来こしに、其その主ぬし認つなぎ20来きて、此この村むらに見みあらはしき。故かれ、桉くら見みと曰いひき。

　琴こと坂さか21。琴坂と号けし所以は、大おほ帯たらし比ひ古この天すめら皇みこと22の世みよ、出雲いづもの国くにの人ひと、此この坂さかに息いこひき。一老父おきな有ありて、女子をとめと俱ともに、坂さか本もとの田たを作つくりき。是ここに、出雲いづも人びと、其その女をとめを感かまけしめむ23と欲おもひて、琴ことを弾ひきて聞きかしめき。故、琴坂と号けき。此処ここに銅どう牙げ石じやく24有あり。形かたち、双すぐ六ろく25の綵さえに似にたり。





１　たつの市揖保町揖保上の北方、ナカジン山。

２　『垂仁紀』三年三月の記事に「新羅の王子、天の日槍来帰」、『古事記』中巻に、「昔」の出来事として逃げた妻を追って難波に来たという説話が記されている。

３　宇頭川の河口。新編全集本は、下流ではなく川辺のこととする。

４　『古事記』の大汝命と同じ神。新編全集本では、播磨の地方神である可能性も指摘している。

５　古事記の国生み神話では、イザナキ・イザナミの二神が天の浮き橋で、矛を差し下して潮を搔き鳴らして、オノゴロ島が誕生する。また、国譲り神話では、タケミカヅチ神が、逆さまに立てた剣の上に胡座を組んで大国主神に談判する。霊異と勢いが盛んであることを示す行為。

６　食事をする。

７　国占めの行為。杖を刺したところから水が湧き出し、井泉が闢かれる説話は、『常陸国風土記』にもある。

８　薬草。

９　たつの市揖西町の東部あたり。

10　たつの市を流れる中垣内川。

11　灌漑用水をめぐる水争い。

12　男神。夫の神。

13　「越（こえ）て」と訓む説もあるが、後出の讃容郡久都野の記事、託賀郡地名説話などの例により「踰（ふみ）て」と訓む説に従う。

14　頭髪に挿す櫛の呪力によって水を遮った。

15　戦い打つ意。「格、撃也」（『後漢書』列伝三十六、陳寵伝、章懐太子李賢注）。

16　地下に水を流すための樋。

17　たつの市揖西町の西部あたり。

18　「いよよかに」の訓は、『新撰字鏡』「森々　伊与々加尓」による。樹木が高く聳えるさま。

19　渡来系氏族。『姓氏録』に「漢の高祖の七世の孫、万徳の使主より出づ」とある。

20　跡を追い求める。

21　たつの市構の西方。

22　景行天皇。

23　心を動かそうと。

24　『延喜式』典薬寮に播磨国産出の「銅牙一斤」の記事が見えている。自然銅の一種か。

25　『万葉集』巻十六に「双六の頭を詠む歌」（三八二七番）がある。時として双六に熱中することがあり、『持統紀』には双六を禁止する記事がある。












　　　讃容郡

　讃さ容よの郡こほり１。讃容と云いひし所以ゆゑは、大おほ神かみ妹いも妋せ二ふた柱はしら２、各おのもお競のもきほひて国くに占しめましし時とき、妹いも玉たま津つ日ひ女めの命みこと、生いける鹿しかを捕とり臥ふせ、其その腹はらを割さきて、稲いねを其その血ちに種まき３き。仍りて一ひと夜よの間ほどに苗なへ生おひ、取りて殖ゑしめき。ここに、大おほ神かみ勅みことのりして云いひたまひしく、「汝なに妹も４は、五月夜さよに殖うゑつるかも」といひたまひて、他あだし処ところに去りたまひしかば、五月夜さよの郡こほりと号なづけ、神かみを賛さ用よ都つ比ひ売めと名なづけき。今も讃さ容よの町まち田だ５有あり。鹿しか放はなちし山やまは、鹿か庭には山やま６と号なづけき。山やまの四よ面もに十とをあま二りふたつの谷たに有あり。皆みな、鉄まがねを生おふること有あり。難なに波はの豊とよ前さきの朝庭みかど７に始はじめて進りき。見顕しし人は別わけ部べの犬いぬ８、其の孫うまご等ら、奉発文初９。

　讃容郡、事ことは里さと10も同おなじ11。土つちは上かみの中なか。吉え川がは12。本もとの名なは、玉たま落おち川がは。大おほ神かみの玉たま、此の川に落ちき。故かれ、玉たま落おちと曰いひき。今、吉川と云いふは、稲いな狭さ部べの大おほ吉え川がは13、此この村むら14に居をりき。故かれ、吉川と曰ひき。其その山やま　黄連かくまぐ15生さおふ。

　桉くら見み16。佐さ用よ都つ比ひ売め、此この山やまに金かねの桉くら17を得えたまひき。故、山の名を金かな肆くら、川の名を桉見と曰ひき。

　伊い師し18。是これ桉見の河かは上かみ。川の底そこ、床とこ19のごとし。故、伊師と曰ひき。其の山に、精鹿20、升とりの麻あしぐさ21生おふ。

　速はや湍せの里さと22。土つちは上かみの中なか。川かはの湍せ速はやきに依りき。速はや湍せの社やしろに坐います神かみ、広ひろ比ひ売めの命みこと23は故こ那な都つ比ひ売め24の弟おとなり。

　凍こほり野の25。広比売命、此この土くにを占しめたまひし時とき、凍冰ひこほりき。故、凍野、凍こほり谷たにと曰いひき。

　邑お宝ほの里さと26。土つちは中なかの上かみ。弥み麻ま都つ比ひ古この命みこと27、井ゐを治はりて糧かれいひ28を飡をしたまひて云いひしく、「吾あは多おほくの国くにを占しめつ」といひたまひき。故かれ、大おほの村むら29と曰ひき。井を治りたまひし処ところは、御み井ゐの村むらと号なづけき。

　鍫くは柄え川がは30。神かむ日ひ子この命みこと31の鍫くはの柄えを、此の山に採とらしめき。故、其の山の川、号けて鍫柄川と曰ひき。

　室むろ原はら山やま32。風を屛ふせく33こと室むろのごとし。故、室原と曰ひき。人かのに参けぐさ、独活うど、監漆やまあさ、升とりの麻あしぐさ、白朮をけら、石いし灰ばひ34を生いだす。

　久く都づ野の。弥み麻ま都つ比ひ古この命みこと、告のりて云いひたまひしく、「此の山は、踰ふまば崩くづるべし」といひたまひき。故、久都野と曰ひき。後のち、改めて宇う努のと云ひき。其その辺あたりは山やまたり。中央まなかは野のたり。

　柏かしは原ばらの里さと35。柏かしは多さはに生おふるに由よりて、号なづけて柏原と為なしき。

　筌うへ戸と36。大おほ神かみ37、出雲いづもの国くにより来きましし時とき、嶋しま村むらの岡をかを以もちて呉床あぐら38と為して坐いまして、筌うへ39を此この川かはに置おきたまひき。故かれ、筌うへ戸とと号なづけき。魚いを入いらずして鹿しか入いりき。此こを取とりて鱠なます40に作つくり、食をしたまふに口くちに入いらずして地つちに落おちき。故かれ、此処ここを去さりて他あたしところに遷うつりたまひき。

　中なかつ川がはの里さと41。土つちは上かみの下しも。仲なかつ川がはと名なづけし所以ゆゑは、苫とま編みの首おびと等ら42の遠とほつ祖おや、大おほ仲なかつ子こ、息おき長なが帯たらし日ひ売めの命みこと、韓から国くにに度わたり行ゆきたまひし時とき、船ふね淡あは路じの石いは屋やに宿はてき。その時とき、風かぜ雨あめ大おおきに起おこり、百おほみ姓たから悉ことごとに濡ぬれき。時ときに、大おほ中なかつ子こ、苫とま43以もちて屋やを作つくりき。天すめら皇みこと44勅みことのりして云いひたまひしく、「此こは国くにの富とみたり」といひたまひ、姓かばねを賜たまひて苫とま編みの首おびとと為なしたまひき。仍よりて此処ここに居をりき。故、仲川の里と号けき。

　引ふな船ひき山やま45。近江あふみの天すめら皇みことの世みよ、道ち守もりの臣おみ、此この国くにの宰みこともちとして、官おほやけの船ふねを此この山やまに造つくりて、引ひき下くださしめき。故かれ、船ふな引ひきと曰いひき。此この山やまに鵲かささぎ住すめり。一あるは韓から国くにの烏からすと云いふ。枯から木きの穴あなに栖すみ、春時はるは見みえ、夏なつは見みえず。人かのに参けぐさ・細みらの辛ねくさ生おふ。

　昔むかし46、近江天皇47の世、丸わに部べの具そなふ48有ありき。是れ仲なかつ川がはの里さとの人ひとなりき。此この人ひと、河かふ内ちの国くに兔寸とのき49の村むら人びとの[image: ]もちきたる50剣つるぎを買ひ取りき。剣を得て以後のち、家いへを挙こぞりて滅亡ほろびき51。然しかして後のち、苫とま編み部べの犬いぬ猪ゐ、彼その地ところの墟あとを圃たかへす52に、土つちの中なかに此の剣を得たり。土つちと相あひ去さること53、廻めぐり一ひと尺さか許ばかりなり。其その柄え朽くち失うせて、其その刀は渋さびず。光ひかり、明あきらけき鏡かがみの如ごとし。是ここに、犬いぬ猪ゐ、心こころに恠あやしと懐おもひ、剣を取りて家に帰り、仍よりて鍛人かぬち54を招まねきて、其その刀はを焼やかしめき。その時とき、此の剣、屈のび申かがみすること蛇へみの如ごとし55。鍛人かぬち大おほきに驚おどろき、営つくらずして止やみぬ。是ここに、犬いぬ猪ゐ、異あやしき剣と以為おもひて、朝庭みかどに献たてまつりき。後のち、浄きよ御み原はらの朝庭みかど56の甲きのえ申さるの年とし57七月ふみづき、曽そ祢ねの連むらじ58麿まろを遣つかはして、本もとつ処ところに返し送りき。今に、此この里さとの御み宅やけに安置おけり。北きたの山やまの辺ほとりに、李すもも五いつ根もと有あり。仲しも冬つきに至いたるまで、其その実み落おちず。

　弥み加か都づ岐き原はら59。難なに波は高たか津つの宮みやの天すめら皇みこと60の世みよ、伯耆ははきの加か具ぐ漏ろ61、因幡いなばの邑おほ由ゆ胡こ62二ふ人たり、大いたく驕おごりて節わきまへ无なく、清すみ酒さけを以もちて手て足あしを洗あらひき63。是ここに、朝庭みかど、度ほとに過すぎたりと為して、狭さ井ゐの連むらじ64佐さ夜よを遣やりて、此この二ふ人たりを召したまひき。その時、佐さ夜よ、仍よりて悉ことごとに二ふ人たりの族やからを禁とらへて65赴まゐ参おもぶく時とき、屢しばしば、清し水みづの中なかに酷いたく拷たしなめき66。中なかに女をみな二ふ人たり有あり。玉たまを手て足あしに纏まけり。是ここに、佐さ夜よ、恠あやしび問とふ。答こたへて曰いはく、「吾あは67服部はとりの弥み蘇その連むらじ68、因幡いなばの国くにの造みやつこ阿あ良ら佐さ加か比ひ売めを娶めとりて生うめる子こ、宇う奈な比ひ売め、久く波は比ひ売め69ぞ」といひき。その時、佐夜驚きぬ。此こは執政おほき大まへつ臣ぎみ70の女むすめなれば還かへし送おくりき。送りし処を見み置おき山やまと号け、溺かづけし処を美み加か都づ岐き原はらと号けき。

　雲う濃のの里さと71。土つちは上かみの中なか。大おほ神かみの子みこ、玉たま足たらし日ひ子こ・玉たま足たらし比ひ売めの命みことの生うめる子こ、大おほ石いしの命みこと72、此この子こ、父ちちの心うらに称かなへり73。故かれ、有う怒のと曰いひき。

　塩しほ沼ぬまの村むら。此この村むらに海水うしほ出いづ。故、塩沼の村といひき。





【讃容の郡】

１　佐用町（旧佐用郡佐用町・上月町・南光町・三日月町）。

２　古典大系本は「伊和大神」とするが、当郡には伊和大神の確実な例はない。

３　苗作りに獣の血を用いることは、賀毛郡雲潤の里にも記されている。呪的な儀礼であると同時に、血の滋養が肥料としても効果があったか。

４　「なにも」は、女性に対する親しみを込めた言い方。

５　「町」は田の区画。諸注、亀卜の町形の刻みで豊饒を占った田であろうとする。

６　佐用町（旧佐用郡佐用町）の大撫山。

７　孝徳天皇

８　和気氏に仕えた部民の名。

９　難解な句。古典大系本「たてまつりはじめき」、新編全集本「はじめてたてまつりき」、山川本「たてまつりそめき」。本書では訓読せず、後考を俟つ。

10　佐用町佐用（旧佐用郡佐用町）の北西部を除いたあたり。

11　諸注、この一文を底本の誤写として「讃容の里、事は郡と同じ」と校訂する。前条の記事との文脈でいうなら、確かに不自然ではあるが、底本のままとする。

12　江川。佐用川の支流。

13　他には見えない。

14　佐用町佐用（旧佐用郡佐用町）の北西部のあたり。

15　薬草。

16　佐用川の別名か。

17　金属を使用した鞍。

18　佐用町上石井・下石井（旧佐用郡佐用町）のあたりか。

19　通説では地名「伊師」を説明する読みとして椅子（いし）を音読したものとするが従いがたい。しばらく「とこ」と訓み後考を俟つ。

20　他の文献にはみえない植物名。訓不明。

21　薬草。『延喜式』典薬寮に、播磨国より進上する薬草の中に名が見える。

22　佐用町早瀬（旧佐用郡上月町早瀬）のあたり。

23　他には見えない神。

24　他には見えない神。古典大系本は井上通泰説（『新考』）に従い、「散用都比売」とする。

25　佐用町（旧佐用郡上月町上月）のあたりか。

26　佐用町（旧佐用郡上月町の南東部）のあたり。

27　飾磨郡に大三間津日子命とあったのと同一神（人物）か。孝昭天皇とする説もあるが、記紀をはじめとして上代文献で孝昭天皇に関する説話は見られない。

28　携行用の食糧。干し飯。

29　内田忠賢によれば「村」とは、里を構成しかつ伝承を有する集落、もしくは里への所属は不明ながら伝承の文脈を構成する集落、を指すという。この説に従うなら、「村」とは、居住し生活している人々が感じる、自然な生活空間の認識にほぼ等しいと考えられる。

30　秋里川か。

31　他に見えない神。

32　所在不明。

33　風を遮り防ぐ。

34　独活・監漆・升麻・白朮の四種類は、『延喜式』典薬寮に、播磨国より進上する薬草の中に名が見える。

35　佐用町（旧佐用郡南光町の南部）のあたり。

36　佐用町を流れる千種川。

37　古典大系本は、伊和大神とする。讃容郡には、伊和大神と特定できる記事がない。

38　腰をかける床几。

39　竹で作った魚を捕る器。『文選』巻十二「江賦」の李善注「筌、捕魚之器。以竹為之」

40　料理。生のままで調理する。

41　佐用町三日月（旧佐用郡三日月町）のあたり

42　他には見えない氏族名。

43　菅や茅を編んで屋根や周囲を覆うもの。苫編の姓は本来この職掌によるものと思われるが、この説話では息長帯日売命の発言を命名の由来としているようである。

44　ここでは息長帯日売命（神功皇后）を指す。

45　佐用町三日月（旧佐用郡三日月町）の山。古典大系本は、この記事を「追補採録の記事が不適当な位置に挿入せられたものと認め」次の霊剣説話の後に移して校訂した。新編全集本もこれに従うが、底本のままとする。

46　『播磨』で「昔」と記される場合、その多くは地名説話導入における類型的用法がほとんどであるが、ここでの「昔」は説話・伝承引用の用法である。

47　天智天皇。

48　丸部は既出。

49　和泉の国大島郡に延喜式内社「等乃伎神社」とある。角川文庫旧版に「当国風土記成立当時、和泉国がまだ河内国の内であった傍証ともなる」と指摘する。

50　もたらす。

51　この剣を手に入れたことが滅亡の原因と思われる。不吉な背景が考えられよう。

52　土地を耕して田畑を作る。

53　古典大系本は、剣が土にすっかり埋まっていなかったとし、新編全集本は空洞のようになっていたとするが、文意未詳である。

54　鍛冶職の人。

55　剣を焼いて鍛え直したところ蛇のように伸び縮みした。剣の霊妙さの現れ。

56　天武天皇。

57　天武天皇十三年（六八四）。

58　『姓氏録』に「曾根の連、石上と同じき祖」とある。

59　佐用町三日月（旧佐用郡三日月町）が遺称地。

60　仁徳天皇。

61　他には見えない。

62　他には見えない。

63　この行為が、度が過ぎているとして咎められた背景には、古代において清酒は神に奉る貴重な酒であったという事情があるかもしれない。

64　『姓氏録』に「佐為の連、速日の命の六世の孫、伊香我色乎の命の後なり」とある。

65　拘束しいましめる。

66　責めて水中に漬けること。

67　底本には「吾此服部」とあるが、この「此」は、日本語の助詞「は」に相当するので「吾は」と訓み、「吾はこれ」とは訓まない。

68　『姓氏録』に「服部の連、天御中主の命十一世孫、天御桙の命の後なり」とある。

69　他に見えない。

70　執政は、政治の実権を握っているものをいう。「執政大臣」という職は、律令制の中には見えない。

71　佐用郡三日月（旧佐用郡南光町南部と三日月町大畑）のあたり。

72　他にみえない神。

73　心にかなう。カナフの訓は『仁徳即位前紀』「称ふに足らず」の古訓による。









　　　宍禾郡１

　宍し禾さはの郡こほり。

　宍し禾さはと名なづけし所以ゆゑは、伊い和わの大おほ神かみ、国くに作つくり堅かため２了をはりし以後のち、此この川かは、谷たに、尾をを堺さかひ３に巡めぐり行いでましし時とき、大おほき鹿しか己おのが舌したを出いだして、矢や田たの村むらに遇あひき４。ここに勅みことのりして云いひたまひしく、「矢やは彼その舌したに在あり５」といひたまひき。故かれ、宍し禾さはの鹿しか６と号なづけ、村の名は矢田の村と号けき。

　比ひ治ぢの里さと７。土つちは中なかの上かみ。比治と名なづけし所以は、難なに波はの長なが柄らの豊とよ前さきの天すめら皇みこと８の世みよ、揖いひ保ぼの郡こほりを分わかちて宍禾の郡を作りし時とき、山やま部べの比治、任よさされて里さと長をさ９と為なりき。此この人ひとの名なに依よりて、故、比治の里と曰ひき。

　宇う波は良らの村むら10。葦あし原はらの志し許こ乎をの命みこと11、国くにを占しめたまひし時ときに、勅のりたまひしく、「此この地くには小狭せばし。室むろの戸と12の如ごとくなり」とのりたまひき。故かれ、表うは戸と13と曰ひき。

　比ひ良ら美みの村むら14。大おほ神かみの褶ひらび15、此の村に落ちき。故かれ、褶ひらびの村と曰ひき。今いまの人ひと16、比良美の村と云ふ。

　川かは音との村むら17。天あめの日ひ槍ぼこの命みこと、此の村に宿やどりたまひて勅のりたまひしく、「川かはの音おと甚いと高たかし」とのりたまひき。故、川音の村と曰ひき。

　庭には音との村むら18。本もとの名なは庭には酒きなり。大おほ神かみの御み糧かれひ19、枯かれて[image: ]かび生はえき20。酒さけを醸かましめて、庭には酒き21に献たてまつりて宴うたげしき。故、庭酒の村と曰ひき。今の人、庭音の村と云ふ。

　奪うばひ谷たに22。葦あし原はらの志し許こ乎をの命みこと、天あめの日ひ槍ぼこの命みことと二ふたはしら、此この谷たにを相あひ奪うばひたまひき。故、奪谷と曰ひき。其の相奪ひし由よしを以もちて、形かたち、曲まがれる葛かづらの如ごとし23。

　稲いな舂つきの岑みね24。大おほ神かみ、此この岑みねに舂つ25かしめたまひき。故かれ、稲いな舂つきの前さきと曰いひき。味うま栗ぐり生おふ。其その粳ぬかの飛とび到いたりし処ところ、粳ぬか前さきと号なづけき。

　高たか家やの里さと26。土つちは下しもの中なか。名なを高家と曰ひし所以は、天あめの日ひ槍ぼこの命みこと、告のりて云いひたまひしく、「此の村の高たかきこと、他あだし村むらに勝まされり」といひたまひき。故、高家と曰ひき。

　都つ太だ川かは27。衆もろ人ひと、え称いはず28。




　塩しほの村むら29。処ところ々どころに醎しほ水みづ30出いづ。故かれ、塩の村と曰いひき。牛うし馬うま等ども、嗜このみて飲のめり。

　柏かしは野のの里さと31。土つちは中なかの上かみ。柏かしはと名づけし所以ゆゑは、此この野のに生おふ。故かれ、柏野と曰ひき。

　伊い奈な加か川がは32。葦あし原はらの志し許こ乎をの命みこと、天あめの日ひ槍ぼこの命みことと、国くにを占しめたまひし時とき、嘶いななく馬うま有ありて、此の川に遇あひき。故、伊奈加川と曰ひき。

　土ひぢ間まの村むら33。神かむ衣みそ34、土ひぢの上うへに附つきき。故、土間と曰ひき。

　敷しき草くさの村むら35。草くさを敷しきて神かみの座みましと為なしき。故、敷草と曰ひき。此の村に山有り。南みなみの方かた去さること十とを里さと許ばかり36に沢さは有あり。二ふた町ところ許ばかりなり。此この沢さはに菅すげ生おふ。笠かさを作つくるに最いと好よし。[image: ]ひのき、枌すぎ生おふ。鉄まがねを生いだす。狼おほかみ、羆くま住すめり。栗くり、黄かくま連ぐさ、葛かづら等などあり。

　飯いひ戸べの阜をか37。国くに占しめたまひし神かみ、此処ここに炊いひかしきたまひき。故、飯戸の阜と曰ひき。阜の形も[image: ]こしき38、箕み、竈かまど等などに似にたり。

　安あな師しの里さと39。本もとの名なは酒す加かの里さと。土つちは中なかの上かみ。大おほ神かみ、此処ここに飡すかし40たまひき。故かれ、須す加かと曰いひき。後のち、山やま守もりの里さとと号なづけし所以ゆゑは、然しかるは、山やま部べの三み馬ま41、任よさされて里さと長をさ42と為なりき。故かれ、山やま守もりと曰ひき。今いま名なを改あらためて安あな師しと為すは、安あな師し川がはに因よりて名なと為なす。其の川は、安あな師し比ひ売めの神かみ43に因りて名と為しき。伊い和わの大おほ神かみ、娶あはむと誂とひたまひき。その時とき、此この神かみ固かたく辞いなびて聴ゆるさざりき。是ここに、大おほ神かみ、大いたく瞋いかりたまひて、石いしを以もちて川かはの源みなもとを塞せきて、三み形かたの方かたに流ながし下くだしたまひき。故かれ、此この川かはは水みづ少すくなし。此の村の山、[image: ]ひのき、枌すぎ、黒くろ葛かづら等ども生ひ、狼おほかみ、羆くま住すめり。

　石いし作つくりの里さと44。本の名は伊い和わ。土つちは下しもの中なか。石作と名けし所以は、石いし作つくりの首おびと等ら45、村むらに居をりき。故かれ、庚かのえ午うまの年とし46、石作の里と為しき。

　阿あ和わ賀か山やま47。伊い和わの大おほ神かみの妹いも、阿あ和わ賀か比ひ売めの命みこと48、此この山やまに在いましき。故かれ、阿あ和わ加か山やまと曰ひき。

　伊い加か麻ま川がは49。大おほ神かみ、国くにを占しめ50たまひし時、烏賊いか51、此の川に在りき。故かれ、烏賊いか間ま川がはと曰ひき。

　雲箇うるかの里さと52。土は下しもの々しも。大おほ神かみの妻め、許こ乃の波は奈な佐さ久く夜や比ひ売めの命みこと53、其その形かたち、美う麗るはしくありき。故かれ、宇う留る加かと曰ひき。

　波は加かの村むら54。国を占めたまひし時、天あめの日ひ槍ぼこの命みこと、先さきに到いたりし処ところなり。伊い和わの大おほ神かみ、後のちに到いたりたまひき。是ここに、大おほ神かみ、大おほきに恠あやしびて云ひたまひしく、「度はからぬ先55に到いたりしかも」といひたまひき。故、波加の村と曰ひき。此処ここに到いたる者ひと、手て足あし洗あらはざれば、必かならず雨あめなり56。其の山、[image: ]、枌、檀まゆみ、黒くろ葛かづら、山薑わさび等ども生おふ。狼、羆住めり。

　御み方かたの里さと57。土は下しもの上かみ。御み形かたと号なづけし所以ゆゑは、葦あし原はらの志し許こ乎をの命みこと、天あめの日ひ槍ぼこの命みこと58と、黒くろ土つちの志し尓に蒿だけ59に到りまして、各おのもおのも、黒くろ葛かづら三み条かた60を以もちて、足あしに着つけ投なげたまひき。その時、葦原志許乎命の黒葛、一ひと条かたは但た馬ぢまの気け多たの郡こほりに落ち、一ひと条かたは夜や夫ぶの郡に、一ひと条かたは此の村に落ちき。故、三条と曰ひき。天日槍命の黒葛、皆みな、但馬の国に落ちき。故、但馬の伊い都づ志しの地ところを占しめて在いましき。一また云いはく、大おほ神かみ、形かた見み61と為して、御み杖つゑ、此の村に植ゑたまひき。故かれ、御み形かたと曰いひき。

　大おほ内うち川かは62、小を内うち川がは、金かな内うち川がは。大おほきなるは、大おほ内うちと称いひ、小ちひさきは小を内うちと称ひ、鉄まがねを生いだすは金かな内うちと称いひき。其の山、[image: ]ひのき、林はやし63、黒くろ葛かづら等など生おふ。狼おほかみ、熊くま住すめり。

　伊い和わの村むら64。本の名は、神み酒わ65なり。大おほ神かみ、酒みわを此この村むらに醸かみたまひき。故かれ、神み酒わの村と曰ひき。又、於お和わの村と云ひき。大神、国作り訖をへたまひし以後のち、云ひたまひしく、「於お和わ、等於我美岐66」





【宍禾郡】

１　宍粟市（旧宍粟郡山崎町・一宮町・波賀町・千種町）の地域。

２　国土を整え経営すること。

３　境界線を定める。

４　相手が自分に出会ったと表現するのは古代特有の表現。突然の出会いに驚く気持ちを表す表現（中川ゆかり説）。

５　文意不明。

６　諸注「郡」と訂するが、底本に従う。

７　宍粟市山崎町上比地・下日比地（旧宍粟郡山崎町）のあたり。

８　孝徳天皇。

９　『戸令』に「凡そ五十戸を里となせ。里ごとに長一人を置け」とある。里の行政的な運営を担当する。

10　宍粟市山崎町宇原（旧宍粟郡山崎町）のあたりか。

11　既出。

12　揖保郡室原の泊の注参照。

13　「表」を「うは」と訓む例は、『万葉集』巻五「重き馬荷に　表（うは）荷打つと」（八九七）がある。

14　宍粟市山崎町宇原（旧宍粟郡山崎町）の北のあたりか。

15　帯の一種。平帯。

16　この「今」は、『播磨』編纂時点の「今」。

17　宍粟市山崎町川戸（旧宍粟郡山崎町）のあたり。

18　所在不明。

19　既出。携行用の干し飯。

20　本文文字に関して諸説あり、古典大系本・新編全集本では「[image: ]」とする。カビと訓むが、麴のことか。

21　諸説あり未詳。栗田寛説は「新嘗の酒」、『新考』は「俄酒」、古典大系本は「神に供する酒」とする。

22　所在不明。

23　カヅラは蔓草の総称。二神が谷を争ったことによって、地形が曲がってしまったことを喩えた。

24　所在不明。

25　臼で稲を搗く。

26　宍粟市山崎町庄能（旧宍粟郡山崎町）のあたり。

27　伊沢川の古い名称。

28　在地においてすでに地名の起源が忘れ去られていることをいうか。土地の事柄を話してはならないという「言うなの禁」が存したのではないかとする説（飯泉健司）がある。

29　宍粟市山崎町庄能（旧宍粟郡山崎町）のあたりか。

30　『新撰字鏡』に「醎　加良之」の訓があるが、「塩村」の地名起源として「しほみづ」と訓む。

31　宍粟市山崎町（旧宍粟郡山崎町）の西部あたり。

32　宍粟市を流れる菅野川。

33　宍粟市山崎町土万（旧宍粟郡山崎町）のあたり。

34　神が着る着物。

35　宍粟市千種町（旧宍粟郡千種町）のあたり。

36　一里は約五三五メートル。

37　所在不明。

38　米を蒸す道具。

39　姫路市安富町（旧宍粟郡安富町）と宍粟市山崎町須賀沢（旧宍粟郡山崎町）のあたり。

40　飲食物をのどへ流し込む。

41　他に見えない名。

42　既出。

43　安師に鎮座する神。地名説話では、神の名が地名の由来であると語られる。本来的には、むしろ神の名は在地の地名に基づくと考えられる（青木紀元説）。

44　宍粟市一宮町伊和（旧宍粟郡一宮町）から山崎町のあたり。

45　印南郡大国里の伊保山記事に記された石作連大来と同族か。

46　天智天皇九年（六七〇）。庚午年籍が作られた年。

47　所在不明。

48　安師比売の神と同じく、本来は阿和賀山に鎮座する神であるから阿和賀比売命と称したと考えられる。

49　宍粟市を流れる梯川。

50　葦原志許乎命と天日槍命の国占め争いの説話は、当郡御方の里にも見られる。在地の神と外来神の争い。

51　海の生物。記紀歌謡の久米歌の中に、宇陀の山中の鴫罠に鯨が引っ掛かったという一節がある。それとよく似た諧謔的な伝承であろう。

52　宍粟市波賀町と一宮町（旧宍粟郡波賀町と一宮町）のあたり。

53　記紀に、天孫ニニギノミコトの妻神として、大山津見神の子神、木花之佐久夜毘売がいる。諸注釈は、それと別神であろうとする。

54　宍粟郡波賀町の安賀・有賀・上野（旧宍粟郡波賀町）のあたり。

55　新編全集本は、競争に負けた伊和大神の無念の気持ちをこめた詔り別け、とする。

56　民間習俗に基づく言い伝え。

57　宍粟市一宮町（旧宍粟郡一宮町）の北部のあたり。

58　既出。

59　「黒土の」は志尓蒿に掛かる枕詞的な称辞。

60　「条（かた）」は、つる草のように細長く延びたもの。

61　形見は一般的には思い出のよすがとなる品をいう。ここでは土地占拠の標識を意味するか。

62　所在不明。

63　「林」は底本による。諸説あるが、しばらく底本のままとする。

64　宍粟市一宮町（旧宍粟郡一宮町）のあたり。

65　神に捧げる酒を「みわ」と言った。

66　難解な句。古典大系本「おわ。我がみきに等まもらむ」、古典全書本「おわと云ひておがみき」、新編全集本「おわ。我がみきと等ひとし」、山川本「おわ。我がみきに等ひとし」。いずれも従い難い。この一句、万葉仮名文として素直に訓めば「『おわ』とおがみ（拝み）き」か。あえて付訓せず後考を俟つ。









　　　神前郡

　神かむ前さきの郡こほり１。右みぎ、神前と号なづけし所以ゆゑは、伊い和わの大おほ神かみの子みこ、建たけ石いは敷しきの命みこと２、山やま使つかひの村むらの神かむ前さき山やまに在いましき。神かみ在いますに因よりて名なと為なしき。故かれ、神前郡と曰いひき。

　[image: ]はに岡をかの里さと３。生いく野の・大おほ内うち川かは・湯ゆ川かは・粟あは鹿か・波は自じ加かの村むら。土つちは下しもの々しも。[image: ]岡と号けし所以は、昔、大おほ汝なむちの命みこと４、小すくな比ひ古こ尼ねの命みこと５と、相あひ争あらそひて云いひたまひしく、「[image: ]はに６の荷にを担になひて遠とほく行ゆくと、屎下くそまらずして遠とほく行ゆくと、此この二ふたつの事こと、何いづれか能よく為なさむ」といひたまひき。大おほ汝なむちの命みこと曰いひたまはく、「我あは屎下らずして行ゆかむと欲おもふ」といひたまふ。小すくな比ひ古こ尼ねの命みこと曰いひたまひしく、「我あは[image: ]はにの荷を持ちて行かむと欲ふ」といひたまひき。如か是く、相あひ争あらそひて７行ゆきたまひき。数日ひかず逕へて、大汝命云ひたまひしく、「我あは忍しのび行ゆきあへず８」といひたまふ。即すなはち坐ゐて屎下りたまひき。その時、小比古尼命咲わらひて曰ひたまひしく、「然しか苦くるし」といひたまひて、亦また、其その[image: ]はにを此この岡をかに擲なげうちたまひき。故かれ、[image: ]はに岡をかと号なづけき。又また、屎下くそまりたまひし時、小竹ささ、其その屎くそを弾はじき上あげて９、衣みそに行はねき。故かれ、波は自じ賀かの村むら10と号なづけき。其の[image: ]はにと屎くそと石いしと成なりて、今いまに亡うせず。一家あるひと云いはく、「品ほむ太だの天すめら皇みこと、巡めぐり行いでましし時とき、宮みやを此この岡をかに造つくりたまひて、勅みことのりして云いひたまひしく、『此この土つちは[image: ]はに為たるのみ』といひたまひき」といふ。故、[image: ]岡と曰ひき。

　生いく野の11と号けし所以は、昔、此処ここに荒あらぶる神かみ在いまして、往ゆき来きの人ひとを半なかば殺ころしき。此これに由よりて死しに野のと号けき。以後のち、品太天皇、勅して云ひたまひしく、「此こは悪あしき名ななり」といひたまひて、改めて生いく野のと為なしき。

　粟あは鹿かの川か内ふち12と号けし所以は、彼そは、但たぢ馬まの阿相あさぐの郡こほり13の粟あは鹿か山やまより流ながれ来く。故、粟鹿川内と曰ひき。楡にれ生おふ。

　大おほ川か内ふち14。大おほきに因よりて名なと為なしき。檜ひのき、枌すぎ生おふ。又また、異俗あだし人ひと15、三み十そたり許口ばかり有あり。

　湯ゆ川かは16。昔、湯ゆ、此の川に出いでき。故、湯川と曰ひき。檜、枌、黒くろ葛かづら生おふ。又、異俗人、三十許在り。

　川かはの辺べの里さと17。勢せ賀か川がは18・[image: ]と川がは山やま。土つちは中なかの下しも。此の村、川辺に居をりき。故、川辺の里と号けき。勢せ賀かといふ所以は、品太天皇、此の川か内ふちに狩みかりしたまひ、猪ゐ、鹿しか多さはに此処ここに約せめ19出いだして殺ころしたまひき。故かれ、勢せ賀かと曰いひき。[image: ]と川かは山やま20と云ひし所以は、彼その山やまに[image: ]とありき。故、[image: ]と川かは山やまと曰ひき。星ほしの出いづるに至いたるまで狩かり殺ころしき。故、山やまを星ほし肆くらと名づけき。

　高たか岡をかの里さと21。神かむ前さき山やま・奈な具ぐ佐さ山やま。土は中なかの々なか。右、高岡と云ふは、此この里さとに高たかき岡をか有あり。故、高岡と号けき。

　神かむ前さき山やま22。上かみと同おなじ23。

　奈な具ぐ佐さ山やま24。檜ひのき生おふ。其その由よしを知らず。

　多た駝だの里25。邑曰おほわち野の・八や千ち軍ぐさ野の26・粳ぬか岡をか27。土つちは中なかの下しも。多た駝だと号なづけし所以ゆゑは、品ほむ太だの天すめら皇みこと、巡めぐり行いでましし時とき、大おほ御み伴とも人びと28、佐さ伯へき部べ等ら29が始はじめの祖おや、阿あ我が乃の古こ、此この土くにを欲請こひ申まをしき。その時、天すめら皇みこと勅みことのりして云いひたまひしく、「直ただに請こひつるかも」といひたまひき。故かれ、多た駝だと曰いひき。

　邑曰おほわち野の30と云いひし所以ゆゑは、阿あ遅ぢ須す伎き高たか日ひ古こ尼ねの命みこと31の神かみ、新にひ次すきの社やしろ32に在いまして、神かむ宮みやを此この野のに造りたまひし時とき、意お保ほ和わ知ち33を苅かり廻もとほして[image: ]かきと為なしたまひき。故、邑曰野と名づけき。粳ぬか岡をかは、伊い和わの大おほ神かみと天あめの日ひ桙ぼこの命みことと二ふたはしらの神かみ、各おのもおのも、軍いくさを発おこして相あひ戦たたかひたまひき。その時、大おほ神かみの軍いくさ、集つどひて稲いねを舂つきき。其その粳ぬか、聚あつまりて丘をかと為なりき。一また云いはく34、城きを掘ほりし処ところは、品太天皇の御み俗よ35、参まゐ度わたり来こし百済くだら人びと等ら、有俗ならひ36の随まにまに、城きを造つくりて居をりき。又また、其その簸ひ置おける粳ぬか37を、墓はかと云ひ、又また、城き牟む礼れ山やま38と云ひき。其その孫うまご等どもは、川かはの辺べの里さとの三み家やけ39の人ひと、夜や代しろ等らなり。八や千ち軍ぐさと云ひし所以は、天あめの日ひ桙ぼこの命みことの軍いくさ、八や千ち在ありき。故かれ、八や千ち軍ぐさ野のと曰いひき。

　蔭かげ山やまの里さと40。蔭かげ岡をか、冑かぶと岡をか。土は中の下。蔭山と云ふは、品太天皇の御み蔭かげ41、此の山に堕おちき。故、蔭山と曰ひ、又、蔭かげ岡をかと号けき。ここに、道みちを除はらふ42刃は鈍にぶく43ありき。仍よりて云ひたまひしく、「磨布理許44」といひたまひき。故かれ、磨と布ほ理りの村むら45と云ひき。冑かぶと岡をか46と云ふは、伊い与よ都つ比ひ古この神かみ47と宇う知ち賀か久く牟む豊とよ富ほの命みこと48と、相あひ闘たたかひし時とき、冑かぶと、此この岡をかに堕おちき。故、冑岡と曰ひき。

　的いくは部べの里さと49。石いは坐くらの神かむ山やま、高たか野のの社やしろ。土つちは中なかの々なか。右、的いくは部べ等ら50、此の村に居をりき。故、的部の里と曰ひき。石坐の山と云ふは、此この山やま、石いはを戴いただく。又また、豊とよ穂ほの命みこと51の神かみ在あり。故かれ、石坐の神かむ山やま52と曰ひき。高たか野のの社やしろと云ふは、此の野、他あだし野のより高たかし。又また、玉たま依より比ひ売めの命みこと53在います。故、高たか野のの社やしろと曰ひき。槐ゑにす54、杜かつら生おふ。





【神前郡】

１　神河町（旧神前郡神崎町・大河内町）・朝来市生野町（旧朝来郡生野町）・市川町（旧神崎郡市川町）・福崎町（旧神崎郡福崎町）のあたり。

２　後出の託賀郡都麻里の説話に登場する建石命と同一神と思われる。

３　神河町（旧神前郡神崎町・大河内町）と朝来市生野町（旧朝来郡生野町）の一部を含むあたり。

４　既出。

５　既出。『播磨』では、大汝命とペアで語られている。

６　粘土。

７　二神のがまん比べ。

８　耐えてがまんすることができなくなった。

９　『古事記』中巻、崇神天皇条に、尿が褌にかかった場所を「尿褌（くそばかま）」と名づけたという地名説話がある。

10　市川町屋形（旧神崎郡市川町屋形）の初鹿野のあたり。

11　朝来市生野町（旧朝来市生野町）のあたり。この説話も典型的な交通妨害説話。生野は山陰道から山陽道に通じる要衝の地。本の名「死野」から生野への改名は、和銅官命が命じた地名に好き字を付けた典型的な例と考えられているが、「野」に関わる自然地名は、官命第四項に対応する。意味喚起を目的とした地名表記と見るべきである。

12　市川の支流、粟鹿川。

13　飾磨郡安相里に記された朝来と同所。

14　朝来市を流れる市川。[image: ]岡里の標目の下には「大内川」とある。

15　生活風習を異にする人たちの集団。古典全書本は、播磨国に蝦夷を置いた記事が『景行紀』にあることに注目し、このような伝えと関係があるのではないかとする。

16　市川の支流、小田原川。

17　市川町（旧神崎郡市川町）の東川辺・西川辺のあたり。

18　市川の支流。

19　行き場をせき止める。

20　古典大系本は、この記事は勢賀川記事に追録した際、不適当な位置に置かれたとして「星の出づる云々」の後に移動させている。「[image: ]」は砥石。

21　福崎町高岡（旧神崎郡福崎町高岡）のあたり。

22　福崎町高岡（旧神崎郡福崎町山崎）の山崎山。

23　郡名起源説話において述べたことに対する断り書き。

24　市川町（旧神崎郡市川町）・福崎町（旧神崎郡福崎町）・姫路市夢前町（旧飾磨郡夢前町）の境の七種山。

25　姫路市山田町多田のあたり。

26　福崎町八千種のあたり（旧神崎郡福崎）。

27　姫路市船津町八幡の糠塚。

28　天皇の従者。

29　『仁徳紀』四十年の隼別皇子追討記事に、播磨国の佐伯直阿俄能胡が私地を献じて死罪を免れた記事がある。これと同一人物であろう。

30　所在不明。

31　記紀・『出雲国風土記』にも登場する神。大国主神と宗像の多紀理毘売の間に産まれた神。

32　延喜式内社。「新次」は新しく切り開いた地の意味か。

33　茅を束ねて立てかけたものか。

34　「一云」の異伝、「城を掘り～城を造りて居りき」までの記事を、古典大系本・古典全書本・新編全集本は、文意により次の「又～城牟礼山と云ひき」の後に移動させる。文脈の流れから言えば、その順序の方が整合性が認められる。

35　「御世」の意か。

36　自分たちの生活習慣。

37　箕でふるい落とした粳。

38　「ムレ」は、既出。古代朝鮮語で「山」の意と考えられている。渡来系の人々が定住した初期に「キムレ（城山）」と呼ばれていたものが、「孫」と呼ばれている子孫の時代になって、その記憶が忘れられて「城牟礼山」と呼ぶようになったものか。

39　屯倉。

40　姫路市豊富町御蔭のあたり。

41　頭髪に冠する装身具。

42　行く手に生い茂る雑草などを切り払う。

43　切れ味が悪い。

44　この訓と解釈については諸説あり、いまだ定説を見ない。後考を俟つ。

45　姫路市砥堀。

46　姫路市豊富町甲丘の甲山。

47　伊予の国から移住してきた人たちが奉ずる神と思われる。

48　次の的部の里に出てくる豊穂命と同神であろう。外来の伊与都比古に対してこの神は在地の神。

49　姫路市香寺町（旧神崎郡香寺町）の岩部か。

50　『姓氏録』に、石川朝臣と同祖で葛城襲津彦命の後とある。その部民。

51　前出。

52　姫路市香寺町（旧神崎郡香寺町）須加院の山。

53　記紀にも登場する神。霊（タマ）の依り代としての神格をもつ。

54　古典大系本はエンジュの樹とする。









　　　託賀郡１

　託た賀かの郡こほり。

　右みぎ、託た加かと名なづけし所以ゆゑは、昔むかし、大おお人ひと２在ありて、常つねに勾かがまり３行ゆきき。南みなみの海うみより、北きたの海に到いたり、東ひむがしより巡めぐり行ゆきし時とき、此この土くにに到いたり来きて云いひしく、「他あだし土くには卑ひくければ４、常つねに勾かがまり伏ふして行ゆきき。此この土くには高たかければ、申のびて行ゆく。高たかきかも」といひき。故かれ、託賀の郡と曰ひき。其その踰ふみし迹処あと、数あまた々あまた沼ぬまと成なれり。

　賀か眉みの里さと５。大おほ海み山やま６、荒あら田たの村むら７。土つちは下しもの上かみ。右、川かは上かみに居をりしに由よりて名なと為なしき。大おほ海みと号けし所以は、昔、明あか石しの郡こほり大おほ海みの里さとの人ひと、到いたり来きて此この山やまの底ふもと８に居をりき。故かれ、大おほ海み山やまと曰いひき。松まつ生おふ。荒あら田たと号けし所以は、此処ここに在います神かみ、名なは道みち主ぬし日ひ女めの命みこと９、父ちち无なくして児こを生うみたまひき10。盟うけひ酒ざけ11を醸かまむと為して、田た七なな町ところ12を作りしに、七なぬ日か七なな夜よの間ほどに、稲いね成熟みのり竟をはりぬ。酒さけを醸かみて諸もろもろの神かみを集つどへ、其の子を遣りて、酒を捧ささげて養やしなはしめき。是ここに、其の子、天あまの目ま一ひとつの命みこと13に向むきて奉たてまつり、其の父と知りき。後のちに其の田荒れき。故、荒田の村と曰ひき。

　黒くろ田だの里さと14。袁を布ふ山やま・支き閇へ岡をか・大おほ羅あみ野の。土は下の上。右、土つち黒くろきを以もちて名と為しき。袁を布ふ山やまと云いふは、昔むかし、宗むな形かたの大おほ神かみ、奥おき津つ嶋しま比ひ売めの命みこと15、伊和大神の子を任はらみ16て、此この山やまに到いたり来きて云いひたまひしく、「我わが産こうむべき時とき訖をふ」といひたまひき。故かれ、袁を布ふ山やまと曰いひき。支き閇へ丘をかと云ふは、宗むな形かたの大おほ神かみ云いひたまひしく、「我わが産こうむべき月つき尽きへぬ17」といひたまひき。故かれ、支き閇へ丘をかと曰いひき。大おほ羅あみ野の18と云ふは、昔、老夫おきなと老女おみなと、羅あみ19を袁を布ふの中なか山やまに張はりて、禽鳥とりを捕とるに、衆もろもろの鳥とり多さはに来きて、羅を負ひて飛び去ゆき、件くだりの野のに落ちき。故、大羅野と曰ひき。

　都つ麻まの里さと20。都つ多た支き・比ひ也や山やま・比ひ也や野の・鈴すず堀ほり山やま・伊い夜や丘をか・阿あ富ふ山やま・高たか瀬せ・目ま前さき・和わ尓に布ふ多た岐き・阿あ多た加か野の。土は下の上。都麻と号けし所以は、播はり磨ま刀と売めと丹たに波は刀と売め21と、国くにを堺さかひたまひし時、播はり磨ま刀と売め、此この村むらに到いたり、井ゐの水みづを汲くみて飡いひくらひて云ひたまひしく「此の水、有う味まし」と云ひたまひき。故、都麻と曰ひき。

　都つ太た岐き22と云ふは、昔、讃さぬ伎き日ひ子この神かみ23、冰ひ上かみ刀と売め24を誂とひたまひき。その時、冰ひ上かみ刀と売め、答こたへて「否いな」と曰ひたまひしに、日ひ子こ神がみ、猶なほ強しひて誂とひたまひき。是ここに、冰上刀売、怒いかりて云ひたまひしに、「何なにの故ゆゑにか吾あを」といひたまふ。即すなはち建たけ石いはの命みこと25を雇やとひて、兵つはものを以もちて相あひ闘たたかひき。是に、讃伎日子、負けて還かへり去いにて云ひたまひしく、「我あは其れ怯つたなき26かも」といひたまひき。故、都太岐と曰ひき。比ひ也や山やまと云いふは、品ほむ太だの天すめら皇みこと、此の山に狩みかりしたまひしに、一鹿しか、前みまへに立たち、鳴なきし声こゑ、比ひ々ひなり。天すめら皇みこと聞ききたまひて、翼おもと人びと27を止とめたまひき。故、山は比也山と号け、野は比ひ也や野の28と号けき。鈴すず堀ほり山やま29は、品太天皇、巡めぐり行いでましし時、鈴30、此の山に落ちき。求むれども得えず。土つちを堀ほりて求めき。故、鈴堀山と曰ひき。伊い夜や丘をか31は、品ほむ太だの天すめら皇みことの獦かり犬いぬ32　名なは麻ま奈な志し漏ろ　と猪ゐと、此この岡をかを走はしり上のぼりき。天すめら皇みこと、見みたまひて、「射いよ」と云いひたまひき。故かれ、伊い夜や岡をかと曰いひき。此この犬いぬと猪ゐと相あひ闘たたかひて死しに、墓はかを作つくりて葬はふりき。故かれ、此の岡の西に、犬いぬ墓はか有あり。

　阿あ富ふ山やま33は、朸あふこ34を以もちて宍しし35を荷になひき。故かれ、阿あ富ふと号なづけき。

　高たか瀬せの村むらと云いふは、川かはの瀬せ高たかきに因よりて名なと為なしき。

　目ま前さき田だ36は、天すめら皇みことの獦かり犬いぬ、猪ゐの為ために目めを打うち害さかえき。故かれ、目ま割さき37と曰ひき。

　阿あ多た加か野の38は、品太天皇、此の野に狩みかりしたまひしに、一猪ゐ、矢やを負おひて、阿あ多た岐き39為しき。故かれ、阿あ多た賀か野のと曰いひき。

　法はふ太だの里さと40。甕みか坂さか・花はな波なみ山やま。土つちは下しもの上かみ。法はふ太だと号なづけし所以ゆゑは、讃さぬ伎き日ひ子こと建たけ石いはの命みことと、相闘ひたまひし時41、讃伎日子、負けて逃にげ去ゆくに、手てを以もちて匐はひ去ゆきたまひき。故かれ、匐はふ田だといひき。甕みか坂さか42は、讃伎日子、逃げ去きたまひし時、建石命、此この坂さかに逐やらひて43云ひたまひしく、「今いまより以後のち、更また、此この界さかひに入いること得えじ」といひたまひ、御み冠かげ44を此この坂さかに置おきたまひき。一家あるひと云いへらく、「昔むかし、丹たに波はと播はり磨まと、国くにを堺さかひし時とき、大おほ甕みか45を此この上うへに堀ほり埋うめて、国くにの境さかひと為なしき」といひき。故かれ、甕みか坂さかと曰いひき。花はな波なみ山やま46は、近江あふみの国くにの花はな波なみの神かみ47、此の山に在いましき。故、因りて名と為しき。





【託賀の郡】

１　西脇市（旧西脇市・多可郡黒田庄町）・多可町（旧多可郡中町・八千代町・加美町）。

２　巨人。巨人が活躍する神話・伝説は各地に多く残っている。ダイダラボッチは最もよく知られた巨人伝説の主人公。

３　身をかがめて。

４　高さが低いこと。

５　多可町（旧多可郡加美町から中町のあたり）。

６　多可町（旧多可郡加美町）観音寺東方の山。

７　多可郡（旧多可郡中町から加美町の奥荒田のあたり）。

８　山の麓。

９　他に見えない神。

10　異常出生譚。通常の形で産まれてこないという、神話・伝説にしばしば登場するモチーフのひとつ。

11　「ウケヒ」とは、あらかじめ結果を予想してなされる言語呪術。この酒は父神を判定するために醸造されたもの。

12　『田令』に「凡そ田は長さ三十歩、広さ十二歩を段とせよ。十段を町とせよ」とある。

13　鍛冶工の奉じた神。

14　西脇市黒田庄町（旧多可郡黒田庄町）。

15　宗像の奥つ宮の祭神。『古事記』によれば、天照大御神と須佐之男命のウケヒによって産まれた三女神の中の一神である。

16　懐妊する。

17　時が経過し、出産すべき時になったこと。

18　所在不明。

19　あみ。鳥網。

20　西脇市一帯。

21　「刀売」は老女の意。播磨・丹波それぞれの地の女首長か。

22　所在不明。

23　讃伎国の神。

24　丹波の国氷上郡の女首長。あるいは女神か。

25　神前郡の記事に登場した建石敷命と同一神か。

26　力が弱い。

27　既出。

28　西脇市比延町・上比延町のあたり。

29　西脇市堀町のスソージ山。

30　鷹狩りの鷹に付ける鈴。

31　所在不明。

32　猟犬。

33　所在不明。

34　揖保郡の上筥岡・下筥岡の記事に既出。

35　猪や鹿などの獣。

36　所在不明。

37　飾磨郡麻跡の里に既出。

38　所在不明。

39　『古事記』雄略天皇条に、猪が怒って「宇多岐依り来つ」とある。この「ウタキ」と同じく、怒って唸ることであろう。

40　多可町（旧多可郡八千代町）と西脇市の西南部のあたり。

41　上文、都太岐の記事参照。

42　西脇市明楽寺町から加西市和泉町に通じる三ヶ坂。

43　追い払う。

44　冠を置き、その呪力によって境界とした。

45　神酒を入れる大がめ。境界の儀礼をおこなう場所であることを示す。

46　多可町（旧多可郡八千代町）の花ノ宮か。

47　神の系譜不明。












　　　賀毛郡１

　賀か毛もの郡こほり。

　賀か毛もと号なづけし所以ゆゑは、品ほむ太だの天すめら皇みことの世みよ、鴨かもの村むらに、双たぐへる鴨かも栖すを作りて卵かひこを生うみき。故かれ、賀毛の郡と曰いひき。

　上かみ鴨かもの里さと２。土つちは中なかの上かみ。下しも鴨かもの里さと３　土つちは中なかの中なか。右みぎ、二ふたつの里さと、鴨かもの里さとと号けしは、已すでに上かみに詳つばひらかなり。但ただ、後のちに分わかちて二つの里と為なしき。故、上鴨、下鴨と曰ひき。所以は、品太天皇、巡めぐり行いでましし時、此この鴨かも発たち飛とびて、條す布ふの井ゐ４の樹きに居をりき。此この時とき、天すめら皇みこと問とひて云いひたまはく、「何なにの鳥とりぞ」といひたまひき。阿おもと従ひと、当麻たぎまの品ほむ遅ち部べ５の君きみ前さき玉たま、答こたへて曰まをししく、「川かはに住すむ鴨かもなり」とまをしき。勅みことのりして射いしめたまふ時とき、一矢やを発はなちて、二ふたつの鳥とりに中あてき。矢やを負おひて山やまの岑みねより飛び越えし処ところは、鴨かも坂さか６と号け、落おち斃たふれし処は、仍よりて鴨かも谷たに７と号け、羹あつもの８を煮にし処は、煮に坂さかなり。下鴨の里に、碓うす居ゐ谷たに９、箕み谷たに、酒さか屋や谷たに有あり。此こは大おほ汝なむちの命みこと、碓うすを造つくり稲いね舂つきたまひし処は、碓居谷と号け、箕み置おきたまひし処は、箕み谷たにと号け、酒さか屋やを造りたまひし処は、酒さか屋や谷たにと号けき。

　條す布ふの里さと10。土つちは中なかの々なか。條布と号けし所以は、此の村に井ゐ在ありき。一女をみな水みづを汲くむ。即すなはち吸すひ没いれらえき11。故、曰ひて條布と号けき。

　鹿か咋くひ山やま。右、鹿咋と号けし所以は、品太天皇、狩みかりに行いでましし時、白しろき鹿しか己おのが舌したを咋くひて、此この山やまに遇あひき。故、鹿咋山と曰ひき。

　品ほむ遅ち部べの村むら。右、然しか号なづけしは、品太天皇の世、品ほむ遅ち部べ等らが遠とほつ祖おや前さき玉たま、此この地ところを賜たまはりき。故、品遅部の村と号けき。

　三み重への里さと12。土つちは中なかの々なか。三重と云ひし所以は、昔、一女をみな在ありき。筠たかむな13を抜ぬき布ぬの以もちて囊つつみ食くらへば、重しき居をりて14起立たつこと能あたはざりき。故、三重と曰ひき。

　楢なら原はらの里さと15。土つちは中なかの々なか。楢原と号けし所以は、柞なら、此この村むらに生おひき。故かれ、柞なら原はらと曰いひき。

　伎き須す美み野の16。右、伎須美野と号けしは、品太天皇の世みよ、大おほ伴ともの連むらじ等ら17、此処ここを請こひし時とき、国くにの造みやつこ黒くろ田だ別わけ18を喚めして、地状くにかた19を問とひき。その時、対こたへて曰まをししく、「縫ぬへる衣ころもを櫃ひつ20の底そこに蔵きすめる21が如ごとし」とまをしき。故、伎須美野と曰ひき。

　飯いひ盛もり嵩たけ22。右、然しか号なづけしは、大おほ汝なむちの命みことの御み飯いひを、此この嵩たけに盛もりき。故、飯盛嵩と曰ひき。

　粳ぬか岡をか。右、粳岡と号けしは、大汝命、稲いねを下しも鴨かもの村むらに舂つかしめたまひしに、散ちりし粳ぬか、此この岡をかに飛とび到いたりき。故、粳岡と曰ひき。

　玉たま野のの村むら23有あり。所以ゆゑは、意お奚け、袁を奚け二ふたはしらの皇み子こ等たち24、美み囊なぎの郡こほり志深しじみの里さと25の高たか宮みやに坐いまして、山やま部べの小を楯たて26を遣つかはして、国くにの造みやつこ許こ麻まの女むすめ根ね日ひ女めの命みこと27を誂とひたまひき。是ここに、根ね日ひ女め、已すでに命みことに依より訖をへき28。その時、二の皇子、相あひ辞いなびて29娶あひたまはざりき。日ひの間ほどに、根日女、老おいて長逝みまかりき。時ときに、皇み子こ等たち、大いたく哀かなしび、即やがて小を立たて30を遣やりて、勅みことのりして云いひたまひしく、「朝あした夕ゆふべに日ひの隠かくろはぬ地ところに、墓はかを造つくり其その骨かばねを蔵をさめ、玉たまを以もちて墓はかを飾かざれ」といひたまひき。故かれ、此この墓はかに縁よりて、玉たま丘をか31と号なづけ、其の村を玉野と号けき。

　起こ勢せの里さと32。土つちは下しもの中なか。臭くさ江え、黒くろ川かは33。右みぎ、起勢と号なづけしは、巨こ勢せ部べ等ら34、此この村むらに居をりき。仍よりて里さとの名なと為なしき。

　臭くさ江え35。右、臭江と号けしは、品ほむ太だの天すめら皇みことの世みよ、播はり磨まの国くにの田たの村むら君きみ36、百もも八や十その村むら君きみ在ありて、己おのが村むら別ごとに、相あひ闘たたかひし時とき、天すめら皇みこと、勅みことのりして、此の村に追ひ聚あつめ、悉皆ことごとに斬きり死ころしたまひき。故かれ、臭江と曰ひき。其その血ち、黒くろく流ながれき。故かれ、黒くろ川かはと号けき。

　山やま田だの里さと37。土つちは中なかの下しも。猪ゐ飼かひ野の。右、山田と号けしは、人、山やまの際きはに居をりき。遂つひに由よりて里さとの名なと為なしき。

　猪ゐ飼かひ野の38。右、猪飼と号けしは、難なに波は高たか津つの宮みやに御あめの宇したしろしめしし天すめら皇みこと39の世みよ、日ひ向むかの肥くま人ひと40、朝あさ戸べの君きみ、天あま照てらす大おほ神みかみ41の坐いませる舟みふねに、猪ゐ持もち参まゐ来きて進たてまつりて、飼かふべき所ところを求まぎ申まをし仰あふぎき42。仍よりて此処ここを賜たまはりて、猪ゐを放はなち飼かひき。故、猪飼野と曰ひき。

　端はし鹿かの里さと43。土つちは下しもの上かみ。今いまに其その神かみ在います44。右、端鹿と号けしは、昔、神かみ45、諸もろもろの村むらに菓子このみ46を班わかちたまひしに、此の村に至いたりて足たらざりき。故かれ、仍よりて云いひたまひしく「間はしに有あるかも47」といひたまひき。故、端鹿と号けき。此の村、有今いまに至いたるまで、山やまの木きに菓子このみなし。真ま木き、[image: ]ひのき、枌すぎ生おふ。

　穂ほ積づみの里さと48。本もとの名なは塩しほ野のなり。小を目め野の。土つちは下しもの上かみ。塩野といふ所以は、鹹しほ水みづ、此の村に出いでき。故、塩野と曰ひき。今、穂積と号くるは、穂ほ積づみの臣おみ等ら49の族うがら、此の村に居をり。故、穂積と号く。

　小を目め野の50。右、小目野と号けしは、品太天皇、巡めぐり行いでましし時、此の野に宿やどりたまひき。仍よりて四よ方もを望のぞみ覧みたまひて、勅みことのりして云ひたまひしく、「彼その観みゆるは、海うみか河かはか」といひたまひき。従おもと臣ひと対こたへて曰まをししく、「此こは霧きりなり」とまをしき。その時、宣のりて云ひたまひしく、「大おほ体かたに見みゆれども、小を目めなきかも51」といひたまひき。故、曰ひて小目野と号けき。是ここに、従おもと臣ひと井ゐを開ひらきき。故かれ、佐さ々さの御み井ゐと云いひき。又また、此この野のに因よりて、歌うた詠よみしたまひき。


うつくしき（愛しき）　をめのささはに（小目の笹葉に）　あられふり（霰降り）　しもふるとも（霜降るとも）　なかれそね（な枯れそね）　をめのささは（小目の笹葉）



　雲潤うるみの里さと52。土つちは中なかの々なか。右、雲潤と号けしは、丹に津つ日ひ子この神かみ53、法はふ太だの川かは54底じり55を、雲潤の方かたに越こさむと欲おもほして、尓しか云いひし時とき、彼その村むらに在いませし太おほ水みづの神かみ56、辞いなびて云ひたまひしく、「吾あは宍ししの血ち57を以もちて佃たつくる。故かれ、河かはの水みづを欲ほりせず」といひたまひき。その時とき、丹に津つ日ひ子こ云ひたまひしく、「此この神かみ、河かはを堀ほる事ことを倦うみ58て、尓しか云いへるのみ」といひたまひき。故かれ、雲う弥みと号なづけき。今いまの人ひと、雲潤うるみと号なづく。

　河か内ふちの里さと59。土は中の下しも。右、川に由りて名と為しき。此この里さとの田た、草くさを敷しかずして60苗子なへを下おろす。然しかる所以ゆゑは、住すみの吉えの大おほ神かみ61、上のぼり坐ましし時とき、此の村に食みをししたまひき。ここに、従みともの神かみ等たち、人ひとの苅かり置おける草くさを、解とき散ちらして坐みましと為なしき。その時、草くさ主ぬし大いたく患うれへて62、大神に訴うるたへき。判ことわりて63云ひたまひしく、「汝いましが田たの苗なへは、必かならず草くさを敷しかずとも、草くさを敷しけるが如ごとく生おひむ」といひたまひき。故かれ、其その村むらの田た、今いまに、草くさを敷しかずして苗なは代しろを作つくる。

　川かは合ひの里さと64。土は中の上かみ。腹はら辟さきの沼ぬま65。右、川合と号けしは、端はし鹿かの川かは66底じりと鴨かも川がは67と会あふ村むらなり。故、川合の里と号けき。

　腹はら辟さきの沼ぬま。右、腹辟と号けしは、花はな浪なみの神かみ68の妻め淡海あふみの神かみ、己おのが夫せを追おはむと為して、此処ここに到いたり、遂つひに怨うらみ瞋いかりて、妾め、刀かたなを以もちて腹はらを辟さ69き、此この沼ぬまに没しづみき。故、腹辟の沼と号けき。其の沼の鮒ふな等ども、今いまに五臓はらわた无なし70。





【賀毛郡】

１　小野市・加西市・加東市（旧加東郡）・西脇市の南西部・多可町（旧多可郡八千代町の南西部）。

２　加西市和泉町のあたり。

３　加西市の西南部、北条町の南部のあたり。

４　下文、條布の里参照。

５　『古事記』垂仁天皇の皇子、本牟智和気王の御名代として品遅部を定めたとある。その部民であろう。

６　加西市鴨谷町の古坂峠。

７　加西市鴨谷町。

８　熱く煮た吸い物。

９　加西市牛居町。

10　加西市吸谷町のあたり。

11　井戸の中に吸い込まれた。

12　加西市北条町のあたり。

13　たけのこ。

14　古典大系本・新編全集本は「三重」と訂す。底本には「三」はなし。地名説話としては不備であるが、しばらく底本のままとする。『古事記』倭建命伝承に。足が三重の勾まがりのようになったので、そこを三重と名づけたという地名説話がある。

15　加西市の南東部から小野市西部のあたり。

16　小野市来住町下来住のあたり。

17　『姓氏録』に「道臣の十世の孫、佐弖彦の後なり」とある。

18　『国造本紀』「針間鴨の国造」には成務天皇時代、市入別命を国造に定めたとある。

19　土地の地理的様子。

20　蓋のある大きな箱。

21　隠し蔵する。

22　加西市豊倉町の飯盛山。

23　加西市玉丘町のあたり。

24　のちの仁賢天皇と顕宗天皇。

25　二皇子発見の説話は美囊郡に詳しく述べられている。

26　二皇子発見の功労者。『古事記』清寧天皇条に、山部連小楯を、針間国の宰に任けたとある。

27　他に見えない。

28　お言葉通りに従った。

29　お互いが結婚を辞退し譲り合った。記紀では二皇子が皇位を譲り合う伝承が記されている。

30　山部小楯のこと。

31　加西市玉丘町の玉丘古墳。

32　加東市社町（旧加東郡社町）の西古瀬・中古瀬・東古瀬のあたり。

33　かつて小野市黒川町を流れて加古川に合流したという旧河川。

34　武内宿禰の子孫、巨勢氏の部民。

35　所在不明。

36　農民の長。

37　小野市山田町のあたり。

38　小野市大開町あたりの草加野か。

39　仁徳天皇。

40　南九州を本拠とする人々。

41　記紀では高天原を領有する皇祖神として伝えられているが、風土記において天照大神が登場するのはここだけである。

42　奉った猪を飼育するところについてお答えを待った。

43　加東市東条町（旧加東郡東条町）の椅鹿谷のあたり。

44　古典大系本・新編全集本は追補注記の誤挿入として「故、端鹿と号けき」の下に割り注として校訂する。

45　未詳。古典大系本は、木種を分布した『神代紀』の五十猛命かとする。

46　木の実。

47　数が足りないこと。

48　加東市滝野町（旧加東郡滝野町）穂積のあたり。

49　『姓氏録』に「伊香賀色雄の男、大水口の宿禰の後なり」とある。

50　加東市社町（旧加東郡社町）野村のあたり。

51　だいたいの地形は確認できるが、細かい部分が見えない、の意。

52　加西市の北東部から加東市滝野町（旧加東郡滝野町）のあたり。

53　他に見えない神。

54　多可町（旧多可郡八千代町）を流れる野間川。

55　川の下流。

56　他に見えない神。

57　讃容郡に鹿の血を用いる記事があった。

58　あきる。いやになる。

59　加西市河内町のあたり。

60　苗代に稲種を蒔く時に草を敷かない。

61　古事記によればイザナキ命が禊ぎをした時に生まれた神。

62　「ウレフ」は、困難や災いに苦しむ気持ちを表す言葉で、しばしばそれを神に訴えるという行為を伴う心理を表現する。

63　理に叶うように判断する。

64　小野市河合中町。西町のあたり。

65　所在不明。

66　加東市東条町（旧加東郡東条町）を流れる東条川。

67　加西市を流れる万願寺川。

68　託賀郡に既出。神の系譜不明。

69　「辟」は「擘」の通用字。

70　神話の出来事によって、この沼の魚に五臓がないとする伝承。









　　　美囊郡１

　美み囊なぎの郡こほり。美囊と号なづけし所以ゆゑは、昔むかし、大おほ兄えの伊い射ざ報ほ和わ気けの命みこと２、国くにを堺さかひたまひし時とき、志深しじみの里さと３の許こ曾その社もりに到いたりて、勅みことのりして云いひたまひしく、「此この土くには、水流れ甚いと美うるはしきかも」といひたまひき。故かれ、美囊郡と号なづけき。

　志深しじみの里さと。土つちは中なかの々なか。志深と号けし所以は、伊い射ざ報ほ和わ気けの命みこと、此この井ゐに御み食をししたまひし時とき、信深しじみ貝がひ４、御み飯いひの筥はこの縁へに遊あそび上のぼりき。その時、勅して云ひたまひしく、「此この貝かひは、阿あ波はの国くに和わ那な散さ５に、我わが食をせる貝かひなるかも」といひたまひき。故かれ、志深しじみの里さとと号なづけき。

　於お奚け、袁を奚けの天すめら皇みこと等たち６、此この土くにに坐いましし所以ゆゑは、汝なが父ちち、市いちの辺への天すめら皇みこと命７、近あふ江みの国くにの摧くた綿わた野の８に殺ころさえし時とき、日くさ下か部べの連むらじ意お美み９を率ゐて逃のがれ来きて、惟この村むらの石いは室むろに隠りたまひき。然しかる後のち、意お美み、自みづから重おもき罪つみ10を知しりて、乗のれる馬うま等ども、其その[image: ]11を切きり断たちて逐おひ放はなちき。亦また、持もてる物もの、桉くら等どもは、尽ことごとに焼やき癈すつ。即すなはち経わなき死しにき12。ここに、二ふ人たりの子みこ等たち、彼をち此こちに隠かくり、東かに西かくに13に迷まよひたまひき。仍よりて、志深しじみの村むらの首おびと、伊い等と尾み14が家いへに役つかはえたまひき。伊い等と尾みが新にひ室むろの宴うたげ15するに因よりて、二ふ人たりの子みこ等たちに燭ひともさしめ16、仍よりて詠ながめ辞ごと17を挙あげしめき。ここに兄え弟おと各おのもおのも相あひ譲ゆずり、弟おと立たちて詠ながめたまひき。其その辞ことに曰いひしく、


たらちし　吉き備びの鉄まがねの　狭さ鍫ぐは持もち　田た打うつ如なす　手て拍うて子こ等ら　吾あれは儛まひ為せせむ



又また、詠ながめたまひき。其その辞ことに曰いひしく、


淡あふ海みは　水みづ渟たまる18国　倭やまとは　青あを垣がき　青あを垣がき19の　山やま投とに坐ましし　市いちの辺への　天すめら皇みことの　御み足あな末すゑ20　奴やつこ津つ良ら麻ま21



諸もろ人ひと等ら、皆みな畏かしこみて走はしり出いでき。ここに、針はり間まの国くにの山やま門との領みこともちに遣つかはさえし山やま部べの連むらじ少を楯たて22、相あひ聞きき相あひ見みて、語かたりて云いはく、「此この子みこの為ために、汝いまし母はは、手た白しら髪かの命みこと23、昼ひるは食をしたまはず、夜よるは寝いねたまはず、有生いくるも有死しぬぬるも24、泣なき恋こふる子みこ等たち」といひき。仍よりて参まゐ上のぼりて啓まをすこと、右みぎの件くだりのごとし。歓よろこび哀かなしび泣なきて、少を楯たてを還かへし遣やりて召めし上あげたまひき。仍りて、相あひ見み、相あひ語かたらひ恋こひたまひき。此これより以後のち、更また還かへり下くだり、宮みやを此この土くにに造つくりて坐いましき。故かれ、高たか野のの宮みや25、少を野のの宮みや、川かは村むらの宮みや、池いけ野のの宮みや有あり。又、倉みやけを造りたまひし処を御み宅やけの村と号け、倉みくらを造りたまひし処を、御み倉くら尾をと号けき。

　高たか野のの里さと26の祝はふり田たの社やしろに坐います神かみは、玉たま帯たら志し比ひ古こ大おほ稲いな女め27、玉たま帯たら志し比ひ売め豊とよ稲いな女め。

　志深しじみの里さと28の三み坂さかに坐います神かみは、八や戸と挂かか須す御み諸もろの命みこと29なり。大おほ物もの主ぬし葦あし原はら志し許こ30、国くに堅かためたまひし以後のちに、天あめより三み坂さか31の岑みねに下くだりたまひき。

　吉え川かはの里さと32。吉川と号けし所以は、吉川の大おほ刀と自じの神かみ33、此ここに在います。故、吉川の里と云ひき。

　枚ひら野のの里さと34。体くにがたに因よりて名なと為なしき。

　高たか野のの里さと。体に因りて名と為しき。





【美囊の郡】

１　三木市（旧三木市・美囊郡吉川町）・神戸市北区淡河町のあたり。

２　履中天皇。

３　三木市志染町細目の高宮。

４　蜆貝。

５　『延喜式』神名帳阿波国に「和奈佐意富曾神社」がある。

６　仁賢天皇と顕宗天皇。記紀にも、大長谷王（雄略天皇）によって殺された父の市辺忍歯王の難を逃れて針間国に逃亡した両皇子が、同国の志自牟の家で馬甘牛甘として身を隠した伝承が記されている。

７　履中天皇の皇子。於奚・袁奚両皇子の父。記紀には天皇として即位した記録はないが、『顕宗紀』即位前紀の歌謡に「市辺の宮に天の下治めたまひし天万国押磐の尊」とある。

８　滋賀県蒲生郡日野町。

９　『顕宗紀』即位前紀に帳内（とねり）日下部連使主の名が見える。

10　何を「重き罪」と感じたのか不明。古代日本の罪意識を考える上で注目される。

11　「筋」の異体字。馬の腱を断ち切って走れないようにする意か。古典大系本は「勒」と訂して「たづな」と訓む。

12　縊死。

13　あちらこちらをさまよった。

14　古事記には志自牟とあるが、これは地名によった伝承に基づくのであろう。

15　新築の家を祝い言祝ぐ宴。

16　下僕としてかがり火を灯させた。

17　声を引いて歌う意。底本には「誅辞」とある。

18　枕詞的称辞「水渟る　近江」を倒置した表現か。

19　青々と生い茂る山を形容する。

20　「父天皇の子であるぞ」の意。

21　自らを卑下した言い方。

22　賀毛郡に既出。

23　記紀とは異なる伝承である。『顕宗紀』では、母は「荑はえ媛」、古事記では手白髪命は仁賢天皇の皇女。二皇子発見以前、即位すべき皇子が不在であった時、二皇子の叔母にあたる飯豊王が、葛城忍海の高木角刺宮にいたことが古事記にみえる。

24　死にそうな思いで。

25　三木市志染町細目の高宮。

26　三木市別所町のあたり。

27　玉帯志比古大稲男の誤りか。

28　既出。

29　他に見えない神。八戸挂須は「御諸」にかかる枕詞的称辞

30　大国主神の亦の名。葦原志許は葦原志許乎命の略称。葦原志許乎命は既出。

31　三木市志染町の御坂。

32　三木市吉川町（美囊郡吉川町）のあたり。

33　他に見えない神。在地の巫女神か。

34　三木市を流れる美囊川のあたり。









〈逸文〉




　爾保都比売命

　播はり磨まの国くにの風ふ土ど記きに曰いふ。息おき長なが帯たらし日ひ女めの命みこと１、新しら羅きの国を平ことむけむと欲おもほして下くだり坐しし時、衆もろ神がみに禱ねぎたまひき。爾その時、国くに堅かためましし大神２のみ子、尓に保ほ都つ比ひ売めの命みこと３、国くにの造みやつこ４石いは坂さか比ひ売めの命みこと５に著つきて、教をしへて曰りたまはく、「好よく我わが前みまへを治をさめ奉まつらば、我われここに善よき験しるしを出いだして、比ひ々ひ良ら木きの八や尋ひろ桙ぼこ根ねの底そこ附つかぬ国６、越売をとめの眉まよ引びきの国７、玉たま匣くしげかがやく国８、苫こも枕まくら宝たから有る国９、白たく衾ぶすま新羅しらきの国10を、丹に浪なみ以もちて平伏ことむけ賜はむ」とのりたまふ。此かく教をしへ賜ひて、ここに赤土はにを出いだし賜ひき。其の土にを天あまの逆さか桙ほこ11に塗ぬりて、神み舟ふねの艫とも舳へに建たて、又、御み舟ふねの裳すそと御み軍いくさの着衣きものとを染しめ、又、海水うしほを撹かき濁にごして、渡わたり賜ふ時、底そこ潛かづく魚いを、及また高たか飛とぶ鳥とり等どもも往ゆき来かよふことなく、前みまへに遮さふることなし。かくて、新羅しらきを平伏ことむけ已訖をへて、還かへり上のぼりたまひき。乃すなはち其の神を紀伊きの国管つつ川かはの藤ふぢ代しろの峯みね12に鎮しづめ奉まつりたまひき。


（『釈日本紀』巻十一）







※武田一・秋本○・廣岡○

１　神功皇后。

２　国土を作り堅めたイザナキ・イザナミの神。

３　ニホはニフ（丹生）に同じ。水銀の神。

４　『先代旧事本紀』に、針間国造は稲背入彦命の孫伊許自別命とする。

５　神を招く祭場のイハサカの巫女の意か。

６　長大な魔除けの呪木も底まで届かぬ大きな国。以下、新羅国を修飾する讃美表現が続く。仲哀紀八年九月条に同様の記述あり。

７　眉が向き合うように日本に向かい合っている国。乙女の眉はしばしば美人の形容として表現される。

８　「玉匣」は大切なものを入れる箱の意で「かが（利）」にかかる。

９　「苫枕」は薦で作った枕で、タカ（高い）にかかる。『常陸国風土記』に「薦枕多珂国」と見える。

10　「タク」は楮。楮製の寝具で作った白布の意で「シラキ」にかかる。若しくは楮製の布の色の白さからかかる。

11　赤く塗って船の前後に逆さに立てた矛。

12　管川は、和歌山県伊都郡高野町上筒香で、上筒香と富貴の境に藤代の峰がある。式内社の丹生津比女神社は、現在和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野にある。












　速鳥

　播はり磨まの国の風土記に曰いふ。明あか石しの駅うま家や。駒こま手での御み井ゐ１は、難なに波はの高たか津つの宮みやの天すめら皇みことの御み世よ、楠くすのき、井ゐの上うへに生おひたりき。朝日には淡あは路ぢ嶋しまを蔭かくし、夕日には大倭やまと嶋しま根ねを蔭かくしき２。仍すなはち、其の楠くすのきを伐きりて舟に造るに、其の迅はやきこと飛ぶが如く、一ひと檝かぢに七なな浪なみを去ゆき越こえき。仍よりて速はや鳥とり３と号なづく。ここに、朝あした夕ゆふべに此の舟に乗りて、御おほ食みけ４に供そなへむとして、此の井ゐの水を汲くみき。一旦あるひ、御おほ食みけの時に堪あへざりき。故かれ、歌うた作よみて止やめき。唱うたに曰いはく、


住すみの吉えの　大おほ倉くら向きて　飛ばばこそ　速はや鳥とりと云いはめ　何か速はや鳥とり。



といふ。


（『釈日本紀』巻八）







※武田一・秋本○・廣岡○

１　駒繫ぎの井。馬に水を与える場。

２　巨木伝承の定型的な文言。『古事記』仁徳天皇条にも、巨木で舟を作ったところ、高速の舟が出来たという話がある。

３　鳥のように速いという意の名。鳥と舟はしばしば重ねあわされる。

４　天皇の食事。









播磨国風土記（現代語訳）




　　賀古の郡




　四方を遠く見渡して、「この国土は、丘と原と野とがとても広大で、この丘を見るとまるで鹿の子のようだ」と言われた。それで名づけて賀か古この郡こおりといった。狩の時、鹿がこの丘に走り登って鳴いた。その声は「ひひ（ピー）」と聞こえた。だから日ひ岡おかと名づけた。

　この岡おかに比ひ礼れ墓はかがある。鎮座している神は、大おお御み津つ歯はの命みことの子、伊い波は都つ比ひ古この命みことである。

　褶ひれ墓はかと名づけた理由は、昔、大おお帯たらし日ひ子この命みこと（景行天皇）が、印い南なみの別わき嬢いらつめに求婚なさった時、腰に帯びられた八咫やあたの剣の上の紐ひもに八咫の勾まが玉たまを、下の紐に麻ま布ふ都つの鏡を繫かけて、賀か毛もの郡こおりの山やまの直あたいたちの始祖である息おき長ながの命みこと　別名、伊い志し治じ　を媒酌として求婚に下ってこられた時、摂せつ津つの国の高たか瀬せの渡わたりにお着きになり、「この河を渡りたいと思う」と請われた。渡し守である紀き伊いの国人の小お玉たまが、「わたしを天皇の贄にえ人びととするのですか」と申し上げた。その時、「朕君あぎ（おまえよ）、そうだけれどもやはり渡してくれ」と言われた。渡し守が答えて、「どうしても渡りたいとお思いになるなら、渡し賃をください」と言った。そこで、旅の用意としていた弟おと縵かづらを取って、舟の中に投げ入れなさると、縵の光がきらきらと舟に満ちた。渡し守は、賃を得たのでお渡しした。それで、朕君あぎの済わたりといった。

　やっと赤あか石しの郡こおりの廝かしわで御み井いにお着きになり、お食事を土地の神に奉られた。そこで、廝の御井といった。その時、印南の別嬢は、聞き驚き畏おそれ多く思って、南な毗び都つ麻まの島に逃げ渡った。そこで天皇は賀古の松原にやってきて捜し求められた。すると白い犬が海に向かって長鳴きをした。天皇が、問うて、「これは誰の犬か」と言われた。須す受ず武む良らの首おびとが答えて、「これは、別嬢が飼っている犬です」と申した。天皇は、「よくぞ告げ教えてくれたものだ」と言われた。そこで、告つげの首おびとと名づけた。天皇はこの小島におられるのをお知りになり、渡りたいと思われ、阿あ閇へ津つに到り、神にお食事を奉られた。そこで、阿あ閇への村と名づけた。また、入江の魚を捕まえて、御み坏つき物ものとされた。そこで、御み坏つき江えと名づけた。また、舟にお乗りになった所に、楉しもとで榭たなの津をお作りになった。やっと渡って別嬢とお会いになり、「この島は隠愛なび妻つまだ」と言われた。だから南毗都麻と名づけた。

　さて、御み舟ふねと別嬢の舟をともにつなぎ合わせて渡った。船頭の伊い志し治じにそういうわけで名を大おお中なかの伊い志し治じと名づけた。印南の六む継つぎの村に帰り着かれて、はじめてひそかな語らいをなさった。それで、六継の村といった。天皇は、「ここは、浪なみの音、鳥の声がとてもやかましい」とおっしゃって、南の高宮にお遷うつりになった。だから、高たか宮みやの村といった。この時、酒殿を造った所は、酒さか屋やの村と名づけ、贄にえ殿どのを造った所は、贄にえ田たの村と名づけ、宮を造った所は、舘みやかたの村と名づけた。また、城きの宮みや田たの村に遷られてはじめてご結婚された。

　その後、別嬢の掃床とこはらえに奉仕していた出雲いずもの臣おみ比ひ須す良ら比ひ売めを、息おき長ながの命みことと娶めあわせた。その墓は賀古の駅うまやの西にある。

　時が過ぎて、別嬢がこの宮で薨こう去きよされた。墓を日岡に作って葬った。その屍しかばねを掲げ持って印い南なみ川かわを渡った時、強いつむじ風が川下から起こってきて、その屍を川中に巻き込み、探したけれども見つからなかった。ただ、匣くしげと褶ひれとが見つかっただけだった。この二つの物を、その墓に葬った。それで、褶ひれ墓はかと名づけた。ここで天皇が恋い悲しんで誓って「この川の物は食べない」と言われた。こういうわけで、この川の鮎あゆは、天皇のお食事には進上しない。その後、御病気になられて、「薬がほしい」と言われた。宮を賀古の松原に作ってそこにお還りになった。ある人が、ここに清水を掘り出した。それで、松まつ原ばらの御み井いといった。

　望まが理りの里。土は中の上。景行天皇が巡行された時、この村の川の曲りを見て、「この川の曲り具合は、みごとだなあ」と言われた。だから、望まが理りといった。

　鴨あわ波わの里。土は中の中なか。昔、大おお部ともの造みやつこらの始祖である古こ理り売めが、この野を耕して、たくさん粟あわを種まいた。だから、粟あわ々わの里といった。

　この里に舟ふな引ひき原はらがある。昔、神かむ前さきの村に荒くれた神がいた。いつも行く船の半数を留とどめられた。往来の船はみんな印南の大おお津つ江えに留まって、川上に上り、賀か意お理り多たの谷から引き出して、赤石の郡林はやしの潮みなとに出し通わせた。だから、舟ふな引ひき原はらといった。また、事は上の報告と同じである。

　長なが田たの里。土は中の中。昔、景行天皇が別わき嬢いらつめの所に行かれた時、道のそばに長い田があった。天皇は「長い田だなあ」と言われた。だから、長田の里といった。

　駅うま家やの里。土は中の中。駅うま家やがあったので名とした。




　　印南の郡




　ある人が言うことには、印い南なみと名づけた理由は、仲哀天皇が、皇后とともに[image: ]つく紫しの久く麻ま曾その国を平げようと思われて、下って行かれた時、御舟が印南の海岸に停泊した。この時、青い海がそれは平らかで、風も波も和らいで静かであった。だから、名づけて入いり浪なみの印い南なみの郡こおりといった。

　大おお国くにの里。土は中の中。大国と名づけた理由は、農の民の家が、多くここにあった。だから、大国といった。

　この里に山がある。名は伊い保ほ山という。その理由は、仲哀天皇を神としてご安置して、神功皇后が石いし作つくりの連むらじ来おおくを連れてきて、讃岐さぬきの国の羽は若わかの石を捜し求められた。そこから渡られて、仮の安置所を定めていない時に、大おお来くがそれにふさわしい場所を発見して、そこを美み保ほ山といった。山の西に原がある。名は池いけの原はらという。原の中に池がある。だから、池の原といった。原の南に作つくり石いしがある。その形は家のようである。長さは二丈、広さ一丈五尺、高さも同じくらいである。名づけて大おお石いしといった。伝えて言うには、「聖しよう徳とこの王おおきみの御み世よに、弓ゆ削げの大おお連むらじが造った石だ」ということである。

　六む継つぎの里。土は中の中。六継の里と名づけた理由は、すでに上に見える。この里に、松原がある。甘[image: ]が生えている。色は[image: ]花に似ていて、形は鶯[image: ]のようである。十月の上旬に生え、下旬になくなる。その味はとても甘い。

　益や気けの里。土は中の上。宅やけと名づけた理由は、景行天皇が御み宅やけをこの村にお造りになった。だから、宅の村といった。この里に山がある。名は斗ます形がた山やまという。石で枡ますと桶おけとを作った。だから、斗ます形がた山やまといった。石の橋がある。伝えて言うには、上古の時、この橋は天まで至り、たくさんの人たちが上り下りして往来していたということである。だから、八や十そ橋はしといった。

　含かむ藝きの里。本の名は、瓶みか落おちである。土は中の上。瓶みか落おちと名づけた理由は、仁徳天皇の御世、私きさき部べの弓ゆみ取とり等らの遠とおつ祖おやである他をさ田だの熊くま千ちが、瓶みかの酒さけを馬の尻しりに着けて、住む所を求めて行ったところ、その瓶みかがこの村に落ちた。だから、瓶みか落おちといった。

　また、酒さか山やまがある。景行天皇の御世に、酒の泉が湧き出した。だから、酒さか山やまといった。農の民が飲むと、酔っ払ってけんかになり、乱闘になった。それで埋め塞ふさがせられた。その後、庚かのえ午うまの年（六七〇年）に、思うところがある人がいて掘り出した。今になってもまだ、酒の気がある。

　この郡の南の海の中に小島がある。名は南な毗び都つ麻まという。成務天皇の御世に、丸わに部べの臣おみ等らの始祖である比ひ古こ汝なむ茅ちを遣わして、国の境界を定めさせられた。その時、吉き備び比ひ古こ・吉き備び比ひ売めの二人が、お迎えに参上した。そこで比古汝茅が吉備比売と結婚して生んだ子が、印い南なみの別わき嬢いらつめである。この女性の容姿端麗であることは、当時随一であった。その時、景行天皇が、この女性と結婚しようと思われて下って行かれた。別嬢はそれを聞いて例の島に逃げ渡って隠れておられた。だから、南な毗び都つ麻まといった。




　　飾磨の郡




　飾しか磨まの郡こおり。

　飾磨と名づけた理由は、大おお三み間ま津つ日ひ子この命みことが、ここに屋や形かたを造っていらっしゃった時、大きい鹿がいて鳴いた。その時、王おおきみが、「鹿が鳴いてるなあ」と言われた。だから、飾磨の郡と名づけた。

　漢あや部べの里。土は中の上。右を漢部というのは、讃岐さぬきの国の漢あや人ひとたちがやってきてここに住んだ。だから、漢部と名づけた。

　菅すが生ふの里。土は中の上。右を菅すが生ふというのは、ここに菅すが原わらがあった。だから、菅生と名づけた。

　麻まさ跡きの里。土は中の上。右を麻跡と名づけたのは、応神天皇が巡行されていた時、「この二つを見ると、山は人の眼を割さき下げているのによく似ている」と言われた。だから、目ま割さきと名づけた。

　英あ賀がの里。土は中の上。右を英賀というのは、伊い和わの大おお神かみの子である阿あ賀が比ひ古こ・阿あ賀が比ひ売め二神がここに鎮座していた。だから、神の名によって里の名とした。

　伊い和わの里。船ふな丘おか・波なみ丘おか・琴こと丘おか・匣くしげ丘おか・箕み丘おか・日ひ女め道じ丘おか・藤ふじ丘おか・稲いな丘おか・冑かぶと丘おか・鹿しか丘おか・犬いぬ丘おか・甕みか丘おか・筥はこ丘おか。土は中の上。伊い和わ部べと名づけたのは、積幡しさわの郡こおりの伊い和わの君きみたちの一族がやってきてここに住んだ。だから、伊い和わ部べと名づけた。

　手て苅がり丘おかと名づけた理由は、近くの国の神がここに到り、手で草を苅かって、食す薦ごもとしていた。だから、手て苅がりと名づけた。別の伝えでは、韓から人ひとたちがはじめて来た時、鎌を使うことを知らなかった。ただ、手で稲を苅るだけだった。だから、手苅の村といった。

　この十四丘は、すでに上文に記した。

　昔、大おお汝なむちの命みことの子である火ほ明あかりの命みことは心もおこないもとても頑かたくなで恐ろしかった。こういうわけで、父神が悩んで、逃げ捨てようと思われた。因い達だての神かむ山やまに到ってその子に水を汲くみに行かせ、戻ってくる前に船で出発して逃げ去られた。さて、火明命が水を汲んで戻ってきて、船が出発して去る様子を発見された。するとにわかに火明命は大いにお怒りになった。そこで風波を起こし、その船を追い攻められた。ここに、父神の船は進み行くことができなくて、ついに打ち破られた。そんなわけで、そこは波丘、琴が落ちた所は琴こと神がみの丘と名づけ、箱が落ちた所は箱はこ丘おかと名づけ、梳くし匣げが落ちた所は匣くしげ丘おかと名づけ、箕みが落ちた所は箕み形かた丘おかと名づけ、甕みかが落ちた所は甕みか丘おかといい、稲が落ちた所は稲いな牟む礼れ丘おかと名づけ、冑かぶとが落ちた所は冑かぶと丘おかと名づけ、沈石いかりが落ちた所は沈石いかり丘おかと名づけ、綱が落ちた所は藤ふじ丘おかと名づけ、鹿が落ちた所は鹿しか丘おかと名づけ、犬が落ちた所は犬いぬ丘おかと名づけ、蚕ひめ子こが落ちた所は日ひ女め道じ丘と名づけた。その時、大おお汝なむちの神かみが妻つまの弩の都つ比ひ売めに「悪い子から逃れようとしてかえって波風に遇い、ひどく辛つらく苦しい目に遭ったなあ」と言われた。だから名づけて瞋いか塩しおといい、告のりの斉わたりといった。

　賀か野やの里。幣ぬさの丘おか。土は中の上。右を加か野やというのは、応神天皇が巡行された時、ここに殿を造って、蚊屋を張られた。だから加か野やと名づけた。山と川の名も、里と同じである。

　幣ぬさの丘おかという理由は、応神天皇がここに到って、土地の神に奉幣された。だから、幣の丘と名づけた。

　韓から室むろの里。土は中の中。右を韓室というのは、韓から室むろの首おびと宝たから等らの祖先の家がたいへん富み栄えて、韓から室むろを造った。だから韓室と名づけた。

　巨こ智ちの里。草くさ上かみの村・大おお立たちの丘。土は上の下。右は、巨こ智ちたちがはじめてこの村にすまいした。それによって名とした。草上という理由は、韓から人ひと山やま村むらたちの先祖、柞ならの巨こ智ちの賀か那ながこの地を願い出て、田を開墾した時、一かたまりの草くさがあって、その根がとても臭かった。それで、草くさ上かみと名づけた。大おお立たちの丘という理由は、応神天皇がこの丘にお立ちになって、地形をご覧になった。だから大立の丘と名づけた。

　安あ相さぐの里。長なが畝うね川がわ。土は中の中。右を安相の里という理由は、応神天皇が但たじ馬まから巡行された時、道中、天皇に御翳を差し掛けることを怠った。それで、陰山の前と名づけた。そこで、国造豊忍別命が除名の罰を受けた。その時、但馬の国造阿胡尼命が、「どうかこれによって罪をお赦し下さい」と申し上げ、塩を作るための塩田二万代を奉って除名の罪を許された。塩しお代しろの田た飼かい、但たじ馬まの国くにの朝あさ来ぐの人がやってきてここに住んでいた。だから安あ相さぐの里と名づけた。本の名は沙いさご部べという。その後、里の名は字を改めて二字で注しるすことになったので、安相の里とした。

　長なが畝うね川がわと名づけた理由は、昔、この川に蔣まこもが生えていた。その時に、賀か毛もの郡こおり長なが畝うね村むらの村人がやってきて蔣まこもを苅った。その時、ここの石いし作つくりの連むらじたちが奪おうとして闘い、その長畝村の村人を殺し、この川に投げ棄てた。だから、長なが畝うね川がわと名づけた。もとは、あるいは、阿あ胡こ尼ねの命みことが英あ保ぼの村むらの女と結婚して、この村で死んだ。遂に墓を造って葬った。その後、骨は運んで持ち去ったと言い伝えられている。

　枚ひら野のの里。新し羅ら訓くにの村むら。筥はこ岡おか。右を枚野というのは、昔、少お野のであった。だから、枚野と名づけた。新し良ら訓くにと名づけた理由は、昔、新羅しらきの国の人が来朝した時、この村に宿泊した。それで、新し羅ら訓くにと名づけた。山の名も同じ。筥はこ丘おかという理由は、大おお汝なむち・少すくな日ひ子こ根ねの命みことが日ひ女め道じ丘おかの神かみと約束して会った時、日ひ女め道じの神かみは丘に食べ物、また、筥器はこなどの器物を準備された。それで筥丘と名づけた。

　大おお野のの里。砥と堀ほり。土は中の中。右を大野というのは、もと、荒あら野のであった。だから、大野と名づけた。欽明天皇の御世に、村むら上かみの足たる嶋しまたちの祖先である恵え多たがこの野を得たいと願い出て住んでいた。これによって里の名とした。砥と堀ほりという理由は、応神天皇の世みよに神かむ前さきの郡こおりと飾しか磨まの郡こおりの境界に、大おお川かわの岸きしの道みちを造った。この時、砥とを掘り出した。それで、砥と堀ほりと名づけた。今もまだある。

　少お川がわの里。高たか瀬せの村むら。豊とよ国くにの村むら。英あが馬ま野の。射い目め前ざき。檀まゆみ坂さか。多おお取とり山やま。御み取とりの丘おか。伊い刀と嶋しま。土は中の中。本の名は私きさきの里。右を私きさきの里と名づけたのは、欽明天皇の御世に、私きさき部べ弓ゆ束づかたちの祖先である田た又た利りの君きみ鼻ひ留るが、ここを願い出て住んでいた。だから、私きさきの里と名づけた。

　その後、庚かのえ寅とらの年（六九〇年）、上かみの大まえつ夫きみが宰くにのみこともちであった時、改めて小お川がわの里とした。別の伝えによると、小川が大野からここに流れて来ている。だから、小川といった。

　高たか瀬せという理由は、応神天皇が夢いめ前さき丘おかに登って国を望み見られたところ、北の方に白い色の物があった。天皇は、「あれは何だ」と言われた。天皇は舎人とねりである上かみ野つけのの国の麻ま奈な毗び古こを遣わして、視察させられた。麻奈毗古は、「高い所から流れ落ちる水、まさにこれでした」と申し上げた。だから高瀬の村と名づけた。

　豊とよ国くにと名づけた理由は、[image: ]つく紫しの豊とよ国くにの神かみがここに鎮座していた。だから、豊国の村と名づけた。

　英あが馬ま野のと名づけた理由は、応神天皇が、この野で狩をされた時、ある馬が走って逃げた。天皇は、「誰の馬だ」と言われた。侍従たちが答えて、「朕あがきみの御み馬うまです」と言ったので我あが馬ま野のと名づけた。この時、射い目めを立てた所は目いめ前さきと名づけ、弓が折れた所は檀まゆみ丘おかと名づけ、御み立たちした所は御み立たち丘おかと名づけた。この時、大きな牝め鹿じかが海を泳いで島に到り着いた。だから伊い刀と嶋しまと名づけた。

　英あ保ぼの里。土は中の上。右を英保というのは、伊い予よの国英保の村の人がやって来てここに住んでいた。だから、英保の村と名づけた。

　美み濃のの里。継つぎの潮みなと。土は下の中。右を美濃と名づけたのは、讃岐の国弥み濃のの郡の人がやって来て住んでいた。だから、美濃と名づけた。継つぎの潮みなとという理由は、昔、この国である女が死んだ。その時、[image: ]つく紫しの国火ひの君きみたちの祖おや　名はわからない　がやって来ると生き返った。そこでトツギ（結婚）をした。だから継つぎの潮みなとと名づけた。

　因達いだての里。土は中の中。右を因達というのは、神功皇后が韓から国くにを平定しようと思われてお渡りになった時、船の舳先におられた伊い太だ代ての神かみが、ここにご鎮座されている。だから、神の名みなによって里の名とした。

　安あな師しの里。土は中の中。右を安師というのは、倭やまとの穴あな无しの神かみの神かん戸べとなって奉仕していた。だから、穴師と名づけた。

　漢あや部べの里。多た志し野の、阿あ比い野の、手て沼ぬ川がわ。里の名は、上文で明らかである。

　右を多た志し野のというのは、応神天皇が巡行された時、鞭むちでこの野を指し、「あの野は住居を造り、さらに田を開墾するのがよい」と言われた。だから、佐さ志し野のと名づけた。今、改めて多志野と名づけている。

　阿あ比ひ野のという理由は、応神天皇が山の方から行幸みゆきされた時、従臣たちが海の方から参上するのに出会った。だから、会あい野のと名づけた。

　手て沼ぬ川がわという理由は、応神天皇がこの川で御み手てをお洗いになった。だから、手沼川と名づけた。鮎を生む。味がよい。

　貽い和わの里の船ふな丘おかの北のあたりに、馬うま墓はかの池いけがある。昔、雄略天皇の御世に尾お治わりの連むらじたちの遠い祖先の長なが日ひ子こが、優秀な侍女と馬とを持っていた。どちらも（長日子の）心に適かなっていた。さて、長なが日ひ子この臨終の時、その子に、「私が死んだ後は、侍女も馬も葬儀は私と同様にせよ」と言った。このため墓を作り、第一は長日子の墓とし、第二は侍女の墓とし、第三は馬の墓とした。併あわせて三つある。その後、上かみの生お石うしの大まえつ夫ぎみが国司であった時、墓のそばの池を造った。それによって名を馬うま墓はかの池とした。

　飾しか磨まの御み宅やけという理由は、仁徳天皇の御世に人を遣わして、意お伎き・出雲いずも・伯耆ほうき・因幡いなば・但たじ馬まの五人の国くにの造みやつこたちを呼び寄せられた。この時、五人の国くにの造みやつこはお召し役の使者たちを水手かことして京みやこに向かった。これをもって罪だとして、播はり磨まの国くにに追いやって、田を作らせられた。この時、作った田は、意お伎き田た・出雲いずも田た・伯耆ほうき田た・因幡いなば田た・但たじ馬ま田たと名づけた。その田の稲を納めた御み宅やけを、飾しか磨まの御み宅やけと名づけた。また、賀か和わ良ら久くの三み宅やけといった。




　　揖保の郡




　揖い保ぼの郡こおり。事は、下文で明らかにする。

　伊い刀と嶋しま。多くの島を合わせた呼び名である。右の名は、応神天皇が狩の射手を飾しか磨まの射い目め前さきに立てて、狩をされた。さて、我あが馬ま野のから出てきた牝め鹿じかがこの阜おかを通り過ぎて海に入り、伊刀嶋に泳いで渡った。その時、侍従たちが望み見て語りあって言うことには、「鹿はもうその島に到いたり着いた」と言った。だから、伊刀嶋と名づけた。

　香かぐ山やまの里。本の名は、鹿か来ぐ墓はかである。土は下の上なり。鹿来墓と名づけた理由は、伊い和わの大おお神かみが国占めされた時、鹿が来て山の峰に立った。山の峰も墓に似ていた。だから、鹿来墓と名づけた。その後、道ち守もりの臣おみが宰みこともちだった時になって、名を改めて香山とした。

　家や内ぬち谷だに。これは香山の谷である。形かたちは、垣が取り囲んでいるようであった。だから、家内谷と名づけた。

　佐さ々さの村。応神天皇が巡行されていた時、猿が笹の葉をくわえているのに遇った。だから、佐々の村といった。

　阿豆あつの村。伊い和わの大おお神かみが巡行されていた時、「ああ、心の中が熱い」と告げて、衣の紐を引きちぎられた。だから、阿豆と名づけた。別の伝えでは、昔、天に二つの星があった。地に落ちて石となった。それで、人々が集まって来て議論した。だから、阿豆と名づけた、と言っている。

　飯いい盛もり山やま。讃さぬ伎きの国くにの宇う達たりの郡こおりの、飯いいの神かみの妻は、名を飯いい盛もりの大おお刀と自じという。この神が渡って来られて、この山を占有していらっしゃった。だから、飯盛山と名づけた。

　大おお鳥とり山やま。鵝おおかりがこの山にいた。だから、大鳥山といった。

　栗くる栖すの里。土は中の中。栗栖と名づけた理由は、仁徳天皇が勅みことのりされて、削った栗の実を若わか倭やまと部べの連むらじ池いけ子こに賜わった。それを持ち帰り、この村に植え生やした。だから、栗栖と名づけた。この栗の実は本から皮を削ってあるのによって、その後も、渋がない。

　廻めぐり川がわ。

　金かな箭や川がわ。応神天皇が巡行されていた時、御狩猟用の金かな箭やをこの川に落とされた。だから、金箭と名づけた。

　阿あ為い山やま。応神天皇の世みよに紅くれの草あいがこの山に生えていた。だから、阿為山と名づけた。名のわからない鳥が住んでいる。正月から四月に至るまで見え、五月より後は見えない。形は鳩に似ていて、色は紺こんのようである。

　越こし部べの里。旧名は皇み子こ代しろの里さとである。土は中の中。皇み子こ代しろと名づけた理由は、安閑天皇の世みよに、お気に入りだった但たじ馬まの君きみ小お津つが寵ちよう愛あいを受けていて、姓かばねを賜わって、皇み子こ代しろの君として、三み宅やけをこの村に造って奉仕させられた。だから、子こ代しろの村といった。その後上かみ野つけのの大まえつ夫ぎみに至って、三十戸を結んだ時、改めて越こし部べの里と名づけた。別の伝えでは、但馬の国三み宅やけから越して来た。それで、越部の村と名づけたとある。

　鷁さぎ住すみ山やま。鷁さぎ住すみと名づけた理由は、昔、鷁さぎが多くこの山に住んでいた。だから、それによって名とした。

　[image: ]たな坐くら山やま。石が[image: ]たなに似ていた。だから、[image: ]坐山と名づけた。

　御み橋はし山やま。大おお汝なむちの命みことが俵を積んで橋を立てられた。山の石が橋に似ていた。だから、御橋山と名づけた。

　狭さ野のの村。別わけの君きみ玉たま手てたちの遠い祖先はもともと、川かわ内ちの国泉いずみの郡こおりに住んでいた。その地が不便だったので、移ってこの地にやってきた。そこで、「この野は狭いけれども、それでもやはり、住むのによい」と言った。だから、狭野と名づけた。

　出雲いずもの国の阿あ菩ぼの大おお神かみが大倭やまとの国の畝うね火び・香かぐ山やま・耳みみ梨なしの三山が闘い合っているとお聞きになった。そこで諫いさめ止とめようと思われて、上って来られた時、ここに到って、闘いが止んだとお聞きになって、その乗っていた船を覆ふせて鎮座した。だから、神かむ阜おかと名づけた。丘の形は、船が覆ったのに似ている。

　上かみ岡おかの里。本は、林はやし田だの里である。土は中の下。菅すげが、山のあたりに生える。だから、菅すが生ふといった。別の伝えでは、応神天皇が巡行されていた時、井をこの岡に作られたところ、水がとても清らかで冷たかった。そこで言われたことには、「水が清くて冷たいのによって、私の心もすがすがしい」と言われた。それで、宗す我が冨ふといったとある。

　殿との岡おか。殿とのをこの岡おかに造った。だから、殿岡といった。岡に柏かしわが生えている。

　日くさ下か部べの里。人の姓かばねによって名とする。土は中の中。

　立たつ野の。立野と名づけた理由は、昔、土はに師し弩の美みの宿すく禰ねが出雲の国に行き通い、日下部の野で宿り、病気を患って死んだ。その時、出雲の国の人がやってきて並び立ち、人々は川の礫さざれ石いしを取り上げて運び渡して、墓の山を作った。だから、立野と名づけた。その墓はか屋やを名づけて出雲いずもの墓はか屋やとした。

　林はやし田だの里。本の名は談奈志。土は中の下。談奈志という理由は、伊い和わの大おお神かみが国を占有された時、御み志しるしとしてここに植えられたところ、やがて楡にれの樹が生えた。だから、談奈志といった。

　松まつ尾おの阜おか。応神天皇が巡行されていた時、ここで日が暮れた。この阜おかの松まつを取ってかがり火とした。だから、松尾と名づけた。

　塩しお阜おか。この阜おかの南に塩水湖があった。たてよこ三丈くらい。海と離れていること三十里ほどで、水底は小石が敷きつめ、周囲は草に覆われている。海水と淡水が混り合い、満ちる時は深さ三寸くらいである。牛、馬、鹿たちが好んで飲んだ。だから、塩阜と名づけた。

　伊い勢せ野のと名づけた理由は、この野では人の家が建つたびに、平穏に暮らすことができなかった。さて、衣きぬ縫ぬいの猪い手てという漢あや人ひとの刀と良らたちの祖おやがここに住もうとして、神社を山の麓に立てて、山の岑みねに鎮座する神である伊和大神の子伊い勢せ都つ比ひ古この命みことと伊い勢せ都つ比ひ売めの命みことを敬い祭った。これより後、それぞれの家は安らかになって、やっと里となることができたので伊勢と名づけた。

　伊い勢せ川がわ。神によって名とする。

　稲いね種だね山やま。大おお汝なむちの命みことと少すくな日ひ子こ根ねの命みことと二ふた柱はしらの神が、神かむ前さきの郡こおり[image: ]はにの里さと生いく野のの岑みねにおられて、この山を望み見て「その山は、稲いね種だねを置おくのによい」と言われた。稲種を送って、この山に積んだ。山の形も稲を積んだ形に似ていた。だから、名づけて稲いな積づみ山やまといった。

　邑おお智ちの駅うまや。土は中の下。応神天皇が巡行されていた時、ここに到って、「私は狭い地だと思ったが、ここは広々としたところだなあ」とおっしゃった。だから、大おお内ちと名づけた。

　冰ひ山やま。この山の東ひがしにこんこんと流れ出る泉がある。応神天皇がその井の水をお汲みになったところ凍った。だから、冰山と名づけた。

　欟つき折おれ山やま。応神天皇がこの山で狩をなさって、欟つき弓ゆみで走る猪を射られたところ、その弓が折れた。だから、欟折山といった。この山の南に石の穴があり、穴の中に蒲かまが生えていた。だから、蒲かま阜おかと名づけた。今はもう生えていない。

　広ひろ山やまの里。旧名は握つかの村。土は中の上。都つ可かと名づけた理由は、石いわの比ひ売めの命みことが泉いずみの里の波は多た為いの社もりにお立ちになって弓を射られたが、ここに到って箭がすべて地に入り、ただ、柄が地面から出ているだけになった。だから、都可の村と名づけた。その後、石いし川かわの王おおきみが総すべ領おさであった時、改めて広山の里とした。

　麻あさ打うちの里。昔、但馬の国の人、伊い頭ず志しの君きみ麻ま良ら比ひがこの山の家に住んでいた。二人の女が夜に麻を打っていたが、麻を自分の胸に置いて死んだ。だから、麻あさ打うち山やまと名づけた。今、このあたりに住んでいる者は、夜になると麻を打たない。その土地の人がいうには、「讃さぬ伎きの国」という。

　意お比ひ川かは。応神天皇の御み世よに出雲いずもの御み蔭かげ大おお神かみが枚ひら方かたの里の神かむ尾お山やまにおられて、いつも道行く人を遮って、通行人の半分を殺し半分を生かして通した。その時、伯耆ほうきの人小こ保ほ弖てと因幡いなばの布ふ久く漏ろと出雲の都つ伎き也やの三人がともに悩んで、朝廷に申し上げた。そこで、額ぬか田た部べの連むらじ久く等と々とを遣わして、祈き禱とうさせられた。その時に、屋や形かたを屋や形かた田だに作り、酒さか屋やを佐さ々さ山やまに作って祭った。宴うたげで遊んでたいへん楽しみ、櫟いちい山やまの柏を帯に掛け腰に差し挟んで、この川を下りながら押し合いをした。だから、厭おそい川かわと名づけた。

　枚ひら方かたの里。土は中の上。枚方と名づけた理由は、河か内わちの国くに茨まむ田たの郡こおり枚ひら方かたの里の漢あや人ひとがやってきて、はじめてこの村に住んだ。だから、枚方の里といった。

　佐さ比ひ岡おか。佐さ比ひと名づけた理由は、出雲いずもの大おお神かみが神かむ尾お山やまにいた。この神は出雲の国人がここを通り過ぎると、十人のうち五人を留め、五人のうち三人を留めて行き来の妨害をした。それで出雲の国人たちが佐さ比ひを作ってこの岡に祭ったが、それでも和やかに受け入れられることはなかった。そうなった理由は、男お神がみが先に来られて、女神が後に来られたからである。この男神は鎮まることができなくて去って行かれた。そういうわけで、女神は怨うらみ怒っておられるのだ。それからしばらく後に、河内の国くに茨まむ田たの郡こおり枚方の里の漢あや人ひとがやってきてこの山のあたりに住んで、敬い祭った。それで辛うじて和やかに鎮めることができた。この神が鎮座しているのにちなんで、名づけて神かむ尾お山やまといった。また、佐比を作って祭った所を、佐比岡と名づけた。

　佐さ岡おか。佐岡と名づけた理由は、仁徳天皇の世みよに[image: ]つく紫しの田た部べを召して、この地を開墾させられた時、毎年五月にこの岡に集い集まり、酒を飲んで宴会をした。だから、佐岡といった。

　大おお見み山やま。大おお見みと名づけた理由は、応神天皇がこの山の嶺みねに登って、四方を望み見られた。だから、大見といった。御み立たちの所に岩があった。高さ三尺くらい、長さ三丈くらい、広さ二丈くらいであった。その石の表面に、ところどころ、窪くぼんでいる跡があった。これを名づけて御み沓くつあるいは御み杖つえの所ところといった。

　三み前さき山やま。この山の岬のようなところが三つあった。だから、三前山といった。

　御み立たち阜おか。応神天皇がこの阜おかに登って、国をご覧になった。だから、御み立たち岡おかといった。

　大おお家やけの里。古い名は大おお宮みやの里である。土は中の上。応神天皇が巡行されていた時、この村に宮を営まれた。だから、大宮といった。その後、田た中なかの大まえつ夫ぎみが宰みこともちだった時に至って、大おお宅やけの里と改めた。

　大おお法のり山やま。今の名は、勝すぐり部べの岡おかである。応神天皇がこの山で重大な法を宣言された。だから、大法山といった。今、勝部と名づける理由は、小お治はり田だの河かわ原らの天すめら皇みことの世みよに大倭やまとの千ち代よの勝すぐり部べたちを遣わして、田を開墾させ、その者たちがこの山のあたりに住んた。だから、勝部の岡というのだ。

　上かみの筥はこ岡おか・下しもの筥はこ岡おか・魚な戸へ津つ・朸おうこ田だ。宇う治じの天すめら皇みこと（菟う道じの稚わき郎いらつ子この皇み子こ）の世に宇う治じの連むらじたちの遠い祖先、兄え太た加か奈な志しと弟おと太た加か奈な志しの二人が大おお田たの村の与よ冨ふ等との地を願い出て、田を開墾し種を播まこうとして来ていた時、使用人が朸おうこを使って食器などの物をかついだ。すると、朸が折れて荷物が落ちた。だから、鍋なべが落ちた所は、魚な戸へ津つと名づけ、前の筥はこが落ちた所は、上筥岡と名づけ、後うしろの筥が落ちた所は、下筥岡といい、かついでいた朸が落ちた所は、朸おうこ田だといった。

　大おお田たの里。土は中の上。大田という理由は、昔、呉くれの勝すぐりが韓国から渡って来て、はじめは、紀伊きの国の名な草ぐさの郡こおりの大おお田たの村に着いた。その後、別れて来て、摂津つの国の三み嶋しま賀か美みの郡こおりの大おお田たの村に移って来た。さらにまた、揖い保ぼの郡こおりの大おお田たの村に移ってきた。そこで、もとの紀伊の国くに大おお田たによって名とした。

　言こと挙あげ阜おか。右を言挙阜という理由は、神功皇后の時、軍が出発する日、この阜おかにおられて、軍人たちに訓令して言われたことには、「この御み軍いくさは、決して言挙してはいけないぞ」と言われた。だから、名づけて言こと挙あげの前さきといった。

　鼓つづみ山やま。昔、額ぬか田た部べの連むらじ伊い勢せと神みわ人びと腹はらの太おお文ふみとが互いに闘った時、鼓つづみを打ち鳴らして（闘った）。だから、名づけて鼓つづみ山やまといった。山の谷に檀まゆみが生えている。

　石いわ海みの里。土はこれ上の中。右を、石海という理由は、孝徳天皇の世にこの里の中に、百便の野があって、百枝に垂れる稲が生えていた。阿あ曇ずみの連むらじ百もも足たりがその稲を取って献上した。その時、天皇が、「この野を開墾して田を作るがよい」と言われた。阿曇あづみの連むらじ太牟むたを遣わして、石いわ海みの役民を呼んで開墾させた。だから、野の名を百もも便たるといい、村を石海と名づけた。

　酒さか井い野の。右を、酒井という理由は、応神天皇の世みよに宮を大おお宅やけの里に造り、井をこの野に作って、酒さか殿どのを造り立てられた。だから、酒井野と名づけた。

　宇う須す伎き津つ。右を、宇う須す伎きと名づけた理由は、神功皇后が韓国を平定しようと、渡って行かれた時、御み船ふねを宇う頭づ川がわの泊とまりで停泊させられた。この泊から伊い都つに渡って行かれた時、にわかに向かい風に遭って、進み行くことができなくて、船ふな越こしから御船を越したが、船はやはり進むことができなかった。農の民を駆り集めて、御船を引かせられた。さてある女がいて、船引きを助けるために、いとしい我が子を献じようとして江に落ちてしまった。だから、宇う須す伎きと名づけた。今のことばでは、伊い波は須す久くという。

　宇う頭づ川がわ。宇頭川という理由は、宇う須す伎き津つの西の方に渦の淵ふちがあった。だから、宇頭川と名づけた。ここは、神功皇后が船を停泊された泊である。

　伊い都つの村。伊都という理由は、御み船ふねの船員たちが言ったことには、「いつかこの見える所に着きたいなあ」と言った。だから、伊都といった。

　雀すずめ嶋しま。雀嶋と名づけた理由は、雀が多くこの島に集まっていたので雀嶋といった。草木は生えない。

　浦うら上かみの里。土は上の中。右を、浦上と名づけた理由は、昔、阿あ曇ずみの連むらじ百もも足たりたちが、はじめに難波なにわの浦うら上かみに住み、その後にこの浦上に遷って来ていた。だから、本の居所によって名とした。

　御み津つ。神功皇后が御み船ふねを停泊された泊とまりである。だから、御津と名づけた。

　室むろ原ふの泊とまり。室むろと名づけた理由は、この泊とまりは風を防ふせぐこと室のようであった。だから、それによって名とした。

　白貝おうの浦うら。昔、白貝が生息していた。だから、それによって名とした。

　家いえ嶋しま。人々が家を作って住んでいた。だから、家嶋と名づけた。竹、黒葛つづらなどが生えている。

　神かみ嶋しま、伊い刀と嶋しまなど。神嶋という理由は、この島の西のあたりに石神がある。形は仏像に似ている。だから、それによって名とした。この神の顔色は五色の玉のようである。また、胸に流れる涙がある。これも五色である。泣いた理由は、応神天皇の世みよに新羅しらきの貴人が来朝した。それでこの神の奇偉であるのを見て、常にはない珍しい玉と思って、その顔の色をはがし、その瞳ひとみを掘り取った。神はそれによって泣いた。そこで、ひどく怒って暴風を起こし、貴人の船を打ち破った。高たか嶋しまの南の浜に漂い沈んで、人はみんな死亡した。それでその浜に埋葬した。だから、名づけて韓から浜はまといった。今、そこを過ぎる者は、心に慎み固く戒めの心を持って、韓から人ひとと言わない。目が悪い事にも触れない。

　韓から荷にの嶋しま。韓から人ひとの壊れた船や漂っている物がこの島に漂い着いた。だから、韓荷の嶋と名づけた。

　高たか嶋しま。高さがこの近辺のどの島にも勝っていた。だから、高嶋と名づけた。

　萩はぎ原わらの里。土は中の中。右を、萩原と名づけた理由は、神功皇后が、韓国から還かえって上ってこられる時、御船でこの村に停泊された。一夜の間に、萩はぎの根が生えた。高さは一丈くらいである。それにちなんで萩原と名づけ、御井を作られた。だから、針はり間ま井いといった。その附近は開墾しなかった。また、罇もたいの水が溢あふれて井いとなった。だから、韓からの清し水みずと名づけた。その水は朝汲もうとしても朝は水が出ない。そこで酒さか殿どのを造った。だから、酒さか田たといった。舟が傾いて乾いた。だから、傾かたぶき田たといった。舂米よねつき女めたちの陰部を、従臣たちが犯して傷を負わせた。だから、陰ほと絶たち田だといった。それで萩が多く繁茂した。だから、萩原といった。そして祭っている神は少すくな足たらしの命みことでいらっしゃる。

　鈴すず喫くい岡おか。鈴喫と名づけた理由は、応神天皇の世みよにこの岡で狩をされたところ、鷹たかの鈴が落ち、探したが見つからなかった。だから、鈴喫岡と名づけた。

　少お宅やけの里。本の名は、漢あや部べの里である。土は下の中。漢部と名づけた理由は、漢あや人ひとがこの村に住んでいた。だから、それによって名とした。その後に改めて少宅といった理由は、川かわ原らの若わか狭さの祖父である少お宅やけの秦はたの公きみの娘と結婚して、その家を少お宅やけと名づけた。その後、若わか狭さの孫である智ち麻ま呂ろが、任命されて里長となった。これによって、庚かのえ寅とらの年（六九〇年）、少宅の里とした。

　細螺しただみ川がわ。細螺川といった理由は、農の民が田を作り溝を通したところ、細螺しただみが多くこの溝にいた。その後、ついに川になった。だから、細螺川といった。

　揖いい保ぼの里。土は中の中。粒いいぼといった理由は、この里は粒いいぼ山やまをたよりに成り立っている。だから、山によって名とした。

　粒いいぼ丘おか。粒丘と名づけた理由は、天あめの日ひ槍ぼこの命みことが、韓国から渡って来て、宇う頭ず川の下流に到って、宿る所を葦あし原はら志し挙こ乎おの命みことにお願いして、「あなたは国主です。私は宿る所を求めています」と言った。そこで志し挙こは海中に宿ることを許した。その時、貴神は、剣つるぎで海水をかき混ぜて宿られた。主の神は貴神の活発な振る舞いを畏れて、先に国を占有しようと思って、巡り上り粒いいぼ丘おかに着いて食事された。この時、口から米粒が落ちた。だから、粒丘と名づけた。その丘の小石はみんな米粒に似ている。また、杖つえで地に刺すとすぐに杖の所から冷たい泉が湧き出て、遂に南と北とに通じた。北は冷たく南は温かい。白朮おけらが生えている。

　神かみ山やま。この山に石神がおられる。だから、神山と名づけた。椎しいの実がなり、八月に熟す。

　出いず水みの里。この村に冷たい泉が出る。だから、泉によって名とした。土は中の中。

　美み奈な志し川がわ。美奈志川と名づけた理由は、伊い和わの大おお神かみの子、石いわ龍たつ比ひ古この命みことと妹いも石いわ龍たつ売ひめの命みことと二神が、川の水を互いに競っておられた。夫の神は北の方の越こし部べの村に流そうと思われ、妻の神は南の方の泉の村に流そうと思われた。その時、夫の神がその山の岑みねを踏んで流し下した。妻の神が見て、道理に合わないと思って、すぐ指さし櫛ぐしでその流れる水を塞せき止めて、岑のあたりから溝を通し、泉の村に流して争われた。そこで夫の神はまた泉の下の川に到り、流れを奪って西の方の桑くわ原はらの村に流そうとされた。さて、妻の神は何としても許さないで地下に水を流す下した樋ひを作り、泉の村の田のあたりに流し出された。これによって、川の水は絶えて流れない。だから、无水みなし川がわと名づけた。

　桑くわ原はらの里。旧名は、倉くら見みの里である。土は中の上。応神天皇が欟つき折おれ山やまにお立ちになってご覧になった時、整然と立ち並ぶ倉が見えた。だから、倉くら見みの村と名づけた。今、名を改めて桑原とする。別の伝えでは、桑くわ原はらの村主すぐりたちが讃さ容よの郡こおりの桉くらを盗んで持ってきたところ、その持ち主が跡を追い求めて、この村で発見した。だから、桉くら見みといったとある。

　琴こと坂さか。琴坂と名づけた理由は、景行天皇の世みよに出雲いずもの国の人がこの坂で休んだ。ある老人がいて、娘といっしょに坂本の田を作った。さて、出雲いずも人びとが、その娘に好意を持たれようと思って、琴を弾いて聞かせた。だから、琴坂と名づけた。ここに銅どう牙げ石じやくがある。形は双すご六ろくの綵さえに似ている。




　　讃容の郡




　讃さ容よの郡こおり。讃容といった理由は、大おお神かみ妹いも妋せ二ふた柱はしらがお互いに競って国くに占しめなさった時、妹いも玉たま津つ日ひ女めの命みことが生きている鹿を捕らえて横に寝かして、その腹を割いて、稲種をその血に種まいた。それによって一夜の間に苗が生えたので、取って植えさせた。ここに、大神が、「おまえは、五月夜さよに植えたことだなあ」と言われて、他の所に去ってゆかれたので、五月夜さよの郡こおりと名づけ、神を賛さ用よ都つ比ひ売めと名づけた。今も讃さ容よの町まち田だがある。鹿を放した山は、鹿か庭にわ山やまと名づけた。山の四面に十二の谷がある。どの谷も皆、鉄を産出することがあった。難波なにわの豊とよ前さきの朝廷みかど（孝徳天皇朝）に初めて奉った。発見した人は別わけ部べの犬いぬ、その孫たちは、奉発文初。

　讃容の郡、事は里も同じ。土は上の中。

　吉え川がわ。本の名は、玉たま落おち川がわ。大神の玉がこの川に落ちた。だから、玉たま落おちといった。今、吉川というのは、稲いな狭さ部べの大おお吉え川がわがこの村に住んでいた。だから、吉川といった。その山　黄かく連まぐさが生えている。

　桉くら見み。佐さ用よ都つ比ひ売め、この山で金の鞍くらを手に入れられた。だから、山の名を金かな肆くら、川の名を桉見といった。

　伊い師し。これは桉くら見みの河上に位置する。川の底が床とこのようだった。だから、伊師といった。その山に、精鹿、升とりの麻あしぐさが生えている。

　速はや湍せの里。土は上の中。川の流れが速いのによる。速湍の社に鎮座する神、広ひろ比ひ売めの命みことは那こな都つ比ひ売めの妹である。

　凍こおり野の。広ひろ比ひ売めの命みことがこの地を占有された時、地が凍った。だから、凍野、凍こおり谷たにといった。

　邑宝おおの里。土は中の上。弥み麻ま都つ比ひ古この命みことが、井を開いて干し飯を召し上がって、「私は多くの国を占有した」と言われた。だから、大おおの村むらといった。井を開かれた所は、御み井いの村と名づけた。

　鍫くわ柄え川がわ。神かむ日ひ子この命みことが鍬くわの柄えを、この山で採とらせられた。だから、その山の川を名づけて鍫くわ柄え川がわといった。

　室むろ原はら山やま。風を防ぐことはまるで室のようであった。だから、室むろ原はらといった。人かのに参けぐさ、独活うど、監漆やまあさ、升とりの麻あしくさ、白朮おけら、石いし灰ばいが生はえている。

　久く都づ野の。弥み麻ま都つ比ひ古この命みことが、「この山は、踏めばきっと崩れるだろう」と言われた。だから、久都野といった。その後、改めて宇う努のといった。その近辺は山、中央は野であった。

　柏かしわ原ばらの里。柏が多く生えているのによって、名づけて柏原とした。

　筌うえ戸と。大神が、出雲いずもの国から来られた時、嶋しま村むらの岡おかを腰かけの床几として座っていらっしゃって、筌うえをこの川に置かれた。だから、筌戸と名づけた。魚は入らないで鹿が入った。これを取って鱠なますに作り、お食べになる時に口に入らないで地つちに落ちた。それで、ここを去って他の所にお遷りになった。

　中なかつ川がわの里。土は上の下。仲なかつ川がわと名づけた理由は、苫とま編みの首おびとたちの遠い祖先である大おお仲なかつ子こと神功皇后が韓国に渡ってゆかれた時、船は淡あわ路じの石いわ屋やで停泊した。その時、風雨がひどく起こり、農の民は悉く濡れた。この時に、大おお中なかつ子こは苫ともを使って屋を作った。天皇が、「これは国の富である」と言われ、姓かばねを与えて苫とま編みの首おびととされた。よってここに住んだ。だから、仲なかつ川がわの里と名づけた。

　引ふな船ひき山やま。天智天皇の世に、道ち守もりの臣おみがこの国の宰みこともちとして、公おおやけの船をこの山で造って、引っぱって海に下させられた。だから、船ふな引ひきといった。この山に鵲かささぎが住んでいた。あるいは韓国の烏からすという。枯木の穴に栖すみ、春は見えるが、夏は見えない。人参・細みらの辛ねくさが生じる。

　昔、天智天皇の世に丸わに部べの具そなふという人がいた。これは仲なかつ川がわの里の人であった。この人が河かわ内ちの国兔寸とのきの村人の持ってきた剣つるぎを買い取った。剣を得た後、一家がすっかり滅亡した。その後、苫とま編み部べの犬いぬ猪いがその場所の跡を耕すと、土の中からこの剣つるぎが出土した。土と離れていること、まわり一尺くらいであった。その柄は朽ち失うせていたが、その刀は錆さびていなかった。刀身の光は明るい鏡のようであった。さて、犬猪は心に不思議に思って、剣を取って家に帰り、鍛冶かじ職人を招いて、その刀を焼かせた。その時、この剣が屈伸すること蛇のようであった。鍛冶職人はたいへん驚いて、完成しないままやめてしまった。さて、犬猪は奇妙な剣だと思って、朝廷に献たてまつった。その後、浄きよ御み原はらの朝廷みかど（天武天皇朝）の甲きのえ申さるの年とし（六八四年）七月、曽そ祢ねの連むらじ麿まろを派遣して、本の所に返し送った。今は、この里の御み宅やけに安置している。北きたの山やまの辺りに、李すももが五本ある。仲しも冬つきになるまで、その実は落ちない。

　弥み加か都づ岐き原はら。仁徳天皇の世みよに、伯耆ほうきの加か具ぐ漏ろと因幡いなばの邑おお由ゆ胡ことの二ふ人たりが、たいへん驕おごり高ぶって節度がなく、清酒で手足を洗っていた。さすがに、朝廷は度が過ぎているとして、狭さ井いの連むらじ佐さ夜よを派遣して、この二人を呼び出した。その時、佐さ夜よが、すっかり二人の親族を捕まえて朝廷に向かった時、繰り返し、水の中に沈めて虐げた。その中に女が二人いた。玉を手足に纏まいていた。そこで、佐夜が不審に思って聞いた。女は答えて、「私たちは服部はとりの弥み蘇その連むらじが因幡の国造阿あ良ら佐さ加か比ひ売めを娶めとって生んだ子、宇う奈な比ひ売め、久く波は比ひ売めです」と言った。その時、佐夜は驚いた。彼女たちは執おお政き大まえつ臣ぎみの娘だったので還し送った。送った所を見み置おき山やまと名づけ、溺れさせた所を美み加か都づ岐き原はらと名づけた。

　雲う濃のの里。土は上の中。大神の子の玉たま足たらし日ひ子こ・玉たま足たらし比ひ売めの命みことが生んだ子である大おお石いしの命みこと、この神は父神の心うらに適っていた。だから、有う怒のといった。

　塩しお沼ぬまの村。この村に海水が出た。だから、塩沼の村といった。




　　宍禾の郡




　宍し禾さわの郡こおり。

　宍禾と名づけた理由は、伊い和わの大おお神かみが国を作り堅め終えた後、この川、谷、坂を堺さかいとして巡行された時、自分の舌を出している大きな鹿が、大神と矢や田たの村で出会った。そこで、「矢は鹿の舌にある」と言われた。だから、宍し禾さわの鹿しかと名づけ、村の名は矢田の村と名づけた。

　比ひ治じの里。土は中の上。比治と名づけた理由は、孝徳天皇の世みよに、揖いい保ぼの郡こおりを分けて宍禾の郡を作った時、山やま部べの比ひ治じが任命されて里長になった。この人の名によって、比治の里といった。

　宇う波は良らの村。葦あし原はらの志し許こ乎おの命みことが国を占有なさった時に、「この地はせまい。室の戸のようである」と言われた。だから、表うわ戸とといった。

　比ひ良ら美みの村。大神の褶ひらびがこの村に落ちた。だから、褶ひらびの村といった。今の人は、比良美の村という。

　川かわ音との村。天あめの日ひ槍ぼこの命みことがこの村に泊まられて、「川の音がとても大きく高い」と言われた。だから、川音の村といった。

　庭にわ音との村。本の名は庭にわ酒きである。大神の干し飯が枯れてかびがはえた。そこで酒を醸かませて、庭にわ酒きに献たてまつって宴会をした。だから、庭酒の村といった。今の人は、庭音の村という。

　奪うばい谷たに。葦あし原はらの志し許こ乎おの命みことと天あめの日ひ槍ぼこの命みことと二神がこの谷を奪い合われた。だから、奪うばい谷たにといった。その奪い合ったことによって、形は、曲った葛かずらのようである。

　稲いな舂つきの岑みね。大神がこの岑で稲を舂つかせられた。それで、稲いな舂つきの前さきといった。味うま栗ぐりが生じる。その粳ぬかが飛んでいった所を、粳ぬか前さきと名づけた。

　高たか家やの里。土は下の中。名を高家といった理由は、天日槍命が告げて、「この村の高さは他の村に勝っている」と言われた。だから、高家といった。

　都つ太だ川かわ。誰も（由来を）知らない。

　塩しおの村。あちこちで塩水が出る。だから、塩の村といった。牛や馬たちが、好んで飲んでいる。

　柏かしわ野のの里。土は中の上。柏と名づけた理由は、この野に（柏が）生えている。だから、柏野といった。

　伊い奈な加か川がわ。葦あし原はらの志し許こ乎おの命みことが天日槍命と国を占有されていた時、いななく馬がいて、この川で出会った。だから、伊奈加川といった。

　土ひじ間まの村。神の衣が泥ひじの上に付いた。だから、土間といった。

　敷しき草くさの村。草を敷いて神の座とした。だから、敷草といった。この村に山がある。南の方に行くこと十里くらいに沢がある。二町くらいである。この沢に菅が生えている。笠を作るのに最適である。檜ひのき、杉が生えている。鉄を産出する。狼、熊が住んでいる。栗、黄連、葛などもある。

　飯いい戸べの阜おか。国占めされた神がここで飯炊きをされた。それで、飯戸の阜といった。阜おかの形も甑こしき、箕み、竈かまどなどに似ている。

　安あな師しの里。本の名は酒す加かの里。土は中の上。大神がここで食事をされた。だから、須す加かといった。その後、山やま守もりの里と名づけた理由は、山やま部べの三み馬まが任命されて里長となった。だから、山守といった。今、名を改めて安師とするのは、安あな師し川がわによって名とするである。その川は、安あな師し比ひ売めの神かみによって名としていた。伊い和わの大おお神かみが結婚しようと求婚された。その時、この神が固く拒んで許さなかった。それで、大神が大変お怒りになって、石で川の源を塞きとめて、三み形かたの方に流し下された。だから、この川は水が少ない。この村の山に、檜ひのき、杉、黒くろ葛かずらなどが生え、狼、熊が住んでいる。

　石いし作つくりの里。本の名は伊い和わ。土は下の中。石作と名づけた理由は、石いし作つくりの首おびとたちが村に住んでいた。だから、庚かのえ午うまの年、石作の里とした。

　阿あ和わ賀か山やま。伊い和わの大おお神かみの妹いも、阿あ和わ賀か比ひ売めの命みことがこの山にいた。だから、阿あ和わ加か山やまといった。

　伊い加か麻ま川がわ。大神が国を占有された時、烏賊いかがこの川にいた。だから、烏賊いか間ま川がわといった。

　雲うる箇かの里。土は下の下。大神の妻の許な乃の波は奈な佐さ久く夜や比ひ売めの命みことはその容姿が端麗であった。だから、宇う留る加かといった。

　波は加かの村。国を占有された時、天あめの日ひ槍ぼこの命みことが先に着いた所である。伊和大神はその後に到着された。それで、大神が大変不思議に思って言われたことには、「思ったよりも先に着いていたなあ」と言われた。だから、波加の村といった。ここにやってきた人は、手足を洗わなければ、必ず雨が降る。その山に、檜、杉、檀まゆみ、黒くろ葛かずら、山薑わさびなどが生えている。狼、熊が住んでいる。

　御み方かたの里。土は下の上。御み形かたと名づけた理由は、葦あし原はらの志し許こ乎をの命みことと天あめの日ひ槍ぼこの命みことが黒くろ土つちの志し尓に蒿だけに着かれて、お互いに、黒葛を三条、足に着けて投げられた。その時、葦原志許乎命の黒葛のうち、一ひと条かたは但たじ馬まの気け多たの郡こおりに落ち、一ひと条かたは夜や夫ぶの郡こおりに、一ひと条かたはこの村に落ちた。だから、三み条かたといった。天あめの日ひ槍ぼこの命みことの黒葛は皆、但馬の国に落ちた。だから、但馬の伊い都づ志しの地を占有しておられた。別の伝えでは、大神は形見とし、御み杖つえをこの村に刺して立たせられた。それで、御み形かたといったとある。

　大おお内うち川かわ、小お内うち川がわ、金かな内うち川がわ。大きいのは、大おお内うちといい、小さいのは小お内うちといい、鉄を出すのは金かな内うちといった。その山に檜、林はやし、黒くろ葛かずらなどが生えている。狼、熊が住んでいる。

　伊い和わの村。本の名は、神み酒わである。大神が、酒みわをこの村で醸造された。だから、神み酒わの村といった。また、於お和わの村といった。大神が、国を作り終えられた後、言われたことには、「於お和わ等於我美岐」




　　神前の郡




　神かむ前さきの郡こおり。右を、神前と名づけた理由は、伊い和わの大おお神かみの子の建たけ石いわ敷しきの命みことが山やま使つかいの村の神かむ前さき山やまにおられた。神がおられるのによって名とした。だから、神前の郡といった。

　[image: ]はに岡おかの里。生いく野の、大おお内うち川かわ、湯ゆ川かわ、粟あわ鹿か、波は自じ加かの村。土は下の下。[image: ]岡と名づけた理由は、昔、大おお汝なむちの命みことと小すくな比ひ古こ尼ねの命みことが争って、「粘土の荷をかついで遠く行くのと、用便をがまんして遠く行くのと、この二つの事では、どちらがよくできるだろうか」と言われた。大汝命は「私は用便をがまんして行こうと思う」とおっしゃった。小すくな比ひ古こ尼ねの命みことは「私は粘土の荷を持って行こうと思う」とおっしゃった。このようにして、競争して行かれた。数日経って、大汝命は「私はもうがまんして歩くことができない」と言われ、すぐにしゃがんで用便をされた。その時、小比古尼命が笑って、「そうだ苦しい」と言われて、また小比古尼命も、その粘土をこの岡に投げすてられた。それで、[image: ]はに岡おかと名づけた。また、用便された時、笹がその屎くそを弾はじき上げて、衣にはねた。だから、波は自じ賀かの村と名づけた。その泥土と屎くそとが石となって、今も残っている。ある人が言うには、応神天皇が巡行された時、宮をこの岡にお造りになって、「この土地は粘土ばかりだなあ」と言われたと言う。それで、[image: ]岡といったと伝えている。

　生いく野のと名づけた理由は、ここに荒ぶる神がおられて、往来の人を半ば殺した。これによって死しに野のと名づけた。その後、応神天皇が、「これは悪い名だ」と言われて、改めて生野とした。

　粟あわ鹿かの川こ内うちと名づけた理由は、その川は、但たじ馬まの阿相あさぐの郡こおりの粟あは鹿か山やまから流れて来ている。だから、粟鹿川内といった。楡が生えている。

　大おお川こ内うち。大きいことによって名とした。檜、杉が生えている。また、生活習慣を異にする人が三十人くらいいる。

　湯ゆ川かわ。昔、湯がこの川で出た。だから、湯川といった。檜、杉、黒葛が生えている。また、生活習慣を異にする人が三十人くらいいる。

　川かわの辺べの里。勢せ賀か川がわ、[image: ]と川がわ山やま。土は中の下。この村では、川辺に住んでいた。だから、川辺の里と名づけた。勢せ賀かという理由は、応神天皇がこの川内で狩をされて、猪や鹿を多くここに攻め出して殺しなさった。だから、勢せ賀かといった。[image: ]と川かわ山やまといった理由は、その山に[image: ]とがあった。だから、[image: ]川山といった。星が出る時刻まで狩り殺した。だから、山を星ほし肆くらと名づけた。

　高たか岡おかの里。神かむ前さき山やま、奈な具ぐ佐さ山やま。土は中の中。右を、高岡というのは、この里に高い岡があった。だから、高岡と名づけた。

　神かむ前さき山やま。上と同じ。

　奈な具ぐ佐さ山やま。檜が生えている。地名の由来はわからない。

　多た駝だの里。邑曰おおわち野の、八や千ち軍ぐさ野の、粳ぬか岡おか。土は中の下。多駝と名づけた理由は、応神天皇が巡行されていた時、大おお御み伴とも人びとである佐さ伯えき部べたちの始祖、阿あ我が乃の古こがこの地の領有を願い出た。その時、天皇が、「はっきりと願い出たことだなあ」と言われた。それで、多駝といった。

　邑日おおわち野のといった理由は、阿あ遅じ須す伎き高たか日ひ古こ尼ねの命みことの神が新にい次すきの社やしろにおられて、神宮をこの野に造られた時、大おお輪わ茅ちを刈りめぐらして垣とされた。だから、邑日野と名づけた。粳ぬか岡おかは、伊い和わの大おお神かみと天あめの日ひ桙ぼこの命みことと二はしらの神がお互いに軍を興して戦い合われた。その時、大神の軍が集まって稲を舂いた。その粳ぬかが集まって丘となった。別の伝えでは城を掘った所は、応神天皇の御世に渡来した百済くだらの人たちが自分たちの生活習慣のままに城を造って住んでいた。また、その箕でふるい落とした粳を墓といい、また、城き牟む礼れ山やまといった。その孫たちは、川かわの辺べの里の三み家やけの人である夜や代しろたちである。八や千ち軍ぐさといった理由は、天あめの日ひ桙ぼこの命みことの軍勢が八千人いた。だから、八や千ち軍ぐさ野のといった。

　蔭かげ山やまの里。蔭かげ岡おか、冑かぶと岡おか。土は中の下。蔭山というのは、応神天皇の御み蔭かげ（髪飾り）がこの山に堕おちた。だから、蔭山といい、また、蔭岡と名づけた。その時、道を切り払う刃が鈍かった。それによって、「磨布理許」と言われた。だから、磨と布ほ理りの村といった。冑岡というのは、伊い与よ都つ比ひ古この神かみと宇う知ち賀か久く牟む豊とよ富ほの命みこととが闘った時、冑かぶとがこの岡に堕ちた。だから、冑かぶと岡おかといった。

　的いくは部べの里。石いわ坐くらの神かむ山やま、高たか野のの社やしろ。土は中の中。右は、的いくは部べたちがこの村に住んでいた。だから、的部の里といった。石いわ坐くらの山というのは、この山は、石いわを戴せている。また、豊とよ穂ほの命みことの神がいる。だから、石坐の神山といった。高野の社というのは、この野は他の野より高い。また、玉たま依より比ひ売めの命みことがおられる。だから、高野の社といった。槐ゑにす、杜かつらが生えている。




　　託賀の郡




　託た賀かの郡こおり。

　右を、託た賀かと名なづけた理由は、昔、巨人がいて、常に屈かがまって行った。南の海から北の海に到り、東から巡って行った時、この地にやってきて、「他の地は低いので、常に屈まり伏して行った。この地は高いので、背を伸ばして行く。高いことだなあ」と言った。だから、託た賀かの郡こおりといった。その踏んだ跡は、あちらこちら沼になった。

　賀か眉みの里。大おお海み山やま、荒あら田たの村。土は下の上。右は、川かわ上かみに住んでいたことによって名とした。大おお海みと名づけた理由は、昔、明あか石しの郡こおり大おお海みの里の人がやってきて、この山のふもとに住んだ。だから、大おお海み山やまといった。松が生えている。荒あら田たと名づけた理由は、ここにおられる神、名は道みち主ぬし日ひ女めの命みことは父がいないのに子をお生みになった。真相を知るための盟うけい酒ざけを醸造しようとして、田七町を作ったところ、七日七夜の間に、稲が成熟し終わった。そこで酒を醸んで多くの神を集め、その子を遣って、酒を捧ささげて進上させた。さて、その子が天あまの目ま一ひとつの命みことに向かって進上したことによって、それが父だと知った。その後にその田が荒れた。だから、荒田の村といった。

　黒くろ田だの里。袁を布ふ山やま、支き閇へ岡おか、大おお羅あみ野の。土は下の上。右は、土が黒いのによって名とした。袁布山というのは、昔、宗むな形かたの大おお神かみ、奥おき津つ嶋しま比ひ売めの命みことが伊和大神の子を妊娠して、この山にやってきて、「私が出産するにふさわしい時がきた」と言われた。だから、袁布山といった。支閇岡というのは、宗形の大神が「私が出産するにふさわしい臨月になった」とおっしゃった。だから、支き閇へ丘おかといった。大おお羅あみ野のというのは、昔、老夫おきなと老女おみなとが、網を袁を布ふの中なか山やまに張って、鳥を捕まえようとしたところ、いろいろな鳥が多く来て、網を背負って飛び去り、例の野に落ちた。だから、大羅野といった。

　都つ麻まの里。都つ多た支き、比ひ也や山やま、比ひ也や野の、鈴すず堀ほり山やま、伊い夜や丘おか、阿あ富ふ山やま、高たか瀬せ、目ま前さき、和わ尓に布ふ多た岐き、阿あ多た加か野の。土は下の上。都つ麻まと名づけた理由は、播はり磨ま刀と売めと丹たに波は刀と売めとが国の境界を定められた時、播はり磨ま刀と売めがこの村に到って、井の水を汲んで食事をして「この水はおいしい」と言われた。だから、都つ麻まといった。

　都つ太た岐きというのは、昔、讃さぬ伎き日ひ子この神かみが、冰ひ上かみ刀と売めに求婚なさった。その時、冰上刀売は、返答して「お断りします」と言われたところ、日ひ子こ神がみがなお強引に求婚なさった。それで、冰上刀売が怒って、「どうして私を」と言われた。言い終わると建たけ石いわの命みことを雇って、武器を使って闘った。それで、讃さぬ伎き日ひ子こが負けて還り去って、「私は、それは拙つたなかったなあ」と言われた。それで、都つ太た岐きといった。比ひ也や山やまというのは、応神天皇がこの山で狩をされた時に、ある鹿が前に立ち、鳴いた声が比々と響いた。天皇はお聞きになって、侍従をお止めになった。だから、山は比ひ也や山やまと名づけ、野は比ひ也や野のと名づけた。鈴すず堀ほり山やまは、応神天皇が巡行されていた時、鈴がこの山に落ちた。探したけれども見つからず、土を掘って探した。だから、鈴すず堀ほり山やまといった。

　伊い夜や丘おかは、応神天皇の猟犬　名は麻ま奈な志し漏ろ　と猪が、この岡を走って登った。天皇がごらんになって、「射よ」と言われた。だから、伊い夜や岡おかといった。この犬と猪とが闘って死に、墓を作って葬った。そんなわけで、この岡の西に、犬墓がある。

　阿あ富ふ山やまは、朸あふこを使って宍ししを担った。だから、阿あ富ふと名づけた。

　高たか瀬せの村というのは、川の瀬が高いのによって名とした。

　目ま前さき田だは、天皇の猟犬が、猪の為に目を打ち割かれた。だから、目ま割さきといった。

　阿あ多た加か野のは、応神天皇がこの野で狩をなさった時に、ある猪に矢がささって、うなっていた。だから、阿あ多た賀か野のといった。

　法はふ太だの里。甕みか坂さか、花はな波なみ山やま。土は下の上。法はふ太だと名づけた理由は、讃さぬ伎き日ひ子こと建たけ石いわの命みことが闘われた時、讃さぬ伎き日ひ子こが負けて逃げ去る際に、手で這はって行かれた。だから、匐はふ田だといった。甕みか坂さかは、讃伎日子が逃げ去られた時、建たけ石いわの命みことがこの坂まで追放して、「今後は、二度とこの境界に入ることはできないぞ」と言われて、御み冠かげをこの坂に置かれた。ある人が言うには、「昔、丹たに波はと播はり磨まとの国の境界を定めた時、大おお甕みかをこの上に掘り埋めて、国の境とした」と言った。だから、甕みか坂さかといった。花はな波なみ山やまは、近江あうみの国の花はな波なみの神かみがこの山におられた。それで、それによって名とした。




　　賀毛の郡




　賀か毛もの郡こおり。

　賀毛と名づけた理由は、応神天皇の世みよ、鴨かもの村に、ひとつがいの鴨が巣を作って卵を生んだ。だから、賀毛の郡といった。

　上かみ鴨かもの里。土は中の上。下しも鴨かもの里。土は中の中。右の二つの里を鴨かもの里と名づけたのは、すでに上文に詳しい。ただ、その後に分割して二つの里とした。だから、上鴨、下鴨といった。応神天皇が巡行された時、この鴨が飛び立って、條す布ふの井いの樹にいた。この時、天皇がたずねて、「何という鳥か」と言われた。侍従の当麻たぎまの品ほむ遅ち部べの君きみ前さき玉たまが答えて、「川に住む鴨でございます」と申し上げた。勅みことのりして射させられた時、一つ矢を放って、二羽の鳥に命中した。矢を負って山の岑みねから飛び越えた所は、鴨かも坂さかと名づけ、落ち倒れた所は、それによって鴨かも谷たにと名づけ、吸い物を煮た所は煮に坂さかである。下鴨の里に、碓うす居い谷たに、箕み谷たに、酒さか屋や谷たにがある。これは、大おお汝なむちの命みことが臼うすを造って稲を舂かれた所は碓居谷と名づけ、箕を置かれた所は箕谷と名づけ、酒さか屋やをお造りになった所は酒さか屋や谷たにと名づけた。

　條す布ふの里。土は中の中。條布と名づけた理由は、この村に井があり、ある女が水を汲むとすぐ井に吸い込まれた。だから、條布と名づけた。

　鹿か咋くい山やま。右を、鹿咋と名づけた理由は、応神天皇が狩に出かけられた時、自分の舌を嚙んでいる鹿と、不意にこの山で出会った。だから、鹿咋山といった。

　品ほむ遅ち部べの村。右を、このように名づけたのは、応神天皇の世に品遅部たちの遠い祖先の前さき玉たまがこの地を賜わった。だから、品遅部の村と名づけた。

　三み重えの里。土は中の中。三重といった理由は、昔、ある女がいた。筍たけのこを抜いて布を使って包んで食べると、何重にも（足が）折れ曲がって立つことができなくなった。だから、三重といった。

　楢なら原はらの里。土は中の中。楢原と名づけた理由は、柞ならがこの村に生えていた。だから、柞なら原はらといった。

　伎き須す美み野の。右を、伎須美野と名づけたのは、応神天皇の世みよに大おお伴ともの連むらじたちがこの地の領有を願い出た時、国造の黒くろ田だ別わけを呼び寄せて、地状をお聞きになった。その時、答えて、「縫った衣を櫃ひつの底にしまい込んだようです」と申し上げた。だから、伎須美野といった。

　飯いい盛もり嵩たけ。右を、このように名づけたのは、大おお汝なむちの命みことの御み飯いいを、この嵩たけに盛った。だから、飯盛嵩といった。

　粳ぬか岡おか。右を、粳岡と名づけたのは、大汝命が稲を下しも鴨かもの村でお舂かせになったところ、飛び散った粳ぬかがこの岡に飛んできた。だから、粳岡といった。

　玉たま野のの村がある。そういう理由は、意お奚け、袁を奚け二はしらの皇み子こたちが美み囊なぎの郡こおり志深しじみの里の高たか宮みやにおられて、山やま部べの小お楯たてを遣わして、国造の許こ麻まの娘の根ね日ひ女めの命みことに求婚された。さて、根ね日ひ女めはすでに求婚のお言葉を承諾し終えていた。その時、二はしらの皇子はおたがい辞退して結婚されずにおられた。その間に、根日女は老いて亡くなった。その時に、皇子たちはひどく哀しみ、ただちに小お立たてを遣わして、「朝夕に日が隠れない地に墓を造り、その骨を蔵おさめ、玉で墓を飾れ」と言われた。だから、この墓によって玉たま丘おかと名づけ、その村を玉たま野のと名づけた。

　起こ勢せの里。土は下の中。臭くさ江え、黒くろ川かわ。右を起勢と名づけたのは、巨こ勢せ部べたちがこの村に住んでいた。それによって里の名とした。

　臭くさ江え。右を、臭江と名づけたのは、応神天皇の世みよに播はり磨まの国の田の農の民の長として、百もも八や十その村君がいて、それぞれの村同士でお互いに闘っていた時、天皇が勅みことのりして、この村に追い集め、一人残らず斬り殺された。だから、臭江といった。その血が黒く流れた。だから、黒川と名づけた。

　山やま田だの里。土は中の下。猪い飼かい野の。右を山田と名づけたのは、人が山の際に住んでいた。やがてそれによって里の名とした。

　猪い飼かい野の。右を猪飼と名づけたのは、仁徳天皇の世みよに、日ひ向むかの肥くま人ひとである朝あさ戸べの君きみが天あま照てらす大おお神みかみのいらっしゃる舟に、猪を持って参上して献上し、飼うべき所をお願いしてお答えを仰いだ。それによってこの野を賜わって猪を放し飼いにした。だから、猪飼野といった。

　端はし鹿かの里。土は下の上。今もその神がおられる。右を端鹿と名づけたのは、昔、神が多くの村に菓子このみを分けられていたところ、この村になって足りなくなった。そんなわけで「中途半端だなあ」と言われた。だから、端はし鹿かと名づけた。この村は今になっても、山の木に実がない。真ま木き、檜、杉が生えている。

　穂ほ積づみの里。本の名は塩しお野のである。小お目め野の。土は下の上。塩野という理由は、鹹しお水みずがこの村に湧き出た。だから、塩野といった。今、穂積と名づけるのは、穂ほ積づみの臣おみたちの一族がこの村に住んでいる。だから、穂積と名づけている。

　小お目め野の。右を、小目野と名づけたのは、応神天皇が巡行されていた時、この野で宿りをされた。それによって四方を望み見られて、「あそこに見えるのは、海か河か」と言われた。従おもと臣ひとが答えて、「あれは霧でございます」と申し上げた。その時、「大体は見えるけれども、細部は見えないなあ」と言われた。そこで、お言葉によって小目野と名づけた。さて、従臣たちが井を開いた。だから、佐さ々さの御み井いといった。また、この野にちなんで、歌をお詠みになった。

　愛いとしい　小目の笹葉に　霰あられが降り　霜が降っても　けっして枯れないでくれ　小目の笹葉よ

　雲潤うるみの里。土は中の中。右を、雲潤と名づけたのは、丹に津つ日ひ子この神かみが法はふ太だの川かわ底じりを、雲潤の方に越そうとお思いになって、そのように言った時、その村におられた太おお水みずの神かみが断って、「私は宍ししの血を用いて田を作ります。ですから、河の水は欲しいと思いません」と言われた。その時、丹津日子が、「この神は河を掘る事を倦うんで（めんどうに思って）、このように言っているだけだ」と言われた。だから、雲う弥みと名づけた。今の人は、雲潤と名づけている。

　河こ内うちの里。土は中の下。右は、川によって名とした。この里の田は草を敷かずに苗を植える。こうする理由は、住すみの吉えの大おお神かみが上っていらっしゃった時、この村で食事をされた。そこで、従っている神たちは人が苅っておいた草を、解き散らして御座とした。その時、草の持ち主はひどく困って、大神に訴えた。道理に叶うよう判定して、「おまえの田の苗は、必ず草を敷かなくても、きっと草を敷いたように育つだろう」と言われた。だから、その村の田は今も草を敷かないで苗代を作っている。

　川かわ合いの里。土は中の上。腹はら辟さきの沼ぬま。右を、川合と名づけたのは、端はし鹿かの川の下流と鴨かも川がわが合流する村である。だから、川合の里と名づけた。

　腹はら辟さきの沼ぬま。右を、腹辟と名づけたのは、花はな浪なみの神かみの妻の淡おう海みの神かみが自分の夫を追いかけようとしてここに到り、とうとう怨み怒って、みずから刀で腹を割き、この沼に入水した。だから、腹辟の沼と名づけた。その沼の鮒ふなたちは今も五臓がない。




　　美囊の郡




　美みな囊ぎの郡こおり。美囊と名づけた理由は、昔、履中天皇が国の堺を定められた時、志深しじみの里の許こ曽その社もりに到って、「この地は、水が流れてたいへん美しいなあ」と言われた。だから、美囊の郡と名づけた。

　志深しじみの里。土は中の中。志深と名づけた理由は、履中天皇がこの井で御食事された時、信深貝しじみが御飯の箱の縁ふちにカサコソと上ってきた。その時、「この貝は、阿あ波わの国和わ那な散さで私が食べた貝かなあ」と言われた。だから、志深の里と名づけた。

　於お奚け、袁を奚けの天すめら皇みことたちがこの地におられた理由は、彼らの父、市いちの辺への天すめら皇命みことが近おう江みの国の摧くた綿わた野ので殺された時、日くさ下か部べの連むらじ意お美みを連れて逃げてきて、この村の石いわ室むろに隠れておられた。そしてその後、意お美みは自ら重い罪であると悟って、乗っている馬たちの腱を切り断って追い放った。また、持っていた物や鞍などは、すっかり焼き棄てた。そしてすぐに首をくくって死んでしまった。それで二人の子たちはあちこちに隠れ、東に西に迷われた。結局、志深しじみの村の首おびとである伊い等と尾みの家に使用人として雇われた。伊等尾の新室祝いの宴をするために、二人の子たちに火をともさせ、それから誅ながめ辞ごとを歌わせた。ここで兄弟がお互いに譲りあって、結局は弟が立って声を引いて歌われた。そのことばに言うには、


（たらちし）吉き備びの鉄でできた　鍬を持ち　田を打つように、手を拍うてみんな　私は舞をしよう



　また声を引いて歌われた。そのことばに言うには、


近江は　水を湛たたえる国。大和は　青垣　青垣の　大和におられた　市いちの辺への　天皇の　ご子孫である　奴やつこの私たちは



　すべての人たちが皆、畏れうやまって走り出た。ここに、針はり間まの国の山やま門との領みこともちに派遣されていた山やま部べの連むらじ少お楯たてが互いに聞き互いに見て、しみじみ語って、「この子のために、あなたの母である手た白しら髪かの命みことは、昼は食事もされず、夜はお眠りにならず、死にそうな思いで、泣きながら恋うている子たちですよ」と言った。それによって（少楯が）参上して（手白髪命に）申し上げることは、右のいきさつ通りだった。母は歓よろこびいとしみ泣いて、少楯を送り返して（兄弟を）呼び寄せられた。そして、互いに見、互いに語らっていとおしんだ。これより後、再び播磨に帰ってきて、宮をこの地に造って住まれた。だから、高たか野のの宮みや、少お野のの宮みや、川かわ村むらの宮みや、池いけ野のの宮みやがある。また、屯倉をお造りになった所を御み宅やけの村と名づけ、御み倉くらをお造りになった所を、御み倉くら尾おと名づけた。

　高たか野のの里の祝はふり田たの社やしろに鎮座する神は、玉たま帯たら志し比ひ古こ大おお稲いな女めと玉たま帯たら志し比ひ売め豊とよ稲いな女めである。

　志深しじみの里の三み坂さかに鎮座する神は、八や戸と挂かか須す御みもろの命みことである。大おお物もの主ぬし葦あし原はら志し許こが国を堅められたその後に、天上界から三み坂さかの岑みねにお下りになった。

　吉え川かわの里。吉川と名づけた理由は、吉川の大おお刀と自じの神かみがここに鎮座している。だから、吉川の里といった。

　枚ひら野のの里。地形によって名とした。

　高たか野のの里。地形によって名とした。




　　〈逸文〉




　尓保都比売命

　播磨国風土記に記すこと。息おき長なが帯たらし日ひ女めの命みこと（神じん功ぐう皇后）が、新羅しらぎの国を平定しようと思って西に下りなさった時、多くの神々に祈願なさった。その時、国土を堅めなさった大神の御子である尓に保ほ都つ比ひ売めの命みことが、国造の石いわ坂さか比ひ売めの命みことに神がかりし、教えて「私を手厚く斎き奉ったならば、私は良い効験を出して、比ひ々ひ良ら木きの八や尋ひろ桙ぼこ根ねの底付かぬ国、嬢子の眉引きの国、玉たま匣くしげかがやく国、苫こも枕まくら宝有る国、白たく衾ぶすま新羅の国を、赤い浪の威力でもって平定なさろう」とおっしゃった。このようにお教えになって、ここに赤土をお出しになられた。そこで、その土を天あまの逆さか桙ほこにお塗りになり、船尾と船首にお建てになられた。また船の舷げん側そくと兵隊の鎧よろいを染め、また海水をかき回して濁して、お渡りになる時、船底を潜る魚や高く飛ぶ鳥たちも往き来することなく、前を邪魔するものは何もなかった。こういう次第で、新羅を無事平定され帰還なさった。そこで、その神を紀き伊いの国の管つつ川かわの藤ふじ代しろの峰に鎮め、お祭り申し上げたのである。




　速鳥

　播磨の国の風土記に記すこと。明あか石しの駅うま家や。駒こま手での御み井いは、難波の高津の宮の天皇（仁徳天皇）の御代に、楠の木が、井戸の傍らに生えていた。この楠の木は朝日がさすと、淡あわ路じ島しまを覆い隠し、夕日がさすと大和やまとの国の山々を覆い隠した。そこで、この楠の木を伐きって舟を造ると、その進みの速いことはまるで飛んでいるようで、楫かじを一漕こぎするだけで七つの波を越えて行った。だから速はや鳥とりと名付けた。毎朝毎夕、この船に乗って天皇の食膳にそなえようとしてこの井戸の水を汲くんだ。ある朝、お食事の時間に間に合わなかった。そこで、歌を詠んで、この船を使うのを止めた。その歌に言うことには、


住すみの吉えの大おお倉くらに向かって飛んでこそ、速鳥と呼ぶこともできようが、

（いまでは）どうして速鳥と言えようか。


















播磨国風土記　本文

















凡例

一、本文は三条西家本（天理図書館蔵、複製）を底本とした校訂本文である。

一、本文は可能な範囲で底本の形態、字体を尊重して活かすことに努めた。









　（賀古郡）

望覧四方云此圡丘原野甚[image: ]大而見此丘如鹿兒故名曰賀古郡狩之時一鹿走登於此丘鳴其聲比〻故号日[image: ]此[image: ]有比礼墓　坐神大御津齒命子伊波都比古命　[image: ]以号褶墓者昔大帶日子命誂印南別嬢之時御佩刀之八咫釼之上結尒八咫勾玉下結尒麻布都鏡繫賀毛郡山直[image: ]始祖息長命　一名伊志治　為媒而誂下行之時到攝津国[image: ]瀬之済請欲度此河度子紀伊国人小玉申曰我為天皇贄人否尒時[image: ]云朕公雖然猶渡度子對曰遂欲度者冝賜度賃於是即取為道行儲之弟[image: ]投入舟中則[image: ]光明炳然満舟度子得賃乃度之故云朕君済遂到赤石郡廝御井供進御食故曰廝御井尒時印南別嬢聞而驚畏之即遁度於南毗都麻嶋於是天皇乃到賀古松原而覔訪之於是白犬向海長[image: ]天皇問云是誰犬乎湏受武良首對曰是別嬢[image: ]養之犬也天皇[image: ]云好告[image: ]故号告首乃天皇知在於此少嶋即欲度到阿閇津供進御食故号阿閇村又捕江魚為御坏物故号御坏江又乗舟之[image: ]以楉作榭津遂度相遇[image: ]云此嶋[image: ]愛妻仍号南毗都麻於是御舟与別嬢舟同編合而度挟抄伊志治尒名号大中伊志治還到印南六継村始成密事故曰六継村[image: ]云此[image: ]浪響鳥聲其譁南遷於[image: ]宮故曰[image: ]宮村是時造酒殿之[image: ]即号酒屋村造贄殿之[image: ]即号贄田村造宮之[image: ]即号舘村又遷於城宮田村仍始成[image: ]也以後別嬢掃床仕奉出雲臣比湏良比賣給於息長命墓有賀古驛西有年別嬢薨於此宮即作墓於日[image: ]而葬之擧其尸度印南川之時大飄自川下来[image: ]入其尸於川中求而不得但得匣与褶即以此二物葬於其墓故号褶墓於是天皇戀悲誓云不食此川之物由此其川年魚不進御贄後得御病[image: ]云薬者也即造宮於賀古松原而還或人於此堀出冷水故曰松原御井　望理里　圡中上　大帶日子天皇巡行之時見此村川曲[image: ]云此川之曲甚美[image: ]故曰望理　鴨波里　圡中〻　昔大部造[image: ]始祖古理賣耕此之野多種粟故曰粟〻里此里有舟引原昔神前村有荒神毎半[image: ]行人之舟於是徃来之舟悉[image: ]印南之大津江上於川頭自賀意理多之谷引出而通出於赤石郡林潮故曰舟引原又事与上觧同　長田里　圡中〻　昔大帶日子命幸行別嬢之[image: ]道邊有長田[image: ]云長田[image: ]故曰長田里驛家里　圡中〻　由驛家為名

　（印南郡）

一家云[image: ]以号印南者穴門豊浦宮御宇天皇与皇后俱欲平[image: ]紫久麻曽国下行之時御舟宿於印南浦此時滄海其平風波和静故名曰入浪　印南郡　大国里　圡中〻　[image: ]以号大国者百姓之家多居此故曰大国此里有山名曰伊保山[image: ]以帶中日子命乎坐於神而息長帶日女命率石作連来而求讃伎国羽若石也自彼度賜未定御廬之時大来見顯曰美保山〻西有原名曰池之原〻中有池故曰池之原〻南有作石形如屋長二丈[image: ]一丈五尺[image: ]亦如之名号曰大石傳云聖徳王御世弓削大連[image: ]造之石也

六継里　圡中〻　[image: ]以号六継里者已見於此里有松原生甘[image: ]色似[image: ]花體如鶯[image: ]十月上旬生下旬亡其味甚甘　益氣里　圡中上　[image: ]以号宅者大帶日子命造御宅於此村故曰宅村此里有山名曰斗形山以石作斗与乎氣故曰斗形山有石[image: ]傳云上古之時此[image: ]至天八十人衆上下徃来故曰八十[image: ]　含藝里　夲名瓶落　圡中上[image: ]以号瓶落者難波[image: ]津御宮御世私部弓取[image: ]遠祖他田熊千瓶酒着於馬尻求行家地其瓶落於此村故曰瓶落又有酒山大帶日子天皇御世酒泉涌出故曰酒山百姓飲者即酔相闘相乱故令埋塞後庚午年有人堀出于今猶有酒氣郡南海中有小嶋名曰南毗都麻志我[image: ]穴穂宮御宇天皇御世遣丸部臣[image: ]始祖比古汝茅令定国堺尒時[image: ][image: ]比古[image: ][image: ]比賣二人[image: ]迎於是比古汝茅娶[image: ][image: ]比賣生兒印南別嬢此女端正秀於當時尒時大帶日古天皇欲娶此女下幸行之別嬢聞之即遁渡件嶋[image: ]居之故曰南毗都麻

　（飾磨郡）

餝磨郡　[image: ]以号餝磨者大三間津日子命於此[image: ]造屋形而座時有大鹿而鳴之尒時王勑云壮鹿鳴[image: ]故号餝磨郡　漢部里　圡中上　右稱漢部者讃藝国漢人等到来居於此[image: ]故号漢部　菅生里　圡中上　右稱菅生者此[image: ]有菅原故号菅生　麻跡里　圡中上　右号麻跡者品太天皇巡行之時[image: ]云見此二者山[image: ]似人眼割下故号目割　英賀里　圡中上　右稱英賀者伊和大神之子阿賀比古阿賀比賣二神在此[image: ]故[image: ]神名以為里名　伊和里　舩丘波丘　琴丘[image: ]丘箕丘日女道丘[image: ]丘稲丘冑丘鹿丘犬丘甕丘筥丘　圡中上　右号伊和部者積[image: ]郡伊和君[image: ]族到来居於此故号伊和部[image: ]以号手苅丘者近国之神到於此[image: ]以手苅草以為食薦故号手苅一云韓人[image: ]始来之時不識用鎌但以手苅稲故云手苅村右十四丘者已詳於上　昔大汝命之子火明命心行甚強是以父神患之欲盾棄之乃到[image: ]達神山遣其子汲水未還以前即發舩盾去於是火明命汲水還来見舩發去即大瞋怨仍起風波追迫其舩於是父神之舩不[image: ]進行遂被打破[image: ]以其波丘琴落[image: ]者即号琴神丘箱落[image: ]者即号箱丘梳[image: ]落[image: ]者即号[image: ]丘箕落[image: ]者仍号箕形丘甕落[image: ]者仍曰甕丘稲落[image: ]者即号稲牟礼丘冑落[image: ]者即号冑丘沉石落[image: ]者即号沉石丘綱落[image: ]者即号藤丘鹿落[image: ]者即号鹿丘犬落[image: ]者即号犬丘[image: ]子落[image: ]者即号日女道丘尒時大汝神謂妻弩都比賣曰為遁悪子返遇風波被太辛苦[image: ][image: ]以号曰瞋塩曰告斉　賀野里　幣丘　圡中上右稱加野者品太天皇巡行之時此[image: ]造殿仍張蚊屋故号加野山川之名亦与里同　[image: ]以稱幣丘者品太天皇到於此[image: ]奉幣地祇故号幣丘韓室里　圡中〻　右稱韓室者韓室首寳[image: ]上祖家大冨饒造韓室故号韓室巨智里　草上村大立丘　圡上下右巨智[image: ]始屋居此村故[image: ]為名　[image: ]以云草上門者韓人山村[image: ]上祖柞巨智賀那請此地而墾田之時有一聚草其根尤[image: ]故号草上[image: ]以稱大立丘者品太天皇立於此丘見之地形故号大立丘　安相里　長畝川　圡中〻右[image: ]以安相里者品太天皇従但馬巡之時縁道不[image: ]御翳故号隂山前仍国造豊忍別命被[image: ]名尒時但馬国造阿胡尼命申給依此赦罪即奉塩代塩田廿千代有名塩代田飼但馬国朝来人到来居於此[image: ]故号安相里　夲名沙部云後里名依改字二字注為安相里　[image: ]以号長畝川者昔此川生蔣于時賀毛郡長畝村村人到来苅蔣尒時此[image: ]石作連[image: ]為奪相闘仍煞其人即投棄於此川故号長畝川夲又阿胡尼命娶英保村女卆於此村遂造墓葬以後正骨運持去之云来枚野里　新羅訓村莒[image: ]　右稱枚野者昔為少野故号枚野　[image: ]以号新良訓者昔新羅国人来朝之時宿於此村故号新羅訓　山名亦同　[image: ]以稱莒丘者大汝少日子根命与日女道丘神期[image: ]之時日女道神於丘[image: ]食物及莒器等具故号莒丘　大野里　[image: ]堀　圡中〻右稱大野者夲為荒野故号大野志貴嶋宮御宇天皇之御世村上足嶋[image: ]上祖恵多請此野而居之乃為里名[image: ]以稱[image: ]堀者品太天皇之世神前郡与餝磨郡之堺造大川岸道是時[image: ]堀出故号[image: ]堀于今猶在少川里　[image: ]瀬村豊国村英馬野射目前檀坂多取山御取丘　伊刀嶋　圡中〻　夲名私里　右号私里志貴嶋宮御宇天皇世私部弓束[image: ]祖田又利君鼻[image: ]請此[image: ]而居之故号私里以後庚寅年上大夫為宰之時改為小川里一云小川自大野流来此[image: ]故曰小川　[image: ]以稱[image: ]瀬者品太天皇登於夢前丘而望見者北方有白色物云彼何物乎即遣舎人上野国麻奈毗古令察之申云自[image: ][image: ]流落水是也即号[image: ]瀬村　[image: ]以号豊国者[image: ]紫豊国之神在於此[image: ]故号豊国村　[image: ]以号英馬野者品太天皇此野狩時一馬走逸[image: ]云誰馬乎侍従[image: ]對云朕御馬也即号我馬野是時立射目之[image: ]即号目前弓折之[image: ]即号檀丘御立之[image: ]即号御立丘是時大牝鹿泳海就島故号伊刀嶋英保里　圡中上　右稱英保者伊豫国英保村人到来居於此[image: ]故号英保村　美濃里　継潮　圡下中右号美濃者讃伎国弥濃郡人到来居之故号美濃[image: ]以稱継潮者昔此国有一死女尒時[image: ]紫国火君[image: ]祖　不知名　到来復生仍取之故号継潮　[image: ]達里　圡中〻　右稱[image: ]達者息長帶比賣命欲平韓国渡坐之時御舩前伊太代之神在於此[image: ]故[image: ]神名以為里名安師里　圡中〻　右稱安師者倭穴无神〻戸託仕奉故号穴師　漢部里　多志野阿比野手沼川　里名詳於上右稱多志野者品太天皇巡之時以鞭[image: ]此野[image: ]云彼野者冝造宅及墾田故号佐志野今改号多志野　[image: ]以阿比野者品太天皇従山方幸行之時従臣[image: ]自海方[image: ][image: ]故号[image: ]野　[image: ]以稱手沼川者品太天皇於此川洗御手故号手沼川　生年魚有味　貽和里舩丘北邊有馬墓池昔大長谷天皇御世尾治連[image: ]上祖長日子有善婢与馬並合之意於是長日子将死之時謂其子曰吾死以後皆葬准吾即為之作墓[image: ]一為長日子墓[image: ]二為婢墓[image: ]三為馬墓併有三後上生石大夫為国司有之時築墓邊池故[image: ]名為馬墓池　[image: ]以稱餝磨御宅者大雀天皇御世遣人喚意伎出雲伯耆[image: ]幡但馬五国造[image: ]是時五国造即以[image: ]使為水手而向亰之以此為罪即退於播磨国令作田也此時[image: ]作之田即号意伎田出雲田伯耆田[image: ]幡田但馬田即彼田稲収納之御宅即号餝磨御宅又云賀和良久三宅

　（揖保郡）

[image: ]保郡　事明下　伊刀嶋諸嶋之[image: ]名也右品太天皇立射目人於餝磨射目前為狩之於是自我馬野出牝鹿過此阜入於海泳渡於伊刀嶋尒時翼人[image: ]望見相語云鹿者既到就於彼嶋故名伊刀嶋香山里　夲名鹿来墓　圡下上[image: ]以号鹿来墓者伊和大神占国之時鹿来立於山〻岑〻是亦似墓故号鹿来墓後至道守臣為宰之時乃改名為香山　家内谷　即是香山之谷形如垣廻故号家内谷佐〻村品太天皇巡行之時[image: ]嚙竹葉而遇之故曰佐〻村　阿豆村伊和大神巡行之時告其心中熱而控絶衣紐故号阿豆一云昔天有二星落於地化為石於此人衆集来談論故名阿豆飯盛山讃伎国宇達郡飯神之妾名曰飯盛大刀自此神度来占此山而居之故名飯盛山大鳥山鵝栖此山故大鳥山　栗栖里　圡中〻　[image: ]以名栗栖者難波[image: ]津宮天皇[image: ]賜刊栗子若倭部連池子即将退来殖生此村故号栗栖此栗子由夲刊後无澁迴川金箭川品太天皇巡行之時御苅金箭落此於此川故号金箭阿為山品太天皇之世紅草生於此山故号阿為山　住不知名之鳥起正月至四月見五月以後不見形似鳩色如紺　越部里　舊名皇子代里　圡中〻[image: ]以号皇子代者勾宮天皇之世寵人但馬君小津蒙寵賜姓為皇子代君而造三宅於此村令仕奉之故曰子代村後至上野大夫結卅戸之時改号越部里　一云自但馬国三宅越来故号越卩村　鷁住山　[image: ]以号鷁住者昔鷁住多此山故[image: ]為名[image: ]坐山石似[image: ]故号[image: ]坐山御[image: ]山大汝命積俵立[image: ]山石似[image: ]故号御[image: ]山　狭野村別君玉手[image: ]遠祖夲居川内国泉郡[image: ]地不便還到此圡仍云此野雖狭猶可居也故号狭野　出雲国阿菩大神聞大倭国畝火香山耳梨三山相闘此欲諫止上来之時到於此[image: ]乃聞闘止覆其[image: ]乗之舩而坐之故号神阜〻形似覆　上[image: ]里　本林田里　圡中下菅生山邊故曰菅生一云品太天皇巡行之時闢井此[image: ]水甚清寒於是勑曰由水清寒吾意宗〻我〻志故曰宗我冨殿[image: ]造殿此[image: ]故曰殿[image: ]〻生柏[image: ]部里　[image: ]人姓為名　圡中〻立野　[image: ]以号立野者昔圡師弩美宿祢徃来於出雲国宿於[image: ]部野乃得病死尒時出雲国人来到連立人衆運傳上川礫作墓山故号立野即号其墓屋為出雲墓屋　林田里　夲名談奈志　圡中下[image: ]以稱談奈志者伊和大神占国之時御志植於此[image: ]遂生楡樹故稱談奈志　松尾阜品太天皇巡行之時於此[image: ]日暮即取此阜松為之燎故名松尾塩阜惟阜之南有醎水方三丈許与海相濶卅里許以礫為底以草為邊与海水同徃来滿時深三寸許牛馬鹿[image: ]嗜而飲之故号塩阜　[image: ]以名伊勢野者此野毎在人家不得静安於是衣縫猪手漢人刀良[image: ]祖将居此[image: ]立社山夲敬祭在山岑神伊和大神子伊勢都比古命伊勢都比賣命矣自此以後家〻静安遂得成里即号伊勢　伊勢川[image: ]神為名稲種山大汝命少日子根命二柱神在於神前郡堲里生野之岑望見此山云彼山者當置稲種即遣稲種積於此山〻形亦似稲積故号曰稲積山邑智驛家圡中下品太天皇巡行之時到於此[image: ][image: ]云吾謂狭地此乃大内之乎故号大内冰山惟山東有流井品太天皇汲其井之水而冰之故号冰山欟折山品太天皇狩於此山以欟弓射走猪即折其弓故曰欟折山此山南有石穴〻中生蒲故号蒲阜至今不生　廣山里　舊名握村　圡中上　[image: ]以名都可者石比賣命立於泉里波多為社而射之到此[image: ]箭盡入地唯出握許故号都可村以後石川王為[image: ]領之時改為廣山里麻打里　昔但馬国人伊頭志君麻良比家居此山二女夜打麻即麻置於己[image: ]死故号麻打山于今居此邊者至夜不打麻矣俗人云讃伎国意比川品太天皇之世出雲御蔭大神坐於枚方里神尾山毎遮行人半死生尒時伯耆人小保弖[image: ]幡布久漏出雲都伎也三人相憂申於朝[image: ]於是遣[image: ]田部連久[image: ]〻令禱于時作屋形於屋形田作酒屋於佐々山而祭之宴遊甚樂即櫟山柏挂帶捶[image: ]下於此川相壓故号厭川　枚方里　圡中上　[image: ]以名枚方者河内国茨田郡枚方里漢人来到始居此村故曰枚方里　佐比[image: ]　[image: ]以名佐比者出雲之大神在於神尾山此神出雲国人絰過此[image: ]者十人之中留五人五人之中留三人故出雲国人[image: ]作佐比祭於此里遂不和受[image: ]以然者比古神先来比賣神後来此男神不能鎮而行去之[image: ]以女神怨怒也然後河内国茨田郡枚方里漢人来至居此山邊而敬祭之僅得和鎮[image: ]此神在名曰神尾山又作佐比祭[image: ]即号佐比[image: ]佐[image: ]　[image: ]以名佐[image: ]者難波津宮天皇之世[image: ][image: ]紫田部令墾此地之時常以五月集聚此[image: ]飲酒宴故曰佐[image: ]　大見山[image: ]以名大見者品太天皇登此山嶺望覧四方故曰大見御立之[image: ]有盤石[image: ]三尺許長三丈許廣二丈許其石面徃〻有窪跡此名曰御沓及御杖之[image: ]三前山此山前有三故曰三前山御立阜　品太天皇登於此阜覧国故曰御立[image: ]大家里　舊名大宮里　圡中上品太天皇巡行之時營宮此村故曰大宮後至田中大夫為宰之時改大宅里大法山　今名勝部[image: ]　品太天皇於此山宣大法故曰大法山今[image: ]以号勝部者小治田河原天皇之世遣大倭千代勝部[image: ]令墾田即居此山邊故号勝部[image: ]上莒[image: ]下莒[image: ]魚戸津朸田　宇治天皇之世宇治連等遠祖兄太加奈志弟太加奈志二人請大田村与冨[image: ]地墾田将蒔来時廝人以朸荷食具[image: ]物於是朸折荷落[image: ]以奈閇落[image: ]即号魚戸津前筥落[image: ]即名上莒[image: ]後莒落[image: ]即曰下莒[image: ]荷朸落[image: ]即曰朸田大田里　圡中上　[image: ]以稱大田者昔[image: ]勝従韓国度来始到於紀伊国名草郡大田村其後分来移到於攝津国三嶋賀美郡大田村其又[image: ]来於[image: ]保郡大田村是夲紀伊国大田以為名也言擧阜　右[image: ]以稱言擧阜者大帶日賣命之時行軍之日御於此阜而教令軍中曰此御軍者慇懃勿為言擧故号曰言擧前皷山昔額田部連伊勢与神人腹太文相闘之時打鳴皷而□之故号曰皷山　〻谷生檀　石海里圡惟上中右[image: ]以稱石海者難波長柄豊前天皇之世是里中有百便之野生百枝之稲即阿曇連百足仍取其稲獻之尒時天皇[image: ]曰冝墾此野作田乃遣阿曇連太牟召石海人夫令墾之故野名曰百便村号石海也酒井野右[image: ]以酒井者品太天皇之世造宮於大宅里闢井此野造立酒殿故号酒井野　宇湏伎津　右[image: ]以名宇湏伎者大帶日賣命将平韓国度行之時御舩宿於宇頭川之泊自此泊度行於伊都之時忽遭逆風不得進行而従舩越〻御舩〻猶亦不得進乃追發百姓令引御舩於是有一女人為資上己之真子而堕於江故号宇湏伎　新辞伊波湏久　宇頭川　[image: ]以宇頭川者宇湏伎津西方有絞水之渕故号宇頭川即是大帶日賣命宿舩之泊伊都村　[image: ]以稱伊都者御舩水手[image: ]云何時将到於此[image: ]見之乎故曰伊都雀嶋　[image: ]以号雀嶋者雀多聚於此嶋曰雀嶋　不生草木　浦上里　圡上中　右[image: ]以号浦上者昔阿曇連百足[image: ]先居難波浦上後[image: ]来於此浦上故[image: ]夲居為名御津息長帶日賣命宿御舩之泊故号御津室原泊　[image: ]以号室者此泊防風如室故[image: ]為名　白貝浦昔在白貝故[image: ]為名家嶋人民作家而居之故号家嶋　生竹黒葛[image: ]　神嶋伊刀嶋[image: ][image: ]以稱神嶋者此嶋西邊在石神形似佛像故[image: ]為名此神顔色五色之玉又[image: ]有流涙是亦五色[image: ]以泣者品太天皇之世新羅之客来朝仍見此神之竒偉以為非常之珎玉屠其面色堀其一瞳神由泣於是大怒即起暴風打破客舩漂没於[image: ]嶋之南濵人[image: ]死亡乃埋其濵故号曰韓濵于今過其[image: ]者慎心固戒不言韓人不拘盲事韓荷嶋韓人破舩[image: ]漂之物漂就於此嶋故号韓荷嶋　[image: ]嶋[image: ]勝於當[image: ]嶋[image: ]故号[image: ]嶋　荻原里　圡中〻　右[image: ]以名荻原者息長帶日賣命韓国[image: ]上之時御舩宿於此村一夜之間生荻根[image: ]一丈許仍名荻原即闢御井故云針間井其[image: ]不墾又罇水溢成井故号韓清水其水朝汲不出朝尒造酒殿故酒田舟傾乾故云傾田舂米女[image: ]隂陪従婚断故云隂絶田仍荻多榮故云荻原也尒祭神少足命坐鈴喫[image: ]　[image: ]以号鈴喫者品太天皇之世田於此[image: ]鷹鈴堕落求而不得故号鈴喫[image: ]　少宅里　夲名漢卩里　圡下中　[image: ]以号漢部者漢人居之此村故以為名[image: ]以後改曰少宅者川原若俠祖父娶少宅秦公之女即号其家少宅後若俠之孫智麻呂任為里長由此庚寅年為　少宅里　細螺川　[image: ]以稱細螺川者百姓為田闢溝細螺多在此溝後終成川故曰細螺川　[image: ]保里　圡中中　[image: ]以稱粒者此里依於粒山故[image: ]山為名粒丘　[image: ]以号粒丘天日槍命従韓国度来到於宇頭川底而乞宿[image: ]於葦原志擧乎命曰汝為国主欲得吾[image: ]宿之[image: ]志擧即許海中尒時客神以[image: ]攪海水而宿之主神即畏客神之盛行而先欲占国巡上到於粒丘而飡之於此自口落粒故号粒丘其丘小石比能似粒又以杖刺地即従杖[image: ]寒泉涌出遂通南北〻寒南温　生白朮　神山此山在石神故号神山　生椎子八月熟　出水里　此村出寒泉故[image: ]泉為名　圡中〻　美奈志川　[image: ]以号美奈志川者伊和大神子石龍比古命与妹石龍賣命二神相競川水妋神欲流於北方越部村妹神欲流於南方泉村尒時妋神踰尒山岑而流下之妹神見之以為非理即以[image: ]櫛塞其流水而従岑邊闢溝[image: ]於泉村格尒妋神復到泉底之川流奪而将流於西方[image: ]原村於是妹神遂不許之而作密樋流出於泉村之田頭由此川水絶而不流故号无水川　[image: ]原里　舊名倉見里　圡中上品太天皇御立於欟折山覧之時森然[image: ]見倉故名倉見村今改名為[image: ]原一云[image: ]原村主[image: ]盗讃容郡桉見将来其主認来見於此村故曰桉見琴坂　[image: ]以号琴坂者大帶比古天皇之世出雲国人息於此坂有一老父与女子俱作坂夲之田於是出雲人欲使感其女乃弾琴令聞故号琴坂此[image: ]有銅牙石形似雙六之綵

　（讃容郡）

讃容郡　[image: ]以云讃容者大神妹妋二柱各競占国之時妹玉津日女命捕卧生鹿割其腹而種稲其血仍一夜之間生苗即令取殖尒大神[image: ]云汝妹者五月夜殖[image: ]即去他[image: ]号五月夜郡神名賛用都比賣命今有讃容町田也即鹿放山号鹿庭山〻四面有十二谷皆有生[image: ]也難波豊前於朝庭始進也見顯人別部犬其孫[image: ]奉[image: ]文初讃容郡　事与レ里同　圡上中　[image: ]川　夲名玉落川　大神之玉落於此川故曰玉落今云[image: ]川者稲狭部大[image: ]川居於此村故曰[image: ]川其山　生黄連　桉見佐用都比賣於此山得金桉故曰山名金肆川名桉見伊師即是桉見之河上川底如床故曰伊師　其山生精鹿升麻　速湍里　圡上中　依川湍速〻湍社坐神廣比賣命故那都比賣弟　凍野　[image: ]比賣命占此圡之時凍冰故曰凍野凍谷邑寳里　圡中上　弥麻都比古命治井飡粮即云吾占多国故曰大村治井[image: ]号御井村　鍫柄川　神日子命之鍫柄令採此山故其山之川号曰踰柄川　室原山屛風如室故曰室原　生人[image: ]獨活監漆升麻白朮石灰　久都野弥麻都比古命告云此山鍫者可崩故曰久都野後改而云宇努其邊為山中央為野　柏原里由柏多生号為柏原筌戸大神従出雲国来時以嶋村[image: ]為[image: ]床坐而筌置於此川故号筌戸也不入魚而入鹿此取作鱠食不入口而落於地故去此[image: ][image: ]他　中川里　圡上下　[image: ]以名仲川者苫編首[image: ]遠祖大仲子息長帶日賣命度行於韓国之時舩宿淡路石屋之尒時風雨大起百姓[image: ]濡于時大中子以苫作屋天皇[image: ]云此為国冨即賜姓為苫編首仍居此[image: ]故号仲川里引舩山近江天皇之世道守臣為此国之宰造官舩於此山令引下故曰舩引此山住鵲一云韓国烏栖枯木之穴春時見夏不見　生人[image: ]細辛　昔近江天皇之世有丸部具也是仲川里人也此人買取河内国兔寸村人之[image: ][image: ]也得[image: ]以後擧家滅亡然後苫編部犬猪圃彼地之墟圡中得此[image: ]圡与相去迴一尺許其柄朽失而其刃不澁光如明鏡於是犬猪即懐恠心取[image: ]歸家仍招鍛人令焼其刃尒時此[image: ]屈申如虵鍛人大驚不營而止於是犬猪以為異[image: ]獻之朝庭後浄御原朝庭甲申年七月遣曽祢連麿返送夲[image: ]于今安置此里御宅北山之邊有李五根至于仲冬其實不落弥加都岐原難波[image: ]津宮天皇之世伯耆加具漏[image: ]幡邑由胡二人大驕无[image: ]以清酒洗手足於是朝庭以為過度遣狭井連佐夜召此二人尒時佐夜仍[image: ]禁二人之族赴參之時屢清水中酷拷之中有女二人玉[image: ]手足於是佐夜恠問之荅曰吾此服部弥蘇連娶[image: ]幡国造阿良佐加比賣生子宇奈比賣久波比賣尒時佐夜驚之此是執政大臣之女即[image: ]送之[image: ]送之[image: ]即号見置山[image: ]溺之[image: ]即号美加都岐原雲濃里　圡上中　大神之子玉足日子玉足比賣命生子大石命此子稱於父心故曰有怒塩沼村此村出海水故塩沼村

　（宍禾郡）

宍禾郡　[image: ]以名宍禾者伊和大神国作堅了以後堺此川谷尾巡行之時大鹿出己舌遇於矢田村尒[image: ]云矢彼舌在者故号宍禾鹿村名号矢田村　比治里　圡中上　[image: ]以名比治者難波長柄豊前天皇之世分[image: ]保郡作宍禾郡之時山部比治任為里長依此人名故曰比治里　宇波良村　葦原志許乎命占国之時[image: ]此地小狭如室戸故曰表戸比良美村大神之褶落於此村故曰褶村今人云比良美村　川音村天日槍命宿於此村[image: ]川音甚[image: ]故曰川音村　[image: ]音村　夲名[image: ]酒　大神御粮枯而生[image: ]即令醸酒以獻[image: ]酒而宴之故曰[image: ]酒村今人云[image: ]音村奪谷葦原志許乎命与天日槍命二相奪此谷故曰奪谷以其相奪之由形如曲葛稲舂岑　大神令舂於此岑故曰稲舂前　生味栗　其粳飛到之[image: ]即号粳前　[image: ]家里　圡下中　[image: ]以名曰[image: ]家者天日槍命告云此村[image: ]勝於他村故曰[image: ]家都太川　衆人不能得稱　塩村　[image: ]〻出醎水故曰塩村牛馬[image: ]嗜而飲之　柏野里　圡中上　[image: ]以名柏者生此野故曰柏野　伊奈加川葦原志許乎命与天日槍命占国之時有嘶馬遇於此川故曰伊奈加川　圡間村　神衣附圡上故曰圡間敷草村敷草為神座故曰敷草此村有山南方去十里許有澤二町許此澤生菅作笠最好生[image: ]枌生[image: ]住狼罷栗黄連葛[image: ]飯戸阜　占国之神炊於此[image: ]故曰飯戸阜〻形亦似[image: ]箕竈[image: ]　安師里　夲名酒加里　圡中上大神飡於此[image: ]故曰湏加後[image: ]以号山守里然者山部三馬任為里長故曰山守今改名為安師者[image: ]安師川為名其川者[image: ]安師比賣神為名伊和大神将娶誂之尒時此神固辞不聴於是大神大瞋以石塞川源流下於三形之方故此川少水此村之山生[image: ]枌黒葛[image: ]住狼羆　石作里　夲名伊和　圡下中　[image: ]以名石作者石作首[image: ]居於村故庚午年為石作里阿和賀山伊和大神之妹阿和加比賣命在於此山故曰阿和加山伊加麻川　大神占国之時烏賊在於此川故曰烏賊間川　雲箇里　圡下〻　大神之妻許乃波奈佐久夜比賣命其形美麗故曰宇留加波加村占国之時天日槍命先到[image: ]伊和大神後到於是大神大恠之云非度先到之乎故曰波加村到此[image: ]者不洗手足必雨　其山生[image: ]枌檀黒葛山薑寺住狼羆　御方里　圡下上　[image: ]以号御形者葦原志許乎命与天日槍命到於黒圡志尒嵩各以黒葛三條着足投之尒時葦原志許乎命之黒葛一條落但馬氣多郡一條落夜夫郡一條此村故曰三條天日槍命之黒葛皆落於但馬国故占但馬伊都志地而在之一云大神為形見植御杖於此村故曰御形　大内川　小内川金内川　大者稱大内小者稱小内生[image: ]者稱金内其山生[image: ]林黒葛[image: ]住狼熊伊和村　夲名神酒　大神醸酒此村故曰神酒村又云於和村大神国作訖以後云於和[image: ]於我美岐

　（神前郡）

神前郡　右[image: ]以号神前者伊和大神之子建石敷命山使村在於神前山乃[image: ]神在為名故曰神前郡堲[image: ]里　生野　大内川　湯川　粟鹿波自加村　圡下〻[image: ]以号堲[image: ]者昔大汝命与小比古尼命相争云擔堲荷而遠行与不下屎而[image: ]行此二事何[image: ]為乎大汝命曰我不下屎欲行小比古尼命曰我持堲荷欲行如是相争而行之逕數日大汝命云我不[image: ]忍行即坐而下屎之尒時小比古尼命咲曰然苦亦擲其堲於此[image: ]故号堲[image: ]又下屎之時小竹弾上其屎行於衣故号波自賀村其堲与屎成石于今不亡一家云品太天皇巡行之時造宮於此[image: ][image: ]云此圡為堲耳故曰堲[image: ]　[image: ]以号生野者昔此[image: ]在荒神半[image: ]徃来之人由此号死野以後品太天皇勑云此為悪名改為生野[image: ]以号粟鹿川内者彼自但馬阿相郡粟鹿山流来故曰粟鹿川内　生楡　大川内[image: ]大為名　生檜枌又有異俗人卅許口　湯川昔湯出此川故曰湯川　生檜黒葛又在異俗人卅許　川邊里　勢賀川砥川山　圡中下此村居於川邊故号川邊里　[image: ]以勢賀者品太天皇狩於此川内猪鹿多約出於此[image: ][image: ]故曰勢賀　[image: ]以云[image: ]川山者彼山[image: ]故曰[image: ]川山至于星出狩煞故山名星肆　[image: ][image: ]里　神前山　奈具佐山　圡中〻右云[image: ][image: ]者此里有[image: ][image: ]故号[image: ][image: ]神前山　与上同　奈具佐山　生檜不知其由　多駞里　邑曰野八千軍野粳[image: ]　圡中下　[image: ]以号多駞者品太天皇巡行之時大御伴人佐伯部[image: ]始祖阿我乃古申欲請此圡尒時天皇[image: ]云直請[image: ]故曰多駞[image: ]以云邑曰野者阿遅湏伎[image: ]日古尼命神在於新次社造神宮於此野之時意保和知苅迴為[image: ]故名邑曰野粳[image: ]者伊和大神与天日桙命二神各發軍相戦尒時大神之軍集而舂稲之其粳聚為丘一云掘城[image: ]者品太天皇御俗[image: ]度来百済人[image: ]随有俗造城居之又其簸置粳云墓又云城牟礼山其孫[image: ]川邊里三家人夜代[image: ][image: ]以云八千軍者天日桙命軍在八千故曰八千軍野　䕃山里　䕃[image: ]冑[image: ]　圡中下云䕃山者品太天皇御䕃堕於此山故曰䕃山又号䕃[image: ]尒除道刃鈍仍云磨布理許故云磨布理村云冑[image: ]者伊与都比古神与宇知賀久牟豊冨命相闘之時冑堕此[image: ]故曰冑[image: ]　的部里　石坐神山[image: ]野社　圡中〻右的部[image: ]居於此村故曰的部里　云石坐山者此山戴石又在豊穂命神故曰石坐神山　云[image: ]野社者此野[image: ]於他野又在玉依比賣命故曰[image: ]野社　生槐杜

　（託賀郡）

託賀郡　右[image: ]以名託加者昔在大人常勾行也自南海到北海自東巡行之時到来此圡云他土卑者常勾伏而行之此圡[image: ]者申而行之[image: ]哉故曰託賀郡其踰迹[image: ]數〻成沼　賀眉里　大海山荒田村　圡下上右由居川上為名[image: ]以号大海者昔明石郡大海里人到来居於此山底故曰大海山生松[image: ]以号荒田者此[image: ]在神名道主日女命无父而生兒為之醸盟酒作田七町七日七夜之間稲成熟竟乃醸酒集諸神遣其子捧酒而令養之於是其子向天目一命而奉之乃知其父後荒其田故曰荒田村黒田里　袁布山支閇[image: ]大羅野　圡下上右以圡黒為名云袁布山者昔宗形大神奥津嶋比賣命任伊和大神之子到来此山云我可産之時訖故曰袁布山云支閇丘者宗形大神云我可産之月盡故曰支閇丘云大羅野者昔老夫与老女張羅於袁布中山以捕禽鳥衆鳥多来負羅飛去落於件野故曰大羅野　都麻里　都多支比也山比也野鈴堀山伊夜丘阿冨山[image: ]瀬目前和尒布多岐阿多加野　圡下上　[image: ]以号都麻者播磨刀賣与丹波刀賣堺国之時播磨刀賣到於此村汲井水而飡之云此水有味故曰都麻　云都太岐者昔讃伎日子神誂冰上刀賣尒時冰上刀賣荅曰否日子神猶強而誂之於是冰上刀賣怒云何故吾即雇建石命以兵相闘於是讃伎日子負而[image: ]去云我其怯哉故曰都太岐云比也山者品太天皇狩於此山一鹿立於前鳴聲比〻天皇聞之即止翼人故山者号比也山野者比也野鈴堀山者品太天皇巡行之時鈴落於此山雖求不得乃堀圡而求之故曰鈴堀山伊夜丘者品太天皇獦犬　名麻奈志漏　与猪走上此[image: ]天皇見之云射乎故曰伊夜[image: ]此犬与猪相闘死即作墓葬故此[image: ]西有犬墓阿冨山者以朸荷宍故号阿冨云[image: ]瀬村者[image: ][image: ]川瀬為名目前田者天皇獦犬為猪[image: ]打害目故曰目割阿多加野者品太天皇狩於此野一猪負矢為阿多岐故曰阿多賀野法太里　甕坂花波山　圡下上　[image: ]以号法太者讃伎日子与建石命相闘之時讃伎日子負而逃去以手匐去故匐田甕坂者讃伎日子逃去之時建石命逐此坂云自今以後更不得入此界即御[image: ]置此坂一家云昔丹波与播磨堺国之時大甕堀埋於此上以為国境故曰甕坂花波山者近江国花波之神在於此山故[image: ]為名

　（賀毛郡）

賀毛郡　[image: ]以号賀毛者品太天皇之世於鴨村雙鴨作栖生卵故曰賀毛郡　上鴨里　圡中上　下鴨里　圡中中　右二里号鴨里者已詳於上但後分為二里故曰上鴨下鴨[image: ]以品太天皇巡行之時此鴨發飛居於條布井樹此時天皇問云何鳥哉阿従當麻品遅部君前玉荅曰住於川鴨[image: ]令射時發一矢中二鳥即負矢従山岑飛越之[image: ]号鴨坂落斃之[image: ]者仍号鴨谷煮羹之[image: ]者煮坂下鴨里有碓居谷箕谷酒屋谷此大汝命造碓稲舂之[image: ]者号碓居谷箕置之[image: ]者号箕谷造酒屋之[image: ]者号酒屋谷　條布里　圡中〻　[image: ]以号條布者此村在井一女汲水即被吸没故曰号條布鹿咋山右[image: ]以号鹿咋者品太天皇狩行之時白鹿咋己舌遇於此山故曰鹿咋山　品遅部村　右号然者品太　天皇之世品遅部[image: ]遠祖前玉[image: ]賜此地故号品遅部村　三重里　圡中〻　[image: ]以云三重者昔在一女抜筠以布裹食重居不能起立故曰三重　楢原里　圡中〻　[image: ]以号楢原者柞生此村故曰柞原伎湏美野　右号伎湏美野者品太天皇之世大伴連[image: ]請此[image: ]之時喚国造黒田別而問地状尒時對曰縫衣如蔵櫃底故曰伎湏美野　飯盛嵩右号然者大汝命之御飯盛於此嵩故曰飯盛嵩　粳[image: ]　右号粳[image: ]者大汝命令舂稲於下鴨村散粳飛到於此[image: ]故曰粳[image: ]有玉野村[image: ]以者意奚袁奚二皇子[image: ]坐於美囊郡志深里[image: ]宮遣山部小楯誂国造許麻之女根日女命於是根日女已依命訖尒時二皇子相辞不娶于日間根日女老長逝于時皇子等大哀即遣小立[image: ]云朝夕日不[image: ]之地造墓蔵其骨以玉餝墓故縁此墓号玉丘其村号玉野　起勢里　圡下中[image: ]江黒川　右号起勢者巨勢部[image: ]居於此村仍為里名[image: ]江右号[image: ]江者品太天皇之世播磨国之田村君在百八十村君而己村別相闘之時天皇[image: ]追聚於此村[image: ]皆斬死故曰[image: ]江其血黒流故号黒川　山田里　圡中下　猪飼野　右号山田者人居山際遂由為里名　猪養野　右号猪飼者難波[image: ]津宮御宇天皇之世日向肥人朝戸君天照大神坐舟於猪持[image: ]来進之可飼[image: ]求申仰仍[image: ]賜此[image: ]而放飼猪故曰猪飼野　端鹿里　圡下上　今在其神　右号端鹿者昔神於諸村班菓子至此村不足故仍云間有哉故号端鹿此村至于有今山木無菓子　生真木[image: ]枌　穂積里　夲名塩野小目野　圡下上[image: ]以塩野者醎水出於此村故曰塩野今号穂積者穂積臣[image: ]族居於此村故号穂積　小目野　右号小目野者品太天皇巡行之時宿於此野仍望覧四方[image: ]云彼観者海哉河哉従臣對曰此霧也尒時宣云大體雖見無小目哉故曰号小目野於是従臣開井故云佐〻御井又[image: ]此野詠歌宇都久志伎乎米乃佐〻波尒阿良礼布理志毛布[image: ][image: ]毛奈加礼曽祢袁米乃佐〻波　雲潤里　圡中〻　右号雲潤者丹津日子神法太之川底欲越雲潤之方云尒之時在於彼村太水神辞云吾以宍血佃故不欲河水尒時丹津日子云此神倦堀河事云尒而已故号雲弥今人号雲潤　河内里　圡中下　右由川為名此里之田不敷草下苗子[image: ]以然者住[image: ]大神上坐之時食於此村尒従神[image: ]人苅置草觧散為坐尒時草主大患訴於大神判云汝田苗者必雖不敷草如敷草生故其村田于今不敷草作苗代　川合里　圡中上　腹辟沼　右号川合者端鹿川底与鴨川[image: ]村故号川合里腹辟沼　右号腹辟者花浪神之妻淡海神為追己夫到於此[image: ]遂怨瞋妾以刀辟腹没於此沼故号腹辟沼其沼鮒[image: ]今无五臓

　（美囊郡）

美囊郡[image: ]以号美囊者昔大兄伊射報和氣命堺国之時到志深里許曽社[image: ]云此圡水流甚美哉故号美囊郡志深里　圡中〻　[image: ]以号志深者伊射[image: ]和氣命御食於此井之時信深貝遊上於御飯莒縁尒時[image: ]云此貝者於阿波国和[image: ]散我[image: ]食之貝[image: ]故号志深里於奚袁奚天皇[image: ][image: ]以坐於此圡者汝父市邊　天皇命[image: ][image: ]於近江国摧綿野之時率[image: ]部連意美而逃来隠於惟村石室然後意美自知重罪乗馬寺切断其[image: ]逐放之亦持物桉[image: ]盡焼癈之即絰死之尒二人子[image: ]隠於彼此迷於東西仍志深村首伊[image: ]尾之家[image: ]役也[image: ]伊[image: ]尾新室之宴而二子[image: ]令燭仍令擧詠辞尒兄弟各相譲乃弟立詠其辞曰多良知志[image: ]備[image: ]狭鍫持如田打手拍子[image: ]吾将為儛又詠其辞曰淡海者水渟国倭者青〻垣〻山投坐市邊之天皇御足末奴津良麻者即諸人[image: ]皆畏走出尒針間国之山門領[image: ]遣山部連少楯相聞相見語云為此子汝母手白髪命晝者不食夜者不寝有生有死泣戀子[image: ]仍[image: ]上[image: ]如右件即歓哀泣[image: ]遣少楯[image: ]上仍相見相語戀自此以後更[image: ]下造宮於此圡而坐之故有[image: ]野宮少野宮川村宮池野宮又造倉之[image: ]即号御宅村造倉之[image: ]号御倉尾[image: ]野里坐於祝田社神玉帶志比古大稲男玉帶志比賣豊稲女志深里坐於三坂神八戸挂湏御諸命大物主葦原志許国堅以後自天下於三坂岑[image: ]川里[image: ]以号[image: ]川者[image: ]川大刀自神在於此故云[image: ]川里　枚野里[image: ]體為名[image: ]野里[image: ]體為名




〈逸文〉




　爾保都比売命

播磨國風土記曰息長帯日女命欲平新羅國下坐之時禱於衆神尒時國堅大神之子尒保都比賣命著國造石坂比賣命教曰好治奉我前者我尒出善験而比〻良木八尋桙根底不附國越賣眉引国玉匣賀々益国苫枕有寳國白衾新羅國矣以丹浪而将平伏賜如此教賜於此出賜赤圡其土塗天之[image: ]桙建神舟之艫舳又染御舟裳及御軍之着衣又撹濁海水渡賜之時底潛魚及[image: ]飛鳥[image: ]不徃来不遮前如是而平伏新羅已訖還上乃鎮奉其神於紀伊國管川藤代之峯


（『釈日本紀』巻十一）



　速鳥

播磨國風圡記曰明石驛家駒手御井者難波[image: ]津宮天皇之御世楠生於井上朝日蔭淡路嶋夕日蔭大倭嶋根仍伐其楠造舟其迅如飛一檝去越七浪仍号速鳥於是朝夕乗此舟為供御食汲此井水一旦不堪御食之時故作歌而止唱曰住[image: ]之大倉向而飛者許曽速鳥云目何速鳥


（『釈日本紀』巻八）









播磨国風土記　解説








一　成立と編纂






　現存する『播はり磨まの国くに風ふ土ど記き』は、賀か古この郡こおり・印い南なみ郡・飾しか磨ま郡・揖いい保ぼ郡・讃さ容よ郡・宍し禾さわ郡・神かむ前さき郡・託た賀か郡・賀か毛も郡・美み囊なぎ郡の十の郡の記事を、里を単位として記している。この風土記の古写本であり唯一の伝本である三さん条じよう西にし家け本は、冒頭記事賀古郡より前の記事が切断されているため明あか石し郡の記事を欠いている。『釈日本紀』に残された当国風土記逸文には、明石駅うま家や記事が採録されており、本来は明石郡の記事が存在したことは確実である。

　各郡記事を構成する記事では、すべて「里」表記で統一されているところから、この風土記の成立は、『出雲いずもの国くに風ふ土ど記き』総記に「郷の字は、霊れい亀き元年の式によりて、里を改めて郷となす」とある霊亀元年（七一五）以前と推定され、和銅六年（七一三）の官命発令直後には成立していたと考えられる。ただし、これに関しては近年、鎌かま田だ元もと一かずが新出の和銅八年計帳木簡を手がかりとして考察した結果、郷里制の施行については霊亀三年（七一七）六月～同年十一月の間である可能性が高いと述べている＊一。これによるならば、この風土記の成立の下限は霊亀三年ということになる。また、風土記は本来は行政上の報告文書であった。賀古郡の舟ふな引ひき原はらの記事に「又、事は上の解と同じ」という記述があり、上級官庁への提出文書である「解文」として作成されたものであることが分かる。

　さて、当国風土記の成立に関して、三条西家本の本文を詳細に検討した秋あき本もと吉きち郎ろうは、この写本に不備や追補の痕こん跡せきが随所に見られるという未み精せい撰せんの様態を示していることを指摘し、これが国庁に残された未整備稿本であると述べている＊二。当国風土記の本文は、確かに秋本が指摘するような不備や杜ず撰さんさや文意不明確な文章があり、推すい敲こうや整理を経ていない草稿であるかのような印象は否めないだろう。ただし、それをもって国庁に残された未整備稿本とまでは言い切れないように思う。これを受容する現代の我々としては、三条西家本を『播磨国風土記』として受け止める他はないであろう。

　ところで、小お野の田だ光みつ雄おは当国風土記本文の地名説明の文体、地名説明慣用句の使い方、伝承されている神の分布といった形態や形式を検討した結果、


Ａ群　賀古・印南・美囊

Ｂ群　飾磨・神前・託賀・賀毛

Ｃ群　揖保・讃容・宍禾



の三つのグループにまとめられることを明らかにした。小野田はこれが、『国造本紀』に記された古代播磨の三国造、すなわち針はり間まの国くにの造みやつこ・針間鴨かも国造・明石国造の勢力圏とほぼ重なるところから、これら国造が各グループ記事の採録や筆録に関与した可能性を指摘している＊三。本文の形態的特徴を整理して、そこから編述に関わる歴史的背景を考えようとするこの論は注目されるが、律りつ令りよう体制のもとで整備されてきた国・郡・里の地方制度の中で、旧国造が果たしてどれほどの影響力を持ち得たのかという点に関しては、いささかの不安も残る。とはいうものの、当国風土記の本文にみられる形態的特色を明らかにしたことは、大いに意義があると言わねばならない。

　当国風土記の成立については、他にそれを裏付ける資料がないため、これ以上のことは分からないが、当国風土記の成立を仮に霊亀元年以前とするならば、その編者として最も可能性が高いのは、『懐風藻』に従じゆ四位下播磨国の守かみと記されている大おお石いしの王おおきみであろう。『続しよく日に本ほん紀ぎ』によれば、大石王が従四位下になったのは和銅六年四月のことである。そして、それは風土記編へん纂さんの官命が発令された同年五月の一か月前にあたり、相前後して播磨国に赴任したものと考えられる。ただし、文書作成の実務は、実際には各郡司でなされていたと考えられるので、もし大石王が編者であるとしても、この人自身が、全体に亘って筆を執ったものではないと思われる。





二　特色







（１）土品記載について






　当国風土記の記事は、先にも述べた通り各郡の里を単位として構成され、そのほとんどが郡と里および山川原野の地名起源説話で占められている。また、官命第三項で報告を求められている「地味の肥ひ沃よく状態」に関して、たとえば、


望まが理りの里　土は中の上（賀古郡）

香かぐ山やまの里　土は下の上（揖保郡）

石いわ海みの里　土はこれ上の中（揖保郡）



のように、上上から下下までの九等のランクに分けて詳細に記述しているところに大きな特色がある。この土品記載に関しては植うえ垣がき節せつ也やの詳細な論がある＊四。植垣は当国風土記の土品記載を拾い上げ、


上上　上中　上下　中上　中中　中下　下上　下中　下下　無記載

０　　５　　２　　21　　25　　８　　８　　５　　２　　５



のように整理した上で、全体として幾分中よりも下に傾いているという傾向に注目して「一等級づつ下ろして記されてゐると思へばさうも思へる」と述べている。植垣は、さらに播磨における米の反当収量を明治十八年の『兵庫県統計書』によって確認し、風土記の土品記載と明治十八年の反当収量がほぼ対応している事実を突き止めた。千年以上の違いがある奈良時代と、明治時代の反当収量を単純に比較することはできないであろうが、少なくとも当国風土記の土品記載が、かなり信頼できるものであることは確実であろう。ここに、行政文書としての風土記の一面を見ることができると思うのである。





（２）国占め・国争い神話と地名起源説話






　先にも指摘したとおり、当国風土記の里の記事のほとんどは地名起源説話である。それらの伝承の中で、まず注目されるのは国占め・国争いの神話である。





（１）伊和大神、国占めましし時、鹿、来たりて山の岑に立ちき。（揖保郡香山里）

（２）讃伎国の宇達の郡、飯の神の妾、名は飯盛の大刀自と曰ふ。この神、度り来まして、此の山を占めて居りましき。故、飯盛山と名けき。（揖保郡飯盛山）

（３）葦原志許乎命、国を占めたまひし時に、勅りたまひしく、「この地は小狭し。室の戸の如くなり」とのりたまひき。故、表戸と曰ひき。（宍禾郡宇波良村）

（４）讃容と云ひし所以は、大神妹妋二柱、各競ひて国占めましし時、妹玉津日女命、生ける鹿を捕り臥せ、其の腹を割きて、稲を其の血に種きき。仍りて一夜の間に苗生ひ、取りて殖ゑしめき。（讃容郡）

（５）葦原志許乎命、天日槍命と二はしら、此の谷を相奪ひたまひき。故、奪谷と曰ひき。（宍禾郡奪谷）

（６）葦原志許乎命、天日槍命と、国を占めたまひし時、嘶く馬有りて、此の川に遇ひき。故、伊奈加川と曰ひき。（宍禾郡伊奈加川）

（７）国を占めたまひし時、天日槍命、先に到りし処なり。伊和大神、後に到りたまひき。是に、大神、大きに恠しびて云ひたまひしく、「度らぬ先に到りしかも」といひたまひき。故、波加の村と曰ひき。（宍禾郡波加村）






　このように、国占め・国争い神話は、地名起源の説明と結びつきながら、多彩な姿で語られている。それらは、在地の神である伊い和わの大おお神かみや葦あし原はらの志し許こ乎おの命みことのみならず、他地方の神や渡来系の神の伝承も含んでおり、播磨と他国の関係や歴史、さらに信仰の広がりを考える上で重要であると言えるだろう。特に注目されるのは、渡来系の天あまの日ひ槍ぼこの命みことに関する伝承である。この神は記紀では新羅しらぎ国王の王子として登場し、『日本書紀』垂すい仁にん天皇三年三月に渡来したと記されている。そしてその異伝として、





初め天日槍、艇はしぶねに乗りて播磨国に泊て、宍粟しさはの邑むらに在り。（中略）仍りて天日槍に詔して曰はく、「播磨国の宍粟邑、淡路島の出いで浅さの邑むら、是の二邑は、汝の任こころ意のままに居れ」とのたまふ。（新編日本古典文学全集本『日本書紀』による）






とあり、播磨国と深い関係にあったことが分かる。また『古事記』では中巻の応おう神じん天皇条に「昔」の出来事として、天日槍渡来を伝えている。その伝承によれば、新羅のある女性が、日光に感応して生んだ赤い玉を天日槍が手に入れて床の辺に置いていたところ、たちまち麗しい女性となり妻としたが、その妻は本国に帰ると云いって逃げ出してしまう。それに続けて、次のような伝承が記されている。





ここに、天之日矛、その妻の遁げしことを聞きて、すなはち追ひ渡り来て、難波に到らむとせし間に、其の渡の神、塞さへて入れざりき。かれ、さらに還りて、多遅摩の国に泊てき。すなはちその国に留まりて、多遅摩之俣尾が女、名は前津見を娶りて、生める子、多た遅ぢ摩ま母も呂ろ須す玖く。（新潮日本古典集成本『古事記』による）






　但たじ馬まと播磨は国境を接しており二つの国の関係は深い。当国風土記における天日槍命伝承も、記紀の伝承と何らかの繫つながりを持っているものと推察される。これに関して青あお木き紀き元げんは、





古代の播磨へは周囲の国々から多くの人々が移住して来て、韓人・漢人等の異国人も入って来たのであるが、播磨国風土記は、その日本側を代表する神格を葦原志許乎命、異国側を代表する神格を天日槍命として設け、両者の激しい闘争の物語を伝えているのである。それは、古代播磨における人々の土地争奪の歴史を反映し、また日本人対異国人の対立を反映し、更に播磨対但馬の闘争を反映するものとみることができる。（『日本神話の基礎的研究』七四頁）






と述べ、これらの神話伝承の背景に、他の地方、他の国からの人々の移住によって引き起こされた、もとから播磨に住んでいた人々との闘争の歴史があったことを推論している＊五。青木が述べるとおり人の移住には、その人々が信仰してきた神とその伝承も伴うものであると考えられる。したがって、当国風土記に多く残された国占め・国争い神話の背景には、それらの神を奉じる人々の闘争の歴史が反映されていると見ることは妥当であろう。

　地理的にみるなら、播磨国は、出雲いずも・伯耆ほうき・但馬の日本海側の諸国や九州・四国そして瀬せ戸と内うちの諸国から、畿き内ないに向かう場合に絶対に通らねばならない位置にあり、この国全体が、いわば交通の要所なのである。渡来してきた氏族や他国の人々が交差し、そこに文化の衝突が生じているといえる。その歴史を神話や伝説として伝承してきたところに、この国の特色があり、それがそのまま当国風土記説話の特色となっていると言っても過言ではないだろう。





三　諸本と伝来






『播磨国風土記』の写本に関しては、平安時代中期以降の書写とみられる三条西家本（天てん理り図書館所蔵）が唯一の伝本である。この写本は長い間世に出ることがなく、江戸時代末期になって柳やなぎ原はら紀のり光みつと谷たに森もり善よし臣おみによって転写され、その存在が知られるようになった。

　巻子本である三条西家本は、冒頭部分の記事が切断されておりそのために明石郡の記事を欠くことはすでに述べた通りである。全五百三十行からなるこの写本は、誤脱が多く、また異体字を多く含むため、研究者を悩ませてきた。そのままでは読みづらく難解な本文が多いため、諸注釈書では内部徴証によって積極的に本文を校訂する立場を採っている。確かに、三条西家本には、しばしば文章の呼応の乱れや文意の矛盾が見られる。しかしながら、その乱れや矛盾をそのまま受け止めても解釈できることが多いのもまた事実である。その意味でいうなら、三条西家本は現代の文章表現論で言う「悪文」を多く含む本文だとも言えるだろう。そのような観点から、従来の校訂を見直してみると、これは校訂というよりもむしろ「添削」と呼ぶ方が実態に近いように思う。本来校訂とは、できるだけ祖本の姿を復元することを目的とするものであり、悪文の添削を目的とするものではない。その意味から考えると、これまでの校訂には若干の問題があるように思う。

　三条西家本が唯一の伝本とする『播磨国風土記』には、比較すべき諸本がない。孤本の校訂をどう考えるべきかという宿命を背負っているともいえるだろう。この問題に関しては、すでに私見を述べたことがある＊六。当国風土記の本文校訂については、今後もさらに検討を加えていく必要があるだろう。

　なお、本書では逸文「爾保都比売命」（『釈日本紀』所引）・「速鳥」（『釈日本紀』所引）を収めたが、「爾保都比売命」については本来あるべき位置への復元が困難なため、これら二つの逸文については、やむを得ず本文の末尾にまとめて記載した。





四　注釈書






　当国風土記の主な注釈書としては、


敷しき田だ年とし治はる『標注播磨風土記』明治二十年　玄同社

井いの上うえ通みち泰やす『播磨風土記新考』昭和六年　大岡山書店

秋本吉郎『風土記』（日本古典文学大系）昭和三十三年　岩波書店

久ひさ松まつ潜せん一いち『風土記』（日本古典全書）昭和三十五年　朝日新聞社

小こ島じま瓔よし禮ゆき『風土記』昭和四十五年　角川書店

植垣節也『風土記』（新編　日本古典文学全集）平成九年　小学館

沖森卓也・佐藤信・矢嶋泉『播磨国風土記』平成十七年　山川出版社



　などがある。





＊一　鎌田元一『律令公民制の研究』（塙書房、二〇〇一年三月）

＊二　秋本吉郎『風土記の研究』（ミネルヴァ書房、一九六三年十月）

＊三　小野田光雄「播磨国風土記成立に関する一考察」（『國學院雑誌』五五巻三号、一九五四年）

＊四　植垣節也「播磨国風土記の土品記載」（『古典学藻』所収、塙書房刊、一九八二年十一月）

＊五　青木紀元『日本神話の基礎的研究』（風間書房刊、一九七〇年三月）

＊六　橋本雅之「三条西家本『播磨国風土記』校訂私見」（『古代文芸論叢』所収、おうふう、二〇〇九年十一月）




（橋本雅之）
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